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まま  ええ  がが  きき  

  

  学学校校給給食食等等をを通通じじてて行行わわれれてていいるる食食育育はは、、子子供供たたちちのの生生ききるる力力をを育育むむううええでで、、かかけけ

ががええののなないい役役割割をを担担っってていいまますす。。現現在在、、農農林林水水産産省省のの推推奨奨すするる「「大大人人のの食食育育」」がが注注目目

をを集集めめてておおりりまますすがが、、「「食食」」はは子子供供のの頃頃かかららのの知知識識やや経経験験のの積積みみ上上げげがが不不可可欠欠ででああるるここ

ととかからら、、学学校校現現場場でではは、、栄栄養養教教諭諭・・学学校校栄栄養養職職員員のの専専門門性性をを生生かかしし、、学学校校給給食食をを教教育育

課課程程とと効効果果的的にに結結びび付付けけるる取取組組がが進進んんででいいまますす。。学学校校関関係係者者ははじじめめ多多くくのの方方々々のの力力をを

おお借借りりしし、、「「子子供供のの食食育育」」ももここれれままでで以以上上にに充充実実ささせせてていいききたたいいとと考考ええてていいまますす。。  

  一一方方でで、、食食ををととりりままくく環環境境がが大大ききくく変変化化すするる中中、、健健康康やや環環境境、、多多様様性性、、持持続続可可能能なな

社社会会づづくくりりななどど、、向向きき合合ううべべききテテーーママははまますすまますす広広ががっってていいまますす。。学学校校給給食食をを通通ししてて

食食をを選選ぶぶ力力をを育育みみ、、食食をを通通じじてて人人やや地地域域、、食食文文化化ととつつななががるる喜喜びびをを感感じじるる取取組組をを、、いいっっ

そそうう進進めめてていいたただだききたたいいとと思思いいまますす。。  

  今今回回１１１１年年ぶぶりりにに「「学学校校給給食食のの管管理理とと指指導導」」をを改改訂訂すするるににああたたりり、、給給食食をを提提供供すするる

ううええでで最最もも重重要要視視すすべべきき衛衛生生管管理理とと食食物物アアレレルルギギーー対対応応ににつついいてて、、ノノロロウウイイルルススのの定定

期期検検査査のの推推奨奨をを明明示示しし、、食食物物アアレレルルギギーー事事故故防防止止ににつつななげげるるたためめののヒヒヤヤリリハハッットト事事例例

のの集集約約・・共共有有ののあありり方方をを改改めめてて示示ししままししたた。。ままたた、、給給食食のの時時間間にに行行うう食食にに関関すするる指指導導

のの実実施施ににああたたりり、、よよりり分分かかりりややすすくく示示せせるるよようう「「学学校校給給食食のの指指導導」」のの項項をを大大幅幅にに再再編編

ししままししたた。。  

  本本冊冊子子がが、、安安心心・・安安全全でで、、おおいいししいい給給食食作作りりのの指指針針ととななりり、、愛愛知知のの子子供供たたちちのの食食のの

学学びびがが未未来来のの力力へへととつつななががるるここととをを心心よよりり願願っってていいまますす。。  

 

  

  

令令和和８８年年３３月月    

                    愛愛知知県県教教育育委委員員会会教教育育長長  川川原原  馨馨  
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Ⅰ 学校給食の概要

１ 学校給食とは

⑴ 学校給食のはじまり

わが国の学校給食は、明治２２年（１８８９年）、山形県鶴岡市の私立忠愛小学校で、仏教慈

善団体が貧困児童に対する就学奨励のために実施したのが初めであるとされているが、国が学

校給食に初めて関与したのは、昭和７年経済不況による就学困難児童救済のため、「学校給食実

施の趣旨徹底方並びに学校給食臨時施設方法」に関する訓令により、国庫からの支出により学

校給食を奨励したのを発端とする。その後、学校給食は、貧困児救済から、栄養不良児、身体

虚弱児を対象とする保健施策的性格を強めたが、第２次世界大戦の深刻化とともに中止された。 
 

⑵ 学校給食法の制定

昭和２１年１２月には学童の体位向上と栄養教育の見地から、広く学校において適切な栄養

給食を行うことは望ましいとして、貧困児童、虚弱児童等だけではなく、全児童を対象とし、

その健全な育成を図ることを目的とした通達が出され、翌年１月からアジア救済連盟（ ）

の救援物資等により学校給食が再開された。この日を記念して学校給食週間（１月２４日から

３０日まで）が設けられている。 
ところが、昭和２６年サンフランシスコ講和条約の調印により、アメリカからの贈与小麦粉

が打ち切られたことに伴い、学校給食費が値上がりし、学校給食は中止の危機にさらされた。

これに伴い、国庫補助による学校給食の継続を要望する運動が全国的に展開され、学校給食を

法制化し、制度の安定を図る気運が急速に高まり、昭和２９年に学校給食法が制定された。 
この法律の目的は、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の

改善に寄与することであり、義務教育諸学校における教育の目的を実現するための学校給食の

目標を規定しており、学校給食が学校教育活動の一環であるという基本理念を明らかにした。  
なお、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の夜間課程において学ぶ青年

の身体の健全な発達に資することを目的に、昭和３１年に夜間課程を置く高等学校における学

校給食に関する法律が制定された。 
また、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部に

おいて学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資することを目的に、昭和３２年に特別支援学

校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律が制定された。 
 

⑶ 教育課程への位置付け

昭和３３年の小学校及び中学校学習指導要領の改訂において、学校給食の教育課程における

位置付けが明確にされた。平成元年の改訂では、特別活動の「学級活動」に位置付けられ、今

日に至っている。 
学校給食はこれらの規定に制度的に支えられ、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達の

ため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、児童生徒の健康の増進、体位

の向上を図ってきた。 
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校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律が制定された。 
 

⑶ 教育課程への位置付け

昭和３３年の小学校及び中学校学習指導要領の改訂において、学校給食の教育課程における

位置付けが明確にされた。平成元年の改訂では、特別活動の「学級活動」に位置付けられ、今

日に至っている。 
学校給食はこれらの規定に制度的に支えられ、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達の

ため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、児童生徒の健康の増進、体位

の向上を図ってきた。 
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⑶ 愛知県食育推進計画の策定

本県では、平成１８年に「愛知県食育推進計画～あいち食育いきいきプラン～」（平成１９～

２２年度）、平成２３年に「第２次食育推進計画～あいち食育いきいきプラン２０１５～」（平

成２３～２７年度）、平成２８年に「第３次食育推進計画～あいち食育いきいきプラン２０２０

～」（平成２８年～令和２年度）、令和３年に「第４次食育推進計画～あいち食育いきいきプラ

ン２０２５～」（令和３～７年度）を策定した。 
「あいち食育いきいきプラン２０２５」では、これまでの取組を「継承」するとともに、多

様な主体同士の連携や新しい生活様式の実践、ＳＤＧｓ達成への貢献などを踏まえ、取組を「Ｓ

ＨＩＮ化」（新化・進化・深化・伸化）させ、食育の実践力を高めるとされている。具体的な目

標は、「体」、「心」、「環境」、「支える」の食育の４本柱ごとに掲げられている。 
「新化」･･･時代に合わせた変化 「Ｓ」･･･ 持続可能な

「進化」･･･多様な発展 「Ｈ」･･･ 健康な

「深化」･･･質の向上 「Ｉ」･･･ 興味深い

「伸化」･･･横展開のつながり 「Ｎ」･･･ 連携

⑷ 学習指導要領の改訂

中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善及び必要な方策等について」（平成２８年１２月） の中で、「現代的な諸課題に対応し

て求められる資質・能力」の中の「健康・安全・食に関する資質・能力」として食に関する資

質・能力の考え方が示された。 
この中央教育審議会の提言を踏まえ、小学校及び中学校は平成２９年７月、特別支援学校小

学部・中学部は平成３０年３月、高等学校は平成３０年７月、特別支援学校高等部は平成３１

年２月に告示された学習指導要領総則に、「学校における食育の推進」がこれまで以上に明確に

位置付けられ、小学校及び中学校では、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学習の時間

等が加えられた。 
小学校及び中学校の学習指導要領解説総則編において、食に関する指導に当たっては、給食

の時間を中心とした指導などを教科における指導と相互に関連させながら、学校教育活動全体

として効果的に取り組むことが重要であり、栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間の連携に

努めるとともに、地域の産物を学校給食に使用するなどの創意工夫を行いつつ、学校給食の教

育的効果を引き出すよう取り組むことが重要であるとされている。 
 

を調整する「地産地消コーディネーター」の養成や各地域への派遣など、生産側と学校側の連

携・協働を推進するための取組を引き続き行い、多様な優良事例の普及の横展開を図る。

加えて、引き続き米飯給食を着実に実施するとともに、児童生徒が多様な食に触れる機会に

も配慮する。また、地場産物や国産食材の活用及び我が国の伝統的な食文化についての理解を

深める給食の普及・定着等の取組を推進するとともに、児童生徒が世界の食文化等についても

理解を深めることができるよう配慮する。

地場産物の活用は、生産地と消費地との距離が縮減されることにより、その輸送に係る二酸

化炭素の排出量も抑制される等、環境負荷の低減にも寄与するものであり、 の観点から

も推進する。

加えて、学校給食の一層の充実を図るため、関係各省と連携しながら、全国学校給食週間に

係る取組の充実を図る。

 

 

 

２ 学校給食の役割

⑴ 栄養教諭制度の創設

中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」（平成１４年９月）

では、社会環境の変化などに伴う食に関する健康問題に対応するため、望ましい食習慣や栄養

バランスのとれた食生活を形成する観点から、学校における食に関する指導の重要性が指摘さ

れ、「栄養教諭（仮称）」制度など学校栄養職員に係る新たな制度の創設を検討すべきことが提

言された。また、中央教育審議会答申「食に関する指導体制の整備について」（平成１６年１月

２０日）では、栄養教諭制度の創設を柱とする食に関する指導体制の整備方策について提言さ

れ、平成１７年４月から栄養教諭制度が施行された。 
栄養教諭の職務は、地場産物を活用した給食の献立作成とその給食を活用した食に関する指

導の実施など、食に関する指導と給食管理を一体のものとして行い、教育上の高い相乗効果を

もたらすものとされている。 
 

⑵ 食育基本法の制定

食育基本法は、国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身

を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることか

ら、食育に関しての基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策

の基本となる事項を定める必要があるとして、平成１７年７月に施行された。 
食育基本法の前文では、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていく

ためには、何よりも「食」が重要である。」とし、特に子どもに対する食育を重視している。ま

た、子どもの食育における教育関係者の役割として、「子どもの食育における保護者、教育関係

者等の役割」、「食に関する体験活動と食育推進活動の実践」、「教育関係者等の責務」を規定し

ている。 
食育基本法に基づいて策定される食育推進基本計画（第１次平成１８～２２年度：第２次平

成２３～２７年度：第３次平成２８～令和２年度：第４次令和３～７年度）は、食育の推進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本事項を定めるとともに、都道府

県及び市町村の食育推進計画の基本となるものである。 
【第４次食育推進基本計画】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．学校、保育所等における食育の推進 

⑵ 取り組むべき施策

（学校給食の充実） 
児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、適切な栄養の摂取による健

康の保持増進が図られるよう、引き続き、十分な給食の時間の確保及び指導内容の充実を図

る。

また、各教科等の農林水産業や環境、健康等を含む食に関する指導と関連付けた活用がされ

るよう献立内容の充実を図るなど、学校給食を「生きた教材」として活用することで、食育を

効果的に推進する。

さらに、食生活が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動の上に成り立っていることにつ

いて、児童生徒の理解を深め、感謝の心を育むよう、学校給食への地場産物活用に向けて、市

町村が中心となり、食材需要に対応できる生産供給体制の構築などの供給者側の取組並びに地

場産物の生産供給体制や地域の実情を踏まえた学校設置者及び学校等の取組の双方が重要であ

り、密接に連携・協働することが必要である。そのため、給食現場と生産現場の互いのニーズ
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として効果的に取り組むことが重要であり、栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間の連携に

努めるとともに、地域の産物を学校給食に使用するなどの創意工夫を行いつつ、学校給食の教

育的効果を引き出すよう取り組むことが重要であるとされている。 
 

を調整する「地産地消コーディネーター」の養成や各地域への派遣など、生産側と学校側の連
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食育基本法は、国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身

を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることか

ら、食育に関しての基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策

の基本となる事項を定める必要があるとして、平成１７年７月に施行された。 
食育基本法の前文では、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていく

ためには、何よりも「食」が重要である。」とし、特に子どもに対する食育を重視している。ま

た、子どもの食育における教育関係者の役割として、「子どもの食育における保護者、教育関係

者等の役割」、「食に関する体験活動と食育推進活動の実践」、「教育関係者等の責務」を規定し

ている。 
食育基本法に基づいて策定される食育推進基本計画（第１次平成１８～２２年度：第２次平

成２３～２７年度：第３次平成２８～令和２年度：第４次令和３～７年度）は、食育の推進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本事項を定めるとともに、都道府

県及び市町村の食育推進計画の基本となるものである。 
【第４次食育推進基本計画】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．学校、保育所等における食育の推進 

⑵ 取り組むべき施策

（学校給食の充実） 
児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、適切な栄養の摂取による健

康の保持増進が図られるよう、引き続き、十分な給食の時間の確保及び指導内容の充実を図

る。

また、各教科等の農林水産業や環境、健康等を含む食に関する指導と関連付けた活用がされ

るよう献立内容の充実を図るなど、学校給食を「生きた教材」として活用することで、食育を

効果的に推進する。

さらに、食生活が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動の上に成り立っていることにつ

いて、児童生徒の理解を深め、感謝の心を育むよう、学校給食への地場産物活用に向けて、市

町村が中心となり、食材需要に対応できる生産供給体制の構築などの供給者側の取組並びに地

場産物の生産供給体制や地域の実情を踏まえた学校設置者及び学校等の取組の双方が重要であ

り、密接に連携・協働することが必要である。そのため、給食現場と生産現場の互いのニーズ
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⑶ 愛知県食育推進計画の策定

本県では、平成１８年に「愛知県食育推進計画～あいち食育いきいきプラン～」（平成１９～

２２年度）、平成２３年に「第２次食育推進計画～あいち食育いきいきプラン２０１５～」（平

成２３～２７年度）、平成２８年に「第３次食育推進計画～あいち食育いきいきプラン２０２０

～」（平成２８年～令和２年度）、令和３年に「第４次食育推進計画～あいち食育いきいきプラ

ン２０２５～」（令和３～７年度）を策定した。 
「あいち食育いきいきプラン２０２５」では、これまでの取組を「継承」するとともに、多

様な主体同士の連携や新しい生活様式の実践、ＳＤＧｓ達成への貢献などを踏まえ、取組を「Ｓ

ＨＩＮ化」（新化・進化・深化・伸化）させ、食育の実践力を高めるとされている。具体的な目

標は、「体」、「心」、「環境」、「支える」の食育の４本柱ごとに掲げられている。 
「新化」･･･時代に合わせた変化 「Ｓ」･･･ 持続可能な

「進化」･･･多様な発展 「Ｈ」･･･ 健康な

「深化」･･･質の向上 「Ｉ」･･･ 興味深い

「伸化」･･･横展開のつながり 「Ｎ」･･･ 連携

⑷ 学習指導要領の改訂

中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善及び必要な方策等について」（平成２８年１２月） の中で、「現代的な諸課題に対応し

て求められる資質・能力」の中の「健康・安全・食に関する資質・能力」として食に関する資

質・能力の考え方が示された。 
この中央教育審議会の提言を踏まえ、小学校及び中学校は平成２９年７月、特別支援学校小

学部・中学部は平成３０年３月、高等学校は平成３０年７月、特別支援学校高等部は平成３１

年２月に告示された学習指導要領総則に、「学校における食育の推進」がこれまで以上に明確に

位置付けられ、小学校及び中学校では、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学習の時間

等が加えられた。 
小学校及び中学校の学習指導要領解説総則編において、食に関する指導に当たっては、給食

の時間を中心とした指導などを教科における指導と相互に関連させながら、学校教育活動全体

として効果的に取り組むことが重要であり、栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間の連携に

努めるとともに、地域の産物を学校給食に使用するなどの創意工夫を行いつつ、学校給食の教

育的効果を引き出すよう取り組むことが重要であるとされている。 
 

を調整する「地産地消コーディネーター」の養成や各地域への派遣など、生産側と学校側の連

携・協働を推進するための取組を引き続き行い、多様な優良事例の普及の横展開を図る。

加えて、引き続き米飯給食を着実に実施するとともに、児童生徒が多様な食に触れる機会に

も配慮する。また、地場産物や国産食材の活用及び我が国の伝統的な食文化についての理解を

深める給食の普及・定着等の取組を推進するとともに、児童生徒が世界の食文化等についても

理解を深めることができるよう配慮する。

地場産物の活用は、生産地と消費地との距離が縮減されることにより、その輸送に係る二酸

化炭素の排出量も抑制される等、環境負荷の低減にも寄与するものであり、 の観点から

も推進する。

加えて、学校給食の一層の充実を図るため、関係各省と連携しながら、全国学校給食週間に

係る取組の充実を図る。

 

 

 

２ 学校給食の役割

⑴ 栄養教諭制度の創設

中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」（平成１４年９月）

では、社会環境の変化などに伴う食に関する健康問題に対応するため、望ましい食習慣や栄養

バランスのとれた食生活を形成する観点から、学校における食に関する指導の重要性が指摘さ

れ、「栄養教諭（仮称）」制度など学校栄養職員に係る新たな制度の創設を検討すべきことが提

言された。また、中央教育審議会答申「食に関する指導体制の整備について」（平成１６年１月

２０日）では、栄養教諭制度の創設を柱とする食に関する指導体制の整備方策について提言さ

れ、平成１７年４月から栄養教諭制度が施行された。 
栄養教諭の職務は、地場産物を活用した給食の献立作成とその給食を活用した食に関する指

導の実施など、食に関する指導と給食管理を一体のものとして行い、教育上の高い相乗効果を

もたらすものとされている。 
 

⑵ 食育基本法の制定

食育基本法は、国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身

を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることか

ら、食育に関しての基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策

の基本となる事項を定める必要があるとして、平成１７年７月に施行された。 
食育基本法の前文では、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていく

ためには、何よりも「食」が重要である。」とし、特に子どもに対する食育を重視している。ま

た、子どもの食育における教育関係者の役割として、「子どもの食育における保護者、教育関係

者等の役割」、「食に関する体験活動と食育推進活動の実践」、「教育関係者等の責務」を規定し

ている。 
食育基本法に基づいて策定される食育推進基本計画（第１次平成１８～２２年度：第２次平

成２３～２７年度：第３次平成２８～令和２年度：第４次令和３～７年度）は、食育の推進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本事項を定めるとともに、都道府

県及び市町村の食育推進計画の基本となるものである。 
【第４次食育推進基本計画】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．学校、保育所等における食育の推進 

⑵ 取り組むべき施策

（学校給食の充実） 
児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、適切な栄養の摂取による健

康の保持増進が図られるよう、引き続き、十分な給食の時間の確保及び指導内容の充実を図

る。

また、各教科等の農林水産業や環境、健康等を含む食に関する指導と関連付けた活用がされ

るよう献立内容の充実を図るなど、学校給食を「生きた教材」として活用することで、食育を

効果的に推進する。

さらに、食生活が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動の上に成り立っていることにつ

いて、児童生徒の理解を深め、感謝の心を育むよう、学校給食への地場産物活用に向けて、市

町村が中心となり、食材需要に対応できる生産供給体制の構築などの供給者側の取組並びに地

場産物の生産供給体制や地域の実情を踏まえた学校設置者及び学校等の取組の双方が重要であ

り、密接に連携・協働することが必要である。そのため、給食現場と生産現場の互いのニーズ
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は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

③ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、学校給食を活用した食に

関する指導を行うよう努めるものとする。（第１０条関係）

⑹ 夜間課程を置く高等学校・特別支援学校の幼稚部及び高等部

夜間課程を置く高等学校における学校給食及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学

校給食の実施については、学校給食法に規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準

を準用することとする。

現在、学校給食は、「学校給食法」「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」

及び「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」に基づき実施されて

おり、幼児児童生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容については学校給食実施基準（学

校給食法第８条）、衛生管理については学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に照らして

適切に行うこととなっている。 

 

⑸ 学校給食法

ア 法律の目的 
学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の

食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかん

がみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、も

つて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図る。（第１条関係）

イ 学校給食の目標

学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、

次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

① 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

② 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる

判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

③ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

④ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び

自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

⑤ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、

勤労を重んずる態度を養うこと。

⑥ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

⑦ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。（第２条関係）

ウ 学校給食実施基準

文部科学大臣は、学校給食の適切な実施のために必要な事項について維持されることが望

ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、当該基準に

照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。（第８条関係）

エ 学校給食衛生管理基準

① 文部科学大臣は、学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され

ることが望ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者

は、当該基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。

② 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、①の基準に照らし、適正を欠く事項が

あると認めた場合には、遅滞なく、改善に必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずるこ

とができないときは、当該義務教育諸学校の設置者若しくは共同調理場の設置者に対し、

その旨を申し出るものとする。（第９条関係）

オ 学校給食を活用した食に関する指導

① 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養

うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、

食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給

食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、

当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ食に関する指導の全体的な

計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

② 栄養教諭が①の指導を行うに当たっては、地域の産物を学校給食に活用することその

他の創意工夫を行い、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又

4

00116389_hb.indd   400116389_hb.indd   4 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35



 

は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

③ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、学校給食を活用した食に

関する指導を行うよう努めるものとする。（第１０条関係）

⑹ 夜間課程を置く高等学校・特別支援学校の幼稚部及び高等部

夜間課程を置く高等学校における学校給食及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学

校給食の実施については、学校給食法に規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準

を準用することとする。

現在、学校給食は、「学校給食法」「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」

及び「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」に基づき実施されて

おり、幼児児童生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容については学校給食実施基準（学

校給食法第８条）、衛生管理については学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に照らして

適切に行うこととなっている。 

 

⑸ 学校給食法

ア 法律の目的 
学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の

食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかん

がみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、も

つて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図る。（第１条関係）

イ 学校給食の目標

学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、

次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

① 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

② 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる

判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

③ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

④ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び

自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

⑤ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、

勤労を重んずる態度を養うこと。

⑥ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

⑦ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。（第２条関係）

ウ 学校給食実施基準

文部科学大臣は、学校給食の適切な実施のために必要な事項について維持されることが望

ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、当該基準に

照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。（第８条関係）

エ 学校給食衛生管理基準

① 文部科学大臣は、学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され

ることが望ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者

は、当該基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。

② 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、①の基準に照らし、適正を欠く事項が

あると認めた場合には、遅滞なく、改善に必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずるこ

とができないときは、当該義務教育諸学校の設置者若しくは共同調理場の設置者に対し、

その旨を申し出るものとする。（第９条関係）

オ 学校給食を活用した食に関する指導

① 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養

うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、

食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給

食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、

当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ食に関する指導の全体的な

計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

② 栄養教諭が①の指導を行うに当たっては、地域の産物を学校給食に活用することその

他の創意工夫を行い、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又
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は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。
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⑤ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、

勤労を重んずる態度を養うこと。

⑥ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

⑦ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。（第２条関係）

ウ 学校給食実施基準

文部科学大臣は、学校給食の適切な実施のために必要な事項について維持されることが望

ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、当該基準に

照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。（第８条関係）

エ 学校給食衛生管理基準

① 文部科学大臣は、学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され

ることが望ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者

は、当該基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。

② 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、①の基準に照らし、適正を欠く事項が

あると認めた場合には、遅滞なく、改善に必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずるこ

とができないときは、当該義務教育諸学校の設置者若しくは共同調理場の設置者に対し、

その旨を申し出るものとする。（第９条関係）

オ 学校給食を活用した食に関する指導

① 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養

うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、

食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給

食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、

当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ食に関する指導の全体的な

計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

② 栄養教諭が①の指導を行うに当たっては、地域の産物を学校給食に活用することその

他の創意工夫を行い、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又
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３ 学校給食の位置付け

教育基本法

学習指導要領

学校教育法

第１章 総則

第１款 教育課程編成の原則

３ 学校における体育・健康に関する指導を、

児童※１の発達の段階を考慮して、学校の教

育活動全体を通じて適切に行うことによ

り、健康で安全な生活と豊かなスポーツラ

イフの実現を目指した教育の充実に努める

こと。特に、学校における食育の推進並びに

体力の向上に関する指導、安全に関する指

導及び心身の健康の保持増進に関する指導

については、体育科、家庭科及び特別活動の

時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活

動及び総合的な学習の時間※２などにおいて

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう

努めること。また、それらの指導を通して、

家庭や地域社会との連携を図りながら、日

常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全

で活力のある生活を送るための基礎が培わ

れるよう配慮すること。

注：上記【※１】【※２】の部分を、以下に

より読み替える。

<中学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、技術・家庭科及び特別活動

の時間はもとより、各教科、道徳科及び総

合的な学習の時間

<特別支援学校小学部、中学部、高等部学習指

導要領>
※１ 児童又は生徒

※２ 小学部の体育科や家庭科（知的障害者

である児童に対する教育を行う特別支援

学校においては生活科）、中学部の保健体

育科や技術・家庭科（知的障害者である生

徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いては職業・家庭科）及び特別活動の時間

はもとより、各教科、道徳科、外国語活動、

総合的な学習の時間及び自立活動

<高等学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、家庭科及び特別活動の時

間はもとより、各教科・科目及び総合的な

探究の時間

第 条（教育の目的） 教育は、人格の完成を

目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康

な国民の育成を期して行われなければならな

い。

第二十一条

一一 学校内外における社会的活動

を促進し、自主、自律及び協同の精

神、規範意識、公正な判断力並びに

公共の精神に基づき主体的に社会

の形成に参画し、その発展に寄与

する態度を養うこと。

二二 学校内外における自然体験活

動を促進し、生命及び自然を尊重

する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと。

三三 我が国と郷土の現状と歴史に

ついて、正しい理解に導き、伝統と

文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛する態度

を養うとともに、進んで外国の文

化の理解を通じて、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必

要な衣、食、住、情報、産業その他

の事項について基礎的な理解と技

能を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のた

めに必要な習慣を養うとともに、

運動を通じて体力を養い、心身の

調和的発達を図ること。

第二十九条 小学校は、心身の発

達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする。

第三十条 小学校における教育

は、前条に規定する目的を実現す

るために必要な程度において第二

十一条に掲げる目標を達成するよ

う行われるものとする。

第四十五条 中学校は、小学校に

おける教育の基礎の上に、心身の

発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的

とする。

第七十二条 特別支援学校は、視

覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者に対

して、幼稚園、小学校、中学校又は

高等学校に準ずる教育を施すとと

もに、障害による学習上又は生活

上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを

目的とする。

学
校
給
食
法

教

科

特
別
の
教
科

道
徳

特

別

活

動

外
国
語
活
動
（
小
学
校
）

総
合
的
な
学
習
の
時
間

第６章 特別活動（小学校）第１目標
集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ様々

な集団活動に自主的、実践的に取り組み，互いのよさや可
能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決する
ことを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目
指す。

多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動
を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕
方を身に付けるようにする。

集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解
決するために話し合い、合意形成を図ったり、意思決
定したりすることができるようにする。

自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを
生かして、集団や社会における生活及び人間関係をより
よく形成するとともに、自己の生き方についての考えを
深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

第５章 特別活動（中学校）第１目標

学級活動（小学校）

１ 目標

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見い

だし、解決するために話し合い、合意形成し、役割を分担

して協力して実践したり、学級での話合いを生かして自

己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定

して実践したりすることに、自主的、実践的に取り組むこ

とを通して、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するこ

とを目指す。

２ 内容

日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形

成

学級活動（中学校） エ オ

ク
ラ
ブ
活
動
（
小
学
校
）

児
童
会
・
生
徒
会
活
動

学

校

行

事

学

級

活

動

 

Ⅱ 学校給食の管理運営

学校給食は、教育活動の中に位置付けられるものであり、その管理運営に当たっては、関係者

がそれぞれの責務をよく理解し、関係法令や通知等をもとに、学校や調理場及び市町村（以下「学

校等」という。）の実情に応じて適切な運営組織をつくり、学校給食の目標達成に努める。

１ 学校給食の運営

⑴ 運営組織

学校給食の運営は、調理場の規模や調理方式（単独調理場方式・共同調理場方式）等によっ

て異なるが、いずれにおいても学校給食の意義と役割を踏まえた適切な組織をつくり、それぞ

れの長所を最大限に生かして運営する。 
ア 運営組織例

ｱ 単独調理場方式の運営組織（例）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

教

職

員 

 

教 務 主 任 
保 健 主 事 
給 食 主 任 
学 校 食 育 推 進 者 
学 級 担 任 
養 護 教 諭 
栄養教諭・学校栄養職員 
事 務 職 員 
学 校 給 食 従 事 者 

学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 

校 内 学 校 給 食 運 営 委 員 会 
校 内 学 校 保 健 委 員 会 
校 内 衛 生 管 理 委 員 会 
校 内 献 立 作 成 委 員 会 
校内物資（業者）選定委員会 
校 内 食 育 推 進 委 員 会 
校内食物アレルギー対応委員会 

教

育

委

員

会 

 

校

長 

 

指 導 

児童・生徒

会 活 動 

学 校 行 事 

企画・研修 

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成 

研 修 

調 査 研 究 

資 料 作 成 

衛 生 管 理 委 員 会 

献 立 作 成 委 員 会 

物資 業者 選定委員会 

給 食 主 任 者 会 

学 校 給 食 運 営 委 員 会 

学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員会 

6

00116389_hb.indd   600116389_hb.indd   6 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35



３ 学校給食の位置付け

教育基本法

学習指導要領

学校教育法

第１章 総則

第１款 教育課程編成の原則

３ 学校における体育・健康に関する指導を、

児童※１の発達の段階を考慮して、学校の教

育活動全体を通じて適切に行うことによ

り、健康で安全な生活と豊かなスポーツラ

イフの実現を目指した教育の充実に努める

こと。特に、学校における食育の推進並びに

体力の向上に関する指導、安全に関する指

導及び心身の健康の保持増進に関する指導

については、体育科、家庭科及び特別活動の

時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活

動及び総合的な学習の時間※２などにおいて

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう

努めること。また、それらの指導を通して、

家庭や地域社会との連携を図りながら、日

常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全

で活力のある生活を送るための基礎が培わ

れるよう配慮すること。

注：上記【※１】【※２】の部分を、以下に

より読み替える。

<中学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、技術・家庭科及び特別活動

の時間はもとより、各教科、道徳科及び総

合的な学習の時間

<特別支援学校小学部、中学部、高等部学習指

導要領>
※１ 児童又は生徒

※２ 小学部の体育科や家庭科（知的障害者

である児童に対する教育を行う特別支援

学校においては生活科）、中学部の保健体

育科や技術・家庭科（知的障害者である生

徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いては職業・家庭科）及び特別活動の時間

はもとより、各教科、道徳科、外国語活動、

総合的な学習の時間及び自立活動

<高等学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、家庭科及び特別活動の時

間はもとより、各教科・科目及び総合的な

探究の時間

第 条（教育の目的） 教育は、人格の完成を

目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康

な国民の育成を期して行われなければならな

い。

第二十一条

一一 学校内外における社会的活動

を促進し、自主、自律及び協同の精

神、規範意識、公正な判断力並びに

公共の精神に基づき主体的に社会

の形成に参画し、その発展に寄与

する態度を養うこと。

二二 学校内外における自然体験活

動を促進し、生命及び自然を尊重

する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと。

三三 我が国と郷土の現状と歴史に

ついて、正しい理解に導き、伝統と

文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛する態度

を養うとともに、進んで外国の文

化の理解を通じて、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必

要な衣、食、住、情報、産業その他

の事項について基礎的な理解と技

能を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のた

めに必要な習慣を養うとともに、

運動を通じて体力を養い、心身の

調和的発達を図ること。

第二十九条 小学校は、心身の発

達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする。

第三十条 小学校における教育

は、前条に規定する目的を実現す

るために必要な程度において第二

十一条に掲げる目標を達成するよ

う行われるものとする。

第四十五条 中学校は、小学校に

おける教育の基礎の上に、心身の

発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的

とする。

第七十二条 特別支援学校は、視

覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者に対

して、幼稚園、小学校、中学校又は

高等学校に準ずる教育を施すとと

もに、障害による学習上又は生活

上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを

目的とする。
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第６章 特別活動（小学校）第１目標
集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ様々

な集団活動に自主的、実践的に取り組み，互いのよさや可
能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決する
ことを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目
指す。

多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動
を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕
方を身に付けるようにする。

集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解
決するために話し合い、合意形成を図ったり、意思決
定したりすることができるようにする。

自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを
生かして、集団や社会における生活及び人間関係をより
よく形成するとともに、自己の生き方についての考えを
深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

第５章 特別活動（中学校）第１目標

学級活動（小学校）

１ 目標

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見い

だし、解決するために話し合い、合意形成し、役割を分担

して協力して実践したり、学級での話合いを生かして自

己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定

して実践したりすることに、自主的、実践的に取り組むこ

とを通して、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するこ

とを目指す。

２ 内容

日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形

成

学級活動（中学校） エ オ

ク
ラ
ブ
活
動
（
小
学
校
）

児
童
会
・
生
徒
会
活
動
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Ⅱ 学校給食の管理運営

学校給食は、教育活動の中に位置付けられるものであり、その管理運営に当たっては、関係者

がそれぞれの責務をよく理解し、関係法令や通知等をもとに、学校や調理場及び市町村（以下「学

校等」という。）の実情に応じて適切な運営組織をつくり、学校給食の目標達成に努める。

１ 学校給食の運営

⑴ 運営組織

学校給食の運営は、調理場の規模や調理方式（単独調理場方式・共同調理場方式）等によっ

て異なるが、いずれにおいても学校給食の意義と役割を踏まえた適切な組織をつくり、それぞ

れの長所を最大限に生かして運営する。 
ア 運営組織例

ｱ 単独調理場方式の運営組織（例）
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３ 学校給食の位置付け

教育基本法

学習指導要領

学校教育法

第１章 総則

第１款 教育課程編成の原則

３ 学校における体育・健康に関する指導を、

児童※１の発達の段階を考慮して、学校の教

育活動全体を通じて適切に行うことによ

り、健康で安全な生活と豊かなスポーツラ

イフの実現を目指した教育の充実に努める

こと。特に、学校における食育の推進並びに

体力の向上に関する指導、安全に関する指

導及び心身の健康の保持増進に関する指導

については、体育科、家庭科及び特別活動の

時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活

動及び総合的な学習の時間※２などにおいて

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう

努めること。また、それらの指導を通して、

家庭や地域社会との連携を図りながら、日

常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全

で活力のある生活を送るための基礎が培わ

れるよう配慮すること。

注：上記【※１】【※２】の部分を、以下に

より読み替える。

<中学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、技術・家庭科及び特別活動

の時間はもとより、各教科、道徳科及び総

合的な学習の時間

<特別支援学校小学部、中学部、高等部学習指

導要領>
※１ 児童又は生徒

※２ 小学部の体育科や家庭科（知的障害者

である児童に対する教育を行う特別支援

学校においては生活科）、中学部の保健体

育科や技術・家庭科（知的障害者である生

徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いては職業・家庭科）及び特別活動の時間

はもとより、各教科、道徳科、外国語活動、

総合的な学習の時間及び自立活動

<高等学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、家庭科及び特別活動の時

間はもとより、各教科・科目及び総合的な

探究の時間

第 条（教育の目的） 教育は、人格の完成を

目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康

な国民の育成を期して行われなければならな

い。

第二十一条

一一 学校内外における社会的活動

を促進し、自主、自律及び協同の精

神、規範意識、公正な判断力並びに

公共の精神に基づき主体的に社会

の形成に参画し、その発展に寄与

する態度を養うこと。

二二 学校内外における自然体験活

動を促進し、生命及び自然を尊重

する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと。

三三 我が国と郷土の現状と歴史に

ついて、正しい理解に導き、伝統と

文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛する態度

を養うとともに、進んで外国の文

化の理解を通じて、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必

要な衣、食、住、情報、産業その他

の事項について基礎的な理解と技

能を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のた

めに必要な習慣を養うとともに、

運動を通じて体力を養い、心身の

調和的発達を図ること。

第二十九条 小学校は、心身の発

達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする。

第三十条 小学校における教育

は、前条に規定する目的を実現す

るために必要な程度において第二

十一条に掲げる目標を達成するよ

う行われるものとする。

第四十五条 中学校は、小学校に

おける教育の基礎の上に、心身の

発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的

とする。

第七十二条 特別支援学校は、視

覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者に対

して、幼稚園、小学校、中学校又は

高等学校に準ずる教育を施すとと

もに、障害による学習上又は生活

上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを

目的とする。
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第６章 特別活動（小学校）第１目標
集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ様々

な集団活動に自主的、実践的に取り組み，互いのよさや可
能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決する
ことを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目
指す。

多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動
を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕
方を身に付けるようにする。

集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解
決するために話し合い、合意形成を図ったり、意思決
定したりすることができるようにする。

自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを
生かして、集団や社会における生活及び人間関係をより
よく形成するとともに、自己の生き方についての考えを
深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

第５章 特別活動（中学校）第１目標

学級活動（小学校）

１ 目標

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見い

だし、解決するために話し合い、合意形成し、役割を分担

して協力して実践したり、学級での話合いを生かして自

己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定

して実践したりすることに、自主的、実践的に取り組むこ

とを通して、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するこ

とを目指す。

２ 内容

日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形

成

学級活動（中学校） エ オ

ク
ラ
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動
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小
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Ⅱ 学校給食の管理運営

学校給食は、教育活動の中に位置付けられるものであり、その管理運営に当たっては、関係者

がそれぞれの責務をよく理解し、関係法令や通知等をもとに、学校や調理場及び市町村（以下「学

校等」という。）の実情に応じて適切な運営組織をつくり、学校給食の目標達成に努める。

１ 学校給食の運営

⑴ 運営組織

学校給食の運営は、調理場の規模や調理方式（単独調理場方式・共同調理場方式）等によっ

て異なるが、いずれにおいても学校給食の意義と役割を踏まえた適切な組織をつくり、それぞ

れの長所を最大限に生かして運営する。 
ア 運営組織例

ｱ 単独調理場方式の運営組織（例）
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Ⅱ 学校給食の管理運営

学校給食は、教育活動の中に位置付けられるものであり、その管理運営に当たっては、関係者

がそれぞれの責務をよく理解し、関係法令や通知等をもとに、学校や調理場及び市町村（以下「学

校等」という。）の実情に応じて適切な運営組織をつくり、学校給食の目標達成に努める。

１ 学校給食の運営

⑴ 運営組織

学校給食の運営は、調理場の規模や調理方式（単独調理場方式・共同調理場方式）等によっ

て異なるが、いずれにおいても学校給食の意義と役割を踏まえた適切な組織をつくり、それぞ

れの長所を最大限に生かして運営する。 
ア 運営組織例

ｱ 単独調理場方式の運営組織（例）
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保 健 主 事 
給 食 主 任 
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学 級 担 任 
養 護 教 諭 
栄養教諭・学校栄養職員 
事 務 職 員 
学 校 給 食 従 事 者 
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作 成 
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献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 
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校内食物アレルギー対応委員会 

教

育

委

員
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校
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物資 業者 選定委員会 
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指 導

児 童・生 徒

会 活 動

学 校 行 事
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全 体 計 画 作 成

研 修

調 査 研 究

資 料 作 成

学校給食実施計画

作 成

実 態 調 査
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イ 各種委員会

学校給食の運営に当たっては、各種委員会を定期的に開催し、学校給食の目標達成に努め

るとともに、課題について、適切な対応等を行うことが必要となる。特に学校においては、

校長を中心に、給食主任、学級担任、栄養教諭・学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

が協力し、調理場、家庭、地域と連携した組織とすることが大切である。 
各種委員会について、活動内容と構成員の例を次に示すが、学校等の実態に即した運営組

織を確立して、効果的な機能が必要である。複数の委員会を統合する場合は、活動内容や構

成員において、委員会の目的が達成できるよう考慮することが重要である。 
【各種委員会】（例）

委 員 会 目 的 活 動 内 容 構 成 員

学校給食

運営委員

会 学

校・共同

調理場）

学校給食の適切

かつ円滑な運営

のための協議

学校給食の実施に関する諸管理

規定作成

学校給食の実施に関する基本計

画作成

学校給食費に関する調査・検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、給食主任、栄養教諭等、養護教諭、

保護者、保健所職員、学識経験者 等

【共同調理場】共同調理場長、栄養教

諭等、保護者、保健所職員、学識経験

者、学校薬剤師 等

【校 内】校長、教頭、保健主事、給

食主任、栄養教諭等、養護教諭、学校

給食従事者、保護者、学校薬剤師 等

衛生管理

委員会

学校給食の衛生

管理を徹底する

ための協議

衛生管理の実態把握

定期点検・検査等の計画作成

施設設備の改善

衛生管理に関する研究・研修企画

学校給食運営委員会構成員

献立作成

委員会

学校給食の適切

な献立の協議

献立作成の基本方針の策定

学校給食実施基準に基づいて作

成された献立原案の検討

学校給食運営委員会構成員

物資（業

者）選定

委員会

学校給食の実施

において適切な

納入業者及び食

品の選定

食品を適切に納入できる業者の

選定

食品の安全性と学校給食の目的

達成に適切な食品の選定

学校給食運営委員会構成員

学校食育

推進委員

会

食育を学校全体

で組織的、計画

的に取り組み推

進するための協

議

【市町村】

学校食育推進に関する重要事項

の審議

諸施策の実施推進

取組の評価と分析・検討

【校 内】

食に関する指導の全体計画等の作成

指導資料や教材等の研究

保護者や地域への啓発や連携方

法等の検討

個別指導等が必要な児童生徒の

把握と対応等の検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、教務主任、給食主任、家庭科（技

術・家庭科）主任、栄養教諭等、養護

教諭、教育委員会担当、行政食育担当、

保護者、学校医、地域食育支援者、学

識経験者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、給食主任、家庭科（技術・家

庭科）主任、学年主任、栄養教諭等、

養護教諭、保護者、学校医 等

食物アレ

ルギー対

応委員会

学校生活におい

て、食物アレル

ギーを有する幼

児児童生徒が安

全に過ごすため

の対応を協議

【市町村】

市町村における基本方針の策定

マニュアルの作成

食物アレルギー対応の審査

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修企画

【校 内】

学校における基本方針の策定

校内の実態把握

個別の取組プラン等の検討・決定

緊急時対応体制の整備

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修・訓練の企画

【市町村】教育委員会（学校保健担当、

学校給食担当、学校教育担当等）

医療関係者（学校医、アレルギー専門

医、学校薬剤師等）

学校関係者（校長、養護教諭、栄養教

諭等）

学校給食関係者（共同調理場長等）

消防機関、保護者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、養護教諭、給食主任、栄養教

諭等、学年主任、学級担任、学校給食

従事者、学校医 等

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）
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イ 各種委員会

学校給食の運営に当たっては、各種委員会を定期的に開催し、学校給食の目標達成に努め

るとともに、課題について、適切な対応等を行うことが必要となる。特に学校においては、

校長を中心に、給食主任、学級担任、栄養教諭・学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

が協力し、調理場、家庭、地域と連携した組織とすることが大切である。 
各種委員会について、活動内容と構成員の例を次に示すが、学校等の実態に即した運営組

織を確立して、効果的な機能が必要である。複数の委員会を統合する場合は、活動内容や構

成員において、委員会の目的が達成できるよう考慮することが重要である。 
【各種委員会】（例）

委 員 会 目 的 活 動 内 容 構 成 員

学校給食

運営委員

会 学

校・共同

調理場）

学校給食の適切

かつ円滑な運営

のための協議

学校給食の実施に関する諸管理

規定作成

学校給食の実施に関する基本計

画作成

学校給食費に関する調査・検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、給食主任、栄養教諭等、養護教諭、

保護者、保健所職員、学識経験者 等

【共同調理場】共同調理場長、栄養教

諭等、保護者、保健所職員、学識経験

者、学校薬剤師 等

【校 内】校長、教頭、保健主事、給

食主任、栄養教諭等、養護教諭、学校

給食従事者、保護者、学校薬剤師 等

衛生管理

委員会

学校給食の衛生

管理を徹底する

ための協議

衛生管理の実態把握

定期点検・検査等の計画作成

施設設備の改善

衛生管理に関する研究・研修企画

学校給食運営委員会構成員

献立作成

委員会

学校給食の適切

な献立の協議

献立作成の基本方針の策定

学校給食実施基準に基づいて作

成された献立原案の検討

学校給食運営委員会構成員

物資（業

者）選定

委員会

学校給食の実施

において適切な

納入業者及び食

品の選定

食品を適切に納入できる業者の

選定

食品の安全性と学校給食の目的

達成に適切な食品の選定

学校給食運営委員会構成員

学校食育

推進委員

会

食育を学校全体

で組織的、計画

的に取り組み推

進するための協

議

【市町村】

学校食育推進に関する重要事項

の審議

諸施策の実施推進

取組の評価と分析・検討

【校 内】

食に関する指導の全体計画等の作成

指導資料や教材等の研究

保護者や地域への啓発や連携方

法等の検討

個別指導等が必要な児童生徒の

把握と対応等の検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、教務主任、給食主任、家庭科（技

術・家庭科）主任、栄養教諭等、養護

教諭、教育委員会担当、行政食育担当、

保護者、学校医、地域食育支援者、学

識経験者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、給食主任、家庭科（技術・家

庭科）主任、学年主任、栄養教諭等、

養護教諭、保護者、学校医 等

食物アレ

ルギー対

応委員会

学校生活におい

て、食物アレル

ギーを有する幼

児児童生徒が安

全に過ごすため

の対応を協議

【市町村】

市町村における基本方針の策定

マニュアルの作成

食物アレルギー対応の審査

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修企画

【校 内】

学校における基本方針の策定

校内の実態把握

個別の取組プラン等の検討・決定

緊急時対応体制の整備

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修・訓練の企画

【市町村】教育委員会（学校保健担当、

学校給食担当、学校教育担当等）

医療関係者（学校医、アレルギー専門

医、学校薬剤師等）

学校関係者（校長、養護教諭、栄養教

諭等）

学校給食関係者（共同調理場長等）

消防機関、保護者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、養護教諭、給食主任、栄養教

諭等、学年主任、学級担任、学校給食

従事者、学校医 等

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）
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学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員

会 

共同調理場運営委員会 学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

教

育

委

員

会 

共
同
調
理
場
長 

 

 

職

員 

 

〈受配校〉 

安全衛生委員会 

学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 校 内 学 校 給 食 運 営 委 員 会 
校 内 学 校 保 健 委 員 会 
校 内 衛 生 管 理 委 員 会 
校 内 食 育 推 進 委 員 会 
校内食物アレルギー対応委員会 

校

長 

教

職

員 

教 務 主 任 
保 健 主 事 
給 食 主 任 
学 校 食 育 推 進 者 
学 級 担 任 
養 護 教 諭 
栄養教諭・学校栄養職員 
事 務 職 員 
学 校 給 食 従 事 者 

指 導 

児童・生徒

会 活 動 

学 校 行 事 

企画・研修 

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成 

研 修 

調 査 研 究 

資 料 作 成 

学 校 給 食 運 営 委 員 会 

衛 生 管 理 委 員 会 

献 立 作 成 委 員 会 

物資 業者 選定委員会 

給 食 主 任 者 会 

学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員

会 

共同調理場運営委員会 学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 

学校給食実施計画 

作 成

実 態 調 査

献 立 作 成

調 理

衛 生 管 理

物 資 管 理

文 書 管 理

会 計 管 理

施 設 管 理

企 画・研 修

指 導

児 童・生 徒 

会 活 動

学 校 行 事

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成

研 修

調 査 研 究

資 料 作 成

学校給食実施計画 

作 成

実 態 調 査

衛 生 管 理

物 資 管 理

文 書 管 理

会 計 管 理

施 設 管 理
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イ 各種委員会

学校給食の運営に当たっては、各種委員会を定期的に開催し、学校給食の目標達成に努め

るとともに、課題について、適切な対応等を行うことが必要となる。特に学校においては、

校長を中心に、給食主任、学級担任、栄養教諭・学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

が協力し、調理場、家庭、地域と連携した組織とすることが大切である。 
各種委員会について、活動内容と構成員の例を次に示すが、学校等の実態に即した運営組

織を確立して、効果的な機能が必要である。複数の委員会を統合する場合は、活動内容や構

成員において、委員会の目的が達成できるよう考慮することが重要である。 
【各種委員会】（例）

委 員 会 目 的 活 動 内 容 構 成 員

学校給食

運営委員

会 学

校・共同

調理場）

学校給食の適切

かつ円滑な運営

のための協議

学校給食の実施に関する諸管理

規定作成

学校給食の実施に関する基本計

画作成

学校給食費に関する調査・検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、給食主任、栄養教諭等、養護教諭、

保護者、保健所職員、学識経験者 等

【共同調理場】共同調理場長、栄養教

諭等、保護者、保健所職員、学識経験

者、学校薬剤師 等

【校 内】校長、教頭、保健主事、給

食主任、栄養教諭等、養護教諭、学校

給食従事者、保護者、学校薬剤師 等

衛生管理

委員会

学校給食の衛生

管理を徹底する

ための協議

衛生管理の実態把握

定期点検・検査等の計画作成

施設設備の改善

衛生管理に関する研究・研修企画

学校給食運営委員会構成員

献立作成

委員会

学校給食の適切

な献立の協議

献立作成の基本方針の策定

学校給食実施基準に基づいて作

成された献立原案の検討

学校給食運営委員会構成員

物資（業

者）選定

委員会

学校給食の実施

において適切な

納入業者及び食

品の選定

食品を適切に納入できる業者の

選定

食品の安全性と学校給食の目的

達成に適切な食品の選定

学校給食運営委員会構成員

学校食育

推進委員

会

食育を学校全体

で組織的、計画

的に取り組み推

進するための協

議

【市町村】

学校食育推進に関する重要事項

の審議

諸施策の実施推進

取組の評価と分析・検討

【校 内】

食に関する指導の全体計画等の作成

指導資料や教材等の研究

保護者や地域への啓発や連携方

法等の検討

個別指導等が必要な児童生徒の

把握と対応等の検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、教務主任、給食主任、家庭科（技

術・家庭科）主任、栄養教諭等、養護

教諭、教育委員会担当、行政食育担当、

保護者、学校医、地域食育支援者、学

識経験者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、給食主任、家庭科（技術・家

庭科）主任、学年主任、栄養教諭等、

養護教諭、保護者、学校医 等

食物アレ

ルギー対

応委員会

学校生活におい

て、食物アレル

ギーを有する幼

児児童生徒が安

全に過ごすため

の対応を協議

【市町村】

市町村における基本方針の策定

マニュアルの作成

食物アレルギー対応の審査

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修企画

【校 内】

学校における基本方針の策定

校内の実態把握

個別の取組プラン等の検討・決定

緊急時対応体制の整備

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修・訓練の企画

【市町村】教育委員会（学校保健担当、

学校給食担当、学校教育担当等）

医療関係者（学校医、アレルギー専門

医、学校薬剤師等）

学校関係者（校長、養護教諭、栄養教

諭等）

学校給食関係者（共同調理場長等）

消防機関、保護者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、養護教諭、給食主任、栄養教

諭等、学年主任、学級担任、学校給食

従事者、学校医 等

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

教

育

委

員

会 

共
同
調
理
場
長 

 

 

職

員 

 

〈受配校〉 

安全衛生委員会 

学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 校 内 学 校 給 食 運 営 委 員 会 
校 内 学 校 保 健 委 員 会 
校 内 衛 生 管 理 委 員 会 
校 内 食 育 推 進 委 員 会 
校内食物アレルギー対応委員会 

校

長 

教

職

員 

教 務 主 任 
保 健 主 事 
給 食 主 任 
学 校 食 育 推 進 者 
学 級 担 任 
養 護 教 諭 
栄養教諭・学校栄養職員 
事 務 職 員 
学 校 給 食 従 事 者 

指 導 

児童・生徒

会 活 動 

学 校 行 事 

企画・研修 

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成 

研 修 

調 査 研 究 

資 料 作 成 

学 校 給 食 運 営 委 員 会 

衛 生 管 理 委 員 会 

献 立 作 成 委 員 会 

物資 業者 選定委員会 

給 食 主 任 者 会 

学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員

会 

共同調理場運営委員会 学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 
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共

同

調

理

場

長

及

び

単

独

調

理

場

の

校

長

１ 学校給食運営組織を確立し、組織相互の管理をする。

各種委員会との連携調整をする。

２ 学校給食運営委員会において、学校給食について基本的な方針や計画を策定す

る。

⑴ 学校給食運営に必要な各種委員会を運営する。

⑵ 給食経費の予算を立て、その執行をする。

３ 教職員に指導助言をする。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者の健康管理体制を整える。

⑶ 学校給食用食品の取り扱いが適正にされるよう体制を整える。

⑷ 給食関係予算の執行が正確かつ効果的に行われるようにする。

⑸ 経理に関する諸帳簿・関係文書等を検閲し、その扱い方について指導する。

４ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理に当たる。

⑵ 教育委員会の承認・届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 給食を中止する場合の届出

イ 給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の策定

エ 学校給食運営組織の編成

オ 施設設備を消失または、破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護幼児児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場と連携する。

６ 家庭及び地域と連携する。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求

める。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

７ 毎日の学校給食について異常の有無の確認や調理内容について点検し、食中毒防

止等のリスク管理に当たる。

⑴ 学校給食衛生管理基準を遵守する。

⑵ 検食を行い、検食簿に記録する。

８ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

教

務

主

任

１ 食に関する指導の全体計画作成について、指導助言する。

２ 望ましい給食指導が実施できるように、学校内でさまざまな連絡・調整の円滑化

を図る。

３ 学校食育推進者、保健主事、給食主任、栄養教諭、養護教諭等の協力を得て、食

に関する指導の推進に関わる現職教育の研修計画を立てる。

保

健

主

事

１ 学校保健委員会に児童生徒の健康課題として学校給食や食に関する課題を提案

し、給食指導や学校給食を活用した食に関する指導に努める。

２ 食に関する指導の全体計画立案に参画する。

３ 衛生面での実態の把握、健康管理、安全衛生面での役割を担う。

４ 食物アレルギーなど、学校給食に特別な配慮を必要とする幼児児童生徒の実態把

握に努め、指導体制を確立する。

 

⑵ 学校給食関係者

ア 職務内容（例）

関係者 職 務 内 容

市

町

村

教

育

委

員

会

１ 学校給食の実施について、管理運営に当たる。

２ 学校給食の開設、変更、廃止、一時中止の決定、届出を行う。

３ 学校給食調理場の設置、運営管理を行う。

４ 学校給食の実施に必要な施設設備を整備し、維持管理する。

５ 学校給食実施基準に基づき、学校給食を適切に実施する。

６ 学校給食衛生管理基準に基づき、衛生管理を適切に行う。

７ 学校給食関係予算の編成、執行、決算及び補助金等に関する事務を行う。

８ 学校給食に関する研修会、講習会等を実施する。

９ 学校給食の充実及び学校給食を活用した学校における食育の推進を図る。

学校給食用食品の申請、並びに諸報告等に関する事務を行う。

学校給食運営委員会等を設置し、基本方針・計画を策定する。

食物アレルギー対応委員会を設置し、基本方針を策定する。

校

長

１ 学校給食運営委員会等を組織し、学校給食について方針・計画を策定する。

⑴ 学校教育活動の中に、学校給食を位置付ける。

（給食の時間は、小学校は 分、中学校は 分が望ましい。）

⑵ 全ての幼児児童生徒が学校給食に参加できるように配慮する。

食に関する指導の全体計画を策定する。

⑶ 給食主任、学校食育推進者等を校務分掌に位置付ける。

給食指導、食に関する指導が適切に行われるように体制を整える。

学校給食に関わる各種委員会を組織し、学校給食の目標達成や課題解決に向け

て適切な対応を行う。

２ 日常の学校給食について、異常の有無の確認や食中毒防止に当たる。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者（配膳員等を含む）の健康管理体制を整える。

⑶ 検食を行い、検食簿に記録する。

⑷ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

３ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理を行う。

⑵ 教育委員会の承認や届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 学校給食を中止する場合の届出

イ 学校給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の決定

エ 学校給食運営組織や食に関する指導の全体計画など学校経営案の編成

オ 施設設備を消失、または破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

４ 家庭、地域との連携を深める。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求め

る。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場との連携を密に行う。

６ 食物アレルギー対応委員会を設置し、全教職員に指導する。
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共

同

調

理

場

長

及

び

単

独

調

理

場

の

校

長

１ 学校給食運営組織を確立し、組織相互の管理をする。

各種委員会との連携調整をする。

２ 学校給食運営委員会において、学校給食について基本的な方針や計画を策定す

る。

⑴ 学校給食運営に必要な各種委員会を運営する。

⑵ 給食経費の予算を立て、その執行をする。

３ 教職員に指導助言をする。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者の健康管理体制を整える。

⑶ 学校給食用食品の取り扱いが適正にされるよう体制を整える。

⑷ 給食関係予算の執行が正確かつ効果的に行われるようにする。

⑸ 経理に関する諸帳簿・関係文書等を検閲し、その扱い方について指導する。

４ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理に当たる。

⑵ 教育委員会の承認・届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 給食を中止する場合の届出

イ 給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の策定

エ 学校給食運営組織の編成

オ 施設設備を消失または、破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護幼児児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場と連携する。

６ 家庭及び地域と連携する。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求

める。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

７ 毎日の学校給食について異常の有無の確認や調理内容について点検し、食中毒防

止等のリスク管理に当たる。

⑴ 学校給食衛生管理基準を遵守する。

⑵ 検食を行い、検食簿に記録する。

８ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

教

務

主

任

１ 食に関する指導の全体計画作成について、指導助言する。

２ 望ましい給食指導が実施できるように、学校内でさまざまな連絡・調整の円滑化

を図る。

３ 学校食育推進者、保健主事、給食主任、栄養教諭、養護教諭等の協力を得て、食

に関する指導の推進に関わる現職教育の研修計画を立てる。

保

健

主

事

１ 学校保健委員会に児童生徒の健康課題として学校給食や食に関する課題を提案

し、給食指導や学校給食を活用した食に関する指導に努める。

２ 食に関する指導の全体計画立案に参画する。

３ 衛生面での実態の把握、健康管理、安全衛生面での役割を担う。

４ 食物アレルギーなど、学校給食に特別な配慮を必要とする幼児児童生徒の実態把

握に努め、指導体制を確立する。

 

⑵ 学校給食関係者

ア 職務内容（例）

関係者 職 務 内 容

市

町

村

教

育

委

員

会

１ 学校給食の実施について、管理運営に当たる。

２ 学校給食の開設、変更、廃止、一時中止の決定、届出を行う。

３ 学校給食調理場の設置、運営管理を行う。

４ 学校給食の実施に必要な施設設備を整備し、維持管理する。

５ 学校給食実施基準に基づき、学校給食を適切に実施する。

６ 学校給食衛生管理基準に基づき、衛生管理を適切に行う。

７ 学校給食関係予算の編成、執行、決算及び補助金等に関する事務を行う。

８ 学校給食に関する研修会、講習会等を実施する。

９ 学校給食の充実及び学校給食を活用した学校における食育の推進を図る。

学校給食用食品の申請、並びに諸報告等に関する事務を行う。

学校給食運営委員会等を設置し、基本方針・計画を策定する。

食物アレルギー対応委員会を設置し、基本方針を策定する。

校

長

１ 学校給食運営委員会等を組織し、学校給食について方針・計画を策定する。

⑴ 学校教育活動の中に、学校給食を位置付ける。

（給食の時間は、小学校は 分、中学校は 分が望ましい。）

⑵ 全ての幼児児童生徒が学校給食に参加できるように配慮する。

食に関する指導の全体計画を策定する。

⑶ 給食主任、学校食育推進者等を校務分掌に位置付ける。

給食指導、食に関する指導が適切に行われるように体制を整える。

学校給食に関わる各種委員会を組織し、学校給食の目標達成や課題解決に向け

て適切な対応を行う。

２ 日常の学校給食について、異常の有無の確認や食中毒防止に当たる。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者（配膳員等を含む）の健康管理体制を整える。

⑶ 検食を行い、検食簿に記録する。

⑷ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

３ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理を行う。

⑵ 教育委員会の承認や届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 学校給食を中止する場合の届出

イ 学校給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の決定

エ 学校給食運営組織や食に関する指導の全体計画など学校経営案の編成

オ 施設設備を消失、または破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

４ 家庭、地域との連携を深める。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求め

る。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場との連携を密に行う。

６ 食物アレルギー対応委員会を設置し、全教職員に指導する。
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共

同

調

理

場

長

及

び

単

独

調

理

場

の

校

長

１ 学校給食運営組織を確立し、組織相互の管理をする。

各種委員会との連携調整をする。

２ 学校給食運営委員会において、学校給食について基本的な方針や計画を策定す

る。

⑴ 学校給食運営に必要な各種委員会を運営する。

⑵ 給食経費の予算を立て、その執行をする。

３ 教職員に指導助言をする。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者の健康管理体制を整える。

⑶ 学校給食用食品の取り扱いが適正にされるよう体制を整える。

⑷ 給食関係予算の執行が正確かつ効果的に行われるようにする。

⑸ 経理に関する諸帳簿・関係文書等を検閲し、その扱い方について指導する。

４ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理に当たる。

⑵ 教育委員会の承認・届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 給食を中止する場合の届出

イ 給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の策定

エ 学校給食運営組織の編成

オ 施設設備を消失または、破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護幼児児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場と連携する。

６ 家庭及び地域と連携する。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求

める。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

７ 毎日の学校給食について異常の有無の確認や調理内容について点検し、食中毒防

止等のリスク管理に当たる。

⑴ 学校給食衛生管理基準を遵守する。

⑵ 検食を行い、検食簿に記録する。

８ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

教

務

主

任

１ 食に関する指導の全体計画作成について、指導助言する。

２ 望ましい給食指導が実施できるように、学校内でさまざまな連絡・調整の円滑化

を図る。

３ 学校食育推進者、保健主事、給食主任、栄養教諭、養護教諭等の協力を得て、食

に関する指導の推進に関わる現職教育の研修計画を立てる。

保

健

主

事

１ 学校保健委員会に児童生徒の健康課題として学校給食や食に関する課題を提案

し、給食指導や学校給食を活用した食に関する指導に努める。

２ 食に関する指導の全体計画立案に参画する。

３ 衛生面での実態の把握、健康管理、安全衛生面での役割を担う。

４ 食物アレルギーなど、学校給食に特別な配慮を必要とする幼児児童生徒の実態把

握に努め、指導体制を確立する。

 

⑵ 学校給食関係者

ア 職務内容（例）

関係者 職 務 内 容

市

町

村

教

育

委

員

会

１ 学校給食の実施について、管理運営に当たる。

２ 学校給食の開設、変更、廃止、一時中止の決定、届出を行う。

３ 学校給食調理場の設置、運営管理を行う。

４ 学校給食の実施に必要な施設設備を整備し、維持管理する。

５ 学校給食実施基準に基づき、学校給食を適切に実施する。

６ 学校給食衛生管理基準に基づき、衛生管理を適切に行う。

７ 学校給食関係予算の編成、執行、決算及び補助金等に関する事務を行う。

８ 学校給食に関する研修会、講習会等を実施する。

９ 学校給食の充実及び学校給食を活用した学校における食育の推進を図る。

学校給食用食品の申請、並びに諸報告等に関する事務を行う。

学校給食運営委員会等を設置し、基本方針・計画を策定する。

食物アレルギー対応委員会を設置し、基本方針を策定する。

校

長

１ 学校給食運営委員会等を組織し、学校給食について方針・計画を策定する。

⑴ 学校教育活動の中に、学校給食を位置付ける。

（給食の時間は、小学校は 分、中学校は 分が望ましい。）

⑵ 全ての幼児児童生徒が学校給食に参加できるように配慮する。

食に関する指導の全体計画を策定する。

⑶ 給食主任、学校食育推進者等を校務分掌に位置付ける。

給食指導、食に関する指導が適切に行われるように体制を整える。

学校給食に関わる各種委員会を組織し、学校給食の目標達成や課題解決に向け

て適切な対応を行う。

２ 日常の学校給食について、異常の有無の確認や食中毒防止に当たる。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者（配膳員等を含む）の健康管理体制を整える。

⑶ 検食を行い、検食簿に記録する。

⑷ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

３ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理を行う。

⑵ 教育委員会の承認や届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 学校給食を中止する場合の届出

イ 学校給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の決定

エ 学校給食運営組織や食に関する指導の全体計画など学校経営案の編成

オ 施設設備を消失、または破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

４ 家庭、地域との連携を深める。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求め

る。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場との連携を密に行う。

６ 食物アレルギー対応委員会を設置し、全教職員に指導する。
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栄
養
教
諭
・
学
校
栄
養
職
員

１ 学校給食に関する各種計画に参画する。

２ 学校給食の実施に関する各組織に参画する。

３ 学校給食栄養管理者として、学校給食摂取基準及び食品構成に配慮した献立の

計画、作成、検証を行うとともに、献立原案を作成し献立作成委員会に提案する。

４ 学校給食の栄養に関する専門的事項の処理に当たり、指導・助言又は協力する。

５ 学校給食の食物アレルギー食対応献立については、食物アレルギー対応委員会の

基本指針を基に作成する。

６ 学校給食の衛生管理責任者として学校給食衛生管理基準に基づき、管理、分析、

確認、指導、助言を行う。

７ 学校給食用食品の納入業者及び食品の選定に参画及び指導・助言をする。

８ 食事内容及び児童生徒の食生活の改善のため、必要な調査・研究等を行う。

栄

養

教

諭

１ 児童生徒が健全な食生活を自ら営むことができるように指導する。

⑴ 学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性について、専門的

立場から学級担任や教科担任等と連携した指導を行う。

⑵ 学校給食に地域の産物を活用し、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の

恵沢に対する理解を深める指導を行う。

⑶ 学校給食を活用し、学級担任や教科担任等と連携して関連教科や特別活動等に

おいて食に関する指導を行う。

２ 食に関する健康課題を有する児童生徒に対する個別的な相談指導を行う。 
⑴   食物アレルギーを有する児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑵ 偏食、肥満傾向や痩身傾向等がある児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑶ 運動部活動等でスポーツをする児童生徒を対象とする。 

３ 食に関する指導を効果的に推進するため、以下の役割を担う。 
⑴ 食に関する指導の全体計画作成の検討、原案作成、決定等の進行管理を行う。 
⑵ 教職員間の連携・調整を行う。 
⑶ 家庭、地域との連携・調整を行う。 
⑷ 年間献立計画、給食の時間における食に関する指導の計画、各教科等における

食に関する指導の計画の関連付けを行う。 
⑸ 校長その他の教職員に対して食の観点から把握した児童生徒の生活実態等を

積極的に提示する。 
⑹ 校長やその他の教職員に対して食に関する指導の取組事例、研究成果等を積極

的に提供する。 
⑺ 校長やその他の教職員に対して自校や他校における学校給食の現状や課題等

についての情報を提供し、方策を明確にする。 
４ 学校、家庭、地域が連携した食育の推進において、以下の役割を担う。 

⑴ 家庭における食生活や生活習慣等の実態を把握する。 
⑵ 地域における食育の取組情報を収集する。 
⑶ 家庭への啓発活動等の連携を推進する。 
⑷ 地域の関係機関や各種団体との連携・調整を行う。 
⑸ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを学校食育推進者と連携

して作成する。 

調
理
従
事
者

１ 作業指示書等に基づき、作業工程表・作業動線図を作成し、調理し提供する。 
２ 学校給食衛生管理基準を理解し、業務に当たる。

３ 栄養教諭等の指示に基づき、食物アレルギー対応に当たる。

４ 業務中に異常のあった場合は、直ちに衛生管理責任者等に報告し、指示を受ける。

５ 衛生管理、調理、食物アレルギー対応等の知識や技術の向上のため、積極的に研

修を受ける。

 

給

食

主

任

１ 教務主任、栄養教諭等と協議し、給食指導計画（適切な時間設定と配分（１２３

ページ参照）、年間指導計画（１２６～１３１ページ参照）を立案する。

２ 給食指導資料の作成・収集、各学年や学級間の調整に努め、教育効果の向上を図

る。

３ 学級担任、養護教諭、栄養教諭等と協力し、給食指導に関する事項の徹底を図る。

４ 児童給食委員会の運営に当たる。

５ 食に関する指導の全体計画作成に参画する。

６ 献立や料理についての意見の聞き取りや調査を行い、内容を給食主任者会等で伝

える。

７ 学校薬剤師、保健主事、養護教諭、栄養教諭等、学校給食従事者等と協議して、

衛生管理・栄養管理の計画と策定を実践する。

８ 給食施設設備や食事環境の衛生管理の維持・改善をする。

学
校
食
育
推
進
者

１ 栄養教諭等と連携し、食に関する指導の全体計画を作成する。

２ 食育の推進に必要な教職員や外部機関等との連絡・調整を行う。共同調理場の受

配校においては、共同調理場と連携する。

３ 食育の評価を実施し、その結果について整理・分析し、成果と課題を明確にし、

以後の改善につなげる。

４ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを栄養教諭と連携して作成

する。

学

級

担

任

１ 給食主任、学校食育推進者、養護教諭、栄養教諭等の協力を得て、児童生徒に対

し、給食指導計画に基づいた計画的な指導を行う。

２ 児童生徒の様子を細かく観察し、必要な事項について、全体または個別に指導す

る。児童生徒の発達段階に即した指導を行うとともに、主体的な活動を重視する。

３ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について指導する。

４ 児童生徒の毎日の健康状態を把握する。また、身の周りの清潔や、食事の準備・

片付けを安全で衛生的に行うように指導する。

５ 食事の場所としてふさわしい環境の整備と、楽しい雰囲気づくりを工夫する。

６ 学校給食において特別な配慮を必要とする児童生徒については、保護者、主治医

からの情報を基に、その実態をよく把握し、栄養教諭等や養護教諭、学校医等と連

携を密にし、児童生徒に適切な指導を行う。なお、食物アレルギーを有する児童生

徒については、食物アレルギー対応委員会での決定事項や個別の取組プランに基づ

いて、適切な対応を行う。

養

護

教

諭

１ 日々の健康観察から、児童生徒の健康状態及び欠席状況を把握し、学校給食に起

因する感染症・食中毒の早期発見と二次感染防止に努める。

２ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について、必要に応じてそれらの資料を提供する。

３ 食に関する指導の全体計画立案に参画して専門的立場から助言するとともに、学

級担任を補佐して、児童生徒に対し、集団または個別の指導を行う。

４ 食物アレルギーを有する児童生徒については、保護者、主治医から情報を得て、

学校医等との連携のもと、各学級担任に適切に指導助言を行う。
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１ 学校給食に関する各種計画に参画する。

２ 学校給食の実施に関する各組織に参画する。

３ 学校給食栄養管理者として、学校給食摂取基準及び食品構成に配慮した献立の

計画、作成、検証を行うとともに、献立原案を作成し献立作成委員会に提案する。

４ 学校給食の栄養に関する専門的事項の処理に当たり、指導・助言又は協力する。

５ 学校給食の食物アレルギー食対応献立については、食物アレルギー対応委員会の

基本指針を基に作成する。

６ 学校給食の衛生管理責任者として学校給食衛生管理基準に基づき、管理、分析、

確認、指導、助言を行う。

７ 学校給食用食品の納入業者及び食品の選定に参画及び指導・助言をする。

８ 食事内容及び児童生徒の食生活の改善のため、必要な調査・研究等を行う。

栄

養

教

諭

１ 児童生徒が健全な食生活を自ら営むことができるように指導する。

⑴ 学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性について、専門的

立場から学級担任や教科担任等と連携した指導を行う。

⑵ 学校給食に地域の産物を活用し、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の

恵沢に対する理解を深める指導を行う。

⑶ 学校給食を活用し、学級担任や教科担任等と連携して関連教科や特別活動等に

おいて食に関する指導を行う。

２ 食に関する健康課題を有する児童生徒に対する個別的な相談指導を行う。 
⑴   食物アレルギーを有する児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑵ 偏食、肥満傾向や痩身傾向等がある児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑶ 運動部活動等でスポーツをする児童生徒を対象とする。 

３ 食に関する指導を効果的に推進するため、以下の役割を担う。 
⑴ 食に関する指導の全体計画作成の検討、原案作成、決定等の進行管理を行う。 
⑵ 教職員間の連携・調整を行う。 
⑶ 家庭、地域との連携・調整を行う。 
⑷ 年間献立計画、給食の時間における食に関する指導の計画、各教科等における

食に関する指導の計画の関連付けを行う。 
⑸ 校長その他の教職員に対して食の観点から把握した児童生徒の生活実態等を

積極的に提示する。 
⑹ 校長やその他の教職員に対して食に関する指導の取組事例、研究成果等を積極

的に提供する。 
⑺ 校長やその他の教職員に対して自校や他校における学校給食の現状や課題等

についての情報を提供し、方策を明確にする。 
４ 学校、家庭、地域が連携した食育の推進において、以下の役割を担う。 

⑴ 家庭における食生活や生活習慣等の実態を把握する。 
⑵ 地域における食育の取組情報を収集する。 
⑶ 家庭への啓発活動等の連携を推進する。 
⑷ 地域の関係機関や各種団体との連携・調整を行う。 
⑸ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを学校食育推進者と連携

して作成する。 

調
理
従
事
者

１ 作業指示書等に基づき、作業工程表・作業動線図を作成し、調理し提供する。 
２ 学校給食衛生管理基準を理解し、業務に当たる。

３ 栄養教諭等の指示に基づき、食物アレルギー対応に当たる。

４ 業務中に異常のあった場合は、直ちに衛生管理責任者等に報告し、指示を受ける。

５ 衛生管理、調理、食物アレルギー対応等の知識や技術の向上のため、積極的に研

修を受ける。

 

給

食

主

任

１ 教務主任、栄養教諭等と協議し、給食指導計画（適切な時間設定と配分（１２３

ページ参照）、年間指導計画（１２６～１３１ページ参照）を立案する。

２ 給食指導資料の作成・収集、各学年や学級間の調整に努め、教育効果の向上を図

る。

３ 学級担任、養護教諭、栄養教諭等と協力し、給食指導に関する事項の徹底を図る。

４ 児童給食委員会の運営に当たる。

５ 食に関する指導の全体計画作成に参画する。

６ 献立や料理についての意見の聞き取りや調査を行い、内容を給食主任者会等で伝

える。

７ 学校薬剤師、保健主事、養護教諭、栄養教諭等、学校給食従事者等と協議して、

衛生管理・栄養管理の計画と策定を実践する。

８ 給食施設設備や食事環境の衛生管理の維持・改善をする。

学
校
食
育
推
進
者

１ 栄養教諭等と連携し、食に関する指導の全体計画を作成する。

２ 食育の推進に必要な教職員や外部機関等との連絡・調整を行う。共同調理場の受

配校においては、共同調理場と連携する。

３ 食育の評価を実施し、その結果について整理・分析し、成果と課題を明確にし、

以後の改善につなげる。

４ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを栄養教諭と連携して作成

する。

学

級

担

任

１ 給食主任、学校食育推進者、養護教諭、栄養教諭等の協力を得て、児童生徒に対

し、給食指導計画に基づいた計画的な指導を行う。

２ 児童生徒の様子を細かく観察し、必要な事項について、全体または個別に指導す

る。児童生徒の発達段階に即した指導を行うとともに、主体的な活動を重視する。

３ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について指導する。

４ 児童生徒の毎日の健康状態を把握する。また、身の周りの清潔や、食事の準備・

片付けを安全で衛生的に行うように指導する。

５ 食事の場所としてふさわしい環境の整備と、楽しい雰囲気づくりを工夫する。

６ 学校給食において特別な配慮を必要とする児童生徒については、保護者、主治医

からの情報を基に、その実態をよく把握し、栄養教諭等や養護教諭、学校医等と連

携を密にし、児童生徒に適切な指導を行う。なお、食物アレルギーを有する児童生

徒については、食物アレルギー対応委員会での決定事項や個別の取組プランに基づ

いて、適切な対応を行う。

養

護

教

諭

１ 日々の健康観察から、児童生徒の健康状態及び欠席状況を把握し、学校給食に起

因する感染症・食中毒の早期発見と二次感染防止に努める。

２ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について、必要に応じてそれらの資料を提供する。

３ 食に関する指導の全体計画立案に参画して専門的立場から助言するとともに、学

級担任を補佐して、児童生徒に対し、集団または個別の指導を行う。

４ 食物アレルギーを有する児童生徒については、保護者、主治医から情報を得て、

学校医等との連携のもと、各学級担任に適切に指導助言を行う。

12

00116389_hb.indd   1200116389_hb.indd   12 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35

 

栄
養
教
諭
・
学
校
栄
養
職
員

１ 学校給食に関する各種計画に参画する。

２ 学校給食の実施に関する各組織に参画する。

３ 学校給食栄養管理者として、学校給食摂取基準及び食品構成に配慮した献立の

計画、作成、検証を行うとともに、献立原案を作成し献立作成委員会に提案する。

４ 学校給食の栄養に関する専門的事項の処理に当たり、指導・助言又は協力する。

５ 学校給食の食物アレルギー食対応献立については、食物アレルギー対応委員会の

基本指針を基に作成する。

６ 学校給食の衛生管理責任者として学校給食衛生管理基準に基づき、管理、分析、

確認、指導、助言を行う。

７ 学校給食用食品の納入業者及び食品の選定に参画及び指導・助言をする。

８ 食事内容及び児童生徒の食生活の改善のため、必要な調査・研究等を行う。

栄

養

教

諭

１ 児童生徒が健全な食生活を自ら営むことができるように指導する。

⑴ 学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性について、専門的

立場から学級担任や教科担任等と連携した指導を行う。

⑵ 学校給食に地域の産物を活用し、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の

恵沢に対する理解を深める指導を行う。

⑶ 学校給食を活用し、学級担任や教科担任等と連携して関連教科や特別活動等に

おいて食に関する指導を行う。

２ 食に関する健康課題を有する児童生徒に対する個別的な相談指導を行う。 
⑴   食物アレルギーを有する児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑵ 偏食、肥満傾向や痩身傾向等がある児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑶ 運動部活動等でスポーツをする児童生徒を対象とする。 

３ 食に関する指導を効果的に推進するため、以下の役割を担う。 
⑴ 食に関する指導の全体計画作成の検討、原案作成、決定等の進行管理を行う。 
⑵ 教職員間の連携・調整を行う。 
⑶ 家庭、地域との連携・調整を行う。 
⑷ 年間献立計画、給食の時間における食に関する指導の計画、各教科等における

食に関する指導の計画の関連付けを行う。 
⑸ 校長その他の教職員に対して食の観点から把握した児童生徒の生活実態等を

積極的に提示する。 
⑹ 校長やその他の教職員に対して食に関する指導の取組事例、研究成果等を積極

的に提供する。 
⑺ 校長やその他の教職員に対して自校や他校における学校給食の現状や課題等

についての情報を提供し、方策を明確にする。 
４ 学校、家庭、地域が連携した食育の推進において、以下の役割を担う。 

⑴ 家庭における食生活や生活習慣等の実態を把握する。 
⑵ 地域における食育の取組情報を収集する。 
⑶ 家庭への啓発活動等の連携を推進する。 
⑷ 地域の関係機関や各種団体との連携・調整を行う。 
⑸ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを学校食育推進者と連携

して作成する。 

調
理
従
事
者

１ 作業指示書等に基づき、作業工程表・作業動線図を作成し、調理し提供する。 
２ 学校給食衛生管理基準を理解し、業務に当たる。

３ 栄養教諭等の指示に基づき、食物アレルギー対応に当たる。

４ 業務中に異常のあった場合は、直ちに衛生管理責任者等に報告し、指示を受ける。

５ 衛生管理、調理、食物アレルギー対応等の知識や技術の向上のため、積極的に研

修を受ける。

 

給

食

主

任

１ 教務主任、栄養教諭等と協議し、給食指導計画（適切な時間設定と配分（１２３

ページ参照）、年間指導計画（１２６～１３１ページ参照）を立案する。

２ 給食指導資料の作成・収集、各学年や学級間の調整に努め、教育効果の向上を図

る。

３ 学級担任、養護教諭、栄養教諭等と協力し、給食指導に関する事項の徹底を図る。

４ 児童給食委員会の運営に当たる。

５ 食に関する指導の全体計画作成に参画する。

６ 献立や料理についての意見の聞き取りや調査を行い、内容を給食主任者会等で伝

える。

７ 学校薬剤師、保健主事、養護教諭、栄養教諭等、学校給食従事者等と協議して、

衛生管理・栄養管理の計画と策定を実践する。

８ 給食施設設備や食事環境の衛生管理の維持・改善をする。

学
校
食
育
推
進
者

１ 栄養教諭等と連携し、食に関する指導の全体計画を作成する。

２ 食育の推進に必要な教職員や外部機関等との連絡・調整を行う。共同調理場の受

配校においては、共同調理場と連携する。
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級

担

任
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イ 栄養教諭等の配置人数

公立の義務教育諸学校に配置される県費負担の栄養教諭等の配置数は、「公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」（昭和３３年５月１日法律第１１６号）に

基づいて算定されている。 
単独実施校（小中） 共同調理場（小中） 特別支援学校 

学校給食実施校の児童生徒数

・ 人以上 １校に１人

・ 人未満 ４校に１人

・ 人未満で３校以下の市町村

１市町村１人

学校給食受配校の児童生徒数

・ 人以上 ３人

・ ～ 人 ２人

・ 人以下 １人

学校給食を実施する学校

１校に 人

 

【資料〈栄養教諭と学校栄養職員〉】

栄 養 教 諭 学 校 栄 養 職 員

法

的

な

位

置

付

け

《学校教育法》
第 条
② 小学校には、前項に規定する者のほか……

栄養教諭その他必要な職員を置くことができ
る。

⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理を
つかさどる。

※ 中学校は第 条、特別支援学校は第 条
に準用規定あり

《学校給食法》
第７条

……学校給食の栄養に関する専門的事項を
つかさどる職員は、教育職員免許法第四条第
二項に規定する栄栄養養教教諭諭のの免免許許状状をを有有すするるもも
のの又は、栄養士法第二条第一項の規定による
栄養士の免許を有するもので……

第 条
栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活

を自ら営むことができる知識及び態度を養う
ため……学校給食を活用した食に関する実践
的な指導を行うものとする。

② 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たっ
ては、……当該地域の食文化、食に係る産業
又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の
理解の増進を図るよう努めるものとする。

《学校教育法》
第 条
② 小学校には、前項に規定する者のほか……

栄養教諭その他必要な職員を置くことができ
る。

※ 学校栄養職員の記述はなく、その他必要な
職員として位置付けられている

《学校給食法》
第７条

……学校給食の栄養に関する専門的事項を
つかさどる職員は、教育職員免許法第四条第
二項に規定する栄養教諭の免許状を有するも
の又は、栄養士法第二条第一項の規定による
栄栄養養士士のの免免許許をを有有すするるもものので……

第 条
③ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄

養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよ
う努めるものとする。

免

許

栄養教諭専修免許（文部科学省）
（管理栄養士免許を有する者）
栄養教諭一種免許（文部科学省）
（管理栄養士免許を有する者、又は管理栄養

士課程を修了し栄養士免許を有する者）
栄養教諭二種免許（文部科学省）
（栄養士免許を有する者）

栄養士免許（厚生労働省）

職

務

に

関

す

る

事

項

１ 食育・学校の教育活動 
① 食に関する指導の全体計画の作成 
② 給食の時間における児童生徒への給食指導
及び食に関する指導の実施 
※ 単独での指導が可能 
③ 各教科等における食に関する指導その他の
学校の教育活動へ教材作成やティーム・ティ
ーチングで参画 

④ 食に関する健康課題を有する児童生徒への
個別的な相談指導、保護者からの相談への対
応 

 
２ 学校給食の管理 

① 学校給食実施基準に基づく栄養管理 
② 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  
 

３ 学校の管理運営 
① 学校経営及び運営方針の策定への参画 
② 各種委員会の企画及び運営  
③ 学年・学級運営への参画  
④ 学校業務改善の推進 
⑤ 研修の企画、実施及び受講 
⑥ 関係機関や外部人材、地域、保護者との連 
絡及び調整  

⑦ 学校の安全計画等に基づく安全点検 
 

―「栄養教諭等による食に関する指導等の充実
について」（令和７年 月 日文部科学省初
等中等教育局通知）―

１ 食育・学校の教育活動 
① 食に関する指導の全体計画への参画 
② 給食の時間における児童生徒への給食指
導及び食に関する指導の実施
※ 学級活動として位置付けられている給食

の時間における指導を行う場合は、学級担
任等とのティーム・ティーチングにより実
施可能

③ 担任教諭等を補佐して、児童生徒に対して
集団又は個別の指導を実施
④ 食に関する健康課題を有する児童生徒への
個別的な相談指導、保護者からの相談への対
応 

２ 学校給食の管理
① 学校給食実施基準に基づく栄養管理 
② 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  

―「栄養教諭等による食に関する指導等の充実
について」（令和 年 月 日文部科学省初
等中等教育局通知）―
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③ 各教科等における食に関する指導その他の
学校の教育活動へ教材作成やティーム・ティ
ーチングで参画 

④ 食に関する健康課題を有する児童生徒への
個別的な相談指導、保護者からの相談への対
応 

 
２ 学校給食の管理 

① 学校給食実施基準に基づく栄養管理 
② 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  
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―「栄養教諭等による食に関する指導等の充実
について」（令和７年 月 日文部科学省初
等中等教育局通知）―
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② 給食の時間における児童生徒への給食指
導及び食に関する指導の実施
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の時間における指導を行う場合は、学級担
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等中等教育局通知）―
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ｴ  火気使用設備器具の周囲は整理整頓をする（危険な薬物が混入しないように留意する。）。 
ｵ ガラスが飛散しないよう対策を講じる。 

エ 燃料等の管理

ｱ  燃料配管やコック類は、機能や材質の点でより安全な機器を設置する。 
ｲ  送油管等の緩衝装置の機能を確認する。 

オ 初期消火が困難な場合

初期消火が困難な場合は、人命を最優先に行動する。

災害時における学校給食の実施

学校給食は、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図るとともに学校生活を豊かにし、

被災した児童生徒が日常の学校生活を取り戻す一助になる。災害時は、学校給食の実施が困難

となる事態も想定されるが、早期再開は重要である。 
地震、火災、台風等の災害に伴う、学校給食の再開実施については、さまざまな観点から予

測し対応する。「災害時における学校給食実施体制の構築に関する事例集」（令和３年３月文部

科学省）において、「被災を経験した自治体が事前にしておくとよかったと思う取組」として、

「ガイドライン・マニュアルの策定」「備蓄品・消耗品の確保」「施設設備の整備」等が挙げら

れている。

ア マニュアルに記載する内容（例）

ｱ 施設内の連絡指示体制

ｲ 災害発生時のフローチャート

ｳ 被災状況の確認項目

ｴ ライフラインの連絡先一覧

ｵ 業者の連絡先一覧

ｶ 定期及び日常の衛生検査の点検票による衛生管理に関する確認事項

ｷ 備蓄品（食品・衛生管理用品・消耗品等）の選定条件と管理の方法

ｸ 非常時用の献立（食物アレルギー対応等含む）

ｹ 災害についての研修や災害時を想定した訓練

ｺ 自治体が災害連携協定を結んでいる近隣自治体や業者との連携体制

ｻ 委託の場合は非常時の契約内容 

【備蓄品の留意事項と選定条件及び管理方法】（例）

チェック項目

□ 食品は諸条件（長期保存可能・調理の手間・エネルギー量や栄養素の確保・食べ慣れた

味・持ち運びが便利・アレルゲンフリー等）を考慮し、適切に選定している。

□ 食品、衛生管理用品（マスク、消毒液、使い捨て手袋等）、消耗品（紙皿、紙コップ、

割りばし、ラップ、アルミホイル等）は適切な場所に保管し、情報共有している。

□ 各学校や学校給食施設での備蓄品の量・内容・賞味期限等の情報について集約し、情報

共有している。

□ ローリングストック法で、計画的な備蓄を行っている。

 

２ 学校給食施設における災害対策

学校給食施設における災害対策として、日常の防火対策や、地震・台風等の自然災害に備える

対策がある。いずれにおいても、平常時から準備をし、被害を抑えたり、被災後の早期復旧を行

ったりするために、体制を整えておく必要がある。

（ ）防火対策

ア 日常的な点検・整備

・出火原因となる火気使用設備器具の点検は毎日行う。 

・排気口や排気ダクトの煤
すす

や油塵の清掃、管理を行う。 
イ 定期的な点検・整備

・消火器は調理場内の適切な場所に使用しやすい状態で設置する。

・消火器は赤い標識をつけ、設置場所や使用方法が誰もが分かるようにしておく。

・消火器の薬剤入れ替えや点検は適切に行い、記録する。

・消火栓の位置や、警報装置等の操作は、誰もが分かるよう掲示などしておく。

ウ 避難経路の確保

・区域ごとに避難経路を策定する。

・避難経路は２方向に設定する。

・避難経路が物品等で塞がれないようにする。

・避難口は、安易に解錠、開放できることを確認しておく。

エ 防火計画の見直し及び防火訓練

・防火管理者は防火計画を立て、定期的に防火訓練を行い、防火意識の高揚に努める。 

地震対策

ア 出火防止

地震に伴う火災発生を防ぐことは、被害を軽減する上で特に重要である。 
ｱ 教育、訓練の徹底

ガスの火を消す、ガスの元栓を閉める、電源・ブレーカーを落とす等の出火防止のため

の初動措置について周知し、日頃から訓練を行う。 
   ｲ 消火器等の準備と管理

万一の出火に備え、初期消火対策を講じておく。地震動を感じたら、出火防止対策の確

認を行い、早期に消火する。

イ 設備（ボイラー、棚等）の点検・整備

ｱ ボイラー等の設備の総合的な点検は、専門業者に依頼する。 
ｲ  火気使用設備器具や棚等の落下防止措置については、地震動に十分耐えられる強度をも

った施工をする。 
ウ 重量物の転落、落下、浸水、混合の防止 

ｱ  地震動により、ボイラーの重油等が漏れたり、飛散したりしないようにする。 
ｲ  高架タンク等の転倒、落下防止措置の安全を確認する。 
ｳ  自動消火装置及び燃料の自動停止装置を設置し、正しく作動するか確認する。 
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避難所における学校給食施設等の活用

災害が発生した場合における避難所の良好な生活環境の確保に向けては、食事の提供も重要

な事項の一つである。適温食の提供、栄養バランスの確保、食物アレルギー対応、メニューの

多様化等、質の確保が求められる。その際、学校給食施設等の活用も有効な手段の一つとなる

ことから、積極的な活用が期待され、「避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設

等の活用の留意事項」（令和７年１月１６日内閣府・文部科学省）において、学校給食施設等の

活用を含めた災害時の対応や協力体制等について、関係機関で事前に協議し、災害時の体制づ

くりを進めるよう示されている。 
 
３ 熱中症対策に関わる労働安全対策

「労働安全衛生規則」により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱中症の重篤化を

防止するため、体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられている。

学校給食施設は、調理に伴い熱や蒸気が発生し、高温多湿な環境となりやすいことから、熱中

症対策を実施する。

ア 施設設備等の整備

ｱ 「学校給食衛生管理基準」に示されているドライシステムの導入に努めるとともに、空

調（冷房）設備の設置についても進める。

ｲ 整備に時間を要する場合は、「学校給食衛生管理基準」の内容を踏まえつつ、洗浄・清掃

作業時において軽装（半袖白衣等）を導入するなど、柔軟に熱中症対策を行う。

ｳ 調理等の業務を外部委託して実施する場合には、当該業務の受託者に対して労働安全衛

生規則に基づく義務が課せられ、給食業務従事者の労務管理は受託者において行われる。

その場合、施設設備等、受託者が変更する余地のない作業環境については、学校設置者に

おいて対応を検討する。実情等を踏まえ、受託者の行う対策に協力する。

ｴ 施設設備や作業工程・方法等について定期的に点検を実施し、必要な措置を行う。

 
イ 重症化の防止

ｱ 自覚症状の有無にかかわらず、作業前後及び作業中に水分及び塩分を定期的に摂取する。 

ｲ 熱中症及び熱中症の恐れがある者、又は発見した者は、ただちに管理者に報告する。 

ｳ 熱中症、又は熱中症の恐れがある者は、作業離脱をして身体冷却、水分補給を行う。 

ｴ 返事ができない、もうろうしている等の意識の異常がみられる場合は、医療機関へ搬送する。 

ｵ 医療機関までの搬送時や経過観察、回復後は、体調が急変により症状が悪化する恐れがある 

ため、一人にしない。 

 

 

災害時における学校給食の再開に関する留意点 
ア 施設設備の安全確認

ｱ ライフラインの点検 
電気・水道・ガス等は、専門業者による点検と破損や故障箇所等の確認を行う。 

ｲ 衛生状態の安全確認

「学校環境衛生基準」及び「学校給食衛生管理基準」に基づき、衛生管理を行う。併せ

て、状況に応じて臨時の衛生検査を行うなどして、被災した学校給食施設や各学校の適切

な衛生状態を確保する。 
ｳ 調理施設設備等の安全・動作確認

施設設備の洗浄・消毒を行い、調理設備等は専門業者による点検と動作を確認する。

イ 学校給食の再開

ｱ 納入業者の被災状況の確認

食品等の納入が可能か確認し、難しい場合は教育委員会等と調整・選定する。

ｲ 学校給食従事者の健康状態の確認

食中毒や感染症を防止するために、健康状態の確認をし、作業に従事する。

ｳ 給食の形態の検討

通常の給食が開始できない場合は、簡易給食、民間業者等からのデリバリー方式、近隣

施設からの提供等、状況に応じた段階的な実施も検討する。

ｴ 食事の配慮が必要な幼児児童生徒（食物アレルギー、形態調整食等）への対応

誤食・誤嚥
えん

等の事故防止のため、使用食品の確認と緊急時の対応や連絡先の確認を行う。 
ｵ 喫食者の食中毒・感染症予防

手洗いや食品等の保管、ごみの処理等の確認を行う。  
 
【学校給食再開時の確認事項】（例）

チェック項目

□ ライフラインと施設設備の点検をして安全を確認し、使用水の水質検査を行う。

□ 施設設備の洗浄、消毒を行い、状況に応じて衛生検査を行う。

□ 備蓄品の状態や納入可能な業者・物資を確認する。

□ 学校給食従事者の健康状態について、「学校給食衛生管理基準」に基づいて確認し、業

務に従事できる人員を把握する。

□ 安全な配送方法、ルート、時間等を確認する。

□ 学校や幼児児童生徒の被災状況等を確認し、学校での配膳方法を検討する。

□ 使用可能な食品や施設設備の状況等に応じて、給食内容を決定する。また、状況に応

じて、段階的に簡易給食等から再開することも考える。

□ 食物アレルギー等の対応について、学校と調理場で連携を徹底し、安全に実施する。

□ ごみの回収や処理について、衛生的に行う方法を確認する。

□ 教育委員会、学校、調理場で、給食再開についての情報を共有し、家庭への連絡や説

明を行う。
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料費上昇率の推移

ｶ 食事内容の充実、特に質及び分量の向上の配慮

ｷ 行事食等の考慮

ｸ 地場産物・有機農産物等の考慮

ｹ 年間学校給食実施予定回数

ｺ 学校給食用食品購入の方法、地域の食生活の実態等

ウ 学校給食費算出の手順

ｱ １人１回当たりの食品群別の予定使用量の算出

前年度１年間の実施献立について、年間に使用した食品群別の正味使用量を、年間給食

回数で割ったものに廃棄率を勘案し、１人１回当たりの食品群別の予定使用量を算出する。

ただし、市町村・学校における学校給食摂取基準及び食品構成表に基づき、栄養管理や食

事内容において問題があった場合は補正する。

廃棄率については、大量調理においては「日本食品標準成分表」（文部科学省）に記載さ

れている数値と異なるものもあることから、調理場での実態を把握する。

ｲ 当該年度における年間必要額の算出

次の主食・牛乳・おかずの価格を合計して１食分の予想価格を算出する。これに年間給

食日数をかけ、年間必要額を算出する。

ａ 主食

年間の米飯・パン・めんの回数と供給金額から、主食としての１人１回当たりの平均

金額を算出する。

ｂ 牛乳

愛知県教育委員会から通知される愛知県農林水産局長決定の保護者負担額とする。

ｃ おかず

ｱ で算出した１人１回当たりの食品群別の予定使用量に、１ｇ単価（前年度の実績）

を乗じ、消費者物価指数（総務省）、食品価格動向調査（農林水産省）を勘案して予想価

格を算出する。

ｳ 食事内容の向上、地場産物の活用等の実施に係る金額の算出

行事食や選択給食、食物アレルギー対応など食事内容の向上、地場産物や有機農産物の

活用等を前年度と比較して、実施する際に必要となる金額を算出する。

ｴ 月額又は１人１回当たりの学校給食費の算出

ｲ で得た年間必要額に ｳ の金額を加えて年間の学校給食費を算出する。これを月又は

給食実施回数で割ると、平均月額給食費又は１人１回当たりの学校給食費が算出される。

⑶ 学校給食費の会計管理

学校給食費は、私会計（校長又は共同調理場長の責任で管理し、徴収・支払いをする方法）

と公会計（自治体が学校給食費の歳入予算・歳出予算計上し、議会の承認を得たうえで、自治

体が徴収・管理する方法）がある。どちらの方法をとるかは、自治体の実情に応じて自治体の

判断に任されているが、文部科学省では「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」（令和

元年７月３１日文部科学省）及び「学校給食費の徴収・管理に係る公会計化等の推進について」

（令和５年８月３１日５文科初１０４３号）により学校給食費公会計化の推進を図っている。

 

 ４ 学校給食費

⑴ 学校給食費の法的根拠

学校給食の実施に必要な経費の負担については、学校給食法第１１条及び同法施行令第２条

に規定されており、その内訳については、下表のとおりである。 
なお、学校給食法第１１条の規定は、経費の負担関係を明らかにしたものであるが、保護者

の負担を軽減するために、設置者が学校給食費を予算に計上し、保護者に補助することを禁止

した趣旨のものではない。 
区分 経費区分 負担区分 法的根拠 内訳 備考 

学

校

給

食

に

要

す

る

経

費 

食材料費 保護者※※１１ 
学校給食法※※３３

第 条第２項

パン・米飯・牛乳・

おかず等の代金 
通常「学校給食費」

という 

光熱水費 保護者又は 
設置者※※２２ 

調理、手洗い等に要

する費用 
設置者負担が望ま

しい 

施設設備費 

設置者 

学校給食法

第 条第１項

学校給食実施のため

の施設設備費 

管理運営に要する

経費 

修繕費 

学校給食法

第 条第１項

同法施行令

第２条２号

学校給食施設設備の

修繕費 

人件費 

学校給食法

第 条第１項

同法施行令

第２条１号

学校給食に従事する

職員に要する給与、

その他の人件費等 

※１ 学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第１６条に規定する保護者 
夜間課程を置く高等学校における学校給食の場合は、生徒 

※２ 「学校給食の実施に関する事務処理及び指導の指針について」（昭和４８年６月文部省

体育局）において、光熱水費については学校の設置者が負担することが望ましいとさ

れている。 
※３ 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律においては第５条 

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律においては第５条 
 

⑵ 学校給食費の算定

ア 学校給食費の設定に当たっての要素

適正な学校給食費の設定に当たっては、年間、あるいは、年度間を見通して一定の額を定

めることが、学校給食の計画並びに保護者の経費支出の面などから最も望ましいが、社会情

勢の変動などにより物価が大きく左右されることもあるので、学期単位による学校給食費の

決定、あるいは物価の変動によるスライド制を採用することもある。 
イ 適正な学校給食費の算出に必要な内容

ｱ 幼児児童生徒１人１回当たりの市町村・学校の学校給食摂取基準 ２５、２６ページ参照

ｲ 幼児児童生徒１人１回当たりの市町村・学校の食品構成表 ３０ページ参照

ｳ 食品の廃棄率

ｴ 前年度に使用した食品の品目、数量及び使用頻度の実態

ｵ 前年度に使用した各食品別又は食品群別の年間平均購入価格及び過去数年間における食
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ウ 留意事項

ｱ 「学校給食費の徴収状況に関する調査について」（平成１９年１月２４日文部科学省ス

ポーツ・青少年局長通知）より抜粋

① 学校給食の意義・役割及び学校給食費の重要性についての保護者への周知について

学校等は、児童生徒に食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせるなど、

学校給食の意義や果たす役割を保護者に十分に認識していただくとともに、学校給食は

保護者が負担する学校給食費によって成り立っているため、一部の保護者が学校給食費

を未納にすることによって、他者に負担が発生することなどを保護者に周知し、理解と

協力を求める。

② 生活保護による教育扶助及び就学援助制度の活用について

学校給食実施者等は、経済的な問題により学校給食費を未納している保護者に対して

は、生活保護による教育扶助や就学援助制度の活用を奨励するとともに、これらの給付

による学校給食費相当額については、必要に応じて校長に交付することも一つの有効な

方法と考えられることを踏まえて対応する。

また、各地方公共団体は、就学援助事業の充実に努める。

ｲ 「学校給食費の徴収・管理に係る公会計化等の推進について」（平成５年８月３１日文

部科学省初等中等教育局長通知）より抜粋

① 学校給食費の徴収・管理に係る公会計化等の実施に当たっての留意事項について

学校給食費の無償化を実施している自治体においては、学校給食費の徴収は行われな

い一方で、業者に対する食材費の支払いが必要となるが、その際にも、管理の効率化や

透明性の確保の観点から、自治体から業者に対して直接支払うなど、適切な方法で行う。

エ 児童手当からの徴収

児童手当法における、保護者等の同意を得て児童手当から給食費等について納付できる、

いわゆる天引きの仕組みを導入するに当たっては、学校給食担当課と児童手当担当課との連

携を十分に図りながら、事務を進めていく必要がある。

オ 法的措置例

法的手続 支払督促（民事訴訟法第 条） 少額訴訟（民事訴訟法第 条）

制度の

特徴

・簡易裁判所に申し立てすれば、書面審査だ

けで裁判所から債務者に支払督促が送達

される。

・金額、回数に制限はない。

・審理のため裁判所に出頭する必要はない。

・債務者の異議申立てがなければ、仮執行宣

言の申立てをし、その支払督促に異議申立

てがなければ、支払督促が確定 判決と同

一 し強制執行が可能となる。

・異議申立てがあれば、通常訴訟に移行する。

・住所不明者への申立てはできない。

・簡易裁判所に訴状を提出すること

により訴えを提起する。

・ 万円以下の金銭の支払を求め

る訴えに限られる。

・同一の簡易裁判所は年 回まで

しかできない。

・原則として１回 １日 で審理を終

えるため、その日までに十分な事

前準備をする必要がある。

・判決に対しては、控訴できない。

 

 

私会計の場合は、学校給食費会計については、ＰＴＡ会費会計、教材費会計等の私会計部門

とは明確に区別して、独立した会計として処理し、毎年度計画的に事業運営が行われるように

適切な予算編成、執行に留意する。

いずれの方法でも学校給食費は全て幼児児童生徒に学校給食として還元する必要があるため、

予算の執行に当たっては、年度末に多額の余剰金が生じたり、不足によって学校給食の運営に

支障をきたしたりすることがないように、十分注意する。

なお、学校給食費の無償化については、「こども未来戦略方針」（令和５年６月１３日閣議決

定）で、学校給食費を自治体が独自に負担することは法令に抵触するものでないとされ、学校

給食費の無償化の実現に向けて実態調査を行い、課題の整理と具体的方策を検討するとの方向

性が示された。その後、「三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向けた対応について」（令和

７年１２月１９日文部科学省・総務省・財務省）等に基づき、学校給食費の抜本的な負担軽減

に向けて検討されている。

⑷ 学校給食費の徴収・未納等対応

学校給食は、学校教育活動の一環として実施され、児童生徒が食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身に付ける上で重要な役割を担っており、また、学校における食育を推進してい

くためには、学校給食の充実を図る必要がある。学校給食が適切に実施されるためには、保護

者が負担すべき食材費等について適切に負担していただくことが不可欠である。学校給食費を

無償化するなど、学校給食費を公費で負担したり、補助を講じたりしている自治体もあるが学

校給食費の徴収業務を行う場合は、学校給食の各実施者において、納入義務者である保護者の

理解と協力を得ながら行う。

ア 徴収方法の検討

公会計では、学校給食費は自治体の歳入として取り扱われ、その徴収に関係する法令に基

づいて適切に実施する必要がある。徴収の方法としては、大きく①口座振替による徴収、②

納付書による徴収、③私人への徴収委託、④指定代理納付者による納付、⑤児童手当からの

申出徴収（天引き）、⑥生活保護や就学援助の現物給付の六つの方法がある。

私会計では、学校給食費は各学校が幼児児童生徒の保護者から徴収し、校長（共同調理場

長）が管理し、必要に応じて業者等に支払う。この場合、学校及び共同調理場においては、

金融機関に口座を設けて、収入・支出が行われることが一般的である。

イ 未納等対応の検討

学校給食の未納は、納付した保護者と未納の保護者との間で負担の公平性を欠くこととな

る。未納等対応を行う際には、債権管理に関する知見を要するため、あらかじめ未納等対応

の方法を検討し、整理しておく。

公会計化した自治体では、学校給食費の債権は、地方自治法の債権として取り扱われ、未

納があった場合には、地方自治法及び地方自治法施行令における債権の取り扱いの規定に従

って、適切に対応する。

私会計では、各学校が学校給食費の徴収・管理業務を行う。校長は、未納等対応について、

学級担任等に過度の負担がかからないよう、学校全体としての取組体制を整えるとともに、

学校給食実施者は、各学校の未納状況を随時把握し、当該学校の教職員と連携して未納問題

の解消に努める。
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保護者が負担する学校給食費によって成り立っているため、一部の保護者が学校給食費

を未納にすることによって、他者に負担が発生することなどを保護者に周知し、理解と

協力を求める。

② 生活保護による教育扶助及び就学援助制度の活用について

学校給食実施者等は、経済的な問題により学校給食費を未納している保護者に対して

は、生活保護による教育扶助や就学援助制度の活用を奨励するとともに、これらの給付

による学校給食費相当額については、必要に応じて校長に交付することも一つの有効な

方法と考えられることを踏まえて対応する。

また、各地方公共団体は、就学援助事業の充実に努める。

ｲ 「学校給食費の徴収・管理に係る公会計化等の推進について」（平成５年８月３１日文

部科学省初等中等教育局長通知）より抜粋

① 学校給食費の徴収・管理に係る公会計化等の実施に当たっての留意事項について

学校給食費の無償化を実施している自治体においては、学校給食費の徴収は行われな

い一方で、業者に対する食材費の支払いが必要となるが、その際にも、管理の効率化や

透明性の確保の観点から、自治体から業者に対して直接支払うなど、適切な方法で行う。

エ 児童手当からの徴収

児童手当法における、保護者等の同意を得て児童手当から給食費等について納付できる、

いわゆる天引きの仕組みを導入するに当たっては、学校給食担当課と児童手当担当課との連

携を十分に図りながら、事務を進めていく必要がある。

オ 法的措置例

法的手続 支払督促（民事訴訟法第 条） 少額訴訟（民事訴訟法第 条）

制度の

特徴

・簡易裁判所に申し立てすれば、書面審査だ

けで裁判所から債務者に支払督促が送達

される。

・金額、回数に制限はない。

・審理のため裁判所に出頭する必要はない。

・債務者の異議申立てがなければ、仮執行宣

言の申立てをし、その支払督促に異議申立

てがなければ、支払督促が確定 判決と同

一 し強制執行が可能となる。

・異議申立てがあれば、通常訴訟に移行する。

・住所不明者への申立てはできない。

・簡易裁判所に訴状を提出すること

により訴えを提起する。

・ 万円以下の金銭の支払を求め

る訴えに限られる。

・同一の簡易裁判所は年 回まで

しかできない。

・原則として１回 １日 で審理を終

えるため、その日までに十分な事

前準備をする必要がある。

・判決に対しては、控訴できない。

 

 

私会計の場合は、学校給食費会計については、ＰＴＡ会費会計、教材費会計等の私会計部門

とは明確に区別して、独立した会計として処理し、毎年度計画的に事業運営が行われるように

適切な予算編成、執行に留意する。

いずれの方法でも学校給食費は全て幼児児童生徒に学校給食として還元する必要があるため、

予算の執行に当たっては、年度末に多額の余剰金が生じたり、不足によって学校給食の運営に

支障をきたしたりすることがないように、十分注意する。

なお、学校給食費の無償化については、「こども未来戦略方針」（令和５年６月１３日閣議決

定）で、学校給食費を自治体が独自に負担することは法令に抵触するものでないとされ、学校

給食費の無償化の実現に向けて実態調査を行い、課題の整理と具体的方策を検討するとの方向

性が示された。その後、「三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向けた対応について」（令和

７年１２月１９日文部科学省・総務省・財務省）等に基づき、学校給食費の抜本的な負担軽減

に向けて検討されている。

⑷ 学校給食費の徴収・未納等対応

学校給食は、学校教育活動の一環として実施され、児童生徒が食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身に付ける上で重要な役割を担っており、また、学校における食育を推進してい

くためには、学校給食の充実を図る必要がある。学校給食が適切に実施されるためには、保護

者が負担すべき食材費等について適切に負担していただくことが不可欠である。学校給食費を

無償化するなど、学校給食費を公費で負担したり、補助を講じたりしている自治体もあるが学

校給食費の徴収業務を行う場合は、学校給食の各実施者において、納入義務者である保護者の

理解と協力を得ながら行う。

ア 徴収方法の検討

公会計では、学校給食費は自治体の歳入として取り扱われ、その徴収に関係する法令に基

づいて適切に実施する必要がある。徴収の方法としては、大きく①口座振替による徴収、②

納付書による徴収、③私人への徴収委託、④指定代理納付者による納付、⑤児童手当からの

申出徴収（天引き）、⑥生活保護や就学援助の現物給付の六つの方法がある。

私会計では、学校給食費は各学校が幼児児童生徒の保護者から徴収し、校長（共同調理場

長）が管理し、必要に応じて業者等に支払う。この場合、学校及び共同調理場においては、

金融機関に口座を設けて、収入・支出が行われることが一般的である。

イ 未納等対応の検討

学校給食の未納は、納付した保護者と未納の保護者との間で負担の公平性を欠くこととな

る。未納等対応を行う際には、債権管理に関する知見を要するため、あらかじめ未納等対応

の方法を検討し、整理しておく。

公会計化した自治体では、学校給食費の債権は、地方自治法の債権として取り扱われ、未

納があった場合には、地方自治法及び地方自治法施行令における債権の取り扱いの規定に従

って、適切に対応する。

私会計では、各学校が学校給食費の徴収・管理業務を行う。校長は、未納等対応について、

学級担任等に過度の負担がかからないよう、学校全体としての取組体制を整えるとともに、

学校給食実施者は、各学校の未納状況を随時把握し、当該学校の教職員と連携して未納問題

の解消に努める。
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⑵ 学校給食摂取基準の検討

「学校給食摂取基準」（令和３年４月１日施行）については、令和３年２月１２日付けの文

部科学省初等中等教育局長通知「学校給食実施基準の一部改正について」で、以下のように

示されている。 
厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準（２０２０年版）」を参考とし、その考え方

を踏まえるとともに、「食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に関す

る研究」（以下「食事状況調査」という。）の調査結果より算出した、小学３年生、５年生及

び中学２年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量等を勘案し、

児童又は生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出したものであ

る。「学校給食摂取基準」についての基本的な考え方は、本基準の一部改正に先立ち、文部科

学省に設置した、学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会

議がとりまとめた「学校給食摂取基準の策定について（報告）」（令和２年１２月）を参照す

る。  
本基準は、児童生徒１人１回当たりの全国的な平均値を示すものであるから、適用に当た

っては、個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情に十分配慮し、

弾力的に適用することが必要である。なお、本基準は男女の人数比を１：１で算定している

ため、各学校においては実態に合わせてその比率に配慮する。 
ア 小中学校及び特別支援学校の小中学部の児童生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

児童（６～７歳） 児童（８～９歳） 児童 〜 歳 生徒 ～ 歳

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム

（食塩相当量）
未満 ２未満 ２未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ３

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ４以上 以上 ５以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……児童（ ６～ ７歳） ２ 、 児童（ ８～ ９歳） ２

児童（１０～１１歳） ２ 、 生徒（１２～１４歳） ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

イ 夜間課程を置く高等学校の生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分 基 準 値

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

 

Ⅲ 学校給食の栄養管理

学校給食法第２条では学校給食の目標について、「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図

ること」「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断

力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと」としており、目標達成には栄養管理が重要である。学

校給食の栄養管理は、学校給食実施基準（学校給食法第８条）に基づいて行われており、一般的に

は、①献立作成、②給食の提供、③事後評価、④評価に基づく改善の流れで実施するが、献立作成

の前には、対象者の実態把握（アセスメント）を行うことが望ましい。

１ 献立作成

⑴ 年間献立計画の作成

学校給食を教材として活用できるよう、各教科等で学習する内容や時期を的確に把握し、食

に関する指導の全体計画と関連付けた献立作成が大切である。

年間献立計画に掲げる項目としては次のようなものがある。

① 月目標

② 献立作成のねらい

③ 行事食・郷土料理・季節の料理

④ 旬の食品・地場産物等の取り入れたい食品

⑤ 選択給食

⑥ 関連する学習内容・学校行事

【年間献立計画】（例）

月 月目標 献立作成のねらい 行事食等 取り入れたい食品 教科等との関連

４

い
ろ
い
ろ
な

食
品
を
知
ろ
う

・１年生が給食に慣

れるように食べや

すい料理を取り入

れる。

・配膳しやすい献立

にする。

入学・進級祝

い

（赤飯）

給食試食会

キャベツ

たけのこ

みつば

ふき

１年生活：がっこうたんけん

３年理科：植物を育てよう

５年家庭：ゆでる調理でおい

しさ発見

６年家庭：朝食から健康な１

日の生活を

５

地
場
産
物
を
知
ろ
う

・行事食に込められ

た 思 い を 知 ら せ

る。

・地域でとれる食品

を通して、自分た

ちの住む町、市、県

の よ さ を 知 ら せ

る。

八十八夜

端午の節句

（ か し わ も

ち）

姉妹・友好都

市（トリノ市）

ふるさと給食

新じゃがいも

新たまねぎ

にぎす

キャベツ

アスパラガス

２年生活：野さいをそだてよ

う

４年社会：わたしたちの県の

ようす

５年社会：食生活を支える食

料の産地

５年理科：植物の発芽や成長

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

・歯を丈夫にしたり、

咀
そ

嚼
しゃく

力や嚥
えん

下力を

高めたりする食品

や料理を多く取り

入れる。

歯と口の健康

週間

かみかみ献立

セレクト献立

愛知を食べる

学校給食の日

たまねぎ

トマト

メロン

小魚

あじ

３年体育：健康な生活

４年体育：体の発育・発達

５年体育：心の健康

６年体育：病気の予防

食手引第二次 ～

栄養教諭中核 ～
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⑵ 学校給食摂取基準の検討

「学校給食摂取基準」（令和３年４月１日施行）については、令和３年２月１２日付けの文

部科学省初等中等教育局長通知「学校給食実施基準の一部改正について」で、以下のように

示されている。 
厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準（２０２０年版）」を参考とし、その考え方

を踏まえるとともに、「食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に関す

る研究」（以下「食事状況調査」という。）の調査結果より算出した、小学３年生、５年生及

び中学２年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量等を勘案し、

児童又は生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出したものであ

る。「学校給食摂取基準」についての基本的な考え方は、本基準の一部改正に先立ち、文部科

学省に設置した、学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会

議がとりまとめた「学校給食摂取基準の策定について（報告）」（令和２年１２月）を参照す

る。  
本基準は、児童生徒１人１回当たりの全国的な平均値を示すものであるから、適用に当た

っては、個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情に十分配慮し、

弾力的に適用することが必要である。なお、本基準は男女の人数比を１：１で算定している

ため、各学校においては実態に合わせてその比率に配慮する。 
ア 小中学校及び特別支援学校の小中学部の児童生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

児童（６～７歳） 児童（８～９歳） 児童 〜 歳 生徒 ～ 歳

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム

（食塩相当量）
未満 ２未満 ２未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ３

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ４以上 以上 ５以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……児童（ ６～ ７歳） ２ 、 児童（ ８～ ９歳） ２

児童（１０～１１歳） ２ 、 生徒（１２～１４歳） ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

イ 夜間課程を置く高等学校の生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分 基 準 値

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

 

Ⅲ 学校給食の栄養管理

学校給食法第２条では学校給食の目標について、「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図

ること」「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断

力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと」としており、目標達成には栄養管理が重要である。学

校給食の栄養管理は、学校給食実施基準（学校給食法第８条）に基づいて行われており、一般的に

は、①献立作成、②給食の提供、③事後評価、④評価に基づく改善の流れで実施するが、献立作成

の前には、対象者の実態把握（アセスメント）を行うことが望ましい。

１ 献立作成

⑴ 年間献立計画の作成

学校給食を教材として活用できるよう、各教科等で学習する内容や時期を的確に把握し、食

に関する指導の全体計画と関連付けた献立作成が大切である。

年間献立計画に掲げる項目としては次のようなものがある。

① 月目標

② 献立作成のねらい

③ 行事食・郷土料理・季節の料理

④ 旬の食品・地場産物等の取り入れたい食品

⑤ 選択給食

⑥ 関連する学習内容・学校行事

【年間献立計画】（例）

月 月目標 献立作成のねらい 行事食等 取り入れたい食品 教科等との関連

４

い
ろ
い
ろ
な

食
品
を
知
ろ
う

・１年生が給食に慣

れるように食べや

すい料理を取り入

れる。

・配膳しやすい献立

にする。

入学・進級祝

い

（赤飯）

給食試食会

キャベツ

たけのこ

みつば

ふき

１年生活：がっこうたんけん

３年理科：植物を育てよう

５年家庭：ゆでる調理でおい

しさ発見

６年家庭：朝食から健康な１

日の生活を

５

地
場
産
物
を
知
ろ
う

・行事食に込められ

た 思 い を 知 ら せ

る。

・地域でとれる食品

を通して、自分た

ちの住む町、市、県

の よ さ を 知 ら せ

る。

八十八夜

端午の節句

（ か し わ も

ち）

姉妹・友好都

市（トリノ市）

ふるさと給食

新じゃがいも

新たまねぎ

にぎす

キャベツ

アスパラガス

２年生活：野さいをそだてよ

う

４年社会：わたしたちの県の

ようす

５年社会：食生活を支える食

料の産地

５年理科：植物の発芽や成長

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

・歯を丈夫にしたり、

咀
そ

嚼
しゃく

力や嚥
えん

下力を

高めたりする食品

や料理を多く取り

入れる。

歯と口の健康

週間

かみかみ献立

セレクト献立

愛知を食べる

学校給食の日

たまねぎ

トマト

メロン

小魚

あじ

３年体育：健康な生活

４年体育：体の発育・発達

５年体育：心の健康

６年体育：病気の予防
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⑵ 学校給食摂取基準の検討

「学校給食摂取基準」（令和３年４月１日施行）については、令和３年２月１２日付けの文

部科学省初等中等教育局長通知「学校給食実施基準の一部改正について」で、以下のように

示されている。 
厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準（２０２０年版）」を参考とし、その考え方

を踏まえるとともに、「食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に関す

る研究」（以下「食事状況調査」という。）の調査結果より算出した、小学３年生、５年生及

び中学２年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量等を勘案し、

児童又は生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出したものであ

る。「学校給食摂取基準」についての基本的な考え方は、本基準の一部改正に先立ち、文部科

学省に設置した、学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会

議がとりまとめた「学校給食摂取基準の策定について（報告）」（令和２年１２月）を参照す

る。  
本基準は、児童生徒１人１回当たりの全国的な平均値を示すものであるから、適用に当た

っては、個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情に十分配慮し、

弾力的に適用することが必要である。なお、本基準は男女の人数比を１：１で算定している

ため、各学校においては実態に合わせてその比率に配慮する。 
ア 小中学校及び特別支援学校の小中学部の児童生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

児童（６～７歳） 児童（８～９歳） 児童 〜 歳 生徒 ～ 歳

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム

（食塩相当量）
未満 ２未満 ２未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ３

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ４以上 以上 ５以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……児童（ ６～ ７歳） ２ 、 児童（ ８～ ９歳） ２

児童（１０～１１歳） ２ 、 生徒（１２～１４歳） ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

イ 夜間課程を置く高等学校の生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分 基 準 値

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

 

Ⅲ 学校給食の栄養管理

学校給食法第２条では学校給食の目標について、「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図

ること」「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断

力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと」としており、目標達成には栄養管理が重要である。学

校給食の栄養管理は、学校給食実施基準（学校給食法第８条）に基づいて行われており、一般的に

は、①献立作成、②給食の提供、③事後評価、④評価に基づく改善の流れで実施するが、献立作成

の前には、対象者の実態把握（アセスメント）を行うことが望ましい。

１ 献立作成

⑴ 年間献立計画の作成

学校給食を教材として活用できるよう、各教科等で学習する内容や時期を的確に把握し、食

に関する指導の全体計画と関連付けた献立作成が大切である。

年間献立計画に掲げる項目としては次のようなものがある。

① 月目標

② 献立作成のねらい

③ 行事食・郷土料理・季節の料理

④ 旬の食品・地場産物等の取り入れたい食品

⑤ 選択給食

⑥ 関連する学習内容・学校行事

【年間献立計画】（例）

月 月目標 献立作成のねらい 行事食等 取り入れたい食品 教科等との関連

４

い
ろ
い
ろ
な

食
品
を
知
ろ
う

・１年生が給食に慣

れるように食べや

すい料理を取り入

れる。

・配膳しやすい献立

にする。

入学・進級祝

い

（赤飯）

給食試食会

キャベツ

たけのこ

みつば

ふき

１年生活：がっこうたんけん

３年理科：植物を育てよう

５年家庭：ゆでる調理でおい

しさ発見

６年家庭：朝食から健康な１

日の生活を

５

地
場
産
物
を
知
ろ
う

・行事食に込められ

た 思 い を 知 ら せ

る。

・地域でとれる食品

を通して、自分た

ちの住む町、市、県

の よ さ を 知 ら せ

る。

八十八夜

端午の節句

（ か し わ も

ち）

姉妹・友好都

市（トリノ市）

ふるさと給食

新じゃがいも

新たまねぎ

にぎす

キャベツ

アスパラガス

２年生活：野さいをそだてよ

う

４年社会：わたしたちの県の

ようす

５年社会：食生活を支える食

料の産地

５年理科：植物の発芽や成長

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

・歯を丈夫にしたり、

咀
そ

嚼
しゃく

力や嚥
えん

下力を

高めたりする食品

や料理を多く取り

入れる。

歯と口の健康

週間

かみかみ献立

セレクト献立

愛知を食べる

学校給食の日

たまねぎ

トマト

メロン

小魚

あじ

３年体育：健康な生活

４年体育：体の発育・発達

５年体育：心の健康

６年体育：病気の予防
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オ 学校給食摂取基準における推定エネルギー必要量及び各栄養素の基準値設定の考え方

項 目 考 え 方

エネルギー

学校保健統計調査の平均身長から求めた標準体重と身体活動レベルのレベルⅡ（ふつ

う）を用いた１日の推定エネルギー必要量の ％

身体活動レベルは、児童（６～７歳） 、児童（８～９歳） 、児童（ ～ 歳）

及び生徒（ ～ 歳）

たんぱく質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

脂質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

ナトリウム

食塩相当量
「食事摂取基準」の目標量の ％未満

カルシウム 「食事摂取基準」の推奨量の ％

マグネシウム
小学生以下は「食事摂取基準」の推奨量の ％程度、中学生以上は摂取量が不足して

いることから推奨量の ％

鉄 「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＡ

ビタミンＢ１

ビタミンＢ２

「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＣ 「食事摂取基準」の推奨量の ％

食物繊維 「食事摂取基準」の目標量の ％以上

亜鉛 望ましい数値として「食事摂取基準」の推奨量の ％

※ 各学校等において基準値の策定を行う場合は、推定平均必要量以下の割合を評価し、家庭における不足分を学

校給食でどの程度補えるか判断する。

カ 市町村・学校における学校給食摂取基準設定の手順

ｱ 実態把握（アセスメント）

ａ 幼児児童生徒の体格や健康状態等（養護教諭・学級担任と連携）

・年齢・性別、身長・体重、身体活動状況、発育の状況等について把握する。

・幼児児童生徒は成長期であり、１年間で大きく変化するので、年 回以上身長・体

重、発育の状況を把握することが望ましい。

ｂ 幼児児童生徒の食事内容（栄養素等摂取状況）

・学校給食の摂取状況を把握する。

・学校給食以外の３日間（学校給食がある日２日、ない日１日）の食事・間食の摂取

状況を調査する。

ｃ 実態把握のための調査が難しい場合

・集団の一部で実施したり、他の類似集団のデータを参考にしたりするが、少しずつ

実態把握ができるように進める。 
ｲ 推定エネルギー必要量の算出

ａ 算定式

推定エネルギー必要量（ 日）

＝基礎代謝量基準値（ 体重 日）×体重（ ）×身体活動レベル

＋エネルギー蓄積量（ 日）

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

ウ 特別支援学校の幼稚部・高等部の幼児・生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ３以上 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……幼児 １ 、生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

エ 特別支援学校の幼児児童生徒への適用

障害の種類と程度が多様であり、身体活動レベルもさまざまであることから、「学校給食

摂取基準」の適用に当たっては、個々の幼児児童生徒の健康状態や生活活動の実態、地域

の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。
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オ 学校給食摂取基準における推定エネルギー必要量及び各栄養素の基準値設定の考え方

項 目 考 え 方

エネルギー

学校保健統計調査の平均身長から求めた標準体重と身体活動レベルのレベルⅡ（ふつ

う）を用いた１日の推定エネルギー必要量の ％

身体活動レベルは、児童（６～７歳） 、児童（８～９歳） 、児童（ ～ 歳）

及び生徒（ ～ 歳）

たんぱく質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

脂質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

ナトリウム

食塩相当量
「食事摂取基準」の目標量の ％未満

カルシウム 「食事摂取基準」の推奨量の ％

マグネシウム
小学生以下は「食事摂取基準」の推奨量の ％程度、中学生以上は摂取量が不足して

いることから推奨量の ％

鉄 「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＡ

ビタミンＢ１

ビタミンＢ２

「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＣ 「食事摂取基準」の推奨量の ％

食物繊維 「食事摂取基準」の目標量の ％以上

亜鉛 望ましい数値として「食事摂取基準」の推奨量の ％

※ 各学校等において基準値の策定を行う場合は、推定平均必要量以下の割合を評価し、家庭における不足分を学

校給食でどの程度補えるか判断する。

カ 市町村・学校における学校給食摂取基準設定の手順

ｱ 実態把握（アセスメント）

ａ 幼児児童生徒の体格や健康状態等（養護教諭・学級担任と連携）

・年齢・性別、身長・体重、身体活動状況、発育の状況等について把握する。

・幼児児童生徒は成長期であり、１年間で大きく変化するので、年 回以上身長・体

重、発育の状況を把握することが望ましい。

ｂ 幼児児童生徒の食事内容（栄養素等摂取状況）

・学校給食の摂取状況を把握する。

・学校給食以外の３日間（学校給食がある日２日、ない日１日）の食事・間食の摂取

状況を調査する。

ｃ 実態把握のための調査が難しい場合

・集団の一部で実施したり、他の類似集団のデータを参考にしたりするが、少しずつ

実態把握ができるように進める。 
ｲ 推定エネルギー必要量の算出

ａ 算定式

推定エネルギー必要量（ 日）

＝基礎代謝量基準値（ 体重 日）×体重（ ）×身体活動レベル

＋エネルギー蓄積量（ 日）

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

ウ 特別支援学校の幼稚部・高等部の幼児・生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ３以上 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……幼児 １ 、生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

エ 特別支援学校の幼児児童生徒への適用

障害の種類と程度が多様であり、身体活動レベルもさまざまであることから、「学校給食

摂取基準」の適用に当たっては、個々の幼児児童生徒の健康状態や生活活動の実態、地域

の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。
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オ 学校給食摂取基準における推定エネルギー必要量及び各栄養素の基準値設定の考え方

項 目 考 え 方

エネルギー

学校保健統計調査の平均身長から求めた標準体重と身体活動レベルのレベルⅡ（ふつ

う）を用いた１日の推定エネルギー必要量の ％

身体活動レベルは、児童（６～７歳） 、児童（８～９歳） 、児童（ ～ 歳）

及び生徒（ ～ 歳）

たんぱく質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

脂質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

ナトリウム

食塩相当量
「食事摂取基準」の目標量の ％未満

カルシウム 「食事摂取基準」の推奨量の ％

マグネシウム
小学生以下は「食事摂取基準」の推奨量の ％程度、中学生以上は摂取量が不足して

いることから推奨量の ％

鉄 「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＡ

ビタミンＢ１

ビタミンＢ２

「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＣ 「食事摂取基準」の推奨量の ％

食物繊維 「食事摂取基準」の目標量の ％以上

亜鉛 望ましい数値として「食事摂取基準」の推奨量の ％

※ 各学校等において基準値の策定を行う場合は、推定平均必要量以下の割合を評価し、家庭における不足分を学

校給食でどの程度補えるか判断する。

カ 市町村・学校における学校給食摂取基準設定の手順

ｱ 実態把握（アセスメント）

ａ 幼児児童生徒の体格や健康状態等（養護教諭・学級担任と連携）

・年齢・性別、身長・体重、身体活動状況、発育の状況等について把握する。

・幼児児童生徒は成長期であり、１年間で大きく変化するので、年 回以上身長・体

重、発育の状況を把握することが望ましい。

ｂ 幼児児童生徒の食事内容（栄養素等摂取状況）

・学校給食の摂取状況を把握する。

・学校給食以外の３日間（学校給食がある日２日、ない日１日）の食事・間食の摂取

状況を調査する。

ｃ 実態把握のための調査が難しい場合

・集団の一部で実施したり、他の類似集団のデータを参考にしたりするが、少しずつ

実態把握ができるように進める。 
ｲ 推定エネルギー必要量の算出

ａ 算定式

推定エネルギー必要量（ 日）

＝基礎代謝量基準値（ 体重 日）×体重（ ）×身体活動レベル

＋エネルギー蓄積量（ 日）

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

ウ 特別支援学校の幼稚部・高等部の幼児・生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ３以上 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……幼児 １ 、生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

エ 特別支援学校の幼児児童生徒への適用

障害の種類と程度が多様であり、身体活動レベルもさまざまであることから、「学校給食

摂取基準」の適用に当たっては、個々の幼児児童生徒の健康状態や生活活動の実態、地域

の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。
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係数

年齢

男 子 女 子

ａ ｂ ａ ｂ

５

６

７

８

９

ｳ たんぱく質・脂質・炭水化物の給与量の算出

推定エネルギー必要量からエネルギー比率でたんぱく質、脂質の順に給与量を算出し、

残りを炭水化物からのエネルギーとなるように給与量を算出する。

【例】小学校中学年において推定エネルギー必要量が６５０ で、推定平均必要量に

おいて不足者がほとんどいないと評価された場合及び不足者の程度の評価がされて

いない場合は以下のように算出する。

①たんぱく質

たんぱく質の基準値を推定エネルギー必要量の１３～２０％からで算出する。

６５０ の１３％は８５ 、２０％は１３０ である。たんぱく質１ｇは４

の熱量を出すので２１ ３～３２ ５ｇとなる。

②脂質

脂質の基準値を推定エネルギー必要量の２０～３０％から算出する。６５０ の

２０％は１３０ 、３０％は１９５ である。脂質１ｇは９ の熱量を出す

ので１４ ４～２１ ７ｇとなる。

③炭水化物

６５０ のうちたんぱく質、脂質分を除いた残りのエネルギーを、炭水化物１ｇ

は４ の熱量を出すことから給与量を算出する。

ｴ 各栄養素の給与量の設定

ａ 推定平均必要量から各栄養素の不足者の程度の評価を行い、不足者が相当いると評

価された場合は、家庭で不足しがちな栄養素を、学校給食で補うことを検討し、給与

量を定めることとなる。

家庭で不足しがちな栄養素として、カルシウム、鉄、食物繊維等が考えられる。著

しく不足者の多い栄養素であっても不足分を全て学校給食で補うことには限界がある

ため、施設設備、人的配置、学校給食費、１食の食事としての内容等を勘案し、でき

項目

年齢

基礎代謝量基準値（ 体重 日） 身体活動レベル エネルギー蓄積量（ 日）

男子 女子 男女共通 男子 女子

３～５歳

６～７歳

８～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

※ 基礎代謝量基準値とエネルギー蓄積量は、「食事摂取基準２０２５」（厚生労働省）に基づく。

※ 身体活動レベルは、「学校給食摂取基準の一部改正について」（令和３年２月１２日文部科学省通知）に基

づく。

※ 推定エネルギー必要量は、個人の評価には用いない。

ｂ 体重

個々の幼児児童生徒の推定エネルギー必要量を求める場合は、個々の実測値である

が、集団における望ましい推定エネルギー必要量の算出においては、標準体重を使用

する。

① 幼児

身長体重曲線又は近似式を用いて、個々の身長から体重標準値を算出する。

【身長体重曲線】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【近似式】※令和５年乳幼児身体発育調査報告書（こども家庭庁）

男児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

女児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

② 児童生徒

学校保健統計の身長別標準体重を求める計算式と係数を使用して算出する。

身長別標準体重（ ）＝係数ａ×実測身長（㎝）－係数ｂ
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係数

年齢

男 子 女 子

ａ ｂ ａ ｂ

５

６

７

８

９

ｳ たんぱく質・脂質・炭水化物の給与量の算出

推定エネルギー必要量からエネルギー比率でたんぱく質、脂質の順に給与量を算出し、

残りを炭水化物からのエネルギーとなるように給与量を算出する。

【例】小学校中学年において推定エネルギー必要量が６５０ で、推定平均必要量に

おいて不足者がほとんどいないと評価された場合及び不足者の程度の評価がされて

いない場合は以下のように算出する。

①たんぱく質

たんぱく質の基準値を推定エネルギー必要量の１３～２０％からで算出する。

６５０ の１３％は８５ 、２０％は１３０ である。たんぱく質１ｇは４

の熱量を出すので２１ ３～３２ ５ｇとなる。

②脂質

脂質の基準値を推定エネルギー必要量の２０～３０％から算出する。６５０ の

２０％は１３０ 、３０％は１９５ である。脂質１ｇは９ の熱量を出す

ので１４ ４～２１ ７ｇとなる。

③炭水化物

６５０ のうちたんぱく質、脂質分を除いた残りのエネルギーを、炭水化物１ｇ

は４ の熱量を出すことから給与量を算出する。

ｴ 各栄養素の給与量の設定

ａ 推定平均必要量から各栄養素の不足者の程度の評価を行い、不足者が相当いると評

価された場合は、家庭で不足しがちな栄養素を、学校給食で補うことを検討し、給与

量を定めることとなる。

家庭で不足しがちな栄養素として、カルシウム、鉄、食物繊維等が考えられる。著

しく不足者の多い栄養素であっても不足分を全て学校給食で補うことには限界がある

ため、施設設備、人的配置、学校給食費、１食の食事としての内容等を勘案し、でき

項目

年齢

基礎代謝量基準値（ 体重 日） 身体活動レベル エネルギー蓄積量（ 日）

男子 女子 男女共通 男子 女子

３～５歳

６～７歳

８～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

※ 基礎代謝量基準値とエネルギー蓄積量は、「食事摂取基準２０２５」（厚生労働省）に基づく。

※ 身体活動レベルは、「学校給食摂取基準の一部改正について」（令和３年２月１２日文部科学省通知）に基

づく。

※ 推定エネルギー必要量は、個人の評価には用いない。

ｂ 体重

個々の幼児児童生徒の推定エネルギー必要量を求める場合は、個々の実測値である

が、集団における望ましい推定エネルギー必要量の算出においては、標準体重を使用

する。

① 幼児

身長体重曲線又は近似式を用いて、個々の身長から体重標準値を算出する。

【身長体重曲線】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【近似式】※令和５年乳幼児身体発育調査報告書（こども家庭庁）

男児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

女児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

② 児童生徒

学校保健統計の身長別標準体重を求める計算式と係数を使用して算出する。

身長別標準体重（ ）＝係数ａ×実測身長（㎝）－係数ｂ
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係数

年齢

男 子 女 子

ａ ｂ ａ ｂ

５

６

７

８

９

ｳ たんぱく質・脂質・炭水化物の給与量の算出

推定エネルギー必要量からエネルギー比率でたんぱく質、脂質の順に給与量を算出し、

残りを炭水化物からのエネルギーとなるように給与量を算出する。

【例】小学校中学年において推定エネルギー必要量が６５０ で、推定平均必要量に

おいて不足者がほとんどいないと評価された場合及び不足者の程度の評価がされて

いない場合は以下のように算出する。

①たんぱく質

たんぱく質の基準値を推定エネルギー必要量の１３～２０％からで算出する。

６５０ の１３％は８５ 、２０％は１３０ である。たんぱく質１ｇは４

の熱量を出すので２１ ３～３２ ５ｇとなる。

②脂質

脂質の基準値を推定エネルギー必要量の２０～３０％から算出する。６５０ の

２０％は１３０ 、３０％は１９５ である。脂質１ｇは９ の熱量を出す

ので１４ ４～２１ ７ｇとなる。

③炭水化物

６５０ のうちたんぱく質、脂質分を除いた残りのエネルギーを、炭水化物１ｇ

は４ の熱量を出すことから給与量を算出する。

ｴ 各栄養素の給与量の設定

ａ 推定平均必要量から各栄養素の不足者の程度の評価を行い、不足者が相当いると評

価された場合は、家庭で不足しがちな栄養素を、学校給食で補うことを検討し、給与

量を定めることとなる。

家庭で不足しがちな栄養素として、カルシウム、鉄、食物繊維等が考えられる。著

しく不足者の多い栄養素であっても不足分を全て学校給食で補うことには限界がある

ため、施設設備、人的配置、学校給食費、１食の食事としての内容等を勘案し、でき

項目

年齢

基礎代謝量基準値（ 体重 日） 身体活動レベル エネルギー蓄積量（ 日）

男子 女子 男女共通 男子 女子

３～５歳

６～７歳

８～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

※ 基礎代謝量基準値とエネルギー蓄積量は、「食事摂取基準２０２５」（厚生労働省）に基づく。

※ 身体活動レベルは、「学校給食摂取基準の一部改正について」（令和３年２月１２日文部科学省通知）に基

づく。

※ 推定エネルギー必要量は、個人の評価には用いない。

ｂ 体重

個々の幼児児童生徒の推定エネルギー必要量を求める場合は、個々の実測値である

が、集団における望ましい推定エネルギー必要量の算出においては、標準体重を使用

する。

① 幼児

身長体重曲線又は近似式を用いて、個々の身長から体重標準値を算出する。

【身長体重曲線】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【近似式】※令和５年乳幼児身体発育調査報告書（こども家庭庁）

男児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

女児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

② 児童生徒

学校保健統計の身長別標準体重を求める計算式と係数を使用して算出する。

身長別標準体重（ ）＝係数ａ×実測身長（㎝）－係数ｂ
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調理法：煮物、汁物、炒め物、和え物等 
・その他

食 品：果物類、デザート類等

③ 栄養価を算出する。

それぞれの食品の正味重量に、「日本食品標準成分表」（文部科学省）の数値を乗じて

栄養価を算出する。

④ 給食費との調整を行う。

それぞれの食品の直近の価格等を参考に、正味重量に廃棄率を加味した購入量で価格

を算出し、実施可能な献立であるか検討し調整する。

⑸ 献立作成上の留意点

ア 栄養面の配慮

学校給食摂取基準に基づき、幼児児童生徒に必要な栄養量を確保する。

イ 食に関する指導の教材としての配慮

ｱ 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させる。

ｲ 季節の食品や行事食等、使用する食品や献立のねらいを明確にする。

ｳ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心

を育むとともに、地域の食文化の継承につなげる。

ｴ 地場産物を活用し、産業、生産、流通、消費など食料事情等について、環境保全や食

品ロスの視点も含め、理解を深められるようにする。

ｵ 日常又は将来の食事づくりにつなげることができるよう、献立名や食品名を明確にす

る。

ｶ 学校行事や国際理解に関わる献立を取り入れる。

ｷ セレクト方式、バイキング方式等を取り入れ、食品や料理を選択する力を付けられる

ようにする。

る範囲で補うことを検討するが、カルシウム、鉄であれば推奨量（１日）、食物繊維で

あれば目標量（１日）の１／３を下回らないことを原則とする。

ｂ 推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行った結果、不足者がほとんど

いないと評価された場合及び推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行っ

ていない場合は、国の示した学校給食摂取基準を参考とする。

⑶ 食品構成の検討

食品構成とは、栄養素と食品の組み合わせのバランスがよい献立を作成するために、一定

期間において、１人１食当たりの必要な給与栄養目標量を満たすことができるよう、使用す

る食品の目安量を食品群別に示したものである。

食品構成表を作成する目的は、２つある。１つ目は、献立作成時に食品構成表を活用する

ことで、特定の食品や食品群への偏りを防ぐことができる点である。２つ目は、食品構成表

は給与栄養目標量を満たす形で作成されているため、これに基づいて献立を作成すると給与

栄養目標量を満たしやすくなる点である。

また、各地域や学校の実態に合わせた食品構成表を作成することで、一定期間の献立にお

いて給与栄養目標量の過不足が生じた場合に、どの食品や食品群の使用量を調整すべきかを

検討するための指標として活用できる。 
なお、学校給食の食品構成については、「学校給食実施基準の一部改正について」（令和３

年２月１２日文部科学省初等中等教育局長通知）において、以下の内容が示されている。

食品構成においては、学校給食摂取基準を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児

童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ、さまざまな食品に触れることができるように

する。また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図る。なお、多様な食品

とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、

肉類、卵類及び乳類等であり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食

パン、コッペパン、うどん、中華麺等である。また、各地域の実情や家庭における食生活の

実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮する。

さらに、食事状況調査の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、

カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮する。なお、家庭の食事におい

てカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、

小魚等についての使用に配慮する。

⑷ 献立原案の作成

年間献立計画に基づいて次の手順で献立を作成する。

① 主食（米飯、パン、麺）を決定する。

② おかずを決定する。

・主菜

食 品：魚介類、肉類、卵類、豆類、豆製品等 
調理法：煮物、揚げ物、焼き物、蒸し物等 

・副菜

食 品：野菜、芋類、藻類、きのこ類、小魚類、種実類等 
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調理法：煮物、汁物、炒め物、和え物等 
・その他

食 品：果物類、デザート類等

③ 栄養価を算出する。

それぞれの食品の正味重量に、「日本食品標準成分表」（文部科学省）の数値を乗じて

栄養価を算出する。

④ 給食費との調整を行う。

それぞれの食品の直近の価格等を参考に、正味重量に廃棄率を加味した購入量で価格

を算出し、実施可能な献立であるか検討し調整する。

⑸ 献立作成上の留意点

ア 栄養面の配慮

学校給食摂取基準に基づき、幼児児童生徒に必要な栄養量を確保する。

イ 食に関する指導の教材としての配慮

ｱ 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させる。

ｲ 季節の食品や行事食等、使用する食品や献立のねらいを明確にする。

ｳ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心

を育むとともに、地域の食文化の継承につなげる。

ｴ 地場産物を活用し、産業、生産、流通、消費など食料事情等について、環境保全や食

品ロスの視点も含め、理解を深められるようにする。

ｵ 日常又は将来の食事づくりにつなげることができるよう、献立名や食品名を明確にす

る。

ｶ 学校行事や国際理解に関わる献立を取り入れる。

ｷ セレクト方式、バイキング方式等を取り入れ、食品や料理を選択する力を付けられる

ようにする。

る範囲で補うことを検討するが、カルシウム、鉄であれば推奨量（１日）、食物繊維で

あれば目標量（１日）の１／３を下回らないことを原則とする。

ｂ 推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行った結果、不足者がほとんど

いないと評価された場合及び推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行っ

ていない場合は、国の示した学校給食摂取基準を参考とする。

⑶ 食品構成の検討

食品構成とは、栄養素と食品の組み合わせのバランスがよい献立を作成するために、一定

期間において、１人１食当たりの必要な給与栄養目標量を満たすことができるよう、使用す

る食品の目安量を食品群別に示したものである。

食品構成表を作成する目的は、２つある。１つ目は、献立作成時に食品構成表を活用する

ことで、特定の食品や食品群への偏りを防ぐことができる点である。２つ目は、食品構成表

は給与栄養目標量を満たす形で作成されているため、これに基づいて献立を作成すると給与

栄養目標量を満たしやすくなる点である。

また、各地域や学校の実態に合わせた食品構成表を作成することで、一定期間の献立にお

いて給与栄養目標量の過不足が生じた場合に、どの食品や食品群の使用量を調整すべきかを

検討するための指標として活用できる。 
なお、学校給食の食品構成については、「学校給食実施基準の一部改正について」（令和３

年２月１２日文部科学省初等中等教育局長通知）において、以下の内容が示されている。

食品構成においては、学校給食摂取基準を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児

童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ、さまざまな食品に触れることができるように

する。また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図る。なお、多様な食品

とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、

肉類、卵類及び乳類等であり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食

パン、コッペパン、うどん、中華麺等である。また、各地域の実情や家庭における食生活の

実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮する。

さらに、食事状況調査の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、

カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮する。なお、家庭の食事におい

てカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、

小魚等についての使用に配慮する。

⑷ 献立原案の作成

年間献立計画に基づいて次の手順で献立を作成する。

① 主食（米飯、パン、麺）を決定する。

② おかずを決定する。

・主菜

食 品：魚介類、肉類、卵類、豆類、豆製品等 
調理法：煮物、揚げ物、焼き物、蒸し物等 

・副菜

食 品：野菜、芋類、藻類、きのこ類、小魚類、種実類等 
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調理法：煮物、汁物、炒め物、和え物等 
・その他

食 品：果物類、デザート類等

③ 栄養価を算出する。

それぞれの食品の正味重量に、「日本食品標準成分表」（文部科学省）の数値を乗じて

栄養価を算出する。

④ 給食費との調整を行う。

それぞれの食品の直近の価格等を参考に、正味重量に廃棄率を加味した購入量で価格

を算出し、実施可能な献立であるか検討し調整する。

⑸ 献立作成上の留意点

ア 栄養面の配慮

学校給食摂取基準に基づき、幼児児童生徒に必要な栄養量を確保する。

イ 食に関する指導の教材としての配慮

ｱ 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させる。

ｲ 季節の食品や行事食等、使用する食品や献立のねらいを明確にする。

ｳ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心

を育むとともに、地域の食文化の継承につなげる。

ｴ 地場産物を活用し、産業、生産、流通、消費など食料事情等について、環境保全や食

品ロスの視点も含め、理解を深められるようにする。

ｵ 日常又は将来の食事づくりにつなげることができるよう、献立名や食品名を明確にす

る。

ｶ 学校行事や国際理解に関わる献立を取り入れる。

ｷ セレクト方式、バイキング方式等を取り入れ、食品や料理を選択する力を付けられる

ようにする。

る範囲で補うことを検討するが、カルシウム、鉄であれば推奨量（１日）、食物繊維で

あれば目標量（１日）の１／３を下回らないことを原則とする。

ｂ 推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行った結果、不足者がほとんど

いないと評価された場合及び推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行っ

ていない場合は、国の示した学校給食摂取基準を参考とする。

⑶ 食品構成の検討

食品構成とは、栄養素と食品の組み合わせのバランスがよい献立を作成するために、一定

期間において、１人１食当たりの必要な給与栄養目標量を満たすことができるよう、使用す

る食品の目安量を食品群別に示したものである。

食品構成表を作成する目的は、２つある。１つ目は、献立作成時に食品構成表を活用する

ことで、特定の食品や食品群への偏りを防ぐことができる点である。２つ目は、食品構成表

は給与栄養目標量を満たす形で作成されているため、これに基づいて献立を作成すると給与

栄養目標量を満たしやすくなる点である。

また、各地域や学校の実態に合わせた食品構成表を作成することで、一定期間の献立にお

いて給与栄養目標量の過不足が生じた場合に、どの食品や食品群の使用量を調整すべきかを

検討するための指標として活用できる。 
なお、学校給食の食品構成については、「学校給食実施基準の一部改正について」（令和３

年２月１２日文部科学省初等中等教育局長通知）において、以下の内容が示されている。

食品構成においては、学校給食摂取基準を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児

童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ、さまざまな食品に触れることができるように

する。また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図る。なお、多様な食品

とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、

肉類、卵類及び乳類等であり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食

パン、コッペパン、うどん、中華麺等である。また、各地域の実情や家庭における食生活の

実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮する。

さらに、食事状況調査の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、

カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮する。なお、家庭の食事におい

てカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、

小魚等についての使用に配慮する。

⑷ 献立原案の作成

年間献立計画に基づいて次の手順で献立を作成する。

① 主食（米飯、パン、麺）を決定する。

② おかずを決定する。

・主菜

食 品：魚介類、肉類、卵類、豆類、豆製品等 
調理法：煮物、揚げ物、焼き物、蒸し物等 

・副菜

食 品：野菜、芋類、藻類、きのこ類、小魚類、種実類等 
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食品の品質管理や確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、地域別・学校別

の単位に分ける等適正な規模で作成する。

ｲ 施設設備、調理員数、調理時間、配送、容器等の実態を踏まえ、調理後できる限り短

時間に適温で提供する。

ｳ 野菜類は、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理とする。生野菜を提供する

場合は、市町村教育委員会等において食中毒の発生状況を確認する。

カ 特別支援学校での配慮

ｱ 幼児児童生徒が無理なく食べられるような献立及び調理にする。

ｲ 幼児児童生徒の食品の偏りやこだわりに対し、少しずつ食の幅を広げられるように献

立の工夫をする。

ｳ 障害に応じた食に関する指導の効果的な教材となるよう創意工夫する。

ｴ 関係者と連携し共通理解を図りながら、幼児児童生徒の生活習慣全体を視野に入れた

食事管理をする。

キ その他の配慮

学校給食が家庭における日常の食生活のモデルとなるようにする。

⑹ 献立の決定

ア 献立作成委員会の役割

栄養教諭等が作成した献立原案について、献立作成の基本方針や幼児児童生徒の実態、

学校の現状等を踏まえて協議する。

学校給食衛生管理基準では、栄養教諭等、保護者その他の関係者で構成された献立作成

委員会を設ける等により、それぞれの意見を尊重することが求められる。

献立作成委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自で献立を

作成している場合には学校にも設置する。単独の委員会の設置が難しい場合は、学校食育

推進委員会等既存の委員会を活用することも考えられるが、協議内容に献立作成の基本方

針の決定や献立の検討を明記し、協議記録を保存する。

イ 各種委員会との連携

学校給食を食に関する指導の生きた教材として活用するとともに、安全な学校給食を提

供するため、学校給食運営委員会、学校食育推進委員会、食物アレルギー対応委員会等、

各種委員会が連携し、協議結果などを共有する。 
 

⑺ 献立表等の作成

ア 家庭配付・配信用

学校給食や食育推進への理解や啓発を図る手段として、料理の内容や献立のねらいが分

かりやすく、家庭においても取り入れてみようという意欲が高まるような紙面づくりをす

る。また、教科等や給食の時間における食に関する指導の教材として活用できるよう、小

学校と中学校それぞれの学習内容や発達段階に応じた「献立表」にする。 
併せて、アレルゲンを料理名に入れる（例：うずら卵入り八宝菜）など、食物アレルギ

ーを有する幼児児童生徒やその保護者にとって分かりやすくする。 
イ 食物アレルギー対応用

食物アレルギー対応を行うために、料理毎に特定原材料及び特定原材料に準ずる食品の

使用状況の有無や、食物アレルギー対応方法が確認できる資料を用意する。「詳細な献立

【選択給食の特徴と留意点】

セレクト方式 バイキング方式 カフェテリア方式

方

法

２種類以上の料理から各自が選択

できる方式

各自が一度に多種類の料理を種類・

量とともに自由に選択できる方式

定量で多種類の料理の組み合わせ

を自由に選択できる方式

効

果

・自分で料理を選ぶため、残食が少

ない。

・給食に対する関心が一段と高ま

る。

・多種多様な料理を楽しむことがで

きる。

・栄養のバランスを考えながら、食

事を楽しむことができる。

・自分で盛りつけることにより、配

食と配膳のマナー等を身に付け

ることができる。

・自分で食べ物をバランスよく選ぶ

ことができる。

・料理の組み合わせの楽しさを味わ

うことができる。

・自分の食べる量を知ることができ

る。

献

立

作

成

の

留

意

点

・料理の内容が栄養面、価格面につ

いてあまり差が出ないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

・幼児児童生徒が内容を把握できる

料理名とする。

・栄養のバランスを考え、選択でき

る組み合わせにする。

・学校給食摂取基準を大きく上回ら

ないようにする。

・素材の分かる調理方法とする。

・１食単価が高価にならないよう食

品の選択に配慮する。

・調理作業に無理のないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

実

施

上

の

留

意

点

・嗜
し

好面だけに偏ることがないよ

う、栄養面の指導を事前に行うこ

とが大切である。

・食物アレルギー等に配慮する。

・取組は受ける側と供給する側の両

方から、段階を経て行うことが望

ましい。

・全教職員の理解と協力が必要とな

るため、協力体制を確立する必要

がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

・個々の料理の栄養価が分かるよう

助言する。

・選択方法、食品の知識やテーブル

マナー等、事前の栄養指導が必要

となる。

・栄養価を踏まえた選択の仕方を指

導する必要がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

ウ 嗜
し

好面の配慮

幼児児童生徒に喜ばれる献立を作成することは大切である。ただし、嗜
し

好のみに左右さ

れず、栄養面の配慮することが必要となる。

ｱ 日々の喫食状況の把握や残食調査、嗜
し

好調査を行い、献立作成に生かす。

ｲ 食品の組み合わせや調理方法の工夫を図り、幼児児童生徒の嗜
し

好の偏りをなくす。

ｳ リクエスト献立や児童生徒が考えた料理や献立を取り入れる等、児童生徒が主体的に

学校給食に関わることができるようにする。

エ 安全面の配慮

ｱ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒の実態と、施設設備や人員を考慮した無理のな

い食物アレルギー対応をする。

ｲ 摂食嚥
えん

下障害のある幼児児童生徒の実態を把握し、窒息事故を防止する。

オ 衛生面の配慮

ｱ 学校給食衛生管理基準の献立作成の項目に基づいて、安全な調理が実施できる献立と

する。

ａ 施設設備や人員等の調理能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工程及び

作業動線とする。

ｂ 細菌の増殖等が起こりやすい高温多湿の時期は、生もの、和え物等について配慮す

る。

ｃ 保健所等から情報を収集し、地域における感染症や食中毒の発生状況に配慮する。

ｄ 献立作成委員会を設ける等により、構成委員である給食主任、栄養教諭等、保護者

その他の関係者の意見を考慮する。

ｅ 統一献立 複数の学校で共通して使用する献立をいう。 を作成するにあたっては、
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食品の品質管理や確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、地域別・学校別

の単位に分ける等適正な規模で作成する。

ｲ 施設設備、調理員数、調理時間、配送、容器等の実態を踏まえ、調理後できる限り短

時間に適温で提供する。

ｳ 野菜類は、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理とする。生野菜を提供する

場合は、市町村教育委員会等において食中毒の発生状況を確認する。

カ 特別支援学校での配慮

ｱ 幼児児童生徒が無理なく食べられるような献立及び調理にする。

ｲ 幼児児童生徒の食品の偏りやこだわりに対し、少しずつ食の幅を広げられるように献

立の工夫をする。

ｳ 障害に応じた食に関する指導の効果的な教材となるよう創意工夫する。

ｴ 関係者と連携し共通理解を図りながら、幼児児童生徒の生活習慣全体を視野に入れた

食事管理をする。

キ その他の配慮

学校給食が家庭における日常の食生活のモデルとなるようにする。

⑹ 献立の決定

ア 献立作成委員会の役割

栄養教諭等が作成した献立原案について、献立作成の基本方針や幼児児童生徒の実態、

学校の現状等を踏まえて協議する。

学校給食衛生管理基準では、栄養教諭等、保護者その他の関係者で構成された献立作成

委員会を設ける等により、それぞれの意見を尊重することが求められる。

献立作成委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自で献立を

作成している場合には学校にも設置する。単独の委員会の設置が難しい場合は、学校食育

推進委員会等既存の委員会を活用することも考えられるが、協議内容に献立作成の基本方

針の決定や献立の検討を明記し、協議記録を保存する。

イ 各種委員会との連携

学校給食を食に関する指導の生きた教材として活用するとともに、安全な学校給食を提

供するため、学校給食運営委員会、学校食育推進委員会、食物アレルギー対応委員会等、

各種委員会が連携し、協議結果などを共有する。 
 

⑺ 献立表等の作成

ア 家庭配付・配信用

学校給食や食育推進への理解や啓発を図る手段として、料理の内容や献立のねらいが分

かりやすく、家庭においても取り入れてみようという意欲が高まるような紙面づくりをす

る。また、教科等や給食の時間における食に関する指導の教材として活用できるよう、小

学校と中学校それぞれの学習内容や発達段階に応じた「献立表」にする。 
併せて、アレルゲンを料理名に入れる（例：うずら卵入り八宝菜）など、食物アレルギ

ーを有する幼児児童生徒やその保護者にとって分かりやすくする。 
イ 食物アレルギー対応用

食物アレルギー対応を行うために、料理毎に特定原材料及び特定原材料に準ずる食品の

使用状況の有無や、食物アレルギー対応方法が確認できる資料を用意する。「詳細な献立

【選択給食の特徴と留意点】

セレクト方式 バイキング方式 カフェテリア方式

方

法

２種類以上の料理から各自が選択

できる方式

各自が一度に多種類の料理を種類・

量とともに自由に選択できる方式

定量で多種類の料理の組み合わせ

を自由に選択できる方式

効

果

・自分で料理を選ぶため、残食が少

ない。

・給食に対する関心が一段と高ま

る。

・多種多様な料理を楽しむことがで

きる。

・栄養のバランスを考えながら、食

事を楽しむことができる。

・自分で盛りつけることにより、配

食と配膳のマナー等を身に付け

ることができる。

・自分で食べ物をバランスよく選ぶ

ことができる。

・料理の組み合わせの楽しさを味わ

うことができる。

・自分の食べる量を知ることができ

る。

献

立

作

成

の

留

意

点

・料理の内容が栄養面、価格面につ

いてあまり差が出ないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

・幼児児童生徒が内容を把握できる

料理名とする。

・栄養のバランスを考え、選択でき

る組み合わせにする。

・学校給食摂取基準を大きく上回ら

ないようにする。

・素材の分かる調理方法とする。

・１食単価が高価にならないよう食

品の選択に配慮する。

・調理作業に無理のないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

実

施

上

の

留

意

点

・嗜
し

好面だけに偏ることがないよ

う、栄養面の指導を事前に行うこ

とが大切である。

・食物アレルギー等に配慮する。

・取組は受ける側と供給する側の両

方から、段階を経て行うことが望

ましい。

・全教職員の理解と協力が必要とな

るため、協力体制を確立する必要

がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

・個々の料理の栄養価が分かるよう

助言する。

・選択方法、食品の知識やテーブル

マナー等、事前の栄養指導が必要

となる。

・栄養価を踏まえた選択の仕方を指

導する必要がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

ウ 嗜
し

好面の配慮

幼児児童生徒に喜ばれる献立を作成することは大切である。ただし、嗜
し

好のみに左右さ

れず、栄養面の配慮することが必要となる。

ｱ 日々の喫食状況の把握や残食調査、嗜
し

好調査を行い、献立作成に生かす。

ｲ 食品の組み合わせや調理方法の工夫を図り、幼児児童生徒の嗜
し

好の偏りをなくす。

ｳ リクエスト献立や児童生徒が考えた料理や献立を取り入れる等、児童生徒が主体的に

学校給食に関わることができるようにする。

エ 安全面の配慮

ｱ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒の実態と、施設設備や人員を考慮した無理のな

い食物アレルギー対応をする。

ｲ 摂食嚥
えん

下障害のある幼児児童生徒の実態を把握し、窒息事故を防止する。

オ 衛生面の配慮

ｱ 学校給食衛生管理基準の献立作成の項目に基づいて、安全な調理が実施できる献立と

する。

ａ 施設設備や人員等の調理能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工程及び

作業動線とする。

ｂ 細菌の増殖等が起こりやすい高温多湿の時期は、生もの、和え物等について配慮す

る。

ｃ 保健所等から情報を収集し、地域における感染症や食中毒の発生状況に配慮する。

ｄ 献立作成委員会を設ける等により、構成委員である給食主任、栄養教諭等、保護者

その他の関係者の意見を考慮する。

ｅ 統一献立 複数の学校で共通して使用する献立をいう。 を作成するにあたっては、
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食品の品質管理や確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、地域別・学校別

の単位に分ける等適正な規模で作成する。

ｲ 施設設備、調理員数、調理時間、配送、容器等の実態を踏まえ、調理後できる限り短

時間に適温で提供する。

ｳ 野菜類は、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理とする。生野菜を提供する

場合は、市町村教育委員会等において食中毒の発生状況を確認する。

カ 特別支援学校での配慮

ｱ 幼児児童生徒が無理なく食べられるような献立及び調理にする。

ｲ 幼児児童生徒の食品の偏りやこだわりに対し、少しずつ食の幅を広げられるように献

立の工夫をする。

ｳ 障害に応じた食に関する指導の効果的な教材となるよう創意工夫する。

ｴ 関係者と連携し共通理解を図りながら、幼児児童生徒の生活習慣全体を視野に入れた

食事管理をする。

キ その他の配慮

学校給食が家庭における日常の食生活のモデルとなるようにする。

⑹ 献立の決定

ア 献立作成委員会の役割

栄養教諭等が作成した献立原案について、献立作成の基本方針や幼児児童生徒の実態、

学校の現状等を踏まえて協議する。

学校給食衛生管理基準では、栄養教諭等、保護者その他の関係者で構成された献立作成

委員会を設ける等により、それぞれの意見を尊重することが求められる。

献立作成委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自で献立を

作成している場合には学校にも設置する。単独の委員会の設置が難しい場合は、学校食育

推進委員会等既存の委員会を活用することも考えられるが、協議内容に献立作成の基本方

針の決定や献立の検討を明記し、協議記録を保存する。

イ 各種委員会との連携

学校給食を食に関する指導の生きた教材として活用するとともに、安全な学校給食を提

供するため、学校給食運営委員会、学校食育推進委員会、食物アレルギー対応委員会等、

各種委員会が連携し、協議結果などを共有する。 
 

⑺ 献立表等の作成

ア 家庭配付・配信用

学校給食や食育推進への理解や啓発を図る手段として、料理の内容や献立のねらいが分

かりやすく、家庭においても取り入れてみようという意欲が高まるような紙面づくりをす

る。また、教科等や給食の時間における食に関する指導の教材として活用できるよう、小

学校と中学校それぞれの学習内容や発達段階に応じた「献立表」にする。 
併せて、アレルゲンを料理名に入れる（例：うずら卵入り八宝菜）など、食物アレルギ

ーを有する幼児児童生徒やその保護者にとって分かりやすくする。 
イ 食物アレルギー対応用

食物アレルギー対応を行うために、料理毎に特定原材料及び特定原材料に準ずる食品の

使用状況の有無や、食物アレルギー対応方法が確認できる資料を用意する。「詳細な献立

【選択給食の特徴と留意点】

セレクト方式 バイキング方式 カフェテリア方式

方

法

２種類以上の料理から各自が選択

できる方式

各自が一度に多種類の料理を種類・

量とともに自由に選択できる方式

定量で多種類の料理の組み合わせ

を自由に選択できる方式

効

果

・自分で料理を選ぶため、残食が少

ない。

・給食に対する関心が一段と高ま

る。

・多種多様な料理を楽しむことがで

きる。

・栄養のバランスを考えながら、食

事を楽しむことができる。

・自分で盛りつけることにより、配

食と配膳のマナー等を身に付け

ることができる。

・自分で食べ物をバランスよく選ぶ

ことができる。

・料理の組み合わせの楽しさを味わ

うことができる。

・自分の食べる量を知ることができ

る。
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の
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点

・料理の内容が栄養面、価格面につ

いてあまり差が出ないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

・幼児児童生徒が内容を把握できる

料理名とする。

・栄養のバランスを考え、選択でき

る組み合わせにする。

・学校給食摂取基準を大きく上回ら

ないようにする。

・素材の分かる調理方法とする。

・１食単価が高価にならないよう食

品の選択に配慮する。

・調理作業に無理のないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。
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・嗜
し

好面だけに偏ることがないよ

う、栄養面の指導を事前に行うこ

とが大切である。

・食物アレルギー等に配慮する。

・取組は受ける側と供給する側の両

方から、段階を経て行うことが望

ましい。

・全教職員の理解と協力が必要とな

るため、協力体制を確立する必要

がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

・個々の料理の栄養価が分かるよう

助言する。

・選択方法、食品の知識やテーブル

マナー等、事前の栄養指導が必要

となる。

・栄養価を踏まえた選択の仕方を指

導する必要がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

ウ 嗜
し

好面の配慮

幼児児童生徒に喜ばれる献立を作成することは大切である。ただし、嗜
し

好のみに左右さ

れず、栄養面の配慮することが必要となる。

ｱ 日々の喫食状況の把握や残食調査、嗜
し

好調査を行い、献立作成に生かす。

ｲ 食品の組み合わせや調理方法の工夫を図り、幼児児童生徒の嗜
し

好の偏りをなくす。

ｳ リクエスト献立や児童生徒が考えた料理や献立を取り入れる等、児童生徒が主体的に

学校給食に関わることができるようにする。

エ 安全面の配慮

ｱ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒の実態と、施設設備や人員を考慮した無理のな

い食物アレルギー対応をする。

ｲ 摂食嚥
えん

下障害のある幼児児童生徒の実態を把握し、窒息事故を防止する。

オ 衛生面の配慮

ｱ 学校給食衛生管理基準の献立作成の項目に基づいて、安全な調理が実施できる献立と

する。

ａ 施設設備や人員等の調理能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工程及び

作業動線とする。

ｂ 細菌の増殖等が起こりやすい高温多湿の時期は、生もの、和え物等について配慮す

る。

ｃ 保健所等から情報を収集し、地域における感染症や食中毒の発生状況に配慮する。

ｄ 献立作成委員会を設ける等により、構成委員である給食主任、栄養教諭等、保護者

その他の関係者の意見を考慮する。

ｅ 統一献立 複数の学校で共通して使用する献立をいう。 を作成するにあたっては、
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２ 給食の提供

⑴  食品の購入

ア 食品購入量の算出

決定した献立の１人１回当たりの使用量に廃棄量を加え、給食対象人員を乗じて全体の購

入量を算出する。

廃棄率については、最新の「日本食品標準成分表」（文部科学省）に示された数値を参考

にするが、調理場の実態や季節・産地等によっても差が生じる場合があるので注意する。

イ 食品の決定

ｱ 物資（業者）選定委員会の設置

よりよい食品を入手するためには食品の品質と安全性を十分調査して購入することはも

ちろんのこと、納入業者の選定に当たって経営規模、搬入能力、製造工場の衛生状態、学

校給食への理解度、適正な価格等を十分考慮する必要があることから、物資（業者）選定

委員会を設置する。

学校給食衛生管理基準では、学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委

員会を設けるなどにより、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重することや、

必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整える

ことが求められている。

物資（業者）選定委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自

で食品を購入している場合には学校にも設置が必要である。物資（業者）選定委員会とし

て単独の委員会の設置が難しい場合は、学校給食運営委員会等既存の委員会を活用するこ

とも考えられるが、委員会の協議内容に業者の選定や食品の購入基準、購入方針を明記し、

協議記録を保存する必要がある。

ｲ 食品決定の留意点

ａ 献立作成委員会、食物アレルギー対応委員会等と連携する。

ｂ 品質や、鮮度を考慮する。

なお、青果物等では、同じ名称の品であっても、収穫後の日数や保存状態によって鮮

度は著しく異なることが考えられ、当然、栄養価にも差が生ずる。学校給食における栄

養価の算定の基礎としている「日本食品標準成分表」（文部科学省）では、原則として

中央卸売市場で荷開きされた直後のものを試料としており、この成分値は新鮮な青果物

等のものとして捉える。

ｃ 加工食品や調味料は、信頼できるメーカーの製品で、消費期限又は賞味期限、製造年

月日やロット番号、原材料名、食物アレルギー表示等が明確なものを選ぶ。

ｄ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る

量を購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど

衛生管理に留意する。

ｅ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加さ

れた食品は使用しない。

ｆ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項に基づく食品中の放射性物

質の規格基準に適合している食品を使用する。

表」、「学校給食食物アレルギー対応確認表」等がこれに当たる。 
ウ 調理場用

学校給食従事者が作業工程表、作業動線図を適切に作成し、安全においしく調理するた

めの情報として、年月日、献立名、料理名、食品名、調理方法、食物アレルギー情報等の

事項を記載する。「作業指示書」や「手配表」等がこれに当たる。
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２ 給食の提供

⑴  食品の購入

ア 食品購入量の算出

決定した献立の１人１回当たりの使用量に廃棄量を加え、給食対象人員を乗じて全体の購

入量を算出する。

廃棄率については、最新の「日本食品標準成分表」（文部科学省）に示された数値を参考

にするが、調理場の実態や季節・産地等によっても差が生じる場合があるので注意する。

イ 食品の決定

ｱ 物資（業者）選定委員会の設置

よりよい食品を入手するためには食品の品質と安全性を十分調査して購入することはも

ちろんのこと、納入業者の選定に当たって経営規模、搬入能力、製造工場の衛生状態、学

校給食への理解度、適正な価格等を十分考慮する必要があることから、物資（業者）選定

委員会を設置する。

学校給食衛生管理基準では、学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委

員会を設けるなどにより、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重することや、

必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整える

ことが求められている。

物資（業者）選定委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自

で食品を購入している場合には学校にも設置が必要である。物資（業者）選定委員会とし

て単独の委員会の設置が難しい場合は、学校給食運営委員会等既存の委員会を活用するこ

とも考えられるが、委員会の協議内容に業者の選定や食品の購入基準、購入方針を明記し、

協議記録を保存する必要がある。

ｲ 食品決定の留意点

ａ 献立作成委員会、食物アレルギー対応委員会等と連携する。

ｂ 品質や、鮮度を考慮する。

なお、青果物等では、同じ名称の品であっても、収穫後の日数や保存状態によって鮮

度は著しく異なることが考えられ、当然、栄養価にも差が生ずる。学校給食における栄

養価の算定の基礎としている「日本食品標準成分表」（文部科学省）では、原則として

中央卸売市場で荷開きされた直後のものを試料としており、この成分値は新鮮な青果物

等のものとして捉える。

ｃ 加工食品や調味料は、信頼できるメーカーの製品で、消費期限又は賞味期限、製造年

月日やロット番号、原材料名、食物アレルギー表示等が明確なものを選ぶ。

ｄ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る

量を購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど

衛生管理に留意する。

ｅ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加さ

れた食品は使用しない。

ｆ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項に基づく食品中の放射性物

質の規格基準に適合している食品を使用する。

表」、「学校給食食物アレルギー対応確認表」等がこれに当たる。 
ウ 調理場用

学校給食従事者が作業工程表、作業動線図を適切に作成し、安全においしく調理するた

めの情報として、年月日、献立名、料理名、食品名、調理方法、食物アレルギー情報等の

事項を記載する。「作業指示書」や「手配表」等がこれに当たる。
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２ 給食の提供

⑴  食品の購入

ア 食品購入量の算出

決定した献立の１人１回当たりの使用量に廃棄量を加え、給食対象人員を乗じて全体の購

入量を算出する。

廃棄率については、最新の「日本食品標準成分表」（文部科学省）に示された数値を参考

にするが、調理場の実態や季節・産地等によっても差が生じる場合があるので注意する。

イ 食品の決定

ｱ 物資（業者）選定委員会の設置

よりよい食品を入手するためには食品の品質と安全性を十分調査して購入することはも

ちろんのこと、納入業者の選定に当たって経営規模、搬入能力、製造工場の衛生状態、学

校給食への理解度、適正な価格等を十分考慮する必要があることから、物資（業者）選定

委員会を設置する。

学校給食衛生管理基準では、学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委

員会を設けるなどにより、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重することや、

必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整える

ことが求められている。

物資（業者）選定委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自

で食品を購入している場合には学校にも設置が必要である。物資（業者）選定委員会とし

て単独の委員会の設置が難しい場合は、学校給食運営委員会等既存の委員会を活用するこ

とも考えられるが、委員会の協議内容に業者の選定や食品の購入基準、購入方針を明記し、

協議記録を保存する必要がある。

ｲ 食品決定の留意点

ａ 献立作成委員会、食物アレルギー対応委員会等と連携する。

ｂ 品質や、鮮度を考慮する。

なお、青果物等では、同じ名称の品であっても、収穫後の日数や保存状態によって鮮

度は著しく異なることが考えられ、当然、栄養価にも差が生ずる。学校給食における栄

養価の算定の基礎としている「日本食品標準成分表」（文部科学省）では、原則として

中央卸売市場で荷開きされた直後のものを試料としており、この成分値は新鮮な青果物

等のものとして捉える。

ｃ 加工食品や調味料は、信頼できるメーカーの製品で、消費期限又は賞味期限、製造年

月日やロット番号、原材料名、食物アレルギー表示等が明確なものを選ぶ。

ｄ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る

量を購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど

衛生管理に留意する。

ｅ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加さ

れた食品は使用しない。

ｆ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項に基づく食品中の放射性物

質の規格基準に適合している食品を使用する。

表」、「学校給食食物アレルギー対応確認表」等がこれに当たる。 
ウ 調理場用

学校給食従事者が作業工程表、作業動線図を適切に作成し、安全においしく調理するた

めの情報として、年月日、献立名、料理名、食品名、調理方法、食物アレルギー情報等の

事項を記載する。「作業指示書」や「手配表」等がこれに当たる。
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上、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上（学校

給食衛生管理基準）、あるいは８５～９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マ

ニュアル）、又はこれと同等以上の温度まで加熱されていることを確認し、その温度と

時刻を記録する。

ｃ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等は、専用の容器及び調理用器具を使用し、二次汚

染を防止する。

ｄ 加熱後の食品は、素手で触らず消毒済の器具で取り扱う。

ｅ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努め

る。

ｴ 調理技術

ａ 大量調理においては、日によって廃棄率や味にばらつきが生じないよう、調理機器へ

の投入量、処理時間、だし汁や調味料の分量等を一定にし、標準化する。

ｂ 野菜等については調理作業の標準化を図り、過剰な廃棄を削減し、廃棄率を一定にす

る。

ｃ 調理方法や給食を提供する幼児児童生徒の実態を把握し、味付けを工夫する。

ｄ 配食時間及び調理に必要な時間を決め、加熱開始や和え始めの時刻を決める。

ｅ 調理終了から喫食までの時間の経過による味等の変化を考慮し、加熱や調味を行う。

ｆ 「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」（文部科学省）等を有効活用し

大量調理の特長を踏まえて、衛生管理と調理技術の向上に努める。

イ 加熱調理の特徴

ｱ 食中毒を防止する。ただし、加熱だけでは防止できない食中毒菌もあるので注意する。

ｲ 食品の組織や成分に変化を起こす。結合組織や脂肪組織の軟化、澱粉の糊化、たんぱ

く質の熱変性、脂肪の溶解、水分の減少または増加、無機質の減少、ビタミンの減少など

がある。

ｳ 消化吸収率を高める。

ｴ 風味に変化を起こす。灰汁の除去、食品の感触の変化、調味料・香辛料・うま味成分

の浸透等がある。

ウ 調理のポイント

調理形態 ポ イ ン ト

汁 物
・灰汁や油脂等を取り除く。

・熱い汁物は配食の直前に出来上がるように配慮する。

揚げ物

・食品に応じた揚げ温度、時間を設定する。

・油の温度はよくかき混ぜてから計る。

・冷凍食品を揚げるときは、中心部の温度に特に注意する。

・食品は油の表面積の （フライヤーの場合は ）程度入れるのが適当である。

・揚げた食品は、油切りのできる容器に移し、重ねない。

・油の使用回数は酸化度（酸価値）を目安に交換する（揚げた食品の種類・量・頻度・加

熱時間、油の保存状態等によって判断する）。

・使用後の油は、フライヤーに入れたままにせず、濾過して別容器に移し、冷暗所で保管す

る。

焼き物
・食品に応じた焼き温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて焼き、焼きむらがないように注意する。

ウ 食品の発注と検収

食品の発注は、市町村や調理場の実情に応じて１週間分、１か月分等適切な方法で行う。

検収は、学校給食衛生管理基準に基づいて実施する。また、納品された食品と発注した食

品とで、含まれるアレルギー物質に相違がないか、複数で確認し記録する。食品の選定者、

発注者、検収者が異なる場合にも確実な検収が実施できる体制をつくる。

検収責任者は、栄養教諭以外で行うことが望ましい。

⑵ 調理

調理とは、食品に一連の操作を加えて料理に作り変えることをいう。見た目のおいしさや栄

養を考慮した料理も、調理方法が適切でないと、食品の色彩や形状、味を壊したり、ビタミン

類の過度の損失を招いたりすることになる。また、場合によっては、感染症や食中毒を引き起

こす要因ともなるので、調理の知識の習得と技術の向上を図る。学校給食の調理は、おおむね

次の順序で行われる。

ア 学校給食（大量）調理の基本的な考え方

調理場の規模、食数、施設設備の状況、機械化の程度、調理担当者の人数などが異なる

ことにより、１回の処理量、調理工程、加熱速度などに違いが生じる。いつでも一定の品質

のものを、安全でおいしく調理するためには、各々の調理場の施設設備、調理機器の性能、

調理時間などの諸条件を効率よく使って、調理手順、調理操作、調理時間等の標準化が必要

である。

ｱ 前提条件

ａ 食に関する指導の教材として活用できる。

ｂ おいしくて、栄養バランスに優れ、幼児児童生徒が満足できる。

ｃ 衛生的で、安心して食べられる。

ｄ 学校給食衛生管理基準に基づいて、調理が行われる。

ｲ 基本的事項

ａ 前日までにミーティングを行い、作業工程表、作業動線図に基づき調理作業の流れを

シミュレーションする。

ｂ 当日の調理作業を効率的に行うため、前日に作業工程表に基づき、各自が使用する機

器や器具等の点検及び準備をする。

ｃ 調味料は事前に準備し、作業中は食品庫への出入りをできるだけしない。前日から用

意する場合は、汚染されないよう専用の容器に入れ、安全に保管する。

ｳ 衛生管理

ａ 前日調理は行わず、生で食用する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを

提供する。

ｂ 加熱調理する食品は、中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以

次の順序で行われる。
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上、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上（学校

給食衛生管理基準）、あるいは８５～９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マ

ニュアル）、又はこれと同等以上の温度まで加熱されていることを確認し、その温度と

時刻を記録する。

ｃ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等は、専用の容器及び調理用器具を使用し、二次汚

染を防止する。

ｄ 加熱後の食品は、素手で触らず消毒済の器具で取り扱う。

ｅ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努め

る。

ｴ 調理技術

ａ 大量調理においては、日によって廃棄率や味にばらつきが生じないよう、調理機器へ

の投入量、処理時間、だし汁や調味料の分量等を一定にし、標準化する。

ｂ 野菜等については調理作業の標準化を図り、過剰な廃棄を削減し、廃棄率を一定にす

る。

ｃ 調理方法や給食を提供する幼児児童生徒の実態を把握し、味付けを工夫する。

ｄ 配食時間及び調理に必要な時間を決め、加熱開始や和え始めの時刻を決める。

ｅ 調理終了から喫食までの時間の経過による味等の変化を考慮し、加熱や調味を行う。

ｆ 「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」（文部科学省）等を有効活用し

大量調理の特長を踏まえて、衛生管理と調理技術の向上に努める。

イ 加熱調理の特徴

ｱ 食中毒を防止する。ただし、加熱だけでは防止できない食中毒菌もあるので注意する。

ｲ 食品の組織や成分に変化を起こす。結合組織や脂肪組織の軟化、澱粉の糊化、たんぱ

く質の熱変性、脂肪の溶解、水分の減少または増加、無機質の減少、ビタミンの減少など

がある。

ｳ 消化吸収率を高める。

ｴ 風味に変化を起こす。灰汁の除去、食品の感触の変化、調味料・香辛料・うま味成分

の浸透等がある。

ウ 調理のポイント

調理形態 ポ イ ン ト

汁 物
・灰汁や油脂等を取り除く。

・熱い汁物は配食の直前に出来上がるように配慮する。

揚げ物

・食品に応じた揚げ温度、時間を設定する。

・油の温度はよくかき混ぜてから計る。

・冷凍食品を揚げるときは、中心部の温度に特に注意する。

・食品は油の表面積の （フライヤーの場合は ）程度入れるのが適当である。

・揚げた食品は、油切りのできる容器に移し、重ねない。

・油の使用回数は酸化度（酸価値）を目安に交換する（揚げた食品の種類・量・頻度・加

熱時間、油の保存状態等によって判断する）。

・使用後の油は、フライヤーに入れたままにせず、濾過して別容器に移し、冷暗所で保管す

る。

焼き物
・食品に応じた焼き温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて焼き、焼きむらがないように注意する。

ウ 食品の発注と検収

食品の発注は、市町村や調理場の実情に応じて１週間分、１か月分等適切な方法で行う。

検収は、学校給食衛生管理基準に基づいて実施する。また、納品された食品と発注した食

品とで、含まれるアレルギー物質に相違がないか、複数で確認し記録する。食品の選定者、

発注者、検収者が異なる場合にも確実な検収が実施できる体制をつくる。

検収責任者は、栄養教諭以外で行うことが望ましい。

⑵ 調理

調理とは、食品に一連の操作を加えて料理に作り変えることをいう。見た目のおいしさや栄

養を考慮した料理も、調理方法が適切でないと、食品の色彩や形状、味を壊したり、ビタミン

類の過度の損失を招いたりすることになる。また、場合によっては、感染症や食中毒を引き起

こす要因ともなるので、調理の知識の習得と技術の向上を図る。学校給食の調理は、おおむね

次の順序で行われる。

ア 学校給食（大量）調理の基本的な考え方

調理場の規模、食数、施設設備の状況、機械化の程度、調理担当者の人数などが異なる

ことにより、１回の処理量、調理工程、加熱速度などに違いが生じる。いつでも一定の品質

のものを、安全でおいしく調理するためには、各々の調理場の施設設備、調理機器の性能、

調理時間などの諸条件を効率よく使って、調理手順、調理操作、調理時間等の標準化が必要

である。

ｱ 前提条件

ａ 食に関する指導の教材として活用できる。

ｂ おいしくて、栄養バランスに優れ、幼児児童生徒が満足できる。

ｃ 衛生的で、安心して食べられる。

ｄ 学校給食衛生管理基準に基づいて、調理が行われる。

ｲ 基本的事項

ａ 前日までにミーティングを行い、作業工程表、作業動線図に基づき調理作業の流れを

シミュレーションする。

ｂ 当日の調理作業を効率的に行うため、前日に作業工程表に基づき、各自が使用する機

器や器具等の点検及び準備をする。

ｃ 調味料は事前に準備し、作業中は食品庫への出入りをできるだけしない。前日から用

意する場合は、汚染されないよう専用の容器に入れ、安全に保管する。

ｳ 衛生管理

ａ 前日調理は行わず、生で食用する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを

提供する。

ｂ 加熱調理する食品は、中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以

次の順序で行われる。
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上、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上（学校

給食衛生管理基準）、あるいは８５～９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マ

ニュアル）、又はこれと同等以上の温度まで加熱されていることを確認し、その温度と

時刻を記録する。

ｃ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等は、専用の容器及び調理用器具を使用し、二次汚

染を防止する。

ｄ 加熱後の食品は、素手で触らず消毒済の器具で取り扱う。

ｅ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努め

る。

ｴ 調理技術

ａ 大量調理においては、日によって廃棄率や味にばらつきが生じないよう、調理機器へ

の投入量、処理時間、だし汁や調味料の分量等を一定にし、標準化する。

ｂ 野菜等については調理作業の標準化を図り、過剰な廃棄を削減し、廃棄率を一定にす

る。

ｃ 調理方法や給食を提供する幼児児童生徒の実態を把握し、味付けを工夫する。

ｄ 配食時間及び調理に必要な時間を決め、加熱開始や和え始めの時刻を決める。

ｅ 調理終了から喫食までの時間の経過による味等の変化を考慮し、加熱や調味を行う。

ｆ 「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」（文部科学省）等を有効活用し

大量調理の特長を踏まえて、衛生管理と調理技術の向上に努める。

イ 加熱調理の特徴

ｱ 食中毒を防止する。ただし、加熱だけでは防止できない食中毒菌もあるので注意する。

ｲ 食品の組織や成分に変化を起こす。結合組織や脂肪組織の軟化、澱粉の糊化、たんぱ

く質の熱変性、脂肪の溶解、水分の減少または増加、無機質の減少、ビタミンの減少など

がある。

ｳ 消化吸収率を高める。

ｴ 風味に変化を起こす。灰汁の除去、食品の感触の変化、調味料・香辛料・うま味成分

の浸透等がある。

ウ 調理のポイント

調理形態 ポ イ ン ト

汁 物
・灰汁や油脂等を取り除く。

・熱い汁物は配食の直前に出来上がるように配慮する。

揚げ物

・食品に応じた揚げ温度、時間を設定する。

・油の温度はよくかき混ぜてから計る。

・冷凍食品を揚げるときは、中心部の温度に特に注意する。

・食品は油の表面積の （フライヤーの場合は ）程度入れるのが適当である。

・揚げた食品は、油切りのできる容器に移し、重ねない。

・油の使用回数は酸化度（酸価値）を目安に交換する（揚げた食品の種類・量・頻度・加

熱時間、油の保存状態等によって判断する）。

・使用後の油は、フライヤーに入れたままにせず、濾過して別容器に移し、冷暗所で保管す

る。

焼き物
・食品に応じた焼き温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて焼き、焼きむらがないように注意する。

ウ 食品の発注と検収

食品の発注は、市町村や調理場の実情に応じて１週間分、１か月分等適切な方法で行う。

検収は、学校給食衛生管理基準に基づいて実施する。また、納品された食品と発注した食

品とで、含まれるアレルギー物質に相違がないか、複数で確認し記録する。食品の選定者、

発注者、検収者が異なる場合にも確実な検収が実施できる体制をつくる。

検収責任者は、栄養教諭以外で行うことが望ましい。

⑵ 調理

調理とは、食品に一連の操作を加えて料理に作り変えることをいう。見た目のおいしさや栄

養を考慮した料理も、調理方法が適切でないと、食品の色彩や形状、味を壊したり、ビタミン

類の過度の損失を招いたりすることになる。また、場合によっては、感染症や食中毒を引き起

こす要因ともなるので、調理の知識の習得と技術の向上を図る。学校給食の調理は、おおむね

次の順序で行われる。

ア 学校給食（大量）調理の基本的な考え方

調理場の規模、食数、施設設備の状況、機械化の程度、調理担当者の人数などが異なる

ことにより、１回の処理量、調理工程、加熱速度などに違いが生じる。いつでも一定の品質

のものを、安全でおいしく調理するためには、各々の調理場の施設設備、調理機器の性能、

調理時間などの諸条件を効率よく使って、調理手順、調理操作、調理時間等の標準化が必要

である。

ｱ 前提条件

ａ 食に関する指導の教材として活用できる。

ｂ おいしくて、栄養バランスに優れ、幼児児童生徒が満足できる。

ｃ 衛生的で、安心して食べられる。

ｄ 学校給食衛生管理基準に基づいて、調理が行われる。

ｲ 基本的事項

ａ 前日までにミーティングを行い、作業工程表、作業動線図に基づき調理作業の流れを

シミュレーションする。

ｂ 当日の調理作業を効率的に行うため、前日に作業工程表に基づき、各自が使用する機

器や器具等の点検及び準備をする。

ｃ 調味料は事前に準備し、作業中は食品庫への出入りをできるだけしない。前日から用

意する場合は、汚染されないよう専用の容器に入れ、安全に保管する。

ｳ 衛生管理

ａ 前日調理は行わず、生で食用する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを

提供する。

ｂ 加熱調理する食品は、中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以
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⑵ 学校給食栄養報告

学校給食における児童生徒の栄養摂取等の状況を把握するため、文部科学省では、学校給食

栄養報告（週報）として調査している。本県では、「学校給食栄養報告書について」（平成２５

年２月２８日付け愛知県教育委員会通知）において年２回（６月、１１月）の提出を求めてい

る。

４ 評価に基づく改善

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握するとともに、食事内容の

改善、充実を図ることが大切である。実態把握（アセスメント）や評価、改善は、養護教諭、学

級担任等と連携して行い、必要に応じて保護者と情報共有を行う。

５ 特定給食施設における栄養管理

特定給食施設とは、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項の厚生労働省令

で定める、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

として、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給する施設をいう。した

がって、学校給食施設のうち、１回１００食以上の食事を供給している施設は特定給食施設とな

る。

特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務（地方自

治法第２条第８項）であり、厚生労働省は、「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支

援等について」（令和２年３月３１日付け通知）で、都道府県、保健所設置市、特別区宛てに技

術的助言を行っている。なお、学校への指導については、教育委員会と連携して行うとしている。

この技術的助言の中で示された留意事項は次のとおりである。

⑴ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価

ア 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況及び生活状況等を定期的に把握する。

イ アで把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作成す

る。

ウ イで作成した計画に基づき、食品の調達、調理及び提供を行う。

エ ウで提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握するな

どし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図る。

オ 提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する

者の割合の変化を参考にする。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標

が他にある場合はこの限りではない。

⑵  提供する給食の献立

ア 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、 AE嗜 E

し

A好等に

配慮するとともに、料理の組み合わせや食品の組み合わせにも配慮して作成するよう努める。

イ 複数献立や選択食 カフェテリア方式 のように、利用者の自主性により料理の選択が行わ

エ 配食

幼児児童生徒が、最良の状態で食べるため、安全・衛生面に配慮しながら適正量を配食す

ることが大切である。配食に際しては、次のことに配慮する。

ｱ 調理したものは、料理別の総量を把握し、学級ごとに適正に配食する。

ｲ 頻度の高い料理は、学級ごとの配食表を作成しておく。

ｳ 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で食べられるよう調理や配食に要する時

間を考慮し、調理手順や開始時間を適切にして調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

ｴ 保温・保冷性のある食缶や容器等を使用し、学級での配膳までの温度管理を行う。

オ 特別支援学校での配慮

幼児児童生徒が無理なく食べられるよう調理についても十分配慮する。

幼児児童生徒の摂食機能に合わせた調理 「食形態段階表」４１ページ参照）については

「特別食マニュアル（第１報）」（平成２１年１月２７日付け愛知県教育委員会通知）を参考

にする。

３ 事後の評価

⑴  摂取状況及び摂取栄養価の把握

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握することが大切である。

予定献立による栄養価の算出はあくまでも計画であるので、食品の変更や残食が出た場合には

それらを加減した正しい栄養価を把握し、学校給食摂取基準に照らして適当なものであったか

どうかを確認することが必要である。残食となった給食の量を把握するとともに、幼児児童生

徒の喫食状況を確認し、献立作成のねらいが達成されているか、魅力ある給食となっているか

などを確認する。

蒸し物

・水蒸気が上がってから蒸し始める。

・食品に応じた蒸し温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて蒸し、蒸しむらがないように注意する。

煮 物

・煮崩れを防ぐために切り方を工夫する。

・調味料は一度に入れず、分けて入れる。

・かき混ぜる場合は、煮崩れに注意して行う。

・余熱による食品や味の変化を考慮して調理する。

茹で物

・十分に沸騰した湯で茹でる。

・冷却が必要な食品は速やかに冷却機等で冷却し、水分をよく切る。

・野菜は完全に熱が通る量を釜に入れる（釜からあふれるほど一度に入れない）。

・湯温ではなく食品の温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

和え物

・食品を加熱後、速やかに冷却機等で冷却し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を

行う。

・水冷する場合、直前に遊離残留塩素が Ｌ以上あることを確認し、遊離残留塩素量

と測定した時刻を記録する。

・配食直前に和える。

・調理終了時に温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

炒め物

・釜を熱してから油を入れる。

・食品は確実に加熱できる量に分けて炒める。

・肉類・魚介類を使用する場合は加熱されていることを確認してから他の食品を加える。

・火の通りにくい食品は茹でる等下処理をしておく。

・短時間で仕上げることができる量にする。
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⑵ 学校給食栄養報告

学校給食における児童生徒の栄養摂取等の状況を把握するため、文部科学省では、学校給食

栄養報告（週報）として調査している。本県では、「学校給食栄養報告書について」（平成２５

年２月２８日付け愛知県教育委員会通知）において年２回（６月、１１月）の提出を求めてい

る。

４ 評価に基づく改善

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握するとともに、食事内容の

改善、充実を図ることが大切である。実態把握（アセスメント）や評価、改善は、養護教諭、学

級担任等と連携して行い、必要に応じて保護者と情報共有を行う。

５ 特定給食施設における栄養管理

特定給食施設とは、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項の厚生労働省令

で定める、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

として、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給する施設をいう。した

がって、学校給食施設のうち、１回１００食以上の食事を供給している施設は特定給食施設とな

る。

特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務（地方自

治法第２条第８項）であり、厚生労働省は、「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支

援等について」（令和２年３月３１日付け通知）で、都道府県、保健所設置市、特別区宛てに技

術的助言を行っている。なお、学校への指導については、教育委員会と連携して行うとしている。

この技術的助言の中で示された留意事項は次のとおりである。

⑴ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価

ア 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況及び生活状況等を定期的に把握する。

イ アで把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作成す

る。

ウ イで作成した計画に基づき、食品の調達、調理及び提供を行う。

エ ウで提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握するな

どし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図る。

オ 提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する

者の割合の変化を参考にする。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標

が他にある場合はこの限りではない。

⑵  提供する給食の献立

ア 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、 AE嗜 E

し

A好等に

配慮するとともに、料理の組み合わせや食品の組み合わせにも配慮して作成するよう努める。

イ 複数献立や選択食 カフェテリア方式 のように、利用者の自主性により料理の選択が行わ

エ 配食

幼児児童生徒が、最良の状態で食べるため、安全・衛生面に配慮しながら適正量を配食す

ることが大切である。配食に際しては、次のことに配慮する。

ｱ 調理したものは、料理別の総量を把握し、学級ごとに適正に配食する。

ｲ 頻度の高い料理は、学級ごとの配食表を作成しておく。

ｳ 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で食べられるよう調理や配食に要する時

間を考慮し、調理手順や開始時間を適切にして調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

ｴ 保温・保冷性のある食缶や容器等を使用し、学級での配膳までの温度管理を行う。

オ 特別支援学校での配慮

幼児児童生徒が無理なく食べられるよう調理についても十分配慮する。

幼児児童生徒の摂食機能に合わせた調理 「食形態段階表」４１ページ参照）については

「特別食マニュアル（第１報）」（平成２１年１月２７日付け愛知県教育委員会通知）を参考

にする。

３ 事後の評価

⑴  摂取状況及び摂取栄養価の把握

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握することが大切である。

予定献立による栄養価の算出はあくまでも計画であるので、食品の変更や残食が出た場合には

それらを加減した正しい栄養価を把握し、学校給食摂取基準に照らして適当なものであったか

どうかを確認することが必要である。残食となった給食の量を把握するとともに、幼児児童生

徒の喫食状況を確認し、献立作成のねらいが達成されているか、魅力ある給食となっているか

などを確認する。

蒸し物

・水蒸気が上がってから蒸し始める。

・食品に応じた蒸し温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて蒸し、蒸しむらがないように注意する。

煮 物

・煮崩れを防ぐために切り方を工夫する。

・調味料は一度に入れず、分けて入れる。

・かき混ぜる場合は、煮崩れに注意して行う。

・余熱による食品や味の変化を考慮して調理する。

茹で物

・十分に沸騰した湯で茹でる。

・冷却が必要な食品は速やかに冷却機等で冷却し、水分をよく切る。

・野菜は完全に熱が通る量を釜に入れる（釜からあふれるほど一度に入れない）。

・湯温ではなく食品の温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

和え物

・食品を加熱後、速やかに冷却機等で冷却し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を

行う。

・水冷する場合、直前に遊離残留塩素が Ｌ以上あることを確認し、遊離残留塩素量

と測定した時刻を記録する。

・配食直前に和える。

・調理終了時に温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

炒め物

・釜を熱してから油を入れる。

・食品は確実に加熱できる量に分けて炒める。

・肉類・魚介類を使用する場合は加熱されていることを確認してから他の食品を加える。

・火の通りにくい食品は茹でる等下処理をしておく。

・短時間で仕上げることができる量にする。
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⑵ 学校給食栄養報告

学校給食における児童生徒の栄養摂取等の状況を把握するため、文部科学省では、学校給食

栄養報告（週報）として調査している。本県では、「学校給食栄養報告書について」（平成２５

年２月２８日付け愛知県教育委員会通知）において年２回（６月、１１月）の提出を求めてい

る。

４ 評価に基づく改善

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握するとともに、食事内容の

改善、充実を図ることが大切である。実態把握（アセスメント）や評価、改善は、養護教諭、学

級担任等と連携して行い、必要に応じて保護者と情報共有を行う。

５ 特定給食施設における栄養管理

特定給食施設とは、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項の厚生労働省令

で定める、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

として、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給する施設をいう。した

がって、学校給食施設のうち、１回１００食以上の食事を供給している施設は特定給食施設とな

る。

特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務（地方自

治法第２条第８項）であり、厚生労働省は、「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支

援等について」（令和２年３月３１日付け通知）で、都道府県、保健所設置市、特別区宛てに技

術的助言を行っている。なお、学校への指導については、教育委員会と連携して行うとしている。

この技術的助言の中で示された留意事項は次のとおりである。

⑴ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価

ア 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況及び生活状況等を定期的に把握する。

イ アで把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作成す

る。

ウ イで作成した計画に基づき、食品の調達、調理及び提供を行う。

エ ウで提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握するな

どし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図る。

オ 提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する

者の割合の変化を参考にする。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標

が他にある場合はこの限りではない。

⑵  提供する給食の献立

ア 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、 AE嗜 E

し

A好等に

配慮するとともに、料理の組み合わせや食品の組み合わせにも配慮して作成するよう努める。

イ 複数献立や選択食 カフェテリア方式 のように、利用者の自主性により料理の選択が行わ

エ 配食

幼児児童生徒が、最良の状態で食べるため、安全・衛生面に配慮しながら適正量を配食す

ることが大切である。配食に際しては、次のことに配慮する。

ｱ 調理したものは、料理別の総量を把握し、学級ごとに適正に配食する。

ｲ 頻度の高い料理は、学級ごとの配食表を作成しておく。

ｳ 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で食べられるよう調理や配食に要する時

間を考慮し、調理手順や開始時間を適切にして調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

ｴ 保温・保冷性のある食缶や容器等を使用し、学級での配膳までの温度管理を行う。

オ 特別支援学校での配慮

幼児児童生徒が無理なく食べられるよう調理についても十分配慮する。

幼児児童生徒の摂食機能に合わせた調理 「食形態段階表」４１ページ参照）については

「特別食マニュアル（第１報）」（平成２１年１月２７日付け愛知県教育委員会通知）を参考

にする。

３ 事後の評価

⑴  摂取状況及び摂取栄養価の把握

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握することが大切である。

予定献立による栄養価の算出はあくまでも計画であるので、食品の変更や残食が出た場合には

それらを加減した正しい栄養価を把握し、学校給食摂取基準に照らして適当なものであったか

どうかを確認することが必要である。残食となった給食の量を把握するとともに、幼児児童生

徒の喫食状況を確認し、献立作成のねらいが達成されているか、魅力ある給食となっているか

などを確認する。

蒸し物

・水蒸気が上がってから蒸し始める。

・食品に応じた蒸し温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて蒸し、蒸しむらがないように注意する。

煮 物

・煮崩れを防ぐために切り方を工夫する。

・調味料は一度に入れず、分けて入れる。

・かき混ぜる場合は、煮崩れに注意して行う。

・余熱による食品や味の変化を考慮して調理する。

茹で物

・十分に沸騰した湯で茹でる。

・冷却が必要な食品は速やかに冷却機等で冷却し、水分をよく切る。

・野菜は完全に熱が通る量を釜に入れる（釜からあふれるほど一度に入れない）。

・湯温ではなく食品の温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

和え物

・食品を加熱後、速やかに冷却機等で冷却し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を

行う。

・水冷する場合、直前に遊離残留塩素が Ｌ以上あることを確認し、遊離残留塩素量

と測定した時刻を記録する。

・配食直前に和える。

・調理終了時に温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

炒め物

・釜を熱してから油を入れる。

・食品は確実に加熱できる量に分けて炒める。

・肉類・魚介類を使用する場合は加熱されていることを確認してから他の食品を加える。

・火の通りにくい食品は茹でる等下処理をしておく。

・短時間で仕上げることができる量にする。
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分

摂
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発
達
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階

食
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①
硬
さ
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大
き
さ
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ま
と
ま
り
）

調
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に
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け
る
留
意
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な
状
態
で
と
ろ
み
に
も
配
慮

・
適
度
の
水
分
（
分
離
し
な
い
こ
と
）

・
主
食
は
か
ゆ
を
ペ
ー
ス
ト
状
に
す
る
（
形
状
例
：
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
）

○
辛
い
も
の
、
す
っ
ぱ
い
も
の
、
え
ぐ
み
の
あ
る
も
の
等
は
ブ
リ
ク
サ
ー
に
か
け
過

ぎ
な
い

○
魚
の
パ
サ
つ
き
は
練
り
食
材
、
肉
の
硬
さ
は
ペ
ー
ス
ト
食
材
な
ど
、
対
応
で
き
る
素
材
を
使

用
し
た
り
、
加
熱
時
間
を
長
め
に
し
た
り
す
る

・
調
理
法
の
原
則
と
し
て
、
ミ
キ
サ
ー
後
に

裏
ご
し
器
に

通
す
こ
と
が
基
本

・
い
ろ
い
ろ
な
食
品
の
味
を
経
験
す
る
た
め
に
、
素
材
別
・

料
理
別
に
仕
上
げ
る
工
夫
が
必
要

・
主
食
：
お
か
ゆ
・
パ
ン
・
麺
類
の
裏
ご
し

・
主
菜
、
副
菜
：
肉
・
魚
・
卵
・
野
菜
類
の
ぺ
ー
ス
ト
、
コ

ン
ポ
ー
ト
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど

初 期 食 Ⅱ

＜
カ
ス
タ
ー
ド
ク
リ
ー
ム
状
（
ペ
ー
ス
ト
状
）
＞

①
水
分
量
が
多
く
、
適
度
な
粘
性
が
あ
り
、
平
ら
な
ス

プ
ー
ン
に
の
せ
て
も
流
れ
落
ち
な
い
形
状

②
裏
ご
し
目
：
３
０
メ
ッ
シ
ュ

③
寒
天
な
ど
の
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
が
必
要

中 期 食 Ⅰ

弱 ← つ ぶ す 力 → 強

・
口
唇
は
よ
り
強
く
閉
鎖
で
き
、
し
っ
か
り

捕
食

で
き
る

・
口
角
は
え
ん
下
時
に
動
く

・
舌
は
上
下
運
動

・
顎
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
押
し
潰
し
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下
に
移
行

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
１
２
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
な
ど
で
調
整
す
る

・
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
や
わ
ら
か
く
煮
た
野
菜
等
、
形
が
あ
る

・
と
ろ
み
に
配
慮

・
ミ
キ
サ
ー
を
使
っ
て
形
態
を
調
整
す
る
場
合
は
、
か
た
い
粒
（
ベ
ー
コ
ン
、
ひ
き

肉
、
か
た

め
の
野
菜
な
ど
）
が
な
い
、
な
め
ら
か
な
状
態
で
、
角
が
立
つ
く
ら
い
の
軟
ら
か
さ
（
初
期

食
よ
り
か
た
め
）

・
主
食
は
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
や
わ
ら
か
さ
の
か
ゆ
状
（
形
状
例
：
６
分
粥
、
全
粥
）（

形
状

例
：
プ
リ
ン
、
卵
豆
腐
、
絹
ご
し
豆
腐
、
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
、
熟
れ
た
バ
ナ
ナ
な
ど
）

○
全
体
に
軟
ら
か
く
調
理
す
る
た
め
に
、
長
時
間
煮
る
、
蒸
す
、
圧
力
鍋
を
使
用
す
る
な
ど
の

調
理
方
法
を
用
い
る

○
軟
ら
か
さ
、
ま
と
ま
り
に
適
し
た
食
材
を
用
い
る

・
移
行
期
に
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
別
の
主
食
、

主
菜
、
副
菜
の
一
部
を
組

み
合
わ
せ
て
調
整
す
る

・
主
食
：
６
分
粥
、
全
粥
、
パ
ン
粥
、
麺
類
の
く
た
く
た
煮

・
主
菜
、
副
菜
：
テ
リ
ー
ヌ
、
煮
こ
ご
り
風
、
野
菜
の
軟
ら

か
煮
、
コ
ン
ポ
ー
ト
、
プ
リ
ン
な
ど

中 期 食 Ⅱ

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
９
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
、
た
れ
な
ど
で
調
整
す
る

後 期 食 Ⅰ

下 手 ← か む 力 → 上 手

・
口
唇
は
突
出
・
牽
引
、
変
位
な
ど
の
複
雑
動
作

に
移
行

・
処
理
時
に
口
角
が
偏
位
、

活
発
化

・
舌
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
顎
は
側
方
運
動
が
増
え
、
そ
し
ゃ
く
の
動
き
が

で
き
る

・
舌
に
よ
る
移
動
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下

＜
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
状
＞

①
親
指
と
中
指
で
軽
く
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
軟
ら
か

さ
で
、
舌
で
は
つ
ぶ
せ
な
い
形
の
あ
る
も
の

②
一
口
大
以
下
の
均
一
し
た
大
き
さ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
な
ど
で
調

整
す
る

・
舌
で
移
動
で
き
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
・
大
き
さ

・
歯
茎
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
や
わ
ら
か
さ

（
形
状
例

大
根
の
煮
物
、
柔
ら
か
い
果
物
類

な
ど
）

・
こ
の
硬
さ
に
で
き
な
い
も
の
は
、
前
段
階
の
調
理

方
法
を
用
い
る

・
と
ろ
み
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
１

角
以
内

・
主
食
は
か
た
め
の
粥
状
か
ら
軟
飯

・
素
材
を
み
じ
ん
切
り
に
し
な
い
（
食
べ
物
の
硬
さ
、
大
き

さ
、
形
が
解
か
ら
な
い
の
で
丸
呑
み
に
な
り
や
す
い
）

・
捕
食
や
か
む
練
習
（
前
歯
や
奥
歯
を
使
用
す
る
練
習
に
、

茹
で
た
野
菜
類
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
形
で
提
供
）

・
主
食
：
全
粥
、
軟
飯
、
牛
乳
に
浸
し
た
パ
ン
、
軟
ら
か
煮

の
麺
類

・
主
菜
、
副
菜
：
軟
ら
か
ハ
ン
バ
ー
グ
、
ほ
ぐ
し
魚
の
あ
ん

か
け
、
野
菜
類
の
シ
チ
ュ
ー
、
コ
ン
ポ
ー

ト

後 期 食 Ⅱ

＜
煮
込
み
ハ
ン
バ
ー
グ
状
＞

①
箸
で
切
れ
る
程
度
の
硬
さ

②
一
口
大
の
大
き
さ

③
パ
サ
パ
サ
し
た
も
の
は
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
、
た
れ
な

ど
で
調
整
す
る

・
ま
と
ま
り
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
後
期
食
Ⅰ
よ
り

も
や
や
大
き
め

・
主
食
は
普
通
食
の
主
食
と
同
じ

・
前
歯
で
か
み
切
れ
る
も
の
も
試
す

普 通 食

そ し ゃ く 力

・
口
唇
は
複
雑
動
作
が
で
き
、
さ
ら
に
し
っ

か
り

捕
食
で
き
る

・
舌
は
側
方
捻
転
運
動
が
で
き
る

・
顎
は
臼
摩
の
動
き
が
で
き
、
さ
ら
に
時
間

を
か

け
て
し
っ
か
り
咀
嚼
処
理
で
き
る

・
え
ん
下
は
よ
り
し
っ
か
り
し
た
成
熟
え
ん
下

・
一
般
の
食
事
（
普
通
の
食
事
）
よ
り
も
、
や
や
軟
ら

か
め

・
歯
で
咬
み
砕
き
、
す
り
つ
ぶ
せ
る
大
き
さ
を
配
慮

・
硬
い
肉
や
繊
維
の
多
い
素
材
は
噛
め
ず
に
丸
呑
み
に
な
る
た
め
、
調
理
方
法
の
工
夫
が
必
要

（
一
口
程
度
の
物
は
噛
み
き
れ
な
い
ほ
ど
硬
い
も
の
を
除
け
れ
ば
、
ほ
ぼ
普
通
に
食
べ
ら
れ

る
）

・
で
き
る
だ
け
一
般
食
（
普
通
の
食
事
）
に
近
い
形
状
に
す
る

・
弾
力
が
あ
り
つ
ぶ
し
に
く
い
食
品

⇒
か
ま
ぼ
こ
、
ち
く
わ
、
ハ
ム

・
食
塊
が
つ
く
り
に
く
く
飲
み
込
み
に
く
い
食
品

⇒
り
ん
ご
、
梨

・
主
食
：
ご
は
ん
、
パ
ン
、
麺
類

・
主
菜
、
副
菜
：
照
焼
、
玉
子
焼
、
野
菜
類
の
煮
物
、
果
物

れる場合には、モデル的な料理の組み合わせを提示するよう努める。

⑶  栄養に関する情報の提供

ア 利用者に対し献立表の提示や熱量、たんぱく質、脂質及び塩分等の主要栄養成分の表示を

行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行う。

イ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知識を

習得するよい機会であり、各々の施設に応じ利用者等に各種の媒体を活用するなどにより知

識の普及に努める。

⑷  書類の整備

ア 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養管理の評価に必要

な情報について適正に管理する。

イ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託契約書等を備える。

⑸  衛生管理

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月２４日付け衛食第８５号生活衛

生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めるところに

よる。

⑹ 幼児児童生徒における健康・栄養状態の課題が見られる場合

エネルギー量の過不足については、肥満及びやせに該当する割合の変化を参考にする。

なお、提供栄養量の評価に当たっては、身体状況等の変化から給与栄養目標量の設定が適切

であるかを確認する。設定した目標量と提供量だけで不足又は過剰と判断することは適切では

ない。

40

00116389_hb.indd   4000116389_hb.indd   40 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35



食
形

態
段

階
表

区
分

摂
食
機
能
の
発
達
段
階

食
物
形
態
（
①
硬
さ
②
大
き
さ
③
ま
と
ま
り
）

調
理
に
お
け
る
留
意
点

備
考

初 期 食 Ⅰ

弱 ← 飲 み 込 む 力 → 強

・
口
唇
は
単
純
閉
鎖
で
、
捕
食
の
力
は
弱
い

・
口
角
は
ほ
と
ん
ど
動
か
な
い

・
舌
は
前
後
運
動

・
顎
（
あ
ご
）
は
単
純
上
下
運
動

・
処
理
は
短
時
間

・
え
ん
下
は
乳
児
様
え
ん
下
が
見
ら
れ
る

＜
プ
レ
ー
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
状
（
粘
液
状
）
＞

①
口
に
入
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
飲
み
込
め
る
状
態
で
、

粒
や
繊
維
が
残
っ
て
い
な
い
滑
ら
か
な
形
状

②
絹
ご
し
目
：
５
０
メ
ッ
シ
ュ

③
寒
天
な
ど
の
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
が
必
要

・
ス
プ
ー
ン
か
ら
ぽ
っ
と
ん
と
落
ち
る
く
ら
い
の
や
わ
ら
か
さ
、
も
し
く
は
ス
プ
ー
ン
で
混
ぜ

た
と
き
す
じ
が
残
る
程
度
の
や
わ
ら
か
さ

（
あ
ま
り
ゆ
る
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
配
慮
）

・
粒
が
な
い
な
め
ら
か
な
状
態
で
と
ろ
み
に
も
配
慮

・
適
度
の
水
分
（
分
離
し
な
い
こ
と
）

・
主
食
は
か
ゆ
を
ペ
ー
ス
ト
状
に
す
る
（
形
状
例
：
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
）

○
辛
い
も
の
、
す
っ
ぱ
い
も
の
、
え
ぐ
み
の
あ
る
も
の
等
は
ブ
リ
ク
サ
ー
に
か
け
過

ぎ
な
い

○
魚
の
パ
サ
つ
き
は
練
り
食
材
、
肉
の
硬
さ
は
ペ
ー
ス
ト
食
材
な
ど
、
対
応
で
き
る
素
材
を
使

用
し
た
り
、
加
熱
時
間
を
長
め
に
し
た
り
す
る

・
調
理
法
の
原
則
と
し
て
、
ミ
キ
サ
ー
後
に

裏
ご
し
器
に

通
す
こ
と
が
基
本

・
い
ろ
い
ろ
な
食
品
の
味
を
経
験
す
る
た
め
に
、
素
材
別
・

料
理
別
に
仕
上
げ
る
工
夫
が
必
要

・
主
食
：
お
か
ゆ
・
パ
ン
・
麺
類
の
裏
ご
し

・
主
菜
、
副
菜
：
肉
・
魚
・
卵
・
野
菜
類
の
ぺ
ー
ス
ト
、
コ

ン
ポ
ー
ト
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど

初 期 食 Ⅱ

＜
カ
ス
タ
ー
ド
ク
リ
ー
ム
状
（
ペ
ー
ス
ト
状
）
＞

①
水
分
量
が
多
く
、
適
度
な
粘
性
が
あ
り
、
平
ら
な
ス

プ
ー
ン
に
の
せ
て
も
流
れ
落
ち
な
い
形
状

②
裏
ご
し
目
：
３
０
メ
ッ
シ
ュ

③
寒
天
な
ど
の
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
が
必
要

中 期 食 Ⅰ

弱 ← つ ぶ す 力 → 強

・
口
唇
は
よ
り
強
く
閉
鎖
で
き
、
し
っ
か
り

捕
食

で
き
る

・
口
角
は
え
ん
下
時
に
動
く

・
舌
は
上
下
運
動

・
顎
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
押
し
潰
し
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下
に
移
行

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
１
２
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
な
ど
で
調
整
す
る

・
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
や
わ
ら
か
く
煮
た
野
菜
等
、
形
が
あ
る

・
と
ろ
み
に
配
慮

・
ミ
キ
サ
ー
を
使
っ
て
形
態
を
調
整
す
る
場
合
は
、
か
た
い
粒
（
ベ
ー
コ
ン
、
ひ
き

肉
、
か
た

め
の
野
菜
な
ど
）
が
な
い
、
な
め
ら
か
な
状
態
で
、
角
が
立
つ
く
ら
い
の
軟
ら
か
さ
（
初
期

食
よ
り
か
た
め
）

・
主
食
は
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
や
わ
ら
か
さ
の
か
ゆ
状
（
形
状
例
：
６
分
粥
、
全
粥
）（

形
状

例
：
プ
リ
ン
、
卵
豆
腐
、
絹
ご
し
豆
腐
、
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
、
熟
れ
た
バ
ナ
ナ
な
ど
）

○
全
体
に
軟
ら
か
く
調
理
す
る
た
め
に
、
長
時
間
煮
る
、
蒸
す
、
圧
力
鍋
を
使
用
す
る
な
ど
の

調
理
方
法
を
用
い
る

○
軟
ら
か
さ
、
ま
と
ま
り
に
適
し
た
食
材
を
用
い
る

・
移
行
期
に
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
別
の
主
食
、

主
菜
、
副
菜
の
一
部
を
組

み
合
わ
せ
て
調
整
す
る

・
主
食
：
６
分
粥
、
全
粥
、
パ
ン
粥
、
麺
類
の
く
た
く
た
煮

・
主
菜
、
副
菜
：
テ
リ
ー
ヌ
、
煮
こ
ご
り
風
、
野
菜
の
軟
ら

か
煮
、
コ
ン
ポ
ー
ト
、
プ
リ
ン
な
ど

中 期 食 Ⅱ

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
９
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
、
た
れ
な
ど
で
調
整
す
る

後 期 食 Ⅰ

下 手 ← か む 力 → 上 手

・
口
唇
は
突
出
・
牽
引
、
変
位
な
ど
の
複
雑
動
作

に
移
行

・
処
理
時
に
口
角
が
偏
位
、

活
発
化

・
舌
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
顎
は
側
方
運
動
が
増
え
、
そ
し
ゃ
く
の
動
き
が

で
き
る

・
舌
に
よ
る
移
動
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下

＜
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
状
＞

①
親
指
と
中
指
で
軽
く
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
軟
ら
か

さ
で
、
舌
で
は
つ
ぶ
せ
な
い
形
の
あ
る
も
の

②
一
口
大
以
下
の
均
一
し
た
大
き
さ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
な
ど
で
調

整
す
る

・
舌
で
移
動
で
き
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
・
大
き
さ

・
歯
茎
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
や
わ
ら
か
さ

（
形
状
例

大
根
の
煮
物
、
柔
ら
か
い
果
物
類

な
ど
）

・
こ
の
硬
さ
に
で
き
な
い
も
の
は
、
前
段
階
の
調
理

方
法
を
用
い
る

・
と
ろ
み
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
１

角
以
内

・
主
食
は
か
た
め
の
粥
状
か
ら
軟
飯

・
素
材
を
み
じ
ん
切
り
に
し
な
い
（
食
べ
物
の
硬
さ
、
大
き

さ
、
形
が
解
か
ら
な
い
の
で
丸
呑
み
に
な
り
や
す
い
）

・
捕
食
や
か
む
練
習
（
前
歯
や
奥
歯
を
使
用
す
る
練
習
に
、

茹
で
た
野
菜
類
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
形
で
提
供
）

・
主
食
：
全
粥
、
軟
飯
、
牛
乳
に
浸
し
た
パ
ン
、
軟
ら
か
煮

の
麺
類

・
主
菜
、
副
菜
：
軟
ら
か
ハ
ン
バ
ー
グ
、
ほ
ぐ
し
魚
の
あ
ん

か
け
、
野
菜
類
の
シ
チ
ュ
ー
、
コ
ン
ポ
ー

ト

後 期 食 Ⅱ

＜
煮
込
み
ハ
ン
バ
ー
グ
状
＞

①
箸
で
切
れ
る
程
度
の
硬
さ

②
一
口
大
の
大
き
さ

③
パ
サ
パ
サ
し
た
も
の
は
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
、
た
れ
な

ど
で
調
整
す
る

・
ま
と
ま
り
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
後
期
食
Ⅰ
よ
り

も
や
や
大
き
め

・
主
食
は
普
通
食
の
主
食
と
同
じ

・
前
歯
で
か
み
切
れ
る
も
の
も
試
す

普 通 食

そ し ゃ く 力

・
口
唇
は
複
雑
動
作
が
で
き
、
さ
ら
に
し
っ

か
り

捕
食
で
き
る

・
舌
は
側
方
捻
転
運
動
が
で
き
る

・
顎
は
臼
摩
の
動
き
が
で
き
、
さ
ら
に
時
間

を
か

け
て
し
っ
か
り
咀
嚼
処
理
で
き
る

・
え
ん
下
は
よ
り
し
っ
か
り
し
た
成
熟
え
ん
下

・
一
般
の
食
事
（
普
通
の
食
事
）
よ
り
も
、
や
や
軟
ら

か
め

・
歯
で
咬
み
砕
き
、
す
り
つ
ぶ
せ
る
大
き
さ
を
配
慮

・
硬
い
肉
や
繊
維
の
多
い
素
材
は
噛
め
ず
に
丸
呑
み
に
な
る
た
め
、
調
理
方
法
の
工
夫
が
必
要

（
一
口
程
度
の
物
は
噛
み
き
れ
な
い
ほ
ど
硬
い
も
の
を
除
け
れ
ば
、
ほ
ぼ
普
通
に
食
べ
ら
れ

る
）

・
で
き
る
だ
け
一
般
食
（
普
通
の
食
事
）
に
近
い
形
状
に
す
る

・
弾
力
が
あ
り
つ
ぶ
し
に
く
い
食
品

⇒
か
ま
ぼ
こ
、
ち
く
わ
、
ハ
ム

・
食
塊
が
つ
く
り
に
く
く
飲
み
込
み
に
く
い
食
品

⇒
り
ん
ご
、
梨

・
主
食
：
ご
は
ん
、
パ
ン
、
麺
類

・
主
菜
、
副
菜
：
照
焼
、
玉
子
焼
、
野
菜
類
の
煮
物
、
果
物

れる場合には、モデル的な料理の組み合わせを提示するよう努める。

⑶  栄養に関する情報の提供

ア 利用者に対し献立表の提示や熱量、たんぱく質、脂質及び塩分等の主要栄養成分の表示を

行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行う。

イ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知識を

習得するよい機会であり、各々の施設に応じ利用者等に各種の媒体を活用するなどにより知

識の普及に努める。

⑷  書類の整備

ア 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養管理の評価に必要

な情報について適正に管理する。

イ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託契約書等を備える。

⑸  衛生管理

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月２４日付け衛食第８５号生活衛

生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めるところに

よる。

⑹ 幼児児童生徒における健康・栄養状態の課題が見られる場合

エネルギー量の過不足については、肥満及びやせに該当する割合の変化を参考にする。

なお、提供栄養量の評価に当たっては、身体状況等の変化から給与栄養目標量の設定が適切

であるかを確認する。設定した目標量と提供量だけで不足又は過剰と判断することは適切では

ない。
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食
形

態
段

階
表

区
分

摂
食
機
能
の
発
達
段
階

食
物
形
態
（
①
硬
さ
②
大
き
さ
③
ま
と
ま
り
）

調
理
に
お
け
る
留
意
点

備
考

初 期 食 Ⅰ

弱 ← 飲 み 込 む 力 → 強

・
口
唇
は
単
純
閉
鎖
で
、
捕
食
の
力
は
弱
い

・
口
角
は
ほ
と
ん
ど
動
か
な
い

・
舌
は
前
後
運
動

・
顎
（
あ
ご
）
は
単
純
上
下
運
動

・
処
理
は
短
時
間

・
え
ん
下
は
乳
児
様
え
ん
下
が
見
ら
れ
る

＜
プ
レ
ー
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
状
（
粘
液
状
）
＞

①
口
に
入
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
飲
み
込
め
る
状
態
で
、

粒
や
繊
維
が
残
っ
て
い
な
い
滑
ら
か
な
形
状

②
絹
ご
し
目
：
５
０
メ
ッ
シ
ュ

③
寒
天
な
ど
の
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
が
必
要

・
ス
プ
ー
ン
か
ら
ぽ
っ
と
ん
と
落
ち
る
く
ら
い
の
や
わ
ら
か
さ
、
も
し
く
は
ス
プ
ー
ン
で
混
ぜ

た
と
き
す
じ
が
残
る
程
度
の
や
わ
ら
か
さ

（
あ
ま
り
ゆ
る
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
配
慮
）

・
粒
が
な
い
な
め
ら
か
な
状
態
で
と
ろ
み
に
も
配
慮

・
適
度
の
水
分
（
分
離
し
な
い
こ
と
）

・
主
食
は
か
ゆ
を
ペ
ー
ス
ト
状
に
す
る
（
形
状
例
：
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
）

○
辛
い
も
の
、
す
っ
ぱ
い
も
の
、
え
ぐ
み
の
あ
る
も
の
等
は
ブ
リ
ク
サ
ー
に
か
け
過

ぎ
な
い

○
魚
の
パ
サ
つ
き
は
練
り
食
材
、
肉
の
硬
さ
は
ペ
ー
ス
ト
食
材
な
ど
、
対
応
で
き
る
素
材
を
使

用
し
た
り
、
加
熱
時
間
を
長
め
に
し
た
り
す
る

・
調
理
法
の
原
則
と
し
て
、
ミ
キ
サ
ー
後
に

裏
ご
し
器
に

通
す
こ
と
が
基
本

・
い
ろ
い
ろ
な
食
品
の
味
を
経
験
す
る
た
め
に
、
素
材
別
・

料
理
別
に
仕
上
げ
る
工
夫
が
必
要

・
主
食
：
お
か
ゆ
・
パ
ン
・
麺
類
の
裏
ご
し

・
主
菜
、
副
菜
：
肉
・
魚
・
卵
・
野
菜
類
の
ぺ
ー
ス
ト
、
コ

ン
ポ
ー
ト
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど

初 期 食 Ⅱ

＜
カ
ス
タ
ー
ド
ク
リ
ー
ム
状
（
ペ
ー
ス
ト
状
）
＞

①
水
分
量
が
多
く
、
適
度
な
粘
性
が
あ
り
、
平
ら
な
ス

プ
ー
ン
に
の
せ
て
も
流
れ
落
ち
な
い
形
状

②
裏
ご
し
目
：
３
０
メ
ッ
シ
ュ

③
寒
天
な
ど
の
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
が
必
要

中 期 食 Ⅰ

弱 ← つ ぶ す 力 → 強

・
口
唇
は
よ
り
強
く
閉
鎖
で
き
、
し
っ
か
り

捕
食

で
き
る

・
口
角
は
え
ん
下
時
に
動
く

・
舌
は
上
下
運
動

・
顎
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
押
し
潰
し
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下
に
移
行

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
１
２
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
な
ど
で
調
整
す
る

・
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
や
わ
ら
か
く
煮
た
野
菜
等
、
形
が
あ
る

・
と
ろ
み
に
配
慮

・
ミ
キ
サ
ー
を
使
っ
て
形
態
を
調
整
す
る
場
合
は
、
か
た
い
粒
（
ベ
ー
コ
ン
、
ひ
き

肉
、
か
た

め
の
野
菜
な
ど
）
が
な
い
、
な
め
ら
か
な
状
態
で
、
角
が
立
つ
く
ら
い
の
軟
ら
か
さ
（
初
期

食
よ
り
か
た
め
）

・
主
食
は
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
や
わ
ら
か
さ
の
か
ゆ
状
（
形
状
例
：
６
分
粥
、
全
粥
）（

形
状

例
：
プ
リ
ン
、
卵
豆
腐
、
絹
ご
し
豆
腐
、
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
、
熟
れ
た
バ
ナ
ナ
な
ど
）

○
全
体
に
軟
ら
か
く
調
理
す
る
た
め
に
、
長
時
間
煮
る
、
蒸
す
、
圧
力
鍋
を
使
用
す
る
な
ど
の

調
理
方
法
を
用
い
る

○
軟
ら
か
さ
、
ま
と
ま
り
に
適
し
た
食
材
を
用
い
る

・
移
行
期
に
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
別
の
主
食
、

主
菜
、
副
菜
の
一
部
を
組

み
合
わ
せ
て
調
整
す
る

・
主
食
：
６
分
粥
、
全
粥
、
パ
ン
粥
、
麺
類
の
く
た
く
た
煮

・
主
菜
、
副
菜
：
テ
リ
ー
ヌ
、
煮
こ
ご
り
風
、
野
菜
の
軟
ら

か
煮
、
コ
ン
ポ
ー
ト
、
プ
リ
ン
な
ど

中 期 食 Ⅱ

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
９
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
、
た
れ
な
ど
で
調
整
す
る

後 期 食 Ⅰ

下 手 ← か む 力 → 上 手

・
口
唇
は
突
出
・
牽
引
、
変
位
な
ど
の
複
雑
動
作

に
移
行

・
処
理
時
に
口
角
が
偏
位
、

活
発
化

・
舌
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
顎
は
側
方
運
動
が
増
え
、
そ
し
ゃ
く
の
動
き
が

で
き
る

・
舌
に
よ
る
移
動
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下

＜
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
状
＞

①
親
指
と
中
指
で
軽
く
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
軟
ら
か

さ
で
、
舌
で
は
つ
ぶ
せ
な
い
形
の
あ
る
も
の

②
一
口
大
以
下
の
均
一
し
た
大
き
さ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
な
ど
で
調

整
す
る

・
舌
で
移
動
で
き
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
・
大
き
さ

・
歯
茎
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
や
わ
ら
か
さ

（
形
状
例

大
根
の
煮
物
、
柔
ら
か
い
果
物
類

な
ど
）

・
こ
の
硬
さ
に
で
き
な
い
も
の
は
、
前
段
階
の
調
理

方
法
を
用
い
る

・
と
ろ
み
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
１

角
以
内

・
主
食
は
か
た
め
の
粥
状
か
ら
軟
飯

・
素
材
を
み
じ
ん
切
り
に
し
な
い
（
食
べ
物
の
硬
さ
、
大
き

さ
、
形
が
解
か
ら
な
い
の
で
丸
呑
み
に
な
り
や
す
い
）

・
捕
食
や
か
む
練
習
（
前
歯
や
奥
歯
を
使
用
す
る
練
習
に
、

茹
で
た
野
菜
類
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
形
で
提
供
）

・
主
食
：
全
粥
、
軟
飯
、
牛
乳
に
浸
し
た
パ
ン
、
軟
ら
か
煮

の
麺
類

・
主
菜
、
副
菜
：
軟
ら
か
ハ
ン
バ
ー
グ
、
ほ
ぐ
し
魚
の
あ
ん

か
け
、
野
菜
類
の
シ
チ
ュ
ー
、
コ
ン
ポ
ー

ト

後 期 食 Ⅱ

＜
煮
込
み
ハ
ン
バ
ー
グ
状
＞

①
箸
で
切
れ
る
程
度
の
硬
さ

②
一
口
大
の
大
き
さ

③
パ
サ
パ
サ
し
た
も
の
は
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
、
た
れ
な

ど
で
調
整
す
る

・
ま
と
ま
り
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
後
期
食
Ⅰ
よ
り

も
や
や
大
き
め

・
主
食
は
普
通
食
の
主
食
と
同
じ

・
前
歯
で
か
み
切
れ
る
も
の
も
試
す

普 通 食

そ し ゃ く 力

・
口
唇
は
複
雑
動
作
が
で
き
、
さ
ら
に
し
っ

か
り

捕
食
で
き
る

・
舌
は
側
方
捻
転
運
動
が
で
き
る

・
顎
は
臼
摩
の
動
き
が
で
き
、
さ
ら
に
時
間

を
か

け
て
し
っ
か
り
咀
嚼
処
理
で
き
る

・
え
ん
下
は
よ
り
し
っ
か
り
し
た
成
熟
え
ん
下

・
一
般
の
食
事
（
普
通
の
食
事
）
よ
り
も
、
や
や
軟
ら

か
め

・
歯
で
咬
み
砕
き
、
す
り
つ
ぶ
せ
る
大
き
さ
を
配
慮

・
硬
い
肉
や
繊
維
の
多
い
素
材
は
噛
め
ず
に
丸
呑
み
に
な
る
た
め
、
調
理
方
法
の
工
夫
が
必
要

（
一
口
程
度
の
物
は
噛
み
き
れ
な
い
ほ
ど
硬
い
も
の
を
除
け
れ
ば
、
ほ
ぼ
普
通
に
食
べ
ら
れ

る
）

・
で
き
る
だ
け
一
般
食
（
普
通
の
食
事
）
に
近
い
形
状
に
す
る

・
弾
力
が
あ
り
つ
ぶ
し
に
く
い
食
品

⇒
か
ま
ぼ
こ
、
ち
く
わ
、
ハ
ム
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⑶  栄養に関する情報の提供
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第２３３号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月２４日付け衛食第８５号生活衛
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よる。

⑹ 幼児児童生徒における健康・栄養状態の課題が見られる場合

エネルギー量の過不足については、肥満及びやせに該当する割合の変化を参考にする。

なお、提供栄養量の評価に当たっては、身体状況等の変化から給与栄養目標量の設定が適切
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【衛生管理体制（例）】

⑵ 校長又は必要に応じて共同調理場の長の責務

ア 学校給食の衛生管理について注意を払い、学校給食関係者に対し、衛生管理の徹底を図る

ように注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮する。

イ 栄養教諭等、保健主事、養護教諭等の教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所

長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹底するための体制を整備し、そ

の適切な運用を図る。

ウ 栄養教諭等の指導助言が円滑に実施されるよう、関係職員の意思疎通等に配慮する。

⑶ 衛生管理責任者

ア 学校給食調理場においては、栄養教諭等を衛生管理責任者として定める。

ただし、栄養教諭等が在職又は巡回していない場合は、調理師資格をもつ学校給食従事者

等（委託先の職員は除く）を衛生管理責任者として定める。

イ 施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食従事者の日常管理等に当たる。

ウ 調理過程における下処理、調理、配送等の作業工程を分析し、各工程において清潔かつ迅

速に加熱及び冷却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録する。

教 育 委 員 会

学 校 給 食 運 営 委 員 会・衛 生 管 理 委 員 会
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保 健 主 事 ・ 養 護 教 諭 

 

校 長 ・ 共 同 調 理 場 長 

学 校 給 食 従 事 者 

校 長 

衛 生 管 理 責 任 者 
 

栄 養 教 諭 等 

学 校 調 理 場

検 収 、 物 資 管 理 
調 理 作 業 
環 境 衛 生 

学 校 給 食 の 管 理 
幼 児 児 童 生 徒 の 衛 生 指 導 

Ⅳ 学校給食の衛生管理

学校給食の衛生管理は、学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に基づいて行われている。

学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者が基準に照らして適切な衛生管理に努めることとさ

れており、学校給食関係者は、学校給食の衛生管理の充実に努めることが求められている。

学校給食衛生管理基準は、ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世界保健機

関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点方式とその適用に関す

るガイドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（ ：危

害分析・重要管理点）をいう。）の考え方に基づき、原材料の生産から調理されて喫食者の口に入

るまでの各段階で起こりうる危害を極力少なくするための衛生管理の基準である。

令和３年６月１日から、原則として、全ての食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取

り組むこととなった。 

１ 衛生管理体制

⑴ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者の責務

必要に応じて、保健所の協力、助言及び援助を受けつつ、学校給食調理場並びに共同調理場

の受配校の施設及び設備、食品の取り扱い、調理作業、衛生管理体制等について実態把握に努

め、衛生管理上問題がある場合には、学校医又は学校薬剤師の協力を得て速やかに改善措置を

図る。

学校給食衛生管理基準においては、学校給食を実施する各学校設置者は、調理等の委託を行

う場合も含め、自らの責任において学校給食調理場の衛生管理等に関する実態把握に努め、衛

生管理上の問題がある場合には速やかに改善措置を図ることとされている。このため、調理等

の委託を行う場合には、「学校給食の衛生管理の徹底等について」（令和２年７月３０日付け文

部科学省通知）により以下の点に留意する必要がある。

ア あらかじめ委託契約書において、受託者が基づくべき法令や基準等（学校給食法や学校給

食衛生管理基準、学校設置者が独自に策定したマニュアル等）を具体的に明記すること等に

より、衛生管理の徹底を図る必要がある。

イ 学校給食調理場における衛生管理体制の在り方等についても検討し、委託契約書において

明記すること等により、日常的な衛生管理や必要な改善等を担保する。

ウ 学校設置者において運営改善のために必要な措置がとれるよう、あらかじめ委託契約書に

おいて、学校設置者が必要と認めた場合、資料の提出を求めることや立入検査ができること

等、必要な事項を規定しておく。

エ 契約締結後においても、学校設置者において、定期的に、学校給食調理場が契約に基づく

管理運営がなされているかの実態把握や必要な改善措置を図るなど、学校設置者自らの責任

において衛生管理の徹底を図る必要がある。
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【衛生管理体制（例）】

⑵ 校長又は必要に応じて共同調理場の長の責務

ア 学校給食の衛生管理について注意を払い、学校給食関係者に対し、衛生管理の徹底を図る

ように注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮する。
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の適切な運用を図る。
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⑶ 衛生管理責任者

ア 学校給食調理場においては、栄養教諭等を衛生管理責任者として定める。

ただし、栄養教諭等が在職又は巡回していない場合は、調理師資格をもつ学校給食従事者

等（委託先の職員は除く）を衛生管理責任者として定める。

イ 施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食従事者の日常管理等に当たる。

ウ 調理過程における下処理、調理、配送等の作業工程を分析し、各工程において清潔かつ迅

速に加熱及び冷却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録する。
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Ⅳ 学校給食の衛生管理

学校給食の衛生管理は、学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に基づいて行われている。

学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者が基準に照らして適切な衛生管理に努めることとさ

れており、学校給食関係者は、学校給食の衛生管理の充実に努めることが求められている。

学校給食衛生管理基準は、ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世界保健機

関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点方式とその適用に関す

るガイドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（ ：危

害分析・重要管理点）をいう。）の考え方に基づき、原材料の生産から調理されて喫食者の口に入

るまでの各段階で起こりうる危害を極力少なくするための衛生管理の基準である。

令和３年６月１日から、原則として、全ての食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取

り組むこととなった。 

１ 衛生管理体制

⑴ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者の責務

必要に応じて、保健所の協力、助言及び援助を受けつつ、学校給食調理場並びに共同調理場

の受配校の施設及び設備、食品の取り扱い、調理作業、衛生管理体制等について実態把握に努

め、衛生管理上問題がある場合には、学校医又は学校薬剤師の協力を得て速やかに改善措置を

図る。

学校給食衛生管理基準においては、学校給食を実施する各学校設置者は、調理等の委託を行

う場合も含め、自らの責任において学校給食調理場の衛生管理等に関する実態把握に努め、衛

生管理上の問題がある場合には速やかに改善措置を図ることとされている。このため、調理等

の委託を行う場合には、「学校給食の衛生管理の徹底等について」（令和２年７月３０日付け文

部科学省通知）により以下の点に留意する必要がある。

ア あらかじめ委託契約書において、受託者が基づくべき法令や基準等（学校給食法や学校給

食衛生管理基準、学校設置者が独自に策定したマニュアル等）を具体的に明記すること等に

より、衛生管理の徹底を図る必要がある。

イ 学校給食調理場における衛生管理体制の在り方等についても検討し、委託契約書において

明記すること等により、日常的な衛生管理や必要な改善等を担保する。

ウ 学校設置者において運営改善のために必要な措置がとれるよう、あらかじめ委託契約書に

おいて、学校設置者が必要と認めた場合、資料の提出を求めることや立入検査ができること

等、必要な事項を規定しておく。

エ 契約締結後においても、学校設置者において、定期的に、学校給食調理場が契約に基づく

管理運営がなされているかの実態把握や必要な改善措置を図るなど、学校設置者自らの責任

において衛生管理の徹底を図る必要がある。
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【衛生管理体制（例）】

⑵ 校長又は必要に応じて共同調理場の長の責務

ア 学校給食の衛生管理について注意を払い、学校給食関係者に対し、衛生管理の徹底を図る

ように注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮する。

イ 栄養教諭等、保健主事、養護教諭等の教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所

長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹底するための体制を整備し、そ

の適切な運用を図る。

ウ 栄養教諭等の指導助言が円滑に実施されるよう、関係職員の意思疎通等に配慮する。

⑶ 衛生管理責任者

ア 学校給食調理場においては、栄養教諭等を衛生管理責任者として定める。

ただし、栄養教諭等が在職又は巡回していない場合は、調理師資格をもつ学校給食従事者

等（委託先の職員は除く）を衛生管理責任者として定める。

イ 施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食従事者の日常管理等に当たる。

ウ 調理過程における下処理、調理、配送等の作業工程を分析し、各工程において清潔かつ迅

速に加熱及び冷却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録する。
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学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者が基準に照らして適切な衛生管理に努めることとさ

れており、学校給食関係者は、学校給食の衛生管理の充実に努めることが求められている。

学校給食衛生管理基準は、ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世界保健機

関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点方式とその適用に関す

るガイドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（ ：危

害分析・重要管理点）をいう。）の考え方に基づき、原材料の生産から調理されて喫食者の口に入

るまでの各段階で起こりうる危害を極力少なくするための衛生管理の基準である。

令和３年６月１日から、原則として、全ての食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取

り組むこととなった。 
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⑴ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者の責務
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め、衛生管理上問題がある場合には、学校医又は学校薬剤師の協力を得て速やかに改善措置を

図る。
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う場合も含め、自らの責任において学校給食調理場の衛生管理等に関する実態把握に努め、衛

生管理上の問題がある場合には速やかに改善措置を図ることとされている。このため、調理等

の委託を行う場合には、「学校給食の衛生管理の徹底等について」（令和２年７月３０日付け文
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明記すること等により、日常的な衛生管理や必要な改善等を担保する。
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おいて、学校設置者が必要と認めた場合、資料の提出を求めることや立入検査ができること
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管理運営がなされているかの実態把握や必要な改善措置を図るなど、学校設置者自らの責任

において衛生管理の徹底を図る必要がある。
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⑵ 学校給食施設設備

ア 留意事項

ｱ 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとする。

ｲ 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であるようにする。

ｳ ドライシステムを導入するよう努める。また、ドライシステムを導入していない調理場

においてもドライ運用を図る。

ｴ 汚染作業区域と非汚染作業区域の境には、カウンター等を設けるなど、食品のみ移動す

るよう工夫する。

ｵ 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設ける。外部に開放される箇所にはエ

アカーテンを備えるよう努める。

ｶ 排水溝は、詰まりや逆流が起きにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とする。

ｷ 排水は床に流れない構造とする。

ｸ 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れな

い構造とする。

ｹ 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保ち、夏期の直射日光を避ける設備

を整備する。

ｺ 移動できる全ての器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造

の保管設備を設ける。

ｻ 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう配

慮した配置とする。

ｼ 食品及び食品を入れた容器や調理器具が床からの跳ね返り水で汚染されないよう床から

６０㎝以上の高さの置台を設ける。

ｽ 冷蔵庫・冷凍庫の内部及び熱風保管庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を備

える。

ｾ 天井の水滴を防ぐとともに、かびの発生を防止するためにも高温多湿の環境にならない

ように努める。

ｿ 床は破損箇所がないよう管理する。

ﾀ 調理室には、調理作業や衛生管理に支障をきたす物や、異物混入や汚染の原因となる不

必要な物品等を置かない。

ﾁ 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に喫食できるようにするため

に、配送車を必要台数確保する。

ﾂ 設計段階において保健所及び学校薬剤師の助言を受けるとともに、栄養教諭等の意見を

取り入れ整備する。

ﾃ 随時施設の点検を行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、修理

その他の必要な措置を講じる。 
ﾄ 受配校の配膳室は、学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に基づいて整備し、次

の事項に留意し、衛生管理に努める。

ａ 手洗い設備を設置し、作業開始前及び用便後は、「学校給食における標準的な手洗いマ

ニュアル」に従って手洗いする。食品や食器具等に触れる作業に当たる直前は、「学校給

学校給食調理場における手洗いマニュアル ６～

２ 学校給食施設及び設備

⑴ 学校給食施設の区分

調理場は、二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他に区分する。

以下の「学校給食施設の区分」に従い部屋単位で区分し、作業動線が明確な施設にする。

【学校給食施設の区分】

区 分 内 容 区 分 ご と の 留 意 点

学

校

給

食

施

設

調

理

場

作

業

区

域

汚
染
作
業
区
域

検 収 室

原材料の鮮度等の確

認及び根菜類等の処

理を行う場所

・専用容器への移し替え、学校給食日常点検票

（ ページ参照）の定める項目の点検を行

う。

・泥付きの根菜類の泥落とし、葉物野菜の根切

り等を行う。

・球根皮剥機は、検収室に置く。

・保存食（原材料）を採取する。

食品の保管室 食品の保管場所

・調理室を経由しない構造及び配置とする。

・換気、除湿に注意し、湿度、温度を記録する。

・段ボール等は持ち込まない。

・洗剤、消毒薬、工具等は保管しない。

下 処 理 室
食品の選別、剥皮、洗

浄等を行う場所

・器具・容器類は専用のものを使用する。

・シンクは３槽式構造とし、加熱調理用、非加

熱調理用及び器具の洗浄用を別にする。

・段ボール等は持ち込まない。

返 却 さ れ た

食 器 、 食 缶

等 の 搬 入 場

・床を汚染しないようにする。

洗 浄 室
機械、食器具類の洗

浄・消毒前

・幼児児童生徒が使用した食器具類の返却か

ら、洗浄作業が終了し清掃が終わるまでは汚

染作業区域となる。洗浄機の出口側は、非汚

染作業区域と考える。

非
汚
染
作
業
区
域

調 理 室

食品の切裁等を行う

場所

・包丁及びまな板については食品別に使い分け

る。

煮る、揚げる、焼く等

の加熱調理を行う場

所

・加熱調理を適正に行い、中心部の温度を確認

し記録する。

加熱調理した食品の

冷却等を行う場所

・冷却及び加熱済み・生食用食品に使用する施

設設備、調理機器・器具は確実に洗浄・消毒

した専用のものを使用する。

・一時保管する際は、専用の蓋付き容器に入れ

て、冷蔵庫等に保管する。

食品を食缶に配食す

る場所

・配食の際の食缶等は、床から ㎝以上の場所

に置く。

配 膳 室

・外部からの異物混入を防ぐため、廊下等と明

確に区別する。

・出入り口には、原則として施錠設備を設ける。

食 品 、 食 缶

等 の 搬 出 場
・食品、食缶等を衛生的に管理する。

洗 浄 室
機械、食器具類の洗

浄・消毒後

・前日の清掃終了後から、幼児児童生徒が使用

した食器具類が返却されるまでの間は非汚染

作業区域となる。

そ
の
他

更衣室、休憩室、学校給食従事者専用ト

イレ、前室等

事務室等（学校給食従事者が通常、出入

りしない区域）

学校給食従事者研修マニュアル
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⑵ 学校給食施設設備

ア 留意事項

ｱ 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとする。

ｲ 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であるようにする。

ｳ ドライシステムを導入するよう努める。また、ドライシステムを導入していない調理場

においてもドライ運用を図る。

ｴ 汚染作業区域と非汚染作業区域の境には、カウンター等を設けるなど、食品のみ移動す

るよう工夫する。

ｵ 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設ける。外部に開放される箇所にはエ

アカーテンを備えるよう努める。

ｶ 排水溝は、詰まりや逆流が起きにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とする。

ｷ 排水は床に流れない構造とする。

ｸ 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れな

い構造とする。

ｹ 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保ち、夏期の直射日光を避ける設備

を整備する。

ｺ 移動できる全ての器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造

の保管設備を設ける。

ｻ 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう配

慮した配置とする。

ｼ 食品及び食品を入れた容器や調理器具が床からの跳ね返り水で汚染されないよう床から

６０㎝以上の高さの置台を設ける。

ｽ 冷蔵庫・冷凍庫の内部及び熱風保管庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を備

える。

ｾ 天井の水滴を防ぐとともに、かびの発生を防止するためにも高温多湿の環境にならない

ように努める。

ｿ 床は破損箇所がないよう管理する。

ﾀ 調理室には、調理作業や衛生管理に支障をきたす物や、異物混入や汚染の原因となる不

必要な物品等を置かない。

ﾁ 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に喫食できるようにするため

に、配送車を必要台数確保する。

ﾂ 設計段階において保健所及び学校薬剤師の助言を受けるとともに、栄養教諭等の意見を

取り入れ整備する。

ﾃ 随時施設の点検を行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、修理

その他の必要な措置を講じる。 
ﾄ 受配校の配膳室は、学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に基づいて整備し、次

の事項に留意し、衛生管理に努める。

ａ 手洗い設備を設置し、作業開始前及び用便後は、「学校給食における標準的な手洗いマ

ニュアル」に従って手洗いする。食品や食器具等に触れる作業に当たる直前は、「学校給

学校給食調理場における手洗いマニュアル ６～

２ 学校給食施設及び設備

⑴ 学校給食施設の区分

調理場は、二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他に区分する。

以下の「学校給食施設の区分」に従い部屋単位で区分し、作業動線が明確な施設にする。
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（ ページ参照）の定める項目の点検を行

う。

・泥付きの根菜類の泥落とし、葉物野菜の根切

り等を行う。

・球根皮剥機は、検収室に置く。

・保存食（原材料）を採取する。

食品の保管室 食品の保管場所

・調理室を経由しない構造及び配置とする。

・換気、除湿に注意し、湿度、温度を記録する。

・段ボール等は持ち込まない。

・洗剤、消毒薬、工具等は保管しない。
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食品の選別、剥皮、洗

浄等を行う場所

・器具・容器類は専用のものを使用する。

・シンクは３槽式構造とし、加熱調理用、非加

熱調理用及び器具の洗浄用を別にする。
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・床を汚染しないようにする。
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機械、食器具類の洗

浄・消毒前
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る。
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の加熱調理を行う場

所
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し記録する。

加熱調理した食品の

冷却等を行う場所

・冷却及び加熱済み・生食用食品に使用する施

設設備、調理機器・器具は確実に洗浄・消毒

した専用のものを使用する。

・一時保管する際は、専用の蓋付き容器に入れ

て、冷蔵庫等に保管する。

食品を食缶に配食す

る場所

・配食の際の食缶等は、床から ㎝以上の場所

に置く。

配 膳 室

・外部からの異物混入を防ぐため、廊下等と明

確に区別する。

・出入り口には、原則として施錠設備を設ける。

食 品 、 食 缶

等 の 搬 出 場
・食品、食缶等を衛生的に管理する。
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機械、食器具類の洗

浄・消毒後

・前日の清掃終了後から、幼児児童生徒が使用

した食器具類が返却されるまでの間は非汚染

作業区域となる。

そ
の
他

更衣室、休憩室、学校給食従事者専用ト

イレ、前室等

事務室等（学校給食従事者が通常、出入

りしない区域）
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⑵ 学校給食施設設備

ア 留意事項

ｱ 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとする。

ｲ 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であるようにする。

ｳ ドライシステムを導入するよう努める。また、ドライシステムを導入していない調理場

においてもドライ運用を図る。

ｴ 汚染作業区域と非汚染作業区域の境には、カウンター等を設けるなど、食品のみ移動す

るよう工夫する。

ｵ 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設ける。外部に開放される箇所にはエ

アカーテンを備えるよう努める。

ｶ 排水溝は、詰まりや逆流が起きにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とする。

ｷ 排水は床に流れない構造とする。

ｸ 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れな

い構造とする。

ｹ 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保ち、夏期の直射日光を避ける設備

を整備する。

ｺ 移動できる全ての器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造

の保管設備を設ける。

ｻ 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう配

慮した配置とする。

ｼ 食品及び食品を入れた容器や調理器具が床からの跳ね返り水で汚染されないよう床から

６０㎝以上の高さの置台を設ける。

ｽ 冷蔵庫・冷凍庫の内部及び熱風保管庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を備

える。

ｾ 天井の水滴を防ぐとともに、かびの発生を防止するためにも高温多湿の環境にならない

ように努める。

ｿ 床は破損箇所がないよう管理する。

ﾀ 調理室には、調理作業や衛生管理に支障をきたす物や、異物混入や汚染の原因となる不

必要な物品等を置かない。

ﾁ 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に喫食できるようにするため

に、配送車を必要台数確保する。

ﾂ 設計段階において保健所及び学校薬剤師の助言を受けるとともに、栄養教諭等の意見を

取り入れ整備する。

ﾃ 随時施設の点検を行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、修理

その他の必要な措置を講じる。 
ﾄ 受配校の配膳室は、学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に基づいて整備し、次

の事項に留意し、衛生管理に努める。

ａ 手洗い設備を設置し、作業開始前及び用便後は、「学校給食における標準的な手洗いマ

ニュアル」に従って手洗いする。食品や食器具等に触れる作業に当たる直前は、「学校給

学校給食調理場における手洗いマニュアル ６～

２ 学校給食施設及び設備

⑴ 学校給食施設の区分

調理場は、二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他に区分する。

以下の「学校給食施設の区分」に従い部屋単位で区分し、作業動線が明確な施設にする。

【学校給食施設の区分】

区 分 内 容 区 分 ご と の 留 意 点

学

校

給

食

施

設

調

理

場

作

業

区

域

汚
染
作
業
区
域

検 収 室

原材料の鮮度等の確

認及び根菜類等の処

理を行う場所

・専用容器への移し替え、学校給食日常点検票

（ ページ参照）の定める項目の点検を行

う。

・泥付きの根菜類の泥落とし、葉物野菜の根切

り等を行う。

・球根皮剥機は、検収室に置く。

・保存食（原材料）を採取する。

食品の保管室 食品の保管場所

・調理室を経由しない構造及び配置とする。

・換気、除湿に注意し、湿度、温度を記録する。

・段ボール等は持ち込まない。

・洗剤、消毒薬、工具等は保管しない。

下 処 理 室
食品の選別、剥皮、洗

浄等を行う場所

・器具・容器類は専用のものを使用する。

・シンクは３槽式構造とし、加熱調理用、非加

熱調理用及び器具の洗浄用を別にする。

・段ボール等は持ち込まない。

返 却 さ れ た

食 器 、 食 缶

等 の 搬 入 場

・床を汚染しないようにする。

洗 浄 室
機械、食器具類の洗

浄・消毒前

・幼児児童生徒が使用した食器具類の返却か

ら、洗浄作業が終了し清掃が終わるまでは汚

染作業区域となる。洗浄機の出口側は、非汚

染作業区域と考える。

非
汚
染
作
業
区
域

調 理 室

食品の切裁等を行う

場所

・包丁及びまな板については食品別に使い分け

る。

煮る、揚げる、焼く等

の加熱調理を行う場

所

・加熱調理を適正に行い、中心部の温度を確認

し記録する。

加熱調理した食品の

冷却等を行う場所

・冷却及び加熱済み・生食用食品に使用する施

設設備、調理機器・器具は確実に洗浄・消毒

した専用のものを使用する。

・一時保管する際は、専用の蓋付き容器に入れ

て、冷蔵庫等に保管する。

食品を食缶に配食す

る場所

・配食の際の食缶等は、床から ㎝以上の場所

に置く。

配 膳 室

・外部からの異物混入を防ぐため、廊下等と明

確に区別する。

・出入り口には、原則として施錠設備を設ける。

食 品 、 食 缶

等 の 搬 出 場
・食品、食缶等を衛生的に管理する。

洗 浄 室
機械、食器具類の洗

浄・消毒後

・前日の清掃終了後から、幼児児童生徒が使用

した食器具類が返却されるまでの間は非汚染

作業区域となる。

そ
の
他

更衣室、休憩室、学校給食従事者専用ト

イレ、前室等

事務室等（学校給食従事者が通常、出入

りしない区域）

学校給食従事者研修マニュアル
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ｷ 下処理室及び調理室内における機械、容器等の使用後の洗浄・消毒は、全ての食品が下

処理室及び調理室から搬出された後に行うよう努める。

ウ シンク

ｱ シンクは、食数に応じたゆとりのある大きさ、深さとする。

ｲ 下処理室においては、加熱調理用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシン

クは別々に設置するとともに、三槽式構造とする。

ｳ 調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用シンクを共用しない。あわせて、その他

の用途用シンクについても相互汚染しないよう努める。

ｴ 泥付きの根菜類の処理については、球根皮剥機とあわせ、球根以外に対応した泥落とし

シンクの整備に努めることが望ましい。

エ 冷蔵庫・冷凍庫及び食品の保管室

ｱ 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた容量（広さ）があるものを原材料用及び調理用等に

整備し、共用を避ける。

ｲ 食品の保管室は専用とする。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に

当たって、調理室を経由しない構造及び配置とする。

ｳ 温度管理が必要な設備である冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食品の保管室には、適切な場所

に正確な温度計を備える。

ｴ 食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫・冷凍庫内部の温度は適切に保ち、これらの

温度及び湿度は毎日記録する。

ｵ 冷蔵庫・冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓する。

ｶ 食品の保管室には段ボール等を持ち込まない。

オ 調理場等の温度及び湿度の管理

ｱ 調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿度計

を備える。

ｲ 調理場は、換気を行い、温度は２５℃以下、湿度は８０％以下に保つよう努める。

ｳ 調理作業時には、調理室内の温度及び湿度を確認し、その記録を行う。また、換気を行

う。

ｴ 調理場内の温度計及び湿度計は、長期休業ごと等時期を決めて定期的に検査を行う。

カ 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜。以下「廃棄物」という。）容器、清

掃用具

ｱ 蓋付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備える。

ｲ 調理場には、蓋付きのごみ箱を備える。

ｳ 清掃用具は、整理整頓し、所定の場所に保管する。また、汚染作業区域と非汚染作業区

域の共用を避ける。

ｴ 廃棄物の保管場所は、調理場外の適切な場所に設ける。

キ 学校給食従事者専用手洗い設備

ｱ 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、トイレの個室に設置するとともに、作業区

分ごとに使用しやすい位置に設置する。

ｲ 肘まで洗える大きさの手洗いシンクを設置する。

ｳ 給水栓は、直接手指を触れることのないよう、肘等で操作できるレバー式、足踏み式又

食における作業中の手洗いマニュアル」に従って手洗いする。また、手洗い設備には、

次のような設備及び備品を整える。 
・温水に対応した手洗い設備

・直接手指で触れない給水栓

・肘まで洗える大きさの手洗いシンク

・手洗い用石けん液

・消毒、乾燥済みの爪ブラシ（必要数）

・ペーパータオル

・消毒薬

・ペダル開閉式の蓋付きごみ箱

・手洗いの手順を示した掲示物

ｂ 温度計、湿度計を整え、空調等により、室内を温度は２５℃以下、湿度は８０％以下

に保つよう努める。

ｃ 直射日光を遮る設備を設ける。

ｄ 衛生害虫等の侵入を防止する設備を設ける。

ｅ 天井、内壁、扉、床、棚は、清掃が容易に行える素材を使用し、棚、扉の取っ手は、

必要に応じてアルコール等で消毒するなど衛生的に保つ。

ｆ 外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分する。また、その出入口には、 
原則として施錠設備を設ける。

ｇ 非接触式温度計を備える。

ｈ 冷蔵庫等の備品は、当該校の幼児児童生徒等の給食が可能な仕様とする。

ﾅ 食品を取り扱う場所（作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう。）は、内部の温度及び湿

度管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努める。 
ﾆ 校長及び共同調理場の長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認めら

れる場合、必要な応急措置を講じる。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を行

う。

イ 調理用の機械、機器、器具及び容器

ｱ 食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の器

具及び容器を備える。

ｲ 種類ごとに専用の調理用の器具及び容器は、下処理用、調理用、加熱調理済食品用等、

調理の過程ごとに区別する。

ｳ 調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄・消毒ができる材質、構造であり、衛生的

に保管できるものとする。また、食数に適した大きさと数量を備える。

ｴ 献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼き物

機、揚げ物機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機器を備

えるよう努める。

ｵ 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実

に洗浄するとともに、損傷がないか確認し、熱風保管庫等により適切に保管する。

ｶ フードカッター、野菜切り機等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄・消毒

した後、乾燥させる。
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ｷ 下処理室及び調理室内における機械、容器等の使用後の洗浄・消毒は、全ての食品が下

処理室及び調理室から搬出された後に行うよう努める。

ウ シンク

ｱ シンクは、食数に応じたゆとりのある大きさ、深さとする。

ｲ 下処理室においては、加熱調理用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシン

クは別々に設置するとともに、三槽式構造とする。

ｳ 調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用シンクを共用しない。あわせて、その他

の用途用シンクについても相互汚染しないよう努める。

ｴ 泥付きの根菜類の処理については、球根皮剥機とあわせ、球根以外に対応した泥落とし

シンクの整備に努めることが望ましい。

エ 冷蔵庫・冷凍庫及び食品の保管室

ｱ 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた容量（広さ）があるものを原材料用及び調理用等に

整備し、共用を避ける。

ｲ 食品の保管室は専用とする。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に

当たって、調理室を経由しない構造及び配置とする。

ｳ 温度管理が必要な設備である冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食品の保管室には、適切な場所

に正確な温度計を備える。

ｴ 食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫・冷凍庫内部の温度は適切に保ち、これらの

温度及び湿度は毎日記録する。

ｵ 冷蔵庫・冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓する。

ｶ 食品の保管室には段ボール等を持ち込まない。

オ 調理場等の温度及び湿度の管理

ｱ 調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿度計

を備える。

ｲ 調理場は、換気を行い、温度は２５℃以下、湿度は８０％以下に保つよう努める。

ｳ 調理作業時には、調理室内の温度及び湿度を確認し、その記録を行う。また、換気を行

う。

ｴ 調理場内の温度計及び湿度計は、長期休業ごと等時期を決めて定期的に検査を行う。

カ 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜。以下「廃棄物」という。）容器、清

掃用具

ｱ 蓋付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備える。

ｲ 調理場には、蓋付きのごみ箱を備える。

ｳ 清掃用具は、整理整頓し、所定の場所に保管する。また、汚染作業区域と非汚染作業区

域の共用を避ける。

ｴ 廃棄物の保管場所は、調理場外の適切な場所に設ける。

キ 学校給食従事者専用手洗い設備

ｱ 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、トイレの個室に設置するとともに、作業区

分ごとに使用しやすい位置に設置する。

ｲ 肘まで洗える大きさの手洗いシンクを設置する。

ｳ 給水栓は、直接手指を触れることのないよう、肘等で操作できるレバー式、足踏み式又

食における作業中の手洗いマニュアル」に従って手洗いする。また、手洗い設備には、

次のような設備及び備品を整える。 
・温水に対応した手洗い設備

・直接手指で触れない給水栓

・肘まで洗える大きさの手洗いシンク

・手洗い用石けん液

・消毒、乾燥済みの爪ブラシ（必要数）

・ペーパータオル

・消毒薬

・ペダル開閉式の蓋付きごみ箱

・手洗いの手順を示した掲示物

ｂ 温度計、湿度計を整え、空調等により、室内を温度は２５℃以下、湿度は８０％以下

に保つよう努める。

ｃ 直射日光を遮る設備を設ける。

ｄ 衛生害虫等の侵入を防止する設備を設ける。

ｅ 天井、内壁、扉、床、棚は、清掃が容易に行える素材を使用し、棚、扉の取っ手は、

必要に応じてアルコール等で消毒するなど衛生的に保つ。

ｆ 外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分する。また、その出入口には、 
原則として施錠設備を設ける。

ｇ 非接触式温度計を備える。

ｈ 冷蔵庫等の備品は、当該校の幼児児童生徒等の給食が可能な仕様とする。

ﾅ 食品を取り扱う場所（作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう。）は、内部の温度及び湿

度管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努める。 
ﾆ 校長及び共同調理場の長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認めら

れる場合、必要な応急措置を講じる。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を行

う。

イ 調理用の機械、機器、器具及び容器

ｱ 食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の器

具及び容器を備える。

ｲ 種類ごとに専用の調理用の器具及び容器は、下処理用、調理用、加熱調理済食品用等、

調理の過程ごとに区別する。

ｳ 調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄・消毒ができる材質、構造であり、衛生的

に保管できるものとする。また、食数に適した大きさと数量を備える。

ｴ 献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼き物

機、揚げ物機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機器を備

えるよう努める。

ｵ 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実

に洗浄するとともに、損傷がないか確認し、熱風保管庫等により適切に保管する。

ｶ フードカッター、野菜切り機等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄・消毒

した後、乾燥させる。
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ｷ 下処理室及び調理室内における機械、容器等の使用後の洗浄・消毒は、全ての食品が下

処理室及び調理室から搬出された後に行うよう努める。

ウ シンク

ｱ シンクは、食数に応じたゆとりのある大きさ、深さとする。

ｲ 下処理室においては、加熱調理用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシン

クは別々に設置するとともに、三槽式構造とする。

ｳ 調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用シンクを共用しない。あわせて、その他

の用途用シンクについても相互汚染しないよう努める。

ｴ 泥付きの根菜類の処理については、球根皮剥機とあわせ、球根以外に対応した泥落とし

シンクの整備に努めることが望ましい。

エ 冷蔵庫・冷凍庫及び食品の保管室

ｱ 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた容量（広さ）があるものを原材料用及び調理用等に

整備し、共用を避ける。

ｲ 食品の保管室は専用とする。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に

当たって、調理室を経由しない構造及び配置とする。

ｳ 温度管理が必要な設備である冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食品の保管室には、適切な場所

に正確な温度計を備える。

ｴ 食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫・冷凍庫内部の温度は適切に保ち、これらの

温度及び湿度は毎日記録する。

ｵ 冷蔵庫・冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓する。

ｶ 食品の保管室には段ボール等を持ち込まない。
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３ 調理の過程等

食中毒を防ぐには、細菌性食中毒予防の３原則「つけない」「増やさない」「やっつける」、ウイ

ルス性食中毒予防の４原則「持ち込まない」「ひろげない」「つけない」「やっつける」を全ての学

校給食従事者が徹底することが重要である。また、常に食中毒菌等の病原体を保有していても症

状の無い者（以下「無症状病原体保有者」という。）がいることを前提として、衛生管理の徹底に

努めることが求められている。

⑴ 献立作成

ア 献立作成は、学校給食施設及び設備並びに人員等の能力に応じたものとするとともに、衛

生的な作業工程及び作業動線となるよう配慮する。

イ 高温多湿の時期は、生もの、和え物・サラダ等については、細菌の増殖等が起こらないよ

うに配慮する。

ウ 保健所や愛知県衛生研究所の感染症情報等から感染症や食中毒の情報を収集し、地域にお

ける感染症、食中毒の発生状況に配慮する。

エ 献立作成委員会を設置し、栄養教諭等や保護者その他関係者の意見を尊重する。

オ 統一献立（複数の学校で共通して使用する献立をいう。）を作成するにあたっては、食品

の品質管理及び確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、一定の地域別又は学校種

別等の単位に分ける等適正な規模での作成に努める。

 

⑵ 学校給食用食品の購入

学校給食用食品は、衛生的に生産・流通されているものでなければならず、食品を購入する

にあたり、施設の衛生面及び食品の取り扱いが良好で衛生上信用のおける食品納入業者からよ

り安全な食品を購入するために物資選定委員会を設置する。

ア 適正な食品納入業者を選定する。

ｱ 納入される食品の品質や取り扱いについて十分な知識及び経験がある。

ｲ 保健所の衛生監視結果（食品衛生監視票等で確認）が良好である。

ｳ 食品衛生の知識が十分にあり、食品を清潔に取り扱っている。

ｴ 輸送中の温度管理を確実に行っている。

イ 食品納入業者の衛生管理の確認、啓発に努める。

ｱ 売買契約に当たっては衛生管理に関する事項を取り決めるなどにより、検便、衛生環境

の整備等について、自主的な取組を促す。

ｲ 必要に応じて、衛生管理の状況を確認する。

ｳ 原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品納入業者等が定期的に実施する微

生物及び理化学検査の結果又は、生産履歴等を提出させる。

ｴ 検査等の結果については、原材料として不適と判断した場合には、保健所等への相談等

により、食品納入業者の変更等適切な措置を講じるとともに検査結果は保存する。

ｵ 食品納入業者又は納入業者の団体等との間に連絡会を設け、学校給食の意義、役割及び

衛生管理の在り方について定期的な意見交換を行う。

ウ 食品の製造を委託する場合には次の点に配慮する。

は自動式等とする。

ｴ 温水に対応した方式とする。

ｵ 学校給食従事者専用の手洗い設備は、衛生的に管理するとともに、石けん液、消毒用ア

ルコール及びペーパータオル等衛生器具を常備する。

ｶ 布タオルの使用は避ける。

ｷ 前室の手洗い設備には、毎回消毒、乾燥済みの爪ブラシを使用できるよう必要数を常備

する。

ｸ ごみ箱は手指の触れないペダル開閉式で蓋付きのものとする。

ク 学校給食従事者専用トイレ

ｱ 食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とする。

ｲ 食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた場所に設けるよう努める。

ｳ 個室の前に調理衣等を着脱できる場所を設けるよう努める。

ｴ 個室には、手洗い施設を設置する。

ｵ 専用の履物を備える。

ｶ 和式トイレは、ふん便の撥ね水による汚染、下痢時には下痢便が便器、床に飛び散る可

能性が高いので、洋式トイレの蓋付きが望ましい。

ｷ 定期的に清掃・消毒を行う。

ａ 清掃・消毒は、調理終了後に行うことが望ましい。

ｂ ノロウイルス、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７など病原体による食中毒や感染症の発症者

及び病原体保有者が確認（疑いも含む）されたときは、直ちに清掃・消毒する。

ｃ 消毒薬は、ノロウイルスに効果のある次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する。

ｸ 特にねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫に注意する。

ケ 衛生害虫への対応

ｱ ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫の侵入及び発生を防止する措置を講じる。

ｲ ねずみ及び衛生害虫の発生状況を１か月に１回以上点検、記録する。

ｳ 点検において発生を確認したときには、その都度駆除をし、必要な場合には、補修、整

理整頓、清掃、清拭、消毒等を行い、その結果を記録する。

ｴ 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、食品を汚染しないようその取り扱いに十分注意す

る。
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ｱ 売買契約に当たっては衛生管理に関する事項を取り決めるなどにより、検便、衛生環境

の整備等について、自主的な取組を促す。

ｲ 必要に応じて、衛生管理の状況を確認する。

ｳ 原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品納入業者等が定期的に実施する微

生物及び理化学検査の結果又は、生産履歴等を提出させる。

ｴ 検査等の結果については、原材料として不適と判断した場合には、保健所等への相談等

により、食品納入業者の変更等適切な措置を講じるとともに検査結果は保存する。

ｵ 食品納入業者又は納入業者の団体等との間に連絡会を設け、学校給食の意義、役割及び

衛生管理の在り方について定期的な意見交換を行う。

ウ 食品の製造を委託する場合には次の点に配慮する。

は自動式等とする。

ｴ 温水に対応した方式とする。

ｵ 学校給食従事者専用の手洗い設備は、衛生的に管理するとともに、石けん液、消毒用ア

ルコール及びペーパータオル等衛生器具を常備する。

ｶ 布タオルの使用は避ける。

ｷ 前室の手洗い設備には、毎回消毒、乾燥済みの爪ブラシを使用できるよう必要数を常備

する。

ｸ ごみ箱は手指の触れないペダル開閉式で蓋付きのものとする。

ク 学校給食従事者専用トイレ

ｱ 食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とする。

ｲ 食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた場所に設けるよう努める。

ｳ 個室の前に調理衣等を着脱できる場所を設けるよう努める。

ｴ 個室には、手洗い施設を設置する。

ｵ 専用の履物を備える。

ｶ 和式トイレは、ふん便の撥ね水による汚染、下痢時には下痢便が便器、床に飛び散る可

能性が高いので、洋式トイレの蓋付きが望ましい。

ｷ 定期的に清掃・消毒を行う。
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及び病原体保有者が確認（疑いも含む）されたときは、直ちに清掃・消毒する。

ｃ 消毒薬は、ノロウイルスに効果のある次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する。
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ケ 衛生害虫への対応

ｱ ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫の侵入及び発生を防止する措置を講じる。

ｲ ねずみ及び衛生害虫の発生状況を１か月に１回以上点検、記録する。

ｳ 点検において発生を確認したときには、その都度駆除をし、必要な場合には、補修、整

理整頓、清掃、清拭、消毒等を行い、その結果を記録する。

ｴ 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、食品を汚染しないようその取り扱いに十分注意す

る。
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備に保管する。

イ 冷蔵及び冷凍保管する必要のある食品は常温放置しない。

ウ 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲

用に供されるよう品質の保持に努める。

⑸ 使用水の安全確保

学校給食に使用する水は、学校給食施設における適正な管理と検査を行い、汚染防止に努め、

衛生的な水を使用する。

ア 使用水は、学校環境衛生基準に定める基準を満たす飲料水を使用する。また、毎日、調理

開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．１㎎／Ｌ以上であることや、

外観、臭気、味等について水質検査を実施し、その結果を記録する。

検査場所は、原則として、滞留等で水質が最も悪化すると予想される末端の給水栓（１か

所）で実施する。

遊離残留塩素の確認は次のように行う。

① 調理作業前：十分（５分間程度）流水した後に計測する。

② 調理作業中：ゆで野菜等を水冷する場合は、冷却する直前に計測する。

③ 調理作業後：調理作業終了時（配食終了後）に計測する。

イ 使用水が使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じる。また、再検査の

結果使用した場合は、使用した水１Ｌを保存食用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存

する。

ウ 貯水槽を設けている場合は、専門の業者に委託するなどにより、年１回以上清掃する。ま

た、清掃した証明書等の記録は１年間保存する。

エ 使用水の水道の区分を図面等で確認し、必要に応じて検査を行う。

オ 風水害や食中毒の発生等で使用水が汚染された疑いのある場合には、その状況に応じて必

要な検査を行う。

⑹ 作業工程表・作業動線図の作成

調理作業を衛生的、効率的に行うために作業工程表と作業動線図を作成する。作業工程表と

作業動線図は給食実施日より前に作成し、校長又は共同調理場の長、衛生管理責任者等が確認

したものを使用して作業前の打ち合わせを行い、調理作業前に確認し、作業できるようにする。

変更が生じた場合には、赤字等で修正するなど正確に記録する。

ア 作業工程表

作業工程表は、出来上がり時刻から逆算してタイムスケジュールを設定することで、調理

終了から喫食までの時間を短縮することができ、また、調理担当者の作業を、時間を追って

示すことで、掛け持ち作業による二次汚染を防止することができる。学校給食従事者全員の

作業工程表を一枚に示したものを作成し、調理全体の作業内容の確認を行う。時間差によっ

て二次汚染を防止している場合には、作業動線図との確認が重要である。

作業工程表の作成については、次の点を明確にする。

① 汚染作業と非汚染作業の区分（下処理と調理）

② 献立名

学校環境衛生管理マニュアル（平成 年度改訂版）

説 ～

ｱ 衛生上、信用のおける製造業者を選定する。

ｲ 製造業者が有する設備、人員等から見た能力に応じた委託とする。

ｳ 食品の製造を委託する場合においても、学校給食衛生管理基準に基づいて、随時点検を

行い、記録を残し、事故発生の防止に努める。

エ 食品の選定には十分配慮する。

ｱ 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度のよい衛生的なものを選定するよう配慮する。

また、有害なもの又はその疑いのあるものは避ける｡

ｲ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤等その他食品添加物が添加され

た食品、又は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所

在地、使用原材料及び保存方法が明らかでない食品については使用しない。また、可能な

限り、使用原材料の原産国についての記述がある食品を選定する。

ｳ 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況に応じて、食品

の購入を考慮する。

⑶ 食品の検収 

ア 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立ち会い、品名、数量、納品時間、

納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱・袋の汚れ・破れその他の包

装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納

入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット

番号その他のロットに関する情報について、毎回、点検を行い、記録する。

イ 検収の際には、納品された食品が発注した食品と同じであるか、食物アレルギー物資等表

示の確認を複数で行い、記録する。

ウ 共同調理場の受配校に、納入業者から直接納入する食品は、発注した食品の情報を基に共

同調理場及び受配校において適切に検収を実施するとともに、その結果を記録する。

エ 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振る。

オ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る量を

購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理

に留意する。

カ 納入業者からの食品の納入にあたっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下処理

室及び調理室に立ち入らせない。

キ 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室に段ボール

等を持ち込まない。また、検収室内では食品が直接床に触れないよう床から６０㎝以上の高

さの置台を設ける。

ク 校長又は共同調理場の長は、食品の検収の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返

品、献立の一部又は全部の中止、調理済食品の回収等必要な措置を講じる。

⑷ 食品の保管

ア 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の分類

ごとに区分して専用の容器で保管するなどにより、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理

を行う。また、「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設

50

00116389_hb.indd   5000116389_hb.indd   50 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35



備に保管する。

イ 冷蔵及び冷凍保管する必要のある食品は常温放置しない。

ウ 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲

用に供されるよう品質の保持に努める。

⑸ 使用水の安全確保

学校給食に使用する水は、学校給食施設における適正な管理と検査を行い、汚染防止に努め、

衛生的な水を使用する。

ア 使用水は、学校環境衛生基準に定める基準を満たす飲料水を使用する。また、毎日、調理

開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．１㎎／Ｌ以上であることや、

外観、臭気、味等について水質検査を実施し、その結果を記録する。

検査場所は、原則として、滞留等で水質が最も悪化すると予想される末端の給水栓（１か

所）で実施する。

遊離残留塩素の確認は次のように行う。

① 調理作業前：十分（５分間程度）流水した後に計測する。

② 調理作業中：ゆで野菜等を水冷する場合は、冷却する直前に計測する。

③ 調理作業後：調理作業終了時（配食終了後）に計測する。

イ 使用水が使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じる。また、再検査の

結果使用した場合は、使用した水１Ｌを保存食用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存

する。

ウ 貯水槽を設けている場合は、専門の業者に委託するなどにより、年１回以上清掃する。ま

た、清掃した証明書等の記録は１年間保存する。

エ 使用水の水道の区分を図面等で確認し、必要に応じて検査を行う。

オ 風水害や食中毒の発生等で使用水が汚染された疑いのある場合には、その状況に応じて必

要な検査を行う。

⑹ 作業工程表・作業動線図の作成

調理作業を衛生的、効率的に行うために作業工程表と作業動線図を作成する。作業工程表と

作業動線図は給食実施日より前に作成し、校長又は共同調理場の長、衛生管理責任者等が確認

したものを使用して作業前の打ち合わせを行い、調理作業前に確認し、作業できるようにする。

変更が生じた場合には、赤字等で修正するなど正確に記録する。

ア 作業工程表

作業工程表は、出来上がり時刻から逆算してタイムスケジュールを設定することで、調理

終了から喫食までの時間を短縮することができ、また、調理担当者の作業を、時間を追って

示すことで、掛け持ち作業による二次汚染を防止することができる。学校給食従事者全員の

作業工程表を一枚に示したものを作成し、調理全体の作業内容の確認を行う。時間差によっ

て二次汚染を防止している場合には、作業動線図との確認が重要である。

作業工程表の作成については、次の点を明確にする。

① 汚染作業と非汚染作業の区分（下処理と調理）

② 献立名

学校環境衛生管理マニュアル（平成 年度改訂版）

説 ～

ｱ 衛生上、信用のおける製造業者を選定する。

ｲ 製造業者が有する設備、人員等から見た能力に応じた委託とする。

ｳ 食品の製造を委託する場合においても、学校給食衛生管理基準に基づいて、随時点検を

行い、記録を残し、事故発生の防止に努める。

エ 食品の選定には十分配慮する。

ｱ 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度のよい衛生的なものを選定するよう配慮する。

また、有害なもの又はその疑いのあるものは避ける｡

ｲ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤等その他食品添加物が添加され

た食品、又は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所

在地、使用原材料及び保存方法が明らかでない食品については使用しない。また、可能な

限り、使用原材料の原産国についての記述がある食品を選定する。

ｳ 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況に応じて、食品

の購入を考慮する。

⑶ 食品の検収 

ア 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立ち会い、品名、数量、納品時間、

納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱・袋の汚れ・破れその他の包

装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納

入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット

番号その他のロットに関する情報について、毎回、点検を行い、記録する。

イ 検収の際には、納品された食品が発注した食品と同じであるか、食物アレルギー物資等表

示の確認を複数で行い、記録する。

ウ 共同調理場の受配校に、納入業者から直接納入する食品は、発注した食品の情報を基に共

同調理場及び受配校において適切に検収を実施するとともに、その結果を記録する。

エ 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振る。

オ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る量を

購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理

に留意する。

カ 納入業者からの食品の納入にあたっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下処理

室及び調理室に立ち入らせない。

キ 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室に段ボール

等を持ち込まない。また、検収室内では食品が直接床に触れないよう床から６０㎝以上の高

さの置台を設ける。

ク 校長又は共同調理場の長は、食品の検収の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返

品、献立の一部又は全部の中止、調理済食品の回収等必要な措置を講じる。

⑷ 食品の保管

ア 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の分類

ごとに区分して専用の容器で保管するなどにより、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理

を行う。また、「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設
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備に保管する。

イ 冷蔵及び冷凍保管する必要のある食品は常温放置しない。

ウ 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲

用に供されるよう品質の保持に努める。

⑸ 使用水の安全確保

学校給食に使用する水は、学校給食施設における適正な管理と検査を行い、汚染防止に努め、

衛生的な水を使用する。

ア 使用水は、学校環境衛生基準に定める基準を満たす飲料水を使用する。また、毎日、調理

開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．１㎎／Ｌ以上であることや、

外観、臭気、味等について水質検査を実施し、その結果を記録する。

検査場所は、原則として、滞留等で水質が最も悪化すると予想される末端の給水栓（１か

所）で実施する。

遊離残留塩素の確認は次のように行う。

① 調理作業前：十分（５分間程度）流水した後に計測する。

② 調理作業中：ゆで野菜等を水冷する場合は、冷却する直前に計測する。

③ 調理作業後：調理作業終了時（配食終了後）に計測する。

イ 使用水が使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じる。また、再検査の

結果使用した場合は、使用した水１Ｌを保存食用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存

する。

ウ 貯水槽を設けている場合は、専門の業者に委託するなどにより、年１回以上清掃する。ま

た、清掃した証明書等の記録は１年間保存する。

エ 使用水の水道の区分を図面等で確認し、必要に応じて検査を行う。

オ 風水害や食中毒の発生等で使用水が汚染された疑いのある場合には、その状況に応じて必

要な検査を行う。

⑹ 作業工程表・作業動線図の作成

調理作業を衛生的、効率的に行うために作業工程表と作業動線図を作成する。作業工程表と

作業動線図は給食実施日より前に作成し、校長又は共同調理場の長、衛生管理責任者等が確認

したものを使用して作業前の打ち合わせを行い、調理作業前に確認し、作業できるようにする。

変更が生じた場合には、赤字等で修正するなど正確に記録する。

ア 作業工程表

作業工程表は、出来上がり時刻から逆算してタイムスケジュールを設定することで、調理

終了から喫食までの時間を短縮することができ、また、調理担当者の作業を、時間を追って

示すことで、掛け持ち作業による二次汚染を防止することができる。学校給食従事者全員の

作業工程表を一枚に示したものを作成し、調理全体の作業内容の確認を行う。時間差によっ

て二次汚染を防止している場合には、作業動線図との確認が重要である。

作業工程表の作成については、次の点を明確にする。

① 汚染作業と非汚染作業の区分（下処理と調理）

② 献立名

学校環境衛生管理マニュアル（平成 年度改訂版）

説 ～

ｱ 衛生上、信用のおける製造業者を選定する。

ｲ 製造業者が有する設備、人員等から見た能力に応じた委託とする。

ｳ 食品の製造を委託する場合においても、学校給食衛生管理基準に基づいて、随時点検を

行い、記録を残し、事故発生の防止に努める。

エ 食品の選定には十分配慮する。

ｱ 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度のよい衛生的なものを選定するよう配慮する。

また、有害なもの又はその疑いのあるものは避ける｡

ｲ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤等その他食品添加物が添加され

た食品、又は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所

在地、使用原材料及び保存方法が明らかでない食品については使用しない。また、可能な

限り、使用原材料の原産国についての記述がある食品を選定する。

ｳ 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況に応じて、食品

の購入を考慮する。

⑶ 食品の検収 

ア 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立ち会い、品名、数量、納品時間、

納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱・袋の汚れ・破れその他の包

装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納

入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット

番号その他のロットに関する情報について、毎回、点検を行い、記録する。

イ 検収の際には、納品された食品が発注した食品と同じであるか、食物アレルギー物資等表

示の確認を複数で行い、記録する。

ウ 共同調理場の受配校に、納入業者から直接納入する食品は、発注した食品の情報を基に共

同調理場及び受配校において適切に検収を実施するとともに、その結果を記録する。

エ 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振る。

オ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る量を

購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理

に留意する。

カ 納入業者からの食品の納入にあたっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下処理

室及び調理室に立ち入らせない。

キ 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室に段ボール

等を持ち込まない。また、検収室内では食品が直接床に触れないよう床から６０㎝以上の高

さの置台を設ける。

ク 校長又は共同調理場の長は、食品の検収の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返

品、献立の一部又は全部の中止、調理済食品の回収等必要な措置を講じる。

⑷ 食品の保管

ア 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の分類

ごとに区分して専用の容器で保管するなどにより、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理

を行う。また、「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設
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る料理は、加熱のむらが出来るため、温度が上がりにくい部位３点以上の温度を測る。

ｲ 中心温度計は定期的に検査を行い、正確な機器を使用する。

ｳ 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用

冷蔵庫で保管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を短くする。

ｴ 加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時の温度及び時刻を記録する。

ｵ 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、トッピングする時

期は給食までの時間が極力短くなるようにする。

ウ 和え物、サラダ等の調理に当たっては次の点に留意する。

ｱ 料理の混ぜ合わせ、配食及び配膳に際しては、清潔な場所で、清潔な器具を使用し、料

理に直接手を触れないように調理する。

ｲ 各食品を調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二次汚染に注意し、冷

蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行う。

ｳ 加熱調理後冷却する必要のある食品の保管には、原材料用冷蔵庫を使用しない。

ｴ 調理後の食品をやむをえず水で冷却する場合は、直前に使用水の遊離残留塩素が０．１

／Ｌ以上であることを確認し、確認した数値及び時刻を記録する。

ｵ 和える時刻を配食の直前にするなど給食までの時間の短縮を図り、調理終了時に温度及

び時刻を記録する。

エ マヨネーズは作らない。

オ 缶詰は、缶の状態、内壁塗装の状態等に注意する。

カ 泥付きの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つ。

キ 前日調理を行わず、全てその日に学校給食調理場で調理する。

ク 食品中及び調理中の異物混入に注意する。

⑻ 二次汚染の防止

ア 作業工程表及び作業動線図を作業前に確認する。

イ 食品、食品を入れた容器及び調理器具は、床からの跳ね返り水を避けるため、床から６０

㎝以上の高さの置台に置く。

ウ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵は、専用の容器、調理用の機器及び器具を使用し、他の

食品への二次汚染を防止する。

エ 調理作業中の食品及び調理用の機械、機器、器具並びに容器の汚染防止の徹底を図る。

オ 包丁及びまな板類については、食品別（魚介類、食肉類、野菜類、果物類等）及び処理別

（加熱前、加熱後等）の使い分けの徹底を図る。

カ 加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器に

蓋
ふた

をして保存するなど、他からの二次汚染を防止する。

キ 調理済みの食品は、素手で触らない。

ク 調理作業の際には、ふきんを使用しない。

ケ エプロン、履物等は、色分けするなどにより作業区分ごとに用途別、食品別に区分し、明

確に使い分ける。

コ エプロン、履物等は、作業区分ごとに洗浄・消毒し、翌日まで乾燥させ、区分して保管す

る。

③ 時間（タイムスケジュール）

④ 担当者

⑤ 調理作業の内容（時間帯によって仕事内容が空欄になっているところはないか確認）

⑥ 衛生管理点（手洗い、エプロン交換、温度確認等）

⑦ 汚染度が高い食品（生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等）における担当者と扱う時間、

衛生管理点（手洗い、エプロンの交換等）

⑧ 食物アレルギー対応

イ 作業動線図

作業動線図の作成においては、二次汚染を防止するため、生の魚介類・食肉類・未殺菌の

卵等の汚染度の高い食品と非加熱食品や和え物等の調理後の料理の明確な動線を示し交差汚

染を防ぐことが大切である。

作業動線図の作成については、次の点を明確にする。

① 食品の搬入口

② 食品の保管場所

③ 汚染作業区域・非汚染作業区域の区分及び機械器具等

④ 汚染作業区域から非汚染作業区域に食品を受け渡す場所又は台等

⑤ 調理後の食品の保管場所（配膳棚や配膳室等）

⑥ 献立名及び使用されている食品名

⑦ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等の汚染度の高い食品と非加熱調理用食品や和え物

等汚染させたくない食品や料理等

⑧ 食物アレルギー対応

⑺ 調理過程

ア 野菜類については、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理することとし、生野菜

等の使用に当たっては次の点に留意する。

ｱ 教育委員会等において、食中毒の発生状況、施設及び設備の状況、調理過程における二

次汚染防止のための措置、学校給食従事者の研修の実施、管理運営体制の整備等の衛生管

理体制の実態、並びに生野菜の食生活に果たす役割等を踏まえ、安全性を確認しつつ、加

熱調理の有無を判断する。

ｲ 流水で十分洗浄し、必要に応じて消毒するとともに、消毒薬が完全に洗い落とされるま

で流水で水洗いする。

ｳ スライサー、包丁、まな板等は、消毒した生食専用のものを使用する。

ｴ 容器は消毒した生食専用のものを用いる。

ｵ 下処理後に加熱を行わない食品の保管には、原材料用冷蔵庫を使用しない。

イ 原則として、給食には加熱したものを提供することとし、加熱調理については次の点に留

意する。

ｱ 中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス

汚染のおそれのある食品は８５℃で１分間以上（学校給食衛生管理基準）、あるいは８５～

９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マニュアル））又は、これと同等以上の温度

まで加熱されていることを確認し、その温度と時刻を記録する。釜、焼き物機等で加熱す
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る料理は、加熱のむらが出来るため、温度が上がりにくい部位３点以上の温度を測る。

ｲ 中心温度計は定期的に検査を行い、正確な機器を使用する。

ｳ 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用

冷蔵庫で保管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を短くする。

ｴ 加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時の温度及び時刻を記録する。

ｵ 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、トッピングする時

期は給食までの時間が極力短くなるようにする。

ウ 和え物、サラダ等の調理に当たっては次の点に留意する。

ｱ 料理の混ぜ合わせ、配食及び配膳に際しては、清潔な場所で、清潔な器具を使用し、料

理に直接手を触れないように調理する。

ｲ 各食品を調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二次汚染に注意し、冷

蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行う。

ｳ 加熱調理後冷却する必要のある食品の保管には、原材料用冷蔵庫を使用しない。

ｴ 調理後の食品をやむをえず水で冷却する場合は、直前に使用水の遊離残留塩素が０．１

／Ｌ以上であることを確認し、確認した数値及び時刻を記録する。

ｵ 和える時刻を配食の直前にするなど給食までの時間の短縮を図り、調理終了時に温度及

び時刻を記録する。

エ マヨネーズは作らない。

オ 缶詰は、缶の状態、内壁塗装の状態等に注意する。

カ 泥付きの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つ。

キ 前日調理を行わず、全てその日に学校給食調理場で調理する。

ク 食品中及び調理中の異物混入に注意する。

⑻ 二次汚染の防止

ア 作業工程表及び作業動線図を作業前に確認する。

イ 食品、食品を入れた容器及び調理器具は、床からの跳ね返り水を避けるため、床から６０

㎝以上の高さの置台に置く。

ウ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵は、専用の容器、調理用の機器及び器具を使用し、他の

食品への二次汚染を防止する。

エ 調理作業中の食品及び調理用の機械、機器、器具並びに容器の汚染防止の徹底を図る。

オ 包丁及びまな板類については、食品別（魚介類、食肉類、野菜類、果物類等）及び処理別

（加熱前、加熱後等）の使い分けの徹底を図る。

カ 加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器に

蓋
ふた

をして保存するなど、他からの二次汚染を防止する。

キ 調理済みの食品は、素手で触らない。

ク 調理作業の際には、ふきんを使用しない。

ケ エプロン、履物等は、色分けするなどにより作業区分ごとに用途別、食品別に区分し、明

確に使い分ける。

コ エプロン、履物等は、作業区分ごとに洗浄・消毒し、翌日まで乾燥させ、区分して保管す

る。

③ 時間（タイムスケジュール）

④ 担当者

⑤ 調理作業の内容（時間帯によって仕事内容が空欄になっているところはないか確認）

⑥ 衛生管理点（手洗い、エプロン交換、温度確認等）

⑦ 汚染度が高い食品（生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等）における担当者と扱う時間、

衛生管理点（手洗い、エプロンの交換等）

⑧ 食物アレルギー対応

イ 作業動線図

作業動線図の作成においては、二次汚染を防止するため、生の魚介類・食肉類・未殺菌の

卵等の汚染度の高い食品と非加熱食品や和え物等の調理後の料理の明確な動線を示し交差汚

染を防ぐことが大切である。

作業動線図の作成については、次の点を明確にする。

① 食品の搬入口

② 食品の保管場所

③ 汚染作業区域・非汚染作業区域の区分及び機械器具等

④ 汚染作業区域から非汚染作業区域に食品を受け渡す場所又は台等

⑤ 調理後の食品の保管場所（配膳棚や配膳室等）

⑥ 献立名及び使用されている食品名

⑦ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等の汚染度の高い食品と非加熱調理用食品や和え物

等汚染させたくない食品や料理等

⑧ 食物アレルギー対応

⑺ 調理過程

ア 野菜類については、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理することとし、生野菜

等の使用に当たっては次の点に留意する。

ｱ 教育委員会等において、食中毒の発生状況、施設及び設備の状況、調理過程における二

次汚染防止のための措置、学校給食従事者の研修の実施、管理運営体制の整備等の衛生管

理体制の実態、並びに生野菜の食生活に果たす役割等を踏まえ、安全性を確認しつつ、加

熱調理の有無を判断する。

ｲ 流水で十分洗浄し、必要に応じて消毒するとともに、消毒薬が完全に洗い落とされるま

で流水で水洗いする。

ｳ スライサー、包丁、まな板等は、消毒した生食専用のものを使用する。

ｴ 容器は消毒した生食専用のものを用いる。

ｵ 下処理後に加熱を行わない食品の保管には、原材料用冷蔵庫を使用しない。

イ 原則として、給食には加熱したものを提供することとし、加熱調理については次の点に留

意する。

ｱ 中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス

汚染のおそれのある食品は８５℃で１分間以上（学校給食衛生管理基準）、あるいは８５～

９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マニュアル））又は、これと同等以上の温度

まで加熱されていることを確認し、その温度と時刻を記録する。釜、焼き物機等で加熱す
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る料理は、加熱のむらが出来るため、温度が上がりにくい部位３点以上の温度を測る。

ｲ 中心温度計は定期的に検査を行い、正確な機器を使用する。

ｳ 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用

冷蔵庫で保管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を短くする。

ｴ 加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時の温度及び時刻を記録する。

ｵ 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、トッピングする時

期は給食までの時間が極力短くなるようにする。

ウ 和え物、サラダ等の調理に当たっては次の点に留意する。

ｱ 料理の混ぜ合わせ、配食及び配膳に際しては、清潔な場所で、清潔な器具を使用し、料

理に直接手を触れないように調理する。

ｲ 各食品を調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二次汚染に注意し、冷

蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行う。

ｳ 加熱調理後冷却する必要のある食品の保管には、原材料用冷蔵庫を使用しない。

ｴ 調理後の食品をやむをえず水で冷却する場合は、直前に使用水の遊離残留塩素が０．１

／Ｌ以上であることを確認し、確認した数値及び時刻を記録する。

ｵ 和える時刻を配食の直前にするなど給食までの時間の短縮を図り、調理終了時に温度及

び時刻を記録する。

エ マヨネーズは作らない。

オ 缶詰は、缶の状態、内壁塗装の状態等に注意する。

カ 泥付きの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つ。

キ 前日調理を行わず、全てその日に学校給食調理場で調理する。

ク 食品中及び調理中の異物混入に注意する。

⑻ 二次汚染の防止

ア 作業工程表及び作業動線図を作業前に確認する。

イ 食品、食品を入れた容器及び調理器具は、床からの跳ね返り水を避けるため、床から６０

㎝以上の高さの置台に置く。

ウ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵は、専用の容器、調理用の機器及び器具を使用し、他の

食品への二次汚染を防止する。

エ 調理作業中の食品及び調理用の機械、機器、器具並びに容器の汚染防止の徹底を図る。

オ 包丁及びまな板類については、食品別（魚介類、食肉類、野菜類、果物類等）及び処理別

（加熱前、加熱後等）の使い分けの徹底を図る。

カ 加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器に

蓋
ふた

をして保存するなど、他からの二次汚染を防止する。

キ 調理済みの食品は、素手で触らない。

ク 調理作業の際には、ふきんを使用しない。

ケ エプロン、履物等は、色分けするなどにより作業区分ごとに用途別、食品別に区分し、明

確に使い分ける。

コ エプロン、履物等は、作業区分ごとに洗浄・消毒し、翌日まで乾燥させ、区分して保管す

る。

③ 時間（タイムスケジュール）

④ 担当者

⑤ 調理作業の内容（時間帯によって仕事内容が空欄になっているところはないか確認）

⑥ 衛生管理点（手洗い、エプロン交換、温度確認等）

⑦ 汚染度が高い食品（生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等）における担当者と扱う時間、

衛生管理点（手洗い、エプロンの交換等）

⑧ 食物アレルギー対応

イ 作業動線図

作業動線図の作成においては、二次汚染を防止するため、生の魚介類・食肉類・未殺菌の

卵等の汚染度の高い食品と非加熱食品や和え物等の調理後の料理の明確な動線を示し交差汚

染を防ぐことが大切である。

作業動線図の作成については、次の点を明確にする。

① 食品の搬入口

② 食品の保管場所

③ 汚染作業区域・非汚染作業区域の区分及び機械器具等

④ 汚染作業区域から非汚染作業区域に食品を受け渡す場所又は台等

⑤ 調理後の食品の保管場所（配膳棚や配膳室等）

⑥ 献立名及び使用されている食品名

⑦ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等の汚染度の高い食品と非加熱調理用食品や和え物

等汚染させたくない食品や料理等

⑧ 食物アレルギー対応

⑺ 調理過程

ア 野菜類については、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理することとし、生野菜

等の使用に当たっては次の点に留意する。

ｱ 教育委員会等において、食中毒の発生状況、施設及び設備の状況、調理過程における二

次汚染防止のための措置、学校給食従事者の研修の実施、管理運営体制の整備等の衛生管

理体制の実態、並びに生野菜の食生活に果たす役割等を踏まえ、安全性を確認しつつ、加

熱調理の有無を判断する。

ｲ 流水で十分洗浄し、必要に応じて消毒するとともに、消毒薬が完全に洗い落とされるま

で流水で水洗いする。

ｳ スライサー、包丁、まな板等は、消毒した生食専用のものを使用する。

ｴ 容器は消毒した生食専用のものを用いる。

ｵ 下処理後に加熱を行わない食品の保管には、原材料用冷蔵庫を使用しない。

イ 原則として、給食には加熱したものを提供することとし、加熱調理については次の点に留

意する。

ｱ 中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス

汚染のおそれのある食品は８５℃で１分間以上（学校給食衛生管理基準）、あるいは８５～

９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マニュアル））又は、これと同等以上の温度

まで加熱されていることを確認し、その温度と時刻を記録する。釜、焼き物機等で加熱す
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こしょう等）は保存の必要はない。

チ 幼児児童生徒の栄養指導及び配膳の目安とする展示食を保存食と兼用しない。

ツ 原材料、加工食品及び調理済食品が全て保管されているかを記録する。

テ 保存食を廃棄した日時を記録する。

⑿ 配送

ア 容器、配送車の整備に努め、配送途中の塵埃
じんあい

等による調理済食品等の汚染を防止する。

イ 調理済食品等が喫食されるまでの温度管理及び時間の短縮に努める。

ウ 調理済食品等が調理後２時間以内に喫食できるよう、配送車を必要台数確保する。

⒀ 検食

ア 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて幼

児児童生徒の喫食開始時刻の３０分前までに行う。また、異常があった場合には、給食を中

止するとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡する。 
イ 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程にお

いて加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、

一食分としてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及

び、幼児児童生徒の嗜
し

好との関連はどのように配慮されているか確認する。 
ウ 検食を行った時刻、検食者の意見等検食の結果を記録する。

⒁ 廃棄物処理

ア 分別し、衛生的に処理する。

イ 汚臭、汚液がもれないように管理する。

ウ 廃棄物を入れる容器は、作業終了後速やかに清掃し、衛生上支障がないように保持する。

エ 汚染作業区域及び非汚染作業区域内に放置しない。

オ 返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込まない。

カ 廃棄物の搬出後に保管場所を清掃するなど、環境に悪影響を及ぼさないよう管理する。

⑼ 食品の温度管理

ア 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つ。

イ 冷蔵及び冷凍保管する必要のある食品は常温放置しない。

ウ 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷

蔵庫で保管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を短くする。

エ 加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時、和え作業終了時の温度及び時刻を記録する。

オ 配送に当たっては、必要に応じて保温食缶又は保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用し、温度

管理を行う。 
カ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

キ 共同調理場方式においては、調理場からの搬出及び受配校での搬入の時刻を毎日、温度を

定期的に記録する。

⑽ 配食

ア 食品を食缶等に移し替える際は、床から６０㎝以上で行う。

イ 配食の時刻を毎日記録する。

ウ 配食後、容器に蓋
ふた

をする。

⑾ 保存食

ア 保存食専用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存する。

イ 毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつビニール袋等清潔な

容器に密封して入れる。

ウ 採取後は、直ちに保存食用の冷凍庫に保存する。

エ 同じ食品であっても規格の異なる場合は、規格ごとに保存する。

オ 同じ食品であっても複数の業者から搬入される食品については、業者ごとに保存する。

カ 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存する。

キ 一食分の保存食は、採取日、廃棄日時を記入した専用の容器やビニール袋にまとめて保存

する。

ク 原材料は、洗浄・消毒等は行わず、購入した状態とする。ただし、卵は、全てを割卵して

から冷蔵保管し、調理直前に混合したものから採取する。

ケ 飲用牛乳及び調理用牛乳は別々に採取する。

コ 野菜等で生産地が異なる場合は、生産地ごとに採取する。

サ 納入された食品の消費期限又は賞味期限、製造年月日若しくはロットが違う場合はそれぞ

れから採取する。

シ 調理済食品は、使用している食品全てが含まれるように、釜別、ロット別に採取する。

ス 調理済食品の保存食は、配食の最後に採取する。

セ 一定期間分を一括購入している食品は、納入時に採取する。

ソ 常温で保存できる乾物（わかめ・干し椎茸・削り節・昆布・春雨・ごま・のり等）、缶詰等

は保存する必要はないが、幼児児童生徒の教育活動の一環で加工した食品を活用する場合は、

常温保存できる食品であっても採取する。

タ 米（アルファ化米）、麦、調味料（塩・砂糖・酢・みりん・しょうゆ・酒・ソース・みそ・
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こしょう等）は保存の必要はない。

チ 幼児児童生徒の栄養指導及び配膳の目安とする展示食を保存食と兼用しない。

ツ 原材料、加工食品及び調理済食品が全て保管されているかを記録する。

テ 保存食を廃棄した日時を記録する。

⑿ 配送

ア 容器、配送車の整備に努め、配送途中の塵埃
じんあい

等による調理済食品等の汚染を防止する。

イ 調理済食品等が喫食されるまでの温度管理及び時間の短縮に努める。

ウ 調理済食品等が調理後２時間以内に喫食できるよう、配送車を必要台数確保する。

⒀ 検食

ア 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて幼

児児童生徒の喫食開始時刻の３０分前までに行う。また、異常があった場合には、給食を中

止するとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡する。 
イ 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程にお

いて加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、

一食分としてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及

び、幼児児童生徒の嗜
し

好との関連はどのように配慮されているか確認する。 
ウ 検食を行った時刻、検食者の意見等検食の結果を記録する。

⒁ 廃棄物処理

ア 分別し、衛生的に処理する。

イ 汚臭、汚液がもれないように管理する。

ウ 廃棄物を入れる容器は、作業終了後速やかに清掃し、衛生上支障がないように保持する。

エ 汚染作業区域及び非汚染作業区域内に放置しない。

オ 返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込まない。

カ 廃棄物の搬出後に保管場所を清掃するなど、環境に悪影響を及ぼさないよう管理する。

⑼ 食品の温度管理

ア 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つ。

イ 冷蔵及び冷凍保管する必要のある食品は常温放置しない。

ウ 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷

蔵庫で保管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を短くする。

エ 加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時、和え作業終了時の温度及び時刻を記録する。

オ 配送に当たっては、必要に応じて保温食缶又は保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用し、温度

管理を行う。 
カ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

キ 共同調理場方式においては、調理場からの搬出及び受配校での搬入の時刻を毎日、温度を

定期的に記録する。

⑽ 配食

ア 食品を食缶等に移し替える際は、床から６０㎝以上で行う。

イ 配食の時刻を毎日記録する。

ウ 配食後、容器に蓋
ふた

をする。

⑾ 保存食

ア 保存食専用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存する。

イ 毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつビニール袋等清潔な

容器に密封して入れる。

ウ 採取後は、直ちに保存食用の冷凍庫に保存する。

エ 同じ食品であっても規格の異なる場合は、規格ごとに保存する。

オ 同じ食品であっても複数の業者から搬入される食品については、業者ごとに保存する。

カ 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存する。

キ 一食分の保存食は、採取日、廃棄日時を記入した専用の容器やビニール袋にまとめて保存

する。

ク 原材料は、洗浄・消毒等は行わず、購入した状態とする。ただし、卵は、全てを割卵して

から冷蔵保管し、調理直前に混合したものから採取する。

ケ 飲用牛乳及び調理用牛乳は別々に採取する。

コ 野菜等で生産地が異なる場合は、生産地ごとに採取する。

サ 納入された食品の消費期限又は賞味期限、製造年月日若しくはロットが違う場合はそれぞ

れから採取する。

シ 調理済食品は、使用している食品全てが含まれるように、釜別、ロット別に採取する。

ス 調理済食品の保存食は、配食の最後に採取する。

セ 一定期間分を一括購入している食品は、納入時に採取する。

ソ 常温で保存できる乾物（わかめ・干し椎茸・削り節・昆布・春雨・ごま・のり等）、缶詰等

は保存する必要はないが、幼児児童生徒の教育活動の一環で加工した食品を活用する場合は、

常温保存できる食品であっても採取する。

タ 米（アルファ化米）、麦、調味料（塩・砂糖・酢・みりん・しょうゆ・酒・ソース・みそ・

54

00116389_hb.indd   5400116389_hb.indd   54 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35

こしょう等）は保存の必要はない。

チ 幼児児童生徒の栄養指導及び配膳の目安とする展示食を保存食と兼用しない。

ツ 原材料、加工食品及び調理済食品が全て保管されているかを記録する。

テ 保存食を廃棄した日時を記録する。

⑿ 配送

ア 容器、配送車の整備に努め、配送途中の塵埃
じんあい

等による調理済食品等の汚染を防止する。

イ 調理済食品等が喫食されるまでの温度管理及び時間の短縮に努める。

ウ 調理済食品等が調理後２時間以内に喫食できるよう、配送車を必要台数確保する。

⒀ 検食

ア 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて幼

児児童生徒の喫食開始時刻の３０分前までに行う。また、異常があった場合には、給食を中

止するとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡する。 
イ 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程にお

いて加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、

一食分としてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及

び、幼児児童生徒の嗜
し

好との関連はどのように配慮されているか確認する。 
ウ 検食を行った時刻、検食者の意見等検食の結果を記録する。

⒁ 廃棄物処理

ア 分別し、衛生的に処理する。

イ 汚臭、汚液がもれないように管理する。

ウ 廃棄物を入れる容器は、作業終了後速やかに清掃し、衛生上支障がないように保持する。

エ 汚染作業区域及び非汚染作業区域内に放置しない。

オ 返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込まない。

カ 廃棄物の搬出後に保管場所を清掃するなど、環境に悪影響を及ぼさないよう管理する。

⑼ 食品の温度管理

ア 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つ。

イ 冷蔵及び冷凍保管する必要のある食品は常温放置しない。

ウ 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷

蔵庫で保管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を短くする。

エ 加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時、和え作業終了時の温度及び時刻を記録する。

オ 配送に当たっては、必要に応じて保温食缶又は保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用し、温度

管理を行う。 
カ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

キ 共同調理場方式においては、調理場からの搬出及び受配校での搬入の時刻を毎日、温度を

定期的に記録する。

⑽ 配食

ア 食品を食缶等に移し替える際は、床から６０㎝以上で行う。

イ 配食の時刻を毎日記録する。

ウ 配食後、容器に蓋
ふた

をする。

⑾ 保存食

ア 保存食専用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存する。

イ 毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつビニール袋等清潔な

容器に密封して入れる。

ウ 採取後は、直ちに保存食用の冷凍庫に保存する。

エ 同じ食品であっても規格の異なる場合は、規格ごとに保存する。

オ 同じ食品であっても複数の業者から搬入される食品については、業者ごとに保存する。

カ 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存する。

キ 一食分の保存食は、採取日、廃棄日時を記入した専用の容器やビニール袋にまとめて保存

する。

ク 原材料は、洗浄・消毒等は行わず、購入した状態とする。ただし、卵は、全てを割卵して

から冷蔵保管し、調理直前に混合したものから採取する。

ケ 飲用牛乳及び調理用牛乳は別々に採取する。

コ 野菜等で生産地が異なる場合は、生産地ごとに採取する。

サ 納入された食品の消費期限又は賞味期限、製造年月日若しくはロットが違う場合はそれぞ

れから採取する。

シ 調理済食品は、使用している食品全てが含まれるように、釜別、ロット別に採取する。

ス 調理済食品の保存食は、配食の最後に採取する。

セ 一定期間分を一括購入している食品は、納入時に採取する。

ソ 常温で保存できる乾物（わかめ・干し椎茸・削り節・昆布・春雨・ごま・のり等）、缶詰等

は保存する必要はないが、幼児児童生徒の教育活動の一環で加工した食品を活用する場合は、

常温保存できる食品であっても採取する。

タ 米（アルファ化米）、麦、調味料（塩・砂糖・酢・みりん・しょうゆ・酒・ソース・みそ・
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保有者を早期に発見し、調理業務からの離脱や消毒等の対策を講じることで、集団感染

を予防できる。大量調理施設衛生管理マニュアルでは、学校給食従事者は臨時職員も含め、

必要に応じ１０月から３月にはノロウイルスの検査を含めることとしている。実際に、本

県においても、高感度の検便検査による無症状病原体保有者が数多く確認されていること

から、原則１０月から３月には月１回のノロウイルス検査を含める。

ｶ 検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ 細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症等三類感染症の場合は、感染症の患者及び無

症状病原体保有者がその病原体を保有しなくなるまでの期間、飲食物に直接触れる業

務について就業制限がある。

ｂ サルモネラ属菌陽性の場合は、ａに準じた扱いとする。

ｃ 学校給食衛生管理基準の別紙３の別添第６票を作成し保存する。

ｷ ノロウイルスの高感度の検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感

度の検便検査結果においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、学

校給食施設区分の作業区域内への立ち入りを控えさせ、他の学校給食従事者と一緒に食事

を喫食する、トイレを共用するなど同一の感染機会をもたないよう適切な措置をとる。

ｂ ノロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食する又はノロウイ

ルスによる発症者が同居人にいるなど、同一の感染機会があった可能性がある学校給食

従事者について速やかに高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を

講じるよう努める。

ｃ 高感度の検便検査結果が陽性であった場合も、学校給食衛生管理基準の別紙３の別添

第６票を作成し保存する。

ウ 健康診断の実施

健康診断は、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回行う。これを含め年３回定

期に健康状態を把握することが望ましい。

⑵  衛生管理

ア 身支度・服装

ｱ 専用の清潔な調理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用する。

ｲ 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したままトイレに入らない。

ｳ 毛髪は帽子からはみ出さないようにする。

ｴ 爪は短く切り、マニキュアや香水はつけない。

ｵ 調理場内では指輪、ネックレス、イヤリング、ヘアピン、時計等は必ず外す。

ｶ ポケットの中には何も入れない。

ｷ 調理作業中、顔や毛髪等にむやみに触れない。触れたら必ず手を洗う。

イ 手洗い

学校給食調理場における手洗いマニュアルを参考にし、次の区分により流水・石け

ん液を用いて、必ず手指の洗浄・消毒を行う。

学校給食調理場における手洗いマニュアル ５

～

学校給食調理従事者研修マニュアル ～

４ 学校給食従事者

学校給食の調理や配食等を行う者の他に、食品の配送及び配膳に携わる者についても、食品や

食器具等を汚染する可能性がある作業に従事する場合は、毎日の健康調査、月２回以上の検便検

査、定期的な健康診断を必ず実施し、十分な注意をする。

大量調理施設衛生管理マニュアルでは、食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原

則として、学校給食従事者は当該施設で調理された食品を喫食しないとされている。ただし、原

因究明の処置が講じられている場合はこの限りではない。また、学校給食衛生管理基準では、学

校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を幼児児童生徒

とともに食べることによって、学校給食従事者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資

するものであることから、健康調査及び検便検査の措置を講じた上で、当該施設内で喫食しても

差し支えないとされている。

⑴ 健康管理

ア 毎日の健康調査

ｱ 健康状態を毎日（休日、長期休業日も含む。）個人ごとに記録する。

ｲ 健康状態に異常がある場合は、衛生管理責任者等に速やかに報告する。なお、感染性胃

腸炎の疑いがある場合は、出勤せずに報告をするとともに、医療機関を受診する。加えて、

下痢、嘔吐を発症している場合は、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査（リアル

タイムＰＣＲ法、ＲＴ－ＰＣＲ法等。以下「高感度の検便検査」という。）を積極的に実

施するよう努める。校長等は、報告を受け適切な対応をとる（１０７ページ参照）。

ｳ 健康状態については、次の事項を確認する。

ａ 下痢をしていない。

ｂ 発熱、腹痛、嘔吐をしていない。

ｃ 本人や同居人（一緒に食事を喫食するなど同一の感染機会がある者。以下「同居人」

という。）に感染症又はその疑いはない。

ｄ 感染症又はその疑いがある場合は医療機関を受診している。

ｅ 手指・顔面に化膿性疾患及び外傷等がない。

イ 検便検査の実施

ｱ 定期の検便検査は、長期休業中も含め毎月２回以上実施する。

ｲ 定期の検便検査は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他

必要な細菌等について実施する。

ｳ 学校給食従事者及び同居人が赤痢、コレラ等の常在国（外務省海外安全ホームページの

感染症危険情報に該当する地域）に渡航した場合は、それらに感染する危険性があるため、

帰国後は検便検査を実施する。検便検査の際には、渡航した国名を伝える。

ｴ 食品の配送及び配膳に携わる場合は、食品や食器具等を汚染する可能性があるため検便

検査を行う。

ｵ 地域の感染症に関する情報等を常に収集し、現在の流行状況を知り、それらの病原体の

検査を積極的に行う。ノロウイルスは、感染力が高いウイルスであり、特に学校給食では、

ノロウイルスの無症状病原体保有者による感染拡大が懸念される。検便によって病原体
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保有者を早期に発見し、調理業務からの離脱や消毒等の対策を講じることで、集団感染

を予防できる。大量調理施設衛生管理マニュアルでは、学校給食従事者は臨時職員も含め、

必要に応じ１０月から３月にはノロウイルスの検査を含めることとしている。実際に、本

県においても、高感度の検便検査による無症状病原体保有者が数多く確認されていること

から、原則１０月から３月には月１回のノロウイルス検査を含める。

ｶ 検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ 細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症等三類感染症の場合は、感染症の患者及び無

症状病原体保有者がその病原体を保有しなくなるまでの期間、飲食物に直接触れる業

務について就業制限がある。

ｂ サルモネラ属菌陽性の場合は、ａに準じた扱いとする。

ｃ 学校給食衛生管理基準の別紙３の別添第６票を作成し保存する。

ｷ ノロウイルスの高感度の検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感

度の検便検査結果においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、学

校給食施設区分の作業区域内への立ち入りを控えさせ、他の学校給食従事者と一緒に食事

を喫食する、トイレを共用するなど同一の感染機会をもたないよう適切な措置をとる。

ｂ ノロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食する又はノロウイ

ルスによる発症者が同居人にいるなど、同一の感染機会があった可能性がある学校給食

従事者について速やかに高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を

講じるよう努める。

ｃ 高感度の検便検査結果が陽性であった場合も、学校給食衛生管理基準の別紙３の別添

第６票を作成し保存する。

ウ 健康診断の実施

健康診断は、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回行う。これを含め年３回定

期に健康状態を把握することが望ましい。

⑵  衛生管理

ア 身支度・服装

ｱ 専用の清潔な調理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用する。

ｲ 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したままトイレに入らない。

ｳ 毛髪は帽子からはみ出さないようにする。

ｴ 爪は短く切り、マニキュアや香水はつけない。

ｵ 調理場内では指輪、ネックレス、イヤリング、ヘアピン、時計等は必ず外す。

ｶ ポケットの中には何も入れない。

ｷ 調理作業中、顔や毛髪等にむやみに触れない。触れたら必ず手を洗う。

イ 手洗い

学校給食調理場における手洗いマニュアルを参考にし、次の区分により流水・石け

ん液を用いて、必ず手指の洗浄・消毒を行う。

学校給食調理場における手洗いマニュアル ５

～

学校給食調理従事者研修マニュアル ～

４ 学校給食従事者

学校給食の調理や配食等を行う者の他に、食品の配送及び配膳に携わる者についても、食品や

食器具等を汚染する可能性がある作業に従事する場合は、毎日の健康調査、月２回以上の検便検

査、定期的な健康診断を必ず実施し、十分な注意をする。

大量調理施設衛生管理マニュアルでは、食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原

則として、学校給食従事者は当該施設で調理された食品を喫食しないとされている。ただし、原

因究明の処置が講じられている場合はこの限りではない。また、学校給食衛生管理基準では、学

校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を幼児児童生徒

とともに食べることによって、学校給食従事者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資

するものであることから、健康調査及び検便検査の措置を講じた上で、当該施設内で喫食しても

差し支えないとされている。

⑴ 健康管理

ア 毎日の健康調査

ｱ 健康状態を毎日（休日、長期休業日も含む。）個人ごとに記録する。

ｲ 健康状態に異常がある場合は、衛生管理責任者等に速やかに報告する。なお、感染性胃

腸炎の疑いがある場合は、出勤せずに報告をするとともに、医療機関を受診する。加えて、

下痢、嘔吐を発症している場合は、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査（リアル

タイムＰＣＲ法、ＲＴ－ＰＣＲ法等。以下「高感度の検便検査」という。）を積極的に実

施するよう努める。校長等は、報告を受け適切な対応をとる（１０７ページ参照）。

ｳ 健康状態については、次の事項を確認する。

ａ 下痢をしていない。

ｂ 発熱、腹痛、嘔吐をしていない。

ｃ 本人や同居人（一緒に食事を喫食するなど同一の感染機会がある者。以下「同居人」

という。）に感染症又はその疑いはない。

ｄ 感染症又はその疑いがある場合は医療機関を受診している。

ｅ 手指・顔面に化膿性疾患及び外傷等がない。

イ 検便検査の実施

ｱ 定期の検便検査は、長期休業中も含め毎月２回以上実施する。

ｲ 定期の検便検査は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他

必要な細菌等について実施する。

ｳ 学校給食従事者及び同居人が赤痢、コレラ等の常在国（外務省海外安全ホームページの

感染症危険情報に該当する地域）に渡航した場合は、それらに感染する危険性があるため、

帰国後は検便検査を実施する。検便検査の際には、渡航した国名を伝える。

ｴ 食品の配送及び配膳に携わる場合は、食品や食器具等を汚染する可能性があるため検便

検査を行う。

ｵ 地域の感染症に関する情報等を常に収集し、現在の流行状況を知り、それらの病原体の

検査を積極的に行う。ノロウイルスは、感染力が高いウイルスであり、特に学校給食では、

ノロウイルスの無症状病原体保有者による感染拡大が懸念される。検便によって病原体
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５ 検査・点検

⑴  食品の検査

【食品の微生物検査、理化学検査の検査項目（例）】

食 品 微 生 物 検 査 理 化 学 検 査

野菜

果物

大腸菌

腸管出血性大腸菌

残留農薬

（使用履歴により選択）

食肉（鶏、牛、豚）
サルモネラ、カンピロバクター

腸管出血性大腸菌

残留抗生物質

（使用履歴により選択）

食肉加工製品

（加熱食肉製品）

包装後加熱殺菌
大腸菌群

クロストリジウム属菌
食品添加物（発色剤、保

存料）
加熱殺菌後包装

（ハム、ソーセージ

等）

、サルモネラ

黄色ブドウ球菌

赤身の魚 ヒスタミン

魚肉練り製品（すり身除く） 大腸菌群 食品添加物（保存料）

冷凍食品

（加熱後摂取冷凍食品）

凍結直前加熱 細菌数、大腸菌群
残留農薬

凍結直前加熱以外 細菌数、

食鳥卵
殻付き卵（割卵後） 細菌数

殺菌液卵 細菌数、サルモネラ

豆腐等加工品 大腸菌群
残留農薬

（使用履歴により選択）

ア 学校給食の実施者である教育委員会等は、設置する学校について、計画を立て、登

録検査機関等に委託するなどにより、定期的に原材料及び加工食品について、微生物

検査、理化学検査を行う。なお、登録検査機関とは、食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号）第４条第９項に規定する登録検査機関をいう。

イ 検査の結果、不適格食品が確認された場合は、速やかに県教育委員会保健体育課に連

絡するとともに、必要に応じて所管の保健所へ連絡する。

ウ 県教育委員会保健体育課は市町村教育委員会と連携を図り、食品の検査結果を県内に

周知するなど適切な情報共有を図る。

⑵  調理器具、機材、施設及び食器具等の検査（種類と特徴）

種 類 特 徴 留 意 点

細

菌

検

査

拭

き

取

り

培

養

法

・洗浄・消毒後の調理器具や機材の表面の菌数

を定量的に把握できる。

・ピペット等の検査用器具が必要だが、高度な

専門的技術がなくても検査できる。

・算出した菌数によって洗浄や消毒の効果を評

価する。（管理基準値は食品衛生法で決めら

れていないため、各施設で設定する必要があ

る。日本スポーツ振興センターがこれまで実

施した調理室の検査データ等を利用する方法

もある。要注意の目安例は、調理場における

洗浄・消毒マニュアル Ⅱ ページ参照）

・洗浄前と洗浄後あるいは消

毒後に同一箇所を拭き取っ

て、洗浄・消毒効果を見るこ

ともできる。

・寒天培地で１～２日間培養

するために、迅速性に欠け

る。

調理場における洗浄・消毒マニュアル Ⅱｐ ～

ｱ 作業開始前及び用便後、汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合は、学校給

食調理場における手洗いマニュアルの標準的な手洗い（２回洗い）を行う。

ｲ 食品に直接触れる作業に当たる直前、生の魚介類・食肉類、未殺菌の卵、調理前の野

菜類等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合は、学校給食調理場における手洗い

マニュアルの作業中の手洗いを行う。

⑶ 研修

ア 教育委員会等は、栄養教諭等の衛生管理に関する専門性の向上を図るため、新規採用時

及び 経験年数に応じた研修その他の研修の機会が確保されるよう努める。

イ 教育委員会等は、学校給食従事者を対象とした研修の機会が確保されるよう努める。ま

た、 非常勤職員も含め可能な限り全員が等しく研修を受講できるよう配慮する。
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５ 検査・点検

⑴  食品の検査
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５ 検査・点検

⑴  食品の検査

【食品の微生物検査、理化学検査の検査項目（例）】

食 品 微 生 物 検 査 理 化 学 検 査

野菜

果物

大腸菌

腸管出血性大腸菌

残留農薬

（使用履歴により選択）

食肉（鶏、牛、豚）
サルモネラ、カンピロバクター

腸管出血性大腸菌

残留抗生物質

（使用履歴により選択）

食肉加工製品

（加熱食肉製品）

包装後加熱殺菌
大腸菌群

クロストリジウム属菌
食品添加物（発色剤、保

存料）
加熱殺菌後包装

（ハム、ソーセージ

等）

、サルモネラ

黄色ブドウ球菌

赤身の魚 ヒスタミン
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細
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検

査

拭

き

取

り

培

養
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食
器
等
の
洗
浄
剤
残
留
確
認
検
査

中
性
洗
剤

・中性洗剤は食品由来の汚れと違って被洗浄物

にこびり付くものではないため、見た目に

「泡が残っておらず、触れてみてヌルヌルし

ていない」状態ですすぎ完了となる。

・界面活性剤測定を目的とし

て市販されている測定セッ

ト を 活 用 することもでき

る。 

自
動
食
器
洗
浄
機

用
ア
ル
カ
リ
洗
剤

・自動食器洗浄機用洗剤は、アルカリ性（ｐＨ９

～ 程度）である。ｐＨ試験紙を用いて検査を

すると、アルカリ洗剤が残留しているかどう

かが分かる。

 

石
け
ん

・石けんはアルカリ性（ｐＨ９～ 程度）のた

め、ｐＨ試験紙で確認することができる。

・ｐＨ 試験紙で緑～青色を呈し

たら、すすぎが不十分であ

る。

⑶  学校給食衛生管理基準に基づく検査・点検

学校給食衛生管理の徹底及び改善を図るため、日常点検、定期及び臨時衛生検査を実施する。

なお、学校給食衛生管理基準別紙３の別添第１～８票を参考とし、各学校及び調理場で適切

な加熱等温度記録簿等を作成し、記録は１年間保存する。

ア 日常点検

ｱ 第８票を参考に毎日点検する。

ｲ 校長又は共同調理場の長は、食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められ

る場合、食品の返品、献立の一部又は全部の中止、調理済食品の回収等必要な措置を講

じる。

ｳ 校長又は共同調理場の長は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認めら

れる場合、必要な応急措置を講じる。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を

行う。

イ 定期衛生検査

【定期及び日常の衛生検査の点検票】を参考に実施する。

ウ 臨時衛生検査

次のような場合、必要があるときは臨時衛生検査を行うものとする。

ｱ 感染症・食中毒のおそれがあり、また、発生したとき。

ｲ 風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。

ｳ その他必要なとき。

臨時衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、点検を実施する。その検査

項目の実施に当たっては、定期的に行う衛生検査に準じて行う。

ス
タ
ン
プ
培
養
法

・小型のシャーレに寒天培地が分注されたスタ

ンプ培地は、一般細菌用、大腸菌・大腸菌群

用等目的に応じた培地を選択する。

・寒天培地に発育した集落数を観察して評価す

るが、清浄度が高いかあるいは低いかを判別

する定性試験である。

・表面に凹凸があるものや、

まな板等の包丁傷の中の細

菌までは検出できない。

・寒天培地で１～２日間培養

するために、迅速性に欠け

る。

Ａ
Ｔ
Ｐ
測
定
に
よ
る

清

浄

度

検

査

・ＡＴＰ拭き取り検査は、サンプリングから測

定まで数十秒から数分で結果が得られ迅速性

がある。

・ＡＴＰ測定機器と試薬が必要だが、操作は極

めて簡便であり、誰でも実施できる。

・発光量から清浄度を判定す

るが、ＡＴＰ測定機器によっ

て発光量の表現が異なるの

で、使用しているメーカー

を確認する。

・消毒薬が残存すると測定値

が変動するため、消毒液を

よくすすぎ落としてから検

査する必要がある。

呈
色
反
応
試
薬
に
よ
る
食
器
等
の
検
査

概

要

・食器に残ったでんぷん、脂肪、たんぱく質の

汚れを検査することができる。

・食器等に試薬を直接ふりか

けるため、検査後は食器から

試薬を完全に除去するため

に再洗浄する必要がある。

・食器清浄度検査用として、

試薬が調整済の検査セット

も市販されている。

で
ん
ぷ
ん
の
検
査

・食器にヨウ素水溶液（市販のヨウ素－ヨウ化カ

リウム溶液、ポピドンヨード配合のうがい

薬、複方ヨード・グリセリン配合の外用消毒薬

等）を約 入れ、食器全体に試薬を行き渡

らせる。流水で軽く水洗いする。

・でんぷんが付着している箇所が青紫色になる。

 

脂
肪
の
検
査

・食器に ％ クルクミン溶液（市販のクルクミン

ｇを ％ エタノールで溶解し、 とす

る）を約 入れ、食器全体に試薬を行き渡

らせる。流水で軽く水洗いする。

・紫外線を当てると、脂肪が付着している箇所

が蛍光黄色を発する。

・他にもオイルレッドを用い

た検査方法もある。

・ターメリック法やパプリカ法

でも簡単に検査をすることが

できる。

簡
易
検
査
キ
ッ
ト
を

使
用
し
た

食
器
等
の
検
査

・でんぷん、たんぱく質の残留検査用として、

綿棒等の拭き取り器具と試薬がセット化され

た簡易検査キットが開発されている。

・価格も比較的安価で、拭き取って 秒程度で

呈色の有無や色調の度合いを目視で判定が

でき、操作や判定に専門的な知識や技術が不

要である。
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る。

Ａ
Ｔ
Ｐ
測
定
に
よ
る

清

浄

度

検

査

・ＡＴＰ拭き取り検査は、サンプリングから測

定まで数十秒から数分で結果が得られ迅速性

がある。

・ＡＴＰ測定機器と試薬が必要だが、操作は極

めて簡便であり、誰でも実施できる。

・発光量から清浄度を判定す

るが、ＡＴＰ測定機器によっ

て発光量の表現が異なるの

で、使用しているメーカー

を確認する。

・消毒薬が残存すると測定値

が変動するため、消毒液を

よくすすぎ落としてから検

査する必要がある。

呈
色
反
応
試
薬
に
よ
る
食
器
等
の
検
査

概

要

・食器に残ったでんぷん、脂肪、たんぱく質の

汚れを検査することができる。

・食器等に試薬を直接ふりか

けるため、検査後は食器から

試薬を完全に除去するため

に再洗浄する必要がある。

・食器清浄度検査用として、

試薬が調整済の検査セット

も市販されている。

で
ん
ぷ
ん
の
検
査

・食器にヨウ素水溶液（市販のヨウ素－ヨウ化カ

リウム溶液、ポピドンヨード配合のうがい

薬、複方ヨード・グリセリン配合の外用消毒薬

等）を約 入れ、食器全体に試薬を行き渡

らせる。流水で軽く水洗いする。

・でんぷんが付着している箇所が青紫色になる。

 

脂
肪
の
検
査

・食器に ％ クルクミン溶液（市販のクルクミン

ｇを ％ エタノールで溶解し、 とす

る）を約 入れ、食器全体に試薬を行き渡

らせる。流水で軽く水洗いする。

・紫外線を当てると、脂肪が付着している箇所

が蛍光黄色を発する。

・他にもオイルレッドを用い

た検査方法もある。

・ターメリック法やパプリカ法

でも簡単に検査をすることが

できる。

簡
易
検
査
キ
ッ
ト
を

使
用
し
た

食
器
等
の
検
査

・でんぷん、たんぱく質の残留検査用として、

綿棒等の拭き取り器具と試薬がセット化され

た簡易検査キットが開発されている。

・価格も比較的安価で、拭き取って 秒程度で

呈色の有無や色調の度合いを目視で判定が

でき、操作や判定に専門的な知識や技術が不

要である。
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【定期及び日常の衛生検査の点検票】

点 検 票 名 必 要 な 諸 帳 簿（例） 回数 備 考 掲載ページ

第

１

票

学校給食施設等

定期検査票
・学校給食日常点検票

年１回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

２

票

学校給食設備等

の衛生管理定期

検査票

・防そ・防虫の点検・駆除記録

・トイレの清掃・消毒記録

年３回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

３

票

学校給食用食品

の検収・保管等

定期検査票

・貯水槽の定期点検記録

・学校給食日常点検票（⑥、⑦、⑫、⑬）

年３回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

４

票

調理過程の定期

検査票

・献立作成委員会記録

・物資選定委員会記録

・食品納入業者衛生状況記録

・食品検査記録

・学校給食日常点検票（①、⑥、⑩、⑪、

⑭、⑮、⑯、⑰、⑱）

年１回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

５

票

学校給食従事者

の衛生・健康状

態定期検査票

・学校給食従事者検便検査結果記録

・定期健康診断等記録

・学校給食日常点検票（⑧、⑨）

年３回
定期

 

ページ

第

６

票

定期検便結果処

置票
・学校給食従事者検便検査結果記録 月２回

以上

 

ページ

第

７

票

学校給食におけ

る衛生管理体制

定期検査票

・定期点検表（第１票～第６票）

・学校給食運営委員会記録

・学校給食衛生管理委員会記録

・学校給食日常点検票（①、⑲）

年１回

定期

 

ページ

第

８

票

 ①調理場等清掃・管理記録    

 ②機械・設備等清掃・管理記録    
 ③食品保管室温湿度記録    
 ④冷蔵庫・冷凍庫温度記録    
 ⑤衛生害虫点検記録    
 ⑥使用水点検記録    
 ⑦検収表（学校分・調理場分）    
 ⑧学校給食従事者服装等記録    

学校給食日常点

検票

⑨学校給食従事者健康記録

⑩調理作業記録

⑪加熱等温度記録簿
毎日

衛 生 管 理

責 任 者 が

毎 日 点 検

ページ

から
ページ

 ⑫保存食記録簿（採取・廃棄）    
 ⑬検食簿（学校分・調理場分）    
 ⑭配送記録票    
 ⑮給食当番等の健康記録票    
 ⑯献立表    
 ⑰作業工程表    
 ⑱作業動線図    
 ⑲調理室立入者記録    

（注） 令和２年度発出「学校給食の管理と指導について（２教保第１０８―２号）」の通知を受け、校長印を廃

止とする。ただし、必ず校長（所長）の決裁を受け、１年間保存する。

 

第１票 学校給食施設等定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

給食調理室 面積 ㎡

校長

建物の位置
・使用区分

１ 位置 ア 便所、ごみ集積場等からの位置は適切であるか。
イ 校庭、道路等からほこりをかぶるおそれはないか。

２ 広さ 食数に適した十分な広さか。
３ 使用区分 検収、保管、下処理、調理、配膳、洗浄等は、適切に区分されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

□調理場内は、別添「学校給食施設の区分」により汚染作業区域、非汚染作業区域、
その他に部屋単位で区分し、作業動線が明確となっている。

□食品の保管室は専用であり、食品の搬入に当たって、調理室を経由しない構造・配
置である。

□検収室は、外部からの汚染を受けないような構造である。
□配膳室は、廊下と明確に区分されている。また、施錠設備がある。

建物の構造 ４ 床 床をぬらさないで使用しているか。
（ドライシステム）

５ 排水溝 ア 位置、大きさは適当で、水はけは良好か。
イ 詰まりや逆流がなく、日常的に洗浄が行える構造となっているか。
ウ 釜まわりの排水が床面に流れることはないか。

６ 便所 ア 給食従事者の専用便所はあるか。
イ 食品を取り扱う場所から直接出入りできないなど位置、構造はよいか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

建物の周囲
の状況

７ 排水 ア 周囲の排水はよいか。
イ 給食施設内に外部の水は流入するおそれはないか。

８ 清潔 周囲は清掃しやすいか。
９ 廃棄物処理 調理場外に保管場所はあるか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：不良、改造、修理を要するもの
特に指導した事項
直ちに改造、修理を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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【定期及び日常の衛生検査の点検票】

点 検 票 名 必 要 な 諸 帳 簿（例） 回数 備 考 掲載ページ

第

１

票

学校給食施設等

定期検査票
・学校給食日常点検票

年１回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

２

票

学校給食設備等

の衛生管理定期

検査票

・防そ・防虫の点検・駆除記録

・トイレの清掃・消毒記録

年３回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

３

票

学校給食用食品

の検収・保管等

定期検査票

・貯水槽の定期点検記録

・学校給食日常点検票（⑥、⑦、⑫、⑬）

年３回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

４

票

調理過程の定期

検査票

・献立作成委員会記録

・物資選定委員会記録

・食品納入業者衛生状況記録

・食品検査記録

・学校給食日常点検票（①、⑥、⑩、⑪、

⑭、⑮、⑯、⑰、⑱）

年１回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

５

票

学校給食従事者

の衛生・健康状

態定期検査票

・学校給食従事者検便検査結果記録

・定期健康診断等記録

・学校給食日常点検票（⑧、⑨）

年３回
定期

 

ページ

第

６

票

定期検便結果処

置票
・学校給食従事者検便検査結果記録 月２回

以上

 

ページ

第

７

票

学校給食におけ

る衛生管理体制

定期検査票

・定期点検表（第１票～第６票）

・学校給食運営委員会記録

・学校給食衛生管理委員会記録

・学校給食日常点検票（①、⑲）

年１回

定期

 

ページ

第

８

票

 ①調理場等清掃・管理記録    

 ②機械・設備等清掃・管理記録    
 ③食品保管室温湿度記録    
 ④冷蔵庫・冷凍庫温度記録    
 ⑤衛生害虫点検記録    
 ⑥使用水点検記録    
 ⑦検収表（学校分・調理場分）    
 ⑧学校給食従事者服装等記録    

学校給食日常点

検票

⑨学校給食従事者健康記録

⑩調理作業記録

⑪加熱等温度記録簿
毎日

衛 生 管 理

責 任 者 が

毎 日 点 検

ページ

から
ページ

 ⑫保存食記録簿（採取・廃棄）    
 ⑬検食簿（学校分・調理場分）    
 ⑭配送記録票    
 ⑮給食当番等の健康記録票    
 ⑯献立表    
 ⑰作業工程表    
 ⑱作業動線図    
 ⑲調理室立入者記録    

（注） 令和２年度発出「学校給食の管理と指導について（２教保第１０８―２号）」の通知を受け、校長印を廃

止とする。ただし、必ず校長（所長）の決裁を受け、１年間保存する。

 

第１票 学校給食施設等定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

給食調理室 面積 ㎡

校長

建物の位置
・使用区分

１ 位置 ア 便所、ごみ集積場等からの位置は適切であるか。
イ 校庭、道路等からほこりをかぶるおそれはないか。

２ 広さ 食数に適した十分な広さか。
３ 使用区分 検収、保管、下処理、調理、配膳、洗浄等は、適切に区分されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

□調理場内は、別添「学校給食施設の区分」により汚染作業区域、非汚染作業区域、
その他に部屋単位で区分し、作業動線が明確となっている。

□食品の保管室は専用であり、食品の搬入に当たって、調理室を経由しない構造・配
置である。

□検収室は、外部からの汚染を受けないような構造である。
□配膳室は、廊下と明確に区分されている。また、施錠設備がある。

建物の構造 ４ 床 床をぬらさないで使用しているか。
（ドライシステム）

５ 排水溝 ア 位置、大きさは適当で、水はけは良好か。
イ 詰まりや逆流がなく、日常的に洗浄が行える構造となっているか。
ウ 釜まわりの排水が床面に流れることはないか。

６ 便所 ア 給食従事者の専用便所はあるか。
イ 食品を取り扱う場所から直接出入りできないなど位置、構造はよいか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

建物の周囲
の状況

７ 排水 ア 周囲の排水はよいか。
イ 給食施設内に外部の水は流入するおそれはないか。

８ 清潔 周囲は清掃しやすいか。
９ 廃棄物処理 調理場外に保管場所はあるか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：不良、改造、修理を要するもの
特に指導した事項
直ちに改造、修理を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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【定期及び日常の衛生検査の点検票】

点 検 票 名 必 要 な 諸 帳 簿（例） 回数 備 考 掲載ページ

第

１

票

学校給食施設等

定期検査票
・学校給食日常点検票

年１回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

２

票

学校給食設備等

の衛生管理定期

検査票

・防そ・防虫の点検・駆除記録

・トイレの清掃・消毒記録

年３回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

３

票

学校給食用食品

の検収・保管等

定期検査票

・貯水槽の定期点検記録

・学校給食日常点検票（⑥、⑦、⑫、⑬）

年３回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

４

票

調理過程の定期

検査票

・献立作成委員会記録

・物資選定委員会記録

・食品納入業者衛生状況記録

・食品検査記録

・学校給食日常点検票（①、⑥、⑩、⑪、

⑭、⑮、⑯、⑰、⑱）

年１回

定期

学 校 薬 剤

師 等 の 協

力 を 得 て

実 施

ページ

第

５

票

学校給食従事者

の衛生・健康状

態定期検査票

・学校給食従事者検便検査結果記録

・定期健康診断等記録

・学校給食日常点検票（⑧、⑨）

年３回
定期

 

ページ

第

６

票

定期検便結果処

置票
・学校給食従事者検便検査結果記録 月２回

以上

 

ページ

第

７

票

学校給食におけ

る衛生管理体制

定期検査票

・定期点検表（第１票～第６票）

・学校給食運営委員会記録

・学校給食衛生管理委員会記録

・学校給食日常点検票（①、⑲）

年１回

定期

 

ページ

第

８

票

 ①調理場等清掃・管理記録    

 ②機械・設備等清掃・管理記録    
 ③食品保管室温湿度記録    
 ④冷蔵庫・冷凍庫温度記録    
 ⑤衛生害虫点検記録    
 ⑥使用水点検記録    
 ⑦検収表（学校分・調理場分）    
 ⑧学校給食従事者服装等記録    

学校給食日常点

検票

⑨学校給食従事者健康記録

⑩調理作業記録

⑪加熱等温度記録簿
毎日

衛 生 管 理

責 任 者 が

毎 日 点 検

ページ

から
ページ

 ⑫保存食記録簿（採取・廃棄）    
 ⑬検食簿（学校分・調理場分）    
 ⑭配送記録票    
 ⑮給食当番等の健康記録票    
 ⑯献立表    
 ⑰作業工程表    
 ⑱作業動線図    
 ⑲調理室立入者記録    

（注） 令和２年度発出「学校給食の管理と指導について（２教保第１０８―２号）」の通知を受け、校長印を廃

止とする。ただし、必ず校長（所長）の決裁を受け、１年間保存する。

 

第１票 学校給食施設等定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

給食調理室 面積 ㎡

校長

建物の位置
・使用区分

１ 位置 ア 便所、ごみ集積場等からの位置は適切であるか。
イ 校庭、道路等からほこりをかぶるおそれはないか。

２ 広さ 食数に適した十分な広さか。
３ 使用区分 検収、保管、下処理、調理、配膳、洗浄等は、適切に区分されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

□調理場内は、別添「学校給食施設の区分」により汚染作業区域、非汚染作業区域、
その他に部屋単位で区分し、作業動線が明確となっている。

□食品の保管室は専用であり、食品の搬入に当たって、調理室を経由しない構造・配
置である。

□検収室は、外部からの汚染を受けないような構造である。
□配膳室は、廊下と明確に区分されている。また、施錠設備がある。

建物の構造 ４ 床 床をぬらさないで使用しているか。
（ドライシステム）

５ 排水溝 ア 位置、大きさは適当で、水はけは良好か。
イ 詰まりや逆流がなく、日常的に洗浄が行える構造となっているか。
ウ 釜まわりの排水が床面に流れることはないか。

６ 便所 ア 給食従事者の専用便所はあるか。
イ 食品を取り扱う場所から直接出入りできないなど位置、構造はよいか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

建物の周囲
の状況

７ 排水 ア 周囲の排水はよいか。
イ 給食施設内に外部の水は流入するおそれはないか。

８ 清潔 周囲は清掃しやすいか。
９ 廃棄物処理 調理場外に保管場所はあるか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：不良、改造、修理を要するもの
特に指導した事項
直ちに改造、修理を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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第３票 学校給食用食品の検収・保管等定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

検収・保管
等

１ 検収に検収責任者が立ち会っているか。
２ 食品の情報を適切に点検し、記録・保存してるか。
３ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、一回で使いきる量を購入しているか。
４ 納入業者を下処理室や調理室に立ち入らせていないか。
５ 食品は検収室で専用の容器に移し替え、衛生的に保管しているか。
６ 検収室では６０ 以上の置台を使用しているか。
７ 「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、保管されているか。
８ 牛乳は、専用の保冷庫等により温度管理が行われているか。
９ 泥付きの根菜類等の処理は、検収室で行っているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

使用水 色、濁り、臭い、味に問題はないか。
遊離残留塩素は 以上あるか。
使用不適水があった場合には、保存食用の冷凍庫に保存がなされているか。
貯水槽がある場合には、年１回以上清掃されているか。また、その記録が保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

検食・保存
食

検食は責任者を定め、摂食開始３０分前までに確実に行われており、検食を行った時間、検食
結果が記録・保存されているか。
保存食の採取は食品ごと（製造年月日、ロット等が異なる場合には、それぞれ）に確実に行わ

れており、保存状態は良いか。また、廃棄日時が記録・保存されているか。
共同調理場の受配校に直接搬入された食品は、業者毎（ロット等が異なる場合には、それぞれ）

に共同調理場で保存されているか。
展示食を保存食と兼用していないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第２票 学校給食設備等の衛生管理定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

調理室の整
理整頓等

１ 調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないか。
２ 調理室の温度と湿度が適切に保たれ、毎日記録・保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

調理機器・
器具とその
保管状況

３ 調理作業に合った動線となるよう機械・機器の配置は配慮されているか。
４ 移動性の器具・容器のために保管設備が設けられているか。
５ 食肉類、魚介類、野菜類等の調理のため、それぞれ専用の器具等を備えているか。また、下処
理用、調理用等調理の過程ごとに区別されているか。

６ 釜、焼き物機、揚げもの機、球根皮むき機、野菜裁断機、冷却機や包丁等の調理機器・器具は、
保守に容易な材質と構造で、常に清潔に保たれているか。また、食数に適した大きさと数量を備
えているか。

７ 食器具、容器や調理用器具の洗浄は、適切な方法で行われ、洗浄後の食器から残留物は検出さ
れていないか。

８ 食器具、容器や調理用器具の損傷は確認され、乾燥状態で保管されているか。
９ 分解できる調理機械・機器は使用後に分解し洗浄・消毒、乾燥されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

給水設備 給水給湯設備は、必要な数が便利な位置にあるか。
給水栓は、肘等で操作できる構造となっているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

共同調理場 共同調理場には、調理後２時間以内に給食できるよう配送車が必要台数確保されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

シンク シンクは食数に応じて、ゆとりのある大きさ、深さであるか。
下処理室におけるシンクは、用途別に設置され、三槽式であるか。
シンクは食品用と器具等の洗浄用を共用していないか。
排水口は飛散しない構造か。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

冷蔵庫・
冷凍庫・
食品の保管
室

冷蔵庫や冷凍庫は、食数に応じた広さがあるか。また、原材料用と調理用が別に整備されてい
るか。
冷蔵庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されてい

るか。
冷凍庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されてい

るか。
食品の保管室の内部は常に清潔で整頓されており、温度、湿度は適正に管理され、記録・保存

されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

温度計・
湿度計

調理場内の温度管理のため、適切な場所に温度計・湿度計を備えているか。
冷蔵庫、冷凍庫の内部、食器消毒庫に温度計を備えているか。
温度計・湿度計は、正確か。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

廃棄物容器
等

ふた付きの廃棄物専用の容器が廃棄物保管場所に備えられているか。
調理場にふた付きの残菜入れが備えられているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

給食従事者
の手洗い・
消毒

位置（前室、便所の個室、作業区分毎、食堂等）や構造は良いか。
肘まで洗える広さと深さがあり、指を使わず給水できるか。
給水栓は温水に対応した方式か。
衛生的に管理され、石けん液、アルコールやペーパータオル等は常備されているか。また、布

タオルの使用はなされていないか。さらに、前室には個人用爪ブラシが常備されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

便所 防そ、防虫の設備は良いか。
専用の履物を備えているか。
定期的に清掃、消毒は行われているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

採光・照明
・通気・照
明

作業上適当な明るさはあるか。
自然換気の場合、側窓、天窓等による通風は良好であり、虫が入らないか。
人工換気の場合、換気扇の位置、数量、容量は適当で十分に換気されており、破損はないか。
夏季には直接日光がささないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

防そ・防虫 防そ、防虫の設備は設けられているか。破損はないか。
月１回の点検や駆除を定期的に行い、その結果が記録・保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

天井・床 天井に水滴や黒かびの発生が見られないか。
床に破損箇所はないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

清掃用具 整理整頓され、保管の状況は良いか。
汚染作業区域と非汚染作業区域の共用がされていないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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第３票 学校給食用食品の検収・保管等定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

検収・保管
等

１ 検収に検収責任者が立ち会っているか。
２ 食品の情報を適切に点検し、記録・保存してるか。
３ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、一回で使いきる量を購入しているか。
４ 納入業者を下処理室や調理室に立ち入らせていないか。
５ 食品は検収室で専用の容器に移し替え、衛生的に保管しているか。
６ 検収室では６０ 以上の置台を使用しているか。
７ 「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、保管されているか。
８ 牛乳は、専用の保冷庫等により温度管理が行われているか。
９ 泥付きの根菜類等の処理は、検収室で行っているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

使用水 色、濁り、臭い、味に問題はないか。
遊離残留塩素は 以上あるか。
使用不適水があった場合には、保存食用の冷凍庫に保存がなされているか。
貯水槽がある場合には、年１回以上清掃されているか。また、その記録が保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

検食・保存
食

検食は責任者を定め、摂食開始３０分前までに確実に行われており、検食を行った時間、検食
結果が記録・保存されているか。

保存食の採取は食品ごと（製造年月日、ロット等が異なる場合には、それぞれ）に確実に行わ
れており、保存状態は良いか。また、廃棄日時が記録・保存されているか。

共同調理場の受配校に直接搬入された食品は、業者毎（ロット等が異なる場合には、それぞれ）
に共同調理場で保存されているか。

展示食を保存食と兼用していないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第２票 学校給食設備等の衛生管理定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

調理室の整
理整頓等

１ 調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないか。
２ 調理室の温度と湿度が適切に保たれ、毎日記録・保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

調理機器・
器具とその
保管状況

３ 調理作業に合った動線となるよう機械・機器の配置は配慮されているか。
４ 移動性の器具・容器のために保管設備が設けられているか。
５ 食肉類、魚介類、野菜類等の調理のため、それぞれ専用の器具等を備えているか。また、下処
理用、調理用等調理の過程ごとに区別されているか。

６ 釜、焼き物機、揚げもの機、球根皮むき機、野菜裁断機、冷却機や包丁等の調理機器・器具は、
保守に容易な材質と構造で、常に清潔に保たれているか。また、食数に適した大きさと数量を備
えているか。

７ 食器具、容器や調理用器具の洗浄は、適切な方法で行われ、洗浄後の食器から残留物は検出さ
れていないか。

８ 食器具、容器や調理用器具の損傷は確認され、乾燥状態で保管されているか。
９ 分解できる調理機械・機器は使用後に分解し洗浄・消毒、乾燥されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

給水設備 給水給湯設備は、必要な数が便利な位置にあるか。
給水栓は、肘等で操作できる構造となっているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

共同調理場 共同調理場には、調理後２時間以内に給食できるよう配送車が必要台数確保されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

シンク シンクは食数に応じて、ゆとりのある大きさ、深さであるか。
下処理室におけるシンクは、用途別に設置され、三槽式であるか。
シンクは食品用と器具等の洗浄用を共用していないか。
排水口は飛散しない構造か。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

冷蔵庫・
冷凍庫・
食品の保管
室

冷蔵庫や冷凍庫は、食数に応じた広さがあるか。また、原材料用と調理用が別に整備されてい
るか。
冷蔵庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されてい

るか。
冷凍庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されてい

るか。
食品の保管室の内部は常に清潔で整頓されており、温度、湿度は適正に管理され、記録・保存

されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

温度計・
湿度計

調理場内の温度管理のため、適切な場所に温度計・湿度計を備えているか。
冷蔵庫、冷凍庫の内部、食器消毒庫に温度計を備えているか。
温度計・湿度計は、正確か。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

廃棄物容器
等

ふた付きの廃棄物専用の容器が廃棄物保管場所に備えられているか。
調理場にふた付きの残菜入れが備えられているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

給食従事者
の手洗い・
消毒

位置（前室、便所の個室、作業区分毎、食堂等）や構造は良いか。
肘まで洗える広さと深さがあり、指を使わず給水できるか。
給水栓は温水に対応した方式か。
衛生的に管理され、石けん液、アルコールやペーパータオル等は常備されているか。また、布

タオルの使用はなされていないか。さらに、前室には個人用爪ブラシが常備されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

便所 防そ、防虫の設備は良いか。
専用の履物を備えているか。
定期的に清掃、消毒は行われているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

採光・照明
・通気・照
明

作業上適当な明るさはあるか。
自然換気の場合、側窓、天窓等による通風は良好であり、虫が入らないか。
人工換気の場合、換気扇の位置、数量、容量は適当で十分に換気されており、破損はないか。
夏季には直接日光がささないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

防そ・防虫 防そ、防虫の設備は設けられているか。破損はないか。
月１回の点検や駆除を定期的に行い、その結果が記録・保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

天井・床 天井に水滴や黒かびの発生が見られないか。
床に破損箇所はないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

清掃用具 整理整頓され、保管の状況は良いか。
汚染作業区域と非汚染作業区域の共用がされていないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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第３票 学校給食用食品の検収・保管等定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

検収・保管
等

１ 検収に検収責任者が立ち会っているか。
２ 食品の情報を適切に点検し、記録・保存してるか。
３ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、一回で使いきる量を購入しているか。
４ 納入業者を下処理室や調理室に立ち入らせていないか。
５ 食品は検収室で専用の容器に移し替え、衛生的に保管しているか。
６ 検収室では６０ 以上の置台を使用しているか。
７ 「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、保管されているか。
８ 牛乳は、専用の保冷庫等により温度管理が行われているか。
９ 泥付きの根菜類等の処理は、検収室で行っているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

使用水 色、濁り、臭い、味に問題はないか。
遊離残留塩素は 以上あるか。
使用不適水があった場合には、保存食用の冷凍庫に保存がなされているか。
貯水槽がある場合には、年１回以上清掃されているか。また、その記録が保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

検食・保存
食

検食は責任者を定め、摂食開始３０分前までに確実に行われており、検食を行った時間、検食
結果が記録・保存されているか。
保存食の採取は食品ごと（製造年月日、ロット等が異なる場合には、それぞれ）に確実に行わ

れており、保存状態は良いか。また、廃棄日時が記録・保存されているか。
共同調理場の受配校に直接搬入された食品は、業者毎（ロット等が異なる場合には、それぞれ）

に共同調理場で保存されているか。
展示食を保存食と兼用していないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第２票 学校給食設備等の衛生管理定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

調理室の整
理整頓等

１ 調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないか。
２ 調理室の温度と湿度が適切に保たれ、毎日記録・保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

調理機器・
器具とその
保管状況

３ 調理作業に合った動線となるよう機械・機器の配置は配慮されているか。
４ 移動性の器具・容器のために保管設備が設けられているか。
５ 食肉類、魚介類、野菜類等の調理のため、それぞれ専用の器具等を備えているか。また、下処
理用、調理用等調理の過程ごとに区別されているか。

６ 釜、焼き物機、揚げもの機、球根皮むき機、野菜裁断機、冷却機や包丁等の調理機器・器具は、
保守に容易な材質と構造で、常に清潔に保たれているか。また、食数に適した大きさと数量を備
えているか。

７ 食器具、容器や調理用器具の洗浄は、適切な方法で行われ、洗浄後の食器から残留物は検出さ
れていないか。

８ 食器具、容器や調理用器具の損傷は確認され、乾燥状態で保管されているか。
９ 分解できる調理機械・機器は使用後に分解し洗浄・消毒、乾燥されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

給水設備 給水給湯設備は、必要な数が便利な位置にあるか。
給水栓は、肘等で操作できる構造となっているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

共同調理場 共同調理場には、調理後２時間以内に給食できるよう配送車が必要台数確保されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

シンク シンクは食数に応じて、ゆとりのある大きさ、深さであるか。
下処理室におけるシンクは、用途別に設置され、三槽式であるか。
シンクは食品用と器具等の洗浄用を共用していないか。
排水口は飛散しない構造か。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

冷蔵庫・
冷凍庫・
食品の保管
室

冷蔵庫や冷凍庫は、食数に応じた広さがあるか。また、原材料用と調理用が別に整備されてい
るか。
冷蔵庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されてい

るか。
冷凍庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されてい

るか。
食品の保管室の内部は常に清潔で整頓されており、温度、湿度は適正に管理され、記録・保存

されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

温度計・
湿度計

調理場内の温度管理のため、適切な場所に温度計・湿度計を備えているか。
冷蔵庫、冷凍庫の内部、食器消毒庫に温度計を備えているか。
温度計・湿度計は、正確か。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

廃棄物容器
等

ふた付きの廃棄物専用の容器が廃棄物保管場所に備えられているか。
調理場にふた付きの残菜入れが備えられているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

給食従事者
の手洗い・
消毒

位置（前室、便所の個室、作業区分毎、食堂等）や構造は良いか。
肘まで洗える広さと深さがあり、指を使わず給水できるか。
給水栓は温水に対応した方式か。
衛生的に管理され、石けん液、アルコールやペーパータオル等は常備されているか。また、布

タオルの使用はなされていないか。さらに、前室には個人用爪ブラシが常備されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

便所 防そ、防虫の設備は良いか。
専用の履物を備えているか。
定期的に清掃、消毒は行われているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

採光・照明
・通気・照
明

作業上適当な明るさはあるか。
自然換気の場合、側窓、天窓等による通風は良好であり、虫が入らないか。
人工換気の場合、換気扇の位置、数量、容量は適当で十分に換気されており、破損はないか。
夏季には直接日光がささないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

防そ・防虫 防そ、防虫の設備は設けられているか。破損はないか。
月１回の点検や駆除を定期的に行い、その結果が記録・保存されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

天井・床 天井に水滴や黒かびの発生が見られないか。
床に破損箇所はないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

清掃用具 整理整頓され、保管の状況は良いか。
汚染作業区域と非汚染作業区域の共用がされていないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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第５票 学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

衛生状態 １ 調理員は、髪の毛等が食品等に付着しないよう衣服等を清潔に保っているか。
２ 作業前、作業区分ごと、用便後等の手洗い・消毒は確実に行われているか。
３ 調理衣や調理用履物を着用したまま便所に入っていないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

健康状態
４ 定期的に健康診断が行われているか。
５ 検便が毎月２回以上行われており、その結果等は保存されているか。
６ 下痢、発熱等の健康状態を、毎日把握しているか。
７ 感染症に罹患した疑いのある調理員等は、医療機関を受診させ、感染症疾患の有無を確認させ

ているか。
８ 化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止しているか。
９ ノロウイルスに罹患した調理員等に対して、食品に直接触れる作業をさせないなど適切な処理

を行っているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第４票 調理過程の定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

献立作成 １ 献立は、施設・人員の能力に対応し、作業工程や作業動線に配慮したものであるか。
２ 高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等について配慮したものか。
３ 地域の感染症、食中毒の発生状況に配慮したものか。
４ 献立作成委員会を設ける等により栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重したものか。 

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の購入 ５ 食品選定委員会を設ける等により栄養教諭等、保護者その他の意見を尊重したものか。
６ 食品の製造を委託する業者は、衛生上信用のおける業者を選定しているか。
７ 衛生上信用のおける食品納入業者を選定しているか。
８ 食品納入業者の衛生管理の取組を促し、必要に応じて衛生管理状況を確認しているか。
９ 原材料、加工食品について、微生物検査や理化学検査の結果、生産履歴等を提出させているか。

また、その記録は保存しているか。 さらに、検査の結果、原材料として不適と判断した場合に
は適切な措置を講じているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の選定 食品は、鮮度の良い衛生的なものを選定しているか。
有害な食品添加物を使用している食品や使用原材料が不明な食品等を使用していないか。
地域の感染症、食中毒の発生状況を考慮しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

調理過程 前日調理を行っていないか。
加熱処理を適切に行い、その温度と時間が記録・保存されているか。
中心温度計は、正確か。
生野菜の使用については、設置者が適切に判断しているか。また、使用の際は、流水で十分洗

浄するなど衛生的な取扱いを行っているか。
料理の混ぜ合わせ、配食、盛りつけは、清潔な場所で清潔な器具を使用し、直接手を触れない

で調理しているか。
和えもの、サラダ等は、調理後速やかに冷却するなど適切な温度管理を行っているか。また、

水で冷却する場合は、遊離残留塩素が 以上であるかを確認し、その結果と時間が記録・
保存されているか。
和えもの、サラダ等は、調理終了時に温度と時間を確認し、その記録が保存されているか。
マヨネーズは作成していないか。
缶詰を使用する際には、缶の状態に注意しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

二次汚染の
防止

調理作業工程表、作業動線図を作成するとともに、作業前に確認しているか。
器具や容器は、 ｃｍ以上の置台の上に置いているか。
食肉、魚介類や卵は、それぞれ専用の容器等を使用しているか。
調理員に対して、包丁やまな板の食品や処理別の使い分け等の汚染防止の指導を行っているか。
下処理後の加熱を行わない食品や加熱後冷却する必要のある食品の保管に、原材料用冷蔵庫を

使用していないか。
加熱調理後食品の一時保存はふたをするなど適切に行っているか。
調理終了後の食品を素手でさわっていないか。
調理作業中にふきんは使用していないか。
エプロン、履物等は、作業区分毎に使い分けているか。また、保管や洗浄等も区分して実施し

ているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の温度
管理

調理作業時の室内の温度、湿度を確認し、その記録が保存されているか。
冷蔵保管・冷凍保管する必要のある食品が常温放置されていないか。
加熱処理後冷却する必要のある食品は、適切な温度管理を行い、加熱終了時、冷却開始時、冷

却終了時の温度と時間が、記録・保存されているか。
配食や配送時の温度管理は適切に行われているか。
調理後の食品は適切に温度管理されているか。また、配食の時間は記録・保存されているか。
共同調理場においては、調理場搬出時、受配校搬入時の時間を毎日、温度を定期的に記録し、

その記録が保存されているか。
加熱食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、給食までの時間を可能な限り

短縮してるか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

廃棄物処理 廃棄物は、分別し、衛生的に処理されているか。
廃棄物は、汚臭、汚液がもれないよう管理されているか。また、廃棄物用の容器は、清掃され

ているか。
返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込んでないか。
廃棄物は、作業区域に放置されていないか。
廃棄物の保管場所は、清掃されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

配送・配食 共同調理場においては、運搬途中の塵埃等による汚染を防止しているか。
食品の運搬に当たっては、ふたをしているか。
パンや牛乳の容器の汚染に注意しているか。
給食当番等について、毎日、健康状態と服装を確認しているか。また、手洗いがされているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

残品 残品は、翌日等に繰り越して使用していないか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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第５票 学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

衛生状態 １ 調理員は、髪の毛等が食品等に付着しないよう衣服等を清潔に保っているか。
２ 作業前、作業区分ごと、用便後等の手洗い・消毒は確実に行われているか。
３ 調理衣や調理用履物を着用したまま便所に入っていないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

健康状態
４ 定期的に健康診断が行われているか。
５ 検便が毎月２回以上行われており、その結果等は保存されているか。
６ 下痢、発熱等の健康状態を、毎日把握しているか。
７ 感染症に罹患した疑いのある調理員等は、医療機関を受診させ、感染症疾患の有無を確認させ

ているか。
８ 化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止しているか。
９ ノロウイルスに罹患した調理員等に対して、食品に直接触れる作業をさせないなど適切な処理

を行っているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第４票 調理過程の定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

献立作成 １ 献立は、施設・人員の能力に対応し、作業工程や作業動線に配慮したものであるか。
２ 高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等について配慮したものか。
３ 地域の感染症、食中毒の発生状況に配慮したものか。
４ 献立作成委員会を設ける等により栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重したものか。 

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の購入 ５ 食品選定委員会を設ける等により栄養教諭等、保護者その他の意見を尊重したものか。
６ 食品の製造を委託する業者は、衛生上信用のおける業者を選定しているか。
７ 衛生上信用のおける食品納入業者を選定しているか。
８ 食品納入業者の衛生管理の取組を促し、必要に応じて衛生管理状況を確認しているか。
９ 原材料、加工食品について、微生物検査や理化学検査の結果、生産履歴等を提出させているか。

また、その記録は保存しているか。 さらに、検査の結果、原材料として不適と判断した場合に
は適切な措置を講じているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の選定 食品は、鮮度の良い衛生的なものを選定しているか。
有害な食品添加物を使用している食品や使用原材料が不明な食品等を使用していないか。
地域の感染症、食中毒の発生状況を考慮しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

調理過程 前日調理を行っていないか。
加熱処理を適切に行い、その温度と時間が記録・保存されているか。
中心温度計は、正確か。
生野菜の使用については、設置者が適切に判断しているか。また、使用の際は、流水で十分洗

浄するなど衛生的な取扱いを行っているか。
料理の混ぜ合わせ、配食、盛りつけは、清潔な場所で清潔な器具を使用し、直接手を触れない

で調理しているか。
和えもの、サラダ等は、調理後速やかに冷却するなど適切な温度管理を行っているか。また、

水で冷却する場合は、遊離残留塩素が 以上であるかを確認し、その結果と時間が記録・
保存されているか。
和えもの、サラダ等は、調理終了時に温度と時間を確認し、その記録が保存されているか。
マヨネーズは作成していないか。
缶詰を使用する際には、缶の状態に注意しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

二次汚染の
防止

調理作業工程表、作業動線図を作成するとともに、作業前に確認しているか。
器具や容器は、 ｃｍ以上の置台の上に置いているか。
食肉、魚介類や卵は、それぞれ専用の容器等を使用しているか。
調理員に対して、包丁やまな板の食品や処理別の使い分け等の汚染防止の指導を行っているか。
下処理後の加熱を行わない食品や加熱後冷却する必要のある食品の保管に、原材料用冷蔵庫を

使用していないか。
加熱調理後食品の一時保存はふたをするなど適切に行っているか。
調理終了後の食品を素手でさわっていないか。
調理作業中にふきんは使用していないか。
エプロン、履物等は、作業区分毎に使い分けているか。また、保管や洗浄等も区分して実施し

ているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の温度
管理

調理作業時の室内の温度、湿度を確認し、その記録が保存されているか。
冷蔵保管・冷凍保管する必要のある食品が常温放置されていないか。
加熱処理後冷却する必要のある食品は、適切な温度管理を行い、加熱終了時、冷却開始時、冷

却終了時の温度と時間が、記録・保存されているか。
配食や配送時の温度管理は適切に行われているか。
調理後の食品は適切に温度管理されているか。また、配食の時間は記録・保存されているか。
共同調理場においては、調理場搬出時、受配校搬入時の時間を毎日、温度を定期的に記録し、

その記録が保存されているか。
加熱食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、給食までの時間を可能な限り

短縮してるか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

廃棄物処理 廃棄物は、分別し、衛生的に処理されているか。
廃棄物は、汚臭、汚液がもれないよう管理されているか。また、廃棄物用の容器は、清掃され

ているか。
返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込んでないか。
廃棄物は、作業区域に放置されていないか。
廃棄物の保管場所は、清掃されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

配送・配食 共同調理場においては、運搬途中の塵埃等による汚染を防止しているか。
食品の運搬に当たっては、ふたをしているか。
パンや牛乳の容器の汚染に注意しているか。
給食当番等について、毎日、健康状態と服装を確認しているか。また、手洗いがされているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

残品 残品は、翌日等に繰り越して使用していないか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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第５票 学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

衛生状態 １ 調理員は、髪の毛等が食品等に付着しないよう衣服等を清潔に保っているか。
２ 作業前、作業区分ごと、用便後等の手洗い・消毒は確実に行われているか。
３ 調理衣や調理用履物を着用したまま便所に入っていないか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

健康状態
４ 定期的に健康診断が行われているか。
５ 検便が毎月２回以上行われており、その結果等は保存されているか。
６ 下痢、発熱等の健康状態を、毎日把握しているか。
７ 感染症に罹患した疑いのある調理員等は、医療機関を受診させ、感染症疾患の有無を確認させ

ているか。
８ 化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止しているか。
９ ノロウイルスに罹患した調理員等に対して、食品に直接触れる作業をさせないなど適切な処理

を行っているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第４票 調理過程の定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

献立作成 １ 献立は、施設・人員の能力に対応し、作業工程や作業動線に配慮したものであるか。
２ 高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等について配慮したものか。
３ 地域の感染症、食中毒の発生状況に配慮したものか。
４ 献立作成委員会を設ける等により栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重したものか。 

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の購入 ５ 食品選定委員会を設ける等により栄養教諭等、保護者その他の意見を尊重したものか。
６ 食品の製造を委託する業者は、衛生上信用のおける業者を選定しているか。
７ 衛生上信用のおける食品納入業者を選定しているか。
８ 食品納入業者の衛生管理の取組を促し、必要に応じて衛生管理状況を確認しているか。
９ 原材料、加工食品について、微生物検査や理化学検査の結果、生産履歴等を提出させているか。

また、その記録は保存しているか。 さらに、検査の結果、原材料として不適と判断した場合に
は適切な措置を講じているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の選定 食品は、鮮度の良い衛生的なものを選定しているか。
有害な食品添加物を使用している食品や使用原材料が不明な食品等を使用していないか。
地域の感染症、食中毒の発生状況を考慮しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

調理過程 前日調理を行っていないか。
加熱処理を適切に行い、その温度と時間が記録・保存されているか。
中心温度計は、正確か。
生野菜の使用については、設置者が適切に判断しているか。また、使用の際は、流水で十分洗

浄するなど衛生的な取扱いを行っているか。
料理の混ぜ合わせ、配食、盛りつけは、清潔な場所で清潔な器具を使用し、直接手を触れない

で調理しているか。
和えもの、サラダ等は、調理後速やかに冷却するなど適切な温度管理を行っているか。また、

水で冷却する場合は、遊離残留塩素が 以上であるかを確認し、その結果と時間が記録・
保存されているか。
和えもの、サラダ等は、調理終了時に温度と時間を確認し、その記録が保存されているか。
マヨネーズは作成していないか。
缶詰を使用する際には、缶の状態に注意しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

二次汚染の
防止

調理作業工程表、作業動線図を作成するとともに、作業前に確認しているか。
器具や容器は、 ｃｍ以上の置台の上に置いているか。
食肉、魚介類や卵は、それぞれ専用の容器等を使用しているか。
調理員に対して、包丁やまな板の食品や処理別の使い分け等の汚染防止の指導を行っているか。
下処理後の加熱を行わない食品や加熱後冷却する必要のある食品の保管に、原材料用冷蔵庫を

使用していないか。
加熱調理後食品の一時保存はふたをするなど適切に行っているか。
調理終了後の食品を素手でさわっていないか。
調理作業中にふきんは使用していないか。
エプロン、履物等は、作業区分毎に使い分けているか。また、保管や洗浄等も区分して実施し

ているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

食品の温度
管理

調理作業時の室内の温度、湿度を確認し、その記録が保存されているか。
冷蔵保管・冷凍保管する必要のある食品が常温放置されていないか。
加熱処理後冷却する必要のある食品は、適切な温度管理を行い、加熱終了時、冷却開始時、冷

却終了時の温度と時間が、記録・保存されているか。
配食や配送時の温度管理は適切に行われているか。
調理後の食品は適切に温度管理されているか。また、配食の時間は記録・保存されているか。
共同調理場においては、調理場搬出時、受配校搬入時の時間を毎日、温度を定期的に記録し、

その記録が保存されているか。
加熱食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、給食までの時間を可能な限り

短縮してるか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

廃棄物処理 廃棄物は、分別し、衛生的に処理されているか。
廃棄物は、汚臭、汚液がもれないよう管理されているか。また、廃棄物用の容器は、清掃され

ているか。
返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込んでないか。
廃棄物は、作業区域に放置されていないか。
廃棄物の保管場所は、清掃されているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

配送・配食 共同調理場においては、運搬途中の塵埃等による汚染を防止しているか。
食品の運搬に当たっては、ふたをしているか。
パンや牛乳の容器の汚染に注意しているか。
給食当番等について、毎日、健康状態と服装を確認しているか。また、手洗いがされているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

残品 残品は、翌日等に繰り越して使用していないか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

日常点検 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による
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第７票 学校給食における衛生管理体制定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

衛生管理
体制

１ 衛生管理責任者等は適切に定められているか。
２ 衛生管理責任者は適切に衛生管理の点検を行っているか。また、その結果を記録・保存してい
るか。

３ 校長等は、学校給食の衛生管理に注意を払い、学校給食関係者に衛生管理の徹底を促している
か。

４ 校長、場長、栄養教諭等、保健主事、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長、保護者等
などが連携した学校給食の衛生管理を徹底するための学校保健委員会等の組織は設けられ、適切
に運用されているか。

５ 校長等は、食品に異常の発生が認められた場合には、必要な措置を講じているか。
６ 校長等は、施設設備に改善が必要と認めた場合に応急措置や計画的な改善を講じているか。
７ 校長等は、栄養教諭等の指導等が円滑に実施されるよう関係職員の意思疎通に配慮しているか。
８ 調理に関係のない者を調理室に入れていないか。
９ 調理室に学校給食関係者以外の者が立ち入る場合には、健康状況等を点検しているか。

調理作業後の調理室は施錠しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第６票 定期検便結果処置票

令和 年 月 日記入

給食従事者名： 性別：男・女 年齢： 歳

下痢をした日：令和 年 月 日

検便の結果及び処置

令和 年 月 日検便実施 検査機関名：

【結果】

赤痢菌 ： ＋ －

サルモネラ ： ＋ －

腸管出血性大腸菌： ＋ －
血清型Ｏ１５７
その他（具体的に記載すること）

【処置（具体的に記載すること）】

平成２１年４月 日付け２１文科ス第６０１０号「学

校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による
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第７票 学校給食における衛生管理体制定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

衛生管理
体制

１ 衛生管理責任者等は適切に定められているか。
２ 衛生管理責任者は適切に衛生管理の点検を行っているか。また、その結果を記録・保存してい
るか。

３ 校長等は、学校給食の衛生管理に注意を払い、学校給食関係者に衛生管理の徹底を促している
か。

４ 校長、場長、栄養教諭等、保健主事、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長、保護者等
などが連携した学校給食の衛生管理を徹底するための学校保健委員会等の組織は設けられ、適切
に運用されているか。

５ 校長等は、食品に異常の発生が認められた場合には、必要な措置を講じているか。
６ 校長等は、施設設備に改善が必要と認めた場合に応急措置や計画的な改善を講じているか。
７ 校長等は、栄養教諭等の指導等が円滑に実施されるよう関係職員の意思疎通に配慮しているか。
８ 調理に関係のない者を調理室に入れていないか。
９ 調理室に学校給食関係者以外の者が立ち入る場合には、健康状況等を点検しているか。

調理作業後の調理室は施錠しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第６票 定期検便結果処置票

令和 年 月 日記入

給食従事者名： 性別：男・女 年齢： 歳

下痢をした日：令和 年 月 日

検便の結果及び処置

令和 年 月 日検便実施 検査機関名：

【結果】

赤痢菌 ： ＋ －

サルモネラ ： ＋ －

腸管出血性大腸菌： ＋ －
血清型Ｏ１５７
その他（具体的に記載すること）

【処置（具体的に記載すること）】

平成２１年４月 日付け２１文科ス第６０１０号「学

校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による
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第７票 学校給食における衛生管理体制定期検査票

検査年月日 令和 年 月 日（ ）

学校（調理場）名

給食従事者：栄養教諭等 名、調理員 名

定期検査票作成者（職・氏名）

給食対象人員 人

校長

衛生管理
体制

１ 衛生管理責任者等は適切に定められているか。
２ 衛生管理責任者は適切に衛生管理の点検を行っているか。また、その結果を記録・保存してい
るか。

３ 校長等は、学校給食の衛生管理に注意を払い、学校給食関係者に衛生管理の徹底を促している
か。

４ 校長、場長、栄養教諭等、保健主事、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長、保護者等
などが連携した学校給食の衛生管理を徹底するための学校保健委員会等の組織は設けられ、適切
に運用されているか。

５ 校長等は、食品に異常の発生が認められた場合には、必要な措置を講じているか。
６ 校長等は、施設設備に改善が必要と認めた場合に応急措置や計画的な改善を講じているか。
７ 校長等は、栄養教諭等の指導等が円滑に実施されるよう関係職員の意思疎通に配慮しているか。
８ 調理に関係のない者を調理室に入れていないか。
９ 調理室に学校給食関係者以外の者が立ち入る場合には、健康状況等を点検しているか。

調理作業後の調理室は施錠しているか。

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ・Ｃ

評価の基準 Ａ：良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改善を要するもの
特に指導した事項
直ちに改善を要する事項
その他気が付いた点で、措置を必要とする事項

平成２１年４月 日付け２１

文科ス第６０１０号「学校給

食衛生管理基準の施行につい

て（通知）」による

 

第６票 定期検便結果処置票

令和 年 月 日記入

給食従事者名： 性別：男・女 年齢： 歳

下痢をした日：令和 年 月 日

検便の結果及び処置

令和 年 月 日検便実施 検査機関名：

【結果】

赤痢菌 ： ＋ －

サルモネラ ： ＋ －

腸管出血性大腸菌： ＋ －
血清型Ｏ１５７
その他（具体的に記載すること）

【処置（具体的に記載すること）】

平成２１年４月 日付け２１文科ス第６０１０号「学

校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による
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衛 生 管 理 チ ェ ッ ク リ ス ト

作

業

中

下

処

理

□エプロン・履物等は下処理専用を使用している。

□加熱調理用、非加熱調理毎に下処理した。

□下処理終了後、容器・器具の洗浄・消毒を確実に行った。

□野菜類等は流水で十分洗浄した。また、生食する場合、必要に応じて消毒した。

調

理

時

□原材料は適切に温度管理した。

□作業区分ごとに手指は洗浄・消毒した。

□魚介類・食肉類、卵類を取り扱った手指は洗浄・消毒した。

□調理機器・容器・器具は食品・処理別に専用のものを使用した。

□加熱調理においては、十分に加熱し（７５℃で１分間以上、ただし二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれ

のある食品の場合は８５～９０℃で９０秒以上）、その温度と時間を記録した。

□加熱処理後冷却した食品は、適切に温度管理し、過程ごとの温度と時間を記録した。

□和え物、サラダ等は十分に冷却したか確認し、調理終了時の温度と時間を記録した。

□調理終了後の食品は二次汚染を防止するために適切に保管した。

□床に水を落とさないで調理した。

使

用

水

□食品を水で冷却する場合は、遊離残留塩素について確認し、その時の温度と時間を記録した。

□調理作業終了時に、遊離残留塩素は確認して記録した。（ ㎎／Ｌ以上あった）（ ㎎／Ｌ）

保

存

食

□原材料、調理済み食品をすべて５０ｇ程度採取した。

□釜別・ロット別に採取した。

□保存食容器（ビニール袋等）に採取し、－２０℃以下の冷凍庫に２週間以上保存した。

□採取、廃棄日時を記録した。

配

食

□調理終了後の食品を素手で扱っていない。

□飲食物の運搬には、ふたを使用した。

□配食時間は記録した。

□食缶を床上６０㎝以上の置台等に置いた。

便 所

□便所にせっけん液、アルコールやペーパータオルは十分にある。

□調理衣（上下）、履物等は脱いだ。

□用便後の手指は確実に洗浄・消毒した。

調理室の

立ち入り

□部外者が立ち入った。

□部外者の健康状態を点検・記録した。

□部外者は衛生的な服装であった。

共同調理場

受配校

□主食・牛乳や調理場を経由しない直送品は、検収票に基づき十分に点検し記録した。

□牛乳等温度管理が必要な食品は保冷庫等により適切に保管した。

□受配校搬入時の時刻を記録した。

 

第８票 学校給食日常点検票

学校（調理場）名 検査日 令和 年 月 日

校長（所長） 天気 気温

作成者

※栄養教諭等の衛生管理責任者が毎日点検し、校長（所長）の決裁を受け、記録を保存すること。

衛 生 管 理 チ ェ ッ ク リ ス ト

作

業

前

施

設

・

設

備

□調理場の清掃・清潔状態はよい。

□調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていない。

□主食置場、容器は清潔である。

□床、排水溝は清潔である。

□調理用機械・機器・器具は清潔である。

□冷蔵庫内は整理整頓され、清潔である。

□機械、機器の故障の有無を確認した。

□食品の保管室の温度・湿度は適切である。

□冷蔵庫・冷凍庫（ただし、保存食の保管のための専用冷凍庫については－２０℃以下）の温度
は適切である。

□食器具、容器や調理用器具は乾燥しており、保管場所は清潔である。

□手洗い施設の石けん液、アルコール、ペーパータオル等は十分にある。

□ねずみやはえ、ごきぶり等衛生害虫は出ていない。

使

用

水

□作業前に十分（５分間程度）流水した。

□使用水の外観（色・濁り）、臭い、味を確認した。（異常なし、異常あり）

□遊離残留塩素について確認し、記録した。（ ㎎／Ｌ以上あった）（ ㎎／Ｌ）

検

収

□食品は、検収室において検収責任者が立ち会い受け取った。

□品質、鮮度、包装容器の状況、異物の混入、食品表示等を十分に点検し、記録した。

□納入業者は衛生的な服装である。

□納入業者は検収時に下処理室や調理室内に立ち入っていない。

□食品は、食品保管場所に食品の分類毎に衛生的に保管した。

学

校

給

食

従

事

者

服

装

等

□調理衣・エプロン・マスク・帽子は清潔である。

□履物は清潔である。

□適切な服装をしている。

□爪は短く切っている。

手洗い □石けん液やアルコールで手指を洗浄・消毒した。

健

康

状

態

□下痢をしている者はいない。

□発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。

□本人や家族に感染症又はその疑いがある者はいない。

□感染症又はその疑いがある者は医療機関に受診させている。

□手指・顔面に化膿性疾患がある者はいない。

調理前 調理中

調理室の温度 ℃ ℃

湿度 ％ ％
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衛 生 管 理 チ ェ ッ ク リ ス ト

作

業

中

下

処

理

□エプロン・履物等は下処理専用を使用している。

□加熱調理用、非加熱調理毎に下処理した。

□下処理終了後、容器・器具の洗浄・消毒を確実に行った。

□野菜類等は流水で十分洗浄した。また、生食する場合、必要に応じて消毒した。

調

理

時

□原材料は適切に温度管理した。

□作業区分ごとに手指は洗浄・消毒した。

□魚介類・食肉類、卵類を取り扱った手指は洗浄・消毒した。

□調理機器・容器・器具は食品・処理別に専用のものを使用した。

□加熱調理においては、十分に加熱し（７５℃で１分間以上、ただし二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれ

のある食品の場合は８５～９０℃で９０秒以上）、その温度と時間を記録した。

□加熱処理後冷却した食品は、適切に温度管理し、過程ごとの温度と時間を記録した。

□和え物、サラダ等は十分に冷却したか確認し、調理終了時の温度と時間を記録した。

□調理終了後の食品は二次汚染を防止するために適切に保管した。

□床に水を落とさないで調理した。

使

用

水

□食品を水で冷却する場合は、遊離残留塩素について確認し、その時の温度と時間を記録した。

□調理作業終了時に、遊離残留塩素は確認して記録した。（ ㎎／Ｌ以上あった）（ ㎎／Ｌ）

保

存

食

□原材料、調理済み食品をすべて５０ｇ程度採取した。

□釜別・ロット別に採取した。

□保存食容器（ビニール袋等）に採取し、－２０℃以下の冷凍庫に２週間以上保存した。

□採取、廃棄日時を記録した。

配

食

□調理終了後の食品を素手で扱っていない。

□飲食物の運搬には、ふたを使用した。

□配食時間は記録した。

□食缶を床上６０㎝以上の置台等に置いた。

便 所

□便所にせっけん液、アルコールやペーパータオルは十分にある。

□調理衣（上下）、履物等は脱いだ。

□用便後の手指は確実に洗浄・消毒した。

調理室の

立ち入り

□部外者が立ち入った。

□部外者の健康状態を点検・記録した。

□部外者は衛生的な服装であった。

共同調理場

受配校

□主食・牛乳や調理場を経由しない直送品は、検収票に基づき十分に点検し記録した。

□牛乳等温度管理が必要な食品は保冷庫等により適切に保管した。

□受配校搬入時の時刻を記録した。

 

第８票 学校給食日常点検票

学校（調理場）名 検査日 令和 年 月 日

校長（所長） 天気 気温

作成者

※栄養教諭等の衛生管理責任者が毎日点検し、校長（所長）の決裁を受け、記録を保存すること。

衛 生 管 理 チ ェ ッ ク リ ス ト

作

業

前

施

設

・

設

備

□調理場の清掃・清潔状態はよい。

□調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていない。

□主食置場、容器は清潔である。

□床、排水溝は清潔である。

□調理用機械・機器・器具は清潔である。

□冷蔵庫内は整理整頓され、清潔である。

□機械、機器の故障の有無を確認した。

□食品の保管室の温度・湿度は適切である。

□冷蔵庫・冷凍庫（ただし、保存食の保管のための専用冷凍庫については－２０℃以下）の温度
は適切である。

□食器具、容器や調理用器具は乾燥しており、保管場所は清潔である。

□手洗い施設の石けん液、アルコール、ペーパータオル等は十分にある。

□ねずみやはえ、ごきぶり等衛生害虫は出ていない。

使

用

水

□作業前に十分（５分間程度）流水した。

□使用水の外観（色・濁り）、臭い、味を確認した。（異常なし、異常あり）

□遊離残留塩素について確認し、記録した。（ ㎎／Ｌ以上あった）（ ㎎／Ｌ）

検

収

□食品は、検収室において検収責任者が立ち会い受け取った。

□品質、鮮度、包装容器の状況、異物の混入、食品表示等を十分に点検し、記録した。

□納入業者は衛生的な服装である。

□納入業者は検収時に下処理室や調理室内に立ち入っていない。

□食品は、食品保管場所に食品の分類毎に衛生的に保管した。

学

校

給

食

従

事

者

服

装

等

□調理衣・エプロン・マスク・帽子は清潔である。

□履物は清潔である。

□適切な服装をしている。

□爪は短く切っている。

手洗い □石けん液やアルコールで手指を洗浄・消毒した。

健

康

状

態

□下痢をしている者はいない。

□発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。

□本人や家族に感染症又はその疑いがある者はいない。

□感染症又はその疑いがある者は医療機関に受診させている。

□手指・顔面に化膿性疾患がある者はいない。

調理前 調理中

調理室の温度 ℃ ℃

湿度 ％ ％
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衛 生 管 理 チ ェ ッ ク リ ス ト

作

業

中

下

処

理

□エプロン・履物等は下処理専用を使用している。

□加熱調理用、非加熱調理毎に下処理した。

□下処理終了後、容器・器具の洗浄・消毒を確実に行った。

□野菜類等は流水で十分洗浄した。また、生食する場合、必要に応じて消毒した。

調

理

時

□原材料は適切に温度管理した。

□作業区分ごとに手指は洗浄・消毒した。

□魚介類・食肉類、卵類を取り扱った手指は洗浄・消毒した。

□調理機器・容器・器具は食品・処理別に専用のものを使用した。

□加熱調理においては、十分に加熱し（７５℃で１分間以上、ただし二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれ

のある食品の場合は８５～９０℃で９０秒以上）、その温度と時間を記録した。

□加熱処理後冷却した食品は、適切に温度管理し、過程ごとの温度と時間を記録した。

□和え物、サラダ等は十分に冷却したか確認し、調理終了時の温度と時間を記録した。

□調理終了後の食品は二次汚染を防止するために適切に保管した。

□床に水を落とさないで調理した。

使

用

水

□食品を水で冷却する場合は、遊離残留塩素について確認し、その時の温度と時間を記録した。

□調理作業終了時に、遊離残留塩素は確認して記録した。（ ㎎／Ｌ以上あった）（ ㎎／Ｌ）

保

存

食

□原材料、調理済み食品をすべて５０ｇ程度採取した。

□釜別・ロット別に採取した。

□保存食容器（ビニール袋等）に採取し、－２０℃以下の冷凍庫に２週間以上保存した。

□採取、廃棄日時を記録した。

配

食

□調理終了後の食品を素手で扱っていない。

□飲食物の運搬には、ふたを使用した。

□配食時間は記録した。

□食缶を床上６０㎝以上の置台等に置いた。

便 所

□便所にせっけん液、アルコールやペーパータオルは十分にある。

□調理衣（上下）、履物等は脱いだ。

□用便後の手指は確実に洗浄・消毒した。

調理室の

立ち入り

□部外者が立ち入った。

□部外者の健康状態を点検・記録した。

□部外者は衛生的な服装であった。

共同調理場

受配校

□主食・牛乳や調理場を経由しない直送品は、検収票に基づき十分に点検し記録した。

□牛乳等温度管理が必要な食品は保冷庫等により適切に保管した。

□受配校搬入時の時刻を記録した。

 

第８票 学校給食日常点検票

学校（調理場）名 検査日 令和 年 月 日

校長（所長） 天気 気温

作成者

※栄養教諭等の衛生管理責任者が毎日点検し、校長（所長）の決裁を受け、記録を保存すること。

衛 生 管 理 チ ェ ッ ク リ ス ト

作

業

前

施

設

・

設

備

□調理場の清掃・清潔状態はよい。

□調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていない。

□主食置場、容器は清潔である。

□床、排水溝は清潔である。

□調理用機械・機器・器具は清潔である。

□冷蔵庫内は整理整頓され、清潔である。

□機械、機器の故障の有無を確認した。

□食品の保管室の温度・湿度は適切である。

□冷蔵庫・冷凍庫（ただし、保存食の保管のための専用冷凍庫については－２０℃以下）の温度
は適切である。

□食器具、容器や調理用器具は乾燥しており、保管場所は清潔である。

□手洗い施設の石けん液、アルコール、ペーパータオル等は十分にある。

□ねずみやはえ、ごきぶり等衛生害虫は出ていない。

使

用

水

□作業前に十分（５分間程度）流水した。

□使用水の外観（色・濁り）、臭い、味を確認した。（異常なし、異常あり）

□遊離残留塩素について確認し、記録した。（ ㎎／Ｌ以上あった）（ ㎎／Ｌ）

検

収

□食品は、検収室において検収責任者が立ち会い受け取った。

□品質、鮮度、包装容器の状況、異物の混入、食品表示等を十分に点検し、記録した。

□納入業者は衛生的な服装である。

□納入業者は検収時に下処理室や調理室内に立ち入っていない。

□食品は、食品保管場所に食品の分類毎に衛生的に保管した。

学

校

給

食

従

事

者

服

装

等

□調理衣・エプロン・マスク・帽子は清潔である。

□履物は清潔である。

□適切な服装をしている。

□爪は短く切っている。

手洗い □石けん液やアルコールで手指を洗浄・消毒した。

健

康

状

態

□下痢をしている者はいない。

□発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。

□本人や家族に感染症又はその疑いがある者はいない。

□感染症又はその疑いがある者は医療機関に受診させている。

□手指・顔面に化膿性疾患がある者はいない。

調理前 調理中

調理室の温度 ℃ ℃

湿度 ％ ％
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６ 学校での留意点

⑴ 施設設備等

ア ランチルーム等に、幼児児童生徒の手洗い設備を設ける。

イ 配膳室は外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分する（４５、４６ページ

参照）。

ウ 配膳室の出入り口には、原則として施錠設備を設け、給食保管している時間帯は施錠する。

エ 配膳室や配膳台の清掃・消毒を行い、衛生管理に努める。

オ 教室へ給食を運搬する際は、食品が入っている容器には蓋
ふた

をする。

⑵ 検食

ア 検食は最終的に喫食の判断をする役割をもつことを理解し、あらかじめ検食責任者を定め

る。

イ 幼児児童生徒の喫食開始時刻の３０分前までに行う。

ウ 異常があった場合には給食の中止等について判断するとともに、受配校においては、速や

かに共同調理場に連絡する。

エ 検食に当たっては次の点を確認する。

① 食品中に人体に有害と思われる異物の混入がない。

② 調理過程において加熱及び冷却処理が適切に行われている。

③ 食品の異味、異臭その他の異常がない。

④ 一食分としてそれぞれの食品の量が適当である。

⑤ 味付け、香り、色彩及び形態等が適切である。

⑥ 幼児児童生徒の嗜
し

好に配慮されている。

オ エの確認結果及び検食を行った時刻、意見等を記録し保存する。

⑶ 配膳を行う給食当番の児童生徒及び教職員

ア 毎日、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の健康状態、衛生的服装、及び手指の確実な洗浄状況を

確認し、記録する。

イ 下痢や腹痛、嘔吐等の症状がある場合は、給食当番等を交代させる。

ウ 給食準備前や用便後の手洗いを励行し、清潔な手指で食器及び食品を扱う。

⑷ 感染症・食中毒の防止

ア 幼児児童生徒に対しては、感染症・食中毒の予防についての保健教育を強化するとともに、

日常生活において、感染症・食中毒の予防のために必要な生活の実践、特に用便後、食事前

等の手洗いを励行する。

イ 幼児児童生徒に対して、給食前に石けん液で十分手を洗わせる。手洗いは必ず流水式とする。

ウ 箸等を幼児児童生徒の家庭から持参させる場合は、不衛生にならないように、毎日洗浄し

清潔なものを持参する。

エ パンの容器、牛乳等の瓶その他の容器等の汚染に注意する。

オ 教職員は、幼児児童生徒の嘔吐物で汚れた食器具については、洗浄後消毒を行うなど衛生

 

 

作

業

後

配送

・

配膳

□調理終了後、速やかに喫食されるよう配送や配膳にかかる時間は適切である。（２時間以内）

□釜別、ロット別に配送先を記録し、搬出時刻と搬入時刻を記録した。

□配送記録をつけている。

検

食

□検食は、児童生徒の摂食３０分前に実施している。

□加熱調理や冷却は、適切に行っている。

□異味、異臭、異物等の異常はない。

□検食結果については、時間等も含め記録した。

給
食
当
番

□下痢をしている者はいない。

□発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。

□衛生的な服装をしている。

□手指は確実に洗浄した。

食器具・
容器・器
具の洗浄
・消毒

□食器具、容器や調理用器具は、確実に洗浄・消毒した。

□食器具、容器や調理用器具の損傷を確認し、乾燥状態で保管した。

□分解できる調理機械・機器は、使用後に分解し、洗浄・消毒、乾燥した。

廃
棄
物
の
処
理

□調理に伴う廃棄物は、分別し、衛生的に処理されている。

□返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込んでいない。

□残菜容器は清潔である。

□廃棄物の保管場所は清潔である。

食
品
保
管
室

□給食物資以外のものは入れていない。

□通風、温度、湿度等の衛生状態は良い。

□ネズミやはえ、ごきぶり等衛生害虫はいない。
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６ 学校での留意点

⑴ 施設設備等

ア ランチルーム等に、幼児児童生徒の手洗い設備を設ける。

イ 配膳室は外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分する（４５、４６ページ

参照）。

ウ 配膳室の出入り口には、原則として施錠設備を設け、給食保管している時間帯は施錠する。

エ 配膳室や配膳台の清掃・消毒を行い、衛生管理に努める。

オ 教室へ給食を運搬する際は、食品が入っている容器には蓋
ふた

をする。

⑵ 検食

ア 検食は最終的に喫食の判断をする役割をもつことを理解し、あらかじめ検食責任者を定め

る。

イ 幼児児童生徒の喫食開始時刻の３０分前までに行う。

ウ 異常があった場合には給食の中止等について判断するとともに、受配校においては、速や

かに共同調理場に連絡する。

エ 検食に当たっては次の点を確認する。

① 食品中に人体に有害と思われる異物の混入がない。

② 調理過程において加熱及び冷却処理が適切に行われている。

③ 食品の異味、異臭その他の異常がない。

④ 一食分としてそれぞれの食品の量が適当である。

⑤ 味付け、香り、色彩及び形態等が適切である。

⑥ 幼児児童生徒の嗜
し

好に配慮されている。

オ エの確認結果及び検食を行った時刻、意見等を記録し保存する。

⑶ 配膳を行う給食当番の児童生徒及び教職員

ア 毎日、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の健康状態、衛生的服装、及び手指の確実な洗浄状況を

確認し、記録する。

イ 下痢や腹痛、嘔吐等の症状がある場合は、給食当番等を交代させる。

ウ 給食準備前や用便後の手洗いを励行し、清潔な手指で食器及び食品を扱う。

⑷ 感染症・食中毒の防止

ア 幼児児童生徒に対しては、感染症・食中毒の予防についての保健教育を強化するとともに、

日常生活において、感染症・食中毒の予防のために必要な生活の実践、特に用便後、食事前

等の手洗いを励行する。

イ 幼児児童生徒に対して、給食前に石けん液で十分手を洗わせる。手洗いは必ず流水式とする。

ウ 箸等を幼児児童生徒の家庭から持参させる場合は、不衛生にならないように、毎日洗浄し

清潔なものを持参する。

エ パンの容器、牛乳等の瓶その他の容器等の汚染に注意する。

オ 教職員は、幼児児童生徒の嘔吐物で汚れた食器具については、洗浄後消毒を行うなど衛生

 

 

作

業

後

配送

・

配膳

□調理終了後、速やかに喫食されるよう配送や配膳にかかる時間は適切である。（２時間以内）

□釜別、ロット別に配送先を記録し、搬出時刻と搬入時刻を記録した。

□配送記録をつけている。

検

食

□検食は、児童生徒の摂食３０分前に実施している。

□加熱調理や冷却は、適切に行っている。

□異味、異臭、異物等の異常はない。

□検食結果については、時間等も含め記録した。

給
食
当
番

□下痢をしている者はいない。

□発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。

□衛生的な服装をしている。

□手指は確実に洗浄した。

食器具・
容器・器
具の洗浄
・消毒

□食器具、容器や調理用器具は、確実に洗浄・消毒した。

□食器具、容器や調理用器具の損傷を確認し、乾燥状態で保管した。

□分解できる調理機械・機器は、使用後に分解し、洗浄・消毒、乾燥した。

廃
棄
物
の
処
理

□調理に伴う廃棄物は、分別し、衛生的に処理されている。

□返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込んでいない。

□残菜容器は清潔である。

□廃棄物の保管場所は清潔である。

食
品
保
管
室

□給食物資以外のものは入れていない。

□通風、温度、湿度等の衛生状態は良い。

□ネズミやはえ、ごきぶり等衛生害虫はいない。
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６ 学校での留意点
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ア ランチルーム等に、幼児児童生徒の手洗い設備を設ける。

イ 配膳室は外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分する（４５、４６ページ
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し

好に配慮されている。
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業

後

配送

・

配膳

□調理終了後、速やかに喫食されるよう配送や配膳にかかる時間は適切である。（２時間以内）

□釜別、ロット別に配送先を記録し、搬出時刻と搬入時刻を記録した。
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食
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□通風、温度、湿度等の衛生状態は良い。

□ネズミやはえ、ごきぶり等衛生害虫はいない。
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７ 食中毒・感染症等

食中毒の発生を防止するためには、その原因物質の特徴について正しく理解することが重要で

ある。また、汚染しやすい食品の取り扱いについて注意する。

⑴ 食中毒原因物質の特徴と事故例

学校給食で発生する食中毒にはいろいろな種類があるが、その原因によって次のように分類

される。

サルモネラ 鶏卵、鶏肉、豚肉、野菜

ねずみの媒介等

病原大腸菌

・腸管出血性大腸菌－牛肉、水等

・病原大腸菌 －肉類、サラダ類

感染型 （腸管出血性大腸菌以外）

カンピロバクター 鶏肉

ウエルシュ菌 動物性たんぱく食品

細菌性食中毒

腸炎ビブリオ 魚介類

食中毒 ブドウ球菌 弁当、おにぎり等

毒素型 セレウス菌 焼き飯、スパゲティ等

ボツリヌス菌 真空包装食品

いずし、缶詰等

ウイルス性食中毒 ノロウイルス 二枚貝、手指を介して

ノロウイルスに汚染さ

れた食品

アレルギー様食中毒 ヒスタミン まぐろ、さば、さんま

的に処理し、調理場に返却するに当たっては、その旨を明示する。

カ 嘔吐物は、調理場に持ち込まない。

キ 食品が入っていた容器に嘔吐物は絶対に入れない。

ク 給食の時間に、幼児児童生徒が嘔吐した場合は、周囲の幼児児童生徒を可能な限り嘔吐物

から遠ざけ、当該幼児児童生徒を保健室等に連れて行く。

ケ パン等残食の持ち帰りは、禁止する。

コ パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しな

い。

⑸ 患者の早期発見

ア 幼児児童生徒の欠席率に注意し、感染症・食中毒等の早期発見に努める。

イ 幼児児童生徒に対して、健康観察その他によって健康の異常の発見に努め、感染症・食中毒

が疑われる症状があるときは、関係機関の協力を得て、速やかに学校医等の診断に基づき、そ

の指導により必要な措置を講じる。

ウ 健康に異常のある幼児児童生徒は、保護者、教員等に申し出るように指導し、保護者に対し

ては、幼児児童生徒が感染症・食中毒にかかったり、その疑いがあったりする場合には、学校

にその旨を報告するよう指導する。

エ 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症・食中毒患者の発生及び流行状況に注意

し、早期にその症状の把握に努める。
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イ 病原大腸菌

主な分布場所 動物の腸管内等に広く常在しているが、その中の一部が人に病原性を有する。

特徴

人に病原性のある大腸菌は次の５型に分類される。

①腸管病原性（ＥＰＥＣ）：下痢、腹痛等を症状とし、サルモネラ属菌とよく似た急

性胃腸炎を起こす。

②腸管侵入性（ＥＩＥＣ）：腸の細胞内に入り、赤痢様の症状（血便、腹痛、発熱）

を起こす。

③毒素原性（ＥＴＥＣ）：増殖する際に毒素（エンテロトキシン）を産生し、激しい

水様性下痢を起こす。

④腸管出血性（ＥＨＥＣ）：ベロ毒素を産生し、血便、腹痛等の出血性腸炎を起こ

す。

⑤腸管凝集接着性（ＥＡｇｇＥＣ）：腸の細胞に付着し、エンテロトキシンを産生す

ることにより、散発的に下痢症を起こす。

原因食品
ふん便等により、二次的に汚染された食品、飲料水等

生や加熱不良の食肉等

主な症状
下痢、腹痛を主徴とする胃腸炎型、赤痢様症状を起こす赤痢型、出血を起こす出血性

大腸炎型の三つの病型に分けられる。

潜伏期間

６～ 時間（通常 ～ 時間）

①腸管侵入性大腸菌は１～５日

②腸管出血性大腸菌は２～７日

予防方法

①手洗いは十分に行う。

②調理器具は食品ごとに使い分けし、洗浄・消毒を徹底する。

③食品の中心温度を ℃で１分間以上確実に加熱する。

④食肉・食肉製品は、 ℃以下の低温管理を徹底する。

⑤井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は、必ず消毒する。

【学校給食での事例】病原大腸菌Ｏ７：Ｈ４食中毒

① 概要

令和２年６月、Ｂ市内複数小中学校の小学生１，８４６名、中学生９４９名、教職員１６

３名が下痢（水様便・軟便）、腹痛等の症状を呈した。

② 原因食品

海藻サラダ

③ 汚染源の特定

病因物質が付着した原料を最終加熱工程のないメニューに使用したことと、温度管理が不

十分な状況下で前日調理したことが推測される。

④ 再発防止策

乾燥わかめ・海藻ミックスは、前日調理を廃止し、７５℃で１分間以上又はこれと同等以

上の温度での湯戻しをすることとした。また、市は、業務委託先の衛生管理状況の把握と、

学校給食衛生管理基準等の確認をし、県は、類似業態に対する事例共有及び衛生講習会の実

施と管理指導体制の見直しを行った。

ア サルモネラ

主な分布場所
人や動物の腸管内、河川水等広く環境中に分布している。鶏卵が汚染されていること

もあるので注意が必要である。

特徴
熱に対して比較的弱く、 ℃ 分の加熱で死滅する。

乾燥に対して抵抗力が強い。

原因食品
生や加熱不良の食肉、卵料理等が多い。

二次的に汚染された食品。

主な症状
激しい腹痛と下痢（１日に数回、多いときは 回程度）が起こり、吐き気、嘔吐、発

熱（ ～ ℃以上）。長期にわたり保菌者となることもある。

潜伏期間 ６～ 時間（通常 ～ 時間）

予防方法

①卵はきれいでひび割れのない、賞味期限内のものを使用する。

②食肉類、卵等を扱う器具等は専用とする。

③食肉類、卵等は低温管理する。

（食肉・食肉製品 ℃以下、殻付卵 ℃以下、液卵８℃以下）

④食品の中心温度を ℃で１分間以上確実に加熱する。

⑤食肉類、卵等を取り扱った手指や調理器具は、その都度洗浄・消毒する。

⑥ねずみ・昆虫等の駆除を徹底する。

⑦健康な人でも保菌している可能性があるので、学校給食従事者が無症状病原体保有

者でないかを、月２回以上の検便でチェックする。

【学校給食での事例】サルモネラ・エンテリティディス（ＳＥ）食中毒

① 概要

平成２３年２月、Ａ市内の共同調理場で調理された食品を原因として、喫食した２，７５８

名のうち、１，５２２名が下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

ブロッコリーサラダ

③ 汚染源の特定

保存食のブロッコリーサラダ及びサラダを撹拌
かくはん

した調理器具からサルモネラ・エンテリティ

ディス（ＳＥ）が検出され、患者から検出された菌と血清型が一致し、原因食品と特定され

た。汚染原因としては、調理器具の洗浄・消毒不足、及び床からの跳ね返り水による汚染

（高さ６０㎝以下で保管）が推察された。さらに調理品の室温放置があり、サルモネラ・エ

ンテリティディス（ＳＥ）の増殖を助長したものと考えられた。

④ 再発防止策

一部の学校給食従事者の衛生意識が低いこと、施設の老朽化と構造上の問題により施設の

衛生管理が不十分だったこと等が指摘され、衛生管理マニュアル等の見直しを行い、学校給

食従事者に対する衛生教育の徹底が図られ、施設や調理機材の衛生管理体制が整備された。
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イ 病原大腸菌

主な分布場所 動物の腸管内等に広く常在しているが、その中の一部が人に病原性を有する。

特徴

人に病原性のある大腸菌は次の５型に分類される。

①腸管病原性（ＥＰＥＣ）：下痢、腹痛等を症状とし、サルモネラ属菌とよく似た急

性胃腸炎を起こす。

②腸管侵入性（ＥＩＥＣ）：腸の細胞内に入り、赤痢様の症状（血便、腹痛、発熱）

を起こす。

③毒素原性（ＥＴＥＣ）：増殖する際に毒素（エンテロトキシン）を産生し、激しい

水様性下痢を起こす。

④腸管出血性（ＥＨＥＣ）：ベロ毒素を産生し、血便、腹痛等の出血性腸炎を起こ

す。

⑤腸管凝集接着性（ＥＡｇｇＥＣ）：腸の細胞に付着し、エンテロトキシンを産生す

ることにより、散発的に下痢症を起こす。

原因食品
ふん便等により、二次的に汚染された食品、飲料水等

生や加熱不良の食肉等

主な症状
下痢、腹痛を主徴とする胃腸炎型、赤痢様症状を起こす赤痢型、出血を起こす出血性

大腸炎型の三つの病型に分けられる。

潜伏期間

６～ 時間（通常 ～ 時間）

①腸管侵入性大腸菌は１～５日

②腸管出血性大腸菌は２～７日

予防方法

①手洗いは十分に行う。

②調理器具は食品ごとに使い分けし、洗浄・消毒を徹底する。

③食品の中心温度を ℃で１分間以上確実に加熱する。

④食肉・食肉製品は、 ℃以下の低温管理を徹底する。

⑤井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は、必ず消毒する。

【学校給食での事例】病原大腸菌Ｏ７：Ｈ４食中毒

① 概要

令和２年６月、Ｂ市内複数小中学校の小学生１，８４６名、中学生９４９名、教職員１６

３名が下痢（水様便・軟便）、腹痛等の症状を呈した。

② 原因食品

海藻サラダ

③ 汚染源の特定

病因物質が付着した原料を最終加熱工程のないメニューに使用したことと、温度管理が不

十分な状況下で前日調理したことが推測される。

④ 再発防止策

乾燥わかめ・海藻ミックスは、前日調理を廃止し、７５℃で１分間以上又はこれと同等以

上の温度での湯戻しをすることとした。また、市は、業務委託先の衛生管理状況の把握と、

学校給食衛生管理基準等の確認をし、県は、類似業態に対する事例共有及び衛生講習会の実

施と管理指導体制の見直しを行った。

ア サルモネラ

主な分布場所
人や動物の腸管内、河川水等広く環境中に分布している。鶏卵が汚染されていること

もあるので注意が必要である。

特徴
熱に対して比較的弱く、 ℃ 分の加熱で死滅する。

乾燥に対して抵抗力が強い。

原因食品
生や加熱不良の食肉、卵料理等が多い。

二次的に汚染された食品。

主な症状
激しい腹痛と下痢（１日に数回、多いときは 回程度）が起こり、吐き気、嘔吐、発

熱（ ～ ℃以上）。長期にわたり保菌者となることもある。

潜伏期間 ６～ 時間（通常 ～ 時間）

予防方法

①卵はきれいでひび割れのない、賞味期限内のものを使用する。

②食肉類、卵等を扱う器具等は専用とする。

③食肉類、卵等は低温管理する。

（食肉・食肉製品 ℃以下、殻付卵 ℃以下、液卵８℃以下）

④食品の中心温度を ℃で１分間以上確実に加熱する。

⑤食肉類、卵等を取り扱った手指や調理器具は、その都度洗浄・消毒する。

⑥ねずみ・昆虫等の駆除を徹底する。

⑦健康な人でも保菌している可能性があるので、学校給食従事者が無症状病原体保有

者でないかを、月２回以上の検便でチェックする。

【学校給食での事例】サルモネラ・エンテリティディス（ＳＥ）食中毒

① 概要

平成２３年２月、Ａ市内の共同調理場で調理された食品を原因として、喫食した２，７５８

名のうち、１，５２２名が下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

ブロッコリーサラダ

③ 汚染源の特定

保存食のブロッコリーサラダ及びサラダを撹拌
かくはん

した調理器具からサルモネラ・エンテリティ

ディス（ＳＥ）が検出され、患者から検出された菌と血清型が一致し、原因食品と特定され

た。汚染原因としては、調理器具の洗浄・消毒不足、及び床からの跳ね返り水による汚染

（高さ６０㎝以下で保管）が推察された。さらに調理品の室温放置があり、サルモネラ・エ

ンテリティディス（ＳＥ）の増殖を助長したものと考えられた。

④ 再発防止策

一部の学校給食従事者の衛生意識が低いこと、施設の老朽化と構造上の問題により施設の

衛生管理が不十分だったこと等が指摘され、衛生管理マニュアル等の見直しを行い、学校給

食従事者に対する衛生教育の徹底が図られ、施設や調理機材の衛生管理体制が整備された。
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イ 病原大腸菌

主な分布場所 動物の腸管内等に広く常在しているが、その中の一部が人に病原性を有する。

特徴

人に病原性のある大腸菌は次の５型に分類される。

①腸管病原性（ＥＰＥＣ）：下痢、腹痛等を症状とし、サルモネラ属菌とよく似た急

性胃腸炎を起こす。

②腸管侵入性（ＥＩＥＣ）：腸の細胞内に入り、赤痢様の症状（血便、腹痛、発熱）

を起こす。

③毒素原性（ＥＴＥＣ）：増殖する際に毒素（エンテロトキシン）を産生し、激しい

水様性下痢を起こす。

④腸管出血性（ＥＨＥＣ）：ベロ毒素を産生し、血便、腹痛等の出血性腸炎を起こ

す。

⑤腸管凝集接着性（ＥＡｇｇＥＣ）：腸の細胞に付着し、エンテロトキシンを産生す

ることにより、散発的に下痢症を起こす。

原因食品
ふん便等により、二次的に汚染された食品、飲料水等

生や加熱不良の食肉等

主な症状
下痢、腹痛を主徴とする胃腸炎型、赤痢様症状を起こす赤痢型、出血を起こす出血性

大腸炎型の三つの病型に分けられる。

潜伏期間

６～ 時間（通常 ～ 時間）

①腸管侵入性大腸菌は１～５日

②腸管出血性大腸菌は２～７日

予防方法

①手洗いは十分に行う。

②調理器具は食品ごとに使い分けし、洗浄・消毒を徹底する。

③食品の中心温度を ℃で１分間以上確実に加熱する。

④食肉・食肉製品は、 ℃以下の低温管理を徹底する。

⑤井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は、必ず消毒する。

【学校給食での事例】病原大腸菌Ｏ７：Ｈ４食中毒

① 概要

令和２年６月、Ｂ市内複数小中学校の小学生１，８４６名、中学生９４９名、教職員１６

３名が下痢（水様便・軟便）、腹痛等の症状を呈した。

② 原因食品

海藻サラダ

③ 汚染源の特定

病因物質が付着した原料を最終加熱工程のないメニューに使用したことと、温度管理が不

十分な状況下で前日調理したことが推測される。

④ 再発防止策

乾燥わかめ・海藻ミックスは、前日調理を廃止し、７５℃で１分間以上又はこれと同等以

上の温度での湯戻しをすることとした。また、市は、業務委託先の衛生管理状況の把握と、

学校給食衛生管理基準等の確認をし、県は、類似業態に対する事例共有及び衛生講習会の実

施と管理指導体制の見直しを行った。

ア サルモネラ

主な分布場所
人や動物の腸管内、河川水等広く環境中に分布している。鶏卵が汚染されていること

もあるので注意が必要である。

特徴
熱に対して比較的弱く、 ℃ 分の加熱で死滅する。

乾燥に対して抵抗力が強い。

原因食品
生や加熱不良の食肉、卵料理等が多い。

二次的に汚染された食品。

主な症状
激しい腹痛と下痢（１日に数回、多いときは 回程度）が起こり、吐き気、嘔吐、発

熱（ ～ ℃以上）。長期にわたり保菌者となることもある。

潜伏期間 ６～ 時間（通常 ～ 時間）

予防方法

①卵はきれいでひび割れのない、賞味期限内のものを使用する。

②食肉類、卵等を扱う器具等は専用とする。

③食肉類、卵等は低温管理する。

（食肉・食肉製品 ℃以下、殻付卵 ℃以下、液卵８℃以下）

④食品の中心温度を ℃で１分間以上確実に加熱する。

⑤食肉類、卵等を取り扱った手指や調理器具は、その都度洗浄・消毒する。

⑥ねずみ・昆虫等の駆除を徹底する。

⑦健康な人でも保菌している可能性があるので、学校給食従事者が無症状病原体保有

者でないかを、月２回以上の検便でチェックする。

【学校給食での事例】サルモネラ・エンテリティディス（ＳＥ）食中毒

① 概要

平成２３年２月、Ａ市内の共同調理場で調理された食品を原因として、喫食した２，７５８

名のうち、１，５２２名が下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

ブロッコリーサラダ

③ 汚染源の特定

保存食のブロッコリーサラダ及びサラダを撹拌
かくはん

した調理器具からサルモネラ・エンテリティ

ディス（ＳＥ）が検出され、患者から検出された菌と血清型が一致し、原因食品と特定され

た。汚染原因としては、調理器具の洗浄・消毒不足、及び床からの跳ね返り水による汚染

（高さ６０㎝以下で保管）が推察された。さらに調理品の室温放置があり、サルモネラ・エ

ンテリティディス（ＳＥ）の増殖を助長したものと考えられた。

④ 再発防止策

一部の学校給食従事者の衛生意識が低いこと、施設の老朽化と構造上の問題により施設の

衛生管理が不十分だったこと等が指摘され、衛生管理マニュアル等の見直しを行い、学校給

食従事者に対する衛生教育の徹底が図られ、施設や調理機材の衛生管理体制が整備された。
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エ ウエルシュ菌

主な分布場所 人や動物のふん便、土壌、下水等の自然環境に広く分布している。

特徴

耐熱性の細菌で、芽胞は ℃４時間の加熱でも死滅しない。

嫌気性菌（空気がない状態で生育可能な菌）で、 ～ ℃でよく増殖する。

「加熱済みの食品は絶対安心」という誤った常識により引き起こされる食中毒であ

る。

原因食品
カレーライス、シチュー、スープ、煮物等、同一容器内で大量に加熱調理される食品

が多い。

主な症状
下痢（数回～ 回以上。水溶性、時には粘血便。多くの場合３日くらいで回復す

る。）、腹痛で、嘔吐や発熱はまれである。

潜伏期間 ６～ 時間（平均 時間）

予防方法

①前日調理をしない。

②食品中での菌の増殖を阻止するため、加熱調理食品の冷却は小分けするなど速やか

に行う。

③食品を保存する場合は、 ℃以下か ℃以上を保つ。

④再加熱する場合は、十分に加熱して増殖している菌を殺菌するが、加熱しても芽胞

は死滅しないことがあるので、加熱を過信しない。

【学校給食での事例】ウエルシュ菌食中毒

① 概要

平成１３年１１月、Ｄ夜間定時制高校の給食を食べた生徒及び教職員５９名のうち、３１

名が腹痛、下痢、嘔吐の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

五目ごはん

③ 汚染源の特定

患者便及び保存食の五目ごはんからウエルシュ菌が検出された。

④ 再発防止策

学校側は非常勤の調理員に業務を任せており、調理員は衛生管理に対する意識が低く、前

日調理や温度管理の不備等学校給食衛生管理基準を遵守できていなかった。学校の衛生管理

組織を活性化させるとともに調理員への衛生教育が行われた。

ウ カンピロバクター（カンピロバクター・ジェジュニ カンピロバクター・コリ）

主な分布場所
鶏や家畜、犬、猫等が高率に保菌しているので、食品への汚染の機会が多い細菌であ

る。

特徴

少量の菌で発症する。

℃以下の低温でも長時間生存する。

微好気（少量の酸素がある状態）という特殊な条件で増殖する。

潜伏期間が比較的長い。

原因食品
生や加熱不十分の牛肉、豚肉、鶏肉等（特に鶏肉では ～ ％の汚染報告がある。）

二次汚染を受けた食品（サラダ等）

主な症状 発熱（ ～ ℃）、倦怠感、頭痛、下痢

潜伏期間 ２～７日（通常２～３日）

予防方法

①食肉類は購入後早めに調理し十分加熱する。

②手洗いは十分に行う。

③調理器具の洗浄・消毒を徹底する。

④包丁、まな板、箸等の調理器具は食品によって使い分ける。

⑤生の食肉類と調理済み食品は別々に保管する。

⑥井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は必ず消毒する。

【学校給食での事例】カンピロバクター食中毒

① 概要

平成１７年１１月、Ｃ市内の小学校単独調理場で調理された給食を食べた児童及び教員

４４０名のうち、９５名が発熱、腹痛、下痢の症状を呈した。

② 原因食品

エッグサンド

③ 汚染源の特定

保存食の鶏肉及び患者の検便からカンピロバクターが検出され、カンピロバクターに汚染

された鶏肉から二次汚染されたエッグサンドが原因食品と特定された。

扇風機で放冷されているエッグサンドの茹
ゆ

でポテトのすぐ横を、廃棄する鶏肉の包装資材

や使用後の使い捨て手袋、鶏肉の容器が通過することから、ドリップによる二次汚染が原因

であると推察された。

また、一人の調理員が鶏肉を扱った後、茹
ゆ

で卵の調理や和え物の作業をするなど、二次汚

染の危険性がある掛け持ち作業を行っていた。

④ 再発防止策

老朽化が進んでいた施設を全面改修し、調理員の衛生教育を行った。

また、作業動線の整理等、衛生管理について見直しを行った。
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エ ウエルシュ菌

主な分布場所 人や動物のふん便、土壌、下水等の自然環境に広く分布している。

特徴

耐熱性の細菌で、芽胞は ℃４時間の加熱でも死滅しない。

嫌気性菌（空気がない状態で生育可能な菌）で、 ～ ℃でよく増殖する。

「加熱済みの食品は絶対安心」という誤った常識により引き起こされる食中毒であ

る。

原因食品
カレーライス、シチュー、スープ、煮物等、同一容器内で大量に加熱調理される食品

が多い。

主な症状
下痢（数回～ 回以上。水溶性、時には粘血便。多くの場合３日くらいで回復す

る。）、腹痛で、嘔吐や発熱はまれである。

潜伏期間 ６～ 時間（平均 時間）

予防方法

①前日調理をしない。

②食品中での菌の増殖を阻止するため、加熱調理食品の冷却は小分けするなど速やか

に行う。

③食品を保存する場合は、 ℃以下か ℃以上を保つ。

④再加熱する場合は、十分に加熱して増殖している菌を殺菌するが、加熱しても芽胞

は死滅しないことがあるので、加熱を過信しない。

【学校給食での事例】ウエルシュ菌食中毒

① 概要

平成１３年１１月、Ｄ夜間定時制高校の給食を食べた生徒及び教職員５９名のうち、３１

名が腹痛、下痢、嘔吐の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

五目ごはん

③ 汚染源の特定

患者便及び保存食の五目ごはんからウエルシュ菌が検出された。

④ 再発防止策

学校側は非常勤の調理員に業務を任せており、調理員は衛生管理に対する意識が低く、前

日調理や温度管理の不備等学校給食衛生管理基準を遵守できていなかった。学校の衛生管理

組織を活性化させるとともに調理員への衛生教育が行われた。

ウ カンピロバクター（カンピロバクター・ジェジュニ カンピロバクター・コリ）

主な分布場所
鶏や家畜、犬、猫等が高率に保菌しているので、食品への汚染の機会が多い細菌であ

る。

特徴

少量の菌で発症する。

℃以下の低温でも長時間生存する。

微好気（少量の酸素がある状態）という特殊な条件で増殖する。

潜伏期間が比較的長い。

原因食品
生や加熱不十分の牛肉、豚肉、鶏肉等（特に鶏肉では ～ ％の汚染報告がある。）

二次汚染を受けた食品（サラダ等）

主な症状 発熱（ ～ ℃）、倦怠感、頭痛、下痢

潜伏期間 ２～７日（通常２～３日）

予防方法

①食肉類は購入後早めに調理し十分加熱する。

②手洗いは十分に行う。

③調理器具の洗浄・消毒を徹底する。

④包丁、まな板、箸等の調理器具は食品によって使い分ける。

⑤生の食肉類と調理済み食品は別々に保管する。

⑥井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は必ず消毒する。

【学校給食での事例】カンピロバクター食中毒

① 概要

平成１７年１１月、Ｃ市内の小学校単独調理場で調理された給食を食べた児童及び教員

４４０名のうち、９５名が発熱、腹痛、下痢の症状を呈した。

② 原因食品

エッグサンド

③ 汚染源の特定

保存食の鶏肉及び患者の検便からカンピロバクターが検出され、カンピロバクターに汚染

された鶏肉から二次汚染されたエッグサンドが原因食品と特定された。

扇風機で放冷されているエッグサンドの茹
ゆ

でポテトのすぐ横を、廃棄する鶏肉の包装資材

や使用後の使い捨て手袋、鶏肉の容器が通過することから、ドリップによる二次汚染が原因

であると推察された。

また、一人の調理員が鶏肉を扱った後、茹
ゆ

で卵の調理や和え物の作業をするなど、二次汚

染の危険性がある掛け持ち作業を行っていた。

④ 再発防止策

老朽化が進んでいた施設を全面改修し、調理員の衛生教育を行った。

また、作業動線の整理等、衛生管理について見直しを行った。
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エ ウエルシュ菌

主な分布場所 人や動物のふん便、土壌、下水等の自然環境に広く分布している。

特徴

耐熱性の細菌で、芽胞は ℃４時間の加熱でも死滅しない。

嫌気性菌（空気がない状態で生育可能な菌）で、 ～ ℃でよく増殖する。

「加熱済みの食品は絶対安心」という誤った常識により引き起こされる食中毒であ

る。

原因食品
カレーライス、シチュー、スープ、煮物等、同一容器内で大量に加熱調理される食品

が多い。

主な症状
下痢（数回～ 回以上。水溶性、時には粘血便。多くの場合３日くらいで回復す

る。）、腹痛で、嘔吐や発熱はまれである。

潜伏期間 ６～ 時間（平均 時間）

予防方法

①前日調理をしない。

②食品中での菌の増殖を阻止するため、加熱調理食品の冷却は小分けするなど速やか

に行う。

③食品を保存する場合は、 ℃以下か ℃以上を保つ。

④再加熱する場合は、十分に加熱して増殖している菌を殺菌するが、加熱しても芽胞

は死滅しないことがあるので、加熱を過信しない。

【学校給食での事例】ウエルシュ菌食中毒

① 概要

平成１３年１１月、Ｄ夜間定時制高校の給食を食べた生徒及び教職員５９名のうち、３１

名が腹痛、下痢、嘔吐の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

五目ごはん

③ 汚染源の特定

患者便及び保存食の五目ごはんからウエルシュ菌が検出された。

④ 再発防止策

学校側は非常勤の調理員に業務を任せており、調理員は衛生管理に対する意識が低く、前

日調理や温度管理の不備等学校給食衛生管理基準を遵守できていなかった。学校の衛生管理

組織を活性化させるとともに調理員への衛生教育が行われた。

ウ カンピロバクター（カンピロバクター・ジェジュニ カンピロバクター・コリ）

主な分布場所
鶏や家畜、犬、猫等が高率に保菌しているので、食品への汚染の機会が多い細菌であ

る。

特徴

少量の菌で発症する。

℃以下の低温でも長時間生存する。

微好気（少量の酸素がある状態）という特殊な条件で増殖する。

潜伏期間が比較的長い。

原因食品
生や加熱不十分の牛肉、豚肉、鶏肉等（特に鶏肉では ～ ％の汚染報告がある。）

二次汚染を受けた食品（サラダ等）

主な症状 発熱（ ～ ℃）、倦怠感、頭痛、下痢

潜伏期間 ２～７日（通常２～３日）

予防方法

①食肉類は購入後早めに調理し十分加熱する。

②手洗いは十分に行う。

③調理器具の洗浄・消毒を徹底する。

④包丁、まな板、箸等の調理器具は食品によって使い分ける。

⑤生の食肉類と調理済み食品は別々に保管する。

⑥井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は必ず消毒する。

【学校給食での事例】カンピロバクター食中毒

① 概要

平成１７年１１月、Ｃ市内の小学校単独調理場で調理された給食を食べた児童及び教員

４４０名のうち、９５名が発熱、腹痛、下痢の症状を呈した。

② 原因食品

エッグサンド

③ 汚染源の特定

保存食の鶏肉及び患者の検便からカンピロバクターが検出され、カンピロバクターに汚染

された鶏肉から二次汚染されたエッグサンドが原因食品と特定された。

扇風機で放冷されているエッグサンドの茹
ゆ

でポテトのすぐ横を、廃棄する鶏肉の包装資材

や使用後の使い捨て手袋、鶏肉の容器が通過することから、ドリップによる二次汚染が原因

であると推察された。

また、一人の調理員が鶏肉を扱った後、茹
ゆ

で卵の調理や和え物の作業をするなど、二次汚

染の危険性がある掛け持ち作業を行っていた。

④ 再発防止策

老朽化が進んでいた施設を全面改修し、調理員の衛生教育を行った。

また、作業動線の整理等、衛生管理について見直しを行った。
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カ 黄色ブドウ球菌

主な分布場所
人の生活環境に広く分布している。

化膿巣や健康者の咽頭、鼻、頭髪、腸管内等にも存在する。

特徴

増殖するときに食中毒の原因となる毒素（エンテロトキシン）を生成する。

菌は熱に対して弱いが、エンテロトキシンは耐熱性である。

５℃以下ではほとんど増殖しない。

原因食品
調理に手指が関係する「おにぎり」が多い。

仕出し弁当、生菓子（特にシュークリーム）等

主な症状 悪心、吐き気、激しい嘔吐、腹痛、下痢

潜伏期間 １～３時間（通常３時間）

予防方法

①化膿性疾患がある場合、食品を扱わない。

②手指は常に清潔にし、十分に洗う。

③清潔な衣服、帽子、マスクを着用する。鼻腔内にも存在するので、マスクは鼻まで

覆う。

④食品の中で菌を増殖させないように調理後は低温保存を徹底する。

⑤調理後２時間以内に喫食する。

【学校給食での事例】黄色ブドウ球菌食中毒

① 概要

平成３０年１２月、Ｅ共同調理場で調理された食品を原因として、喫食した８２１名のう

ち、１５７名が吐き気、嘔吐、腹痛等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

不明

③ 汚染源の特定

同一日に同一の食材を提供した他の給食調理施設では患者の報告がなく、共通食が給食の

みであることからＥ共同調理場を原因施設と判断した。また、検査材料は、施設拭き取り８

４件、食品１７件、患者便９件、学校給食従事者便１２件で、そのうち患者便７件、学校給

食従事者便５件から黄色ブドウ球菌が検出された。

④ 再発防止策

原因食品や感染経路の特定ができなかったため、学校給食施設の老朽化による不具合も含

め衛生管理の指導がなされ、対策検討会議を立ち上げて、施設設備の改善及び改修が行われ

た。調理委託業者に対しては、衛生管理及び衛生教育の徹底が行われた。

オ 腸炎ビブリオ

主な分布場所
海水由来の細菌であることから、特に夏季の沿岸海水や、海泥中に広く分布してい

る。

特徴

他の細菌に比べて、増殖速度が速い。

塩分濃度が２～７％で増殖が盛んになる。

真水や加熱に対する抵抗性が弱い。

海水温が ℃を超えると増殖が盛んになり、食中毒が増加する。

原因食品
生の魚介類及びその加工品

二次的に汚染された食品（漬物等塩分のあるもの）

主な症状 激しい腹痛（特に上腹部痛）、下痢、発熱（ ～ ℃）、嘔吐

潜伏期間 ４～ 時間（通常 ～ 時間）

予防方法

①生の魚介類は調理前に真水の流水でよく洗う。

②生の魚介類の調理器具は専用とし、使用後は十分に洗浄・消毒して二次汚染を防ぐ。

③生の魚介類の冷蔵保存（５℃以下）を徹底する。

④生の魚介類等加熱が必要な食品は、中心まで十分に加熱する。

（中心部が ℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品

は、 ℃で１分間以上（学校給食衛生管理基準）、あるいは ～ ℃で 秒間以

上（大量調理施設衛生管理マニュアル））

⑤夏に生の魚介類を食べるときは、食べる直前まで冷蔵庫で保存する。

（生の魚介類５℃以下）

【学校給食での事例】煮カニによる腸炎ビブリオ食中毒

① 概要

平成１１年８月、道内数か所及び道外５県において煮カニを摂食した５０９名が下痢、腹

痛、嘔吐等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

煮カニ

③ 汚染源の特定

道内のそうざい製造業者が製造した煮カニ及び患者便から腸炎ビブリオが検出され、原因

食品と特定された。

原材料のカニの捕獲時の海水温度は、５～７℃であったことなどから、原材料が腸炎ビブ

リオに汚染されていた可能性は低いと判断された。

活カニは、道内の漁港に陸揚げされた後、通関手続きのために水槽に保管されるが、港内

から取水した海水から同菌が検出されたことから、保管段階で同菌に汚染され、製造施設に

持ち込まれたものと推察された。

製造施設の加熱工程後の各工程において、汚染された器具機材や床からの跳ね返り水等に

より二次汚染を受け、また保管及び流通過程における温度管理が不適切であったことから同

菌が増殖したと考えられた。

④ 再発防止策

原材料の運搬機材等による製造施設内への菌の持ち込み防止、作業動線の区分、施設や器

具機材の清掃・消毒、流通過程に至る適切な温度管理等について改善された。
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カ 黄色ブドウ球菌

主な分布場所
人の生活環境に広く分布している。

化膿巣や健康者の咽頭、鼻、頭髪、腸管内等にも存在する。

特徴

増殖するときに食中毒の原因となる毒素（エンテロトキシン）を生成する。

菌は熱に対して弱いが、エンテロトキシンは耐熱性である。

５℃以下ではほとんど増殖しない。

原因食品
調理に手指が関係する「おにぎり」が多い。

仕出し弁当、生菓子（特にシュークリーム）等

主な症状 悪心、吐き気、激しい嘔吐、腹痛、下痢

潜伏期間 １～３時間（通常３時間）

予防方法

①化膿性疾患がある場合、食品を扱わない。

②手指は常に清潔にし、十分に洗う。

③清潔な衣服、帽子、マスクを着用する。鼻腔内にも存在するので、マスクは鼻まで

覆う。

④食品の中で菌を増殖させないように調理後は低温保存を徹底する。

⑤調理後２時間以内に喫食する。

【学校給食での事例】黄色ブドウ球菌食中毒

① 概要

平成３０年１２月、Ｅ共同調理場で調理された食品を原因として、喫食した８２１名のう

ち、１５７名が吐き気、嘔吐、腹痛等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

不明

③ 汚染源の特定

同一日に同一の食材を提供した他の給食調理施設では患者の報告がなく、共通食が給食の

みであることからＥ共同調理場を原因施設と判断した。また、検査材料は、施設拭き取り８

４件、食品１７件、患者便９件、学校給食従事者便１２件で、そのうち患者便７件、学校給

食従事者便５件から黄色ブドウ球菌が検出された。

④ 再発防止策

原因食品や感染経路の特定ができなかったため、学校給食施設の老朽化による不具合も含

め衛生管理の指導がなされ、対策検討会議を立ち上げて、施設設備の改善及び改修が行われ

た。調理委託業者に対しては、衛生管理及び衛生教育の徹底が行われた。

オ 腸炎ビブリオ

主な分布場所
海水由来の細菌であることから、特に夏季の沿岸海水や、海泥中に広く分布してい

る。

特徴

他の細菌に比べて、増殖速度が速い。

塩分濃度が２～７％で増殖が盛んになる。

真水や加熱に対する抵抗性が弱い。

海水温が ℃を超えると増殖が盛んになり、食中毒が増加する。

原因食品
生の魚介類及びその加工品

二次的に汚染された食品（漬物等塩分のあるもの）

主な症状 激しい腹痛（特に上腹部痛）、下痢、発熱（ ～ ℃）、嘔吐

潜伏期間 ４～ 時間（通常 ～ 時間）

予防方法

①生の魚介類は調理前に真水の流水でよく洗う。

②生の魚介類の調理器具は専用とし、使用後は十分に洗浄・消毒して二次汚染を防ぐ。

③生の魚介類の冷蔵保存（５℃以下）を徹底する。

④生の魚介類等加熱が必要な食品は、中心まで十分に加熱する。

（中心部が ℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品

は、 ℃で１分間以上（学校給食衛生管理基準）、あるいは ～ ℃で 秒間以

上（大量調理施設衛生管理マニュアル））

⑤夏に生の魚介類を食べるときは、食べる直前まで冷蔵庫で保存する。

（生の魚介類５℃以下）

【学校給食での事例】煮カニによる腸炎ビブリオ食中毒

① 概要

平成１１年８月、道内数か所及び道外５県において煮カニを摂食した５０９名が下痢、腹

痛、嘔吐等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

煮カニ

③ 汚染源の特定

道内のそうざい製造業者が製造した煮カニ及び患者便から腸炎ビブリオが検出され、原因

食品と特定された。

原材料のカニの捕獲時の海水温度は、５～７℃であったことなどから、原材料が腸炎ビブ

リオに汚染されていた可能性は低いと判断された。

活カニは、道内の漁港に陸揚げされた後、通関手続きのために水槽に保管されるが、港内

から取水した海水から同菌が検出されたことから、保管段階で同菌に汚染され、製造施設に

持ち込まれたものと推察された。

製造施設の加熱工程後の各工程において、汚染された器具機材や床からの跳ね返り水等に

より二次汚染を受け、また保管及び流通過程における温度管理が不適切であったことから同

菌が増殖したと考えられた。

④ 再発防止策

原材料の運搬機材等による製造施設内への菌の持ち込み防止、作業動線の区分、施設や器

具機材の清掃・消毒、流通過程に至る適切な温度管理等について改善された。
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カ 黄色ブドウ球菌

主な分布場所
人の生活環境に広く分布している。

化膿巣や健康者の咽頭、鼻、頭髪、腸管内等にも存在する。

特徴

増殖するときに食中毒の原因となる毒素（エンテロトキシン）を生成する。

菌は熱に対して弱いが、エンテロトキシンは耐熱性である。

５℃以下ではほとんど増殖しない。

原因食品
調理に手指が関係する「おにぎり」が多い。

仕出し弁当、生菓子（特にシュークリーム）等

主な症状 悪心、吐き気、激しい嘔吐、腹痛、下痢

潜伏期間 １～３時間（通常３時間）

予防方法

①化膿性疾患がある場合、食品を扱わない。

②手指は常に清潔にし、十分に洗う。

③清潔な衣服、帽子、マスクを着用する。鼻腔内にも存在するので、マスクは鼻まで

覆う。

④食品の中で菌を増殖させないように調理後は低温保存を徹底する。

⑤調理後２時間以内に喫食する。

【学校給食での事例】黄色ブドウ球菌食中毒

① 概要

平成３０年１２月、Ｅ共同調理場で調理された食品を原因として、喫食した８２１名のう

ち、１５７名が吐き気、嘔吐、腹痛等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

不明

③ 汚染源の特定

同一日に同一の食材を提供した他の給食調理施設では患者の報告がなく、共通食が給食の

みであることからＥ共同調理場を原因施設と判断した。また、検査材料は、施設拭き取り８

４件、食品１７件、患者便９件、学校給食従事者便１２件で、そのうち患者便７件、学校給

食従事者便５件から黄色ブドウ球菌が検出された。

④ 再発防止策

原因食品や感染経路の特定ができなかったため、学校給食施設の老朽化による不具合も含

め衛生管理の指導がなされ、対策検討会議を立ち上げて、施設設備の改善及び改修が行われ

た。調理委託業者に対しては、衛生管理及び衛生教育の徹底が行われた。

オ 腸炎ビブリオ

主な分布場所
海水由来の細菌であることから、特に夏季の沿岸海水や、海泥中に広く分布してい

る。

特徴

他の細菌に比べて、増殖速度が速い。

塩分濃度が２～７％で増殖が盛んになる。

真水や加熱に対する抵抗性が弱い。

海水温が ℃を超えると増殖が盛んになり、食中毒が増加する。

原因食品
生の魚介類及びその加工品

二次的に汚染された食品（漬物等塩分のあるもの）

主な症状 激しい腹痛（特に上腹部痛）、下痢、発熱（ ～ ℃）、嘔吐

潜伏期間 ４～ 時間（通常 ～ 時間）

予防方法

①生の魚介類は調理前に真水の流水でよく洗う。

②生の魚介類の調理器具は専用とし、使用後は十分に洗浄・消毒して二次汚染を防ぐ。

③生の魚介類の冷蔵保存（５℃以下）を徹底する。

④生の魚介類等加熱が必要な食品は、中心まで十分に加熱する。

（中心部が ℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品

は、 ℃で１分間以上（学校給食衛生管理基準）、あるいは ～ ℃で 秒間以

上（大量調理施設衛生管理マニュアル））

⑤夏に生の魚介類を食べるときは、食べる直前まで冷蔵庫で保存する。

（生の魚介類５℃以下）

【学校給食での事例】煮カニによる腸炎ビブリオ食中毒

① 概要

平成１１年８月、道内数か所及び道外５県において煮カニを摂食した５０９名が下痢、腹

痛、嘔吐等の食中毒症状を呈した。

② 原因食品

煮カニ

③ 汚染源の特定

道内のそうざい製造業者が製造した煮カニ及び患者便から腸炎ビブリオが検出され、原因

食品と特定された。

原材料のカニの捕獲時の海水温度は、５～７℃であったことなどから、原材料が腸炎ビブ

リオに汚染されていた可能性は低いと判断された。

活カニは、道内の漁港に陸揚げされた後、通関手続きのために水槽に保管されるが、港内

から取水した海水から同菌が検出されたことから、保管段階で同菌に汚染され、製造施設に

持ち込まれたものと推察された。

製造施設の加熱工程後の各工程において、汚染された器具機材や床からの跳ね返り水等に

より二次汚染を受け、また保管及び流通過程における温度管理が不適切であったことから同

菌が増殖したと考えられた。

④ 再発防止策

原材料の運搬機材等による製造施設内への菌の持ち込み防止、作業動線の区分、施設や器

具機材の清掃・消毒、流通過程に至る適切な温度管理等について改善された。

81

00116389_hb.indd   8100116389_hb.indd   81 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35



ク ボツリヌス菌

主な分布場所
海水、湖、川等の泥砂及びそこに生息する魚介類、動物の腸管等自然界に広く生息す

る。

特徴
嫌気性菌（空気がない状態で生育可能な菌）で、熱にきわめて強い芽胞をつくる。

毒性の強い神経毒を作る。毒素の無害化には、 ℃で 分間の加熱を要する。

原因食品
いずし等の保存発酵食品に多く、真空パック品、びん詰、缶詰食品等でも発生があ

る。

主な症状

特徴的な神経症状が現れる前に、胃腸炎症状（吐き気、嘔吐）を示すことがある。

神経症状としては、複視、瞳孔散大の眼症状や、呼吸困難、言語障害を呈し、重傷で

は死亡することもある。

潜伏期間 ８～ 時間（短い場合は５時間前後、長い場合は２～３日）

予防方法

①いずし等には新鮮な材料を使用する。

②原料とする生の魚介類や野菜は十分に洗浄する。

③魚の調理には、腸内容物が魚肉を汚染しないように注意する。

④容器が膨張している缶詰や真空パック食品は食べない。

⑤１歳未満の乳児に蜂蜜を与えない（乳児ボツリヌス症）。

キ セレウス菌

主な分布場所 土壌、塵埃、河川等の自然環境に広く分布する。

特徴

耐熱性の芽胞を形成し、適度な水分、栄養、温度等の環境が整えば発芽し増殖する。

症状から２つに大別される。

①嘔吐型：食品中で産生された嘔吐を引き起こす毒素の摂取によって起こる。

②下痢型：人の小腸で増殖し、産生される下痢を引き起こす毒素によって起こる。

原因食品
①嘔吐型：チャーハン、スパゲティ等

②下痢型：食肉製品、プリン等

主な症状
①嘔吐型：吐き気、嘔吐

②下痢型：腹痛、下痢

潜伏期間
①嘔吐型： 分～３時間

②下痢型： ～ 時間

予防方法

①焼き飯、ピラフは当日炊飯した米飯で、スパゲティやそばも当日茹でた麺類で調理

する。

②調理加工後はすばやく冷却し、低温保存（８℃以下）する。

③調理後常温放置は避け、２時間以内に喫食する。

【学校給食での事例】セレウス菌食中毒

① 概要

平成１６年６月、Ｆ共同調理場の給食を喫食した児童生徒８８５名のうち、７２名が腹

痛、下痢の症状を呈した。さらに翌日、隣村のＧ共同調理場の給食を喫食した４３９名のう

ち、３６名も同様の症状を呈した。

② 原因食品

中華麺

③ 汚染源の特定

両共同調理場へ中華麺を納入した委託麺製造業者製造の中華麺からセレウス菌が検出さ

れ、原因食品と特定されたが、有症者便、製造者の便、調理場の拭き取り検査からは同菌は

検出されなかった。

しかし、発症が単一ピークであり、中華麺に異臭、変質があったこと、２か所の共同調理

場での調理は衛生的であったことから、中華麺による食中毒と推察された。

委託麺製造所は清掃不良でカビが発生しており、製造量が能力オーバーであったため、蒸

気殺菌が十分でなかったことや殺菌後に十分に冷却されて保管されなかった可能性があった。

また、包装後１時間以上常温放置されたことにより菌が増殖したと考えられた。

④ 再発防止策

県の学校給食会は委託業者の選定において、書類審査のみではなく、施設の衛生状態や能

力を継続把握することとし、受配校での直送品の検収方法が見直された。製造業者は能力以

上の注文を受けないこと、施設の衛生管理を徹底し、食品の殺菌、冷却を確実に行うことが

指導された。
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ク ボツリヌス菌

主な分布場所
海水、湖、川等の泥砂及びそこに生息する魚介類、動物の腸管等自然界に広く生息す

る。

特徴
嫌気性菌（空気がない状態で生育可能な菌）で、熱にきわめて強い芽胞をつくる。

毒性の強い神経毒を作る。毒素の無害化には、 ℃で 分間の加熱を要する。

原因食品
いずし等の保存発酵食品に多く、真空パック品、びん詰、缶詰食品等でも発生があ

る。

主な症状

特徴的な神経症状が現れる前に、胃腸炎症状（吐き気、嘔吐）を示すことがある。

神経症状としては、複視、瞳孔散大の眼症状や、呼吸困難、言語障害を呈し、重傷で

は死亡することもある。

潜伏期間 ８～ 時間（短い場合は５時間前後、長い場合は２～３日）

予防方法

①いずし等には新鮮な材料を使用する。

②原料とする生の魚介類や野菜は十分に洗浄する。

③魚の調理には、腸内容物が魚肉を汚染しないように注意する。

④容器が膨張している缶詰や真空パック食品は食べない。

⑤１歳未満の乳児に蜂蜜を与えない（乳児ボツリヌス症）。

キ セレウス菌

主な分布場所 土壌、塵埃、河川等の自然環境に広く分布する。

特徴

耐熱性の芽胞を形成し、適度な水分、栄養、温度等の環境が整えば発芽し増殖する。

症状から２つに大別される。

①嘔吐型：食品中で産生された嘔吐を引き起こす毒素の摂取によって起こる。

②下痢型：人の小腸で増殖し、産生される下痢を引き起こす毒素によって起こる。

原因食品
①嘔吐型：チャーハン、スパゲティ等

②下痢型：食肉製品、プリン等

主な症状
①嘔吐型：吐き気、嘔吐

②下痢型：腹痛、下痢

潜伏期間
①嘔吐型： 分～３時間

②下痢型： ～ 時間

予防方法

①焼き飯、ピラフは当日炊飯した米飯で、スパゲティやそばも当日茹でた麺類で調理

する。

②調理加工後はすばやく冷却し、低温保存（８℃以下）する。

③調理後常温放置は避け、２時間以内に喫食する。

【学校給食での事例】セレウス菌食中毒

① 概要

平成１６年６月、Ｆ共同調理場の給食を喫食した児童生徒８８５名のうち、７２名が腹

痛、下痢の症状を呈した。さらに翌日、隣村のＧ共同調理場の給食を喫食した４３９名のう

ち、３６名も同様の症状を呈した。

② 原因食品

中華麺

③ 汚染源の特定

両共同調理場へ中華麺を納入した委託麺製造業者製造の中華麺からセレウス菌が検出さ

れ、原因食品と特定されたが、有症者便、製造者の便、調理場の拭き取り検査からは同菌は

検出されなかった。

しかし、発症が単一ピークであり、中華麺に異臭、変質があったこと、２か所の共同調理

場での調理は衛生的であったことから、中華麺による食中毒と推察された。

委託麺製造所は清掃不良でカビが発生しており、製造量が能力オーバーであったため、蒸

気殺菌が十分でなかったことや殺菌後に十分に冷却されて保管されなかった可能性があった。

また、包装後１時間以上常温放置されたことにより菌が増殖したと考えられた。

④ 再発防止策

県の学校給食会は委託業者の選定において、書類審査のみではなく、施設の衛生状態や能

力を継続把握することとし、受配校での直送品の検収方法が見直された。製造業者は能力以

上の注文を受けないこと、施設の衛生管理を徹底し、食品の殺菌、冷却を確実に行うことが

指導された。
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ク ボツリヌス菌

主な分布場所
海水、湖、川等の泥砂及びそこに生息する魚介類、動物の腸管等自然界に広く生息す

る。

特徴
嫌気性菌（空気がない状態で生育可能な菌）で、熱にきわめて強い芽胞をつくる。

毒性の強い神経毒を作る。毒素の無害化には、 ℃で 分間の加熱を要する。

原因食品
いずし等の保存発酵食品に多く、真空パック品、びん詰、缶詰食品等でも発生があ

る。

主な症状

特徴的な神経症状が現れる前に、胃腸炎症状（吐き気、嘔吐）を示すことがある。

神経症状としては、複視、瞳孔散大の眼症状や、呼吸困難、言語障害を呈し、重傷で

は死亡することもある。

潜伏期間 ８～ 時間（短い場合は５時間前後、長い場合は２～３日）

予防方法

①いずし等には新鮮な材料を使用する。

②原料とする生の魚介類や野菜は十分に洗浄する。

③魚の調理には、腸内容物が魚肉を汚染しないように注意する。

④容器が膨張している缶詰や真空パック食品は食べない。

⑤１歳未満の乳児に蜂蜜を与えない（乳児ボツリヌス症）。

キ セレウス菌

主な分布場所 土壌、塵埃、河川等の自然環境に広く分布する。

特徴

耐熱性の芽胞を形成し、適度な水分、栄養、温度等の環境が整えば発芽し増殖する。

症状から２つに大別される。

①嘔吐型：食品中で産生された嘔吐を引き起こす毒素の摂取によって起こる。

②下痢型：人の小腸で増殖し、産生される下痢を引き起こす毒素によって起こる。

原因食品
①嘔吐型：チャーハン、スパゲティ等

②下痢型：食肉製品、プリン等

主な症状
①嘔吐型：吐き気、嘔吐

②下痢型：腹痛、下痢

潜伏期間
①嘔吐型： 分～３時間

②下痢型： ～ 時間

予防方法

①焼き飯、ピラフは当日炊飯した米飯で、スパゲティやそばも当日茹でた麺類で調理

する。

②調理加工後はすばやく冷却し、低温保存（８℃以下）する。

③調理後常温放置は避け、２時間以内に喫食する。

【学校給食での事例】セレウス菌食中毒

① 概要

平成１６年６月、Ｆ共同調理場の給食を喫食した児童生徒８８５名のうち、７２名が腹
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コ ヒスタミン

主な分布場所

不適切な温度管理や長期保存により食品中で増えた「ヒスタミン産生菌」が、赤身の

魚に多く含まれるアミノ酸「ヒスチジン」からヒスタミンを作り出す。

この「ヒスタミン」が蓄積された食品を食べることで食中毒となる。

特徴

食品の調理、加工時や保管中の温度管理が悪いと、ヒスチジンの分解が進み、食品中

にヒスタミンが蓄積される。

ヒスタミンは、通常の加熱では分解されない。

原因食品 まぐろ、かつお、さば等の赤身魚介類やその加工品

主な症状
顔面紅潮、かゆみ、じんましん等

まれに気管支炎や血圧下降を起こし重篤となる。

潜伏期間 喫食後 分～１時間

予防方法

①生の魚介類は新鮮なものを使用する。

②生の魚介類やその加工品の低温保存を徹底する。

（生の魚介類５℃以下、加工品 ℃以下）

③冷凍食品は冷蔵庫内で解凍する。

④古くなったものや室温放置したものは、加熱しても食べない。

【学校給食での事例】ヒスタミンアレルギー様食中毒

① 概要

令和６年１２月、Ｌ市の学校給食センターで調理した給食を提供した小中学校の給食喫食

者２９名が発赤、発疹、頭痛等のアレルギー様症状を呈した。

② 原因食品

フウライカジキ 

③ 汚染源の特定

納品から１時間経過後に鉄板に並べる作業をしているが、この時の段階においては、材料

のフウライカジキは完全解凍された状態に至っていなかったことを確認しており、ヒスタミ

ンが多く生成された理由は、解凍や粉付け等の作業における温度管理ばかりが原因ではな

く、元々のフウライカジキの汚染度が高かったものも混じっていた可能性もあり、それらの

副次的要因によって食中毒に至ったのではないかと考えられる。 

④ 再発防止策

魚の使用を停止することは難しいため、ヒスタミン中毒事例のある魚を使用する場合は業

者に安全確認としてヒスタミン検査の実施と結果について添付させる。調理までに時間が空

きすぎないよう、業者との間で定めた納品時間よりも前に受け取らない。また、納入された

魚の常温解凍はせず、速やかに冷蔵庫へ入れる。この際、冷蔵庫内の温度上昇防止のため詰

め込み過ぎに注意する。さらに、常温下に置いてある時間を減らす工夫をする。献立作成時

は調理時間や工程に無理のない献立内容であるよう注意する。

ケ ノロウイルス

主な分布場所
感染した人の腸管内で増殖する。

海水、河川水等に分布し、カキ等の二枚貝に蓄積される。

特徴

少量のウイルスでも発症する。

人から人に感染し、食品中では増殖しない。

ウイルスを失活化する方法は、加熱や次亜塩素酸ナトリウム溶液があり、消毒用エタ

ノールや逆性石けんはあまり効果がない。

原因食品 二枚貝、手指を介してノロウイルスに汚染された食品

主な症状
吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱、頭痛

症状は一般的に軽症で推移する。

潜伏期間 ～ 時間

予防方法

①手指の洗浄・消毒を十分に行う。

②中心部が ℃で１分間以上（学校給食衛生管理基準）、あるいは ～ ℃で 秒間

以上（大量調理施設衛生管理マニュアル）又は、これと同等以上の温度まで加熱さ

れていることを確認する。

③調理器具や手指を介した二次汚染を予防する。

④体調が悪いときは調理を行わない。

⑤従事者は無症状病原体保有者である可能性を前提として調理を行う。

【学校給食での事例】ノロウイルス食中毒

① 概要

平成２９年２月、Ｈ市のＩ小学校の給食の親子丼にきざみのりが使用されており、仕入れ

先に保管されていた同じ賞味期限の未開封製品１５検体のうち、４検体からノロウイルス

を検出した。ノロウイルスの遺伝子検査結果、当該きざみのり及び患者７人の便ならびに１

人の吐物から検出したノロウイルスの遺伝子配列が一致した。患者は児童、教職員の総数

１，０８４名となった。その他、Ｊ市で平成２９年１月に提供された「ホウレンソウとモヤ

シの磯和え」のきざみのりで、幼稚園や小学校、中学校等１５施設で７６３名が発症した。

また、平成２９年２月の学校給食を食べた２校の児童、教職員１０７名が発症した事例で

も、「炊き込みご飯」や「きんぴらご飯」に同じきざみのりが使用されていた。

② 原因食品

きざみのり 
③ 汚染源の特定

Ｋ市の調査で、販売者からきざみのりを下請けしていた加工業者の、のりの裁断機やトイ

レの便器等８カ所から、ノロウイルスが検出され、ノロウイルスの遺伝子型がⅠ小学校等の

給食に使われたきざみのりの型と一致した。 
④ 再発防止策

食材や取り扱いにはどんな危害が存在するのかを明確にすること（危害要因分析）と、そ

の対応が重要になる。農場や漁場で、食肉処理場や食品加工場で、あるいは保管業や運搬業

でどのような危害があるかを明確にして、対応を徹底することである。ノロウイルスは乾燥

状態では長期間感染力を持続すること、きざみのりはそのままトッピングされることを想定

し、加工業者が手洗いを徹底して衛生手袋を使用する。
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コ ヒスタミン
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特徴

食品の調理、加工時や保管中の温度管理が悪いと、ヒスチジンの分解が進み、食品中
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まれに気管支炎や血圧下降を起こし重篤となる。

潜伏期間 喫食後 分～１時間

予防方法

①生の魚介類は新鮮なものを使用する。

②生の魚介類やその加工品の低温保存を徹底する。

（生の魚介類５℃以下、加工品 ℃以下）

③冷凍食品は冷蔵庫内で解凍する。

④古くなったものや室温放置したものは、加熱しても食べない。
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者２９名が発赤、発疹、頭痛等のアレルギー様症状を呈した。

② 原因食品

フウライカジキ 

③ 汚染源の特定

納品から１時間経過後に鉄板に並べる作業をしているが、この時の段階においては、材料
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は調理時間や工程に無理のない献立内容であるよう注意する。
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感染した人の腸管内で増殖する。
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吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱、頭痛

症状は一般的に軽症で推移する。
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①手指の洗浄・消毒を十分に行う。
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以上（大量調理施設衛生管理マニュアル）又は、これと同等以上の温度まで加熱さ

れていることを確認する。

③調理器具や手指を介した二次汚染を予防する。

④体調が悪いときは調理を行わない。

⑤従事者は無症状病原体保有者である可能性を前提として調理を行う。
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食材や取り扱いにはどんな危害が存在するのかを明確にすること（危害要因分析）と、そ

の対応が重要になる。農場や漁場で、食肉処理場や食品加工場で、あるいは保管業や運搬業

でどのような危害があるかを明確にして、対応を徹底することである。ノロウイルスは乾燥
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この「ヒスタミン」が蓄積された食品を食べることで食中毒となる。

特徴
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にヒスタミンが蓄積される。
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④古くなったものや室温放置したものは、加熱しても食べない。
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者２９名が発赤、発疹、頭痛等のアレルギー様症状を呈した。
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８ 学校給食調理場における衛生管理のためのマニュアル等

学校給食衛生管理基準を遵守した安全で衛生的な学校給食の実施のために、学校給食衛生

管理基準を理解することが重要である。次のマニュアル等を効果的に活用して適切な作業や

研修等の実施を図り安全の確保に努めることが大切である。

次のマニュアル等はそれぞれ文部科学省ホームページ等からダウンロードできる。

⑴ 文部科学省発行

・学校給食調理場における手洗いマニュアル（平成２０年３月）

・調理場における洗浄・消毒マニュアル Ⅰ（平成２１年３月）

・調理場における洗浄・消毒マニュアル Ⅱ（平成２２年３月）

・調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル（平成２３年３月）

・学校給食調理従事者研修マニュアル（平成２４年３月）

・学校給食施設・設備の改善事例集（平成２５年３月）

⑵ 独立行政法人日本スポーツ振興センター発行

・学校給食衛生管理基準の解説―学校給食における食中毒防止の手引―（平成２３年３月）

⑵ 感染症の種類

感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１１４号）において、下表のとおり定義されている。

類 型 定 義 学校保健安全法による区分

一類

感染症

感染力、罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点

から見た危険性が極めて高い感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南

米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

第一種感染症

罹患した場合には、感染症法の規

定に基づいた措置がとられるこ

とになる。

（結核は第二種感染症）
二類

感染症

感染力、罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点

から見た危険性が高い感染症

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器

症候群（ＳＡＲＳ）、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１・

Ｈ７Ｎ９）、中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）

三類

感染症

感染力、罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点

から見た危険性は高くないが、特定の職業への就業に

よって感染症の集団発生を起こしうる感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チ

フス、パラチフス

第三種感染症

三類感染症のほか、五類感染症の

流行性角膜炎、急性出血性結膜炎

等その他の感染症が該当し、学校

教育活動を通じ、学校において流

行を拡げる可能性がある感染症

とされている。

四類

感染症

動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健

康に影響を与えるおそれのある感染症（人から人への

伝染はない。）

Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽（そ）、

鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１・

Ｈ７Ｎ９を除く。）、ボツリヌス症、マラリア、野兎

（と）病等

五類

感染症

国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果等に基

づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提

供・公開していくことによって、発生・まん延を防止

すべき感染症

インフルエンザ、ウイルス性肝炎、クリプトスポリジ

ウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染

症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感

染症、感染性胃腸炎（ノロウイルス等）、新型コロナ

ウイルス感染症等

第二種感染症

インフルエンザ、百日咳、麻しん、

流行性耳下腺炎、風しん、水痘、

咽頭結膜熱、結核等、飛沫感染す

るもので、幼児児童生徒の罹患が

多く、学校において流行を拡げる

可能性が高い感染症がここにま

とめられている。

新型インフルエンザ等感染症 第一種感染症

罹患した場合には、感染症法の規

定に基づいた措置がとられるこ

とになる。

指定感染症

新感染症

⑶ 学校給食における就業制限

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）において、次のような就業制限が定められている。

類 型 種 類
就 業 制 限

期 間 内 容

一類

感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米

出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 その病原体を保有しなく

なるまでの期間 飲食物の製

造、販売、調

整又は取り

扱いの際に

飲食物に直

接接触する

業務

二類

感染症

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、鳥インフ

ルエンザ（Ｈ５Ｎ１、Ｈ７Ｎ９）、中東呼吸器

症候群（ＭＥＲＳ）

その病原体を保有しなく

なるまでの期間又はその

症状が消失するまでの期

間

三類

感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、

腸チフス、パラチフス

その病原体を保有しなく

なるまでの期間
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感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１１４号）において、下表のとおり定義されている。

類 型 定 義 学校保健安全法による区分

一類

感染症

感染力、罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点

から見た危険性が極めて高い感染症
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とされている。
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供・公開していくことによって、発生・まん延を防止
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るもので、幼児児童生徒の罹患が

多く、学校において流行を拡げる

可能性が高い感染症がここにま

とめられている。

新型インフルエンザ等感染症 第一種感染症

罹患した場合には、感染症法の規

定に基づいた措置がとられるこ

とになる。

指定感染症
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⑶ 学校給食における就業制限

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）において、次のような就業制限が定められている。

類 型 種 類
就 業 制 限

期 間 内 容

一類

感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米
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扱いの際に

飲食物に直
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間
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業務

二類

感染症
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重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、鳥インフ

ルエンザ（Ｈ５Ｎ１、Ｈ７Ｎ９）、中東呼吸器

症候群（ＭＥＲＳ）
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間
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エ 時間外や休日に異常が発生した場合

時間外や休日に多くの幼児児童生徒が医療機関を受診した場合には、学校医、医療機関、保健

所等と学校が連絡を取り合い、食中毒及び感染症の情報を共有し適切に対応できるようにする。

食中毒（疑いを含む）の場合は、ウの場合と同様の措置をとる。

ｱ 保護者から連絡があった場合

ａ 氏名、学年、学級、症状、最初に異常を感じた日時と状況、場所、発症前２週間の特に思

い当たる食べ物、家庭と学校給食以外の食事の状況、同居人の健康状態、医療機関の受診の

有（医療機関名）・無、医師の所見を確認し、記録する。

ｂ 医療機関で診察を受けている場合は問い合わせて、症状や原因、他の事例等を医療機関に

確認する。

ｃ 登校の是非等、本人への対応を保護者と相談する。

ｄ 本人の苦痛や不安を和らげるとともに、本人及び保護者を心配させないように対応する。

ｲ 医療機関から連絡があった場合

ａ 幼児児童生徒の氏名、症状や診断結果、保健所への届け出、他の事例を医療機関に確認す

る。

ｂ 保護者に問い合わせて症状や原因等を確認する。

ｃ 本人の苦痛や不安を和らげるとともに、本人及び保護者を心配させないように対応する。

オ 詳細な調査や措置

校長は、次のような対応を想定し衛生管理に関する校内組織に基づき、教頭、保健主事、学級

担任、給食主任、養護教諭、栄養教諭等の役割を確認し、指示する。なお、危機管理体制を構築

する際は、担当者が発症した場合のことも想定しておく。

ｱ 校長は、学校給食の中止について教育委員会、保健所等と相談の上、速やかに判断する。

ｲ 校長又は教頭が保健所、報道関係の対応に当たる。

保健所の立入調査の際は、担当者を定めて適切に対応する。

ａ 学校においては次の書類等を準備する。

① 食中毒（疑いも含む）の発症状況（全校の幼児児童生徒の学級ごとの欠席状況、症

状、兄弟姉妹関係）の記録→様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告

（速報）

② 校内での嘔吐、下痢等の対応状況の記録、学校給食以外の共通食の有無（授業等で

の飲食、学校行事・地域行事等の参加者の把握と発症状況）の記録

③ 検収表

④ 配送記録票（受配校）

⑤ 学校給食従事者健康記録

⑥ 給食当番等の健康記録票

⑦ 検食簿

⑧ 貯水槽の定期点検記録

⑨ 配膳室の平面図

⑩ その他

＊ ③から⑦は発生前２週間分

Ⅴ 学校給食の事故等の対応

日頃から危機管理を踏まえた衛生管理体制を構築しておく。食中毒等（疑いを含む）の際の、教育

委員会との連絡責任者、マスコミ等対応責任者、学校医及び保健所等の対応者等を決めておく。

１ 食中毒等（疑いを含む）の対応

⑴ 学校の対応

ア 検食で異常を認めた場合

ヒスタミン食中毒では、食べた時に舌のしびれがあったり、喫食後３０分から１時間程度で顔

面紅潮、かゆみ、じんましん等の症状を発症したりする場合がある。市町村教育委員会（県立学

校は県教育委員会保健体育課）等と連絡をとり、ヒスタミン食中毒の疑いのある場合は給食を中

止する。その他、異味・異臭等の異常を感じた際も給食を中止する。

共同調理場の受配校の場合は、共同調理場へも速やかに連絡する。

異常を感じた給食については、全て保管しておく。

イ 給食後に異常を認めた場合

食中毒の原因となる細菌等によっては、下校前に校内で発症するものもある。

異常を訴える幼児児童生徒や教職員が多い場合は、症状の軽重に関わらず、次の措置をとる。

ｱ 学年別・学級別の異常者数、主な症状、欠席者数を把握し、校長に報告するとともに、学校

医・学校薬剤師へ連絡し指示を受ける。共同調理場の受配校の場合は、共同調理場へも連絡す

る。

ｲ 市町村教育委員会（県立学校は県教育委員会保健体育課）、保健所等へ連絡し指示を受ける。

教育委員会へは、電話連絡するとともに、様式 「学校給食における感染症・食中毒等発

生報告（速報）」により電子メールで速やかに行う。

ｳ 給食の残り等がある場合は、そのままの状態で保管しておき、その取り扱いは保健所等の指

示に従う。

ｴ 状況によっては、学校医や関係機関等の指導助言により、さらに詳細な調査や多くの措置が

必要となるので、迅速に対処する。

ウ 登校後の健康観察で異常を認めた場合

日常における健康観察の結果、欠席が急増し、登校者の中にも発熱、下痢等の異常が多く発見

された場合は、症状の軽重に関わらず、次の措置をとる。この際、感染症発生時の措置と両面か

ら初期対応を実施する。

ｱ 学年別・学級別の異常者数、主な症状、欠席者数を把握し、校長に報告するとともに学校医・

学校薬剤師へ連絡し指示を受ける。共同調理場の受配校の場合は、共同調理場へも連絡する。

ｲ 市町村教育委員会（県立学校は県教育委員会保健体育課）、保健所等へ連絡する。

教育委員会へは、電話連絡するとともに、様式 「学校給食における感染症・食中毒等発

生報告（速報）」により電子メールで速やかに行う。

ｳ 状況によっては、学校医や関係機関等の指導助言により、さらに詳細な調査や多くの措置が

必要となるので、校長以下迅速に対処する。

ｴ 二次感染予防に当たっては、差別や偏見が生じることのないように十分配慮する。
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担任、給食主任、養護教諭、栄養教諭等の役割を確認し、指示する。なお、危機管理体制を構築

する際は、担当者が発症した場合のことも想定しておく。

ｱ 校長は、学校給食の中止について教育委員会、保健所等と相談の上、速やかに判断する。
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⑴ 学校の対応
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示に従う。

ｴ 状況によっては、学校医や関係機関等の指導助言により、さらに詳細な調査や多くの措置が

必要となるので、迅速に対処する。

ウ 登校後の健康観察で異常を認めた場合
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ｂ 医療機関で診察を受けている場合は問い合わせて、症状や原因、他の事例等を医療機関に
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る。
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ｃ 本人の苦痛や不安を和らげるとともに、本人及び保護者を心配させないように対応する。

オ 詳細な調査や措置
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＊ ③から⑦は発生前２週間分
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日頃から危機管理を踏まえた衛生管理体制を構築しておく。食中毒等（疑いを含む）の際の、教育

委員会との連絡責任者、マスコミ等対応責任者、学校医及び保健所等の対応者等を決めておく。

１ 食中毒等（疑いを含む）の対応

⑴ 学校の対応

ア 検食で異常を認めた場合

ヒスタミン食中毒では、食べた時に舌のしびれがあったり、喫食後３０分から１時間程度で顔

面紅潮、かゆみ、じんましん等の症状を発症したりする場合がある。市町村教育委員会（県立学

校は県教育委員会保健体育課）等と連絡をとり、ヒスタミン食中毒の疑いのある場合は給食を中

止する。その他、異味・異臭等の異常を感じた際も給食を中止する。

共同調理場の受配校の場合は、共同調理場へも速やかに連絡する。

異常を感じた給食については、全て保管しておく。
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食中毒の原因となる細菌等によっては、下校前に校内で発症するものもある。

異常を訴える幼児児童生徒や教職員が多い場合は、症状の軽重に関わらず、次の措置をとる。

ｱ 学年別・学級別の異常者数、主な症状、欠席者数を把握し、校長に報告するとともに、学校

医・学校薬剤師へ連絡し指示を受ける。共同調理場の受配校の場合は、共同調理場へも連絡す

る。

ｲ 市町村教育委員会（県立学校は県教育委員会保健体育課）、保健所等へ連絡し指示を受ける。

教育委員会へは、電話連絡するとともに、様式 「学校給食における感染症・食中毒等発

生報告（速報）」により電子メールで速やかに行う。

ｳ 給食の残り等がある場合は、そのままの状態で保管しておき、その取り扱いは保健所等の指

示に従う。

ｴ 状況によっては、学校医や関係機関等の指導助言により、さらに詳細な調査や多くの措置が

必要となるので、迅速に対処する。

ウ 登校後の健康観察で異常を認めた場合
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された場合は、症状の軽重に関わらず、次の措置をとる。この際、感染症発生時の措置と両面か
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ｲ 市町村教育委員会（県立学校は県教育委員会保健体育課）、保健所等へ連絡する。

教育委員会へは、電話連絡するとともに、様式 「学校給食における感染症・食中毒等発
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ｴ 二次感染予防に当たっては、差別や偏見が生じることのないように十分配慮する。
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ア 教育委員会と、保健所 必要に応じて 、各受配校との連絡体制についての確認を速やかに行う。

イ 給食や残っている食品等については、全て保管しておく。

ウ 学校給食従事者の健康状態を確認する。

エ 食中毒（疑いを含む）の際に必要な次の書類を準備する。

① 献立表（使用食品を記載したもの）

② 作業工程表

③ 作業動線図

④ 検収表

⑤ 検食簿

⑥ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑦ 学校給食従事者健康記録

⑧ 学校給食日常点検票

⑨ 加熱等温度記録簿

⑩ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑪ 調理場の平面図

⑫ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノロウ

イルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロウイルス

等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以内にあれば提

出する。

＊ ①から⑨は発生前２週間分

⑶ 市町村教育委員会の対応

校長及び共同調理場の長から食中毒（疑いを含む）の集団発生の連絡を受けたときは次のような

対応を行う。

ア 速やかに県教育委員会（教育事務所→保健体育課）に、以下のことを連絡（電話及び電子メー

ル）するとともに、担当者を学校に派遣し、患者等の発生状況など実態の早急な把握に努める。

① 県教育委員会保健体育課との連絡担当者の職・氏名

② マスコミ対応者の職・氏名

③ 様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報）

④ 市内統一献立や共通使用食品がある場合及び共同調理場の受配校、共同調理場の場合は、

市内各学校の状況

イ 校長に対して学校給食の中止など当面の措置について必要な助言を速やかに行う。

ウ 保健所の学校への立入検査に立ち会う。

エ 患者等の受け入れ医療機関への情報提供を行う。

オ 食中毒の再発や二次感染防止の措置を行う。

カ いじめなどの不当な取り扱いが行われないよう学校に必要な指導を行う。

キ 次の書類を速やかに準備する。

① 別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告

② 学年ごとの児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日）

＊ 様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報）

ｂ 調理場においては次の書類を準備する。

① 献立表（使用食品を記載したもの）

② 作業工程表

③ 作業動線図

④ 検収表

⑤ 検食簿

⑥ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑦ 学校給食従事者健康記録

⑧ 学校給食日常点検票

⑨ 加熱等温度記録簿

⑩ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑪ 調理場の平面図

⑫ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノ

ロウイルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロ

ウイルス等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以

内にあれば提出する。

＊ ①から⑨は発生前２週間分

ｳ 校長は、保健主事に学校、家庭、地域及び関係機関が一体となって取り組むための学校保健

委員会等の開催を指示する。

ｴ 家庭への伝達を、緊急連絡網等により、速やかに行う。その際、個人のプライバシーや人権

を侵害することがないよう十分注意する。電子メールにより連絡を行う場合は、確実に受信さ

れたかどうかを確認する。

保護者への迅速な連絡は、家庭内の二次感染防止につながる。また、正確な情報の提供は不

安感の払拭につながる。このため、保護者への情報提供は随時行い、協力を求める。

ｵ 保健所や学校医の指示の下、原因究明のための調査に協力する。

全校の幼児児童生徒の健康状態及び喫食状況を把握するとともに、欠席者については必要に

応じて家庭訪問による調査や相談を行う。

ｶ 幼児児童生徒に対して緊急の全校集会などで、食中毒の発生状況、食中毒に関する知識、手

洗いの励行などの健康管理面の注意事項、食中毒に罹患した幼児児童生徒やその家族に対して

差別や偏見をもった対応をしないことなどについて必要な説明及び指導を行う。

ｷ 教育委員会、保健所、その他の関係機関に対して、症状のある幼児児童生徒・教職員の状況

等について終えんまで定期的に報告し、指示を求める。

⑵ 共同調理場の対応

以下の事案が発生した際には、次のような対応を行う。

・検食（調理場・学校）で異常を認めたとき

・学校より、幼児児童生徒の健康状態や欠席状況等に関する異常の連絡があったとき

・学校給食従事者から、体調不良の報告が多発するなど、通常とは異なる状況が認められるとき

・時間外又は休日に、異常発生の連絡を受けたとき など
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ア 教育委員会と、保健所 必要に応じて 、各受配校との連絡体制についての確認を速やかに行う。

イ 給食や残っている食品等については、全て保管しておく。

ウ 学校給食従事者の健康状態を確認する。

エ 食中毒（疑いを含む）の際に必要な次の書類を準備する。

① 献立表（使用食品を記載したもの）

② 作業工程表

③ 作業動線図

④ 検収表

⑤ 検食簿

⑥ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑦ 学校給食従事者健康記録

⑧ 学校給食日常点検票

⑨ 加熱等温度記録簿

⑩ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑪ 調理場の平面図

⑫ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノロウ

イルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロウイルス

等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以内にあれば提

出する。

＊ ①から⑨は発生前２週間分

⑶ 市町村教育委員会の対応

校長及び共同調理場の長から食中毒（疑いを含む）の集団発生の連絡を受けたときは次のような

対応を行う。

ア 速やかに県教育委員会（教育事務所→保健体育課）に、以下のことを連絡（電話及び電子メー

ル）するとともに、担当者を学校に派遣し、患者等の発生状況など実態の早急な把握に努める。

① 県教育委員会保健体育課との連絡担当者の職・氏名

② マスコミ対応者の職・氏名

③ 様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報）

④ 市内統一献立や共通使用食品がある場合及び共同調理場の受配校、共同調理場の場合は、

市内各学校の状況

イ 校長に対して学校給食の中止など当面の措置について必要な助言を速やかに行う。

ウ 保健所の学校への立入検査に立ち会う。

エ 患者等の受け入れ医療機関への情報提供を行う。

オ 食中毒の再発や二次感染防止の措置を行う。

カ いじめなどの不当な取り扱いが行われないよう学校に必要な指導を行う。

キ 次の書類を速やかに準備する。

① 別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告

② 学年ごとの児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日）

＊ 様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報）

ｂ 調理場においては次の書類を準備する。

① 献立表（使用食品を記載したもの）

② 作業工程表

③ 作業動線図

④ 検収表

⑤ 検食簿

⑥ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑦ 学校給食従事者健康記録

⑧ 学校給食日常点検票

⑨ 加熱等温度記録簿

⑩ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑪ 調理場の平面図

⑫ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノ

ロウイルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロ

ウイルス等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以

内にあれば提出する。

＊ ①から⑨は発生前２週間分

ｳ 校長は、保健主事に学校、家庭、地域及び関係機関が一体となって取り組むための学校保健

委員会等の開催を指示する。

ｴ 家庭への伝達を、緊急連絡網等により、速やかに行う。その際、個人のプライバシーや人権

を侵害することがないよう十分注意する。電子メールにより連絡を行う場合は、確実に受信さ

れたかどうかを確認する。

保護者への迅速な連絡は、家庭内の二次感染防止につながる。また、正確な情報の提供は不

安感の払拭につながる。このため、保護者への情報提供は随時行い、協力を求める。

ｵ 保健所や学校医の指示の下、原因究明のための調査に協力する。

全校の幼児児童生徒の健康状態及び喫食状況を把握するとともに、欠席者については必要に

応じて家庭訪問による調査や相談を行う。

ｶ 幼児児童生徒に対して緊急の全校集会などで、食中毒の発生状況、食中毒に関する知識、手

洗いの励行などの健康管理面の注意事項、食中毒に罹患した幼児児童生徒やその家族に対して

差別や偏見をもった対応をしないことなどについて必要な説明及び指導を行う。

ｷ 教育委員会、保健所、その他の関係機関に対して、症状のある幼児児童生徒・教職員の状況

等について終えんまで定期的に報告し、指示を求める。

⑵ 共同調理場の対応

以下の事案が発生した際には、次のような対応を行う。

・検食（調理場・学校）で異常を認めたとき

・学校より、幼児児童生徒の健康状態や欠席状況等に関する異常の連絡があったとき

・学校給食従事者から、体調不良の報告が多発するなど、通常とは異なる状況が認められるとき

・時間外又は休日に、異常発生の連絡を受けたとき など
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ア 教育委員会と、保健所 必要に応じて 、各受配校との連絡体制についての確認を速やかに行う。

イ 給食や残っている食品等については、全て保管しておく。

ウ 学校給食従事者の健康状態を確認する。

エ 食中毒（疑いを含む）の際に必要な次の書類を準備する。

① 献立表（使用食品を記載したもの）

② 作業工程表

③ 作業動線図

④ 検収表

⑤ 検食簿

⑥ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑦ 学校給食従事者健康記録

⑧ 学校給食日常点検票

⑨ 加熱等温度記録簿

⑩ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑪ 調理場の平面図

⑫ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノロウ

イルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロウイルス

等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以内にあれば提

出する。

＊ ①から⑨は発生前２週間分

⑶ 市町村教育委員会の対応

校長及び共同調理場の長から食中毒（疑いを含む）の集団発生の連絡を受けたときは次のような

対応を行う。

ア 速やかに県教育委員会（教育事務所→保健体育課）に、以下のことを連絡（電話及び電子メー

ル）するとともに、担当者を学校に派遣し、患者等の発生状況など実態の早急な把握に努める。

① 県教育委員会保健体育課との連絡担当者の職・氏名

② マスコミ対応者の職・氏名

③ 様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報）

④ 市内統一献立や共通使用食品がある場合及び共同調理場の受配校、共同調理場の場合は、

市内各学校の状況

イ 校長に対して学校給食の中止など当面の措置について必要な助言を速やかに行う。

ウ 保健所の学校への立入検査に立ち会う。

エ 患者等の受け入れ医療機関への情報提供を行う。

オ 食中毒の再発や二次感染防止の措置を行う。

カ いじめなどの不当な取り扱いが行われないよう学校に必要な指導を行う。

キ 次の書類を速やかに準備する。

① 別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告

② 学年ごとの児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日）

＊ 様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報）

ｂ 調理場においては次の書類を準備する。

① 献立表（使用食品を記載したもの）

② 作業工程表

③ 作業動線図

④ 検収表

⑤ 検食簿

⑥ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑦ 学校給食従事者健康記録

⑧ 学校給食日常点検票

⑨ 加熱等温度記録簿

⑩ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑪ 調理場の平面図

⑫ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノ

ロウイルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロ

ウイルス等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以

内にあれば提出する。

＊ ①から⑨は発生前２週間分

ｳ 校長は、保健主事に学校、家庭、地域及び関係機関が一体となって取り組むための学校保健

委員会等の開催を指示する。

ｴ 家庭への伝達を、緊急連絡網等により、速やかに行う。その際、個人のプライバシーや人権

を侵害することがないよう十分注意する。電子メールにより連絡を行う場合は、確実に受信さ

れたかどうかを確認する。

保護者への迅速な連絡は、家庭内の二次感染防止につながる。また、正確な情報の提供は不

安感の払拭につながる。このため、保護者への情報提供は随時行い、協力を求める。

ｵ 保健所や学校医の指示の下、原因究明のための調査に協力する。

全校の幼児児童生徒の健康状態及び喫食状況を把握するとともに、欠席者については必要に

応じて家庭訪問による調査や相談を行う。

ｶ 幼児児童生徒に対して緊急の全校集会などで、食中毒の発生状況、食中毒に関する知識、手

洗いの励行などの健康管理面の注意事項、食中毒に罹患した幼児児童生徒やその家族に対して

差別や偏見をもった対応をしないことなどについて必要な説明及び指導を行う。

ｷ 教育委員会、保健所、その他の関係機関に対して、症状のある幼児児童生徒・教職員の状況

等について終えんまで定期的に報告し、指示を求める。

⑵ 共同調理場の対応

以下の事案が発生した際には、次のような対応を行う。

・検食（調理場・学校）で異常を認めたとき

・学校より、幼児児童生徒の健康状態や欠席状況等に関する異常の連絡があったとき

・学校給食従事者から、体調不良の報告が多発するなど、通常とは異なる状況が認められるとき

・時間外又は休日に、異常発生の連絡を受けたとき など
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⑸ 食中毒等（疑いを含む）発生時の学校における初動対応例

第１報

市町村教育委員会は、教育事務所（県

教育委員会）へ連絡（電話及び電子メ

ール）

①県教育委員会保健体育課との連絡担

当者の職・氏名 ②マスコミ対応者の

職・氏名 ③様式 学校給食におけ

る感染症・食中毒等発生報告（速報）

④市内統一献立や共通使用食品がある

場合及び共同調理場の受配校、共同調

理場の場合は、市内各学校の状況

〈保護者から連絡を受けたら確認・記録する内容〉

①氏名、学年、学級 ②症状 ③発症日時と状況、場所 ④発症前

に思い当たる食べ物、家庭と学校給食以外の食事 ⑤同居人の健

康状態 ⑥医療機関受診の有（機関名）・無 ⑦医師の所見

学校医

学校薬剤師

保健所

電子メール

県教育委員会保健体育課

（教育事務所）

電子メール

市町村教育委員会

電子メール

共同調理場

電子メール

〈校長・教頭〉

教職員招集、緊急会議

□欠席者の把握

（学級→学年→学校全体）

□出席者の健康観察

□教職員の健康確認

□教職員の役割分担の確認

□当日の学校運営の措置

□「様式 学校給食における感染症・

食中毒等発生報告（速報）」の作成

□学校給食中止等の決定判断

報道対応窓口は一本化

〈保健主事・養護教諭〉

□全校の児童生徒の欠席状況

□同様の症状による欠席者の有無

□複数の学級での発生の有無

□学校給食の他の共通食の有無

□兄弟姉妹関係の発症の有無を確

認

＊校長の指示により、学校保健委員

会の開催

〈学級担任〉

健康観察で欠席者の把握

□欠席状況

□医療機関での受診の有無

□出席者の健康状態の把握

□出席者の様子

□異常の訴え

□早退者の状況

＊プライバシー配慮の強い要

望等の確認

学 校

嘔吐や下痢症状の

発生、体調不良者が

多数発生

健康状態の把握

欠席者が多数

欠席理由把握

医師・医療機関

からの連絡

欠席状況把握

登 校 時           給 食 終 了 後

〈衛生管理責任者・給食主任〉

□諸帳簿の確認と保存食の提

出

□必要な書類、諸帳簿の提出

準備

□給食室、配膳室の現状保存

□学校給食の中止や献立の変

更等

□原因究明に向けての協力体

制

市町村教育委員会が備えておくべき関係書類

①別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告 ②学年

ごとの児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日） 様式 学校給食に

おける感染症・食中毒等発生報告（速報） ③献立表（使用食品を記載し

たもの） ④作業工程表 ⑤作業動線図 ⑥加熱等温度記録簿（調理場分）

⑦検収表（学校分・調理場分） ⑧検食簿（学校分・調理場分） ⑨保存

食記録簿（採取・廃棄） ⑩学校給食従事者健康記録（学校分・調理場分）

⑪給食当番等の健康記録票 ⑫学校給食日常点検票 ⑬学校給食従事者検

便検査結果記録 ⑭発生の経過を時系列にまとめたもの ⑮保健所の指示

事項 ⑯学校医等の指示事項 ⑰配膳室・調理場の平面図 ⑱その他（学

校給食従事者のノロウイルス等による感染性胃腸炎発生報告書（速報）等）

＊③～⑫は発生前２週間分

＊共同調理場の受配校の場合は、各受配校の児童生徒数と教職員数等

兄弟姉妹の在籍校

共同調理場受配校

欠席者多数

他校の状況

学校給食従事者の

体調不良者に問題

多数・症状等

始 業 前

調理場

「いつ」、「だれが」、「何

を」、「どうした」等経過を時

系列で記録することが必要

資資料料 ２２

教
育
委
員
会

資資料料 １１

③ 献立表（使用食品を記載したもの）

④ 作業工程表

⑤ 作業動線図

⑥ 加熱等温度記録簿（調理場分）

⑦ 検収表（学校分・調理場分）

⑧ 検食簿（学校分・調理場分）

⑨ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑩ 学校給食従事者健康記録（学校分・調理場分）

⑪ 給食当番等の健康記録票

⑫ 学校給食日常点検票

⑬ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑭ 発生の経過を時系列にまとめたもの

⑮ 保健所の指示事項

⑯ 学校医等の指示事項

⑰ 配膳室・調理場の平面図

⑱ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノロウ

イルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロウイルス

等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以内にあれば提

出する。

＊ ③から⑫は発生前２週間分

＊ 共同調理場の受配校の場合は、各受配校の児童生徒数と教職員の人数等

ク 衛生部局の報道発表・記事等を随時、県教育委員会保健体育課へ連絡

ケ 終えんしたら、報告書を作成し県教育委員会保健体育課へ報告

様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（終えん）

⑷ 学校給食が原因又は原因と疑われる食中毒等が発生した場合の報告

学校において給食による感染症・食中毒等健康被害の集団的発生又はそのおそれがある場合

は、以下により報告するものとする。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様式番号 掲載ページ 備考

発 生
学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） ページ

学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告 別紙４－１ ページ 市町村教委作成

終えん

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（終えん） ページ

学校における感染症・食中毒等発生状況報告 別紙４－２ ページ 県教育委員会

保健体育課作成
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に思い当たる食べ物、家庭と学校給食以外の食事 ⑤同居人の健

康状態 ⑥医療機関受診の有（機関名）・無 ⑦医師の所見

学校医

学校薬剤師

保健所

電子メール

県教育委員会保健体育課

（教育事務所）

電子メール

市町村教育委員会

電子メール

共同調理場

電子メール

〈校長・教頭〉

教職員招集、緊急会議

□欠席者の把握

（学級→学年→学校全体）

□出席者の健康観察

□教職員の健康確認

□教職員の役割分担の確認

□当日の学校運営の措置

□「様式 学校給食における感染症・

食中毒等発生報告（速報）」の作成

□学校給食中止等の決定判断

報道対応窓口は一本化

〈保健主事・養護教諭〉

□全校の児童生徒の欠席状況

□同様の症状による欠席者の有無

□複数の学級での発生の有無

□学校給食の他の共通食の有無

□兄弟姉妹関係の発症の有無を確

認

＊校長の指示により、学校保健委員

会の開催

〈学級担任〉

健康観察で欠席者の把握

□欠席状況

□医療機関での受診の有無

□出席者の健康状態の把握

□出席者の様子

□異常の訴え

□早退者の状況

＊プライバシー配慮の強い要

望等の確認

学 校

嘔吐や下痢症状の

発生、体調不良者が

多数発生

健康状態の把握

欠席者が多数

欠席理由把握

医師・医療機関

からの連絡

欠席状況把握

登 校 時           給 食 終 了 後

〈衛生管理責任者・給食主任〉

□諸帳簿の確認と保存食の提

出

□必要な書類、諸帳簿の提出

準備

□給食室、配膳室の現状保存

□学校給食の中止や献立の変

更等

□原因究明に向けての協力体

制

市町村教育委員会が備えておくべき関係書類

①別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告 ②学年

ごとの児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日） 様式 学校給食に

おける感染症・食中毒等発生報告（速報） ③献立表（使用食品を記載し

たもの） ④作業工程表 ⑤作業動線図 ⑥加熱等温度記録簿（調理場分）

⑦検収表（学校分・調理場分） ⑧検食簿（学校分・調理場分） ⑨保存

食記録簿（採取・廃棄） ⑩学校給食従事者健康記録（学校分・調理場分）

⑪給食当番等の健康記録票 ⑫学校給食日常点検票 ⑬学校給食従事者検

便検査結果記録 ⑭発生の経過を時系列にまとめたもの ⑮保健所の指示

事項 ⑯学校医等の指示事項 ⑰配膳室・調理場の平面図 ⑱その他（学

校給食従事者のノロウイルス等による感染性胃腸炎発生報告書（速報）等）

＊③～⑫は発生前２週間分

＊共同調理場の受配校の場合は、各受配校の児童生徒数と教職員数等

兄弟姉妹の在籍校

共同調理場受配校

欠席者多数

他校の状況

学校給食従事者の

体調不良者に問題

多数・症状等

始 業 前

調理場

「いつ」、「だれが」、「何

を」、「どうした」等経過を時

系列で記録することが必要

資資料料 ２２

教
育
委
員
会

資資料料 １１

③ 献立表（使用食品を記載したもの）

④ 作業工程表

⑤ 作業動線図

⑥ 加熱等温度記録簿（調理場分）

⑦ 検収表（学校分・調理場分）

⑧ 検食簿（学校分・調理場分）

⑨ 保存食記録簿（採取・廃棄）

⑩ 学校給食従事者健康記録（学校分・調理場分）

⑪ 給食当番等の健康記録票

⑫ 学校給食日常点検票

⑬ 学校給食従事者検便検査結果記録

⑭ 発生の経過を時系列にまとめたもの

⑮ 保健所の指示事項

⑯ 学校医等の指示事項

⑰ 配膳室・調理場の平面図

⑱ その他

ノロウイルスによる食中毒（疑いを含む）の場合は、【様式１】学校給食従事者のノロウ

イルス等による感染性胃腸炎発生報告書 速報 ・【様式２】学校給食従事者のノロウイルス

等による感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）に相当する状況が１か月以内にあれば提

出する。

＊ ③から⑫は発生前２週間分

＊ 共同調理場の受配校の場合は、各受配校の児童生徒数と教職員の人数等

ク 衛生部局の報道発表・記事等を随時、県教育委員会保健体育課へ連絡

ケ 終えんしたら、報告書を作成し県教育委員会保健体育課へ報告

様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（終えん）

⑷ 学校給食が原因又は原因と疑われる食中毒等が発生した場合の報告

学校において給食による感染症・食中毒等健康被害の集団的発生又はそのおそれがある場合

は、以下により報告するものとする。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様式番号 掲載ページ 備考

発 生
学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） ページ

学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告 別紙４－１ ページ 市町村教委作成

終えん

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（終えん） ページ

学校における感染症・食中毒等発生状況報告 別紙４－２ ページ 県教育委員会

保健体育課作成
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様式
 
 

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（終えん） 
報告日：令和 年 月 日（ ） 

１
ふ り が な

学 校 名

２
ふ り が な

校 長 氏 名

３
ふ り が な

学 校 の 所 在 地

４ 報告者職・氏名 電話番号

５

⑴ 病 名 （不明の場合には疑われる病名）

⑵ 発 生 年 月 日 令和 年 月 日（ ） （不明の場合には診断年月日）

⑶終えん年月日 令和 年 月 日（ ）

⑷ 発 生 の 場 所

⑸患者数・欠席者

数及び入院者数

※患者数は有症登校

者数と欠席者数を合

わせた人数を記載す

ること。

学年
児童生徒数 患者数※ 欠席者数 入院者数

備 考
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１

２

３

４

５

６

特別

支援

計

⑹ 発 生 の 経 過

６
患者及び死亡者

発 見 の 動 機

７
感染症・食中毒

の 発 生 原 因

８
感染症・食中毒

の 感 染 経 路

９ 臨床症状の概要

⑴ 学 校 の 処 置

発
生
後
の
措
置

⑵ 学 校 の 管 理

機 関 の 処 置

⑶保健所その他

の関係機関の

処置

そ の 他 参 考

と な る 事 項

注 ⑸児童生徒数の欄の（ ）については、給食を食べた人数を記入すること。

注 教職員については、 ⑸の備考欄に該当人数を記入すること。

注 必要に応じて別紙とすること。  

平成 年 月９日付け 教健第２３号「学校給食衛生管理基準について（通知）」による様式

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） 
報告日：令和 年 月 日（ ） 

１

ふ り が な

学 校 名

２

ふ り が な

校 長 氏 名

３

ふ り が な

学校の所在地

４ 報告者職・氏名 電話番号

５ 病 名 （不明の場合には疑われる病名）

６
感
染
症
・
食
中
毒
等
の
発
生
状
況

⑴発生年月日 令和 年 月 日（ ） （不明の場合には診断年月日）

⑵患者数及び

欠 席 者 数

※患者数は有症登

校者数と欠席者数

を合わせた人数を

記載すること。

学

年

児童生徒数 患者数※ 欠席者数
備考

男 女 計 男 女 計 男 女 計

１

２

３

４

５

６

特
別
支
援

計

７ 臨床症状の内容
腹痛 名、発熱 名、下痢 名、嘔吐 名、嘔気 名

悪寒 名

８ 通 報 先 ⑴ 学校医 ⑵ 教育委員会 ⑶ 保健所 ⑷ その他（ ）

９
その他参考

となる事項

発生の経過等

注 ⑵児童生徒数の欄の（ ）については、給食を食べた人数を記入すること。
注 教職員については、 ⑵の備考欄に該当人数を記入すること。
注 共同調理場の受配校の場合は、「 その他参考となる事項」欄に、共同調理場の名称、所在地及び

電話番号を記載すること。
注 その他参考となる事項は、必要に応じて別紙とすること。 

平成 年 月９日付け 教健第２３号「学校給食衛生管理基準について（通知）」による
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様式
 
 

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（終えん） 
報告日：令和 年 月 日（ ） 

１
ふ り が な

学 校 名

２
ふ り が な

校 長 氏 名

３
ふ り が な

学 校 の 所 在 地

４ 報告者職・氏名 電話番号

５

⑴ 病 名 （不明の場合には疑われる病名）

⑵ 発 生 年 月 日 令和 年 月 日（ ） （不明の場合には診断年月日）

⑶終えん年月日 令和 年 月 日（ ）

⑷ 発 生 の 場 所

⑸患者数・欠席者

数及び入院者数

※患者数は有症登校

者数と欠席者数を合

わせた人数を記載す

ること。

学年
児童生徒数 患者数※ 欠席者数 入院者数

備 考
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１

２

３

４

５

６

特別

支援

計

⑹ 発 生 の 経 過

６
患者及び死亡者

発 見 の 動 機

７
感染症・食中毒

の 発 生 原 因

８
感染症・食中毒

の 感 染 経 路

９ 臨床症状の概要

⑴ 学 校 の 処 置

発
生
後
の
措
置

⑵ 学 校 の 管 理

機 関 の 処 置

⑶保健所その他

の関係機関の

処置

そ の 他 参 考

と な る 事 項

注 ⑸児童生徒数の欄の（ ）については、給食を食べた人数を記入すること。

注 教職員については、 ⑸の備考欄に該当人数を記入すること。

注 必要に応じて別紙とすること。  

平成 年 月９日付け 教健第２３号「学校給食衛生管理基準について（通知）」による様式

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） 
報告日：令和 年 月 日（ ） 

１

ふ り が な

学 校 名

２

ふ り が な

校 長 氏 名

３

ふ り が な

学校の所在地

４ 報告者職・氏名 電話番号

５ 病 名 （不明の場合には疑われる病名）

６
感
染
症
・
食
中
毒
等
の
発
生
状
況

⑴発生年月日 令和 年 月 日（ ） （不明の場合には診断年月日）

⑵患者数及び

欠 席 者 数

※患者数は有症登

校者数と欠席者数

を合わせた人数を

記載すること。

学

年

児童生徒数 患者数※ 欠席者数
備考

男 女 計 男 女 計 男 女 計

１

２

３

４

５

６

特
別
支
援

計

７ 臨床症状の内容
腹痛 名、発熱 名、下痢 名、嘔吐 名、嘔気 名

悪寒 名

８ 通 報 先 ⑴ 学校医 ⑵ 教育委員会 ⑶ 保健所 ⑷ その他（ ）

９
その他参考

となる事項

発生の経過等

注 ⑵児童生徒数の欄の（ ）については、給食を食べた人数を記入すること。
注 教職員については、 ⑵の備考欄に該当人数を記入すること。
注 共同調理場の受配校の場合は、「 その他参考となる事項」欄に、共同調理場の名称、所在地及び

電話番号を記載すること。
注 その他参考となる事項は、必要に応じて別紙とすること。 

平成 年 月９日付け 教健第２３号「学校給食衛生管理基準について（通知）」による
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様式
 
 

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（終えん） 
報告日：令和 年 月 日（ ） 

１
ふ り が な

学 校 名

２
ふ り が な

校 長 氏 名

３
ふ り が な

学 校 の 所 在 地

４ 報告者職・氏名 電話番号

５

⑴ 病 名 （不明の場合には疑われる病名）

⑵ 発 生 年 月 日 令和 年 月 日（ ） （不明の場合には診断年月日）

⑶終えん年月日 令和 年 月 日（ ）

⑷ 発 生 の 場 所

⑸患者数・欠席者

数及び入院者数

※患者数は有症登校

者数と欠席者数を合

わせた人数を記載す

ること。

学年
児童生徒数 患者数※ 欠席者数 入院者数

備 考
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１

２

３

４

５

６

特別

支援

計

⑹ 発 生 の 経 過

６
患者及び死亡者

発 見 の 動 機

７
感染症・食中毒

の 発 生 原 因

８
感染症・食中毒

の 感 染 経 路

９ 臨床症状の概要

⑴ 学 校 の 処 置

発
生
後
の
措
置

⑵ 学 校 の 管 理

機 関 の 処 置

⑶保健所その他

の関係機関の

処置

そ の 他 参 考

と な る 事 項

注 ⑸児童生徒数の欄の（ ）については、給食を食べた人数を記入すること。

注 教職員については、 ⑸の備考欄に該当人数を記入すること。

注 必要に応じて別紙とすること。  

平成 年 月９日付け 教健第２３号「学校給食衛生管理基準について（通知）」による様式

学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） 
報告日：令和 年 月 日（ ） 

１

ふ り が な

学 校 名

２

ふ り が な

校 長 氏 名

３

ふ り が な

学校の所在地

４ 報告者職・氏名 電話番号

５ 病 名 （不明の場合には疑われる病名）

６
感
染
症
・
食
中
毒
等
の
発
生
状
況

⑴発生年月日 令和 年 月 日（ ） （不明の場合には診断年月日）

⑵患者数及び

欠 席 者 数

※患者数は有症登

校者数と欠席者数

を合わせた人数を

記載すること。

学

年

児童生徒数 患者数※ 欠席者数
備考

男 女 計 男 女 計 男 女 計

１

２

３

４

５

６

特
別
支
援

計

７ 臨床症状の内容
腹痛 名、発熱 名、下痢 名、嘔吐 名、嘔気 名

悪寒 名

８ 通 報 先 ⑴ 学校医 ⑵ 教育委員会 ⑶ 保健所 ⑷ その他（ ）

９
その他参考

となる事項

発生の経過等

注 ⑵児童生徒数の欄の（ ）については、給食を食べた人数を記入すること。
注 教職員については、 ⑵の備考欄に該当人数を記入すること。
注 共同調理場の受配校の場合は、「 その他参考となる事項」欄に、共同調理場の名称、所在地及び

電話番号を記載すること。
注 その他参考となる事項は、必要に応じて別紙とすること。 

平成 年 月９日付け 教健第２３号「学校給食衛生管理基準について（通知）」による
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別紙４－２

学校における感染症・食中毒等発生状況報告

１ 学 校 名※

２ 学校の所在地※

３

感

染

症

・

食

中

毒

等

の

発

生

状

況

⑴病 名※

⑵発生年月日※

⑶終 焉 年 月 日

⑷発生の場所※

⑸患者数・欠席者

数及び死亡者数

区 分

学 年

児童生徒等数 患 者 数 欠 席 者 数 入 院 者 数 死 亡 者 数
備 考

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

第１学年

第２学年

第３学年

第４学年

第５学年

第６学年

計

⑹発 生 の 経 緯

４ 患者及び死亡者

発 見 の 動 機

５ 感染症・食中毒の

発 生 原 因

６ 感染症・食中毒の

感 染 経 路

７ 臨床症状の概要

８
⑴学 校 の 措 置

⑵学校の管理機関

の措置

⑶保健所その他の

関係機関の処置

９ 都道府県教育委員会

都道府県知事の処置

そ の 他 参 考

と な る 事 項

注 感染症・食中毒等が発生した場合、直ちに「様式２」により電子メールで報告すること。
注 職員について該当者があったときは、（５）の備考欄に当該人員を記入すること。
注 共同調理場の場合は、（５）に感染症・食中毒等の発生した受配校の総計を記入し、各受配校に

ついては別様にして添付すること。

平成 年 月 日付け 文科ス第 号「学校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による別紙４－１ 

学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告 

 

 都道府県名  

学 校 名 
（共同調理場名） 

 校 長 名 
（所長名） 

 

学 校 ・ 共 同 調 理 
場 の 所 在 地 

 電 話 
番 号 

 

受 配 校 数 
（共同調理場方式のみ記入）  

 
 

食

中

毒

等

の

発

生

状

況 

発 生 日 時 令和 年 月 日（ 曜日）（ 時 分） 

発 生 場 所 
 
 

 

児童生徒数  男 女 計 備 考 

    

 

患 者 等 数 

令和 年 月 日 

現在 

区分 男 女 計 備 考 

患 者 数     

うち欠席者数     

うち入院者数     

うち死亡者数     

主 な 症 状 
 
 
 

 

発 生 原 因 
（判明している場合記入） 

 

 

献 立 表 （食中毒等発生前２週間分の食品の判る献立表を添付） 

注 食中毒等発生後直ちに電子メールにて報告するとともに、患者等数に変動があった

ときは速やかに本様式にて随時報告すること。

注 職員について該当者があったときは、備考欄に当該人員を記入すること。

注 共同調理場における患者等数は、食中毒等の発生した受配校の総計を記入し、受配

校毎は別様にして添付すること。

平成 年 月 日付け 文科ス第 号「学校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による
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別紙４－２

学校における感染症・食中毒等発生状況報告

１ 学 校 名※

２ 学校の所在地※

３

感

染

症

・

食

中

毒

等

の

発

生

状

況

⑴病 名※

⑵発生年月日※

⑶終 焉 年 月 日

⑷発生の場所※

⑸患者数・欠席者

数及び死亡者数

区 分

学 年

児童生徒等数 患 者 数 欠 席 者 数 入 院 者 数 死 亡 者 数
備 考

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

第１学年

第２学年

第３学年

第４学年

第５学年

第６学年

計

⑹発 生 の 経 緯

４ 患者及び死亡者

発 見 の 動 機

５ 感染症・食中毒の

発 生 原 因

６ 感染症・食中毒の

感 染 経 路

７ 臨床症状の概要

８
⑴学 校 の 措 置

⑵学校の管理機関

の措置

⑶保健所その他の

関係機関の処置

９ 都道府県教育委員会

都道府県知事の処置

そ の 他 参 考

と な る 事 項

注 感染症・食中毒等が発生した場合、直ちに「様式２」により電子メールで報告すること。
注 職員について該当者があったときは、（５）の備考欄に当該人員を記入すること。
注 共同調理場の場合は、（５）に感染症・食中毒等の発生した受配校の総計を記入し、各受配校に

ついては別様にして添付すること。

平成 年 月 日付け 文科ス第 号「学校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による別紙４－１ 

学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告 

 

 都道府県名  

学 校 名 
（共同調理場名） 

 校 長 名 
（所長名） 

 

学 校 ・ 共 同 調 理 
場 の 所 在 地 

 電 話 
番 号 

 

受 配 校 数 
（共同調理場方式のみ記入）  

 
 

食

中

毒

等

の

発

生

状

況 

発 生 日 時 令和 年 月 日（ 曜日）（ 時 分） 

発 生 場 所 
 
 

 

児童生徒数  男 女 計 備 考 

    

 

患 者 等 数 

令和 年 月 日 

現在 

区分 男 女 計 備 考 

患 者 数     

うち欠席者数     

うち入院者数     

うち死亡者数     

主 な 症 状 
 
 
 

 

発 生 原 因 
（判明している場合記入） 

 

 

献 立 表 （食中毒等発生前２週間分の食品の判る献立表を添付） 

注 食中毒等発生後直ちに電子メールにて報告するとともに、患者等数に変動があった

ときは速やかに本様式にて随時報告すること。

注 職員について該当者があったときは、備考欄に当該人員を記入すること。

注 共同調理場における患者等数は、食中毒等の発生した受配校の総計を記入し、受配

校毎は別様にして添付すること。

平成 年 月 日付け 文科ス第 号「学校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による
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別紙４－２

学校における感染症・食中毒等発生状況報告

１ 学 校 名※

２ 学校の所在地※

３

感

染

症

・

食

中

毒

等

の

発

生

状

況

⑴病 名※

⑵発生年月日※

⑶終 焉 年 月 日

⑷発生の場所※

⑸患者数・欠席者

数及び死亡者数

区 分

学 年

児童生徒等数 患 者 数 欠 席 者 数 入 院 者 数 死 亡 者 数
備 考

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

第１学年

第２学年

第３学年

第４学年

第５学年

第６学年

計

⑹発 生 の 経 緯

４ 患者及び死亡者

発 見 の 動 機

５ 感染症・食中毒の

発 生 原 因

６ 感染症・食中毒の

感 染 経 路

７ 臨床症状の概要

８
⑴学 校 の 措 置

⑵学校の管理機関

の措置

⑶保健所その他の

関係機関の処置

９ 都道府県教育委員会

都道府県知事の処置

そ の 他 参 考

と な る 事 項

注 感染症・食中毒等が発生した場合、直ちに「様式２」により電子メールで報告すること。
注 職員について該当者があったときは、（５）の備考欄に当該人員を記入すること。
注 共同調理場の場合は、（５）に感染症・食中毒等の発生した受配校の総計を記入し、各受配校に

ついては別様にして添付すること。

平成 年 月 日付け 文科ス第 号「学校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による別紙４－１ 

学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告 

 

 都道府県名  

学 校 名 
（共同調理場名） 

 校 長 名 
（所長名） 

 

学 校 ・ 共 同 調 理 
場 の 所 在 地 

 電 話 
番 号 

 

受 配 校 数 
（共同調理場方式のみ記入）  

 
 

食

中

毒

等

の

発

生

状

況 

発 生 日 時 令和 年 月 日（ 曜日）（ 時 分） 

発 生 場 所 
 
 

 

児童生徒数  男 女 計 備 考 

    

 

患 者 等 数 

令和 年 月 日 

現在 

区分 男 女 計 備 考 

患 者 数     

うち欠席者数     

うち入院者数     

うち死亡者数     

主 な 症 状 
 
 
 

 

発 生 原 因 
（判明している場合記入） 

 

 

献 立 表 （食中毒等発生前２週間分の食品の判る献立表を添付） 

注 食中毒等発生後直ちに電子メールにて報告するとともに、患者等数に変動があった

ときは速やかに本様式にて随時報告すること。

注 職員について該当者があったときは、備考欄に当該人員を記入すること。

注 共同調理場における患者等数は、食中毒等の発生した受配校の総計を記入し、受配

校毎は別様にして添付すること。

平成 年 月 日付け 文科ス第 号「学校給食衛生管理基準の施行について（通知）」による
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それはなくとも不快な気持ちにさせるものがある。これら物理的危害要因の混入の防止におい

ては、食品納入業者の選定、検収、始業前点検、作業終了時の分解・洗浄・点検等において、確

認内容や担当者を明確にしておく。

⑶ 異物混入防止の留意点

ア 調理機械・機器等の衛生管理に当たっては、分解や組み立てを適切に行うとともに、故障又は

破損があるときは、速やかに補修し、常に適正に使用できるよう整備しておく。

イ 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な衛生状態を保ち、ねずみ

及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等

の設置により、ねずみ及び昆虫の施設への侵入を防止する。

ウ 学校給食従事者は、衛生的な作業着、帽子、マスクを着用し、学校給食施設区分の作業区域内

では専用の履物を用いるとともに、指輪等の装飾品、腕時計、ヘアピン、安全ピン等、調理作業

に不要なものを調理場内に持ち込まない。

エ 洗浄剤、消毒薬その他化学物質については、使用、保管等の取り扱いに十分注意するととも

に、必要に応じ容器に内容物の名称を表示する等食品への混入を防止する。

オ 調理作業に当たっては、異物混入の可能性について点検を行い、原材料及び調理済み食品へ

の異物の混入防止のための必要な措置を講じる。

＜異物混入等防止確認表（例）＞

工 程 管 理 ポ イ ン ト 措 置 ・ 対 策

施 設 管 理
施設

部外者はみだりに立ち入らせない

施錠設備を設ける

適切な明るさの確保

調理機械・機器 故障・破損の有無の点検・記録

作 業 準 備

調理衣、帽子 鏡及び学校給食従事者相互で確認

毛髪、ほこり、ごみ等 粘着ローラー、エアシャワー等の使用

調理に不必要な物品 持ち込まない

絆創膏 使用時の記録と終了後の点検

業者の選定 衛生上信用のおける業者の選定

検 収

段ボール 持ち込まない

食品の点検・記録 検収表に基づき点検・記録

食品の保管 分類ごと区分して衛生的に管理

調 理 過 程

野菜等の洗浄 目視できる量にして洗浄

スライサー等の刃物 破損等の有無の点検・記録

はさみ、缶切機での作業 ２度切り禁止、切り方の統一

使い捨て手袋 使用前後に破損の有無を確認

配食前の確認 料理の目視

配食時の確認 食缶等容器・配食器具の確認

配食後の保管 配食後速やかに蓋をする

洗 浄

スポンジ、ブラシ等 使用前後の確認、定期的な交換

調理機械・機器の洗浄 分解できる部分は全て分解して洗浄

器具の保管 保管庫等適切な場所で保管

２ 異物混入等の対応

異物混入等には異物混入、異味・異臭等があるが、健康被害の可能性もあることから、さまざまな

角度から混入の可能性を検討し、適切な防止対策を推進するとともに、ヒヤリハット事例発生時は、

学校及び調理場でその事例を共有し、事故につながらないようにする必要がある。また、異物混入等

が発見された場合には、迅速に対応し、再発防止のための検討を行い、その結果を必要に応じ学校及

び調理場に周知する。

⑴ 食品衛生法上の危害要因

食品衛生法第６条では、人の健康を損なうおそれがある危害要因として次の４つを挙げている。

① 腐敗・変敗

② 有毒又は有害な物資の混入、付着

③ 病原微生物の汚染

④ 不潔、異物の混入、添加

これらの食品衛生上の危害要因は、生物的、化学的、物理的なものの３つに大別される。

⑵ 危害要因と注意点

ア 生物的危害要因

健康被害に直接関係する食中毒細菌、ウイルス等の病原微生物および原虫や寄生虫が含まれ

る。食中毒防止の対応が必要である。また、腐敗微生物は異味・異臭に関わるものがあるので、

検収や調理過程及び検食での確認が重要である。

ｱ 病原微生物：食中毒細菌（芽胞非形成菌、芽胞形成菌）、ウイルス、その他

ｲ 腐敗微生物：腐敗細菌、カビ、酵母

ｳ 寄生虫、原虫

イ 化学的危害要因

カビが産生するカビ毒や赤身魚肉中でヒスチジンから生成されるヒスタミン、発育不良等の

じゃがいもに含まれるソラニン等は、有害な物質が通常の加熱調理では減少しない。また、食物

アレルゲンには加熱調理では減少しない物質もあるので、検収等で原材料の確認を確実にする

ことで、食物アレルゲンが含まれる食品を使用しないことが最も有効な危害防止策である。原材

料への偶発的な異物の混入については、愛知県のウェブサイト「食の安全・安心情報サービス」

の「食品等の回収情報」で確認する等の情報収集を行い未然に防ぐように努める。施設での混入

については、洗剤や薬品等の保管や使用、容器、表示等において、食品への混入が起きないよう

にする。

ｱ 自然に存在する化学物質：微生物による産生物質（カビ毒、ヒスタミン）、自然毒（貝毒、

フグ毒、植物毒）、食物アレルゲン

ｲ 偶発的に存在、混入する化学物質：原材料由来（農薬、食品添加物、殺虫剤）、施設で混入

ウ 物理的危害要因

硬質異物は、食品とともに喫食すると、歯牙の破損や口唇の創傷等の健康被害につながるおそ

れがある。また、軟質異物には、健康被害のおそれがある不衛生なものや、健康被害が生じるお
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それはなくとも不快な気持ちにさせるものがある。これら物理的危害要因の混入の防止におい

ては、食品納入業者の選定、検収、始業前点検、作業終了時の分解・洗浄・点検等において、確

認内容や担当者を明確にしておく。

⑶ 異物混入防止の留意点

ア 調理機械・機器等の衛生管理に当たっては、分解や組み立てを適切に行うとともに、故障又は

破損があるときは、速やかに補修し、常に適正に使用できるよう整備しておく。

イ 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な衛生状態を保ち、ねずみ

及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等

の設置により、ねずみ及び昆虫の施設への侵入を防止する。

ウ 学校給食従事者は、衛生的な作業着、帽子、マスクを着用し、学校給食施設区分の作業区域内

では専用の履物を用いるとともに、指輪等の装飾品、腕時計、ヘアピン、安全ピン等、調理作業

に不要なものを調理場内に持ち込まない。

エ 洗浄剤、消毒薬その他化学物質については、使用、保管等の取り扱いに十分注意するととも

に、必要に応じ容器に内容物の名称を表示する等食品への混入を防止する。

オ 調理作業に当たっては、異物混入の可能性について点検を行い、原材料及び調理済み食品へ

の異物の混入防止のための必要な措置を講じる。

＜異物混入等防止確認表（例）＞

工 程 管 理 ポ イ ン ト 措 置 ・ 対 策

施 設 管 理
施設

部外者はみだりに立ち入らせない

施錠設備を設ける

適切な明るさの確保

調理機械・機器 故障・破損の有無の点検・記録

作 業 準 備

調理衣、帽子 鏡及び学校給食従事者相互で確認

毛髪、ほこり、ごみ等 粘着ローラー、エアシャワー等の使用

調理に不必要な物品 持ち込まない

絆創膏 使用時の記録と終了後の点検

業者の選定 衛生上信用のおける業者の選定

検 収

段ボール 持ち込まない

食品の点検・記録 検収表に基づき点検・記録

食品の保管 分類ごと区分して衛生的に管理

調 理 過 程

野菜等の洗浄 目視できる量にして洗浄

スライサー等の刃物 破損等の有無の点検・記録

はさみ、缶切機での作業 ２度切り禁止、切り方の統一

使い捨て手袋 使用前後に破損の有無を確認

配食前の確認 料理の目視

配食時の確認 食缶等容器・配食器具の確認

配食後の保管 配食後速やかに蓋をする

洗 浄

スポンジ、ブラシ等 使用前後の確認、定期的な交換

調理機械・機器の洗浄 分解できる部分は全て分解して洗浄

器具の保管 保管庫等適切な場所で保管

２ 異物混入等の対応

異物混入等には異物混入、異味・異臭等があるが、健康被害の可能性もあることから、さまざまな

角度から混入の可能性を検討し、適切な防止対策を推進するとともに、ヒヤリハット事例発生時は、

学校及び調理場でその事例を共有し、事故につながらないようにする必要がある。また、異物混入等

が発見された場合には、迅速に対応し、再発防止のための検討を行い、その結果を必要に応じ学校及

び調理場に周知する。

⑴ 食品衛生法上の危害要因

食品衛生法第６条では、人の健康を損なうおそれがある危害要因として次の４つを挙げている。

① 腐敗・変敗

② 有毒又は有害な物資の混入、付着

③ 病原微生物の汚染

④ 不潔、異物の混入、添加

これらの食品衛生上の危害要因は、生物的、化学的、物理的なものの３つに大別される。

⑵ 危害要因と注意点

ア 生物的危害要因

健康被害に直接関係する食中毒細菌、ウイルス等の病原微生物および原虫や寄生虫が含まれ

る。食中毒防止の対応が必要である。また、腐敗微生物は異味・異臭に関わるものがあるので、

検収や調理過程及び検食での確認が重要である。

ｱ 病原微生物：食中毒細菌（芽胞非形成菌、芽胞形成菌）、ウイルス、その他

ｲ 腐敗微生物：腐敗細菌、カビ、酵母

ｳ 寄生虫、原虫

イ 化学的危害要因

カビが産生するカビ毒や赤身魚肉中でヒスチジンから生成されるヒスタミン、発育不良等の

じゃがいもに含まれるソラニン等は、有害な物質が通常の加熱調理では減少しない。また、食物

アレルゲンには加熱調理では減少しない物質もあるので、検収等で原材料の確認を確実にする

ことで、食物アレルゲンが含まれる食品を使用しないことが最も有効な危害防止策である。原材

料への偶発的な異物の混入については、愛知県のウェブサイト「食の安全・安心情報サービス」

の「食品等の回収情報」で確認する等の情報収集を行い未然に防ぐように努める。施設での混入

については、洗剤や薬品等の保管や使用、容器、表示等において、食品への混入が起きないよう

にする。

ｱ 自然に存在する化学物質：微生物による産生物質（カビ毒、ヒスタミン）、自然毒（貝毒、

フグ毒、植物毒）、食物アレルゲン

ｲ 偶発的に存在、混入する化学物質：原材料由来（農薬、食品添加物、殺虫剤）、施設で混入

ウ 物理的危害要因

硬質異物は、食品とともに喫食すると、歯牙の破損や口唇の創傷等の健康被害につながるおそ

れがある。また、軟質異物には、健康被害のおそれがある不衛生なものや、健康被害が生じるお
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それはなくとも不快な気持ちにさせるものがある。これら物理的危害要因の混入の防止におい
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及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等
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オ 調理作業に当たっては、異物混入の可能性について点検を行い、原材料及び調理済み食品へ

の異物の混入防止のための必要な措置を講じる。

＜異物混入等防止確認表（例）＞

工 程 管 理 ポ イ ン ト 措 置 ・ 対 策

施 設 管 理
施設

部外者はみだりに立ち入らせない
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適切な明るさの確保

調理機械・機器 故障・破損の有無の点検・記録

作 業 準 備

調理衣、帽子 鏡及び学校給食従事者相互で確認

毛髪、ほこり、ごみ等 粘着ローラー、エアシャワー等の使用

調理に不必要な物品 持ち込まない

絆創膏 使用時の記録と終了後の点検

業者の選定 衛生上信用のおける業者の選定

検 収

段ボール 持ち込まない

食品の点検・記録 検収表に基づき点検・記録

食品の保管 分類ごと区分して衛生的に管理

調 理 過 程

野菜等の洗浄 目視できる量にして洗浄

スライサー等の刃物 破損等の有無の点検・記録

はさみ、缶切機での作業 ２度切り禁止、切り方の統一

使い捨て手袋 使用前後に破損の有無を確認

配食前の確認 料理の目視

配食時の確認 食缶等容器・配食器具の確認

配食後の保管 配食後速やかに蓋をする

洗 浄

スポンジ、ブラシ等 使用前後の確認、定期的な交換

調理機械・機器の洗浄 分解できる部分は全て分解して洗浄

器具の保管 保管庫等適切な場所で保管

２ 異物混入等の対応

異物混入等には異物混入、異味・異臭等があるが、健康被害の可能性もあることから、さまざまな

角度から混入の可能性を検討し、適切な防止対策を推進するとともに、ヒヤリハット事例発生時は、

学校及び調理場でその事例を共有し、事故につながらないようにする必要がある。また、異物混入等

が発見された場合には、迅速に対応し、再発防止のための検討を行い、その結果を必要に応じ学校及

び調理場に周知する。

⑴ 食品衛生法上の危害要因

食品衛生法第６条では、人の健康を損なうおそれがある危害要因として次の４つを挙げている。

① 腐敗・変敗

② 有毒又は有害な物資の混入、付着

③ 病原微生物の汚染

④ 不潔、異物の混入、添加

これらの食品衛生上の危害要因は、生物的、化学的、物理的なものの３つに大別される。

⑵ 危害要因と注意点

ア 生物的危害要因

健康被害に直接関係する食中毒細菌、ウイルス等の病原微生物および原虫や寄生虫が含まれ

る。食中毒防止の対応が必要である。また、腐敗微生物は異味・異臭に関わるものがあるので、

検収や調理過程及び検食での確認が重要である。

ｱ 病原微生物：食中毒細菌（芽胞非形成菌、芽胞形成菌）、ウイルス、その他

ｲ 腐敗微生物：腐敗細菌、カビ、酵母

ｳ 寄生虫、原虫

イ 化学的危害要因

カビが産生するカビ毒や赤身魚肉中でヒスチジンから生成されるヒスタミン、発育不良等の

じゃがいもに含まれるソラニン等は、有害な物質が通常の加熱調理では減少しない。また、食物

アレルゲンには加熱調理では減少しない物質もあるので、検収等で原材料の確認を確実にする

ことで、食物アレルゲンが含まれる食品を使用しないことが最も有効な危害防止策である。原材

料への偶発的な異物の混入については、愛知県のウェブサイト「食の安全・安心情報サービス」

の「食品等の回収情報」で確認する等の情報収集を行い未然に防ぐように努める。施設での混入

については、洗剤や薬品等の保管や使用、容器、表示等において、食品への混入が起きないよう

にする。

ｱ 自然に存在する化学物質：微生物による産生物質（カビ毒、ヒスタミン）、自然毒（貝毒、

フグ毒、植物毒）、食物アレルゲン

ｲ 偶発的に存在、混入する化学物質：原材料由来（農薬、食品添加物、殺虫剤）、施設で混入

ウ 物理的危害要因

硬質異物は、食品とともに喫食すると、歯牙の破損や口唇の創傷等の健康被害につながるおそ

れがある。また、軟質異物には、健康被害のおそれがある不衛生なものや、健康被害が生じるお
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⑸ 学校給食で異物混入等が発見された場合の対応

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康被害・健康被害が生じるおそれの有無の確認

健康被害・健康被害が生じるおそれがある場合

異物混入等への対応②

・異物等を取り除く

・納入業者等への連絡

・代替食品の手配

・機械器具の破損等の対応

異物混入等の状況・範囲・原因等を明確に把握

異物混入等発見

給食中止（全部・一部料理・一部食品） 
献立変更（代替）等の検討・決定

同じ食品・機械器具等使用調理場等への連絡

保健所への連絡 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、幼児

児童生徒への提供、被害が一般に及ぶ又は他施設

でも起こる場合 

教育委員会への連絡・相談

県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、被害

が一般に及ぶ又は他施設でも起こる場合 

対応・再発防止対策策定後 
市町村は県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 

保護者へ連絡文書作成の検討・対応

＊共同調理場の場合

学校への連絡の検討・対応

健康被害有の場合

（迅速な対応）

・被害者への対応

・医療機関への情報提供

・他の被害者の有無の確認

健康被害が生じるおそれ

がない場合

報道発表等を予定

事前に連絡

異物混入等への対応③

・原因の究明

・再発防止対策作成

必要に応じて 

異物混入等への対応①

・異物混入等の状況の記録

・必要に応じ現状の保管

⑷ 異物混入等による学校給食の事故報告・連絡

学校給食用の食品に、異物混入、異臭等の異常を発見した場合は、以下により報告する。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

発 生 学校給食の事故報告書（速報） ページ

終えん 学校給食の事故報告書（終えん） ページ

共同調理場は、学校名を調理場名、校長氏名を責任者職・氏名、在籍数を受配校等の種別と学

校数及び調理食数とし、幼児児童生徒等への提供の有無について明確に記載する。

  ウ 報告書の提出

健 康 被 害 の 有 無 ・ 状 況 県立学校 市町村立学校

健 康 被 害 

あり 提出 提出

生じるおそれあり 危険物の混入 提出 提出

生じるおそれなし 非危険物の混入 提出

ｱ 保健所へは、健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合でかつ学校、幼

児児児童生徒等に提供されたり、被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場

合に連絡する。

ｲ 報道機関に報道発表等による情報提供を行う場合は、健康被害の有無にかかわらず県教育

委員会保健体育課へ事前に連絡する（必要に応じて、保健所にも連絡する）。

ｳ 提出に該当しない場合であっても、記録は作成する。

エ 危険物・非危険物の目安

危 険 物
ガラス、金属類、プラスチック、衛生害虫（ゴキブリ・ハエ・クモ等）、ねずみの

ふん、変色、カビ、異臭等健康被害が生じるおそれがあるもの

非危険物

毛髪、繊維片、食品包材の切れ端（ビニール等）、スポンジ片、食物の皮・殻・食

肉や魚の骨、海産物に付着した貝殻等、食材に付着していた衛生害虫以外の虫等

健康被害が生じるおそれがないもの、食品中に発注したものと異なるアレルゲン

の混入

混入物の例示は、目安であり、実際の対応は、種類や大きさ、量、頻度等により異なるため、

連絡・提出を求めていない場合においても必要に応じて、連絡・提出を行う。
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⑸ 学校給食で異物混入等が発見された場合の対応
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健康被害・健康被害が生じるおそれがある場合

異物混入等への対応②

・異物等を取り除く

・納入業者等への連絡

・代替食品の手配

・機械器具の破損等の対応

異物混入等の状況・範囲・原因等を明確に把握

異物混入等発見

給食中止（全部・一部料理・一部食品） 
献立変更（代替）等の検討・決定

同じ食品・機械器具等使用調理場等への連絡

保健所への連絡 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、幼児

児童生徒への提供、被害が一般に及ぶ又は他施設

でも起こる場合 

教育委員会への連絡・相談

県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、被害

が一般に及ぶ又は他施設でも起こる場合 

対応・再発防止対策策定後 
市町村は県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 

保護者へ連絡文書作成の検討・対応

＊共同調理場の場合

学校への連絡の検討・対応

健康被害有の場合

（迅速な対応）

・被害者への対応

・医療機関への情報提供

・他の被害者の有無の確認

健康被害が生じるおそれ

がない場合

報道発表等を予定

事前に連絡

異物混入等への対応③

・原因の究明

・再発防止対策作成

必要に応じて 

異物混入等への対応①

・異物混入等の状況の記録

・必要に応じ現状の保管

⑷ 異物混入等による学校給食の事故報告・連絡

学校給食用の食品に、異物混入、異臭等の異常を発見した場合は、以下により報告する。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

発 生 学校給食の事故報告書（速報） ページ

終えん 学校給食の事故報告書（終えん） ページ

共同調理場は、学校名を調理場名、校長氏名を責任者職・氏名、在籍数を受配校等の種別と学

校数及び調理食数とし、幼児児童生徒等への提供の有無について明確に記載する。

  ウ 報告書の提出

健 康 被 害 の 有 無 ・ 状 況 県立学校 市町村立学校

健 康 被 害 

あり 提出 提出

生じるおそれあり 危険物の混入 提出 提出

生じるおそれなし 非危険物の混入 提出

ｱ 保健所へは、健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合でかつ学校、幼

児児児童生徒等に提供されたり、被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場

合に連絡する。

ｲ 報道機関に報道発表等による情報提供を行う場合は、健康被害の有無にかかわらず県教育

委員会保健体育課へ事前に連絡する（必要に応じて、保健所にも連絡する）。

ｳ 提出に該当しない場合であっても、記録は作成する。

エ 危険物・非危険物の目安

危 険 物
ガラス、金属類、プラスチック、衛生害虫（ゴキブリ・ハエ・クモ等）、ねずみの

ふん、変色、カビ、異臭等健康被害が生じるおそれがあるもの

非危険物

毛髪、繊維片、食品包材の切れ端（ビニール等）、スポンジ片、食物の皮・殻・食

肉や魚の骨、海産物に付着した貝殻等、食材に付着していた衛生害虫以外の虫等

健康被害が生じるおそれがないもの、食品中に発注したものと異なるアレルゲン

の混入

混入物の例示は、目安であり、実際の対応は、種類や大きさ、量、頻度等により異なるため、

連絡・提出を求めていない場合においても必要に応じて、連絡・提出を行う。

100

00116389_hb.indd   10000116389_hb.indd   100 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35

⑸ 学校給食で異物混入等が発見された場合の対応

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康被害・健康被害が生じるおそれの有無の確認

健康被害・健康被害が生じるおそれがある場合

異物混入等への対応②

・異物等を取り除く

・納入業者等への連絡

・代替食品の手配

・機械器具の破損等の対応

異物混入等の状況・範囲・原因等を明確に把握

異物混入等発見

給食中止（全部・一部料理・一部食品） 
献立変更（代替）等の検討・決定

同じ食品・機械器具等使用調理場等への連絡

保健所への連絡 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、幼児

児童生徒への提供、被害が一般に及ぶ又は他施設

でも起こる場合 

教育委員会への連絡・相談

県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、被害

が一般に及ぶ又は他施設でも起こる場合 

対応・再発防止対策策定後 
市町村は県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 

保護者へ連絡文書作成の検討・対応

＊共同調理場の場合

学校への連絡の検討・対応

健康被害有の場合

（迅速な対応）

・被害者への対応

・医療機関への情報提供

・他の被害者の有無の確認

健康被害が生じるおそれ

がない場合

報道発表等を予定

事前に連絡

異物混入等への対応③

・原因の究明

・再発防止対策作成

必要に応じて 

異物混入等への対応①

・異物混入等の状況の記録

・必要に応じ現状の保管

⑷ 異物混入等による学校給食の事故報告・連絡

学校給食用の食品に、異物混入、異臭等の異常を発見した場合は、以下により報告する。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

発 生 学校給食の事故報告書（速報） ページ

終えん 学校給食の事故報告書（終えん） ページ

共同調理場は、学校名を調理場名、校長氏名を責任者職・氏名、在籍数を受配校等の種別と学

校数及び調理食数とし、幼児児童生徒等への提供の有無について明確に記載する。

  ウ 報告書の提出

健 康 被 害 の 有 無 ・ 状 況 県立学校 市町村立学校

健 康 被 害 

あり 提出 提出

生じるおそれあり 危険物の混入 提出 提出

生じるおそれなし 非危険物の混入 提出

ｱ 保健所へは、健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合でかつ学校、幼

児児児童生徒等に提供されたり、被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場

合に連絡する。

ｲ 報道機関に報道発表等による情報提供を行う場合は、健康被害の有無にかかわらず県教育

委員会保健体育課へ事前に連絡する（必要に応じて、保健所にも連絡する）。

ｳ 提出に該当しない場合であっても、記録は作成する。

エ 危険物・非危険物の目安

危 険 物
ガラス、金属類、プラスチック、衛生害虫（ゴキブリ・ハエ・クモ等）、ねずみの

ふん、変色、カビ、異臭等健康被害が生じるおそれがあるもの

非危険物

毛髪、繊維片、食品包材の切れ端（ビニール等）、スポンジ片、食物の皮・殻・食

肉や魚の骨、海産物に付着した貝殻等、食材に付着していた衛生害虫以外の虫等

健康被害が生じるおそれがないもの、食品中に発注したものと異なるアレルゲン

の混入

混入物の例示は、目安であり、実際の対応は、種類や大きさ、量、頻度等により異なるため、

連絡・提出を求めていない場合においても必要に応じて、連絡・提出を行う。
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様式

学校給食の事故報告書（終えん） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類 異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製 造 者 の 住 所 
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事 故 の 内 容  

発 生 後 の 
対 応 
※時系列で記入 
※対応者も記入 

 

再 発 防 止 
対 策 

 

注１ 調査報告書・改善報告書等がある場合は添付する。 

様式  

学校給食の事故報告書（速報） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類  異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製造者の住所  
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事故の概要等  
 

※時系列で記入 
 
※発見者・対応者等

の職・氏名を記入 
 

※異物混入の場合は、 
異物の大きさ等が 
分かる写真等を添

付 
 

 

注１ 幼児児童生徒等に健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合は、県教育委員

会保健体育課・保健所へ速やかに連絡する。 
注２ 報道発表等する場合は、県教育委員会保健体育課へ事前に連絡する。 
注３ 保護者宛ての文書がある場合は添付する。 
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様式

学校給食の事故報告書（終えん） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類 異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製 造 者 の 住 所 
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事 故 の 内 容  

発 生 後 の 
対 応 
※時系列で記入 
※対応者も記入 

 

再 発 防 止 
対 策 

 

注１ 調査報告書・改善報告書等がある場合は添付する。 

様式  

学校給食の事故報告書（速報） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類  異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製造者の住所  
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事故の概要等  
 

※時系列で記入 
 
※発見者・対応者等

の職・氏名を記入 
 

※異物混入の場合は、 
異物の大きさ等が 
分かる写真等を添

付 
 

 

注１ 幼児児童生徒等に健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合は、県教育委員

会保健体育課・保健所へ速やかに連絡する。 
注２ 報道発表等する場合は、県教育委員会保健体育課へ事前に連絡する。 
注３ 保護者宛ての文書がある場合は添付する。 
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様式

学校給食の事故報告書（終えん） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類 異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製 造 者 の 住 所 
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事 故 の 内 容  

発 生 後 の 
対 応 
※時系列で記入 
※対応者も記入 

 

再 発 防 止 
対 策 

 

注１ 調査報告書・改善報告書等がある場合は添付する。 

様式  

学校給食の事故報告書（速報） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類  異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製造者の住所  
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事故の概要等  
 

※時系列で記入 
 
※発見者・対応者等

の職・氏名を記入 
 

※異物混入の場合は、 
異物の大きさ等が 
分かる写真等を添

付 
 

 

注１ 幼児児童生徒等に健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合は、県教育委員

会保健体育課・保健所へ速やかに連絡する。 
注２ 報道発表等する場合は、県教育委員会保健体育課へ事前に連絡する。 
注３ 保護者宛ての文書がある場合は添付する。 
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ｲ 学校給食従事者から感染性疾患有（疑いも含む）の診断報告有

ａ 学校給食従事者が、ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断された場合、原則として発症

連絡当日中に【様式１】学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速

報）（１０８ページ参照）を県教育委員会保健体育課へ提出する。

ｂ ノロウイルスを発症した学校給食従事者と同一の感染機会があった可能性がある学校給

食従事者は、原則として速やかに高感度の検便検査を実施する。

ｃ 発症者は、高感度の検便検査の結果、陰性が確認されるまでの間、学校給食施設区分の作

業区域内への立ち入りを控える。かつ、他の学校給食従事者と同一の感染機会をもたないよ

うにする。

ウ 学校給食従事者

ｱ 発症者

ａ 原則として高感度の検便検査実施

検査結果で陰性が確認されるまでは、学校給食施設区分の作業区域内への立ち入りを控

える。かつ、他の学校給食従事者と同一の感染機会をもたないようにする。

① 高感度の検便検査結果陽性：症状が無くなってから１週間程度後、高感度の検便検査

実施

② 高感度の検便検査結果陰性：症状の快復後勤務（常に無症状病原体保有者の可能性を

考えて従事）

ｂ 医療機関の受診

① 感染性疾患有の診断

症状が無くなってから１週間程度後、高感度の検便検査実施

② 感染性疾患無の診断

高感度の検便検査結果が陰性かつ症状の快復後勤務（常に無症状病原体保有者の可

能性を考えて従事）

ｲ 発症者以外の者

ａ 健康状態を確認：体調不良を感じた場合はすぐに学校（調理場等）に報告するとともに医

療機関を受診

ｂ 発症者が高感度の検便検査で陽性だった場合：発症者と同一の感染機会があった可能性

がある学校給食従事者は、原則として高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルス

を保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控える。

エ 同居人にノロウイルスによる発症者がいる学校給食従事者

同一の感染機会があった可能性がある学校給食従事者は、原則として高感度の検便検査を実

施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事す

ることを控える。

オ ノロウイルス無症状病原体保有者であることが判明した学校給食従事者

ノロウイルスを保有している場合と同じ対応とする。 

⑶ 検便検査方法についての留意点

ノロウイルスは１０～１００個のウイルス量で感染が成立することから、高感度の検便検査に

よって、陰性を確認する。

３ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎への対応

例年、冬季を中心にノロウイルスを原因とする感染症及び食中毒が増加する傾向がみられる。特に

ノロウイルスによる食中毒の発生原因としては、学校給食従事者を介した発生が主要なものとなって

いることから、ノロウイルスによる食中毒の予防においては、調理員、配送員、配膳員、栄養教諭等

給食を取り扱う学校給食従事者の健康管理が重要である。

⑴ 健康管理における留意点

ア 自らがノロウイルスの無症状病原体保有者である可能性を自覚して行動する。

イ 下痢、発熱、腹痛、嘔吐の症状がある際には、すぐに責任者に報告し、原則として高感度の検

便検査を実施するとともに医療機関を受診する。

ウ ノロウイルスは下痢等の症状が無くなっても、通常では１週間程度長いときには１か月程度

ウイルスの排出が続く場合があることから、学校給食衛生管理基準で定められている学校給食

従事者の健康調査については、長期休業中も含め毎日の健康状態の確認、記録を行う。

エ 普段から感染しないように食べ物や同居人の健康状態に注意する。

オ 家庭の中に小児や介護を要する高齢者等がおり、下痢や嘔吐等の症状を呈している場合には、

その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を衛生的に保つ工夫をする。

⑵ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いのある場合の対応

下痢、発熱、腹痛、嘔吐の症状がある際には、出勤せずに責任者に報告するとともに、医療機関

を受診して感染性疾患の有無を確認し、医師の指示に従う。加えて、下痢や嘔吐を発症している場

合は、ノロウイルスの感染リスクが高いことから、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査を

積極的に実施するよう努める。

※ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いがある場合の対応フローチャート（１０７ページ参照）

ア 学校

ｱ 幼児児童生徒、教職員（学校給食従事者含む）の健康状況確認

ａ 異常有：速やかに教育委員会、学校医、保健所に連絡

様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） ９４ページ

参照 を県教育委員会保健体育課へ提出

ｂ 異常無：健康観察での確認継続

ｲ 献立変更の検討・・・衛生管理責任者が中心となり対応

ａ 変更有：保護者への連絡（文書作成等）

ｂ 変更無：地域等の状況等を勘案し、随時検討

イ 調理場

ｱ  調理場の洗浄・消毒

トイレ、吐物 の次亜塩素酸ナトリウム溶液で 分間消毒

その他 の次亜塩素酸ナトリウム溶液で５分間消毒

※ 次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒後、水拭きを行う（特に金属は次亜塩素酸ナトリウム

により腐食するおそれがあるため、入念に水拭きを行う必要がある）。 
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ｲ 学校給食従事者から感染性疾患有（疑いも含む）の診断報告有

ａ 学校給食従事者が、ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断された場合、原則として発症

連絡当日中に【様式１】学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速

報）（１０８ページ参照）を県教育委員会保健体育課へ提出する。

ｂ ノロウイルスを発症した学校給食従事者と同一の感染機会があった可能性がある学校給

食従事者は、原則として速やかに高感度の検便検査を実施する。

ｃ 発症者は、高感度の検便検査の結果、陰性が確認されるまでの間、学校給食施設区分の作

業区域内への立ち入りを控える。かつ、他の学校給食従事者と同一の感染機会をもたないよ

うにする。

ウ 学校給食従事者

ｱ 発症者

ａ 原則として高感度の検便検査実施

検査結果で陰性が確認されるまでは、学校給食施設区分の作業区域内への立ち入りを控

える。かつ、他の学校給食従事者と同一の感染機会をもたないようにする。

① 高感度の検便検査結果陽性：症状が無くなってから１週間程度後、高感度の検便検査

実施

② 高感度の検便検査結果陰性：症状の快復後勤務（常に無症状病原体保有者の可能性を

考えて従事）

ｂ 医療機関の受診

① 感染性疾患有の診断

症状が無くなってから１週間程度後、高感度の検便検査実施

② 感染性疾患無の診断

高感度の検便検査結果が陰性かつ症状の快復後勤務（常に無症状病原体保有者の可

能性を考えて従事）

ｲ 発症者以外の者

ａ 健康状態を確認：体調不良を感じた場合はすぐに学校（調理場等）に報告するとともに医

療機関を受診

ｂ 発症者が高感度の検便検査で陽性だった場合：発症者と同一の感染機会があった可能性

がある学校給食従事者は、原則として高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルス

を保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控える。

エ 同居人にノロウイルスによる発症者がいる学校給食従事者

同一の感染機会があった可能性がある学校給食従事者は、原則として高感度の検便検査を実

施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事す

ることを控える。

オ ノロウイルス無症状病原体保有者であることが判明した学校給食従事者

ノロウイルスを保有している場合と同じ対応とする。 

⑶ 検便検査方法についての留意点

ノロウイルスは１０～１００個のウイルス量で感染が成立することから、高感度の検便検査に

よって、陰性を確認する。

３ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎への対応

例年、冬季を中心にノロウイルスを原因とする感染症及び食中毒が増加する傾向がみられる。特に

ノロウイルスによる食中毒の発生原因としては、学校給食従事者を介した発生が主要なものとなって

いることから、ノロウイルスによる食中毒の予防においては、調理員、配送員、配膳員、栄養教諭等

給食を取り扱う学校給食従事者の健康管理が重要である。

⑴ 健康管理における留意点

ア 自らがノロウイルスの無症状病原体保有者である可能性を自覚して行動する。

イ 下痢、発熱、腹痛、嘔吐の症状がある際には、すぐに責任者に報告し、原則として高感度の検

便検査を実施するとともに医療機関を受診する。

ウ ノロウイルスは下痢等の症状が無くなっても、通常では１週間程度長いときには１か月程度

ウイルスの排出が続く場合があることから、学校給食衛生管理基準で定められている学校給食

従事者の健康調査については、長期休業中も含め毎日の健康状態の確認、記録を行う。

エ 普段から感染しないように食べ物や同居人の健康状態に注意する。

オ 家庭の中に小児や介護を要する高齢者等がおり、下痢や嘔吐等の症状を呈している場合には、

その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を衛生的に保つ工夫をする。

⑵ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いのある場合の対応

下痢、発熱、腹痛、嘔吐の症状がある際には、出勤せずに責任者に報告するとともに、医療機関

を受診して感染性疾患の有無を確認し、医師の指示に従う。加えて、下痢や嘔吐を発症している場

合は、ノロウイルスの感染リスクが高いことから、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査を

積極的に実施するよう努める。

※ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いがある場合の対応フローチャート（１０７ページ参照）

ア 学校

ｱ 幼児児童生徒、教職員（学校給食従事者含む）の健康状況確認

ａ 異常有：速やかに教育委員会、学校医、保健所に連絡

様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） ９４ページ

参照 を県教育委員会保健体育課へ提出

ｂ 異常無：健康観察での確認継続

ｲ 献立変更の検討・・・衛生管理責任者が中心となり対応

ａ 変更有：保護者への連絡（文書作成等）

ｂ 変更無：地域等の状況等を勘案し、随時検討

イ 調理場

ｱ  調理場の洗浄・消毒

トイレ、吐物 の次亜塩素酸ナトリウム溶液で 分間消毒

その他 の次亜塩素酸ナトリウム溶液で５分間消毒

※ 次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒後、水拭きを行う（特に金属は次亜塩素酸ナトリウム

により腐食するおそれがあるため、入念に水拭きを行う必要がある）。 
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ｲ 学校給食従事者から感染性疾患有（疑いも含む）の診断報告有

ａ 学校給食従事者が、ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断された場合、原則として発症

連絡当日中に【様式１】学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速

報）（１０８ページ参照）を県教育委員会保健体育課へ提出する。

ｂ ノロウイルスを発症した学校給食従事者と同一の感染機会があった可能性がある学校給

食従事者は、原則として速やかに高感度の検便検査を実施する。

ｃ 発症者は、高感度の検便検査の結果、陰性が確認されるまでの間、学校給食施設区分の作

業区域内への立ち入りを控える。かつ、他の学校給食従事者と同一の感染機会をもたないよ

うにする。

ウ 学校給食従事者

ｱ 発症者

ａ 原則として高感度の検便検査実施

検査結果で陰性が確認されるまでは、学校給食施設区分の作業区域内への立ち入りを控

える。かつ、他の学校給食従事者と同一の感染機会をもたないようにする。

① 高感度の検便検査結果陽性：症状が無くなってから１週間程度後、高感度の検便検査

実施

② 高感度の検便検査結果陰性：症状の快復後勤務（常に無症状病原体保有者の可能性を

考えて従事）

ｂ 医療機関の受診

① 感染性疾患有の診断

症状が無くなってから１週間程度後、高感度の検便検査実施

② 感染性疾患無の診断

高感度の検便検査結果が陰性かつ症状の快復後勤務（常に無症状病原体保有者の可

能性を考えて従事）

ｲ 発症者以外の者

ａ 健康状態を確認：体調不良を感じた場合はすぐに学校（調理場等）に報告するとともに医

療機関を受診

ｂ 発症者が高感度の検便検査で陽性だった場合：発症者と同一の感染機会があった可能性

がある学校給食従事者は、原則として高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルス

を保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控える。

エ 同居人にノロウイルスによる発症者がいる学校給食従事者

同一の感染機会があった可能性がある学校給食従事者は、原則として高感度の検便検査を実

施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事す

ることを控える。

オ ノロウイルス無症状病原体保有者であることが判明した学校給食従事者

ノロウイルスを保有している場合と同じ対応とする。 

⑶ 検便検査方法についての留意点

ノロウイルスは１０～１００個のウイルス量で感染が成立することから、高感度の検便検査に

よって、陰性を確認する。

３ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎への対応

例年、冬季を中心にノロウイルスを原因とする感染症及び食中毒が増加する傾向がみられる。特に

ノロウイルスによる食中毒の発生原因としては、学校給食従事者を介した発生が主要なものとなって

いることから、ノロウイルスによる食中毒の予防においては、調理員、配送員、配膳員、栄養教諭等

給食を取り扱う学校給食従事者の健康管理が重要である。

⑴ 健康管理における留意点

ア 自らがノロウイルスの無症状病原体保有者である可能性を自覚して行動する。

イ 下痢、発熱、腹痛、嘔吐の症状がある際には、すぐに責任者に報告し、原則として高感度の検

便検査を実施するとともに医療機関を受診する。

ウ ノロウイルスは下痢等の症状が無くなっても、通常では１週間程度長いときには１か月程度

ウイルスの排出が続く場合があることから、学校給食衛生管理基準で定められている学校給食

従事者の健康調査については、長期休業中も含め毎日の健康状態の確認、記録を行う。

エ 普段から感染しないように食べ物や同居人の健康状態に注意する。

オ 家庭の中に小児や介護を要する高齢者等がおり、下痢や嘔吐等の症状を呈している場合には、

その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を衛生的に保つ工夫をする。

⑵ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いのある場合の対応

下痢、発熱、腹痛、嘔吐の症状がある際には、出勤せずに責任者に報告するとともに、医療機関

を受診して感染性疾患の有無を確認し、医師の指示に従う。加えて、下痢や嘔吐を発症している場

合は、ノロウイルスの感染リスクが高いことから、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査を

積極的に実施するよう努める。

※ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いがある場合の対応フローチャート（１０７ページ参照）

ア 学校

ｱ 幼児児童生徒、教職員（学校給食従事者含む）の健康状況確認

ａ 異常有：速やかに教育委員会、学校医、保健所に連絡

様式 学校給食における感染症・食中毒等発生報告（速報） ９４ページ

参照 を県教育委員会保健体育課へ提出

ｂ 異常無：健康観察での確認継続

ｲ 献立変更の検討・・・衛生管理責任者が中心となり対応

ａ 変更有：保護者への連絡（文書作成等）

ｂ 変更無：地域等の状況等を勘案し、随時検討

イ 調理場

ｱ  調理場の洗浄・消毒

トイレ、吐物 の次亜塩素酸ナトリウム溶液で 分間消毒

その他 の次亜塩素酸ナトリウム溶液で５分間消毒

※ 次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒後、水拭きを行う（特に金属は次亜塩素酸ナトリウム

により腐食するおそれがあるため、入念に水拭きを行う必要がある）。 
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⑸ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いがある場合の対応

学校給食従事者（調理員等）に下痢、嘔吐、腹痛等の症状

調理場の

洗浄・消毒

献立変更の検討

生食、和え物等

の変更等
当日・当日以降

学校（調理場等）へ症状の連絡 医療機関を受診

感染性疾患の有無を

確認し、学校（調理

場等）へ報告

感染性疾

患無かつ

高感度の

検便検査

陰性

変更有 変更無

他の学校給食従事

者・幼児児童生徒

等の健康状況確認

異常有 異常無

し

健康

観察

での

確認

継続

速速ややかかにに

県教育委

員会保健

体育課、学

校医、保健

所に連絡
保護者への連絡

（文書作成等）

症状の

回復後

勤務

陽性

陰性
感染性

疾患有

症状が無くな

ってから１週

間程度後高感

度の検便検査

実施

原則高感度の

検便検査実施

ノロウイルスによる発症者が同居人にいたり、同一

の感染機会があったりした可能性がある場合等

学校給食衛生管理基準に基づき、同一の感染機会があ

った可能性がある学校給食従事者について速やかに高

感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを

保有していないことが確認されるまでの間、調理に直

接従事することを控えさせる等の手段を講じる。 全ての学校給食従事者が調理に直接従事

できる体制となった場合

【【様様式式２２】】「「学学校校給給食食従従事事者者ののノノロロウウイイルル

ススにによよるる感感染染性性胃胃腸腸炎炎発発生生状状況況報報告告書書（（終終

ええんん））」」をを提提出出

陽性陰性

陰性が確認できるまで

高感度の検便検査実施

＊速やかに実施

無症状病原体保有者の場合

ノロウイルスを保有している場合と同じ対応とする。

【様式１】【様式２】を県教育委員会保健体育課へ提出

県教育委員会

保健体育課

＊速やかに実施

ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状

と診断された場合

高感度の検便検査結果においてノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、学校給食施設区

分の作業区域内への立ち入りを控え、かつ他の学校給

食従事者と同一の感染機会をもたない。

同一の感染機会が

あった可能性のあ

る学校給食従事者

において高感度の

検便検査実施

様式 「学校給食における感染症・食

中毒等発生報告（速報）」を提出

感染性疾患有ノロウイ

ルスによる感染性胃腸

炎の場合

【【様様式式１１】】「「学学校校給給食食従従

事事者者ののノノロロウウイイルルススにに

よよるる感感染染性性胃胃腸腸炎炎発発生生

報報告告書書（（速速報報））」」にによよりり

原原則則ととししてて発発症症連連絡絡当当

日日中中にに提提出出

ノロウイルスの抗原・抗体反応（ＥＬＩＳＡ法、イムノクロマト法）によるノロウイルス検査

では、ふん便１ｇ当たり１００万個以上のノロウイルスが存在した時に陽性判定されることか

ら、高感度の検便検査には該当しないので注意する。

⑷ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生報告

学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生については、以下により報告する。

ア 様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様式番号 掲載ページ

発 生 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報

告書（速報）

【様式１】 ページ

終えん 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状

況報告書（終えん）

【様式２】 ページ

※ 様式１、２の項目が記載されていれば市町村の様式で提出も可。

イ 添付書類

ｱ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速報）

※ 保健所への連絡は、次の場合とする。

・幼児児童生徒等の健康状態に異常がある（学校給食における感染症・食中毒（疑いを含む））。

・報道機関に情報提供を行った場合、必要に応じて連絡する。

なお、連絡・相談をする場合は様式にある必要事項を明確にし、連絡・相談する。

ｲ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）

 

学校給食従事者の感染性疾患の診断結果（高感度の検便検査結果）陽性の場合の提出物 
※ 無症状病原体保有者を含む 

感染性疾患の診断（高感度の検便検査）結果 
学校給食衛生管理基準に基づく定期及び日常の衛生検査の
点検票の第６票「定期検便結果処置票」（検査結果を含
む）の写 

幼児児童生徒等の健康状況確認

※ 感染性胃腸炎（疑いを含む）の

幼児児童生徒等 

異常有 
様式２ 学校給食における感染症・食中毒発生報告（速報）
別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況
報告 

異常無  

保護者への連絡文書や報道機関への情報提供文書等

・当月の献立表 
・献立を変更した場合は変更後の献立内容 
・献立変更等の連絡した保護者宛ての文書等 
・報道機関への情報提供文書等 

学校給食従事者の感染性疾患の診断結果（高感度の検便検査結果）陰性の場合の提出物 
※ 無症状病原体保有者を含む 

感染性疾患の診断（高感度の検便検査）結果 
学校給食衛生管理基準に基づく定期及び日常の衛生検査の
点検票の第６票「定期検便結果処置票」（検査結果を含
む）の写 

保護者への連絡文書や報道機関への情報提供文書等（発生時以降に変更や情報提供したの場合）

・当月の献立表 
・献立を変更した場合は変更後の献立内容 
・献立変更等の連絡した保護者宛ての文書等 
・報道機関への情報提供文書等 
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⑸ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いがある場合の対応

学校給食従事者（調理員等）に下痢、嘔吐、腹痛等の症状

調理場の

洗浄・消毒

献立変更の検討

生食、和え物等

の変更等
当日・当日以降

学校（調理場等）へ症状の連絡 医療機関を受診

感染性疾患の有無を

確認し、学校（調理

場等）へ報告

感染性疾

患無かつ

高感度の

検便検査

陰性

変更有 変更無

他の学校給食従事

者・幼児児童生徒

等の健康状況確認

異常有 異常無

し

健康

観察

での

確認

継続

速速ややかかにに

県教育委

員会保健

体育課、学

校医、保健

所に連絡
保護者への連絡

（文書作成等）

症状の

回復後

勤務

陽性

陰性
感染性

疾患有

症状が無くな

ってから１週

間程度後高感

度の検便検査

実施

原則高感度の

検便検査実施

ノロウイルスによる発症者が同居人にいたり、同一

の感染機会があったりした可能性がある場合等

学校給食衛生管理基準に基づき、同一の感染機会があ

った可能性がある学校給食従事者について速やかに高

感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを

保有していないことが確認されるまでの間、調理に直

接従事することを控えさせる等の手段を講じる。 全ての学校給食従事者が調理に直接従事

できる体制となった場合

【【様様式式２２】】「「学学校校給給食食従従事事者者ののノノロロウウイイルル

ススにによよるる感感染染性性胃胃腸腸炎炎発発生生状状況況報報告告書書（（終終

ええんん））」」をを提提出出

陽性陰性

陰性が確認できるまで

高感度の検便検査実施

＊速やかに実施

無症状病原体保有者の場合

ノロウイルスを保有している場合と同じ対応とする。

【様式１】【様式２】を県教育委員会保健体育課へ提出

県教育委員会

保健体育課

＊速やかに実施

ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状

と診断された場合

高感度の検便検査結果においてノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、学校給食施設区

分の作業区域内への立ち入りを控え、かつ他の学校給

食従事者と同一の感染機会をもたない。

同一の感染機会が

あった可能性のあ

る学校給食従事者

において高感度の

検便検査実施

様式 「学校給食における感染症・食

中毒等発生報告（速報）」を提出

感染性疾患有ノロウイ

ルスによる感染性胃腸

炎の場合

【【様様式式１１】】「「学学校校給給食食従従

事事者者ののノノロロウウイイルルススにに

よよるる感感染染性性胃胃腸腸炎炎発発生生

報報告告書書（（速速報報））」」にによよりり

原原則則ととししてて発発症症連連絡絡当当

日日中中にに提提出出

ノロウイルスの抗原・抗体反応（ＥＬＩＳＡ法、イムノクロマト法）によるノロウイルス検査

では、ふん便１ｇ当たり１００万個以上のノロウイルスが存在した時に陽性判定されることか

ら、高感度の検便検査には該当しないので注意する。

⑷ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生報告

学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生については、以下により報告する。

ア 様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様式番号 掲載ページ

発 生 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報

告書（速報）

【様式１】 ページ

終えん 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状

況報告書（終えん）

【様式２】 ページ

※ 様式１、２の項目が記載されていれば市町村の様式で提出も可。

イ 添付書類

ｱ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速報）

※ 保健所への連絡は、次の場合とする。

・幼児児童生徒等の健康状態に異常がある（学校給食における感染症・食中毒（疑いを含む））。

・報道機関に情報提供を行った場合、必要に応じて連絡する。

なお、連絡・相談をする場合は様式にある必要事項を明確にし、連絡・相談する。

ｲ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）

 

学校給食従事者の感染性疾患の診断結果（高感度の検便検査結果）陽性の場合の提出物 
※ 無症状病原体保有者を含む 

感染性疾患の診断（高感度の検便検査）結果 
学校給食衛生管理基準に基づく定期及び日常の衛生検査の
点検票の第６票「定期検便結果処置票」（検査結果を含
む）の写 

幼児児童生徒等の健康状況確認

※ 感染性胃腸炎（疑いを含む）の

幼児児童生徒等 

異常有 
様式２ 学校給食における感染症・食中毒発生報告（速報）
別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況
報告 

異常無  

保護者への連絡文書や報道機関への情報提供文書等

・当月の献立表 
・献立を変更した場合は変更後の献立内容 
・献立変更等の連絡した保護者宛ての文書等 
・報道機関への情報提供文書等 

学校給食従事者の感染性疾患の診断結果（高感度の検便検査結果）陰性の場合の提出物 
※ 無症状病原体保有者を含む 

感染性疾患の診断（高感度の検便検査）結果 
学校給食衛生管理基準に基づく定期及び日常の衛生検査の
点検票の第６票「定期検便結果処置票」（検査結果を含
む）の写 

保護者への連絡文書や報道機関への情報提供文書等（発生時以降に変更や情報提供したの場合）

・当月の献立表 
・献立を変更した場合は変更後の献立内容 
・献立変更等の連絡した保護者宛ての文書等 
・報道機関への情報提供文書等 
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⑸ 学校給食従事者に感染性疾患の疑いがある場合の対応

学校給食従事者（調理員等）に下痢、嘔吐、腹痛等の症状

調理場の

洗浄・消毒

献立変更の検討

生食、和え物等

の変更等
当日・当日以降

学校（調理場等）へ症状の連絡 医療機関を受診

感染性疾患の有無を

確認し、学校（調理

場等）へ報告

感染性疾

患無かつ

高感度の

検便検査

陰性

変更有 変更無

他の学校給食従事

者・幼児児童生徒

等の健康状況確認

異常有 異常無

し

健康

観察

での

確認

継続

速速ややかかにに

県教育委

員会保健

体育課、学

校医、保健

所に連絡
保護者への連絡

（文書作成等）

症状の

回復後

勤務

陽性

陰性
感染性

疾患有

症状が無くな

ってから１週

間程度後高感

度の検便検査

実施

原則高感度の

検便検査実施

ノロウイルスによる発症者が同居人にいたり、同一

の感染機会があったりした可能性がある場合等

学校給食衛生管理基準に基づき、同一の感染機会があ

った可能性がある学校給食従事者について速やかに高

感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを

保有していないことが確認されるまでの間、調理に直

接従事することを控えさせる等の手段を講じる。 全ての学校給食従事者が調理に直接従事

できる体制となった場合

【【様様式式２２】】「「学学校校給給食食従従事事者者ののノノロロウウイイルル

ススにによよるる感感染染性性胃胃腸腸炎炎発発生生状状況況報報告告書書（（終終

ええんん））」」をを提提出出

陽性陰性

陰性が確認できるまで

高感度の検便検査実施

＊速やかに実施

無症状病原体保有者の場合

ノロウイルスを保有している場合と同じ対応とする。

【様式１】【様式２】を県教育委員会保健体育課へ提出

県教育委員会

保健体育課

＊速やかに実施

ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状

と診断された場合

高感度の検便検査結果においてノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、学校給食施設区

分の作業区域内への立ち入りを控え、かつ他の学校給

食従事者と同一の感染機会をもたない。

同一の感染機会が

あった可能性のあ

る学校給食従事者

において高感度の

検便検査実施

様式 「学校給食における感染症・食

中毒等発生報告（速報）」を提出

感染性疾患有ノロウイ

ルスによる感染性胃腸

炎の場合

【【様様式式１１】】「「学学校校給給食食従従

事事者者ののノノロロウウイイルルススにに

よよるる感感染染性性胃胃腸腸炎炎発発生生

報報告告書書（（速速報報））」」にによよりり

原原則則ととししてて発発症症連連絡絡当当

日日中中にに提提出出

ノロウイルスの抗原・抗体反応（ＥＬＩＳＡ法、イムノクロマト法）によるノロウイルス検査

では、ふん便１ｇ当たり１００万個以上のノロウイルスが存在した時に陽性判定されることか

ら、高感度の検便検査には該当しないので注意する。

⑷ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生報告

学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生については、以下により報告する。

ア 様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様式番号 掲載ページ

発 生 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報

告書（速報）

【様式１】 ページ

終えん 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状

況報告書（終えん）

【様式２】 ページ

※ 様式１、２の項目が記載されていれば市町村の様式で提出も可。

イ 添付書類

ｱ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速報）

※ 保健所への連絡は、次の場合とする。

・幼児児童生徒等の健康状態に異常がある（学校給食における感染症・食中毒（疑いを含む））。

・報道機関に情報提供を行った場合、必要に応じて連絡する。

なお、連絡・相談をする場合は様式にある必要事項を明確にし、連絡・相談する。

ｲ 学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん）

 

学校給食従事者の感染性疾患の診断結果（高感度の検便検査結果）陽性の場合の提出物 
※ 無症状病原体保有者を含む 

感染性疾患の診断（高感度の検便検査）結果 
学校給食衛生管理基準に基づく定期及び日常の衛生検査の
点検票の第６票「定期検便結果処置票」（検査結果を含
む）の写 

幼児児童生徒等の健康状況確認

※ 感染性胃腸炎（疑いを含む）の

幼児児童生徒等 

異常有 
様式２ 学校給食における感染症・食中毒発生報告（速報）
別紙４－１学校（共同調理場）における食中毒等発生状況
報告 

異常無  

保護者への連絡文書や報道機関への情報提供文書等

・当月の献立表 
・献立を変更した場合は変更後の献立内容 
・献立変更等の連絡した保護者宛ての文書等 
・報道機関への情報提供文書等 

学校給食従事者の感染性疾患の診断結果（高感度の検便検査結果）陰性の場合の提出物 
※ 無症状病原体保有者を含む 

感染性疾患の診断（高感度の検便検査）結果 
学校給食衛生管理基準に基づく定期及び日常の衛生検査の
点検票の第６票「定期検便結果処置票」（検査結果を含
む）の写 

保護者への連絡文書や報道機関への情報提供文書等（発生時以降に変更や情報提供したの場合）

・当月の献立表 
・献立を変更した場合は変更後の献立内容 
・献立変更等の連絡した保護者宛ての文書等 
・報道機関への情報提供文書等 
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【様式２】 
学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん） 

 
報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 
 

 ふりがな 
報 告 者 職 ・ 氏 名 

 電 話 番 号  

初 発 者 発 症 日 時  

 
発 症 連 絡 後 の 
学校給食従事者の  
対 応 状 況  

発 症 連 絡 後 の 
調 理 場 内 の 
洗 浄 ・ 消 毒 の 
実 施 状 況 

 

当日及び当日以降の

給食献立の変更等の

実 施 状 況 
 

保  護  者  へ  の 
連絡文書等の有無 

有 ・ 無 

幼児児童生徒等の 
健 康 状 況 

 

高感度検便検査の 
実施状況 

検査方法  検査

件数 
延 件 

検査機関名  

調 理 委 託 会 社 名 
（委託の場合） 

 

そ の 他  

 

初発から終結まで

時系列で記入 

【様式１】 

学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速報） 

 

ふ り が な 

学校（調理場）名  
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 

報 告 者 職 ・ 氏 名 
 電 話 番 号  

  ふりがな 
該当従事者職・氏名 

 

高感度検便検査の  
検 査 方 法 

 検査実施日  

該 当 従 事 者 の 
発 症 状 況 
（同居人等の状況も含む） 

 

該当従事者からの  
発 症 連 絡 日 時 
（第１報の連絡） 

 

発症連絡後の 
調 理 場 内 の 
洗 浄 ・ 消 毒 

日時  

場所  

実施

者名 
 

該 当 従 事 者 の 
発  症  前  の 
作  業  状  況 

日  

内容  

当日及び当日以降の

給食献立の変更等 
有 ・ 無 

保  護  者  へ  の 
連絡文書等の有無 

有 ・ 無 

幼児児童生徒等の 
健 康 状 況 

 

調 理 委 託 会 社 名 
（委託の場合） 

 

そ の 他  
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【様式２】 
学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん） 

 
報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 
 

 ふりがな 
報 告 者 職 ・ 氏 名 

 電 話 番 号  

初 発 者 発 症 日 時  

 
発 症 連 絡 後 の 
学校給食従事者の  
対 応 状 況  

発 症 連 絡 後 の 
調 理 場 内 の 
洗 浄 ・ 消 毒 の 
実 施 状 況 

 

当日及び当日以降の

給食献立の変更等の

実 施 状 況 
 

保  護  者  へ  の 
連絡文書等の有無 

有 ・ 無 

幼児児童生徒等の 
健 康 状 況 

 

高感度検便検査の 
実施状況 

検査方法  検査

件数 
延 件 

検査機関名  

調 理 委 託 会 社 名 
（委託の場合） 

 

そ の 他  

 

初発から終結まで

時系列で記入 

【様式１】 

学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速報） 

 

ふ り が な 

学校（調理場）名  
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 

報 告 者 職 ・ 氏 名 
 電 話 番 号  

  ふりがな 
該当従事者職・氏名 

 

高感度検便検査の  
検 査 方 法 

 検査実施日  

該 当 従 事 者 の 
発 症 状 況 
（同居人等の状況も含む） 

 

該当従事者からの  
発 症 連 絡 日 時 
（第１報の連絡） 

 

発症連絡後の 
調 理 場 内 の 
洗 浄 ・ 消 毒 

日時  

場所  

実施

者名 
 

該 当 従 事 者 の 
発  症  前  の 
作  業  状  況 

日  

内容  

当日及び当日以降の

給食献立の変更等 
有 ・ 無 

保  護  者  へ  の 
連絡文書等の有無 

有 ・ 無 

幼児児童生徒等の 
健 康 状 況 

 

調 理 委 託 会 社 名 
（委託の場合） 

 

そ の 他  

108

00116389_hb.indd   10800116389_hb.indd   108 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35

【様式２】 
学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生状況報告書（終えん） 

 
報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 
 

 ふりがな 
報 告 者 職 ・ 氏 名 

 電 話 番 号  

初 発 者 発 症 日 時  

 
発 症 連 絡 後 の 
学校給食従事者の  
対 応 状 況  

発 症 連 絡 後 の 
調 理 場 内 の 
洗 浄 ・ 消 毒 の 
実 施 状 況 

 

当日及び当日以降の

給食献立の変更等の

実 施 状 況 
 

保  護  者  へ  の 
連絡文書等の有無 

有 ・ 無 

幼児児童生徒等の 
健 康 状 況 

 

高感度検便検査の 
実施状況 

検査方法  検査

件数 
延 件 

検査機関名  

調 理 委 託 会 社 名 
（委託の場合） 

 

そ の 他  

 

初発から終結まで

時系列で記入 

【様式１】 

学校給食従事者のノロウイルスによる感染性胃腸炎発生報告書（速報） 

 

ふ り が な 

学校（調理場）名  
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 

報 告 者 職 ・ 氏 名 
 電 話 番 号  

  ふりがな 
該当従事者職・氏名 

 

高感度検便検査の  
検 査 方 法 

 検査実施日  

該 当 従 事 者 の 
発 症 状 況 
（同居人等の状況も含む） 

 

該当従事者からの  
発 症 連 絡 日 時 
（第１報の連絡） 

 

発症連絡後の 
調 理 場 内 の 
洗 浄 ・ 消 毒 

日時  

場所  

実施

者名 
 

該 当 従 事 者 の 
発  症  前  の 
作  業  状  況 

日  

内容  

当日及び当日以降の

給食献立の変更等 
有 ・ 無 

保  護  者  へ  の 
連絡文書等の有無 

有 ・ 無 

幼児児童生徒等の 
健 康 状 況 

 

調 理 委 託 会 社 名 
（委託の場合） 

 

そ の 他  
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イ 調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや、注意喚起表記（食品表示法）程度の

量のアレルゲンの混入では、アレルギー症状を発症しない幼児児童生徒を対象とする。

調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンとは、みそ（大豆・小麦）、しょうゆ（大

豆・小麦）、酢（小麦）、大豆油（大豆）、ごま油（ごま）、かつおだし（かつお）、いりこだし（い

わし）、魚しょう（魚介類）、肉類のエキス（牛肉・豚肉・鶏肉）、卵殻カルシウム（卵）、乳糖（乳）、

乳清焼成カルシウム（乳）などである。これ以外は、基本的に除去が必要なアレルゲンとなる。

ウ 食物アレルギー対応を行う幼児児童生徒に対しては、量の多少にかかわらず、アレルゲンを含

む食品・料理は、一切提供しないこととする。

（ただし、調味料等による微量のアレルゲンは含まれる。）

エ 除去食・代替食対応については、卵と乳を引き続き目標とするとともに小麦についても目標と

する。

オ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒にも学校給食を提供するために、安全性の確保の観点か

ら、学校及び調理場等の施設、人員等の環境整備を進める。

⑸ 学校給食における食物アレルギー対応等の内容

ア 詳細な献立表配付：学校給食における食物アレルギー対応を行う場合（無配膳対応・除去食提

供対応・代替食対応・一部弁当持参・完全弁当持参）には全て配付する対応

イ 無配膳対応：主食、飲用牛乳、副食においてアレルゲンを含むものについては配膳しない対応

（除去食提供、代替食対応がない場合は無配膳対応となる）

ウ 除去食対応：アレルゲンを含む食品を使用しない料理を提供する対応

エ 代替食対応（調理代替食・単品代替食）：調理代替食は、アレルゲンを含む食品の代わりにアレ

ルゲンを含まない食品を使用して調理した料理を提供する対応

単品代替食は、主食、飲用牛乳、副食の単品において、アレルゲンを含む食品の代わりにアレ

ルゲンを含まない食品を提供する対応

オ 一部弁当持参：除去食・代替食による食物アレルギー対応ができないことにより、提供されな

い（無配膳となる）主食、飲用牛乳、副食の代わりに一部弁当を持参する対応

カ 完全弁当持参：学校給食の提供が困難である対象者※において、毎日弁当を持参する対応

※ 調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや注意喚起表記（食品表示法）程度の

量のアレルゲンの混入でアレルギー症状を発症、原因食品が多品目等の幼児児童生徒が対象

⑹ 緊急性が高い食物アレルギー症状への対応

アナフィラキシーは、非常に短時間のうちに重篤な状態に陥ることがあるため、緊急時に適切な

対応ができるよう、あらかじめ決められた救急及び緊急連絡体制に沿って、管理職のリーダーシッ

プの下、全教職員が適切な役割を分担し、一丸となって対応できる体制を整備しておく必要がある。

 
 
 
 

＜緊急時に適切な対応をするために＞

○危機管理マニュアル（食物アレルギー）と緊急時個別対応マニュアルを作成する

○全ての教職員がマニュアルを理解し、役割分担ができるようにする

○定期的に緊急時対応の訓練（シミュレーション）をする
「「学学校校ににおおけけるる食食物物アアレレルルギギーー対対応応のの手手引引」」（（平平成成２２８８年年２２月月愛愛知知県県））をを参参考考にに対対応応ををすするる。。

県食アレ

県食アレ ～

４ 食物アレルギー対応

平成２７年３月文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」は、学校にお

ける食物アレルギー事故防止の徹底を図るため、各学校設置者、学校及び調理場において、食物アレ

ルギー対応に関する具体的な方針やマニュアル等を作成する際の参考とするために示された指針で

ある。愛知県は平成２８年２月に「学校における食物アレルギー対応の手引」、平成３１年１月に「学

校における食物アレルギー対応の手引～特別支援学校版～」を示している。

⑴ 学校における食物アレルギー対応の基本方針

ア 学校における食物アレルギー対応は、市町村教育委員会及び学校において組織的に行う。

イ 幼児児童生徒の食物アレルギーに対して、学校において管理を行う場合は「学校生活管理指導

表（アレルギー疾患用）」 等の提出を必須とする。

ウ 緊急時対応の体制づくり、研修及び医療・消防機関との連携を図る。

エ 教職員、幼児児童生徒及び保護者に対し、食物アレルギーに関する知識の普及・啓発を図る。

オ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒にも学校給食を提供する。そのためにも安全性を最優先

とする。

⑵ 市町村教育委員会における対応

市町村教育委員会は、学校における食物アレルギー対応についての方針を示し、学校関係者、学

校給食関係者、医療関係者、市町村を管轄する消防機関、保護者、市町村教育委員会等が共通認識

をもって食物アレルギー対応に当たる。

そのために、市町村教育委員会に食物アレルギー対応に関する委員会（名称は適宜）を設置し、

定期的に協議の場を設ける。

委員会においては、食物アレルギー対応に関して文部科学省の指針や県の手引を基に、市町村の

基本方針を策定するとともに、食物アレルギー対応マニュアル等の作成や食物アレルギー対応に関

する研修会を企画するなど学校への指導・支援を行うほか、市町村教育委員会や学校の管理下にな

い場所（保育所や学童保育等）との連携も図る。

市町村における食物アレルギー対応の基本方針は、文部科学省の学校におけるアレルギー疾患対

応の基本的な考え方や学校給食における食物アレルギー対応指針、県教育委員会の基本方針を基に

策定する。また、具体的な取組を進めていくにあたっては、幼児児童生徒、学校・調理場の実態を

踏まえるとともに、県教育委員会とも連携することが重要である。

⑶ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒への対応

食物アレルギーを有する幼児児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごすことができるよう、学校

で「個別の取組プラン」及び「緊急時個別対応マニュアル」を作成しこれに基づいて、学級担任を

はじめとした全ての教職員で対応する。

⑷ 学校給食における食物アレルギー対応の基本方針

ア 学校給食において食物アレルギー対応を行う場合は、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患

用）」 の提出を必須とする。

県食アレ ９

県食アレ

県食アレ ～

県食アレ ～
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イ 調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや、注意喚起表記（食品表示法）程度の

量のアレルゲンの混入では、アレルギー症状を発症しない幼児児童生徒を対象とする。

調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンとは、みそ（大豆・小麦）、しょうゆ（大

豆・小麦）、酢（小麦）、大豆油（大豆）、ごま油（ごま）、かつおだし（かつお）、いりこだし（い

わし）、魚しょう（魚介類）、肉類のエキス（牛肉・豚肉・鶏肉）、卵殻カルシウム（卵）、乳糖（乳）、

乳清焼成カルシウム（乳）などである。これ以外は、基本的に除去が必要なアレルゲンとなる。

ウ 食物アレルギー対応を行う幼児児童生徒に対しては、量の多少にかかわらず、アレルゲンを含

む食品・料理は、一切提供しないこととする。

（ただし、調味料等による微量のアレルゲンは含まれる。）

エ 除去食・代替食対応については、卵と乳を引き続き目標とするとともに小麦についても目標と

する。

オ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒にも学校給食を提供するために、安全性の確保の観点か

ら、学校及び調理場等の施設、人員等の環境整備を進める。

⑸ 学校給食における食物アレルギー対応等の内容

ア 詳細な献立表配付：学校給食における食物アレルギー対応を行う場合（無配膳対応・除去食提

供対応・代替食対応・一部弁当持参・完全弁当持参）には全て配付する対応

イ 無配膳対応：主食、飲用牛乳、副食においてアレルゲンを含むものについては配膳しない対応

（除去食提供、代替食対応がない場合は無配膳対応となる）

ウ 除去食対応：アレルゲンを含む食品を使用しない料理を提供する対応

エ 代替食対応（調理代替食・単品代替食）：調理代替食は、アレルゲンを含む食品の代わりにアレ

ルゲンを含まない食品を使用して調理した料理を提供する対応

単品代替食は、主食、飲用牛乳、副食の単品において、アレルゲンを含む食品の代わりにアレ

ルゲンを含まない食品を提供する対応

オ 一部弁当持参：除去食・代替食による食物アレルギー対応ができないことにより、提供されな

い（無配膳となる）主食、飲用牛乳、副食の代わりに一部弁当を持参する対応

カ 完全弁当持参：学校給食の提供が困難である対象者※において、毎日弁当を持参する対応

※ 調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや注意喚起表記（食品表示法）程度の

量のアレルゲンの混入でアレルギー症状を発症、原因食品が多品目等の幼児児童生徒が対象

⑹ 緊急性が高い食物アレルギー症状への対応

アナフィラキシーは、非常に短時間のうちに重篤な状態に陥ることがあるため、緊急時に適切な

対応ができるよう、あらかじめ決められた救急及び緊急連絡体制に沿って、管理職のリーダーシッ

プの下、全教職員が適切な役割を分担し、一丸となって対応できる体制を整備しておく必要がある。

 
 
 
 

＜緊急時に適切な対応をするために＞

○危機管理マニュアル（食物アレルギー）と緊急時個別対応マニュアルを作成する

○全ての教職員がマニュアルを理解し、役割分担ができるようにする

○定期的に緊急時対応の訓練（シミュレーション）をする
「「学学校校ににおおけけるる食食物物アアレレルルギギーー対対応応のの手手引引」」（（平平成成２２８８年年２２月月愛愛知知県県））をを参参考考にに対対応応ををすするる。。

県食アレ
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４ 食物アレルギー対応

平成２７年３月文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」は、学校にお

ける食物アレルギー事故防止の徹底を図るため、各学校設置者、学校及び調理場において、食物アレ

ルギー対応に関する具体的な方針やマニュアル等を作成する際の参考とするために示された指針で

ある。愛知県は平成２８年２月に「学校における食物アレルギー対応の手引」、平成３１年１月に「学

校における食物アレルギー対応の手引～特別支援学校版～」を示している。

⑴ 学校における食物アレルギー対応の基本方針

ア 学校における食物アレルギー対応は、市町村教育委員会及び学校において組織的に行う。

イ 幼児児童生徒の食物アレルギーに対して、学校において管理を行う場合は「学校生活管理指導

表（アレルギー疾患用）」 等の提出を必須とする。

ウ 緊急時対応の体制づくり、研修及び医療・消防機関との連携を図る。

エ 教職員、幼児児童生徒及び保護者に対し、食物アレルギーに関する知識の普及・啓発を図る。

オ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒にも学校給食を提供する。そのためにも安全性を最優先

とする。

⑵ 市町村教育委員会における対応

市町村教育委員会は、学校における食物アレルギー対応についての方針を示し、学校関係者、学

校給食関係者、医療関係者、市町村を管轄する消防機関、保護者、市町村教育委員会等が共通認識

をもって食物アレルギー対応に当たる。

そのために、市町村教育委員会に食物アレルギー対応に関する委員会（名称は適宜）を設置し、

定期的に協議の場を設ける。

委員会においては、食物アレルギー対応に関して文部科学省の指針や県の手引を基に、市町村の

基本方針を策定するとともに、食物アレルギー対応マニュアル等の作成や食物アレルギー対応に関

する研修会を企画するなど学校への指導・支援を行うほか、市町村教育委員会や学校の管理下にな

い場所（保育所や学童保育等）との連携も図る。

市町村における食物アレルギー対応の基本方針は、文部科学省の学校におけるアレルギー疾患対

応の基本的な考え方や学校給食における食物アレルギー対応指針、県教育委員会の基本方針を基に

策定する。また、具体的な取組を進めていくにあたっては、幼児児童生徒、学校・調理場の実態を

踏まえるとともに、県教育委員会とも連携することが重要である。

⑶ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒への対応

食物アレルギーを有する幼児児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごすことができるよう、学校

で「個別の取組プラン」及び「緊急時個別対応マニュアル」を作成しこれに基づいて、学級担任を

はじめとした全ての教職員で対応する。

⑷ 学校給食における食物アレルギー対応の基本方針

ア 学校給食において食物アレルギー対応を行う場合は、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患

用）」 の提出を必須とする。
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イ 調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや、注意喚起表記（食品表示法）程度の

量のアレルゲンの混入では、アレルギー症状を発症しない幼児児童生徒を対象とする。

調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンとは、みそ（大豆・小麦）、しょうゆ（大

豆・小麦）、酢（小麦）、大豆油（大豆）、ごま油（ごま）、かつおだし（かつお）、いりこだし（い

わし）、魚しょう（魚介類）、肉類のエキス（牛肉・豚肉・鶏肉）、卵殻カルシウム（卵）、乳糖（乳）、

乳清焼成カルシウム（乳）などである。これ以外は、基本的に除去が必要なアレルゲンとなる。

ウ 食物アレルギー対応を行う幼児児童生徒に対しては、量の多少にかかわらず、アレルゲンを含

む食品・料理は、一切提供しないこととする。

（ただし、調味料等による微量のアレルゲンは含まれる。）

エ 除去食・代替食対応については、卵と乳を引き続き目標とするとともに小麦についても目標と

する。

オ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒にも学校給食を提供するために、安全性の確保の観点か

ら、学校及び調理場等の施設、人員等の環境整備を進める。

⑸ 学校給食における食物アレルギー対応等の内容

ア 詳細な献立表配付：学校給食における食物アレルギー対応を行う場合（無配膳対応・除去食提

供対応・代替食対応・一部弁当持参・完全弁当持参）には全て配付する対応

イ 無配膳対応：主食、飲用牛乳、副食においてアレルゲンを含むものについては配膳しない対応

（除去食提供、代替食対応がない場合は無配膳対応となる）

ウ 除去食対応：アレルゲンを含む食品を使用しない料理を提供する対応

エ 代替食対応（調理代替食・単品代替食）：調理代替食は、アレルゲンを含む食品の代わりにアレ

ルゲンを含まない食品を使用して調理した料理を提供する対応

単品代替食は、主食、飲用牛乳、副食の単品において、アレルゲンを含む食品の代わりにアレ

ルゲンを含まない食品を提供する対応

オ 一部弁当持参：除去食・代替食による食物アレルギー対応ができないことにより、提供されな

い（無配膳となる）主食、飲用牛乳、副食の代わりに一部弁当を持参する対応

カ 完全弁当持参：学校給食の提供が困難である対象者※において、毎日弁当を持参する対応

※ 調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや注意喚起表記（食品表示法）程度の

量のアレルゲンの混入でアレルギー症状を発症、原因食品が多品目等の幼児児童生徒が対象

⑹ 緊急性が高い食物アレルギー症状への対応

アナフィラキシーは、非常に短時間のうちに重篤な状態に陥ることがあるため、緊急時に適切な

対応ができるよう、あらかじめ決められた救急及び緊急連絡体制に沿って、管理職のリーダーシッ

プの下、全教職員が適切な役割を分担し、一丸となって対応できる体制を整備しておく必要がある。

 
 
 
 

＜緊急時に適切な対応をするために＞

○危機管理マニュアル（食物アレルギー）と緊急時個別対応マニュアルを作成する

○全ての教職員がマニュアルを理解し、役割分担ができるようにする

○定期的に緊急時対応の訓練（シミュレーション）をする
「「学学校校ににおおけけるる食食物物アアレレルルギギーー対対応応のの手手引引」」（（平平成成２２８８年年２２月月愛愛知知県県））をを参参考考にに対対応応ををすするる。。
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４ 食物アレルギー対応

平成２７年３月文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」は、学校にお

ける食物アレルギー事故防止の徹底を図るため、各学校設置者、学校及び調理場において、食物アレ

ルギー対応に関する具体的な方針やマニュアル等を作成する際の参考とするために示された指針で

ある。愛知県は平成２８年２月に「学校における食物アレルギー対応の手引」、平成３１年１月に「学

校における食物アレルギー対応の手引～特別支援学校版～」を示している。

⑴ 学校における食物アレルギー対応の基本方針

ア 学校における食物アレルギー対応は、市町村教育委員会及び学校において組織的に行う。

イ 幼児児童生徒の食物アレルギーに対して、学校において管理を行う場合は「学校生活管理指導

表（アレルギー疾患用）」 等の提出を必須とする。

ウ 緊急時対応の体制づくり、研修及び医療・消防機関との連携を図る。

エ 教職員、幼児児童生徒及び保護者に対し、食物アレルギーに関する知識の普及・啓発を図る。

オ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒にも学校給食を提供する。そのためにも安全性を最優先

とする。

⑵ 市町村教育委員会における対応

市町村教育委員会は、学校における食物アレルギー対応についての方針を示し、学校関係者、学

校給食関係者、医療関係者、市町村を管轄する消防機関、保護者、市町村教育委員会等が共通認識

をもって食物アレルギー対応に当たる。

そのために、市町村教育委員会に食物アレルギー対応に関する委員会（名称は適宜）を設置し、

定期的に協議の場を設ける。

委員会においては、食物アレルギー対応に関して文部科学省の指針や県の手引を基に、市町村の

基本方針を策定するとともに、食物アレルギー対応マニュアル等の作成や食物アレルギー対応に関

する研修会を企画するなど学校への指導・支援を行うほか、市町村教育委員会や学校の管理下にな

い場所（保育所や学童保育等）との連携も図る。

市町村における食物アレルギー対応の基本方針は、文部科学省の学校におけるアレルギー疾患対

応の基本的な考え方や学校給食における食物アレルギー対応指針、県教育委員会の基本方針を基に

策定する。また、具体的な取組を進めていくにあたっては、幼児児童生徒、学校・調理場の実態を

踏まえるとともに、県教育委員会とも連携することが重要である。

⑶ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒への対応

食物アレルギーを有する幼児児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごすことができるよう、学校

で「個別の取組プラン」及び「緊急時個別対応マニュアル」を作成しこれに基づいて、学級担任を

はじめとした全ての教職員で対応する。

⑷ 学校給食における食物アレルギー対応の基本方針

ア 学校給食において食物アレルギー対応を行う場合は、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患

用）」 の提出を必須とする。
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⑺ 食物アレルギー事故の発生防止

食物アレルギーを有する幼児児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごせるようにするためには、

全ての教職員が食物アレルギーの特徴をよく知ることや、個々の幼児児童生徒の症状等の特徴を把

握して対応することが基本となる。

令和５年６月５日付け５教保第３４１号「食物アレルギー事故の発生防止について（通知）」では

食物アレルギー事故防止のための確認内容が示されている。

ア 食物アレルギーがあり、学校での対応を希望する幼児児童生徒の保護者に対して「学校生活管

理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を依頼する。

イ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づく対応を保護者と協議し、個別対応マニュ

アル等の作成により、保護者や教職員と対応の共通理解を図る。

ウ 献献立立表表やや食食物物アアレレルルギギーー対対応応確確認認表表はは、、校校内内のの複複数数のの教教職職員員でで確確認認すするる。その際は、保護者の

チェックにもれや誤り等がないかも含めて確認する。

エ 給食の時間は、学学級級担担任任がが決決めめらられれたた確確認認作作業業（（指指ささしし声声出出しし等等））をを確確実実にに行行いい、、誤誤配配膳膳やや誤誤

食食をを予予防防すするる。教室を離れる場合は、事前に他の職員に十分な引き継ぎを行う。

オ アアナナフフィィララキキシシーーシショョッッククはは、、非非常常にに短短時時間間ののううちちにに重重篤篤なな状状態態にに至至るるここととががああるるたためめ、、幼幼児児

児児童童生生徒徒がが異異常常をを訴訴ええたたらら、、すすぐぐにに対対応応すするる。

※ 食物アレルギーを疑った場合、救救急急車車をを要要請請すするる目目安安のの一一つつはは、、ののどどのの症症状状である。息苦し

いとの訴えや咳の症状は、のどの粘膜が腫れて気道が狭くなっているサインであり急を要する

ため、即座に要請する。

カ そそのの場場でで安安静静ににしし、、立立たたせせたたりり、、歩歩かかせせたたりりししなないい。

キ 薬やアドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）の保管場所を全ての教職員に周知し、日頃から確

認しておく。

ク アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）の使用後、速速ややかかにに救救急急車車でで病病院院にに移移送送すするる。

ケ 突然発症することがあるため、今までに発症したことがない幼児児童生徒にも注意する。

コ 校外学習や実験・実習においても事故防止に努める。

サ 学校で起こった事故やヒヤリハット事例について、校内の食物アレルギー対応委員会で対策を

検討する。

⑻ アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）使用時の報告

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」に基づき、

学校管理下においてアドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）を使用するに至った場合について、県

教育委員会保健体育課へ報告する。

報告書の様式は、平成２２年３月３０日付け２１教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告につ

いて（通知）」による。

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

事故速報 児童・生徒の事故発生速報 別紙様式８ ページ

事故報告 児童生徒の事故発生状況報告書 別紙様式 ページ
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⑺ 食物アレルギー事故の発生防止

食物アレルギーを有する幼児児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごせるようにするためには、

全ての教職員が食物アレルギーの特徴をよく知ることや、個々の幼児児童生徒の症状等の特徴を把

握して対応することが基本となる。

令和５年６月５日付け５教保第３４１号「食物アレルギー事故の発生防止について（通知）」では

食物アレルギー事故防止のための確認内容が示されている。

ア 食物アレルギーがあり、学校での対応を希望する幼児児童生徒の保護者に対して「学校生活管

理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を依頼する。

イ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づく対応を保護者と協議し、個別対応マニュ

アル等の作成により、保護者や教職員と対応の共通理解を図る。

ウ 献献立立表表やや食食物物アアレレルルギギーー対対応応確確認認表表はは、、校校内内のの複複数数のの教教職職員員でで確確認認すするる。その際は、保護者の

チェックにもれや誤り等がないかも含めて確認する。

エ 給食の時間は、学学級級担担任任がが決決めめらられれたた確確認認作作業業（（指指ささしし声声出出しし等等））をを確確実実にに行行いい、、誤誤配配膳膳やや誤誤

食食をを予予防防すするる。教室を離れる場合は、事前に他の職員に十分な引き継ぎを行う。

オ アアナナフフィィララキキシシーーシショョッッククはは、、非非常常にに短短時時間間ののううちちにに重重篤篤なな状状態態にに至至るるここととががああるるたためめ、、幼幼児児

児児童童生生徒徒がが異異常常をを訴訴ええたたらら、、すすぐぐにに対対応応すするる。

※ 食物アレルギーを疑った場合、救救急急車車をを要要請請すするる目目安安のの一一つつはは、、ののどどのの症症状状である。息苦し

いとの訴えや咳の症状は、のどの粘膜が腫れて気道が狭くなっているサインであり急を要する

ため、即座に要請する。

カ そそのの場場でで安安静静ににしし、、立立たたせせたたりり、、歩歩かかせせたたりりししなないい。

キ 薬やアドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）の保管場所を全ての教職員に周知し、日頃から確

認しておく。

ク アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）の使用後、速速ややかかにに救救急急車車でで病病院院にに移移送送すするる。

ケ 突然発症することがあるため、今までに発症したことがない幼児児童生徒にも注意する。

コ 校外学習や実験・実習においても事故防止に努める。

サ 学校で起こった事故やヒヤリハット事例について、校内の食物アレルギー対応委員会で対策を

検討する。

⑻ アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）使用時の報告

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」に基づき、

学校管理下においてアドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）を使用するに至った場合について、県

教育委員会保健体育課へ報告する。

報告書の様式は、平成２２年３月３０日付け２１教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告につ

いて（通知）」による。

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

事故速報 児童・生徒の事故発生速報 別紙様式８ ページ

事故報告 児童生徒の事故発生状況報告書 別紙様式 ページ

県食アレ ～
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⑺ 食物アレルギー事故の発生防止

食物アレルギーを有する幼児児童生徒が学校生活を安全・安心に過ごせるようにするためには、

全ての教職員が食物アレルギーの特徴をよく知ることや、個々の幼児児童生徒の症状等の特徴を把

握して対応することが基本となる。

令和５年６月５日付け５教保第３４１号「食物アレルギー事故の発生防止について（通知）」では

食物アレルギー事故防止のための確認内容が示されている。

ア 食物アレルギーがあり、学校での対応を希望する幼児児童生徒の保護者に対して「学校生活管

理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を依頼する。

イ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づく対応を保護者と協議し、個別対応マニュ

アル等の作成により、保護者や教職員と対応の共通理解を図る。

ウ 献献立立表表やや食食物物アアレレルルギギーー対対応応確確認認表表はは、、校校内内のの複複数数のの教教職職員員でで確確認認すするる。その際は、保護者の

チェックにもれや誤り等がないかも含めて確認する。

エ 給食の時間は、学学級級担担任任がが決決めめらられれたた確確認認作作業業（（指指ささしし声声出出しし等等））をを確確実実にに行行いい、、誤誤配配膳膳やや誤誤

食食をを予予防防すするる。教室を離れる場合は、事前に他の職員に十分な引き継ぎを行う。

オ アアナナフフィィララキキシシーーシショョッッククはは、、非非常常にに短短時時間間ののううちちにに重重篤篤なな状状態態にに至至るるここととががああるるたためめ、、幼幼児児

児児童童生生徒徒がが異異常常をを訴訴ええたたらら、、すすぐぐにに対対応応すするる。

※ 食物アレルギーを疑った場合、救救急急車車をを要要請請すするる目目安安のの一一つつはは、、ののどどのの症症状状である。息苦し

いとの訴えや咳の症状は、のどの粘膜が腫れて気道が狭くなっているサインであり急を要する

ため、即座に要請する。

カ そそのの場場でで安安静静ににしし、、立立たたせせたたりり、、歩歩かかせせたたりりししなないい。

キ 薬やアドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）の保管場所を全ての教職員に周知し、日頃から確

認しておく。

ク アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）の使用後、速速ややかかにに救救急急車車でで病病院院にに移移送送すするる。

ケ 突然発症することがあるため、今までに発症したことがない幼児児童生徒にも注意する。

コ 校外学習や実験・実習においても事故防止に努める。

サ 学校で起こった事故やヒヤリハット事例について、校内の食物アレルギー対応委員会で対策を

検討する。

⑻ アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）使用時の報告

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」に基づき、

学校管理下においてアドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）を使用するに至った場合について、県

教育委員会保健体育課へ報告する。

報告書の様式は、平成２２年３月３０日付け２１教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告につ

いて（通知）」による。

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

事故速報 児童・生徒の事故発生速報 別紙様式８ ページ

事故報告 児童生徒の事故発生状況報告書 別紙様式 ページ

県食アレ ～
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別紙様式８

児童・生徒の事故発生速報

保健体育課長 殿 

令和 年 月 日 時 分現在  

 学校名  

 校長名  

 

作 成 者 
職 ・ 氏 名 

 連絡先 ― ― 

児 童 生 徒 ふりがな

氏名  性別  
課程 
学年 

 

事故の種類  ＊「交通事故」「○○からの転落事故」等把握
している状況を具体的に記載。 

傷害等の程度  
＊「○○による死亡」「○○による重傷」等把
握している状況を具体的に記載。 

＊「重傷」は１ヶ月以上の治療見込み。 

発 生 日 時  学校管理下・
管理外の別  

発 生 場 所  

事故の内容  

発生後の対応  

そ の 他 
参 考 事 項 

 

【報告を要する事故の内容】

① 本人が死亡またはそのおそれがある場合

③ 本人が治療のため入院した場合

⑤ 本人が自殺または自殺を企図した場合

⑦ その他校長が報告を必要と判断した場合

② 相手に傷害を与えた場合

④ 本人の完治までおよそ１ヶ月以上要する場合

⑥ 事故が報道対象またはそのおそれがある場合

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」により、平成２２年３月３０日付け

２１教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告について（通知）」の様式を使用

⑼ 全ての事故・ヒヤリハット事例の収集・周知

「学校における食物アレルギー対応の手引」（平成２８年２月愛知県）では、学校及び調理場は、

全ての食物アレルギー事故については（様式１（１））学校給食の事故報告書（速報）（１０２ペー

ジ参照）で、全てのヒヤリハット事例については（様式１０）食物アレルギー対応におけるヒヤリ

ハット報告書（１１９ページ参照）で市町村教育委員会へ報告するとともに、校内の食物アレルギ

ー対応に関する検討委員会等で対策について検討することとしている。

市町村教育委員会は、食物アレルギーに関する全ての事故情報及びヒヤリハット事例を収集し、

市町村内に周知する。さらに、事故及びヒヤリハットの件数及び重大な事故事例は、県教育委員会

保健体育課に報告し、情報の共有を図る。

特別支援学校で、事故及びヒヤリハット事例が発生した場合は、「学校における食物アレルギー

対応の手引～特別支援学校版～」（平成３１年１月愛知県）の（特様式１０）食物アレルギー対応に

おけるヒヤリハット事例報告（１２０ページ参照）で、愛知県特別支援学校給食研究会へ報告する。

愛知県特別支援学校給食研究会は、防止策について検討し、県教育委員会保健体育課に報告すると

ともに、各特別支援学校へ周知する。

県立中学校及び夜間過程を置く高等学校は、（様式１（１））学校給食の事故報告書（速報）、（様

式１０）食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書を県教育委員会保健体育課に報告する。

なお、アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）使用時の報告については、⑻ アドレナリン自己注

射薬（エピペンⓇ）使用時の報告（１１５ページ参照）を参照する。
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別紙様式８

児童・生徒の事故発生速報

保健体育課長 殿 

令和 年 月 日 時 分現在  

 学校名  

 校長名  

 

作 成 者 
職 ・ 氏 名 

 連絡先 ― ― 

児 童 生 徒 ふりがな

氏名  性別  
課程 
学年 

 

事故の種類  ＊「交通事故」「○○からの転落事故」等把握
している状況を具体的に記載。 

傷害等の程度  
＊「○○による死亡」「○○による重傷」等把
握している状況を具体的に記載。 

＊「重傷」は１ヶ月以上の治療見込み。 

発 生 日 時  学校管理下・
管理外の別  

発 生 場 所  

事故の内容  

発生後の対応  

そ の 他 
参 考 事 項 

 

【報告を要する事故の内容】

① 本人が死亡またはそのおそれがある場合

③ 本人が治療のため入院した場合

⑤ 本人が自殺または自殺を企図した場合

⑦ その他校長が報告を必要と判断した場合

② 相手に傷害を与えた場合

④ 本人の完治までおよそ１ヶ月以上要する場合

⑥ 事故が報道対象またはそのおそれがある場合

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」により、平成２２年３月３０日付け

２１教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告について（通知）」の様式を使用

⑼ 全ての事故・ヒヤリハット事例の収集・周知

「学校における食物アレルギー対応の手引」（平成２８年２月愛知県）では、学校及び調理場は、

全ての食物アレルギー事故については（様式１（１））学校給食の事故報告書（速報）（１０２ペー

ジ参照）で、全てのヒヤリハット事例については（様式１０）食物アレルギー対応におけるヒヤリ

ハット報告書（１１９ページ参照）で市町村教育委員会へ報告するとともに、校内の食物アレルギ

ー対応に関する検討委員会等で対策について検討することとしている。

市町村教育委員会は、食物アレルギーに関する全ての事故情報及びヒヤリハット事例を収集し、

市町村内に周知する。さらに、事故及びヒヤリハットの件数及び重大な事故事例は、県教育委員会

保健体育課に報告し、情報の共有を図る。

特別支援学校で、事故及びヒヤリハット事例が発生した場合は、「学校における食物アレルギー

対応の手引～特別支援学校版～」（平成３１年１月愛知県）の（特様式１０）食物アレルギー対応に

おけるヒヤリハット事例報告（１２０ページ参照）で、愛知県特別支援学校給食研究会へ報告する。

愛知県特別支援学校給食研究会は、防止策について検討し、県教育委員会保健体育課に報告すると

ともに、各特別支援学校へ周知する。

県立中学校及び夜間過程を置く高等学校は、（様式１（１））学校給食の事故報告書（速報）、（様

式１０）食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書を県教育委員会保健体育課に報告する。

なお、アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）使用時の報告については、⑻ アドレナリン自己注

射薬（エピペンⓇ）使用時の報告（１１５ページ参照）を参照する。
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学校版
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別紙様式８

児童・生徒の事故発生速報

保健体育課長 殿 

令和 年 月 日 時 分現在  

 学校名  

 校長名  

 

作 成 者 
職 ・ 氏 名 

 連絡先 ― ― 

児 童 生 徒 ふりがな

氏名  性別  
課程 
学年 

 

事故の種類  ＊「交通事故」「○○からの転落事故」等把握
している状況を具体的に記載。 

傷害等の程度  
＊「○○による死亡」「○○による重傷」等把
握している状況を具体的に記載。 

＊「重傷」は１ヶ月以上の治療見込み。 

発 生 日 時  学校管理下・
管理外の別  

発 生 場 所  

事故の内容  

発生後の対応  

そ の 他 
参 考 事 項 

 

【報告を要する事故の内容】

① 本人が死亡またはそのおそれがある場合

③ 本人が治療のため入院した場合

⑤ 本人が自殺または自殺を企図した場合

⑦ その他校長が報告を必要と判断した場合

② 相手に傷害を与えた場合

④ 本人の完治までおよそ１ヶ月以上要する場合

⑥ 事故が報道対象またはそのおそれがある場合

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」により、平成２２年３月３０日付け

２１教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告について（通知）」の様式を使用

⑼ 全ての事故・ヒヤリハット事例の収集・周知

「学校における食物アレルギー対応の手引」（平成２８年２月愛知県）では、学校及び調理場は、

全ての食物アレルギー事故については（様式１（１））学校給食の事故報告書（速報）（１０２ペー

ジ参照）で、全てのヒヤリハット事例については（様式１０）食物アレルギー対応におけるヒヤリ

ハット報告書（１１９ページ参照）で市町村教育委員会へ報告するとともに、校内の食物アレルギ

ー対応に関する検討委員会等で対策について検討することとしている。

市町村教育委員会は、食物アレルギーに関する全ての事故情報及びヒヤリハット事例を収集し、

市町村内に周知する。さらに、事故及びヒヤリハットの件数及び重大な事故事例は、県教育委員会

保健体育課に報告し、情報の共有を図る。

特別支援学校で、事故及びヒヤリハット事例が発生した場合は、「学校における食物アレルギー

対応の手引～特別支援学校版～」（平成３１年１月愛知県）の（特様式１０）食物アレルギー対応に

おけるヒヤリハット事例報告（１２０ページ参照）で、愛知県特別支援学校給食研究会へ報告する。

愛知県特別支援学校給食研究会は、防止策について検討し、県教育委員会保健体育課に報告すると

ともに、各特別支援学校へ周知する。

県立中学校及び夜間過程を置く高等学校は、（様式１（１））学校給食の事故報告書（速報）、（様

式１０）食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書を県教育委員会保健体育課に報告する。

なお、アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）使用時の報告については、⑻ アドレナリン自己注

射薬（エピペンⓇ）使用時の報告（１１５ページ参照）を参照する。
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様式１０

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書

 
殿 

令和 年 月 日 時 分現在  

 学校名 
（調理場名）  

 校長名 
（場長名）  

 

作 成 者 
職 ・ 氏 名  連絡先 

電話番号 ― ― 

ヒヤリハット

事例報告者 
職

名  氏

名  

発 生 日 時  

発 生 場 所  

内 容 
 

※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

再 発 防 止 
対 応 策 

 
※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

そ の 他 
参 考 事 項  

注 報告を要するヒヤリハットの内容 
① 児童生徒の健康に被害があるおそれがあった場合 
② 類似事例が多く発生することが考えられる場合 
③ 事故防止を受けた今後の対応が、他校・他施設と共有したいものである場合 

「学校における食物アレルギー対応の手引」（平成２８年２月愛知県）の様式１０を使用 
別紙様式１０ 

児童生徒の事故発生状況報告書

保健体育課長 殿 
令和 年 月 日  

 学校名  
 校長名  
 連絡先 ― ― 

 

児童生徒 氏名
ふりがな

  性別  課程 
学年 

 

生年月日 年 月 日生（  歳）  
事故の種類  

傷害等の程度  

発生日時  時間帯＊  

発生場所  

事故の内容 
 
原因・状況等に

ついて記載し、

必要に応じて、

図面を別に添付

する。

※交通事故の場

合は、本人及び

相手の交通手

段・過失状況に

ついても具体的

に記載する。 

 

発生後の対応  

その他 
参考事項 

 

＊「時間帯」…（教科名）授業中・放課中・部活動中・学校行事中・登下校中・登校前・下校後・休日等を記入する。

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」により、平成２２年３月３０日付け２１

教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告について（通知）」の様式を使用
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様式１０

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書

 
殿 

令和 年 月 日 時 分現在  

 学校名 
（調理場名）  

 校長名 
（場長名）  

 

作 成 者 
職 ・ 氏 名  連絡先 

電話番号 ― ― 

ヒヤリハット

事例報告者 
職

名  氏

名  

発 生 日 時  

発 生 場 所  

内 容 
 

※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

再 発 防 止 
対 応 策 

 
※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

そ の 他 
参 考 事 項  

注 報告を要するヒヤリハットの内容 
① 児童生徒の健康に被害があるおそれがあった場合 
② 類似事例が多く発生することが考えられる場合 
③ 事故防止を受けた今後の対応が、他校・他施設と共有したいものである場合 

「学校における食物アレルギー対応の手引」（平成２８年２月愛知県）の様式１０を使用 
別紙様式１０ 

児童生徒の事故発生状況報告書

保健体育課長 殿 
令和 年 月 日  

 学校名  
 校長名  
 連絡先 ― ― 

 

児童生徒 氏名
ふりがな

  性別  課程 
学年 

 

生年月日 年 月 日生（  歳）  
事故の種類  

傷害等の程度  

発生日時  時間帯＊  

発生場所  

事故の内容 
 
原因・状況等に

ついて記載し、

必要に応じて、

図面を別に添付

する。

※交通事故の場

合は、本人及び

相手の交通手

段・過失状況に

ついても具体的

に記載する。 

 

発生後の対応  

その他 
参考事項 

 

＊「時間帯」…（教科名）授業中・放課中・部活動中・学校行事中・登下校中・登校前・下校後・休日等を記入する。

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」により、平成２２年３月３０日付け２１

教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告について（通知）」の様式を使用
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様式１０

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書

 
殿 

令和 年 月 日 時 分現在  

 学校名 
（調理場名）  

 校長名 
（場長名）  

 

作 成 者 
職 ・ 氏 名  連絡先 

電話番号 ― ― 

ヒヤリハット

事例報告者 
職

名  氏

名  

発 生 日 時  

発 生 場 所  

内 容 
 

※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

再 発 防 止 
対 応 策 

 
※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

そ の 他 
参 考 事 項  

注 報告を要するヒヤリハットの内容 
① 児童生徒の健康に被害があるおそれがあった場合 
② 類似事例が多く発生することが考えられる場合 
③ 事故防止を受けた今後の対応が、他校・他施設と共有したいものである場合 

「学校における食物アレルギー対応の手引」（平成２８年２月愛知県）の様式１０を使用 
別紙様式１０ 

児童生徒の事故発生状況報告書

保健体育課長 殿 
令和 年 月 日  

 学校名  
 校長名  
 連絡先 ― ― 

 

児童生徒 氏名
ふりがな

  性別  課程 
学年 

 

生年月日 年 月 日生（  歳）  
事故の種類  

傷害等の程度  

発生日時  時間帯＊  

発生場所  

事故の内容 
 
原因・状況等に

ついて記載し、

必要に応じて、

図面を別に添付

する。

※交通事故の場

合は、本人及び

相手の交通手

段・過失状況に

ついても具体的

に記載する。 

 

発生後の対応  

その他 
参考事項 

 

＊「時間帯」…（教科名）授業中・放課中・部活動中・学校行事中・登下校中・登校前・下校後・休日等を記入する。

平成２６年４月１日付け２６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」により、平成２２年３月３０日付け２１

教健第９５３号「児童生徒の事故発生報告について（通知）」の様式を使用
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５ 食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

⑴ 市町村立学校（名古屋市を除く）の場合

食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

（市町村立学校（名古屋市を除く）の場合）

 
 
 
 
 
 

（必要に応じて） 
（中核市） 

 
 
 
 
 
 

報告・連絡※は を基本とし、以下の場合は、基本とともに連絡する。 
パン・米飯（委託加工）・麺類   
牛乳  
共同調理場方式 

※ 県教育委員会・保健所（必要に応じて）への連絡

⑴ 食中毒（疑いを含む）

⑵ 異物混入等の場合は以下の場合

① 健康被害があった場合

② 健康被害が生じるおそれがある場合で、かつ、幼児児童生徒に提供されたり、

被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場合

⑶ 報道機関へ情報提供する場合 

（必要に応じて） 

乳 業 者 

市町村立学校 市 町 村 教 委 

保 健 所 

学 校 医 
学 校 薬 剤 師 共 同 調 理 場 

（公財）愛知県 
学 校 給 食 会 

県教育事務所 

保健医療局 

県教育員会 
保健体育課 

県農業水産局 （公財）愛 知 県 
学校給食牛乳協会 

特様式１０

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット事例報告

年 月 日

学校名（ ）

報告者
職

名
氏名

部・学年
部 年 歳 男・女 発生日時

年 月 日（ ）

性別 時 分

発生場所

発生内容

発生原因

＊該当する

ものに☑し

てくださ

い。

家庭（保護者） □ 記載漏れ □ 連絡の不備 □ その他（ ）

学
校
給
食

献立表示 □ 記載漏れ □ 記載誤り

物 資 □ 選定時の誤り□ 発注時 □ 選定と異なる物資の納品 □ 検収

確認体制 □ 確認漏れ □ 連絡の不備 □ その他（ ）

給 食 室
□ 調理作業時 □ 配缶（食）時 □ 配膳時

□ 食札の取り違え □ 配送時

教 室
□ 準備時 □ 配食時 □ 会食時 □ 片付け時

□ 食後の時間 □ その他（ ）

その他の

学校生活

□ 食物・食材を扱う授業・活動時 □ 宿泊等の校外活動時

□ 運動時 □ その他（ ）

考えられる原因

学校で実施した対策

（具体的に記入）

注 報告を要するヒヤリハットの内容   

幼児児童生徒の健康被害が生じるおそれがあった場合  

① 類似事例が多く発生することが考えられる場合  

② 事故防止対策のためになると考えられ、他校と共有すべき場合

「学校における食物アレルギー対応の手引～特別支援学校版～」（平成３１年１月愛知県）の特様式１０を使用
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５ 食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

⑴ 市町村立学校（名古屋市を除く）の場合

食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

（市町村立学校（名古屋市を除く）の場合）

 
 
 
 
 
 

（必要に応じて） 
（中核市） 

 
 
 
 
 
 

報告・連絡※は を基本とし、以下の場合は、基本とともに連絡する。 
パン・米飯（委託加工）・麺類   
牛乳  
共同調理場方式 

※ 県教育委員会・保健所（必要に応じて）への連絡

⑴ 食中毒（疑いを含む）

⑵ 異物混入等の場合は以下の場合

① 健康被害があった場合

② 健康被害が生じるおそれがある場合で、かつ、幼児児童生徒に提供されたり、

被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場合

⑶ 報道機関へ情報提供する場合 

（必要に応じて） 

乳 業 者 

市町村立学校 市 町 村 教 委 

保 健 所 

学 校 医 
学 校 薬 剤 師 共 同 調 理 場 

（公財）愛知県 
学 校 給 食 会 

県教育事務所 

保健医療局 

県教育員会 
保健体育課 

県農業水産局 （公財）愛 知 県 
学校給食牛乳協会 

特様式１０

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット事例報告

年 月 日

学校名（ ）

報告者
職

名
氏名

部・学年
部 年 歳 男・女 発生日時

年 月 日（ ）

性別 時 分

発生場所

発生内容

発生原因

＊該当する

ものに☑し

てくださ

い。

家庭（保護者） □ 記載漏れ □ 連絡の不備 □ その他（ ）

学
校
給
食

献立表示 □ 記載漏れ □ 記載誤り

物 資 □ 選定時の誤り□ 発注時 □ 選定と異なる物資の納品 □ 検収

確認体制 □ 確認漏れ □ 連絡の不備 □ その他（ ）

給 食 室
□ 調理作業時 □ 配缶（食）時 □ 配膳時

□ 食札の取り違え □ 配送時

教 室
□ 準備時 □ 配食時 □ 会食時 □ 片付け時

□ 食後の時間 □ その他（ ）

その他の

学校生活

□ 食物・食材を扱う授業・活動時 □ 宿泊等の校外活動時

□ 運動時 □ その他（ ）

考えられる原因

学校で実施した対策

（具体的に記入）

注 報告を要するヒヤリハットの内容   

幼児児童生徒の健康被害が生じるおそれがあった場合  

① 類似事例が多く発生することが考えられる場合  

② 事故防止対策のためになると考えられ、他校と共有すべき場合

「学校における食物アレルギー対応の手引～特別支援学校版～」（平成３１年１月愛知県）の特様式１０を使用
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５ 食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

⑴ 市町村立学校（名古屋市を除く）の場合

食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

（市町村立学校（名古屋市を除く）の場合）

 
 
 
 
 
 

（必要に応じて） 
（中核市） 

 
 
 
 
 
 

報告・連絡※は を基本とし、以下の場合は、基本とともに連絡する。 
パン・米飯（委託加工）・麺類   
牛乳  
共同調理場方式 

※ 県教育委員会・保健所（必要に応じて）への連絡

⑴ 食中毒（疑いを含む）

⑵ 異物混入等の場合は以下の場合

① 健康被害があった場合

② 健康被害が生じるおそれがある場合で、かつ、幼児児童生徒に提供されたり、

被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場合

⑶ 報道機関へ情報提供する場合 

（必要に応じて） 

乳 業 者 

市町村立学校 市 町 村 教 委 

保 健 所 

学 校 医 
学 校 薬 剤 師 共 同 調 理 場 

（公財）愛知県 
学 校 給 食 会 

県教育事務所 

保健医療局 

県教育員会 
保健体育課 

県農業水産局 （公財）愛 知 県 
学校給食牛乳協会 

特様式１０

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット事例報告

年 月 日

学校名（ ）

報告者
職

名
氏名

部・学年
部 年 歳 男・女 発生日時

年 月 日（ ）

性別 時 分

発生場所

発生内容

発生原因

＊該当する

ものに☑し

てくださ

い。

家庭（保護者） □ 記載漏れ □ 連絡の不備 □ その他（ ）

学
校
給
食

献立表示 □ 記載漏れ □ 記載誤り

物 資 □ 選定時の誤り□ 発注時 □ 選定と異なる物資の納品 □ 検収

確認体制 □ 確認漏れ □ 連絡の不備 □ その他（ ）

給 食 室
□ 調理作業時 □ 配缶（食）時 □ 配膳時

□ 食札の取り違え □ 配送時

教 室
□ 準備時 □ 配食時 □ 会食時 □ 片付け時

□ 食後の時間 □ その他（ ）

その他の

学校生活

□ 食物・食材を扱う授業・活動時 □ 宿泊等の校外活動時

□ 運動時 □ その他（ ）

考えられる原因

学校で実施した対策

（具体的に記入）

注 報告を要するヒヤリハットの内容   

幼児児童生徒の健康被害が生じるおそれがあった場合  

① 類似事例が多く発生することが考えられる場合  

② 事故防止対策のためになると考えられ、他校と共有すべき場合

「学校における食物アレルギー対応の手引～特別支援学校版～」（平成３１年１月愛知県）の特様式１０を使用
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Ⅵ 学校給食の指導

学校給食は、学習指導要領において特別活動の学級活動に位置付けられている。１年間にわた

り、日々１単位時間程度を充てて行われる給食の時間は特別活動の標準授業時数には含まないも

のの、教育課程上の学級活動と関連付けて行うことのできる重要な学校教育活動であることに変

わりない。

学習指導要領（平成２９年告示）では、児童生徒が、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」

を育むため、学校教育全体並びに各教科等の指導を通して、どのような資質・能力の育成を目指

すのかを明確にしながら教育活動の充実を図る必要があるとされており、「知識及び技能の習得」、

「思考力、判断力、表現力等の育成」、「学びに向かう力、人間性等の涵養」の三つの柱が示され

た。学級活動である学校給食の指導においても、この三つの資質・能力の育成を目指して指導す

ることになる。

学校給食の指導の成果は一度の実践で得られるものではない。少しずつ時間をかけながら繰り

返し行うことで指導内容の理解が深まり習慣化されるものであり、義務教育の９年間を通して年

間約１９０回の給食の時間に、計画的、継続的な指導を行うことで、極めて大きな教育効果が得

られる。

なお、給食の時間に行われる指導は「給食指導」と「食に関する指導」に分けられる。 

１ 給食指導

 
給食指導は、給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳方法、食器

の並べ方、はしの使い方、食事のマナー等を体得させるもので、実際の活動を通して毎日繰り返

し行う教育活動である。給食の時間における協同作業を通して、責任感や連帯感を養うとともに、

学校給食に携わる人々への感謝の気持ちなど豊かな心と好ましい人間関係を育む時間になる。

日々の指導は学級担任等が主に担うが、運営や指導方法については、栄養教諭との連携を密に

し、学校全体で統一した指導方針の基で行うことが重要である。

⑴ 適切な時間設定と配分 ★★

給食の時間は準備、会食、片付けに区分されている。給食の時間の設定にあたっては、指導

の時間も含め、ゆとりをもって当番活動や食事ができるように時間の確保に努める必要があり、

小学校は５０分、中学校は４５分以上が望ましい。

４時間目の授業が延長することがないようにすること、給食後は１５分程度の休憩がとれる

区 分 小学校 中学校 指 導 の 重 点

準 備 １５分 １５分
正しい手洗い（１４３ページ参照）を行い、安全衛生に留意し
て準備する。また、清潔で明るい環境を整える。

会 食 ２５分 ２０分
落ち着いて食べることができるよう、食べる時間を確保する。
食事のあいさつやマナーを身に付け、楽しい雰囲気の中で食
事ができるようにする。

片付け １０分 １０分
環境や資源に配慮して学校や地域のごみの分別の決まりを守
り、協力して手順よく片付けられるようにする。

★★：学級担任が特に押さえておきたい具体的な指導  

食手引第二次

⑵ 県立学校の場合

食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

（県立学校の場合）

 
 
 
 
 
 

 
（必要に応じて）

（名古屋市・中核市 
以外所在校） 

 
 

（名古屋市内所在校） 
 

報告・連絡※は を基本とし、以下の場合は、基本とともに連絡する。 
パン・米飯（委託加工）・麺類   
牛乳  

※ 保健所（必要に応じて）への連絡

⑴ 食中毒（疑いを含む）

⑵ 異物混入等の場合は以下の場合

① 健康被害があった場合

② 健康被害が生じるおそれがある場合で、かつ、幼児児童生徒に提供されたり、

被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場合

⑶ 報道機関へ情報提供する場合 
 
 
 

（必要に応じて） 

（公財）愛知県 
学 校 給 食 会 
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（中核市内所在校） 
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Ⅵ 学校給食の指導

学校給食は、学習指導要領において特別活動の学級活動に位置付けられている。１年間にわた

り、日々１単位時間程度を充てて行われる給食の時間は特別活動の標準授業時数には含まないも

のの、教育課程上の学級活動と関連付けて行うことのできる重要な学校教育活動であることに変

わりない。

学習指導要領（平成２９年告示）では、児童生徒が、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」

を育むため、学校教育全体並びに各教科等の指導を通して、どのような資質・能力の育成を目指

すのかを明確にしながら教育活動の充実を図る必要があるとされており、「知識及び技能の習得」、

「思考力、判断力、表現力等の育成」、「学びに向かう力、人間性等の涵養」の三つの柱が示され

た。学級活動である学校給食の指導においても、この三つの資質・能力の育成を目指して指導す

ることになる。

学校給食の指導の成果は一度の実践で得られるものではない。少しずつ時間をかけながら繰り

返し行うことで指導内容の理解が深まり習慣化されるものであり、義務教育の９年間を通して年

間約１９０回の給食の時間に、計画的、継続的な指導を行うことで、極めて大きな教育効果が得

られる。

なお、給食の時間に行われる指導は「給食指導」と「食に関する指導」に分けられる。 

１ 給食指導

 
給食指導は、給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳方法、食器

の並べ方、はしの使い方、食事のマナー等を体得させるもので、実際の活動を通して毎日繰り返

し行う教育活動である。給食の時間における協同作業を通して、責任感や連帯感を養うとともに、

学校給食に携わる人々への感謝の気持ちなど豊かな心と好ましい人間関係を育む時間になる。

日々の指導は学級担任等が主に担うが、運営や指導方法については、栄養教諭との連携を密に

し、学校全体で統一した指導方針の基で行うことが重要である。

⑴ 適切な時間設定と配分 ★★

給食の時間は準備、会食、片付けに区分されている。給食の時間の設定にあたっては、指導

の時間も含め、ゆとりをもって当番活動や食事ができるように時間の確保に努める必要があり、

小学校は５０分、中学校は４５分以上が望ましい。

４時間目の授業が延長することがないようにすること、給食後は１５分程度の休憩がとれる

区 分 小学校 中学校 指 導 の 重 点

準 備 １５分 １５分
正しい手洗い（１４３ページ参照）を行い、安全衛生に留意し
て準備する。また、清潔で明るい環境を整える。

会 食 ２５分 ２０分
落ち着いて食べることができるよう、食べる時間を確保する。
食事のあいさつやマナーを身に付け、楽しい雰囲気の中で食
事ができるようにする。

片付け １０分 １０分
環境や資源に配慮して学校や地域のごみの分別の決まりを守
り、協力して手順よく片付けられるようにする。

★★：学級担任が特に押さえておきたい具体的な指導  

食手引第二次

⑵ 県立学校の場合

食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図
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牛乳  

※ 保健所（必要に応じて）への連絡

⑴ 食中毒（疑いを含む）

⑵ 異物混入等の場合は以下の場合

① 健康被害があった場合

② 健康被害が生じるおそれがある場合で、かつ、幼児児童生徒に提供されたり、
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４時間目の授業が延長することがないようにすること、給食後は１５分程度の休憩がとれる
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落ち着いて食べることができるよう、食べる時間を確保する。
食事のあいさつやマナーを身に付け、楽しい雰囲気の中で食
事ができるようにする。

片付け １０分 １０分
環境や資源に配慮して学校や地域のごみの分別の決まりを守
り、協力して手順よく片付けられるようにする。

★★：学級担任が特に押さえておきたい具体的な指導  
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⑵ 異物混入等の場合は以下の場合

① 健康被害があった場合

② 健康被害が生じるおそれがある場合で、かつ、幼児児童生徒に提供されたり、
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区 分 指導項目 指 導 の 留 意 点

片付け

片付け方

・食べ終わって自分だけすぐに片付けてしまうということがないよう

に、片付け始める時間を決めておく。

・食器を返却する際は音を立てないように丁寧に扱うことができるよ

うにする。

・みんなで協力して安全かつ効率的に行うことができるようにする。

環境への

配慮

・食器にご飯粒の食べ残しがないか、ごみは分別してきちんとまとめ

られているか等、マナー面や環境、資源にも配慮し、感謝の気持ち

をもって片付けることができるようにする。

よりよい給食の時間を過ごすために、児童生徒自身が給食の意味や意義を理解して行動に移

し、楽しい給食の時間を過ごすための工夫を考え、学級や学校全体でよい給食の時間となるた

めに貢献しようとする態度を養うことができるように指導する １２６～１３１ページ参照 。

⑶ 年間指導計画の作成

ア 作成の考え方

ｱ 学校の教育目標との関連を図りながら、給食の時間に行う指導のねらいを明確にする。

この年間指導計画は、食に関する指導を推進する上で重要な「食に関する指導の全体計画」

に位置付ける。

ｲ 学校給食の年間献立計画と連携させて作成する。栄養教諭等が在籍しない学校において

も年間献立計画と連携を図るために、各市町村・関係県立学校で実施される献立作成委員

会や給食主任者会等の利用を考えた体制を確立しておく。

ｳ 児童生徒の発達段階、学校の規模や施設設備、地域社会の実情等を考慮して、きめ細か

く作成する。

ｴ 委員会活動の計画とも関連させ、児童生徒が主体的に活動できるように配慮する。

ｵ 異学年との交流給食、校内の教職員や地域の方を招待した招待給食等、食事環境に変化

と潤いをもたせ、幅広く児童生徒の交流を図るように配慮する。

ｶ 食と健康に関わる全ての活動の関連性を明確にする。

ｷ 計画、内容、成果等、指導の結果を評価し、改善する。

 

ようにすること、また、行事等で大幅に開始時刻が変わることがないようにすること等に配慮

すること。

学校給食は学校教育活動であるとともに、給食を食べる時間は、１日の生活のリズムを整え

る役割を果たしていることは言うまでもない。

⑵ 給食指導の内容と留意点 ★★

区 分 指導項目 指 導 の 留 意 点

準 備

教室の環

境

・食事にふさわしい環境を整え、落ち着いた雰囲気で食事ができるよ

うにする。

・気候上可能な限り、二方向の窓を開けて教室の換気を行う。

当番の児

童生徒

・給食当番の体調（下痢、発熱、腹痛、嘔吐）や身支度、手洗いの状

況を給食当番等の健康調査票（１３４ページ参照）で確認し、清潔

に食事の準備ができるようにする。

・当番や係の仕事に責任をもち、自主的に活動できるようにする。

当番以外

の児童生

徒

・給食当番以外の児童生徒には、手洗い場を当番に優先して使わせた

り、グループづくりを行ったりする等、当番のスムーズな配膳に協

力できるようにする。

・クラス全員が協力し、食事の準備ができるようにする。

運び方

・ワゴン車の有無や配膳の方法、学級の人数等に応じて適切な方法に

より、協力して効率よく安全に準備できるようにする。

・当番や係の仕事に責任をもち、自主的に活動できるようにする。

配膳

・一人分の盛り付け量を盛りきれるようにする。

・衛生的に協力して配膳できるようにする。

・献立にふさわしい正しい食器の並べ方ができるようにする。

会 食

食事環境
・食事に関わりのないテレビ放送や授業の補習を行わない等の配慮を

する。

マナー

・食器やはしの持ち方、並べ方、食事中の姿勢等、基本的なマナーを

習得し、楽しい雰囲気の中で食事ができるようにする。

・給食にマイナスのイメージを与えるような言葉は避け、気持ちよく

食事ができるようにする。

あいさつ

・「いただきます」「ごちそうさまでした」の意味を知り、感謝の気持

ちをこめてあいさつができるようにする。

・自然の恵みや食事ができるまでの過程を知り、感謝できるようにす

る。

食事のと

り方

・偏った食べ方をせず、バランスよく食べることやよくかんで食べる

等、望ましい食習慣や生活習慣を身に付けることができるようにす

る。

・食品の種類や働き、献立（主食・主菜・副菜）の確認をする等、栄

養バランスのよい食事のとり方が分かるようにする。

食文化・

地場産物

・当日の給食の郷土食、行事食を確認し、食文化について関心を高め

られるようにする。

・当日の給食の地場産物を確認し、地域の食料生産、流通、消費につ

いて理解を深められるようにする。

社会性

・学校給食の場は、社会の一員としての自覚を高めるための社交の場

であり、児童生徒相互、児童生徒と教職員、親子、地域の人々等と

の楽しい会食を通して相手を思いやる等、豊かな人間関係を育むこ

とができるようにする。
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区 分 指導項目 指 導 の 留 意 点
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をもって片付けることができるようにする。

よりよい給食の時間を過ごすために、児童生徒自身が給食の意味や意義を理解して行動に移

し、楽しい給食の時間を過ごすための工夫を考え、学級や学校全体でよい給食の時間となるた

めに貢献しようとする態度を養うことができるように指導する １２６～１３１ページ参照 。

⑶ 年間指導計画の作成

ア 作成の考え方

ｱ 学校の教育目標との関連を図りながら、給食の時間に行う指導のねらいを明確にする。

この年間指導計画は、食に関する指導を推進する上で重要な「食に関する指導の全体計画」

に位置付ける。

ｲ 学校給食の年間献立計画と連携させて作成する。栄養教諭等が在籍しない学校において

も年間献立計画と連携を図るために、各市町村・関係県立学校で実施される献立作成委員

会や給食主任者会等の利用を考えた体制を確立しておく。

ｳ 児童生徒の発達段階、学校の規模や施設設備、地域社会の実情等を考慮して、きめ細か

く作成する。

ｴ 委員会活動の計画とも関連させ、児童生徒が主体的に活動できるように配慮する。

ｵ 異学年との交流給食、校内の教職員や地域の方を招待した招待給食等、食事環境に変化

と潤いをもたせ、幅広く児童生徒の交流を図るように配慮する。

ｶ 食と健康に関わる全ての活動の関連性を明確にする。

ｷ 計画、内容、成果等、指導の結果を評価し、改善する。

 

ようにすること、また、行事等で大幅に開始時刻が変わることがないようにすること等に配慮

すること。

学校給食は学校教育活動であるとともに、給食を食べる時間は、１日の生活のリズムを整え

る役割を果たしていることは言うまでもない。

⑵ 給食指導の内容と留意点 ★★

区 分 指導項目 指 導 の 留 意 点

準 備

教室の環

境

・食事にふさわしい環境を整え、落ち着いた雰囲気で食事ができるよ

うにする。

・気候上可能な限り、二方向の窓を開けて教室の換気を行う。

当番の児

童生徒

・給食当番の体調（下痢、発熱、腹痛、嘔吐）や身支度、手洗いの状

況を給食当番等の健康調査票（１３４ページ参照）で確認し、清潔

に食事の準備ができるようにする。

・当番や係の仕事に責任をもち、自主的に活動できるようにする。

当番以外

の児童生

徒

・給食当番以外の児童生徒には、手洗い場を当番に優先して使わせた

り、グループづくりを行ったりする等、当番のスムーズな配膳に協

力できるようにする。

・クラス全員が協力し、食事の準備ができるようにする。

運び方

・ワゴン車の有無や配膳の方法、学級の人数等に応じて適切な方法に

より、協力して効率よく安全に準備できるようにする。

・当番や係の仕事に責任をもち、自主的に活動できるようにする。

配膳

・一人分の盛り付け量を盛りきれるようにする。

・衛生的に協力して配膳できるようにする。

・献立にふさわしい正しい食器の並べ方ができるようにする。

会 食

食事環境
・食事に関わりのないテレビ放送や授業の補習を行わない等の配慮を

する。

マナー

・食器やはしの持ち方、並べ方、食事中の姿勢等、基本的なマナーを

習得し、楽しい雰囲気の中で食事ができるようにする。

・給食にマイナスのイメージを与えるような言葉は避け、気持ちよく

食事ができるようにする。

あいさつ

・「いただきます」「ごちそうさまでした」の意味を知り、感謝の気持

ちをこめてあいさつができるようにする。

・自然の恵みや食事ができるまでの過程を知り、感謝できるようにす

る。

食事のと

り方

・偏った食べ方をせず、バランスよく食べることやよくかんで食べる

等、望ましい食習慣や生活習慣を身に付けることができるようにす

る。

・食品の種類や働き、献立（主食・主菜・副菜）の確認をする等、栄

養バランスのよい食事のとり方が分かるようにする。

食文化・

地場産物

・当日の給食の郷土食、行事食を確認し、食文化について関心を高め

られるようにする。

・当日の給食の地場産物を確認し、地域の食料生産、流通、消費につ

いて理解を深められるようにする。

社会性

・学校給食の場は、社会の一員としての自覚を高めるための社交の場

であり、児童生徒相互、児童生徒と教職員、親子、地域の人々等と

の楽しい会食を通して相手を思いやる等、豊かな人間関係を育むこ

とができるようにする。
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区 分 指導項目 指 導 の 留 意 点

片付け

片付け方

・食べ終わって自分だけすぐに片付けてしまうということがないよう

に、片付け始める時間を決めておく。

・食器を返却する際は音を立てないように丁寧に扱うことができるよ

うにする。

・みんなで協力して安全かつ効率的に行うことができるようにする。

環境への

配慮

・食器にご飯粒の食べ残しがないか、ごみは分別してきちんとまとめ

られているか等、マナー面や環境、資源にも配慮し、感謝の気持ち

をもって片付けることができるようにする。

よりよい給食の時間を過ごすために、児童生徒自身が給食の意味や意義を理解して行動に移

し、楽しい給食の時間を過ごすための工夫を考え、学級や学校全体でよい給食の時間となるた

めに貢献しようとする態度を養うことができるように指導する １２６～１３１ページ参照 。

⑶ 年間指導計画の作成

ア 作成の考え方

ｱ 学校の教育目標との関連を図りながら、給食の時間に行う指導のねらいを明確にする。

この年間指導計画は、食に関する指導を推進する上で重要な「食に関する指導の全体計画」

に位置付ける。

ｲ 学校給食の年間献立計画と連携させて作成する。栄養教諭等が在籍しない学校において

も年間献立計画と連携を図るために、各市町村・関係県立学校で実施される献立作成委員

会や給食主任者会等の利用を考えた体制を確立しておく。

ｳ 児童生徒の発達段階、学校の規模や施設設備、地域社会の実情等を考慮して、きめ細か

く作成する。

ｴ 委員会活動の計画とも関連させ、児童生徒が主体的に活動できるように配慮する。

ｵ 異学年との交流給食、校内の教職員や地域の方を招待した招待給食等、食事環境に変化

と潤いをもたせ、幅広く児童生徒の交流を図るように配慮する。

ｶ 食と健康に関わる全ての活動の関連性を明確にする。

ｷ 計画、内容、成果等、指導の結果を評価し、改善する。

 

ようにすること、また、行事等で大幅に開始時刻が変わることがないようにすること等に配慮

すること。

学校給食は学校教育活動であるとともに、給食を食べる時間は、１日の生活のリズムを整え

る役割を果たしていることは言うまでもない。

⑵ 給食指導の内容と留意点 ★★

区 分 指導項目 指 導 の 留 意 点

準 備

教室の環

境

・食事にふさわしい環境を整え、落ち着いた雰囲気で食事ができるよ

うにする。

・気候上可能な限り、二方向の窓を開けて教室の換気を行う。

当番の児

童生徒

・給食当番の体調（下痢、発熱、腹痛、嘔吐）や身支度、手洗いの状

況を給食当番等の健康調査票（１３４ページ参照）で確認し、清潔

に食事の準備ができるようにする。

・当番や係の仕事に責任をもち、自主的に活動できるようにする。

当番以外

の児童生

徒

・給食当番以外の児童生徒には、手洗い場を当番に優先して使わせた

り、グループづくりを行ったりする等、当番のスムーズな配膳に協

力できるようにする。

・クラス全員が協力し、食事の準備ができるようにする。

運び方

・ワゴン車の有無や配膳の方法、学級の人数等に応じて適切な方法に

より、協力して効率よく安全に準備できるようにする。

・当番や係の仕事に責任をもち、自主的に活動できるようにする。

配膳

・一人分の盛り付け量を盛りきれるようにする。

・衛生的に協力して配膳できるようにする。

・献立にふさわしい正しい食器の並べ方ができるようにする。

会 食

食事環境
・食事に関わりのないテレビ放送や授業の補習を行わない等の配慮を

する。

マナー

・食器やはしの持ち方、並べ方、食事中の姿勢等、基本的なマナーを

習得し、楽しい雰囲気の中で食事ができるようにする。

・給食にマイナスのイメージを与えるような言葉は避け、気持ちよく

食事ができるようにする。

あいさつ

・「いただきます」「ごちそうさまでした」の意味を知り、感謝の気持

ちをこめてあいさつができるようにする。

・自然の恵みや食事ができるまでの過程を知り、感謝できるようにす

る。

食事のと

り方

・偏った食べ方をせず、バランスよく食べることやよくかんで食べる

等、望ましい食習慣や生活習慣を身に付けることができるようにす

る。

・食品の種類や働き、献立（主食・主菜・副菜）の確認をする等、栄

養バランスのよい食事のとり方が分かるようにする。

食文化・

地場産物

・当日の給食の郷土食、行事食を確認し、食文化について関心を高め

られるようにする。

・当日の給食の地場産物を確認し、地域の食料生産、流通、消費につ

いて理解を深められるようにする。

社会性

・学校給食の場は、社会の一員としての自覚を高めるための社交の場

であり、児童生徒相互、児童生徒と教職員、親子、地域の人々等と

の楽しい会食を通して相手を思いやる等、豊かな人間関係を育むこ

とができるようにする。
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月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

７

身
の
回
り
を
き
れ
い
に
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①手洗いの方法を覚える。

②机の整頓を行う。

・はなかみ、用便等は手洗い前に済ますようにす

る。

・手洗いの方法を確認する。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うに声をかける。

中
学
年

①手洗いの方法を身に付ける。

②清潔な身支度ができる。

③食卓の整理整頓ができる。

・身の回りの片付け、手洗いを習慣化できるよう

にする。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うにする。

・給食用具（エプロン、ナフキン等）の整理がで

きるようにする。

高
学
年

①衛生的な手洗いの方法を身に付

ける。

②清潔な身支度ができる。

③食卓の整理整頓ができる。

・食前の衛生的な手洗い習慣が身に付けられるよ

うにする。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うにする。

・給食用具（エプロン、ナフキン等）を進んで整

理できるようにする。

９

み
ん
な
で
協
力
し
て
楽
し
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①準備の係分担を行う。

②楽しい食卓づくりを行う。

・給食当番、係活動の仕事や役割分担を確認する。

・グループ内で仕事を分担し、協力できるように

する。

中
学
年

①準備・・後片付けを協力して行う。

②食事中の話題について考える。

・準備や後片付けを手際よく行う方法を考えるよ

うに声をかける。

・食事中にふさわしい話題を選ぶようにする。

・他のグループの様子も参考にするように声をか

ける。

高
学
年

①気持ちよく食事ができるような

工夫を考える。

②能率のよい準備・後片付けの仕

方を身に付ける。

・食卓づくりの報告会等を開き、他のグループの

工夫を知らせる。

・食事中にふさわしいマナーを身に付けられるよ

うにする。

好
き
嫌
い
な
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①偏食しないように心がける。

②自分に合った量を知る。

・苦手な食べ物も少しずつ食べるようにする。

・個に応じて量を加減し、自分の適正量を覚えら

れるようにする。

中
学
年

①決められた時間内で食事ができ

るようにする。

②偏食と健康の関わりを知る。

・時間を考えながら食べるようにする。

・苦手な食べ物でも少しは食べるようにする。

・体のことを考えて、好き嫌いせず、何でも食べ

られるようにする。

高
学
年

①自分に必要な栄養と食事量をと

ることができる。

・自分の目標を立てて食べられるように言葉がけ

をする。

・栄養を考えて残さず食べられるようにする。

・調和のとれた食事をすることの大切さを理解で

きるようにする。

 

イ 年間指導目標設定と指導上の留意点 ★★

ｱ 小学校（例）

月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

４

準
備
や
後
片
付
け
を
き
ち
ん
と
し
よ
う

低
学
年

①給食当番・係の仕事や役割を覚

える。

②安全に運搬する。

③配膳・後片付けの手順を覚える。

・新 年生には、給食開始日までの間に準備から

片付けまでの流れや気を付けることを知らせる

ための特別な時間を設ける。

・重い物、熱い物は教職員も一緒に運ぶ。

・食べ残しは決まった容器に入れ、食器は種類別

にまとめる。

中
学
年

①給食当番・係の仕事や役割を行

う。

②安全に運搬する。

③配膳・後片付けの手順を身に付

ける。

・給食当番、係の仕事や分担をはっきりする。

・配膳の順序を工夫する。

・熱い物は特に気を付ける。

・こぼした物の後片付けがきちんとできるように

する。

高
学
年

①給食当番・係の仕事に主体的に

取り組む。

②準備・後片付けを協力して行う。

・安全に配慮した能率的な配膳の仕方を工夫す

る。

・グループごとにごみ入れを作る等、効率的な後

片付けができるようにする。

・食器等は、丁寧に取り扱えるようにする。

５

食
事
の
決
ま
り
を
知
ろ
う

低
学
年

①食器の置き方を覚える。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を覚える。

③よい姿勢で食事をする。

・食器の置き方を確認する。

・はしやスプーンの持ち方を確認する。

・机といすの間を適度に空けるようにする。

中
学
年

①食器の持ち方を身に付ける。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を身に付ける。

③よい姿勢で食事をする。

・食器に手を添えて食べるようにする。

・はしやスプーンの持ち方を確認する。

・背筋を伸ばして座るようにする。

高
学
年

①正しい配膳を身に付ける。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を身に付ける。

③よい姿勢で食事をする。

・正しいはしの持ち方を確認する。

・飯わんや汁わんは、ふちに親指を添え、他の指

はそろえて底にあてるようにする。

・ひじをつかず、足は床にそろえてつけるように

する。

６

よ
く
か
ん
で
食
べ
よ
う

低
学
年

①手早い準備の方法を知る。

②よくかんで食べる。

・手早い準備を心がけるようにする。

・よくかむことを意識するように声をかける。

中
学
年

①手早い準備ができる。

②かむことの効能を知る。

③食べる速さを考える。

・手早い準備を心がけ、会食時間を確保する。

・口に入れる量を加減し、よくかむように声をか

ける。

・時間内に食べられる速度で食べられるようにす

る。

高
学
年

①協力して手早く準備をする。

②よくかむ習慣を身に付ける。

③適度な速さで食べることができ

る。

・協力して手早い準備をし、会食時間を確保する。

・よくかむことを意識し、味わって食べられるよ

うにする。

・会食時間を十分使って、味わって食べられるよ

うにする。
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月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

７

身
の
回
り
を
き
れ
い
に
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①手洗いの方法を覚える。

②机の整頓を行う。

・はなかみ、用便等は手洗い前に済ますようにす

る。

・手洗いの方法を確認する。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うに声をかける。

中
学
年

①手洗いの方法を身に付ける。

②清潔な身支度ができる。

③食卓の整理整頓ができる。

・身の回りの片付け、手洗いを習慣化できるよう

にする。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うにする。

・給食用具（エプロン、ナフキン等）の整理がで

きるようにする。

高
学
年

①衛生的な手洗いの方法を身に付

ける。

②清潔な身支度ができる。

③食卓の整理整頓ができる。

・食前の衛生的な手洗い習慣が身に付けられるよ

うにする。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うにする。

・給食用具（エプロン、ナフキン等）を進んで整

理できるようにする。

９

み
ん
な
で
協
力
し
て
楽
し
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①準備の係分担を行う。

②楽しい食卓づくりを行う。

・給食当番、係活動の仕事や役割分担を確認する。

・グループ内で仕事を分担し、協力できるように

する。

中
学
年

①準備・・後片付けを協力して行う。

②食事中の話題について考える。

・準備や後片付けを手際よく行う方法を考えるよ

うに声をかける。

・食事中にふさわしい話題を選ぶようにする。

・他のグループの様子も参考にするように声をか

ける。

高
学
年

①気持ちよく食事ができるような

工夫を考える。

②能率のよい準備・後片付けの仕

方を身に付ける。

・食卓づくりの報告会等を開き、他のグループの

工夫を知らせる。

・食事中にふさわしいマナーを身に付けられるよ

うにする。

好
き
嫌
い
な
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①偏食しないように心がける。

②自分に合った量を知る。

・苦手な食べ物も少しずつ食べるようにする。

・個に応じて量を加減し、自分の適正量を覚えら

れるようにする。

中
学
年

①決められた時間内で食事ができ

るようにする。

②偏食と健康の関わりを知る。

・時間を考えながら食べるようにする。

・苦手な食べ物でも少しは食べるようにする。

・体のことを考えて、好き嫌いせず、何でも食べ

られるようにする。

高
学
年

①自分に必要な栄養と食事量をと

ることができる。

・自分の目標を立てて食べられるように言葉がけ

をする。

・栄養を考えて残さず食べられるようにする。

・調和のとれた食事をすることの大切さを理解で

きるようにする。

 

イ 年間指導目標設定と指導上の留意点 ★★

ｱ 小学校（例）

月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

４

準
備
や
後
片
付
け
を
き
ち
ん
と
し
よ
う

低
学
年

①給食当番・係の仕事や役割を覚

える。

②安全に運搬する。

③配膳・後片付けの手順を覚える。

・新 年生には、給食開始日までの間に準備から

片付けまでの流れや気を付けることを知らせる

ための特別な時間を設ける。

・重い物、熱い物は教職員も一緒に運ぶ。

・食べ残しは決まった容器に入れ、食器は種類別

にまとめる。

中
学
年

①給食当番・係の仕事や役割を行

う。

②安全に運搬する。

③配膳・後片付けの手順を身に付

ける。

・給食当番、係の仕事や分担をはっきりする。

・配膳の順序を工夫する。

・熱い物は特に気を付ける。

・こぼした物の後片付けがきちんとできるように

する。

高
学
年

①給食当番・係の仕事に主体的に

取り組む。

②準備・後片付けを協力して行う。

・安全に配慮した能率的な配膳の仕方を工夫す

る。

・グループごとにごみ入れを作る等、効率的な後

片付けができるようにする。

・食器等は、丁寧に取り扱えるようにする。

５

食
事
の
決
ま
り
を
知
ろ
う

低
学
年

①食器の置き方を覚える。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を覚える。

③よい姿勢で食事をする。

・食器の置き方を確認する。

・はしやスプーンの持ち方を確認する。

・机といすの間を適度に空けるようにする。

中
学
年

①食器の持ち方を身に付ける。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を身に付ける。

③よい姿勢で食事をする。

・食器に手を添えて食べるようにする。

・はしやスプーンの持ち方を確認する。

・背筋を伸ばして座るようにする。

高
学
年

①正しい配膳を身に付ける。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を身に付ける。

③よい姿勢で食事をする。

・正しいはしの持ち方を確認する。

・飯わんや汁わんは、ふちに親指を添え、他の指

はそろえて底にあてるようにする。

・ひじをつかず、足は床にそろえてつけるように

する。

６

よ
く
か
ん
で
食
べ
よ
う

低
学
年

①手早い準備の方法を知る。

②よくかんで食べる。

・手早い準備を心がけるようにする。

・よくかむことを意識するように声をかける。

中
学
年

①手早い準備ができる。

②かむことの効能を知る。

③食べる速さを考える。

・手早い準備を心がけ、会食時間を確保する。

・口に入れる量を加減し、よくかむように声をか

ける。

・時間内に食べられる速度で食べられるようにす

る。

高
学
年

①協力して手早く準備をする。

②よくかむ習慣を身に付ける。

③適度な速さで食べることができ

る。

・協力して手早い準備をし、会食時間を確保する。

・よくかむことを意識し、味わって食べられるよ

うにする。

・会食時間を十分使って、味わって食べられるよ

うにする。
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月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

７

身
の
回
り
を
き
れ
い
に
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①手洗いの方法を覚える。

②机の整頓を行う。

・はなかみ、用便等は手洗い前に済ますようにす

る。

・手洗いの方法を確認する。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うに声をかける。

中
学
年

①手洗いの方法を身に付ける。

②清潔な身支度ができる。

③食卓の整理整頓ができる。

・身の回りの片付け、手洗いを習慣化できるよう

にする。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うにする。

・給食用具（エプロン、ナフキン等）の整理がで

きるようにする。

高
学
年

①衛生的な手洗いの方法を身に付

ける。

②清潔な身支度ができる。

③食卓の整理整頓ができる。

・食前の衛生的な手洗い習慣が身に付けられるよ

うにする。

・机の上を整頓し、筆箱等学習用具は片付けるよ

うにする。

・給食用具（エプロン、ナフキン等）を進んで整

理できるようにする。

９

み
ん
な
で
協
力
し
て
楽
し
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①準備の係分担を行う。

②楽しい食卓づくりを行う。

・給食当番、係活動の仕事や役割分担を確認する。

・グループ内で仕事を分担し、協力できるように

する。

中
学
年

①準備・・後片付けを協力して行う。

②食事中の話題について考える。

・準備や後片付けを手際よく行う方法を考えるよ

うに声をかける。

・食事中にふさわしい話題を選ぶようにする。

・他のグループの様子も参考にするように声をか

ける。

高
学
年

①気持ちよく食事ができるような

工夫を考える。

②能率のよい準備・後片付けの仕

方を身に付ける。

・食卓づくりの報告会等を開き、他のグループの

工夫を知らせる。

・食事中にふさわしいマナーを身に付けられるよ

うにする。

好
き
嫌
い
な
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①偏食しないように心がける。

②自分に合った量を知る。

・苦手な食べ物も少しずつ食べるようにする。

・個に応じて量を加減し、自分の適正量を覚えら

れるようにする。

中
学
年

①決められた時間内で食事ができ

るようにする。

②偏食と健康の関わりを知る。

・時間を考えながら食べるようにする。

・苦手な食べ物でも少しは食べるようにする。

・体のことを考えて、好き嫌いせず、何でも食べ

られるようにする。

高
学
年

①自分に必要な栄養と食事量をと

ることができる。

・自分の目標を立てて食べられるように言葉がけ

をする。

・栄養を考えて残さず食べられるようにする。

・調和のとれた食事をすることの大切さを理解で

きるようにする。

 

イ 年間指導目標設定と指導上の留意点 ★★

ｱ 小学校（例）

月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

４

準
備
や
後
片
付
け
を
き
ち
ん
と
し
よ
う

低
学
年

①給食当番・係の仕事や役割を覚

える。

②安全に運搬する。

③配膳・後片付けの手順を覚える。

・新 年生には、給食開始日までの間に準備から

片付けまでの流れや気を付けることを知らせる

ための特別な時間を設ける。

・重い物、熱い物は教職員も一緒に運ぶ。

・食べ残しは決まった容器に入れ、食器は種類別

にまとめる。

中
学
年

①給食当番・係の仕事や役割を行

う。

②安全に運搬する。

③配膳・後片付けの手順を身に付

ける。

・給食当番、係の仕事や分担をはっきりする。

・配膳の順序を工夫する。

・熱い物は特に気を付ける。

・こぼした物の後片付けがきちんとできるように

する。

高
学
年

①給食当番・係の仕事に主体的に

取り組む。

②準備・後片付けを協力して行う。

・安全に配慮した能率的な配膳の仕方を工夫す

る。

・グループごとにごみ入れを作る等、効率的な後

片付けができるようにする。

・食器等は、丁寧に取り扱えるようにする。

５

食
事
の
決
ま
り
を
知
ろ
う

低
学
年

①食器の置き方を覚える。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を覚える。

③よい姿勢で食事をする。

・食器の置き方を確認する。

・はしやスプーンの持ち方を確認する。

・机といすの間を適度に空けるようにする。

中
学
年

①食器の持ち方を身に付ける。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を身に付ける。

③よい姿勢で食事をする。

・食器に手を添えて食べるようにする。

・はしやスプーンの持ち方を確認する。

・背筋を伸ばして座るようにする。

高
学
年

①正しい配膳を身に付ける。

②正しいはしやスプーンの持ち方

を身に付ける。

③よい姿勢で食事をする。

・正しいはしの持ち方を確認する。

・飯わんや汁わんは、ふちに親指を添え、他の指

はそろえて底にあてるようにする。

・ひじをつかず、足は床にそろえてつけるように

する。

６

よ
く
か
ん
で
食
べ
よ
う

低
学
年

①手早い準備の方法を知る。

②よくかんで食べる。

・手早い準備を心がけるようにする。

・よくかむことを意識するように声をかける。

中
学
年

①手早い準備ができる。

②かむことの効能を知る。

③食べる速さを考える。

・手早い準備を心がけ、会食時間を確保する。

・口に入れる量を加減し、よくかむように声をか

ける。

・時間内に食べられる速度で食べられるようにす

る。

高
学
年

①協力して手早く準備をする。

②よくかむ習慣を身に付ける。

③適度な速さで食べることができ

る。

・協力して手早い準備をし、会食時間を確保する。

・よくかむことを意識し、味わって食べられるよ

うにする。

・会食時間を十分使って、味わって食べられるよ

うにする。
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月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

２

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
楽
し
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①食事中の姿勢を整える。

②食事のマナーを知る。

・後ろを向いたり、ひじをついたり、いすの片足

に重心をかけたりしないで、よい姿勢で食べら

れるように声をかける。

・食事の場にあった声の大きさで話すようにす

る。

中
学
年

①姿勢や食べ方を考え、落ち着い

て食事ができる。

②食事のマナーを身に付ける。

・姿勢を正して口を閉じ、よくかむようにする。

・食器や牛乳びん（紙容器）の取り扱いに注意し、

食べ物をこぼさないようにする。

・時には学級担任等が話題を提供して和やかに話

し食べられるようにする。

高
学
年

①正しい姿勢や食べ方を考え、落

ち着いて食事ができる。

②気持ちのよい食事マナーを心が

ける。

・早食いにならないように、落ち着いて食べるよ

うに声をかける。

・食事にあった話題で声の大きさに気を付けて話

すようにする。

・校内放送を静かに聞くようにする。

３

一
年
間
の
給
食
を
振
り
返
ろ
う

低
学
年

楽しく食事ができたか振り返る。

・楽しい食事にするために、自分ががんばったこ

とやこれから気を付けること等を振り返るよう

にする。

・一人一人の着目点に沿った振り返りができるよ

うに支援する。

中
学
年

給食の時間の係活動や楽しい食事

ができたか振り返る。

・給食の決まりや係の仕事について、自主的にで

きたか話し合うようにする。

・学級全体として係活動や楽しく食事ができたか

を振り返るようにする。

高
学
年

楽しい食事に向けて、自主的、協

力的に活動できたか振り返る。

・食事マナーを身に付け、自主的に楽しい給食が

できたかを振り返るようにする。

・学級活動の時間を利用して、一年間の振り返り

をまとめるようにする。

 

月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

働
く
人
に
感
謝
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②残さずきれいに片付ける。

・感謝の気持ちをこめてあいさつができるように

する。

・給食を作ってくれた人に感謝しながら食べられ

るようにする。

・食器に食べ物を残しておかないように、後片付

けに配慮する。

中
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②配慮のある後片付けができる。

・食べ物を粗末にしない食べ方を身に付けられる

ようにする。

・給食を作ってくれた人に感謝しながら食べられ

るようにする。

・食べ残しがないようにマナーを守って片付ける

ように声をかける。

高
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②働く人へ感謝の気持ちを表す。

③配慮のある後片付けができる。

・食べ物を作る人の苦労や努力に感謝できるよう

にする。

・調理員さんたちに感謝の気持ちを伝えられるよ

うにする。

・食べ残しがないようにマナーを守って片付ける

ように声をかける。

き
れ
い
に
手
を
洗
お
う

低
学
年

①手洗いの方法を覚える。

②給食当番の健康観察を行う。

③教室の換気をする。

・正しく手洗いをし、給食用のハンカチでふくよ

うに声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に、教室の換気をする。

中
学
年

①丁寧な手洗いの方法を身に付け

る。

②給食当番の健康観察を行う。

③教室の換気をする。

・丁寧に手洗いをし、給食用のハンカチでふくよ

うに声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に、教室の換気をする。

高
学
年

①衛生的な手洗いの方法を身に付

ける。

②給食当番の健康観察を行う。

③環境整備と換気をする。

・衛生面を理解して手洗いをし、給食用のハンカ

チでふくように声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に手際よく教室の整理整頓を行い、換

気をする。

１

食
べ
物
に
感
謝
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①食べ物へ感謝して食べることが

できる。

②食事のあいさつをする。

・食べ物には命があることに気付き、感謝して食

べられるようにする。

・心をこめて「いただきます」「ごちそうさまでし

た」のあいさつができるようにする。

中
学
年

①食べ物や自然の恵みに感謝して

食べることができる。

②感謝の気持ちをこめて食事のあ

いさつができる。

③学校給食の歴史を知る。

・食べ物は自然の恵みである植物や動物の命であ

ることに気付き、残さず食べられるようにする。

・感謝の気持ちをこめて食事のあいさつができる

ようにする。

・学校給食の始まりから現在の給食までの変化に

触れ、学校給食の歴史について考えられるよう

にする。

高
学
年

①食べ物や自然の恵みに感謝し、

偏食せずに食べることができ

る。

②学校給食の歴史を知る。

③食料事情について考える。

・自然の恵みに感謝し、残さず食べられるように

する。

・学校給食の歴史や食料自給率、世界の食料事情

に触れ、感謝して食べることができるようにす

る。
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月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

２

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
楽
し
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①食事中の姿勢を整える。

②食事のマナーを知る。

・後ろを向いたり、ひじをついたり、いすの片足

に重心をかけたりしないで、よい姿勢で食べら

れるように声をかける。

・食事の場にあった声の大きさで話すようにす

る。

中
学
年

①姿勢や食べ方を考え、落ち着い

て食事ができる。

②食事のマナーを身に付ける。

・姿勢を正して口を閉じ、よくかむようにする。

・食器や牛乳びん（紙容器）の取り扱いに注意し、

食べ物をこぼさないようにする。

・時には学級担任等が話題を提供して和やかに話

し食べられるようにする。

高
学
年

①正しい姿勢や食べ方を考え、落

ち着いて食事ができる。

②気持ちのよい食事マナーを心が

ける。

・早食いにならないように、落ち着いて食べるよ

うに声をかける。

・食事にあった話題で声の大きさに気を付けて話

すようにする。

・校内放送を静かに聞くようにする。

３

一
年
間
の
給
食
を
振
り
返
ろ
う

低
学
年

楽しく食事ができたか振り返る。

・楽しい食事にするために、自分ががんばったこ

とやこれから気を付けること等を振り返るよう

にする。

・一人一人の着目点に沿った振り返りができるよ

うに支援する。

中
学
年

給食の時間の係活動や楽しい食事

ができたか振り返る。

・給食の決まりや係の仕事について、自主的にで

きたか話し合うようにする。

・学級全体として係活動や楽しく食事ができたか

を振り返るようにする。

高
学
年

楽しい食事に向けて、自主的、協

力的に活動できたか振り返る。

・食事マナーを身に付け、自主的に楽しい給食が

できたかを振り返るようにする。

・学級活動の時間を利用して、一年間の振り返り

をまとめるようにする。

 

月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

働
く
人
に
感
謝
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②残さずきれいに片付ける。

・感謝の気持ちをこめてあいさつができるように

する。

・給食を作ってくれた人に感謝しながら食べられ

るようにする。

・食器に食べ物を残しておかないように、後片付

けに配慮する。

中
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②配慮のある後片付けができる。

・食べ物を粗末にしない食べ方を身に付けられる

ようにする。

・給食を作ってくれた人に感謝しながら食べられ

るようにする。

・食べ残しがないようにマナーを守って片付ける

ように声をかける。

高
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②働く人へ感謝の気持ちを表す。

③配慮のある後片付けができる。

・食べ物を作る人の苦労や努力に感謝できるよう

にする。

・調理員さんたちに感謝の気持ちを伝えられるよ

うにする。

・食べ残しがないようにマナーを守って片付ける

ように声をかける。

き
れ
い
に
手
を
洗
お
う

低
学
年

①手洗いの方法を覚える。

②給食当番の健康観察を行う。

③教室の換気をする。

・正しく手洗いをし、給食用のハンカチでふくよ

うに声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に、教室の換気をする。

中
学
年

①丁寧な手洗いの方法を身に付け

る。

②給食当番の健康観察を行う。

③教室の換気をする。

・丁寧に手洗いをし、給食用のハンカチでふくよ

うに声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に、教室の換気をする。

高
学
年

①衛生的な手洗いの方法を身に付

ける。

②給食当番の健康観察を行う。

③環境整備と換気をする。

・衛生面を理解して手洗いをし、給食用のハンカ

チでふくように声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に手際よく教室の整理整頓を行い、換

気をする。

１

食
べ
物
に
感
謝
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①食べ物へ感謝して食べることが

できる。

②食事のあいさつをする。

・食べ物には命があることに気付き、感謝して食

べられるようにする。

・心をこめて「いただきます」「ごちそうさまでし

た」のあいさつができるようにする。

中
学
年

①食べ物や自然の恵みに感謝して

食べることができる。

②感謝の気持ちをこめて食事のあ

いさつができる。

③学校給食の歴史を知る。

・食べ物は自然の恵みである植物や動物の命であ

ることに気付き、残さず食べられるようにする。

・感謝の気持ちをこめて食事のあいさつができる

ようにする。

・学校給食の始まりから現在の給食までの変化に

触れ、学校給食の歴史について考えられるよう

にする。

高
学
年

①食べ物や自然の恵みに感謝し、

偏食せずに食べることができ

る。

②学校給食の歴史を知る。

③食料事情について考える。

・自然の恵みに感謝し、残さず食べられるように

する。

・学校給食の歴史や食料自給率、世界の食料事情

に触れ、感謝して食べることができるようにす

る。
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月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

２

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
楽
し
く
食
べ
よ
う

低
学
年

①食事中の姿勢を整える。

②食事のマナーを知る。

・後ろを向いたり、ひじをついたり、いすの片足

に重心をかけたりしないで、よい姿勢で食べら

れるように声をかける。

・食事の場にあった声の大きさで話すようにす

る。

中
学
年

①姿勢や食べ方を考え、落ち着い

て食事ができる。

②食事のマナーを身に付ける。

・姿勢を正して口を閉じ、よくかむようにする。

・食器や牛乳びん（紙容器）の取り扱いに注意し、

食べ物をこぼさないようにする。

・時には学級担任等が話題を提供して和やかに話

し食べられるようにする。

高
学
年

①正しい姿勢や食べ方を考え、落

ち着いて食事ができる。

②気持ちのよい食事マナーを心が

ける。

・早食いにならないように、落ち着いて食べるよ

うに声をかける。

・食事にあった話題で声の大きさに気を付けて話

すようにする。

・校内放送を静かに聞くようにする。

３

一
年
間
の
給
食
を
振
り
返
ろ
う

低
学
年

楽しく食事ができたか振り返る。

・楽しい食事にするために、自分ががんばったこ

とやこれから気を付けること等を振り返るよう

にする。

・一人一人の着目点に沿った振り返りができるよ

うに支援する。

中
学
年

給食の時間の係活動や楽しい食事

ができたか振り返る。

・給食の決まりや係の仕事について、自主的にで

きたか話し合うようにする。

・学級全体として係活動や楽しく食事ができたか

を振り返るようにする。

高
学
年

楽しい食事に向けて、自主的、協

力的に活動できたか振り返る。

・食事マナーを身に付け、自主的に楽しい給食が

できたかを振り返るようにする。

・学級活動の時間を利用して、一年間の振り返り

をまとめるようにする。

 

月

月

目

標

学

年
指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

働
く
人
に
感
謝
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②残さずきれいに片付ける。

・感謝の気持ちをこめてあいさつができるように

する。

・給食を作ってくれた人に感謝しながら食べられ

るようにする。

・食器に食べ物を残しておかないように、後片付

けに配慮する。

中
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②配慮のある後片付けができる。

・食べ物を粗末にしない食べ方を身に付けられる

ようにする。

・給食を作ってくれた人に感謝しながら食べられ

るようにする。

・食べ残しがないようにマナーを守って片付ける

ように声をかける。

高
学
年

①働く人へ感謝の気持ちをこめて

食事をする。

②働く人へ感謝の気持ちを表す。

③配慮のある後片付けができる。

・食べ物を作る人の苦労や努力に感謝できるよう

にする。

・調理員さんたちに感謝の気持ちを伝えられるよ

うにする。

・食べ残しがないようにマナーを守って片付ける

ように声をかける。

き
れ
い
に
手
を
洗
お
う

低
学
年

①手洗いの方法を覚える。

②給食当番の健康観察を行う。

③教室の換気をする。

・正しく手洗いをし、給食用のハンカチでふくよ

うに声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に、教室の換気をする。

中
学
年

①丁寧な手洗いの方法を身に付け

る。

②給食当番の健康観察を行う。

③教室の換気をする。

・丁寧に手洗いをし、給食用のハンカチでふくよ

うに声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に、教室の換気をする。

高
学
年

①衛生的な手洗いの方法を身に付

ける。

②給食当番の健康観察を行う。

③環境整備と換気をする。

・衛生面を理解して手洗いをし、給食用のハンカ

チでふくように声をかける。

・給食当番の健康観察を徹底し、体調不良の際は

交代する等の配慮をする。

・給食の前に手際よく教室の整理整頓を行い、換

気をする。

１

食
べ
物
に
感
謝
し
て
食
べ
よ
う

低
学
年

①食べ物へ感謝して食べることが

できる。

②食事のあいさつをする。

・食べ物には命があることに気付き、感謝して食

べられるようにする。

・心をこめて「いただきます」「ごちそうさまでし

た」のあいさつができるようにする。

中
学
年

①食べ物や自然の恵みに感謝して

食べることができる。

②感謝の気持ちをこめて食事のあ

いさつができる。

③学校給食の歴史を知る。

・食べ物は自然の恵みである植物や動物の命であ

ることに気付き、残さず食べられるようにする。

・感謝の気持ちをこめて食事のあいさつができる

ようにする。

・学校給食の始まりから現在の給食までの変化に

触れ、学校給食の歴史について考えられるよう

にする。

高
学
年

①食べ物や自然の恵みに感謝し、

偏食せずに食べることができ

る。

②学校給食の歴史を知る。

③食料事情について考える。

・自然の恵みに感謝し、残さず食べられるように

する。

・学校給食の歴史や食料自給率、世界の食料事情

に触れ、感謝して食べることができるようにす

る。
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月 月目標 指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

衛
生
に
配
慮
し
た

準
備
を
し
よ
う

①衛生的な給食準備の習慣を

身に付ける。

②食中毒について知る。

③健康観察の重要性を理解し

協力する。

・衛生面に配慮した給食前の手洗いや身支度等を手

際よく実施できる習慣を身に付けるようにする。

・冬に多い食中毒の特徴を理解し、係や当番活動を

衛生的に行うため、積極的に協力できるようにす

る。

・給食当番の健康観察の重要性を理解し、健康観察

の徹底とその対策について話し合う。

１

食
に
関
わ
る
人
や

自
然
の
恩
恵
に

感
謝
し
て
食
べ
よ
う

①学校給食の歴史や学校給食

週間について知る。

②食品の生産、流通、調理につ

いての知識を深める。

③国内外の食料事情について

考える。

・学校給食週間に、学校給食の意義や歴史を伝える。

・食物が自然の恵みであることを再確認し、食事が

多くの人々の苦労に支えられていることを理解で

きるようにする。

・日本人の食生活について考えることができるよう

にする。

・世界の食料事情から、食べられることに感謝した

り、持続可能な社会について考えたりするように

働きかける。

２

望
ま
し
い
食
事
の
マ
ナ
ー
を

身
に
付
け
よ
う

①正しい姿勢で食べる。

②食事のマナーを身に付け

る。

③食器の取り扱いを正しくす

る。

④食後の休養の意義を考え

る。

・食事中の姿勢と食物の消化について理解し、よい

姿勢で食べられるようにする。

・食事のマナーを意識し、和やかで楽しい会食がで

きるようにする。

・はし、スプーンの上手な使い方を理解し、音を立

てないで食事ができるようにする。

・器を持って食事をする和食のマナーを知り、食文

化について理解を深められるようにする。

・消化を助けるために、食後に十分な休養がとれる

よう食事時間をゆとりあるものにする。

３

健
康
的
な
食
事
の

と
り
方
が
で
き
た
か

一
年
間
を
振
り
返
ろ
う

①自分の食生活について振り

返る。

②食生活と健康の関わりにつ

いて考える。

③健康的な生活を送るために

必要な食習慣を身に付け

る。

・望ましい食生活は健康の源であることについて理

解を深める。

・成長期に必要な栄養について理解できるようにす

る。

・食事摂取基準は年齢、性別、運動量によって異な

ることを伝える。

・自分の食生活について振り返り、生涯にわたって

健康な生活を送るために必要な食習慣を身に付け

る努力ができるようにする。

 

ｲ 中学校（例）

月 月目標 指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

４

楽
し
い
給
食
の
場
を

つ
く
ろ
う

①みんなで組織をつくる。

②楽しい食事の場をつくる。

③協力して準備する。

・学校給食の意義を理解し、それぞれの生徒が責任

を果たすことのできる組織をつくる。

・楽しい会食の場づくりをする。（環境、グループづ

くり、仕事の分担、協力）

・能率的な給食の準備について話し合い、実践でき

るようにする。

・会食の望ましい雰囲気について理解し、実践の方

法を工夫できるようにする。

５

会
食
の
決
ま
り
を

身
に
付
け
よ
う

①衛生的な食事の準備につい

て点検する。

②食事の基本的習慣を身に付

ける。

③落ち着いた給食の時間にす

る。

・手洗い方法、配膳、給食当番の服装等を確認する。

・食事の基本的習慣を身に付けられるようにする。

（あいさつ、姿勢、はしの持ち方、食べ方、後片付

け）

・みんなで和やかに会食ができるような話題を選ぶ

ようにする。

・学級で協力し、落ち着いて食べる時間になるよう

にする。

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

①う歯やその予防について知

る。

②かむことの効用について考

える。

③よくかんで食べる。

・歯の大切さやう歯の原因を理解し、その予防に取

り組むことができるようにする。

・かむことの効用を理解し、意識してよくかんで食

べるように声をかける。

・自分の健康管理のためによくかんで食べることを

習慣化できるようにする。

７

環
境
を
整
え
て

食
べ
よ
う

①衛生を意識した身支度をす

る。

②食事にふさわしい環境の整

備をする。

③衛生的な環境で楽しく会食

をする。

・衛生的な身支度や手洗い方法を身に付け、進んで

実践できるようにする。

・教室内の整理整頓を常に心がけ、適切な換気を行

うことで気持ちのよい環境を整えられるようにす

る。

・楽しい雰囲気で会食をすることが、自分たちの心

を豊かにすることを自覚できるようにする。

９

ふ
れ
あ
い
を
深
め

和
や
か
な
給
食
の

時
間
に
し
よ
う

①会食中の話題に気を付け

る。

②給食中の校内放送を静かに

聞く。

③共に食事をすることで親睦

を図る。

・会食中にふさわしい話題を選び、楽しい雰囲気で

食事ができるようにする。

・静かに放送を聞く習慣を身に付けるようにする。

・グループづくりを工夫して和やかな会食にする。

・自主的な行事計画を立て、学級内の親睦を深める

ようにする。

偏
食
を
な
く
し

バ
ラ
ン
ス
よ
く

食
べ
よ
う

①偏食の原因をつかむ。

②栄養面に配慮し偏食をなく

す努力をする。

③食べ残しをなくす。

・自分の食べ方が偏っていないかを考え、偏食の原

因をつかみ、偏食がなくなるようにする。

・偏食があると成長期に必要な食事摂取基準が満た

されないことを確認する。

・残すと栄養が偏ることを理解して、自己の適量を

知り、配膳を工夫できるようにする。

・栄養の自己管理ができるようにする。

働
く
人
に
感
謝
し

態
度
や
行
動
に
表
そ
う

①給食ができるまでを知る。

②食前、食後のあいさつをす

る。

③係に協力する。

④食事ができることに感謝す

る。

・給食に従事する人々の仕事を理解し、その人たち

の苦労を考えて、常に感謝の気持ちをもつように

する。

・感謝の気持ちをこめて食事のあいさつができるよ

うにする。

・感謝と奉仕の気持ちを給食の場で行動に表すには

どうしたらよいかを考え、実践できるようにする。
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月 月目標 指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

衛
生
に
配
慮
し
た

準
備
を
し
よ
う

①衛生的な給食準備の習慣を

身に付ける。

②食中毒について知る。

③健康観察の重要性を理解し

協力する。

・衛生面に配慮した給食前の手洗いや身支度等を手

際よく実施できる習慣を身に付けるようにする。

・冬に多い食中毒の特徴を理解し、係や当番活動を

衛生的に行うため、積極的に協力できるようにす

る。

・給食当番の健康観察の重要性を理解し、健康観察

の徹底とその対策について話し合う。

１

食
に
関
わ
る
人
や

自
然
の
恩
恵
に

感
謝
し
て
食
べ
よ
う

①学校給食の歴史や学校給食

週間について知る。

②食品の生産、流通、調理につ

いての知識を深める。

③国内外の食料事情について

考える。

・学校給食週間に、学校給食の意義や歴史を伝える。

・食物が自然の恵みであることを再確認し、食事が

多くの人々の苦労に支えられていることを理解で

きるようにする。

・日本人の食生活について考えることができるよう

にする。

・世界の食料事情から、食べられることに感謝した

り、持続可能な社会について考えたりするように

働きかける。

２

望
ま
し
い
食
事
の
マ
ナ
ー
を

身
に
付
け
よ
う

①正しい姿勢で食べる。

②食事のマナーを身に付け

る。

③食器の取り扱いを正しくす

る。

④食後の休養の意義を考え

る。

・食事中の姿勢と食物の消化について理解し、よい

姿勢で食べられるようにする。

・食事のマナーを意識し、和やかで楽しい会食がで

きるようにする。

・はし、スプーンの上手な使い方を理解し、音を立

てないで食事ができるようにする。

・器を持って食事をする和食のマナーを知り、食文

化について理解を深められるようにする。

・消化を助けるために、食後に十分な休養がとれる

よう食事時間をゆとりあるものにする。

３

健
康
的
な
食
事
の

と
り
方
が
で
き
た
か

一
年
間
を
振
り
返
ろ
う

①自分の食生活について振り

返る。

②食生活と健康の関わりにつ

いて考える。

③健康的な生活を送るために

必要な食習慣を身に付け

る。

・望ましい食生活は健康の源であることについて理

解を深める。

・成長期に必要な栄養について理解できるようにす

る。

・食事摂取基準は年齢、性別、運動量によって異な

ることを伝える。

・自分の食生活について振り返り、生涯にわたって

健康な生活を送るために必要な食習慣を身に付け

る努力ができるようにする。

 

ｲ 中学校（例）

月 月目標 指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

４

楽
し
い
給
食
の
場
を

つ
く
ろ
う

①みんなで組織をつくる。

②楽しい食事の場をつくる。

③協力して準備する。

・学校給食の意義を理解し、それぞれの生徒が責任

を果たすことのできる組織をつくる。

・楽しい会食の場づくりをする。（環境、グループづ

くり、仕事の分担、協力）

・能率的な給食の準備について話し合い、実践でき

るようにする。

・会食の望ましい雰囲気について理解し、実践の方

法を工夫できるようにする。

５

会
食
の
決
ま
り
を

身
に
付
け
よ
う

①衛生的な食事の準備につい

て点検する。

②食事の基本的習慣を身に付

ける。

③落ち着いた給食の時間にす

る。

・手洗い方法、配膳、給食当番の服装等を確認する。

・食事の基本的習慣を身に付けられるようにする。

（あいさつ、姿勢、はしの持ち方、食べ方、後片付

け）

・みんなで和やかに会食ができるような話題を選ぶ

ようにする。

・学級で協力し、落ち着いて食べる時間になるよう

にする。

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

①う歯やその予防について知

る。

②かむことの効用について考

える。

③よくかんで食べる。

・歯の大切さやう歯の原因を理解し、その予防に取

り組むことができるようにする。

・かむことの効用を理解し、意識してよくかんで食

べるように声をかける。

・自分の健康管理のためによくかんで食べることを

習慣化できるようにする。

７

環
境
を
整
え
て

食
べ
よ
う

①衛生を意識した身支度をす

る。

②食事にふさわしい環境の整

備をする。

③衛生的な環境で楽しく会食

をする。

・衛生的な身支度や手洗い方法を身に付け、進んで

実践できるようにする。

・教室内の整理整頓を常に心がけ、適切な換気を行

うことで気持ちのよい環境を整えられるようにす

る。

・楽しい雰囲気で会食をすることが、自分たちの心

を豊かにすることを自覚できるようにする。

９

ふ
れ
あ
い
を
深
め

和
や
か
な
給
食
の

時
間
に
し
よ
う

①会食中の話題に気を付け

る。

②給食中の校内放送を静かに

聞く。

③共に食事をすることで親睦

を図る。

・会食中にふさわしい話題を選び、楽しい雰囲気で

食事ができるようにする。

・静かに放送を聞く習慣を身に付けるようにする。

・グループづくりを工夫して和やかな会食にする。

・自主的な行事計画を立て、学級内の親睦を深める

ようにする。

偏
食
を
な
く
し

バ
ラ
ン
ス
よ
く

食
べ
よ
う

①偏食の原因をつかむ。

②栄養面に配慮し偏食をなく

す努力をする。

③食べ残しをなくす。

・自分の食べ方が偏っていないかを考え、偏食の原

因をつかみ、偏食がなくなるようにする。

・偏食があると成長期に必要な食事摂取基準が満た

されないことを確認する。

・残すと栄養が偏ることを理解して、自己の適量を

知り、配膳を工夫できるようにする。

・栄養の自己管理ができるようにする。

働
く
人
に
感
謝
し

態
度
や
行
動
に
表
そ
う

①給食ができるまでを知る。

②食前、食後のあいさつをす

る。

③係に協力する。

④食事ができることに感謝す

る。

・給食に従事する人々の仕事を理解し、その人たち

の苦労を考えて、常に感謝の気持ちをもつように

する。

・感謝の気持ちをこめて食事のあいさつができるよ

うにする。

・感謝と奉仕の気持ちを給食の場で行動に表すには

どうしたらよいかを考え、実践できるようにする。
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月 月目標 指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

衛
生
に
配
慮
し
た

準
備
を
し
よ
う

①衛生的な給食準備の習慣を

身に付ける。

②食中毒について知る。

③健康観察の重要性を理解し

協力する。

・衛生面に配慮した給食前の手洗いや身支度等を手

際よく実施できる習慣を身に付けるようにする。

・冬に多い食中毒の特徴を理解し、係や当番活動を

衛生的に行うため、積極的に協力できるようにす

る。

・給食当番の健康観察の重要性を理解し、健康観察

の徹底とその対策について話し合う。

１

食
に
関
わ
る
人
や

自
然
の
恩
恵
に

感
謝
し
て
食
べ
よ
う

①学校給食の歴史や学校給食

週間について知る。

②食品の生産、流通、調理につ

いての知識を深める。

③国内外の食料事情について

考える。

・学校給食週間に、学校給食の意義や歴史を伝える。

・食物が自然の恵みであることを再確認し、食事が

多くの人々の苦労に支えられていることを理解で

きるようにする。

・日本人の食生活について考えることができるよう

にする。

・世界の食料事情から、食べられることに感謝した

り、持続可能な社会について考えたりするように

働きかける。

２

望
ま
し
い
食
事
の
マ
ナ
ー
を

身
に
付
け
よ
う

①正しい姿勢で食べる。

②食事のマナーを身に付け

る。

③食器の取り扱いを正しくす

る。

④食後の休養の意義を考え

る。

・食事中の姿勢と食物の消化について理解し、よい

姿勢で食べられるようにする。

・食事のマナーを意識し、和やかで楽しい会食がで

きるようにする。

・はし、スプーンの上手な使い方を理解し、音を立

てないで食事ができるようにする。

・器を持って食事をする和食のマナーを知り、食文

化について理解を深められるようにする。

・消化を助けるために、食後に十分な休養がとれる

よう食事時間をゆとりあるものにする。

３

健
康
的
な
食
事
の

と
り
方
が
で
き
た
か

一
年
間
を
振
り
返
ろ
う

①自分の食生活について振り

返る。

②食生活と健康の関わりにつ

いて考える。

③健康的な生活を送るために

必要な食習慣を身に付け

る。

・望ましい食生活は健康の源であることについて理

解を深める。

・成長期に必要な栄養について理解できるようにす

る。

・食事摂取基準は年齢、性別、運動量によって異な

ることを伝える。

・自分の食生活について振り返り、生涯にわたって

健康な生活を送るために必要な食習慣を身に付け

る努力ができるようにする。

 

ｲ 中学校（例）

月 月目標 指 導 項 目 指 導 の 留 意 点

４

楽
し
い
給
食
の
場
を

つ
く
ろ
う

①みんなで組織をつくる。

②楽しい食事の場をつくる。

③協力して準備する。

・学校給食の意義を理解し、それぞれの生徒が責任

を果たすことのできる組織をつくる。

・楽しい会食の場づくりをする。（環境、グループづ

くり、仕事の分担、協力）

・能率的な給食の準備について話し合い、実践でき

るようにする。

・会食の望ましい雰囲気について理解し、実践の方

法を工夫できるようにする。

５

会
食
の
決
ま
り
を

身
に
付
け
よ
う

①衛生的な食事の準備につい

て点検する。

②食事の基本的習慣を身に付

ける。

③落ち着いた給食の時間にす

る。

・手洗い方法、配膳、給食当番の服装等を確認する。

・食事の基本的習慣を身に付けられるようにする。

（あいさつ、姿勢、はしの持ち方、食べ方、後片付

け）

・みんなで和やかに会食ができるような話題を選ぶ

ようにする。

・学級で協力し、落ち着いて食べる時間になるよう

にする。

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

①う歯やその予防について知

る。

②かむことの効用について考

える。

③よくかんで食べる。

・歯の大切さやう歯の原因を理解し、その予防に取

り組むことができるようにする。

・かむことの効用を理解し、意識してよくかんで食

べるように声をかける。

・自分の健康管理のためによくかんで食べることを

習慣化できるようにする。

７

環
境
を
整
え
て

食
べ
よ
う

①衛生を意識した身支度をす

る。

②食事にふさわしい環境の整

備をする。

③衛生的な環境で楽しく会食

をする。

・衛生的な身支度や手洗い方法を身に付け、進んで

実践できるようにする。

・教室内の整理整頓を常に心がけ、適切な換気を行

うことで気持ちのよい環境を整えられるようにす

る。

・楽しい雰囲気で会食をすることが、自分たちの心

を豊かにすることを自覚できるようにする。

９

ふ
れ
あ
い
を
深
め

和
や
か
な
給
食
の

時
間
に
し
よ
う

①会食中の話題に気を付け

る。

②給食中の校内放送を静かに

聞く。

③共に食事をすることで親睦

を図る。

・会食中にふさわしい話題を選び、楽しい雰囲気で

食事ができるようにする。

・静かに放送を聞く習慣を身に付けるようにする。

・グループづくりを工夫して和やかな会食にする。

・自主的な行事計画を立て、学級内の親睦を深める

ようにする。

偏
食
を
な
く
し

バ
ラ
ン
ス
よ
く

食
べ
よ
う

①偏食の原因をつかむ。

②栄養面に配慮し偏食をなく

す努力をする。

③食べ残しをなくす。

・自分の食べ方が偏っていないかを考え、偏食の原

因をつかみ、偏食がなくなるようにする。

・偏食があると成長期に必要な食事摂取基準が満た

されないことを確認する。

・残すと栄養が偏ることを理解して、自己の適量を

知り、配膳を工夫できるようにする。

・栄養の自己管理ができるようにする。

働
く
人
に
感
謝
し

態
度
や
行
動
に
表
そ
う

①給食ができるまでを知る。

②食前、食後のあいさつをす

る。

③係に協力する。

④食事ができることに感謝す

る。

・給食に従事する人々の仕事を理解し、その人たち

の苦労を考えて、常に感謝の気持ちをもつように

する。

・感謝の気持ちをこめて食事のあいさつができるよ

うにする。

・感謝と奉仕の気持ちを給食の場で行動に表すには

どうしたらよいかを考え、実践できるようにする。
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員が付き添い、目を離さないようにする。

ｲ 発生時対応の留意点

ａ すぐに他の教職員を呼び、１１９番通報を依頼する。救急隊が到着するまでの間は、

直ちに以下の方法で詰まった物の除去を試みる。

ウ 異物混入の防止

ｱ 指導の重点

ａ 教室内のほこりが食品に混入することを防ぐため、配膳前及び配膳中は、給食当番以

外の幼児児童生徒は静かに着席して待つように指導する。

ｂ 教室内の不要物は処分し、画鋲や釘等の金属製品は適切に収納する。

  ｃ 正しい身支度を指導する。特に毛髪が配膳中の食缶や配膳後の料理に入ることがない

よう、給食当番だけでなく個々に注意をする必要がある。

     ｄ ヘアピン、安全ピン、体操着のファスナー等、幼児児童生徒が普段から身に付けてい

る金属類や衣服についても十分な注意が必要である。

ｅ 学習用品の中で異物となりやすいクリップ、鉛筆及びシャープペンシルの芯、裁縫道

具、実験器具類等は、給食前に適切に収納するよう指導する。

ｆ けがの手当に使用する絆創膏等は、水分を含むことで取れやすくなり、異物混入の原

因となることがある。給食当番を行う児童生徒が手指のけがにより絆創膏等をしている

場合は、食品の盛り付けを行わない等、給食当番の担当する仕事を変更する。

ｇ 必ず学級担任等が配膳に立ち会い、給食当番の活動を指導する。

ｲ 発生時対応の留意点

ａ 異物を発見した場合、健康被害の有無を確認し、速やかに管理職に報告する。管理職

は、混入した異物が幼児児童生徒に健康被害が生じるおそれがある危険物（ガラス、金

属類、プラスチック、衛生害虫等）であるか、他施設でも生じる可能性があるかを確認

し、市町村教育委員会への連絡・相談の上、給食停止の措置を講ずる等の判断する。そ

の後、場合によっては管轄する保健所への連絡、県教育委員会保健体育課へ報告する。

（１２１、１２２ページ参照）。

ｂ 混入経路の特定に努め、再発防止策を検討し、全教職員で共通理解を図る。

ｃ 異物混入による被害を受けた幼児児童生徒への精神的ケアに努める。

【背部叩
こう

打
だ

法】

体の小さい幼児児童では、立て膝で太ももがうつぶせにした幼児児

童のみぞおちを圧迫するようにし、頭を低くして、背中の真ん中を平手

で何度も連続して叩く（図１）。

なお、腹部臓器を傷つけないよう力を加減する。

【腹部突き上げ法】

体の大きい児童生徒や大人では、後ろから両腕を回し、みぞおちの下

で片方の手を握り拳にして、腹部を上の方向に圧迫する（図２）。

この方法が行えない場合、横向きに寝かせて、又は、座って前かがみ

にして、背部叩
こう

打
だ

法を試みる。

図１
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⑷ 給食の時間の危機管理 ★★

幼児児童生徒が給食を食べる際に想定されるリスク要因としては、さまざまなものが考えら

れる。衛生的な環境の下、幼児児童生徒が楽しく安全に食事ができるよう、学級担任等は事故

防止に十分配慮する必要がある。学校給食を原因とするリスクについては、校内マニュアル等

を整備し、全教職員で共通理解を図った上で組織的に運用することが、事故の未然防止や適切

で迅速な対応につながる。

ア 食物アレルギー対応  
校内食物アレルギー対応委員会において、校内の統一した対応の仕方、事故発生時の対応

等について十分協議し、全教職員への周知、共通理解を図っておくことが重要である。

ｱ 対応決定まで

ａ 学級担任をはじめ、全教職員は、食物アレルギーを有する幼児児童生徒の視点に立っ

て対応するとともに、食物アレルギーやアナフィラキシーについて正しく理解する。 
ｂ 食物アレルギーがあり、学校での対応を希望する幼児児童生徒の保護者に対して「学

校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を依頼する。  
ｃ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づく対応を保護者と協議し、個別対

応マニュアル等の作成により、保護者や教職員と対応の共通理解を図る。 
ｄ 献立表や食物アレルギー対応確認表は、校内の複数の教職員で確認する。その際は、

保護者のチェックにもれや誤り等がないかも含めて確認する。 
ｅ 薬やアドレナリン自己注射（エピペンⓇ）の保管場所を日頃から確認しておく。 

ｲ 給食の時間

ａ 給食の時間は、学級担任等が校内で決められた確認作業を確実に行い、誤配膳や誤食

を予防する。 
ｂ 学級担任が教室を離れる場合は、事前に他の教職員に十分な引き継ぎを行う。 

ｳ 発生時対応の留意点

ａ 緊急時対応マニュアルに基づき、救急措置をとる。 
ｂ アナフィラキシーショックは、非常に短時間のうちに重篤な状態に至ることがあるた

め、幼児児童生徒が異常を訴えたら、すぐに対応する。  
※ 食物アレルギーを疑った場合、救急車を要請する目安の一つは、のどの症状である。

息苦しいとの訴えや咳の症状は、のどの粘膜が腫れて気道が狭くなっているサインであ

り急を要するため、即座に要請する。 
ｃ その場で安静にさせ、絶対に立たせたり、歩かせたりしない。 
ｄ アドレナリン自己注射（エピペンⓇ）の使用後、速やかに救急車で病院へ移送する。 

イ 窒息事故の防止

ｱ 指導の重点

ａ 食べ物は食べやすい大きさにして、よくかんで食べるよう指導する。 
ｂ 早食いは危険であることを指導する。 
ｃ 給食の際は、学級担任等が注意深く幼児児童生徒の様子を観察する。 

ｄ 咀
そ

嚼
しゃく

及び嚥
えん

下
げ

の能力には個人差があるので、個別の対応が必要な幼児児童生徒につい

ては、全教職員の間で共通理解を図る。 

ｅ 嚥
えん

下
げ

障害がある等、特別な支援を要する幼児児童生徒については、食事中に必ず教職
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め、幼児児童生徒が異常を訴えたら、すぐに対応する。  
※ 食物アレルギーを疑った場合、救急車を要請する目安の一つは、のどの症状である。

息苦しいとの訴えや咳の症状は、のどの粘膜が腫れて気道が狭くなっているサインであ

り急を要するため、即座に要請する。 
ｃ その場で安静にさせ、絶対に立たせたり、歩かせたりしない。 
ｄ アドレナリン自己注射（エピペンⓇ）の使用後、速やかに救急車で病院へ移送する。 

イ 窒息事故の防止

ｱ 指導の重点

ａ 食べ物は食べやすい大きさにして、よくかんで食べるよう指導する。 
ｂ 早食いは危険であることを指導する。 
ｃ 給食の際は、学級担任等が注意深く幼児児童生徒の様子を観察する。 

ｄ 咀
そ

嚼
しゃく

及び嚥
えん

下
げ

の能力には個人差があるので、個別の対応が必要な幼児児童生徒につい

ては、全教職員の間で共通理解を図る。 

ｅ 嚥
えん

下
げ

障害がある等、特別な支援を要する幼児児童生徒については、食事中に必ず教職
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２ 給食の時間に行う食に関する指導の実際

「食に関する指導の手引－第二次改訂版－」には、学校教育全体を通した食育の推進において

身に付ける三つの資質・能力に加え、これまで「食に関する指導の目標」としてきたものを再整

理した六つの「食育の視点」を示している。

給食の時間に行う指導の内容として、「小学校学習指導要領解説－特別活動編」では、楽しく食

事をすること、健康によい食事のとり方、給食時の清潔、食事環境の整備、自然への恩恵への感

謝、食文化、食料事情等を、「中学校学習指導要領解説－特別活動編」では、楽しく食事をするこ

と、栄養の偏りのない健康によい食事のとり方、食中毒の予防に関わる衛生管理の在り方、準備

や後片付け等の作業を通して奉仕や協力・協調の精神を養うこと、自然への恩恵等への感謝、食

文化、食糧事情等を例示している。

これら、給食の時間に行う指導の内容と六つの「食育の視点」との関連を整理すると次の表に

なる。

【給食の時間の指導内容と食育の視点との関連】

○：食育の視点と関連し、給食の時間に行う指導を通して学習する項目

給食の時間に行う食に関する指導は、学校で行う食育の中心的な役割を担うものである。

献立を通して食品の産地や栄養的特徴、郷土食や行事食等の食文化について学んだり、教科等

で学習したことを、給食の時間に確認したり振り返ったりすることができる等、食べる活動を通

した学びの時間として重要である。

給食の時間に行う食に関する指導は計画的、継続的に行うことが必要である。そのためには、

給食の時間に行う指導の内容

食育の視点

楽
し
く
会
食

す
る
こ
と

健
康
に
よ
い

食
事
の
と
り

方 食

事

と

安

全
・
衛
生

食
事
環
境
の

整
備
、
環
境
・

自
然
に
配
慮

食

事

と

文

化
、
地
場
産

物
へ
の
理
解

勤
労
・
協
力

と
感
謝

（食事の重要性）子どもたちが豊かな人間性を育み、

生きる力を身に付けていくためには何よりも食が大切

である。

○ ○ ○

（心身の健康）生涯にわたって健全な食生活を実現す

ることが、心身の健康の増進と豊かな人間形成に資す

る。
○ ○

（食品を選択する能力）正しい知識・情報に基づいて

食品の品質及び安全等について自ら判断し、食品に含

まれる栄養素や衛生に気を付けていくことが重要であ

る。

○ ○

（感謝の心）人の食生活が自然の恩恵の上に成り立っ

ていること、また、食に関わる人々のさまざまな活動

に支えられていることに対して感謝する心が大切であ

る。

○ ○ ○

（社会性）協力して食事の準備から後片付けをしたり

食事のマナーを身に付けたりすることで、人間関係形

成能力を身に付けることが大切である。
○ ○ ○ ○

（食文化）日本の伝統ある優れた食文化や食に関わる

歴史、地域の特性を生かした食生活（地場産物の活

用）、食料自給率等を理解し尊重しようとする。
○ ○ ○

食手引第二次 ～

 

エ 食中毒の防止

近年、食中毒が一年を通して発生している。特に、ノロウイルスに代表される「人を介し

て感染が拡大するおそれのあるウイルス」に感染することも多いことから、教室等での給食

当番の体調確認、会食時の隊形への配慮等、衛生管理について注意が必要である。また、教

職員も体調や手洗いに注意が必要である。 
ｱ 給食当番等（配食を行う児童生徒及び教職員）の健康状態の把握

ａ 「学校給食衛生管理基準」（平成２１年告示）に基づいて、以下の項目について確認記

録する。

給食当番等の健康調査票（例）

□ 下痢をしている者はいない。 □ 衛生的な服装をしている。

□ 発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。□ 手指は確実に洗浄した。

ｂ 給食当番に下痢や腹痛、嘔吐等の感染症の症状のある場合は、給食当番を代える等の

対応を行う。

ｃ 給食当番はもとより、全員が食事の前、用便後の手洗いを励行する。

ｲ 二次感染の予防対策

ａ 校内で嘔吐があった場合の嘔吐物の処理については、全教職員が共通理解を図った上

で適切に対応する。

ｂ 給食の時間中に幼児児童生徒が嘔吐した場合は、当該幼児児童生徒を保健室へ連れて

行くとともに、周囲の幼児児童生徒を可能な限り嘔吐物から遠ざけ、換気する。その後、

適切に嘔吐物の処理を行う。

【嘔吐物の処理方法】

【食器具に嘔吐物が付着した場合】

教職員は幼児児童生徒の嘔吐物のため汚れた食器具の消毒を行うなど衛生的に処理する。給食

調理施設に返却する場合は、消毒済みであることが分かるようにする。食器具の消毒は、次亜塩

素酸ナトリウム溶液（１０００ ）に１０分間浸す。

※※ 嘔嘔吐吐物物のの処処理理はは、、教教職職員員がが行行うう。。たただだしし、、学学校校給給食食従従事事者者はは行行わわなないい。。  
最最初初にに嘔嘔吐吐物物をを覆覆うう。。覆覆ううののはは白白いい布布がが望望ままししいい。。新新聞聞紙紙・・ペペーーパパーータタオオルル等等ののパパルルププ製製品品

はは、、パパルルププにによよっってて塩塩素素がが消消費費さされれるるののでで、、次次亜亜塩塩素素酸酸ナナトトリリウウムム溶溶液液ははたたっっぷぷりりかかけけるる。。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➆➆窓窓をを開開けけてて換換気気ををしし、、浮浮遊遊ししてていいるるノノロロウウイイルルススをを外外にに出出すす。。

※※ 嘔嘔吐吐物物処処理理後後 時時間間程程度度はは、、感感染染のの有有無無にに注注意意すするる。。

 

①①使使いい捨捨ててエエププロロンンやや手手

袋袋、、ママススククをを身身にに付付けけ

るる。。  

②②消消毒毒液液をを作作るる。。  
次次亜亜塩塩素素酸酸ナナトトリリウウムム溶溶液液  

（（ ））  

③③嘔嘔吐吐物物にに②②ををかかけけてて  
放放置置すするる。。  

  

④④静静かかににふふきき取取るる。。  
  

⑤⑤床床をを清清掃掃しし、、消消毒毒すするる。。  
  

⑥⑥終終了了後後、、片片付付けけししたた人人はは  
ううががいい、、手手洗洗いいををししっっかか  
りり行行うう。。  

  

くくつつカカババーーやや

ゴゴーーググルル  
髪髪をを覆覆うう物物もも  
身身にに付付けけるる。。  

手手袋袋  
二二重重  
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２ 給食の時間に行う食に関する指導の実際

「食に関する指導の手引－第二次改訂版－」には、学校教育全体を通した食育の推進において

身に付ける三つの資質・能力に加え、これまで「食に関する指導の目標」としてきたものを再整

理した六つの「食育の視点」を示している。

給食の時間に行う指導の内容として、「小学校学習指導要領解説－特別活動編」では、楽しく食

事をすること、健康によい食事のとり方、給食時の清潔、食事環境の整備、自然への恩恵への感

謝、食文化、食料事情等を、「中学校学習指導要領解説－特別活動編」では、楽しく食事をするこ

と、栄養の偏りのない健康によい食事のとり方、食中毒の予防に関わる衛生管理の在り方、準備

や後片付け等の作業を通して奉仕や協力・協調の精神を養うこと、自然への恩恵等への感謝、食

文化、食糧事情等を例示している。

これら、給食の時間に行う指導の内容と六つの「食育の視点」との関連を整理すると次の表に

なる。

【給食の時間の指導内容と食育の視点との関連】

○：食育の視点と関連し、給食の時間に行う指導を通して学習する項目

給食の時間に行う食に関する指導は、学校で行う食育の中心的な役割を担うものである。

献立を通して食品の産地や栄養的特徴、郷土食や行事食等の食文化について学んだり、教科等

で学習したことを、給食の時間に確認したり振り返ったりすることができる等、食べる活動を通

した学びの時間として重要である。

給食の時間に行う食に関する指導は計画的、継続的に行うことが必要である。そのためには、

給食の時間に行う指導の内容
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（食事の重要性）子どもたちが豊かな人間性を育み、

生きる力を身に付けていくためには何よりも食が大切

である。

○ ○ ○

（心身の健康）生涯にわたって健全な食生活を実現す

ることが、心身の健康の増進と豊かな人間形成に資す

る。
○ ○

（食品を選択する能力）正しい知識・情報に基づいて

食品の品質及び安全等について自ら判断し、食品に含

まれる栄養素や衛生に気を付けていくことが重要であ

る。

○ ○

（感謝の心）人の食生活が自然の恩恵の上に成り立っ

ていること、また、食に関わる人々のさまざまな活動

に支えられていることに対して感謝する心が大切であ

る。

○ ○ ○

（社会性）協力して食事の準備から後片付けをしたり

食事のマナーを身に付けたりすることで、人間関係形

成能力を身に付けることが大切である。
○ ○ ○ ○

（食文化）日本の伝統ある優れた食文化や食に関わる

歴史、地域の特性を生かした食生活（地場産物の活

用）、食料自給率等を理解し尊重しようとする。
○ ○ ○
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ｱ 給食当番等（配食を行う児童生徒及び教職員）の健康状態の把握

ａ 「学校給食衛生管理基準」（平成２１年告示）に基づいて、以下の項目について確認記

録する。

給食当番等の健康調査票（例）

□ 下痢をしている者はいない。 □ 衛生的な服装をしている。

□ 発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。□ 手指は確実に洗浄した。

ｂ 給食当番に下痢や腹痛、嘔吐等の感染症の症状のある場合は、給食当番を代える等の
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ｃ 給食当番はもとより、全員が食事の前、用便後の手洗いを励行する。

ｲ 二次感染の予防対策

ａ 校内で嘔吐があった場合の嘔吐物の処理については、全教職員が共通理解を図った上

で適切に対応する。

ｂ 給食の時間中に幼児児童生徒が嘔吐した場合は、当該幼児児童生徒を保健室へ連れて
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２ 給食の時間に行う食に関する指導の実際

「食に関する指導の手引－第二次改訂版－」には、学校教育全体を通した食育の推進において

身に付ける三つの資質・能力に加え、これまで「食に関する指導の目標」としてきたものを再整

理した六つの「食育の視点」を示している。

給食の時間に行う指導の内容として、「小学校学習指導要領解説－特別活動編」では、楽しく食

事をすること、健康によい食事のとり方、給食時の清潔、食事環境の整備、自然への恩恵への感

謝、食文化、食料事情等を、「中学校学習指導要領解説－特別活動編」では、楽しく食事をするこ

と、栄養の偏りのない健康によい食事のとり方、食中毒の予防に関わる衛生管理の在り方、準備

や後片付け等の作業を通して奉仕や協力・協調の精神を養うこと、自然への恩恵等への感謝、食

文化、食糧事情等を例示している。

これら、給食の時間に行う指導の内容と六つの「食育の視点」との関連を整理すると次の表に

なる。

【給食の時間の指導内容と食育の視点との関連】

○：食育の視点と関連し、給食の時間に行う指導を通して学習する項目

給食の時間に行う食に関する指導は、学校で行う食育の中心的な役割を担うものである。

献立を通して食品の産地や栄養的特徴、郷土食や行事食等の食文化について学んだり、教科等

で学習したことを、給食の時間に確認したり振り返ったりすることができる等、食べる活動を通

した学びの時間として重要である。

給食の時間に行う食に関する指導は計画的、継続的に行うことが必要である。そのためには、

給食の時間に行う指導の内容

食育の視点

楽
し
く
会
食

す
る
こ
と

健
康
に
よ
い

食
事
の
と
り

方 食

事

と

安

全
・
衛
生

食
事
環
境
の

整
備
、
環
境
・

自
然
に
配
慮

食

事

と

文

化
、
地
場
産

物
へ
の
理
解

勤
労
・
協
力

と
感
謝

（食事の重要性）子どもたちが豊かな人間性を育み、

生きる力を身に付けていくためには何よりも食が大切

である。

○ ○ ○

（心身の健康）生涯にわたって健全な食生活を実現す

ることが、心身の健康の増進と豊かな人間形成に資す

る。
○ ○

（食品を選択する能力）正しい知識・情報に基づいて

食品の品質及び安全等について自ら判断し、食品に含

まれる栄養素や衛生に気を付けていくことが重要であ

る。

○ ○

（感謝の心）人の食生活が自然の恩恵の上に成り立っ

ていること、また、食に関わる人々のさまざまな活動

に支えられていることに対して感謝する心が大切であ

る。

○ ○ ○

（社会性）協力して食事の準備から後片付けをしたり

食事のマナーを身に付けたりすることで、人間関係形

成能力を身に付けることが大切である。
○ ○ ○ ○

（食文化）日本の伝統ある優れた食文化や食に関わる

歴史、地域の特性を生かした食生活（地場産物の活

用）、食料自給率等を理解し尊重しようとする。
○ ○ ○

食手引第二次 ～

 

エ 食中毒の防止

近年、食中毒が一年を通して発生している。特に、ノロウイルスに代表される「人を介し

て感染が拡大するおそれのあるウイルス」に感染することも多いことから、教室等での給食

当番の体調確認、会食時の隊形への配慮等、衛生管理について注意が必要である。また、教

職員も体調や手洗いに注意が必要である。 
ｱ 給食当番等（配食を行う児童生徒及び教職員）の健康状態の把握

ａ 「学校給食衛生管理基準」（平成２１年告示）に基づいて、以下の項目について確認記

録する。

給食当番等の健康調査票（例）

□ 下痢をしている者はいない。 □ 衛生的な服装をしている。

□ 発熱、腹痛、嘔吐をしている者はいない。□ 手指は確実に洗浄した。

ｂ 給食当番に下痢や腹痛、嘔吐等の感染症の症状のある場合は、給食当番を代える等の

対応を行う。

ｃ 給食当番はもとより、全員が食事の前、用便後の手洗いを励行する。

ｲ 二次感染の予防対策

ａ 校内で嘔吐があった場合の嘔吐物の処理については、全教職員が共通理解を図った上

で適切に対応する。

ｂ 給食の時間中に幼児児童生徒が嘔吐した場合は、当該幼児児童生徒を保健室へ連れて

行くとともに、周囲の幼児児童生徒を可能な限り嘔吐物から遠ざけ、換気する。その後、

適切に嘔吐物の処理を行う。

【嘔吐物の処理方法】

【食器具に嘔吐物が付着した場合】

教職員は幼児児童生徒の嘔吐物のため汚れた食器具の消毒を行うなど衛生的に処理する。給食

調理施設に返却する場合は、消毒済みであることが分かるようにする。食器具の消毒は、次亜塩

素酸ナトリウム溶液（１０００ ）に１０分間浸す。

※※ 嘔嘔吐吐物物のの処処理理はは、、教教職職員員がが行行うう。。たただだしし、、学学校校給給食食従従事事者者はは行行わわなないい。。  
最最初初にに嘔嘔吐吐物物をを覆覆うう。。覆覆ううののはは白白いい布布がが望望ままししいい。。新新聞聞紙紙・・ペペーーパパーータタオオルル等等ののパパルルププ製製品品

はは、、パパルルププにによよっってて塩塩素素がが消消費費さされれるるののでで、、次次亜亜塩塩素素酸酸ナナトトリリウウムム溶溶液液ははたたっっぷぷりりかかけけるる。。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➆➆窓窓をを開開けけてて換換気気ををしし、、浮浮遊遊ししてていいるるノノロロウウイイルルススをを外外にに出出すす。。

※※ 嘔嘔吐吐物物処処理理後後 時時間間程程度度はは、、感感染染のの有有無無にに注注意意すするる。。

 

①①使使いい捨捨ててエエププロロンンやや手手

袋袋、、ママススククをを身身にに付付けけ

るる。。  

②②消消毒毒液液をを作作るる。。  
次次亜亜塩塩素素酸酸ナナトトリリウウムム溶溶液液  

（（ ））  

③③嘔嘔吐吐物物にに②②ををかかけけてて  
放放置置すするる。。  

  

④④静静かかににふふきき取取るる。。  
  

⑤⑤床床をを清清掃掃しし、、消消毒毒すするる。。  
  

⑥⑥終終了了後後、、片片付付けけししたた人人はは  
ううががいい、、手手洗洗いいををししっっかか  
りり行行うう。。  

  

くくつつカカババーーやや

ゴゴーーググルル  
髪髪をを覆覆うう物物もも  
身身にに付付けけるる。。  

手手袋袋  
二二重重  
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⑵ 教科等の学習内容と関連させて行う指導

給食の時間に行う食に関する指導と教科等での学習内容を関連させることで、給食の時間に

行う指導の効果を高めることができる。

食べる体験を通して学ぶ「給食の時間」と「教科等で学習した内容」をつなげる。さらには、

学習の内容を家庭に知らせ、家庭において実践し、その定着化を図ることが望まれる。

ア 小学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

１ 毎日の給食

【みんなで、じゅんびやあとかたづけをしよう】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○楽しい給食につなげるために、給食の準備から

後片付けまでをみんなで協力して実践できる

ようにする。（授業→給食）

き ゅ う し

ょ く と う

ばん

（道徳）

食事の準備や後

片付けを手伝う

習慣を身に付け

る。

２ 夏野菜カレー

【夏野さいのよいところを知り、おいしくあじわ

う】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○栽培している夏野菜の栄養的特徴を振り返り、

元気に生活するために食べてみようという行

動につなげる。（授業→給食）

お い し い

野 さ い を

そ だ て た

い

（生活）

栽培した野菜を

家庭に持ち帰り、

調理して食べる。

３

豆腐、油揚げ

しょうゆ、み

そ、きなこ等

を使用した献

立

【大豆からできる食品を見つける】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○今日の給食の中に、大豆からできている食品が

あるかを見つけ出し、毎日、口にしている食品

の中にも大豆からできている物があることを

確認できるようにする。（給食→授業）

す が た を

か え る 大

豆

（国語）

家庭にある大豆

製品を調べ、学習

を振り返る。

４ 毎日の給食

【栄養バランスのよい食事の仕方を確認する】

〈知識及び技能〉

○よりよい成長と健康のための食事の在り方に

ついての学習内容を、給食の献立を例に振り返

ることができるようにする。（授業→給食）

よ り よ い

成 長 の た

めに

（体育

保健領域）

家庭の食生活を

振り返り、栄養バ

ランスを確認す

る。

教科等学習の場

給 食 の 時 間

家 庭

知識 

知識 
体験・復習 

復習・実践 

体験・定着  
実践・定着 

 

学級担任は学校給食の管理と食に関する指導を一体して行うことを職務としている栄養教諭と連

携して実施することが重要になる。

栄養教諭と常に密な連携を図る中で、学級担任が指導計画等を作成し、それに基づいて実施す

ることで給食の時間に行う食に関する指導の効果を一層上げることが期待できる。

⑴ 献立を教材として行う指導

給食に使用している食品を活用して、食料の生産、流通、消費について理解させたり、献立

を活用して食品の種類や特徴、栄養バランスのとれた食事等を知らせたりする。他にも、季節

や行事にちなんだ行事食や郷土食、地場産物を提供する等、食べる体験を通して食に関する知

識を深めることができる。

ア 留意点

ｱ 幼児児童生徒の発達段階や実態に合わせて、献立や料理、食品についての情報を効果的

に指導に活用する。

ｲ 献立一口メモのように、食に関する指導の情報をまとめたものを各学級に配付し、委員

会活動として委員から伝えたり、学級の係活動にしたり、学級担任が伝えたりするほか、

給食の時間の放送で知らせたり、掲示物にしたりして活用する。

ｳ 料理する前の食品を見せたり、生産者や生産している様子を写真や動画等で知らせたり、

生産者等から直接話を聞いたりする。

イ 献立を活用した食に関する指導（例） ★

【献立】ごはん、牛乳、めひかりのから揚げ、れんこんサラダ、冬野菜たっぷりみそ汁、

みかんゼリー 
 

【ごはん】

・愛知県でとれた「あいちのかおり」

という米で、粒が大きいという特

徴があります。

・愛知県で開発された米で、病気

に強く農薬の使用を減らすよう

に改良されました。愛知県で最

も多く作られています。

・１０月の始めから終わりにかけて

収穫され、今日のごはんは今年と

れた新米です。

・ごはんは、おもにエネルギーの

もとになる食品で、炭水化物を

多く含みます。 

【みかんゼリー】

・形が不揃いで廃棄されてしまうみ

かんを無駄にしないように、おい

しいゼリーにしました。加工する

ことで年間を通してみかんが味

わえます。 

【めひかり】

・愛知県の三河湾で水揚げ

された魚です。冬から春

にかけてとれます。

・骨まで食べられるのでカ

ルシウムがたくさんとれ

ます。 

【れんこん】

・れんこんは茎を食べる野菜です。土の中で育つ野菜で、寒

い季節に収穫するため農家の人は大変です。

・愛知県の愛西市で採れたものです。

・穴があいているので見通しがきくといって縁起がよいとさ

れ、おせち料理にも使われています。

・食物繊維が多く含まれ、腸の調子を整えてくれます。 

【豆みそ】

・みそ汁に使われているみそは、大豆、こうじ、塩が材料の

「豆みそ」です。豆みそは、東海地方（愛知県・岐阜県・

三重県）で造られています。 
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⑵ 教科等の学習内容と関連させて行う指導

給食の時間に行う食に関する指導と教科等での学習内容を関連させることで、給食の時間に

行う指導の効果を高めることができる。

食べる体験を通して学ぶ「給食の時間」と「教科等で学習した内容」をつなげる。さらには、

学習の内容を家庭に知らせ、家庭において実践し、その定着化を図ることが望まれる。

ア 小学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

１ 毎日の給食

【みんなで、じゅんびやあとかたづけをしよう】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○楽しい給食につなげるために、給食の準備から

後片付けまでをみんなで協力して実践できる

ようにする。（授業→給食）

き ゅ う し

ょ く と う

ばん

（道徳）

食事の準備や後

片付けを手伝う

習慣を身に付け

る。

２ 夏野菜カレー

【夏野さいのよいところを知り、おいしくあじわ

う】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○栽培している夏野菜の栄養的特徴を振り返り、

元気に生活するために食べてみようという行

動につなげる。（授業→給食）

お い し い

野 さ い を

そ だ て た

い

（生活）

栽培した野菜を

家庭に持ち帰り、

調理して食べる。

３

豆腐、油揚げ

しょうゆ、み

そ、きなこ等

を使用した献

立

【大豆からできる食品を見つける】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○今日の給食の中に、大豆からできている食品が

あるかを見つけ出し、毎日、口にしている食品

の中にも大豆からできている物があることを

確認できるようにする。（給食→授業）

す が た を

か え る 大

豆

（国語）

家庭にある大豆

製品を調べ、学習

を振り返る。

４ 毎日の給食

【栄養バランスのよい食事の仕方を確認する】

〈知識及び技能〉

○よりよい成長と健康のための食事の在り方に

ついての学習内容を、給食の献立を例に振り返

ることができるようにする。（授業→給食）

よ り よ い

成 長 の た

めに

（体育

保健領域）

家庭の食生活を

振り返り、栄養バ

ランスを確認す

る。

教科等学習の場

給 食 の 時 間

家 庭

知識 

知識 
体験・復習 

復習・実践 

体験・定着  
実践・定着 

 

学級担任は学校給食の管理と食に関する指導を一体して行うことを職務としている栄養教諭と連

携して実施することが重要になる。

栄養教諭と常に密な連携を図る中で、学級担任が指導計画等を作成し、それに基づいて実施す

ることで給食の時間に行う食に関する指導の効果を一層上げることが期待できる。

⑴ 献立を教材として行う指導

給食に使用している食品を活用して、食料の生産、流通、消費について理解させたり、献立

を活用して食品の種類や特徴、栄養バランスのとれた食事等を知らせたりする。他にも、季節

や行事にちなんだ行事食や郷土食、地場産物を提供する等、食べる体験を通して食に関する知

識を深めることができる。

ア 留意点

ｱ 幼児児童生徒の発達段階や実態に合わせて、献立や料理、食品についての情報を効果的

に指導に活用する。

ｲ 献立一口メモのように、食に関する指導の情報をまとめたものを各学級に配付し、委員

会活動として委員から伝えたり、学級の係活動にしたり、学級担任が伝えたりするほか、

給食の時間の放送で知らせたり、掲示物にしたりして活用する。

ｳ 料理する前の食品を見せたり、生産者や生産している様子を写真や動画等で知らせたり、

生産者等から直接話を聞いたりする。

イ 献立を活用した食に関する指導（例） ★

【献立】ごはん、牛乳、めひかりのから揚げ、れんこんサラダ、冬野菜たっぷりみそ汁、

みかんゼリー 
 

【ごはん】

・愛知県でとれた「あいちのかおり」

という米で、粒が大きいという特

徴があります。

・愛知県で開発された米で、病気

に強く農薬の使用を減らすよう

に改良されました。愛知県で最

も多く作られています。

・１０月の始めから終わりにかけて

収穫され、今日のごはんは今年と

れた新米です。

・ごはんは、おもにエネルギーの

もとになる食品で、炭水化物を

多く含みます。 

【みかんゼリー】

・形が不揃いで廃棄されてしまうみ

かんを無駄にしないように、おい

しいゼリーにしました。加工する

ことで年間を通してみかんが味

わえます。 

【めひかり】

・愛知県の三河湾で水揚げ

された魚です。冬から春

にかけてとれます。

・骨まで食べられるのでカ

ルシウムがたくさんとれ

ます。 

【れんこん】

・れんこんは茎を食べる野菜です。土の中で育つ野菜で、寒

い季節に収穫するため農家の人は大変です。

・愛知県の愛西市で採れたものです。

・穴があいているので見通しがきくといって縁起がよいとさ

れ、おせち料理にも使われています。

・食物繊維が多く含まれ、腸の調子を整えてくれます。 

【豆みそ】

・みそ汁に使われているみそは、大豆、こうじ、塩が材料の

「豆みそ」です。豆みそは、東海地方（愛知県・岐阜県・

三重県）で造られています。 
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⑵ 教科等の学習内容と関連させて行う指導

給食の時間に行う食に関する指導と教科等での学習内容を関連させることで、給食の時間に

行う指導の効果を高めることができる。

食べる体験を通して学ぶ「給食の時間」と「教科等で学習した内容」をつなげる。さらには、

学習の内容を家庭に知らせ、家庭において実践し、その定着化を図ることが望まれる。

ア 小学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

１ 毎日の給食

【みんなで、じゅんびやあとかたづけをしよう】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○楽しい給食につなげるために、給食の準備から

後片付けまでをみんなで協力して実践できる

ようにする。（授業→給食）

き ゅ う し

ょ く と う

ばん

（道徳）

食事の準備や後

片付けを手伝う

習慣を身に付け

る。

２ 夏野菜カレー

【夏野さいのよいところを知り、おいしくあじわ

う】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○栽培している夏野菜の栄養的特徴を振り返り、

元気に生活するために食べてみようという行

動につなげる。（授業→給食）

お い し い

野 さ い を

そ だ て た

い

（生活）

栽培した野菜を

家庭に持ち帰り、

調理して食べる。

３

豆腐、油揚げ

しょうゆ、み

そ、きなこ等

を使用した献

立

【大豆からできる食品を見つける】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○今日の給食の中に、大豆からできている食品が

あるかを見つけ出し、毎日、口にしている食品

の中にも大豆からできている物があることを

確認できるようにする。（給食→授業）

す が た を

か え る 大

豆

（国語）

家庭にある大豆

製品を調べ、学習

を振り返る。

４ 毎日の給食

【栄養バランスのよい食事の仕方を確認する】

〈知識及び技能〉

○よりよい成長と健康のための食事の在り方に

ついての学習内容を、給食の献立を例に振り返

ることができるようにする。（授業→給食）

よ り よ い

成 長 の た

めに

（体育

保健領域）

家庭の食生活を

振り返り、栄養バ

ランスを確認す

る。

教科等学習の場

給 食 の 時 間

家 庭

知識 

知識 
体験・復習 

復習・実践 

体験・定着  
実践・定着 

 

学級担任は学校給食の管理と食に関する指導を一体して行うことを職務としている栄養教諭と連

携して実施することが重要になる。

栄養教諭と常に密な連携を図る中で、学級担任が指導計画等を作成し、それに基づいて実施す

ることで給食の時間に行う食に関する指導の効果を一層上げることが期待できる。

⑴ 献立を教材として行う指導

給食に使用している食品を活用して、食料の生産、流通、消費について理解させたり、献立

を活用して食品の種類や特徴、栄養バランスのとれた食事等を知らせたりする。他にも、季節

や行事にちなんだ行事食や郷土食、地場産物を提供する等、食べる体験を通して食に関する知

識を深めることができる。

ア 留意点

ｱ 幼児児童生徒の発達段階や実態に合わせて、献立や料理、食品についての情報を効果的

に指導に活用する。

ｲ 献立一口メモのように、食に関する指導の情報をまとめたものを各学級に配付し、委員

会活動として委員から伝えたり、学級の係活動にしたり、学級担任が伝えたりするほか、

給食の時間の放送で知らせたり、掲示物にしたりして活用する。

ｳ 料理する前の食品を見せたり、生産者や生産している様子を写真や動画等で知らせたり、

生産者等から直接話を聞いたりする。

イ 献立を活用した食に関する指導（例） ★

【献立】ごはん、牛乳、めひかりのから揚げ、れんこんサラダ、冬野菜たっぷりみそ汁、

みかんゼリー 
 

【ごはん】

・愛知県でとれた「あいちのかおり」

という米で、粒が大きいという特

徴があります。

・愛知県で開発された米で、病気

に強く農薬の使用を減らすよう

に改良されました。愛知県で最

も多く作られています。

・１０月の始めから終わりにかけて

収穫され、今日のごはんは今年と

れた新米です。

・ごはんは、おもにエネルギーの

もとになる食品で、炭水化物を

多く含みます。 

【みかんゼリー】

・形が不揃いで廃棄されてしまうみ

かんを無駄にしないように、おい

しいゼリーにしました。加工する

ことで年間を通してみかんが味

わえます。 

【めひかり】

・愛知県の三河湾で水揚げ

された魚です。冬から春

にかけてとれます。

・骨まで食べられるのでカ

ルシウムがたくさんとれ

ます。 

【れんこん】

・れんこんは茎を食べる野菜です。土の中で育つ野菜で、寒

い季節に収穫するため農家の人は大変です。

・愛知県の愛西市で採れたものです。

・穴があいているので見通しがきくといって縁起がよいとさ

れ、おせち料理にも使われています。

・食物繊維が多く含まれ、腸の調子を整えてくれます。 

【豆みそ】

・みそ汁に使われているみそは、大豆、こうじ、塩が材料の

「豆みそ」です。豆みそは、東海地方（愛知県・岐阜県・

三重県）で造られています。 
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ウ 特別支援学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

毎日の給食

【人間関係の形成やコミュニケーションの基礎を

身に付ける】

○給食の時間でのやりとりで、言葉や身振り、絵

カード等を活用して、自分の気持ちを周囲に伝

えることができるように促す。

コミュニ

ケーショ

ン

（自立活

動） 

家族とやりとりを

しながら、楽しく

食事をする。 

小

学

部

野菜を使っ

た献立

【栽培している野菜を見つけて食べる】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○自分たちが栽培している野菜を給食に使われて

いる野菜から見つけて、同じものであると確認

できるようにする。（授業→給食）

栽培活動：

自然に親

しもう

（生活） 

収穫した野菜を持

ち帰り、家庭で調

理して食べる。 

中

学

部

毎日の給食

【感謝の気持ちをもって食べる】

〈学びに向かう力、人間性等〉

○給食ができるまでに多くの人が関わっているこ

とを学習し、感謝して食べようとする行動につ

なげるようにする。（授業→給食）

いろいろ 
な仕事 
（社会） 

食事を作ってくれ

た人に感謝し、準

備や後片付け等の

手伝いをしようと

する。 

高

等

部

毎日の給食

【食事の大切さを確認する】

〈知識及び技能〉

○健康な生活を送り、病気を予防するためには、

栄養バランスのよい食事を食べることが大切で

あることを振り返れるようにする。（授業→給

食）

健康な生

活と病気

の予防

（保健体

育 保健

分野）

食事の栄養バラン

スや毎日３回の食

事を規則正しくと

ることを意識す

る。 

 

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

５

地場産物や外

国産の食品を

使っている献

立

【身近な食料についての生産や流通を知る】

〈知識及び技能〉

○給食に使われている食材の産地や生産の状況

を知らせる。（給食→授業）

わ た し た

ち の 生 活

と 食 料 生

産

（社会）

食品の産地を確

認しながら買い

物をする。

６

ごはん、魚

（肉）、野菜

の和え物等の

献立

【栄養バランスのよい食事の形について考える】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○給食に使われている食べ物の組み合わせや栄

養素、食事の形（主食・主菜・副菜・汁物）等

に着目し、一食分の献立の形をイメージできる

ようにする。（授業→給食）

献 立 を 工

夫して

（家庭）

休みの日に家族

と一緒に食事を

作る。

（給食→授業）：給食の時間の指導を教科等の学習に生かす。

（授業→給食）：教科等での学習内容を給食の時間の指導で生かす。

イ 中学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

１ 毎日の給食

【望ましい栄養のとり方を確認する】 
〈知識及び技能〉

○給食を食べながら、栄養バランスのよい食事

の組み合わせや成長期に必要な食事の量につ

いて確認できるようにする。（授業→給食）

中学生に 
必要な食 
事 
（技術・家 
庭 家庭 
分野） 

家庭での食生活を

振り返り、毎日規

則正しく食事をと

ることができる。 

２

レトルト防災

食品や乾物等

を使用した防

災献立

【備蓄食品の重要性や種類について知る】 
〈知識及び技能〉

○防災給食を食べた後、自然災害による傷害の

防止や災害の備えとして、普段の食生活に備

蓄食品を取り入れることの大切さを理解でき

るようにする。（給食→授業）

傷害の防 
止 
（保健体 
育 保健 
分野） 

家庭の備蓄品を確

認し、災害に備え

る。 

３

いわしの梅煮

を使用した献

立

【おいしく食べるための調理の工夫を見つけ

る】 
〈思考力、判断力、表現力等〉

○酸とアルカリの中和の仕組みを調理に生かし

た料理を見つけるように促す。（授業→給食）

化学変化 
とイオン 
（理科） 

他にもある酸やア

ルカリの特性をも

つ食品を確認す

る。 
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ウ 特別支援学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

毎日の給食

【人間関係の形成やコミュニケーションの基礎を

身に付ける】

○給食の時間でのやりとりで、言葉や身振り、絵

カード等を活用して、自分の気持ちを周囲に伝

えることができるように促す。

コミュニ

ケーショ

ン

（自立活

動） 

家族とやりとりを

しながら、楽しく

食事をする。 

小

学

部

野菜を使っ

た献立

【栽培している野菜を見つけて食べる】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○自分たちが栽培している野菜を給食に使われて

いる野菜から見つけて、同じものであると確認

できるようにする。（授業→給食）

栽培活動：

自然に親

しもう

（生活） 

収穫した野菜を持

ち帰り、家庭で調

理して食べる。 

中

学

部

毎日の給食

【感謝の気持ちをもって食べる】

〈学びに向かう力、人間性等〉

○給食ができるまでに多くの人が関わっているこ

とを学習し、感謝して食べようとする行動につ

なげるようにする。（授業→給食）

いろいろ 
な仕事 
（社会） 

食事を作ってくれ

た人に感謝し、準

備や後片付け等の

手伝いをしようと

する。 

高

等

部

毎日の給食

【食事の大切さを確認する】

〈知識及び技能〉

○健康な生活を送り、病気を予防するためには、

栄養バランスのよい食事を食べることが大切で

あることを振り返れるようにする。（授業→給

食）

健康な生

活と病気

の予防

（保健体

育 保健

分野）

食事の栄養バラン

スや毎日３回の食

事を規則正しくと

ることを意識す

る。 

 

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

５

地場産物や外

国産の食品を

使っている献

立

【身近な食料についての生産や流通を知る】

〈知識及び技能〉

○給食に使われている食材の産地や生産の状況

を知らせる。（給食→授業）

わ た し た

ち の 生 活

と 食 料 生

産

（社会）

食品の産地を確

認しながら買い

物をする。

６

ごはん、魚

（肉）、野菜

の和え物等の

献立

【栄養バランスのよい食事の形について考える】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○給食に使われている食べ物の組み合わせや栄

養素、食事の形（主食・主菜・副菜・汁物）等

に着目し、一食分の献立の形をイメージできる

ようにする。（授業→給食）

献 立 を 工

夫して

（家庭）

休みの日に家族

と一緒に食事を

作る。

（給食→授業）：給食の時間の指導を教科等の学習に生かす。

（授業→給食）：教科等での学習内容を給食の時間の指導で生かす。

イ 中学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

１ 毎日の給食

【望ましい栄養のとり方を確認する】 
〈知識及び技能〉

○給食を食べながら、栄養バランスのよい食事

の組み合わせや成長期に必要な食事の量につ

いて確認できるようにする。（授業→給食）

中学生に 
必要な食 
事 
（技術・家 
庭 家庭 
分野） 

家庭での食生活を

振り返り、毎日規

則正しく食事をと

ることができる。 

２

レトルト防災

食品や乾物等

を使用した防

災献立

【備蓄食品の重要性や種類について知る】 
〈知識及び技能〉

○防災給食を食べた後、自然災害による傷害の

防止や災害の備えとして、普段の食生活に備

蓄食品を取り入れることの大切さを理解でき

るようにする。（給食→授業）

傷害の防 
止 
（保健体 
育 保健 
分野） 

家庭の備蓄品を確

認し、災害に備え

る。 

３

いわしの梅煮

を使用した献

立

【おいしく食べるための調理の工夫を見つけ

る】 
〈思考力、判断力、表現力等〉

○酸とアルカリの中和の仕組みを調理に生かし

た料理を見つけるように促す。（授業→給食）

化学変化 
とイオン 
（理科） 

他にもある酸やア

ルカリの特性をも

つ食品を確認す

る。 
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ウ 特別支援学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

毎日の給食

【人間関係の形成やコミュニケーションの基礎を

身に付ける】

○給食の時間でのやりとりで、言葉や身振り、絵

カード等を活用して、自分の気持ちを周囲に伝

えることができるように促す。

コミュニ

ケーショ

ン

（自立活

動） 

家族とやりとりを

しながら、楽しく

食事をする。 

小

学

部

野菜を使っ

た献立

【栽培している野菜を見つけて食べる】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○自分たちが栽培している野菜を給食に使われて

いる野菜から見つけて、同じものであると確認

できるようにする。（授業→給食）

栽培活動：

自然に親

しもう

（生活） 

収穫した野菜を持

ち帰り、家庭で調

理して食べる。 

中

学

部

毎日の給食

【感謝の気持ちをもって食べる】

〈学びに向かう力、人間性等〉

○給食ができるまでに多くの人が関わっているこ

とを学習し、感謝して食べようとする行動につ

なげるようにする。（授業→給食）

いろいろ 
な仕事 
（社会） 

食事を作ってくれ

た人に感謝し、準

備や後片付け等の

手伝いをしようと

する。 

高

等

部

毎日の給食

【食事の大切さを確認する】

〈知識及び技能〉

○健康な生活を送り、病気を予防するためには、

栄養バランスのよい食事を食べることが大切で

あることを振り返れるようにする。（授業→給

食）

健康な生

活と病気

の予防

（保健体

育 保健

分野）

食事の栄養バラン

スや毎日３回の食

事を規則正しくと

ることを意識す

る。 

 

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

５

地場産物や外

国産の食品を

使っている献

立

【身近な食料についての生産や流通を知る】

〈知識及び技能〉

○給食に使われている食材の産地や生産の状況

を知らせる。（給食→授業）

わ た し た

ち の 生 活

と 食 料 生

産

（社会）

食品の産地を確

認しながら買い

物をする。

６

ごはん、魚

（肉）、野菜

の和え物等の

献立

【栄養バランスのよい食事の形について考える】

〈思考力、判断力、表現力等〉

○給食に使われている食べ物の組み合わせや栄

養素、食事の形（主食・主菜・副菜・汁物）等

に着目し、一食分の献立の形をイメージできる

ようにする。（授業→給食）

献 立 を 工

夫して

（家庭）

休みの日に家族

と一緒に食事を

作る。

（給食→授業）：給食の時間の指導を教科等の学習に生かす。

（授業→給食）：教科等での学習内容を給食の時間の指導で生かす。

イ 中学校での指導（例） ★★

学

年

活用する

献立
【めあて】〈三つの資質・能力〉○教師の支援

教科等で

の学習
家庭との連携

１ 毎日の給食

【望ましい栄養のとり方を確認する】 
〈知識及び技能〉

○給食を食べながら、栄養バランスのよい食事

の組み合わせや成長期に必要な食事の量につ

いて確認できるようにする。（授業→給食）

中学生に 
必要な食 
事 
（技術・家 
庭 家庭 
分野） 

家庭での食生活を

振り返り、毎日規

則正しく食事をと

ることができる。 

２

レトルト防災

食品や乾物等

を使用した防

災献立

【備蓄食品の重要性や種類について知る】 
〈知識及び技能〉

○防災給食を食べた後、自然災害による傷害の

防止や災害の備えとして、普段の食生活に備

蓄食品を取り入れることの大切さを理解でき

るようにする。（給食→授業）

傷害の防 
止 
（保健体 
育 保健 
分野） 

家庭の備蓄品を確

認し、災害に備え

る。 

３

いわしの梅煮

を使用した献

立

【おいしく食べるための調理の工夫を見つけ

る】 
〈思考力、判断力、表現力等〉

○酸とアルカリの中和の仕組みを調理に生かし

た料理を見つけるように促す。（授業→給食）

化学変化 
とイオン 
（理科） 

他にもある酸やア

ルカリの特性をも

つ食品を確認す

る。 
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養教諭等は、幼児児童生徒の努力を認め偏食改善への意欲をもてるよう留意する。 
日々の給食指導においては、本人が苦手な食品についてその日食べる量を決定し、完食

することを目標とした個に応じた指導を継続的に行う。学校給食を教材とした集団指導で

は、食品の種類やそれぞれの食品の働きについて正しい知識や感謝の気持ちをもち、残さ

ず食べようとする意欲を高める。そのほか、給食の時間を十分に確保すること、楽しく食

事をすることも大切である。 
ウ 肥満傾向 

肥満度が２０％以上の幼児児童生徒が対象となる。よくかんで食べる、早食いしない、

好き嫌いせずバランスよく食べる等に配慮する。また、成長期であることから、エネルギ

ー摂取量を抑えながら、各栄養素が不足しないよう留意する。 
 エ やせ傾向 

 肥満度が－２０％以下の幼児児童生徒が対象となる。思春期には、やせ願望から食事量

を減らす、食べない等の傾向が見られる。やせ願望による少食の児童生徒には、無理に減

食した場合の弊害について理解させるとともに、家庭とも十分連携をとりながら指導する

ことが大切である。 
 オ スポーツ 

スポーツによる身体活動量の増加により、エネルギーや各栄養素の必要量が増加するた

め、運動量に見合った食事の量と質を確保することが基本となる。成長期であるので、成長

のために必要な分も考慮する。 
身体活動量増加分のエネルギーが不足すると、さまざまな健康問題を引き起こす原因にな

るので、エネルギーが不足しないよう注意する。他の児童生徒と同様に好き嫌いせずバラン

スよく食べるよう配慮する。 
カ 食行動の問題 

ｱ  食行動の問題の原因 
体重に対する過度なこだわりによる不食や過食、極端な偏食、食べ物や食べ方に対す

るこだわり等、日常の食事や健康に支障を来す食行動は、摂食障害や発達障害、または

その疑いが原因として考えられる。 
＜行動の問題例＞

・太ることを極端に恐れ、給食や食事をほとんど食べない。 
・和え物、煮物等の複数の食品が混ざった料理は食べることができない。 
・空腹や満腹を感じにくく、適切な食事の量が分からない。 
・大人数での食事は音や匂い等の情報が多く、食事に集中できない。 
・食事のマナーが覚えられない。 

ｲ 特別な支援が必要な児童生徒に対する指導の留意点

特別支援学級の児童生徒だけでなく、普通学級の児童生徒で特別な支援が必要な場合

は個に応じた指導を行う。個々の児童生徒の障害による食行動の問題については、個別

の支援計画や指導計画に基づき、個に応じて必要な支援や指導を行うことが望ましい。

学校給食での対応としては、本人の思いや希望を聞く、食器具を変える、食事の場所を

検討する、絵カードを用いて食事のマナーを伝える等、該当児童生徒が安心して楽し

く、集中して給食の時間を過ごすことができるよう環境の整備も重要である。

 

３ 個に応じた指導

⑴ 個に応じた指導の基本

ア 集団を基本としながら、一人一人の幼児児童生徒の特性を考慮し、その指導が画一的なも

のとならないよう配慮する。

イ 食事の量、食べる速さ、嗜
し

好等について個別に把握し、少しずつ根気強く改善に向けた指

導を行う。少食や好き嫌いが多い場合は、食べ始める前に食べられるだけの量にする。その

量が食べられるようになったら、少しずつ増量していくような配慮をする。

ウ 学級担任と栄養教諭等が連携・協力を図る必要がある。 
エ 対象幼児児童生徒の過大な重荷になったり、他の児童生徒からのいじめのきっかけになっ

たりしないよう、周囲の幼児児童生徒の実態を踏まえた指導を行う。 
 

⑵ 食生活の状況と問題点の把握

幼児児童生徒の食生活状況について、家庭の理解と協力を得て問題点を把握するとともに、

保護者の願いや幼児児童生徒の思いを考慮する。 
 
⑶ 家庭との連携

ア 特に指導の必要な児童生徒については、積極的に保護者に働きかける。 
イ 給食参観、親子給食、試食会等を通し、児童生徒の給食の様子、偏食等の実態について知

らせ、改善に理解や協力を呼びかける。 
 
⑷ 個別な配慮が必要となる幼児児童生徒 ★★

※ 具体的な指導方法については、「４ 学級担任として必要な給食指導の基本事項 ⑸ 個に

応じた指導の留意点」を参考にする（１４８、１４９ページ参照）。

 
ア 食物アレルギー 

安全性を最優先し、組織的に対応することが不可欠である。そのためには、校内食物アレ

ルギー対応委員会を活用し、日々の給食の受け取り、内容確認、配膳、おかわり等の周知を

徹底する。 
食物アレルギー対応食について、原材料が分かる統一した献立表で確認する方法や、対応

食と普通食との違いを学級担任と本人とで確認するための具体的な方法等について取り決め

る。学級担任が不在の場合でも、学級担任同様に食物アレルギーを有する幼児児童生徒の状

態や対応内容を代わりの教員が把握し、学級担任と同じ対応ができるようにする。 
また、日々の繰り返しの中で、確認作業が形骸化しないように注意し、誤食事故等が起き

ないようルールを決める等の配慮をする。 
・献立内容の確認方法 ・給食当番の役割確認 ・おかわり等を含む喫食時の注意点  
・配膳時の注意点 ・片付け時の注意点 ・その他交流給食等の注意点 等 

イ 偏食

該当幼児児童生徒の達成感や自信につながるよう、まずは苦手な食品の匂いをかぐだけ、

ごく少量を食べてみる等、偏食の原因を軽減するための取組を段階的に行う。学級担任や栄 

食手引第二次 ～

県食アレ ､食手引第二次 ～
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養教諭等は、幼児児童生徒の努力を認め偏食改善への意欲をもてるよう留意する。 
日々の給食指導においては、本人が苦手な食品についてその日食べる量を決定し、完食

することを目標とした個に応じた指導を継続的に行う。学校給食を教材とした集団指導で

は、食品の種類やそれぞれの食品の働きについて正しい知識や感謝の気持ちをもち、残さ

ず食べようとする意欲を高める。そのほか、給食の時間を十分に確保すること、楽しく食

事をすることも大切である。 
ウ 肥満傾向 

肥満度が２０％以上の幼児児童生徒が対象となる。よくかんで食べる、早食いしない、

好き嫌いせずバランスよく食べる等に配慮する。また、成長期であることから、エネルギ

ー摂取量を抑えながら、各栄養素が不足しないよう留意する。 
 エ やせ傾向 

 肥満度が－２０％以下の幼児児童生徒が対象となる。思春期には、やせ願望から食事量

を減らす、食べない等の傾向が見られる。やせ願望による少食の児童生徒には、無理に減

食した場合の弊害について理解させるとともに、家庭とも十分連携をとりながら指導する

ことが大切である。 
 オ スポーツ 

スポーツによる身体活動量の増加により、エネルギーや各栄養素の必要量が増加するた

め、運動量に見合った食事の量と質を確保することが基本となる。成長期であるので、成長

のために必要な分も考慮する。 
身体活動量増加分のエネルギーが不足すると、さまざまな健康問題を引き起こす原因にな

るので、エネルギーが不足しないよう注意する。他の児童生徒と同様に好き嫌いせずバラン

スよく食べるよう配慮する。 
カ 食行動の問題 

ｱ  食行動の問題の原因 
体重に対する過度なこだわりによる不食や過食、極端な偏食、食べ物や食べ方に対す

るこだわり等、日常の食事や健康に支障を来す食行動は、摂食障害や発達障害、または

その疑いが原因として考えられる。 
＜行動の問題例＞

・太ることを極端に恐れ、給食や食事をほとんど食べない。 
・和え物、煮物等の複数の食品が混ざった料理は食べることができない。 
・空腹や満腹を感じにくく、適切な食事の量が分からない。 
・大人数での食事は音や匂い等の情報が多く、食事に集中できない。 
・食事のマナーが覚えられない。 

ｲ 特別な支援が必要な児童生徒に対する指導の留意点

特別支援学級の児童生徒だけでなく、普通学級の児童生徒で特別な支援が必要な場合

は個に応じた指導を行う。個々の児童生徒の障害による食行動の問題については、個別

の支援計画や指導計画に基づき、個に応じて必要な支援や指導を行うことが望ましい。

学校給食での対応としては、本人の思いや希望を聞く、食器具を変える、食事の場所を

検討する、絵カードを用いて食事のマナーを伝える等、該当児童生徒が安心して楽し

く、集中して給食の時間を過ごすことができるよう環境の整備も重要である。

 

３ 個に応じた指導

⑴ 個に応じた指導の基本

ア 集団を基本としながら、一人一人の幼児児童生徒の特性を考慮し、その指導が画一的なも

のとならないよう配慮する。

イ 食事の量、食べる速さ、嗜
し

好等について個別に把握し、少しずつ根気強く改善に向けた指

導を行う。少食や好き嫌いが多い場合は、食べ始める前に食べられるだけの量にする。その

量が食べられるようになったら、少しずつ増量していくような配慮をする。

ウ 学級担任と栄養教諭等が連携・協力を図る必要がある。 
エ 対象幼児児童生徒の過大な重荷になったり、他の児童生徒からのいじめのきっかけになっ

たりしないよう、周囲の幼児児童生徒の実態を踏まえた指導を行う。 
 

⑵ 食生活の状況と問題点の把握

幼児児童生徒の食生活状況について、家庭の理解と協力を得て問題点を把握するとともに、

保護者の願いや幼児児童生徒の思いを考慮する。 
 
⑶ 家庭との連携

ア 特に指導の必要な児童生徒については、積極的に保護者に働きかける。 
イ 給食参観、親子給食、試食会等を通し、児童生徒の給食の様子、偏食等の実態について知

らせ、改善に理解や協力を呼びかける。 
 
⑷ 個別な配慮が必要となる幼児児童生徒 ★★

※ 具体的な指導方法については、「４ 学級担任として必要な給食指導の基本事項 ⑸ 個に

応じた指導の留意点」を参考にする（１４８、１４９ページ参照）。

 
ア 食物アレルギー 

安全性を最優先し、組織的に対応することが不可欠である。そのためには、校内食物アレ

ルギー対応委員会を活用し、日々の給食の受け取り、内容確認、配膳、おかわり等の周知を

徹底する。 
食物アレルギー対応食について、原材料が分かる統一した献立表で確認する方法や、対応

食と普通食との違いを学級担任と本人とで確認するための具体的な方法等について取り決め

る。学級担任が不在の場合でも、学級担任同様に食物アレルギーを有する幼児児童生徒の状

態や対応内容を代わりの教員が把握し、学級担任と同じ対応ができるようにする。 
また、日々の繰り返しの中で、確認作業が形骸化しないように注意し、誤食事故等が起き

ないようルールを決める等の配慮をする。 
・献立内容の確認方法 ・給食当番の役割確認 ・おかわり等を含む喫食時の注意点  
・配膳時の注意点 ・片付け時の注意点 ・その他交流給食等の注意点 等 

イ 偏食

該当幼児児童生徒の達成感や自信につながるよう、まずは苦手な食品の匂いをかぐだけ、

ごく少量を食べてみる等、偏食の原因を軽減するための取組を段階的に行う。学級担任や栄 

食手引第二次 ～

県食アレ ､食手引第二次 ～
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養教諭等は、幼児児童生徒の努力を認め偏食改善への意欲をもてるよう留意する。 
日々の給食指導においては、本人が苦手な食品についてその日食べる量を決定し、完食

することを目標とした個に応じた指導を継続的に行う。学校給食を教材とした集団指導で

は、食品の種類やそれぞれの食品の働きについて正しい知識や感謝の気持ちをもち、残さ

ず食べようとする意欲を高める。そのほか、給食の時間を十分に確保すること、楽しく食

事をすることも大切である。 
ウ 肥満傾向 

肥満度が２０％以上の幼児児童生徒が対象となる。よくかんで食べる、早食いしない、

好き嫌いせずバランスよく食べる等に配慮する。また、成長期であることから、エネルギ

ー摂取量を抑えながら、各栄養素が不足しないよう留意する。 
 エ やせ傾向 

 肥満度が－２０％以下の幼児児童生徒が対象となる。思春期には、やせ願望から食事量

を減らす、食べない等の傾向が見られる。やせ願望による少食の児童生徒には、無理に減

食した場合の弊害について理解させるとともに、家庭とも十分連携をとりながら指導する

ことが大切である。 
 オ スポーツ 

スポーツによる身体活動量の増加により、エネルギーや各栄養素の必要量が増加するた

め、運動量に見合った食事の量と質を確保することが基本となる。成長期であるので、成長

のために必要な分も考慮する。 
身体活動量増加分のエネルギーが不足すると、さまざまな健康問題を引き起こす原因にな

るので、エネルギーが不足しないよう注意する。他の児童生徒と同様に好き嫌いせずバラン

スよく食べるよう配慮する。 
カ 食行動の問題 

ｱ  食行動の問題の原因 
体重に対する過度なこだわりによる不食や過食、極端な偏食、食べ物や食べ方に対す

るこだわり等、日常の食事や健康に支障を来す食行動は、摂食障害や発達障害、または

その疑いが原因として考えられる。 
＜行動の問題例＞

・太ることを極端に恐れ、給食や食事をほとんど食べない。 
・和え物、煮物等の複数の食品が混ざった料理は食べることができない。 
・空腹や満腹を感じにくく、適切な食事の量が分からない。 
・大人数での食事は音や匂い等の情報が多く、食事に集中できない。 
・食事のマナーが覚えられない。 

ｲ 特別な支援が必要な児童生徒に対する指導の留意点

特別支援学級の児童生徒だけでなく、普通学級の児童生徒で特別な支援が必要な場合

は個に応じた指導を行う。個々の児童生徒の障害による食行動の問題については、個別

の支援計画や指導計画に基づき、個に応じて必要な支援や指導を行うことが望ましい。

学校給食での対応としては、本人の思いや希望を聞く、食器具を変える、食事の場所を

検討する、絵カードを用いて食事のマナーを伝える等、該当児童生徒が安心して楽し

く、集中して給食の時間を過ごすことができるよう環境の整備も重要である。

 

３ 個に応じた指導

⑴ 個に応じた指導の基本

ア 集団を基本としながら、一人一人の幼児児童生徒の特性を考慮し、その指導が画一的なも

のとならないよう配慮する。

イ 食事の量、食べる速さ、嗜
し

好等について個別に把握し、少しずつ根気強く改善に向けた指

導を行う。少食や好き嫌いが多い場合は、食べ始める前に食べられるだけの量にする。その

量が食べられるようになったら、少しずつ増量していくような配慮をする。

ウ 学級担任と栄養教諭等が連携・協力を図る必要がある。 
エ 対象幼児児童生徒の過大な重荷になったり、他の児童生徒からのいじめのきっかけになっ

たりしないよう、周囲の幼児児童生徒の実態を踏まえた指導を行う。 
 

⑵ 食生活の状況と問題点の把握

幼児児童生徒の食生活状況について、家庭の理解と協力を得て問題点を把握するとともに、

保護者の願いや幼児児童生徒の思いを考慮する。 
 
⑶ 家庭との連携

ア 特に指導の必要な児童生徒については、積極的に保護者に働きかける。 
イ 給食参観、親子給食、試食会等を通し、児童生徒の給食の様子、偏食等の実態について知

らせ、改善に理解や協力を呼びかける。 
 
⑷ 個別な配慮が必要となる幼児児童生徒 ★★

※ 具体的な指導方法については、「４ 学級担任として必要な給食指導の基本事項 ⑸ 個に

応じた指導の留意点」を参考にする（１４８、１４９ページ参照）。

 
ア 食物アレルギー 

安全性を最優先し、組織的に対応することが不可欠である。そのためには、校内食物アレ

ルギー対応委員会を活用し、日々の給食の受け取り、内容確認、配膳、おかわり等の周知を

徹底する。 
食物アレルギー対応食について、原材料が分かる統一した献立表で確認する方法や、対応

食と普通食との違いを学級担任と本人とで確認するための具体的な方法等について取り決め

る。学級担任が不在の場合でも、学級担任同様に食物アレルギーを有する幼児児童生徒の状

態や対応内容を代わりの教員が把握し、学級担任と同じ対応ができるようにする。 
また、日々の繰り返しの中で、確認作業が形骸化しないように注意し、誤食事故等が起き

ないようルールを決める等の配慮をする。 
・献立内容の確認方法 ・給食当番の役割確認 ・おかわり等を含む喫食時の注意点  
・配膳時の注意点 ・片付け時の注意点 ・その他交流給食等の注意点 等 

イ 偏食

該当幼児児童生徒の達成感や自信につながるよう、まずは苦手な食品の匂いをかぐだけ、

ごく少量を食べてみる等、偏食の原因を軽減するための取組を段階的に行う。学級担任や栄 

食手引第二次 ～

県食アレ ､食手引第二次 ～
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ｵ マスクは鼻と口をきちんとおおい、飛沫が飛ばないよう注意する。

ｶ 爪は事前に短く切り、衛生的に準備できるようにする。

ｷ ハンカチは２枚用意させ、清潔なハンカチでふくようにする。

ｸ 配膳台や机は、専用の布きんやバケツを用意し、使用前、使用後にきれいにふくように

する。

ｹ 給食が入っている容器（食器かご、食缶、バット等）は、床に直接置かせず、配膳台や

机に置くようにする。

ｺ 給食当番が気を付けることが分かるように、掲示したり、発達段階に合わせて指導する

時間を作ったりする。

イ 給食当番以外の幼児児童生徒

ｱ グループづくり、清潔な台ふきでの机ふき、窓を開けての換気といった役割を分担する

等、給食の時間のルールをつくり、みんなでルールを守ることができるようにする。

ｲ 教室内のほこりが食品に混入することを防ぐため、配膳前及び配膳中は、静かに着席し

て待つよう声をかける。

ｳ 教室内の不要物は処分し、画鋲や釘等の金属製品は適切に収納する。

ｴ 手洗いの前にトイレに行くよう声をかける。

ｵ 正しい手洗いができるようにする。

ｶ 役割が終わったら、席に座って静かに待つよう声をかける。

ｷ 自分の机の食器を正しい位置に置くように声をかける。

ウ 手際よい準備

ｱ 手洗いは、給食当番の児童生徒を優先する。

ｲ 給食当番の役割は、必ず事前に決めておき、発達段階に合わせて役割の内容が具体的に

分かるようにしておく。

ｳ 小学校低学年では、給食当番の身支度の順序や、身支度に必要なものイラストや写真を

使う等分かるようにしておく。

ｴ 準備の目標時間を、発達段階に合わせて時計やタイマー等を使って示す。

ｵ 給食の前の授業が特別教室からの移動、実験実習で後片付けや着替えが必要等、準備の

時間が短くなりそうな場合は、次のような工夫により、給食の時間の確保に努める。

①①水水ででぬぬららすす ②②石石けけんん液液ををつつけけてて ③③手手ののひひららをを洗洗うう ④④手手ののここううをを洗洗うう ⑤⑤指指のの間間をを洗洗うう 
泡泡立立ててるる 

⑥⑥指指先先をを洗洗うう ⑦⑦手手首首をを洗洗うう ⑧⑧水水でで洗洗いい流流すす ⑨⑨清清潔潔ななハハンンカカチチででふふくく 

４ 学級担任として必要な給食指導の基本事項 ★

⑴ 学級担任の役割

ア 心構え

給食の時間に行う指導は、教育課程上の学級活動と関連付けて行うことのできる重要な学

校教育活動である。年間を通じて行われる当番活動や、学校給食を教材として活用した食に

関する指導により、児童生徒が望ましい食習慣を身に付けていけるよう計画的かつ効果的な

指導を行うことが大切である。

ｱ 衛生的な配膳や異物混入防止等、衛生管理に配慮した給食指導の充実を図る。

ｲ 児童生徒が友達や学級担任等と和やかで楽しく食事をする時間であるため、食事にふさ

わしい環境を整え、ゆとりある落ち着いた雰囲気で食事ができるよう、日頃から児童生徒

が安心して食べられる食事環境づくりに心がける。

ｳ 食物アレルギーを有する児童生徒への誤配食等が起こらないよう、マニュアル等に沿っ

て適切に対応する。

ｴ 児童生徒と一緒に活動し、食事をする。

ｵ 児童生徒の当番活動が円滑にかつ主体的に行われるよう配慮する。

ｶ 学級担任自ら正しい食事のマナーを心がけて児童生徒に接する。

ｷ 個に応じた指導を行い、児童生徒の健康管理に努める。

ｸ 自然の恵みや勤労に感謝する心を育てる。

ｹ 食べ残しを減らすことやごみを正しく分別する等環境に配慮する。

ｺ 給食を生きた教材として活用するように努める。

ｻ 食物アレルギーの発症、窒息事故等にいち早く気付けるよう児童生徒の様子を観察する。

イ 教職員間の連携

学級担任による指導計画に基づいて、栄養教諭等の専門性を生かした関わりは重要である。

養護教諭や栄養教諭等が、連携・協力して指導にあたることで、より一層効果を上げること

ができる。

⑵ 具体的な指導内容

ア 給食当番

ｱ 健康状態（下痢、嘔吐、服装等）を給食当番等の健康記録票に基づき確認するとともに、

体調が悪い場合は交代させる。

ｲ 身支度の前にトイレを済ませるよう

にする。

ｳ 洗濯された清潔な白衣（エプロン）

を使用し、白衣（エプロン）を床に置

いて着替えたり、たたんだりしないよ

う注意する。

ｴ 髪の毛は帽子（三角巾）の中にきち

んと入れ、髪の毛が混入しないよう注

意する。

食手引第二次

帽帽子子かからら髪髪のの毛毛がが 
出出なないいよよううににすするる 

手手ををききれれいいにに洗洗うう 
 
爪爪はは短短くく切切るる 

清清潔潔なな白白衣衣をを 
身身にに付付けけるる 
 
白白衣衣はは床床にに置置かかなないい 

清清潔潔なな 
ハハンンカカチチをを 
用用意意すするる 

ママススククでで

鼻鼻とと口口をを 
おおおおうう 
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ｵ マスクは鼻と口をきちんとおおい、飛沫が飛ばないよう注意する。

ｶ 爪は事前に短く切り、衛生的に準備できるようにする。

ｷ ハンカチは２枚用意させ、清潔なハンカチでふくようにする。

ｸ 配膳台や机は、専用の布きんやバケツを用意し、使用前、使用後にきれいにふくように

する。

ｹ 給食が入っている容器（食器かご、食缶、バット等）は、床に直接置かせず、配膳台や

机に置くようにする。

ｺ 給食当番が気を付けることが分かるように、掲示したり、発達段階に合わせて指導する

時間を作ったりする。

イ 給食当番以外の幼児児童生徒

ｱ グループづくり、清潔な台ふきでの机ふき、窓を開けての換気といった役割を分担する

等、給食の時間のルールをつくり、みんなでルールを守ることができるようにする。

ｲ 教室内のほこりが食品に混入することを防ぐため、配膳前及び配膳中は、静かに着席し

て待つよう声をかける。

ｳ 教室内の不要物は処分し、画鋲や釘等の金属製品は適切に収納する。

ｴ 手洗いの前にトイレに行くよう声をかける。

ｵ 正しい手洗いができるようにする。

ｶ 役割が終わったら、席に座って静かに待つよう声をかける。

ｷ 自分の机の食器を正しい位置に置くように声をかける。

ウ 手際よい準備

ｱ 手洗いは、給食当番の児童生徒を優先する。

ｲ 給食当番の役割は、必ず事前に決めておき、発達段階に合わせて役割の内容が具体的に

分かるようにしておく。

ｳ 小学校低学年では、給食当番の身支度の順序や、身支度に必要なものイラストや写真を

使う等分かるようにしておく。

ｴ 準備の目標時間を、発達段階に合わせて時計やタイマー等を使って示す。

ｵ 給食の前の授業が特別教室からの移動、実験実習で後片付けや着替えが必要等、準備の

時間が短くなりそうな場合は、次のような工夫により、給食の時間の確保に努める。

①①水水ででぬぬららすす ②②石石けけんん液液ををつつけけてて ③③手手ののひひららをを洗洗うう ④④手手ののここううをを洗洗うう ⑤⑤指指のの間間をを洗洗うう 
泡泡立立ててるる 

⑥⑥指指先先をを洗洗うう ⑦⑦手手首首をを洗洗うう ⑧⑧水水でで洗洗いい流流すす ⑨⑨清清潔潔ななハハンンカカチチででふふくく 

４ 学級担任として必要な給食指導の基本事項 ★

⑴ 学級担任の役割

ア 心構え

給食の時間に行う指導は、教育課程上の学級活動と関連付けて行うことのできる重要な学

校教育活動である。年間を通じて行われる当番活動や、学校給食を教材として活用した食に

関する指導により、児童生徒が望ましい食習慣を身に付けていけるよう計画的かつ効果的な

指導を行うことが大切である。

ｱ 衛生的な配膳や異物混入防止等、衛生管理に配慮した給食指導の充実を図る。

ｲ 児童生徒が友達や学級担任等と和やかで楽しく食事をする時間であるため、食事にふさ

わしい環境を整え、ゆとりある落ち着いた雰囲気で食事ができるよう、日頃から児童生徒

が安心して食べられる食事環境づくりに心がける。

ｳ 食物アレルギーを有する児童生徒への誤配食等が起こらないよう、マニュアル等に沿っ

て適切に対応する。

ｴ 児童生徒と一緒に活動し、食事をする。

ｵ 児童生徒の当番活動が円滑にかつ主体的に行われるよう配慮する。

ｶ 学級担任自ら正しい食事のマナーを心がけて児童生徒に接する。

ｷ 個に応じた指導を行い、児童生徒の健康管理に努める。

ｸ 自然の恵みや勤労に感謝する心を育てる。

ｹ 食べ残しを減らすことやごみを正しく分別する等環境に配慮する。

ｺ 給食を生きた教材として活用するように努める。

ｻ 食物アレルギーの発症、窒息事故等にいち早く気付けるよう児童生徒の様子を観察する。

イ 教職員間の連携

学級担任による指導計画に基づいて、栄養教諭等の専門性を生かした関わりは重要である。

養護教諭や栄養教諭等が、連携・協力して指導にあたることで、より一層効果を上げること

ができる。

⑵ 具体的な指導内容

ア 給食当番

ｱ 健康状態（下痢、嘔吐、服装等）を給食当番等の健康記録票に基づき確認するとともに、

体調が悪い場合は交代させる。

ｲ 身支度の前にトイレを済ませるよう

にする。

ｳ 洗濯された清潔な白衣（エプロン）

を使用し、白衣（エプロン）を床に置

いて着替えたり、たたんだりしないよ

う注意する。

ｴ 髪の毛は帽子（三角巾）の中にきち

んと入れ、髪の毛が混入しないよう注

意する。

食手引第二次

帽帽子子かからら髪髪のの毛毛がが 
出出なないいよよううににすするる 

手手ををききれれいいにに洗洗うう 
 
爪爪はは短短くく切切るる 

清清潔潔なな白白衣衣をを 
身身にに付付けけるる 
 
白白衣衣はは床床にに置置かかなないい 

清清潔潔なな 
ハハンンカカチチをを 
用用意意すするる 

ママススククでで
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ｵ マスクは鼻と口をきちんとおおい、飛沫が飛ばないよう注意する。

ｶ 爪は事前に短く切り、衛生的に準備できるようにする。

ｷ ハンカチは２枚用意させ、清潔なハンカチでふくようにする。

ｸ 配膳台や机は、専用の布きんやバケツを用意し、使用前、使用後にきれいにふくように

する。

ｹ 給食が入っている容器（食器かご、食缶、バット等）は、床に直接置かせず、配膳台や

机に置くようにする。

ｺ 給食当番が気を付けることが分かるように、掲示したり、発達段階に合わせて指導する

時間を作ったりする。

イ 給食当番以外の幼児児童生徒

ｱ グループづくり、清潔な台ふきでの机ふき、窓を開けての換気といった役割を分担する

等、給食の時間のルールをつくり、みんなでルールを守ることができるようにする。

ｲ 教室内のほこりが食品に混入することを防ぐため、配膳前及び配膳中は、静かに着席し

て待つよう声をかける。

ｳ 教室内の不要物は処分し、画鋲や釘等の金属製品は適切に収納する。

ｴ 手洗いの前にトイレに行くよう声をかける。

ｵ 正しい手洗いができるようにする。

ｶ 役割が終わったら、席に座って静かに待つよう声をかける。

ｷ 自分の机の食器を正しい位置に置くように声をかける。

ウ 手際よい準備

ｱ 手洗いは、給食当番の児童生徒を優先する。

ｲ 給食当番の役割は、必ず事前に決めておき、発達段階に合わせて役割の内容が具体的に

分かるようにしておく。

ｳ 小学校低学年では、給食当番の身支度の順序や、身支度に必要なものイラストや写真を
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⑶ 食事環境の工夫

ア 教室環境

ｱ 教室を学習の場から、楽しい会食の場にするために、食事環境づくりをする。

ｲ 机の上の学習用具を片付け、食事にふさわしい環境を整える。

ｳ 教室の備品や授業で使用した教材を整理整頓する。

ｴ トレーがない場合は、個人用のナフキンを清潔に保つようにする。

ｵ チョークを使用する黒板の場合、４時間目の板書は消さないようにする。

ｶ 黒板カーテンやテーブルクロスの使用、花を飾る等、明るく清潔な雰囲気づくりに配

慮する。

イ 会食の隊形

ｱ 食卓づくりは人間関係づくりにつながるため、児童生徒の主体性を大切にしながら、学

級担任が配慮する。

ｲ 学級会等を活用して、それぞれ楽しいグループづくりができるようにする。

ｳ どのグループにも入れず、一人で食事をする児童生徒がいないように配慮する。

ｴ 感染症が流行している時は、向かい合わせにせず、前向きで食べるようにする。

＜グループの例＞

⑷ 会食中の指導

ア 雰囲気づくり

ｱ コミュニケーションのとり方

ａ 誰とでも仲良く楽しい雰囲気で食べることができるようにする。

ｂ グループ編成を工夫して、いろいろな友達と会食できるようにする。

ｃ 友達の話を楽しんで聞くようにする。

ｄ 児童生徒自身で楽しく過ごすことを考えられるようにする。

ｲ 給食の時間が楽しみになる工夫

ａ なぞなぞやクイズ、簡単なゲーム、読み聞かせ、誕生日の児童生徒へお祝い等をする。

ｂ その日の献立から簡単に行うことができる栄養バランスや食べ物の話等の「ひとこと

指導」をする。

ｳ グループ内での会話の留意点

ａ 他の人に迷惑をかけないように声の大きさに気を付けて話すようにする。

ｂ 誰とでも仲良く話せるようにする。

ｃ 感じのよい言葉遣いができるようにする。

 

輪になって コの字 

または 

ロの字 

 

 

【例】

・ 給食当番の児童生徒を先に教室に帰し、授業の片付けを当番以外の児童生徒で行う等

留意する。

・ 教室を移動する前に、戻ったら給食の準備が出来るように配膳台等を用意しておくよ

うにする。

ｶ 食べる時間を十分に確保するために、準備の仕方等を見直す。

ｷ 配膳台の使い方

ａ 手際よく配膳するために、配膳台の使い方を工夫する。

ｂ 配膳台の上に、食器、食缶類を置く場所を決めておき、順序よく置く。

ｃ 配膳したものを各人が取りに来る方法と、個々のテーブルに配る方法があるが、ど

ちらの場合も教室内での動線を考え、一方通行とする等ルートを決めておく。

＜配膳台の使い方の例＞

エ 適切な配膳の仕方

ｱ 一人分の目安量を学級担任が示し、それを見ながら給食当番が配膳できるようにする。

ｲ 一人分の量を考えて、盛り残しがなくおいしそうに配膳できるようにする。

ｳ しゃもじの裏表を意識し、しゃもじや玉じゃくしを正しく持って配膳できるようにする。

ｴ 食器は手で正しく持って、きれいに配膳できるようにする。

ｵ 食物アレルギーによる配慮が必要な場合は、配膳のルールを明確にし、間違いのないよ

うにする。

ｶ 原則、給食はその学級に必要な量が届けられている。休んだ人がいる等、おかわりがあ

る場合の対応についてはルールを決めておく。

ｷ 体格や運動量等により、個々に必要な栄養量に違いがある場合は主食で調整する。

ｸ 個々の体格や嗜
し

好、特性等を考慮して、食べる量を養護教諭や栄養教諭等と連携して調

整する。

一一人人分分のの量量をを把把握握しし盛盛りり付付けけるる 盛盛りり残残ししががなないいよよううにに 
食食器器をを手手でで持持っってて丁丁寧寧にに 

配膳台 配膳台
配

膳

台

汁汁物物はは底底ををかかききままぜぜななががらら 
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ｂ 食べ物を大切にする心を育て、感謝の気持ちをもって食事をすることができるように

する。

ｃ 食べ物に対して「まずい」「気持ち悪い」等、批判的なことを言わないようにする。

ｄ 調理員等、身近なところで働いている人の姿や思いを知り、感謝の気持ちをもって残

さず食べようとする心を育てる。

ｅ 給食に使われている地域の産物や、郷土料理、行事食を知らせ、自然の恵みに感謝し

たり、食文化を考えたりすることで、地域のよさや食べ物の大切さに気付けるようにす

る。

ｆ 世界で飢餓に苦しむ人々や、食べ物が十分になかった昔の日本に目を向けさせること

で、食べ物を大切にしようとする気持ちを育てる。

ｳ バランスのよい食べ方

栄養教諭等と連携し、栄養のバランスのとれた食事の大切さが分かるようにする。

ｴ 正しい姿勢

ａ 椅子に正しく座り、背筋を伸ばして食べることができるようにする。

ｂ 食器を正しい位置に置くことができるようにする。（ご飯は左、汁物は右）

ｃ ひじをついたり、足を組んだり、後ろを向いたりしないで食べることができるように

する。

ｵ 迷惑になる行動

ａ 食べている途中で立ち歩かないように声をかける。

ｂ 食べ物を口に入れたままで話をしないように声をかける。

ｃ 食器をガチャガチャと音を立てたり、大きな音を立てて汁を飲んだりしないように声

をかける。

ｄ ストローを使って飲むときは音を立てないように声をかける。

ｅ こぼさないできれいに食べることができるようにする。

ｆ くしゃみやせきは、ハンカチで口をおおい飛沫が飛ばないようにする。

ｇ 麺が入っていた袋やおかずが包まれていたアルミホイル等のごみは、できるだけ小

さくまとめておくとよいことを伝える。

ｈ 食べ終わったら静かに座って待つようにする。

ｶ 正しいはしの使い方

①①上上ののははししはは、、正正しし

いい鉛鉛筆筆のの持持ちち方方でで

持持つつ。。

②②上上ののははししをを「「１１のの

字字」」をを書書くくよよううにに、、

縦縦にに動動かかすす。。

③③下下ののははししはは、、ももとと

のの方方をを親親指指ののつつけけ

根根ににははささみみ、、先先のの

方方はは薬薬指指のの爪爪のの下下

のの横横腹腹でで固固定定すす

るる。。

④④下下ののははししはは動動かかささ

ずず、、上上ののははししだだけけ

をを動動かかすすよよううにに練練

習習すするる。。

ｄ 特定の友達とだけ内緒話のような話をしないようにする。

ｅ 楽しい話題で話し合い、人が嫌がる話をしないようにする。

＜会話の内容と約束の例＞

イ 食事のマナー

ｱ 食べ方の指導

ａ 主食とおかずを交互に食べると、どの料理も

同じように食べることができて、バランスよく

食べられることを伝える。

ｂ 早食いや大食い競争等はさせない。

ｃ 食べ物をよくかんで味わって食べるようにする。

ｄ 窒息事故が起きないよう、丸くてつるっとした食材は、特によくかんで食べるように

声をかける。

ｅ 口に食べ物が入ったまま、立ち歩かないよう声をかける。

ｆ 果物やデザートは最後に食べるよう声をかける。

ｇ よい姿勢で食器を正しく持って食べる等の食事のマナーが身に付くようにする。

ｈ 食べ終わったとき、食器の中にご飯粒やおかずが残っていないようきれいにして返却

できるようにする。

ｉ 極端な少食、過食、偏食や食事の仕方が急に変わった場合等、必要に応じて保護者と

相談をする。

ｊ 決められた時間で食べられるよう、食べ始めの１０分間または給食の時間終了前の５

分間、食べることに集中できる時間を作る等の工夫をする。

ｲ 食べ物への感謝

ａ 「いただきます」「ごちそうさまでした」という食事のあいさつの意味を知らせ、心を

こめてあいさつできるようにする。

会話の内容 会話時の約束

・スポーツのこと

・何をして遊ぶか

・友だちとのこと

・家でのできごと

・夢中になること

・自分たちのグループに聞こえる程度の声で話す。

・口の中に食べ物が入っているときは、聞き手になる。

・人の話をきちんと聞く。

・時間内に食べ終わるように気を付けて話す。

・人の悪口や食事を批判する話題はしない。

食食事事ににふふささわわししくく

なないい話話ははししなないい 

楽楽ししいい雰雰囲囲気気

でで食食事事ををすするる 
教教職職員員もも一一緒緒にに 
会会話話をを楽楽ししむむ 
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ｂ 食べ物を大切にする心を育て、感謝の気持ちをもって食事をすることができるように

する。

ｃ 食べ物に対して「まずい」「気持ち悪い」等、批判的なことを言わないようにする。

ｄ 調理員等、身近なところで働いている人の姿や思いを知り、感謝の気持ちをもって残

さず食べようとする心を育てる。

ｅ 給食に使われている地域の産物や、郷土料理、行事食を知らせ、自然の恵みに感謝し

たり、食文化を考えたりすることで、地域のよさや食べ物の大切さに気付けるようにす

る。

ｆ 世界で飢餓に苦しむ人々や、食べ物が十分になかった昔の日本に目を向けさせること

で、食べ物を大切にしようとする気持ちを育てる。

ｳ バランスのよい食べ方

栄養教諭等と連携し、栄養のバランスのとれた食事の大切さが分かるようにする。

ｴ 正しい姿勢

ａ 椅子に正しく座り、背筋を伸ばして食べることができるようにする。

ｂ 食器を正しい位置に置くことができるようにする。（ご飯は左、汁物は右）

ｃ ひじをついたり、足を組んだり、後ろを向いたりしないで食べることができるように

する。

ｵ 迷惑になる行動

ａ 食べている途中で立ち歩かないように声をかける。

ｂ 食べ物を口に入れたままで話をしないように声をかける。

ｃ 食器をガチャガチャと音を立てたり、大きな音を立てて汁を飲んだりしないように声

をかける。

ｄ ストローを使って飲むときは音を立てないように声をかける。

ｅ こぼさないできれいに食べることができるようにする。

ｆ くしゃみやせきは、ハンカチで口をおおい飛沫が飛ばないようにする。

ｇ 麺が入っていた袋やおかずが包まれていたアルミホイル等のごみは、できるだけ小

さくまとめておくとよいことを伝える。

ｈ 食べ終わったら静かに座って待つようにする。

ｶ 正しいはしの使い方

①①上上ののははししはは、、正正しし

いい鉛鉛筆筆のの持持ちち方方でで

持持つつ。。

②②上上ののははししをを「「１１のの

字字」」をを書書くくよよううにに、、

縦縦にに動動かかすす。。

③③下下ののははししはは、、ももとと

のの方方をを親親指指ののつつけけ

根根ににははささみみ、、先先のの

方方はは薬薬指指のの爪爪のの下下

のの横横腹腹でで固固定定すす

るる。。

④④下下ののははししはは動動かかささ

ずず、、上上ののははししだだけけ

をを動動かかすすよよううにに練練

習習すするる。。

ｄ 特定の友達とだけ内緒話のような話をしないようにする。

ｅ 楽しい話題で話し合い、人が嫌がる話をしないようにする。

＜会話の内容と約束の例＞

イ 食事のマナー

ｱ 食べ方の指導

ａ 主食とおかずを交互に食べると、どの料理も

同じように食べることができて、バランスよく

食べられることを伝える。

ｂ 早食いや大食い競争等はさせない。

ｃ 食べ物をよくかんで味わって食べるようにする。

ｄ 窒息事故が起きないよう、丸くてつるっとした食材は、特によくかんで食べるように

声をかける。

ｅ 口に食べ物が入ったまま、立ち歩かないよう声をかける。

ｆ 果物やデザートは最後に食べるよう声をかける。

ｇ よい姿勢で食器を正しく持って食べる等の食事のマナーが身に付くようにする。

ｈ 食べ終わったとき、食器の中にご飯粒やおかずが残っていないようきれいにして返却

できるようにする。

ｉ 極端な少食、過食、偏食や食事の仕方が急に変わった場合等、必要に応じて保護者と

相談をする。

ｊ 決められた時間で食べられるよう、食べ始めの１０分間または給食の時間終了前の５

分間、食べることに集中できる時間を作る等の工夫をする。

ｲ 食べ物への感謝

ａ 「いただきます」「ごちそうさまでした」という食事のあいさつの意味を知らせ、心を

こめてあいさつできるようにする。

会話の内容 会話時の約束

・スポーツのこと

・何をして遊ぶか

・友だちとのこと

・家でのできごと

・夢中になること

・自分たちのグループに聞こえる程度の声で話す。

・口の中に食べ物が入っているときは、聞き手になる。

・人の話をきちんと聞く。

・時間内に食べ終わるように気を付けて話す。

・人の悪口や食事を批判する話題はしない。

食食事事ににふふささわわししくく

なないい話話ははししなないい 

楽楽ししいい雰雰囲囲気気

でで食食事事ををすするる 
教教職職員員もも一一緒緒にに 
会会話話をを楽楽ししむむ 

牛牛乳乳：：右右上上 
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ｂ 食べ物を大切にする心を育て、感謝の気持ちをもって食事をすることができるように

する。

ｃ 食べ物に対して「まずい」「気持ち悪い」等、批判的なことを言わないようにする。

ｄ 調理員等、身近なところで働いている人の姿や思いを知り、感謝の気持ちをもって残

さず食べようとする心を育てる。

ｅ 給食に使われている地域の産物や、郷土料理、行事食を知らせ、自然の恵みに感謝し

たり、食文化を考えたりすることで、地域のよさや食べ物の大切さに気付けるようにす

る。

ｆ 世界で飢餓に苦しむ人々や、食べ物が十分になかった昔の日本に目を向けさせること

で、食べ物を大切にしようとする気持ちを育てる。

ｳ バランスのよい食べ方

栄養教諭等と連携し、栄養のバランスのとれた食事の大切さが分かるようにする。

ｴ 正しい姿勢

ａ 椅子に正しく座り、背筋を伸ばして食べることができるようにする。

ｂ 食器を正しい位置に置くことができるようにする。（ご飯は左、汁物は右）

ｃ ひじをついたり、足を組んだり、後ろを向いたりしないで食べることができるように

する。

ｵ 迷惑になる行動

ａ 食べている途中で立ち歩かないように声をかける。

ｂ 食べ物を口に入れたままで話をしないように声をかける。

ｃ 食器をガチャガチャと音を立てたり、大きな音を立てて汁を飲んだりしないように声

をかける。

ｄ ストローを使って飲むときは音を立てないように声をかける。

ｅ こぼさないできれいに食べることができるようにする。

ｆ くしゃみやせきは、ハンカチで口をおおい飛沫が飛ばないようにする。

ｇ 麺が入っていた袋やおかずが包まれていたアルミホイル等のごみは、できるだけ小

さくまとめておくとよいことを伝える。

ｈ 食べ終わったら静かに座って待つようにする。

ｶ 正しいはしの使い方

①①上上ののははししはは、、正正しし

いい鉛鉛筆筆のの持持ちち方方でで

持持つつ。。

②②上上ののははししをを「「１１のの

字字」」をを書書くくよよううにに、、

縦縦にに動動かかすす。。

③③下下ののははししはは、、ももとと

のの方方をを親親指指ののつつけけ

根根ににははささみみ、、先先のの

方方はは薬薬指指のの爪爪のの下下

のの横横腹腹でで固固定定すす

る。

④④下下ののははししはは動動かかささ

ずず、、上上ののははししだだけけ

をを動動かかすすよよううにに練練

習習すするる。。

る。

ｄ 特定の友達とだけ内緒話のような話をしないようにする。

ｅ 楽しい話題で話し合い、人が嫌がる話をしないようにする。

＜会話の内容と約束の例＞

イ 食事のマナー

ｱ 食べ方の指導

ａ 主食とおかずを交互に食べると、どの料理も

同じように食べることができて、バランスよく

食べられることを伝える。

ｂ 早食いや大食い競争等はさせない。

ｃ 食べ物をよくかんで味わって食べるようにする。

ｄ 窒息事故が起きないよう、丸くてつるっとした食材は、特によくかんで食べるように

声をかける。

ｅ 口に食べ物が入ったまま、立ち歩かないよう声をかける。

ｆ 果物やデザートは最後に食べるよう声をかける。

ｇ よい姿勢で食器を正しく持って食べる等の食事のマナーが身に付くようにする。

ｈ 食べ終わったとき、食器の中にご飯粒やおかずが残っていないようきれいにして返却

できるようにする。

ｉ 極端な少食、過食、偏食や食事の仕方が急に変わった場合等、必要に応じて保護者と

相談をする。

ｊ 決められた時間で食べられるよう、食べ始めの１０分間または給食の時間終了前の５

分間、食べることに集中できる時間を作る等の工夫をする。

ｲ 食べ物への感謝

ａ 「いただきます」「ごちそうさまでした」という食事のあいさつの意味を知らせ、心を

こめてあいさつできるようにする。

会話の内容 会話時の約束

・スポーツのこと

・何をして遊ぶか

・友だちとのこと

・家でのできごと

・夢中になること

・自分たちのグループに聞こえる程度の声で話す。

・口の中に食べ物が入っているときは、聞き手になる。

・人の話をきちんと聞く。

・時間内に食べ終わるように気を付けて話す。

・人の悪口や食事を批判する話題はしない。

食食事事ににふふささわわししくく

なないい話話ははししなないい 

楽楽ししいい雰雰囲囲気気

でで食食事事ををすするる 
教教職職員員もも一一緒緒にに 
会会話話をを楽楽ししむむ 
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ｲ よくかんで食べるようにする。

ｳ 好き嫌いしないでバランスよく食べるようにする。

ｴ 適量をバランスよく食べるようにする。特に体をつくるたんぱく質が不足しないことが

重要なことを知らせる。

オ スポーツ

ｱ エネルギー不足にならないよう、活動量に見合った食事の量になるようにする。特に、

エネルギーのもとになる主食は多めに食べ、バランスよくなるべく残さず食べるようにす

る。

ｲ 体をつくるたんぱく質が不足しないよう注意する。

ｳ 牛乳やおかずをなるべく残さず食べ、ビタミンや無機質が不足しないよう注意する。

カ 教育活動において特別な配慮や支援を必要とする幼児児童生徒

ｱ 嗅覚や味覚、視覚、食感の敏感性のために、特定の食材が食べにくかったり、特定の場

所や状況で食べたりすることが難しい場合がある。感覚過敏で食べられるものが限られる

場合には、無理に食べさせず、好きな感覚や受けられる感覚を把握して、そこから食べら

れるものを増やしていくようにする。

ｲ こだわりが強い場合は、何にこだわりがあるのか、何が苦手なのかを理解して対応する

必要がある。食べられなくても大丈夫という安心感を与えることを優先した上で、食べら

れる物を完食させたり、少しずつ食べられる物を増やしたりする等、個の実態に配慮した

対応や支援をすることにより、食べられるものを広げていくようにする。

ｳ 経験のないものが受けら入れられない等、不安が大きい場合は、何が入っているか説明

したり見せたりして、不安を取り除き、安心して食べられるようにする。

 

＜きらいばしの例＞

ａ 迷いばし どれを取ろうか迷う。

ｂ なみだばし 汁を垂らしながらはしを動かす。

ｃ 刺しばし はしで食べ物を突き刺す。

ｄ 持ちばし はしを持ったまま食器を同じ手で持つ。

ｅ 寄せばし はしで食器を引き寄せる。

ｆ ねぶりばし はしをなめる。

ｇ さぐりばし ぐるぐるかき混ぜて中身を探る。

⑸ 個に応じた指導の留意点

ア 食物アレルギー

ｱ 学級では、食物アレルギーを有する児童生徒への配慮等を含む食物アレルギーについて

基本的な理解を促す指導を行う。

ｲ 誤食事故が起きないよう決められた確認方法で、献立内容や除去食等の確認を確実に行

う。

ｳ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒が誤食したときや食物アレルギー症状と思われる

症状が現れたときの緊急時の対応について、教職員間で共通理解のもとに、具体的かつ確

実に対応できる体制を整えておく。

ｴ  学級担任が不在になる場合でも、対応ができるように校内体制を整え、引き継ぎを確実

に行う。

イ 偏食

ｱ 指導に当たっては、食物アレルギー調査等の結果を十分に踏まえて、偏食を的確に把握

する。

ｲ 一人一人の幼児児童生徒の喫食状況を観察し、偏食の原因を把握していくことが大切で

ある。

ｳ 給食の時間に腹痛等を訴えるような幼児児童生徒には、配慮が必要となる。

ｴ 嫌いなものは少し盛り付け、食べられたという達成感をもてるようにする。そして、そ

の努力を褒めて意欲を高める。

ｵ よく食べる子と同席させたり、仲良しグループで楽しく会食させたりする等工夫する。

ｶ 偏食は日常の食生活と深い関係があるので、家庭と連携を図る。

ウ 肥満傾向

ｱ  よくかんで食べ、早食いしないようにする。

ｲ 好き嫌いしないでバランスよく食べるようにする。

ｳ 一人分の給食をバランスよく食べる、特に体をつくるたんぱく質や野菜類を適量とるよ

うにする。

ｴ 主食や揚げ物等を食べ過ぎないよう注意する。

エ やせ傾向

ｱ 思春期には、やせ願望から食事の量を減らす、食べない等の傾向を示す児童生徒が見ら

れる。やせたい願望による少食の児童生徒に対しては、無理に減食した場合の弊害につい

て理解させるとともに、家庭とも十分に連携を図る。
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ｲ よくかんで食べるようにする。

ｳ 好き嫌いしないでバランスよく食べるようにする。

ｴ 適量をバランスよく食べるようにする。特に体をつくるたんぱく質が不足しないことが

重要なことを知らせる。

オ スポーツ

ｱ エネルギー不足にならないよう、活動量に見合った食事の量になるようにする。特に、

エネルギーのもとになる主食は多めに食べ、バランスよくなるべく残さず食べるようにす

る。

ｲ 体をつくるたんぱく質が不足しないよう注意する。

ｳ 牛乳やおかずをなるべく残さず食べ、ビタミンや無機質が不足しないよう注意する。

カ 教育活動において特別な配慮や支援を必要とする幼児児童生徒

ｱ 嗅覚や味覚、視覚、食感の敏感性のために、特定の食材が食べにくかったり、特定の場

所や状況で食べたりすることが難しい場合がある。感覚過敏で食べられるものが限られる

場合には、無理に食べさせず、好きな感覚や受けられる感覚を把握して、そこから食べら

れるものを増やしていくようにする。

ｲ こだわりが強い場合は、何にこだわりがあるのか、何が苦手なのかを理解して対応する

必要がある。食べられなくても大丈夫という安心感を与えることを優先した上で、食べら

れる物を完食させたり、少しずつ食べられる物を増やしたりする等、個の実態に配慮した

対応や支援をすることにより、食べられるものを広げていくようにする。

ｳ 経験のないものが受けら入れられない等、不安が大きい場合は、何が入っているか説明

したり見せたりして、不安を取り除き、安心して食べられるようにする。

 

＜きらいばしの例＞

ａ 迷いばし どれを取ろうか迷う。

ｂ なみだばし 汁を垂らしながらはしを動かす。

ｃ 刺しばし はしで食べ物を突き刺す。

ｄ 持ちばし はしを持ったまま食器を同じ手で持つ。

ｅ 寄せばし はしで食器を引き寄せる。

ｆ ねぶりばし はしをなめる。

ｇ さぐりばし ぐるぐるかき混ぜて中身を探る。

⑸ 個に応じた指導の留意点

ア 食物アレルギー

ｱ 学級では、食物アレルギーを有する児童生徒への配慮等を含む食物アレルギーについて

基本的な理解を促す指導を行う。

ｲ 誤食事故が起きないよう決められた確認方法で、献立内容や除去食等の確認を確実に行

う。

ｳ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒が誤食したときや食物アレルギー症状と思われる

症状が現れたときの緊急時の対応について、教職員間で共通理解のもとに、具体的かつ確

実に対応できる体制を整えておく。

ｴ  学級担任が不在になる場合でも、対応ができるように校内体制を整え、引き継ぎを確実

に行う。

イ 偏食

ｱ 指導に当たっては、食物アレルギー調査等の結果を十分に踏まえて、偏食を的確に把握

する。

ｲ 一人一人の幼児児童生徒の喫食状況を観察し、偏食の原因を把握していくことが大切で

ある。

ｳ 給食の時間に腹痛等を訴えるような幼児児童生徒には、配慮が必要となる。

ｴ 嫌いなものは少し盛り付け、食べられたという達成感をもてるようにする。そして、そ

の努力を褒めて意欲を高める。

ｵ よく食べる子と同席させたり、仲良しグループで楽しく会食させたりする等工夫する。

ｶ 偏食は日常の食生活と深い関係があるので、家庭と連携を図る。

ウ 肥満傾向

ｱ  よくかんで食べ、早食いしないようにする。

ｲ 好き嫌いしないでバランスよく食べるようにする。

ｳ 一人分の給食をバランスよく食べる、特に体をつくるたんぱく質や野菜類を適量とるよ

うにする。

ｴ 主食や揚げ物等を食べ過ぎないよう注意する。

エ やせ傾向

ｱ 思春期には、やせ願望から食事の量を減らす、食べない等の傾向を示す児童生徒が見ら

れる。やせたい願望による少食の児童生徒に対しては、無理に減食した場合の弊害につい

て理解させるとともに、家庭とも十分に連携を図る。
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ｲ よくかんで食べるようにする。

ｳ 好き嫌いしないでバランスよく食べるようにする。

ｴ 適量をバランスよく食べるようにする。特に体をつくるたんぱく質が不足しないことが

重要なことを知らせる。

オ スポーツ

ｱ エネルギー不足にならないよう、活動量に見合った食事の量になるようにする。特に、

エネルギーのもとになる主食は多めに食べ、バランスよくなるべく残さず食べるようにす

る。

ｲ 体をつくるたんぱく質が不足しないよう注意する。

ｳ 牛乳やおかずをなるべく残さず食べ、ビタミンや無機質が不足しないよう注意する。

カ 教育活動において特別な配慮や支援を必要とする幼児児童生徒

ｱ 嗅覚や味覚、視覚、食感の敏感性のために、特定の食材が食べにくかったり、特定の場

所や状況で食べたりすることが難しい場合がある。感覚過敏で食べられるものが限られる

場合には、無理に食べさせず、好きな感覚や受けられる感覚を把握して、そこから食べら

れるものを増やしていくようにする。

ｲ こだわりが強い場合は、何にこだわりがあるのか、何が苦手なのかを理解して対応する

必要がある。食べられなくても大丈夫という安心感を与えることを優先した上で、食べら

れる物を完食させたり、少しずつ食べられる物を増やしたりする等、個の実態に配慮した

対応や支援をすることにより、食べられるものを広げていくようにする。

ｳ 経験のないものが受けら入れられない等、不安が大きい場合は、何が入っているか説明

したり見せたりして、不安を取り除き、安心して食べられるようにする。

 

＜きらいばしの例＞

ａ 迷いばし どれを取ろうか迷う。

ｂ なみだばし 汁を垂らしながらはしを動かす。

ｃ 刺しばし はしで食べ物を突き刺す。

ｄ 持ちばし はしを持ったまま食器を同じ手で持つ。

ｅ 寄せばし はしで食器を引き寄せる。

ｆ ねぶりばし はしをなめる。

ｇ さぐりばし ぐるぐるかき混ぜて中身を探る。

⑸ 個に応じた指導の留意点

ア 食物アレルギー

ｱ 学級では、食物アレルギーを有する児童生徒への配慮等を含む食物アレルギーについて

基本的な理解を促す指導を行う。

ｲ 誤食事故が起きないよう決められた確認方法で、献立内容や除去食等の確認を確実に行

う。

ｳ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒が誤食したときや食物アレルギー症状と思われる

症状が現れたときの緊急時の対応について、教職員間で共通理解のもとに、具体的かつ確

実に対応できる体制を整えておく。

ｴ  学級担任が不在になる場合でも、対応ができるように校内体制を整え、引き継ぎを確実

に行う。

イ 偏食

ｱ 指導に当たっては、食物アレルギー調査等の結果を十分に踏まえて、偏食を的確に把握

する。

ｲ 一人一人の幼児児童生徒の喫食状況を観察し、偏食の原因を把握していくことが大切で

ある。

ｳ 給食の時間に腹痛等を訴えるような幼児児童生徒には、配慮が必要となる。

ｴ 嫌いなものは少し盛り付け、食べられたという達成感をもてるようにする。そして、そ

の努力を褒めて意欲を高める。

ｵ よく食べる子と同席させたり、仲良しグループで楽しく会食させたりする等工夫する。

ｶ 偏食は日常の食生活と深い関係があるので、家庭と連携を図る。

ウ 肥満傾向

ｱ  よくかんで食べ、早食いしないようにする。

ｲ 好き嫌いしないでバランスよく食べるようにする。

ｳ 一人分の給食をバランスよく食べる、特に体をつくるたんぱく質や野菜類を適量とるよ

うにする。

ｴ 主食や揚げ物等を食べ過ぎないよう注意する。

エ やせ傾向

ｱ 思春期には、やせ願望から食事の量を減らす、食べない等の傾向を示す児童生徒が見ら

れる。やせたい願望による少食の児童生徒に対しては、無理に減食した場合の弊害につい

て理解させるとともに、家庭とも十分に連携を図る。
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⑷ 自立活動の視点からの給食の時間に行う食に関する指導 ★

自立活動の視点から食に関する指導を進めるに当たっては、自立活動の内容と食に関する指

導の内容との関連を明確にしておくことが必要である。実際の指導に当たっては、幼児児童生

徒の障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、学習や生活の中で見られる長所やよさ、課

題等について情報収集を行い、以下の項目の中から必要なものを選定し、それらを相互に関連

付けて具体的な指導内容を設定し、指導を展開することが大切である。

【自立活動の内容と食に関する指導の留意点（例）】

区 分 項 目 指 導 の 留 意 点

１ 健康の保持

⑴ 生活リズムや生

活習慣の形成に

関すること

・ 規則正しい食事時間の習慣化や、食事内容（種

類・量）等の改善を図る。

・ 偏食や異食、過食、多飲、反
はん

芻
すう

、嘔吐等の食行

動・食習慣に関する課題の改善に取り組む。

⑵ 病気の状態の理

解と生活管理に

関すること

・ 自分の病気の状態及び病状の改善や進行の防止に

必要な食事の内容について理解を促し、バランス

のとれた食事の仕方ができるようにする。

・ 自分の体によい食べ方をしようとする気持ちや態

度を養う。

⑸ 健康状態の維

持・改善に関す

ること

・ 食に関する指導を通じて、食生活と健康について

理解する等、日常生活における適切な健康の自己

管理ができるようにする。

２ 心理的な安定

⑴ 情緒の安定に関

すること

・ 食欲や食事量は、その時々の気分や感情等心理面

の要因が関与する場合もあることに留意し、食事

中の情緒の安定を図る。

・ 必要に応じて給食をとる環境を工夫する。

⑶ 障害による学習

上又は生活上の

困難を改善・克

服する意欲に関

すること

・ はしやスプーンの使い方、食器の扱い等の食事動

作を身に付け、向上させることで、生活上の困難

を幼児児童生徒が自ら改善することができたとい

う成就感をもてるようにする。

３ 人間関係の形

成

⑴ 他者との関わり

の基礎に関する

こと

・ 摂食指導をする教職員の働きかけを受け止めた

り、呼びかけに応えたりする等、対人関係を広げ

るための基礎を身に付けられるようにする。

⑷ 集団への参加の

基礎に関するこ

と

・ 教職員や仲間を意識して視線を合わせたり、話を

したりできるようにする。

・ 配膳や下膳等の活動を通して、自分の役割を果た

せるように基本的な行動の仕方がわかるようにす

る。

４ 環境の把握

⑴ 保有する感覚の

活用に関するこ

と

・ 学校給食を通して、さまざまな食べ物を食すこと

で味覚や嗅覚等を刺激し、感覚機能の発達を促

す。

 

５ 特別支援学校

⑴ 特別支援学校の教育の特性

特別支援学校での教育は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す

とともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授

けることを目的としている。

特別支援学校の教育課程においては、自立活動が指導領域として特別に設けられている。

個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・

克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う自立活動を中心とした指導は、障害の

ある幼児児童生徒の教育において、教育課程上重要な位置付けとなっている。

なお、食育の重要性については、特別支援学校学習指導要領総則（平成２９年告示）にも示

されており、給食指導、食に関する指導も義務教育諸学校と同様に行われるものである。

⑵ 学校給食の位置付け

学校給食法における「学校給食」とは、学校給食の目標を達成するために、義務教育諸学校

において、その児童又は生徒に対し実施される給食であり、特別支援学校小学部及び中学部に

おいて実施される学校給食も、義務教育諸学校と同じである。

幼稚部と高等部については、「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する

法律」（平成２１年施行）に基づいて実施されている。この法律で学校給食は、特別支援学校

における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生

徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与することを目的としてい

る。

また、この法律において、学校給食法で規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基

準を準用するとしている。

⑶ 食事の指導

障害のある幼児児童生徒が、将来自立し、社会参加するための基盤として、望ましい食習慣

や食事に関する正しい知識を身に付けることは極めて重要なことである。

また、障害のある幼児児童生徒にとって「食べること」とは、咀
そ

嚼
しゃく

や嚥
えん

下等の食べる機能

を促すだけではなく、食事に関する基本動作やコミュニケーション能力、情緒面等の人間とし

て調和的発達を促す重要な行為で、自立活動の一部と位置付けることができる。特別支援学校

では、医療的ケアが必要な幼児児童生徒に対して、学校看護師が学校給食を調整した経管栄養

での給食提供等も実施している。医療的ケアを通じた学校給食についても、健康の保持や情緒

面等の心身の調和的発達を促すものである。

なお、特別支援学校において食事の指導を自立活動の時間として設定することについては、

幼児児童生徒一人一人の詳細な実態把握を行い、適切な指導計画を作成して指導を展開する必

要がある。
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⑷ 自立活動の視点からの給食の時間に行う食に関する指導 ★

自立活動の視点から食に関する指導を進めるに当たっては、自立活動の内容と食に関する指

導の内容との関連を明確にしておくことが必要である。実際の指導に当たっては、幼児児童生

徒の障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、学習や生活の中で見られる長所やよさ、課

題等について情報収集を行い、以下の項目の中から必要なものを選定し、それらを相互に関連

付けて具体的な指導内容を設定し、指導を展開することが大切である。

【自立活動の内容と食に関する指導の留意点（例）】

区 分 項 目 指 導 の 留 意 点

１ 健康の保持

⑴ 生活リズムや生

活習慣の形成に

関すること

・ 規則正しい食事時間の習慣化や、食事内容（種

類・量）等の改善を図る。

・ 偏食や異食、過食、多飲、反
はん

芻
すう

、嘔吐等の食行

動・食習慣に関する課題の改善に取り組む。

⑵ 病気の状態の理

解と生活管理に

関すること

・ 自分の病気の状態及び病状の改善や進行の防止に

必要な食事の内容について理解を促し、バランス

のとれた食事の仕方ができるようにする。

・ 自分の体によい食べ方をしようとする気持ちや態

度を養う。

⑸ 健康状態の維

持・改善に関す

ること

・ 食に関する指導を通じて、食生活と健康について

理解する等、日常生活における適切な健康の自己

管理ができるようにする。

２ 心理的な安定

⑴ 情緒の安定に関

すること

・ 食欲や食事量は、その時々の気分や感情等心理面

の要因が関与する場合もあることに留意し、食事

中の情緒の安定を図る。

・ 必要に応じて給食をとる環境を工夫する。

⑶ 障害による学習

上又は生活上の

困難を改善・克

服する意欲に関

すること

・ はしやスプーンの使い方、食器の扱い等の食事動

作を身に付け、向上させることで、生活上の困難

を幼児児童生徒が自ら改善することができたとい

う成就感をもてるようにする。

３ 人間関係の形

成

⑴ 他者との関わり

の基礎に関する

こと

・ 摂食指導をする教職員の働きかけを受け止めた

り、呼びかけに応えたりする等、対人関係を広げ

るための基礎を身に付けられるようにする。

⑷ 集団への参加の

基礎に関するこ

と

・ 教職員や仲間を意識して視線を合わせたり、話を

したりできるようにする。

・ 配膳や下膳等の活動を通して、自分の役割を果た

せるように基本的な行動の仕方がわかるようにす

る。

４ 環境の把握

⑴ 保有する感覚の

活用に関するこ

と

・ 学校給食を通して、さまざまな食べ物を食すこと

で味覚や嗅覚等を刺激し、感覚機能の発達を促

す。

 

５ 特別支援学校

⑴ 特別支援学校の教育の特性

特別支援学校での教育は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す

とともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授

けることを目的としている。

特別支援学校の教育課程においては、自立活動が指導領域として特別に設けられている。

個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・

克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う自立活動を中心とした指導は、障害の

ある幼児児童生徒の教育において、教育課程上重要な位置付けとなっている。

なお、食育の重要性については、特別支援学校学習指導要領総則（平成２９年告示）にも示

されており、給食指導、食に関する指導も義務教育諸学校と同様に行われるものである。

⑵ 学校給食の位置付け

学校給食法における「学校給食」とは、学校給食の目標を達成するために、義務教育諸学校

において、その児童又は生徒に対し実施される給食であり、特別支援学校小学部及び中学部に

おいて実施される学校給食も、義務教育諸学校と同じである。

幼稚部と高等部については、「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する

法律」（平成２１年施行）に基づいて実施されている。この法律で学校給食は、特別支援学校

における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生

徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与することを目的としてい

る。

また、この法律において、学校給食法で規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基

準を準用するとしている。

⑶ 食事の指導

障害のある幼児児童生徒が、将来自立し、社会参加するための基盤として、望ましい食習慣

や食事に関する正しい知識を身に付けることは極めて重要なことである。

また、障害のある幼児児童生徒にとって「食べること」とは、咀
そ

嚼
しゃく

や嚥
えん

下等の食べる機能

を促すだけではなく、食事に関する基本動作やコミュニケーション能力、情緒面等の人間とし

て調和的発達を促す重要な行為で、自立活動の一部と位置付けることができる。特別支援学校

では、医療的ケアが必要な幼児児童生徒に対して、学校看護師が学校給食を調整した経管栄養

での給食提供等も実施している。医療的ケアを通じた学校給食についても、健康の保持や情緒

面等の心身の調和的発達を促すものである。

なお、特別支援学校において食事の指導を自立活動の時間として設定することについては、

幼児児童生徒一人一人の詳細な実態把握を行い、適切な指導計画を作成して指導を展開する必

要がある。
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⑷ 自立活動の視点からの給食の時間に行う食に関する指導 ★

自立活動の視点から食に関する指導を進めるに当たっては、自立活動の内容と食に関する指

導の内容との関連を明確にしておくことが必要である。実際の指導に当たっては、幼児児童生

徒の障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、学習や生活の中で見られる長所やよさ、課

題等について情報収集を行い、以下の項目の中から必要なものを選定し、それらを相互に関連

付けて具体的な指導内容を設定し、指導を展開することが大切である。

【自立活動の内容と食に関する指導の留意点（例）】

区 分 項 目 指 導 の 留 意 点

１ 健康の保持

⑴ 生活リズムや生

活習慣の形成に

関すること

・ 規則正しい食事時間の習慣化や、食事内容（種

類・量）等の改善を図る。

・ 偏食や異食、過食、多飲、反
はん

芻
すう

、嘔吐等の食行

動・食習慣に関する課題の改善に取り組む。

⑵ 病気の状態の理

解と生活管理に

関すること

・ 自分の病気の状態及び病状の改善や進行の防止に

必要な食事の内容について理解を促し、バランス

のとれた食事の仕方ができるようにする。

・ 自分の体によい食べ方をしようとする気持ちや態

度を養う。

⑸ 健康状態の維

持・改善に関す

ること

・ 食に関する指導を通じて、食生活と健康について

理解する等、日常生活における適切な健康の自己

管理ができるようにする。

２ 心理的な安定

⑴ 情緒の安定に関

すること

・ 食欲や食事量は、その時々の気分や感情等心理面

の要因が関与する場合もあることに留意し、食事

中の情緒の安定を図る。

・ 必要に応じて給食をとる環境を工夫する。

⑶ 障害による学習

上又は生活上の

困難を改善・克

服する意欲に関

すること

・ はしやスプーンの使い方、食器の扱い等の食事動

作を身に付け、向上させることで、生活上の困難

を幼児児童生徒が自ら改善することができたとい

う成就感をもてるようにする。

３ 人間関係の形

成

⑴ 他者との関わり

の基礎に関する

こと

・ 摂食指導をする教職員の働きかけを受け止めた

り、呼びかけに応えたりする等、対人関係を広げ

るための基礎を身に付けられるようにする。

⑷ 集団への参加の

基礎に関するこ

と

・ 教職員や仲間を意識して視線を合わせたり、話を

したりできるようにする。

・ 配膳や下膳等の活動を通して、自分の役割を果た

せるように基本的な行動の仕方がわかるようにす

る。

４ 環境の把握

⑴ 保有する感覚の

活用に関するこ

と

・ 学校給食を通して、さまざまな食べ物を食すこと

で味覚や嗅覚等を刺激し、感覚機能の発達を促

す。

 

５ 特別支援学校

⑴ 特別支援学校の教育の特性

特別支援学校での教育は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す

とともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授

けることを目的としている。

特別支援学校の教育課程においては、自立活動が指導領域として特別に設けられている。

個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・

克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う自立活動を中心とした指導は、障害の

ある幼児児童生徒の教育において、教育課程上重要な位置付けとなっている。

なお、食育の重要性については、特別支援学校学習指導要領総則（平成２９年告示）にも示

されており、給食指導、食に関する指導も義務教育諸学校と同様に行われるものである。

⑵ 学校給食の位置付け

学校給食法における「学校給食」とは、学校給食の目標を達成するために、義務教育諸学校

において、その児童又は生徒に対し実施される給食であり、特別支援学校小学部及び中学部に

おいて実施される学校給食も、義務教育諸学校と同じである。

幼稚部と高等部については、「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する

法律」（平成２１年施行）に基づいて実施されている。この法律で学校給食は、特別支援学校

における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生

徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与することを目的としてい

る。

また、この法律において、学校給食法で規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基

準を準用するとしている。

⑶ 食事の指導

障害のある幼児児童生徒が、将来自立し、社会参加するための基盤として、望ましい食習慣

や食事に関する正しい知識を身に付けることは極めて重要なことである。

また、障害のある幼児児童生徒にとって「食べること」とは、咀
そ

嚼
しゃく

や嚥
えん

下等の食べる機能

を促すだけではなく、食事に関する基本動作やコミュニケーション能力、情緒面等の人間とし

て調和的発達を促す重要な行為で、自立活動の一部と位置付けることができる。特別支援学校

では、医療的ケアが必要な幼児児童生徒に対して、学校看護師が学校給食を調整した経管栄養

での給食提供等も実施している。医療的ケアを通じた学校給食についても、健康の保持や情緒

面等の心身の調和的発達を促すものである。

なお、特別支援学校において食事の指導を自立活動の時間として設定することについては、

幼児児童生徒一人一人の詳細な実態把握を行い、適切な指導計画を作成して指導を展開する必

要がある。
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ｂ 個々の幼児児童生徒の障害の状態に応じて、食べやすい（誤嚥
えん

しにくい）姿勢が保持

されるようにする。

ｃ 食事前、食事中及び食事後の幼児児童生徒の様子を観察し、適切かつ安全な指導を行

うようにする。

ｳ 「学校給食実施基準の一部改訂について」（令和３年文部科学省通知）、「食に関する指

導の手引―第二次改訂版―」（平成３１年文部科学省）、「愛知の特別食マニュアル」（平成

２１年愛知県教育委員会）を参考にする等、給食の指導に限らず、寄宿舎における食事等

についても、誤嚥
えん

の防止その他の安全確保を徹底する。

 

区 分 項 目 指 導 の 留 意 点

４ 環境の把握

⑸ 認知や行動の手

掛かりとなる概

念の形成に関す

ること

・ 食材の属性や色、形、大きさ、固さ、量、味等、

日常生活に必要な認知や行動の手がかりとなる概

念の形成を図る。

５ 身体の動き

⑴ 姿勢と運動・動

作の基本的技能

に関すること

・ 咀
そ

嚼
しゃく

・嚥
えん

下等の食べる機能を高める。

・ 食事をとる際の姿勢保持を図る。

・ 食べ物や食具に手を伸ばす、物をつかむ、つかん

だ物を口に運ぶ等の上肢（手指）の運動・動作の

改善及び習得を図る。

⑵ 姿勢保持と運

動・動作の補助

的手段の活用に

関すること

・ 幼児児童生徒個々の実態に応じて、様々な補助用

具や自助具を活用し、食事動作の改善を図る。

⑶ 日常生活に必要

な基本動作に関

すること

・ 安定した座位を確保しながら、上肢を十分に動か

せるようにし、食事動作の改善、習得を図る。

６ コミュニケー

ション

⑴ コミュニケーショ

ンの基本的能力

に関すること

・ 個々の幼児児童生徒の実態に即して表情や身振

り、絵や写真、言葉等を通して、教師や仲間と意

思のやりとりができるようにする。

⑸ 障害のある幼児児童生徒の摂食に伴う事故の防止

給食の時間中に、幼児児童生徒が誤嚥
えん

し喉に詰まらせる事故や窒息事故が起きている。

事故を受けて「障害のある幼児児童生徒の給食その他の摂食を伴う指導に当たっての安全確

保の徹底について」（平成２４年文部科学省通知）、「学校給食における窒息事故の防止につい

て」（令和６年文部科学省通知）が出されている。これらの通知文を基に安全確保の徹底に努め

る。

ア 摂食に伴う事故防止の留意点

ｱ 特に嚥
えん

下障害等、食べる機能に障害のある幼児児童生徒の指導に当たっては、食物の誤

嚥
えん

は重大事故につながる可能性があることを認識し、医師その他の専門家の診断や助言に

基づき、食事の調理形態や摂食指導の方法について、保護者と学校の関係者間で十分な検

討を行う。調理及び指導はこれに基づくとともに、食べる機能に障害のある幼児児童生徒

は、摂食指導の経験が豊富な教職員を含む複数で指導する等により安全確保を徹底する。

さらに、万一の事故への対応については、あらかじめ医師その他の専門家の指導・助言

を受け、教職員間で確認し共有することが望まれる。

ｲ 幼児児童生徒が安全に食べることができるよう、特に以下の点に留意する。

ａ 個々の幼児児童生徒が安全に食べることができるよう食べやすく誤嚥
えん

しにくい大きさ、

固さ、とろみ、食材の選定等に留意した献立を作成し、調理方法を工夫する。また、個々

の幼児児童生徒の食べる機能に応じて、一口の量や摂食指導の仕方を工夫する。
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ｂ 個々の幼児児童生徒の障害の状態に応じて、食べやすい（誤嚥
えん

しにくい）姿勢が保持

されるようにする。

ｃ 食事前、食事中及び食事後の幼児児童生徒の様子を観察し、適切かつ安全な指導を行

うようにする。

ｳ 「学校給食実施基準の一部改訂について」（令和３年文部科学省通知）、「食に関する指

導の手引―第二次改訂版―」（平成３１年文部科学省）、「愛知の特別食マニュアル」（平成

２１年愛知県教育委員会）を参考にする等、給食の指導に限らず、寄宿舎における食事等

についても、誤嚥
えん

の防止その他の安全確保を徹底する。

 

区 分 項 目 指 導 の 留 意 点

４ 環境の把握

⑸ 認知や行動の手

掛かりとなる概

念の形成に関す

ること

・ 食材の属性や色、形、大きさ、固さ、量、味等、

日常生活に必要な認知や行動の手がかりとなる概

念の形成を図る。

５ 身体の動き

⑴ 姿勢と運動・動

作の基本的技能

に関すること

・ 咀
そ

嚼
しゃく

・嚥
えん

下等の食べる機能を高める。

・ 食事をとる際の姿勢保持を図る。

・ 食べ物や食具に手を伸ばす、物をつかむ、つかん

だ物を口に運ぶ等の上肢（手指）の運動・動作の

改善及び習得を図る。

⑵ 姿勢保持と運

動・動作の補助

的手段の活用に

関すること

・ 幼児児童生徒個々の実態に応じて、様々な補助用

具や自助具を活用し、食事動作の改善を図る。

⑶ 日常生活に必要

な基本動作に関

すること

・ 安定した座位を確保しながら、上肢を十分に動か

せるようにし、食事動作の改善、習得を図る。

６ コミュニケー

ション

⑴ コミュニケーショ

ンの基本的能力

に関すること

・ 個々の幼児児童生徒の実態に即して表情や身振

り、絵や写真、言葉等を通して、教師や仲間と意

思のやりとりができるようにする。

⑸ 障害のある幼児児童生徒の摂食に伴う事故の防止

給食の時間中に、幼児児童生徒が誤嚥
えん

し喉に詰まらせる事故や窒息事故が起きている。

事故を受けて「障害のある幼児児童生徒の給食その他の摂食を伴う指導に当たっての安全確

保の徹底について」（平成２４年文部科学省通知）、「学校給食における窒息事故の防止につい

て」（令和６年文部科学省通知）が出されている。これらの通知文を基に安全確保の徹底に努め

る。

ア 摂食に伴う事故防止の留意点

ｱ 特に嚥
えん

下障害等、食べる機能に障害のある幼児児童生徒の指導に当たっては、食物の誤

嚥
えん

は重大事故につながる可能性があることを認識し、医師その他の専門家の診断や助言に

基づき、食事の調理形態や摂食指導の方法について、保護者と学校の関係者間で十分な検

討を行う。調理及び指導はこれに基づくとともに、食べる機能に障害のある幼児児童生徒

は、摂食指導の経験が豊富な教職員を含む複数で指導する等により安全確保を徹底する。

さらに、万一の事故への対応については、あらかじめ医師その他の専門家の指導・助言

を受け、教職員間で確認し共有することが望まれる。

ｲ 幼児児童生徒が安全に食べることができるよう、特に以下の点に留意する。

ａ 個々の幼児児童生徒が安全に食べることができるよう食べやすく誤嚥
えん

しにくい大きさ、

固さ、とろみ、食材の選定等に留意した献立を作成し、調理方法を工夫する。また、個々

の幼児児童生徒の食べる機能に応じて、一口の量や摂食指導の仕方を工夫する。
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ｂ 個々の幼児児童生徒の障害の状態に応じて、食べやすい（誤嚥
えん

しにくい）姿勢が保持

されるようにする。

ｃ 食事前、食事中及び食事後の幼児児童生徒の様子を観察し、適切かつ安全な指導を行

うようにする。

ｳ 「学校給食実施基準の一部改訂について」（令和３年文部科学省通知）、「食に関する指

導の手引―第二次改訂版―」（平成３１年文部科学省）、「愛知の特別食マニュアル」（平成
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えん
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区 分 項 目 指 導 の 留 意 点
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⑸ 認知や行動の手
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そ

嚼
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・嚥
えん
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給食の時間中に、幼児児童生徒が誤嚥
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を受け、教職員間で確認し共有することが望まれる。

ｲ 幼児児童生徒が安全に食べることができるよう、特に以下の点に留意する。

ａ 個々の幼児児童生徒が安全に食べることができるよう食べやすく誤嚥
えん

しにくい大きさ、

固さ、とろみ、食材の選定等に留意した献立を作成し、調理方法を工夫する。また、個々

の幼児児童生徒の食べる機能に応じて、一口の量や摂食指導の仕方を工夫する。
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なお、高等学校学習指導要領解説総則編では、学校における食育の推進においては、栄養摂

取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、やせ、食物アレル

ギー等の健康課題が見られるほか、食品の安全性の確保等の食に関わる課題が顕在化してい

る。こうした課題に適切に対応するため、生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身

に付けることにより、生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を育んでいくための基礎が

培われるよう、栄養のバランスや規則正しい食生活、食品の安全性等の指導が一層重視されな

ければならない。また、これら心身の健康に関する内容に加えて、自然の恩恵・勤労などへの

感謝や食文化などについても教科等の内容と関連させた指導を行うことが効果的である。食に

関する指導にあたっては、保健体育科、家庭科、特別活動などの指導を相互に関連させなが

ら、学校の教育活動全体として効果的に取り組むことが重要である。その際、教職員間の連携

に努めるとともに、地域や学校の実情に応じて栄養教諭等の専門性を有する教職員や地域の有

識者等との連携に努めることにも配慮することが大切であるとしている。また、特別活動の一

環として学校給食を実施する場合には、食育の観点を踏まえた適切な指導を行うことが重要で

ある。

学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じ

て適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努

めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教

科・科目及び総合的な探究の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。

また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育･健

康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康･安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ

う配慮すること。 

 

６ 高等学校

⑴ 学校給食の位置付け

高等学校については、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」（平成２１

年施行）に基づいて実施されている。この法律で夜間学校給食とは、夜間において授業を行う

課程を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生

徒に対して実施される給食をいい、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の

夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、併せて国民の食生活の改善に寄与する

ことを目的としている。

また、この法律において、学校給食法で規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基

準を準用するとしている。

⑵ 教育課程における位置付け

高等学校における学校給食について、現在主として定時制の課程において行われており、そ

の教育課程上の位置付けとしては、学校の指導の方針、施設設備、生徒の実態等に応じて異な

っているので、それぞれの学校の実態に即した教育活動として行われている。生徒の自発的な

活動を醸成する機会として役立てることを含めて、ホームルーム活動、学校行事等の特別活動

の一環として、そのいずれかの指導計画の中で実施されている場合もある。いずれの場合であ

っても、食事に対する理解や望ましい食習慣を育成することに役立つばかりでなく、健康につ

いての指導や、食事に対する自己管理の能力を育成するための重要な機会であるため、高等学

校学習指導要領においては、特に、特別活動の一環として学校給食を実施する場合には、食育

の観点を踏まえた適切な指導を行うこととしている。生徒たちが心を開き、明るい雰囲気の中

で、望ましい食習慣と豊かな人間関係を育成するように配慮することが大切である。

なお、学校給食を実施していない学校においては、ホームルーム活動の健康・安全に関する

指導の中で、食に関する望ましい習慣の形成について、指導の充実を図ることが大切であるこ

とは言うまでもない。

⑶ 食に関する指導

規則正しく調和のとれた食生活は、健康の保持増進の基本であり、近年の生徒等の食生活の

乱れが、生活習慣病はもとより心の健康問題にも発展する等、食に起因する新たな健康課題を

引き起こしていることから、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることは極め

て重要な課題となっている。

高等学校の時期は、男女ともに心身の発育・発達が著しいことから、食育の観点を踏まえ、

自己の健康を管理し改善していく資質や能力の基礎を育成するため、自分の食生活を見直し、

自ら改善して、生涯を通じた望ましい食習慣の形成と食事を通して望ましい人間関係や明るい

社交性が育まれるよう指導する必要がある。

高等学校学習指導要領総則（平成３０年告示）においても、小・中学校、特別支援学校と同

様に学校における食育の推進が次のように明記されている。
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なお、高等学校学習指導要領解説総則編では、学校における食育の推進においては、栄養摂
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康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康･安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ

う配慮すること。 

 

６ 高等学校

⑴ 学校給食の位置付け

高等学校については、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」（平成２１

年施行）に基づいて実施されている。この法律で夜間学校給食とは、夜間において授業を行う

課程を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生
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夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、併せて国民の食生活の改善に寄与する
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高等学校における学校給食について、現在主として定時制の課程において行われており、そ

の教育課程上の位置付けとしては、学校の指導の方針、施設設備、生徒の実態等に応じて異な

っているので、それぞれの学校の実態に即した教育活動として行われている。生徒の自発的な

活動を醸成する機会として役立てることを含めて、ホームルーム活動、学校行事等の特別活動

の一環として、そのいずれかの指導計画の中で実施されている場合もある。いずれの場合であ

っても、食事に対する理解や望ましい食習慣を育成することに役立つばかりでなく、健康につ

いての指導や、食事に対する自己管理の能力を育成するための重要な機会であるため、高等学

校学習指導要領においては、特に、特別活動の一環として学校給食を実施する場合には、食育

の観点を踏まえた適切な指導を行うこととしている。生徒たちが心を開き、明るい雰囲気の中

で、望ましい食習慣と豊かな人間関係を育成するように配慮することが大切である。

なお、学校給食を実施していない学校においては、ホームルーム活動の健康・安全に関する

指導の中で、食に関する望ましい習慣の形成について、指導の充実を図ることが大切であるこ

とは言うまでもない。

⑶ 食に関する指導

規則正しく調和のとれた食生活は、健康の保持増進の基本であり、近年の生徒等の食生活の

乱れが、生活習慣病はもとより心の健康問題にも発展する等、食に起因する新たな健康課題を

引き起こしていることから、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることは極め

て重要な課題となっている。

高等学校の時期は、男女ともに心身の発育・発達が著しいことから、食育の観点を踏まえ、

自己の健康を管理し改善していく資質や能力の基礎を育成するため、自分の食生活を見直し、

自ら改善して、生涯を通じた望ましい食習慣の形成と食事を通して望ましい人間関係や明るい

社交性が育まれるよう指導する必要がある。

高等学校学習指導要領総則（平成３０年告示）においても、小・中学校、特別支援学校と同

様に学校における食育の推進が次のように明記されている。
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ら、学校の教育活動全体として効果的に取り組むことが重要である。その際、教職員間の連携

に努めるとともに、地域や学校の実情に応じて栄養教諭等の専門性を有する教職員や地域の有

識者等との連携に努めることにも配慮することが大切であるとしている。また、特別活動の一
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ｴ 交付金の算定方法

配分基礎額※１×算定割合 と 事業に要する経費の額※２×算定割合 を比較※ して

少ない方の額 ＋ 事務費 ＝ 交付金

※１配分基礎額 ＝ 基準面積（児童生徒数による）×建築単価（国が定める額）

※２事業に要する経費の額 ＝ 実工事費（対象外経費を除いた対象工事分）

※ 地方公共団体ごとに交付するものであるため、施設整備計画に記載された交付対象事業

全体で比較する。

 
イ 交付金に係る手続

ｱ 次年度の事業量の提出

文部科学省においては、交付金を受ける年度の前年度において、各地方公共団体の次年度の

事業量の状況把握を行っている。 
この次年度の事業量を基礎として、交付金の予算に係る概算要求等を行っているところであ

り、申請を予定している地方公共団体においては、内容を十分検討し必要な財源の見通しを

もった上で、当該次年度事業量を提出することが重要である。 
ｲ 施設整備計画の作成・提出

地方公共団体は、交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、計画

を作成しなければならない。 
計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表するとともに、文部科学大

臣（市町村（特別区を含む。以下同じ。）にあっては、都道府県教育委員会を経由して文部科

学大臣）に提出しなければならない。 
ｳ 申請等の手続

ａ 交付申請・交付決定 
地方公共団体は、内定を受けたものについて「学校施設環境改善交付金交付申請書」を提

出し、文部科学大臣は、この提出された交付申請書を審査して交付対象事業の目的及び内容

等が適正なものと認めたときは交付決定を行う。 
ｂ 交付対象事業の実施 

地方公共団体は、交付対象事業の遂行の状況に関し、「状況報告書」を文部科学大臣（交

付対象事業者が市町村の場合には、都道府県教育委員会）に提出しなければならない。 
ｃ 交付対象事業の廃止及び内容変更 
・ 事業廃止 

交付対象事業者が、交付決定の内容を廃止しようとする場合には、「学校施設環境改善

交付金交付事業廃止承認申請書」を文部科学大臣に提出しなければならない。 
・ 内容変更 

交付対象事業者が、交付決定の内容を変更しようとする場合には、文部科学大臣の承認

を受けなければならないものと、承認を要せずに変更しうるものとがある。 

全工事費のうち交付金の算定対象となる工事費 
（学校給食施設整備事業に係る工事費の対象経費について〈参考〉） 

＊ 基準面積以上に実施する単独分の面積は対象外であるため、基準面積を超える部分に係る経費は

対象外経費 

 

Ⅶ 学校給食関係事務

 
１ 国庫補助金等関係

⑴ 学校施設環境改善交付金

学校給食施設設備の整備にかかる国の補助は、学校施設環境改善交付金交付要綱（平成２３年４

月１日付け２３文科施第３号文部科学大臣裁定）に定められている。

地方公共団体が作成した義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和３３年法律

第８１号）第１２条第２項に規定する施設整備計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、

同条第１項の規定により国が交付する交付金である。 
ア 学校給食施設整備事業の概要等

ｱ 趣旨

学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を図るため、公立の義務教育諸学校の学校給

食の実施に必要な設備の整備に要する経費の一部を国庫補助し、その促進を図る。 
ｲ 国庫補助事業者

地方公共団体（都道府県・市町村（組合を含む））

ｳ 事業の概要、交付金の算定割合

国庫補助事業細目  算定割合 概 要 附 帯 施 設 

公

立

の

義

務

教

育

諸

学

校 

学校給食施設の

新増改築 
新増築： 
１／２ 

 
 
 

改築： 
１／３ 

学校給食を開設するため給

食施設をドライシステムに

より新増築する事業 
 
 
老朽化等により給食施設を

ドライシステムにより改築

する事業 

かま、上流し、下流し、調理台、食器洗浄

機、食器消毒保管機、ボイラー、かくはん

機、野菜裁断機、球根皮剥機、揚物機、焼

物機、蒸物機、冷蔵庫、真空冷却機、中心

温度管理機能付き調理機、エアカーテン、

エアシャワー、手指殺菌機（共同調理場の

場合、厨芥処理機、自家発電機、廃水処理

施設を含む。） 

炊飯給食施設の

新増築 
１／２ 炊飯給食を実施するため炊

飯給食施設をドライシステ

ムにより新増築する事業 

炊飯器、洗米機、納米庫（米びつ）、食器

浸漬槽 

アレルギー対策

室の新増改築 
新増築： 
１／２ 

 
改築： 
１／３ 

学校給食におけるアレル

ギー対応のためアレルギー

対策室をドライシステムに

より新増改築する事業 
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交付対象事業者が、交付決定の内容を廃止しようとする場合には、「学校施設環境改善

交付金交付事業廃止承認申請書」を文部科学大臣に提出しなければならない。 
・ 内容変更 

交付対象事業者が、交付決定の内容を変更しようとする場合には、文部科学大臣の承認

を受けなければならないものと、承認を要せずに変更しうるものとがある。 

全工事費のうち交付金の算定対象となる工事費 
（学校給食施設整備事業に係る工事費の対象経費について〈参考〉） 

＊ 基準面積以上に実施する単独分の面積は対象外であるため、基準面積を超える部分に係る経費は

対象外経費 

 

Ⅶ 学校給食関係事務

 
１ 国庫補助金等関係

⑴ 学校施設環境改善交付金

学校給食施設設備の整備にかかる国の補助は、学校施設環境改善交付金交付要綱（平成２３年４

月１日付け２３文科施第３号文部科学大臣裁定）に定められている。

地方公共団体が作成した義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和３３年法律

第８１号）第１２条第２項に規定する施設整備計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、

同条第１項の規定により国が交付する交付金である。 
ア 学校給食施設整備事業の概要等

ｱ 趣旨

学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を図るため、公立の義務教育諸学校の学校給

食の実施に必要な設備の整備に要する経費の一部を国庫補助し、その促進を図る。 
ｲ 国庫補助事業者

地方公共団体（都道府県・市町村（組合を含む））

ｳ 事業の概要、交付金の算定割合

国庫補助事業細目  算定割合 概 要 附 帯 施 設 

公

立

の

義

務

教

育

諸

学

校 

学校給食施設の

新増改築 
新増築： 
１／２ 

 
 
 

改築： 
１／３ 

学校給食を開設するため給

食施設をドライシステムに

より新増築する事業 
 
 
老朽化等により給食施設を

ドライシステムにより改築

する事業 

かま、上流し、下流し、調理台、食器洗浄

機、食器消毒保管機、ボイラー、かくはん

機、野菜裁断機、球根皮剥機、揚物機、焼

物機、蒸物機、冷蔵庫、真空冷却機、中心

温度管理機能付き調理機、エアカーテン、

エアシャワー、手指殺菌機（共同調理場の

場合、厨芥処理機、自家発電機、廃水処理

施設を含む。） 

炊飯給食施設の

新増築 
１／２ 炊飯給食を実施するため炊

飯給食施設をドライシステ

ムにより新増築する事業 

炊飯器、洗米機、納米庫（米びつ）、食器

浸漬槽 

アレルギー対策

室の新増改築 
新増築： 
１／２ 

 
改築： 
１／３ 

学校給食におけるアレル

ギー対応のためアレルギー

対策室をドライシステムに

より新増改築する事業 
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・ 国庫補助事業完了後１０年未満の、建物等の無償による財産処分で、市町村の合併の

特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）に規定する合併市町村基本計画に基づく

もの

・ 下表に掲げる財産処分

ｲ 承認等の手続

令和６年５月３１日付け６文科施第１６９号「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分

の承認等について」（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長通知）による。

１ 災害等により全壊した建物の取壊し等

災害又は火災により全壊，半壊，流失，全焼又は半焼した建物等の取壊し及び廃棄

危険建物及び危険建物に準ずる建物（事前に都道府県教育委員会の確認を受けたものに

限る。）のうち当該年度の補助申請に関連のない建物の取壊し

保健衛生，機能又は学校管理運営において不適当な建物（事前に都道府県教育委員会の

確認を受けたものに限る。）のうち当該年度の補助申請に関連のない建物の取壊し

取壊しを条件として他の国庫補助事業の対象となった建物の取壊し

単独で改築する建物の取壊し 当該取壊し面積以上の建物を単独で復旧する場合に限

る。

から までの建物の取壊しに際して，やむを得ずに行う建物以外の工作物の取壊し

及び設備の廃棄

処分制限期間内において，やむを得ない事情による破損・故障等のため修復不可能と

なった設備の廃棄

２ 公共用又は公用に供する施設への転用（営利を目的とし又は利益をあげる場合を除く。）

のうち，次の事項に該当するもの

統合又は別敷地移転等により廃校となる学校の調理場等に係る建物等で，当該統合等

について国庫補助を受けたものの転用

学校給食の円滑な実施には著しく不適当で，その改築等が国庫補助の対象となった建

物等の転用

３ 事情変更に伴う建物区分の変更

 

承認を要する事項を変更する場合、交付決定の内容の変更にあっては、「学校施設環境

改善交付金交付決定内容変更承認申請書」を提出する。 
また、工事の期間を延長する場合は「交付金交付事業工期延長報告書」、危険建物等の

取壊しを延期する場合は「危険建物等の取壊し延期承認申請書」、危険建物等を保存する

場合は「危険建物等の取壊し免除承認申請書」をそれぞれ提出する。 
ｄ 実績報告 

交付対象事業者は、交付対象事業が完了したとき又は国の会計年度が終了したときは、「実

績報告書」を文部科学大臣（交付対象事業者が市町村の場合には、都道府県教育委員会）に

提出する。 
ｅ 額の確定 

額の確定とは、交付すべき交付金の額を確認することをいい、これによって交付金の精算

ができることとなっている。この額の確定は、文部科学大臣（交付対象事業者が市町村の場

合には、都道府県教育委員会）が行う。 
ｴ 事後評価

地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等につ

いて評価を行い、これを公表するとともに文部科学大臣（市町村にあっては、都道府県教育委

員会を経由して文部科学大臣）に報告しなければならない。 
ウ 財産処分

ｱ 概要等

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２２条に

基づき、公立学校施設整備費補助金等の交付を受けて取得した財産（建物、用地等）を交付金

等の交付の目的に反して使用（転用）、譲渡、貸付け又は取壊しなどを行う場合は、交付金等

の全部に相当する金額を国に納付した場合及び文部科学大臣が定める期間（処分制限期間）を

経過した場合を除き、文部科学大臣の承認が必要となる。

※１承認とみなす事項（包括承認事項）は、国庫納付を必要とせずに承認するもの

※２報告事項

次に掲げる財産処分で、財産処分報告書を文部科学大臣に提出した場合については、文部

科学大臣の承認があったものとして取り扱われる。

・ 国庫補助事業完了後１０年以上経過した、建物並びにこれに付随する建物以外の工作

物及び設備（以下「建物等」という。）の無償による財産処分

地域再生法によるもの

報   告   事   項※２

交 付 決 定 事 項

国庫への返還が必要なもの

国庫への返還が不要なもの

経過後の
財産処分

手続不用

国庫補助
を受けた
給食施設
の 処 分

経過前の
財産処分

承 認 と
み な す

事 項※１

処分制限
期　    間

承認申請

地域再生法によるもの

報   告   事   項※２

交 付 決 定 事 項

国庫への返還が必要なもの

国庫への返還が不要なもの

経過後の
財産処分

手続不用

国庫補助
を受けた
給食施設
の 処 分

経過前の
財産処分

承 認 と
み な す

事 項※１

処分制限
期　    間

承認申請
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・ 国庫補助事業完了後１０年未満の、建物等の無償による財産処分で、市町村の合併の

特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）に規定する合併市町村基本計画に基づく

もの

・ 下表に掲げる財産処分

ｲ 承認等の手続

令和６年５月３１日付け６文科施第１６９号「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分

の承認等について」（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長通知）による。

１ 災害等により全壊した建物の取壊し等

災害又は火災により全壊，半壊，流失，全焼又は半焼した建物等の取壊し及び廃棄

危険建物及び危険建物に準ずる建物（事前に都道府県教育委員会の確認を受けたものに

限る。）のうち当該年度の補助申請に関連のない建物の取壊し

保健衛生，機能又は学校管理運営において不適当な建物（事前に都道府県教育委員会の

確認を受けたものに限る。）のうち当該年度の補助申請に関連のない建物の取壊し

取壊しを条件として他の国庫補助事業の対象となった建物の取壊し

単独で改築する建物の取壊し 当該取壊し面積以上の建物を単独で復旧する場合に限

る。

から までの建物の取壊しに際して，やむを得ずに行う建物以外の工作物の取壊し

及び設備の廃棄

処分制限期間内において，やむを得ない事情による破損・故障等のため修復不可能と

なった設備の廃棄

２ 公共用又は公用に供する施設への転用（営利を目的とし又は利益をあげる場合を除く。）

のうち，次の事項に該当するもの

統合又は別敷地移転等により廃校となる学校の調理場等に係る建物等で，当該統合等

について国庫補助を受けたものの転用

学校給食の円滑な実施には著しく不適当で，その改築等が国庫補助の対象となった建

物等の転用

３ 事情変更に伴う建物区分の変更

 

承認を要する事項を変更する場合、交付決定の内容の変更にあっては、「学校施設環境

改善交付金交付決定内容変更承認申請書」を提出する。 
また、工事の期間を延長する場合は「交付金交付事業工期延長報告書」、危険建物等の

取壊しを延期する場合は「危険建物等の取壊し延期承認申請書」、危険建物等を保存する

場合は「危険建物等の取壊し免除承認申請書」をそれぞれ提出する。 
ｄ 実績報告 

交付対象事業者は、交付対象事業が完了したとき又は国の会計年度が終了したときは、「実

績報告書」を文部科学大臣（交付対象事業者が市町村の場合には、都道府県教育委員会）に

提出する。 
ｅ 額の確定 

額の確定とは、交付すべき交付金の額を確認することをいい、これによって交付金の精算

ができることとなっている。この額の確定は、文部科学大臣（交付対象事業者が市町村の場

合には、都道府県教育委員会）が行う。 
ｴ 事後評価

地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等につ

いて評価を行い、これを公表するとともに文部科学大臣（市町村にあっては、都道府県教育委

員会を経由して文部科学大臣）に報告しなければならない。 
ウ 財産処分

ｱ 概要等

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２２条に

基づき、公立学校施設整備費補助金等の交付を受けて取得した財産（建物、用地等）を交付金

等の交付の目的に反して使用（転用）、譲渡、貸付け又は取壊しなどを行う場合は、交付金等

の全部に相当する金額を国に納付した場合及び文部科学大臣が定める期間（処分制限期間）を

経過した場合を除き、文部科学大臣の承認が必要となる。

※１承認とみなす事項（包括承認事項）は、国庫納付を必要とせずに承認するもの

※２報告事項

次に掲げる財産処分で、財産処分報告書を文部科学大臣に提出した場合については、文部

科学大臣の承認があったものとして取り扱われる。

・ 国庫補助事業完了後１０年以上経過した、建物並びにこれに付随する建物以外の工作

物及び設備（以下「建物等」という。）の無償による財産処分

地域再生法によるもの

報   告   事   項※２

交 付 決 定 事 項

国庫への返還が必要なもの

国庫への返還が不要なもの

経過後の
財産処分

手続不用

国庫補助
を受けた
給食施設
の 処 分

経過前の
財産処分

承 認 と
み な す

事 項※１

処分制限
期　    間

承認申請

地域再生法によるもの

報   告   事   項※２

交 付 決 定 事 項

国庫への返還が必要なもの

国庫への返還が不要なもの

経過後の
財産処分

手続不用

国庫補助
を受けた
給食施設
の 処 分

経過前の
財産処分

承 認 と
み な す

事 項※１

処分制限
期　    間

承認申請
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・ 国庫補助事業完了後１０年未満の、建物等の無償による財産処分で、市町村の合併の

特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）に規定する合併市町村基本計画に基づく

もの

・ 下表に掲げる財産処分

ｲ 承認等の手続

令和６年５月３１日付け６文科施第１６９号「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分

の承認等について」（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長通知）による。

１ 災害等により全壊した建物の取壊し等

災害又は火災により全壊，半壊，流失，全焼又は半焼した建物等の取壊し及び廃棄

危険建物及び危険建物に準ずる建物（事前に都道府県教育委員会の確認を受けたものに

限る。）のうち当該年度の補助申請に関連のない建物の取壊し

保健衛生，機能又は学校管理運営において不適当な建物（事前に都道府県教育委員会の

確認を受けたものに限る。）のうち当該年度の補助申請に関連のない建物の取壊し

取壊しを条件として他の国庫補助事業の対象となった建物の取壊し

単独で改築する建物の取壊し 当該取壊し面積以上の建物を単独で復旧する場合に限

る。

から までの建物の取壊しに際して，やむを得ずに行う建物以外の工作物の取壊し

及び設備の廃棄

処分制限期間内において，やむを得ない事情による破損・故障等のため修復不可能と

なった設備の廃棄

２ 公共用又は公用に供する施設への転用（営利を目的とし又は利益をあげる場合を除く。）

のうち，次の事項に該当するもの

統合又は別敷地移転等により廃校となる学校の調理場等に係る建物等で，当該統合等

について国庫補助を受けたものの転用

学校給食の円滑な実施には著しく不適当で，その改築等が国庫補助の対象となった建

物等の転用

３ 事情変更に伴う建物区分の変更

 

承認を要する事項を変更する場合、交付決定の内容の変更にあっては、「学校施設環境

改善交付金交付決定内容変更承認申請書」を提出する。 
また、工事の期間を延長する場合は「交付金交付事業工期延長報告書」、危険建物等の

取壊しを延期する場合は「危険建物等の取壊し延期承認申請書」、危険建物等を保存する

場合は「危険建物等の取壊し免除承認申請書」をそれぞれ提出する。 
ｄ 実績報告 

交付対象事業者は、交付対象事業が完了したとき又は国の会計年度が終了したときは、「実

績報告書」を文部科学大臣（交付対象事業者が市町村の場合には、都道府県教育委員会）に

提出する。 
ｅ 額の確定 

額の確定とは、交付すべき交付金の額を確認することをいい、これによって交付金の精算

ができることとなっている。この額の確定は、文部科学大臣（交付対象事業者が市町村の場

合には、都道府県教育委員会）が行う。 
ｴ 事後評価

地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等につ
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報   告   事   項※２

交 付 決 定 事 項

国庫への返還が必要なもの

国庫への返還が不要なもの

経過後の
財産処分

手続不用

国庫補助
を受けた
給食施設
の 処 分

経過前の
財産処分

承 認 と
み な す

事 項※１

処分制限
期　    間

承認申請

地域再生法によるもの

報   告   事   項※２

交 付 決 定 事 項
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期　    間
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＜補助事業等により取得した財産の処分制限期間例示表＞

ａ 施設

① 平成１２年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について

適用する。

※参考「補助事業者等が補助事業等により取得した財産のうち処分を制限する財産及び補助事

業等により取得した財産の処分制限期間」（昭和６０年３月５日 文部省告示第２８号）

② 平成１３年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産から適用する。

※参考「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限

する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成１

４年３月２５日 文部科学省告示第５３号）

施設整備等名 財産名 構造規格等 構造区分 ① ②
鉄骨鉄筋コンクリート造
又は鉄筋コンクリート造
ブロック造 その他
金属造（骨格材の肉厚が
4mmを超えるもの）
金属造（骨格材の肉厚が
3mmを超え4mm以下のも
の）
金属造（骨格材の肉厚が
3mm以下のもの）
木造
木骨モルタル造 その他
鉄骨鉄筋コンクリート造
又は鉄筋コンクリート造
ブロック造 その他
金属造（骨格材の肉厚が
4mmを超えるもの）
金属造（骨格材の肉厚が
3mmを超え4mm以下のも
の）
金属造（骨格材の肉厚が
3mm以下のもの）
木造
木骨モルタル造 その他

補助事業等名

公立学校施設整備
補助金（学校給食
施設整備費）

安全・安心な学校
づくり交付金

学校施設環境改善
交付金

等

処分制限期間（年）処分制限財産の名称等

建物学校食堂施設

建物学校給食施設

 

＜補助事業等により取得した財産の処分制限期間例示表＞

ａ 施設

① 平成１２年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について

適用する。
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する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成１
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4mmを超えるもの）
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施設整備費）
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処分制限期間（年）処分制限財産の名称等

建物学校食堂施設

建物学校給食施設

ｂ 設備

※参考「補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する

財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成１４年３月

２５日 文部科学省告示第５３号）

⑵ 要保護児童生徒援助費補助金

市町村が経済的理由によって、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助

を与えた場合、国がその経費の一部を補助する。

ア 対象となる市町村

① 小学校又は中学校を設置する市町村

② 学校給食法施行令（昭和２９年政令第２１２号）第１条の規定に基づく開設の届け出を完了

している市町村で、現に学校給食を実施している市町村

③ 補助対象保護者に対して、学校給食費の２分の１以上の補助を行う市町村

④ 補助金の申請時において、③の補助に要する予算を議決していること又は議決確実である市
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２５日 文部科学省告示第５３号）

⑵ 要保護児童生徒援助費補助金

市町村が経済的理由によって、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助

を与えた場合、国がその経費の一部を補助する。

ア 対象となる市町村

① 小学校又は中学校を設置する市町村

② 学校給食法施行令（昭和２９年政令第２１２号）第１条の規定に基づく開設の届け出を完了

している市町村で、現に学校給食を実施している市町村

③ 補助対象保護者に対して、学校給食費の２分の１以上の補助を行う市町村
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＜補助事業等により取得した財産の処分制限期間例示表＞

ａ 施設

① 平成１２年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について
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⑵ 要保護児童生徒援助費補助金

市町村が経済的理由によって、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助

を与えた場合、国がその経費の一部を補助する。

ア 対象となる市町村

① 小学校又は中学校を設置する市町村
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している市町村で、現に学校給食を実施している市町村

③ 補助対象保護者に対して、学校給食費の２分の１以上の補助を行う市町村

④ 補助金の申請時において、③の補助に要する予算を議決していること又は議決確実である市
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を払わなければならない。なお、学校給食費の補助については、学校長が要保護者から委任を

受け、その代理人として一括受理し、保管・処理をすることが望ましい。その際は、必ず委任

状を作成・保存するとともに、補助支給事務完了後はすみやかに委任事務が終了したことを保

護者に連絡する。また教育委員会は、校長が要保護者から委任を受けている場合は、その学校

に対し定時及び随時に、適切な方法により経理事務の監査を行う。

ｳ 就学援助費個人支給明細書の作成

教育委員会が直接給与事務を行う場合は教育委員会が、学校長が教育委員会の補助機関とし

て就学援助費を取り扱う場合は当該学校長が、それぞれ「就学援助費個人支給明細書」を備え

付ける。

ｴ 支給に伴う証拠書類等の整理保存

補助金支給の証拠として、保護者の請求書及び受領書、個人支給明細書、世帯票、支給計画

通知書等を整理保存しておかなければならない。

カ 国庫補助金申請事務

ｱ 事業計画の概要の提出 国の補助を受けようとする市町村は、事業計画の概要を別に

通知する日までに県教育委員会へ提出する。補助金の内定の資

料となるため、十分留意し正確を期さなければならない。

↓

ｲ 補助金の内定 市町村は、文部科学省からの通知に伴い、県教育委員会から

市町村教育委員会へ内定額の通知が行われる。

↓

ｳ 補助金の交付申請 補助金交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、県

教育委員会を経由して文部科学大臣に提出する。

↓

ｴ 補助金の交付決定 文部科学大臣は、交付申請書を審査の上、交付決定を行い、

県教育委員会を通じて該当市町村に通知する。

↓

ｵ 状況報告書の提出 市町村は、補助事業の遂行状況について、文部科学大臣の要

求があった場合、県教育委員会に状況報告書を提出する。

↓

ｶ 実績報告書の提出 市町村は、補助事業を完了したときは、その日から３０日を

経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、

実績報告書を県教育委員会に提出する。

↓

ｷ 補助金の額の確定 県教育委員会は ｶ により提出された実績報告書の内容を審

査して、適正であると認めたときは、当該市町村に対して補助

金の額を確定・通知する。

↓

ｸ 補助金の請求・精算払 県教育委員会から、額の確定通知を受けた市町村は、県会計

管理者に対し、請求書に精算払内訳書、事業精算調書、交付決

定通知書の写し、実績報告書の写し、額の確定通知書の写し等

を添付して補助金の支払いを受ける。

キ 準要保護者に係る就学援助費について

平成１７年度から、三位一体改革により、準要保護者に係る国庫補助金は廃止され、対象が要

 

町村

イ 対象となる学校給食費

保護者から学校給食費として徴収される実費（学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する

経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは含まない。）

ウ 対象となる保護者

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者

ただし、同法第 条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合で

ある保護者を除く。

エ 認定の事務手続

ｱ 世帯票の作成

市町村の教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、学校長又は民生委員等が就学援助

を必要とすると認める者について、教育的立場からの学校長の意見に基づき世帯票を作成する。

ｲ 要保護者の認定

教育委員会は、世帯票に基づき、３月末日 ただし、新たに小学校に入学する者については

４月末日 までに要保護の認定を終了する。また、要保護の認定終了後はすみやかに当該世帯

票の一部を学校長に送付してその結果を知らせ、一部を認定台帳として教育委員会に保管する。

なお、転入学者若しくは災害等により年度の中途において要保護児童生徒の認定を必要とす

る者については、その都度すみやかに追加認定を行う。

また、前年度において要保護児童生徒として認定された者が、新年度においても引き続き援

助を必要とする場合は前年度における世帯票の継続報告欄及び継続認定欄を使用して行う。こ

の場合において家庭状況等に変動がある場合は、家庭状況変動欄へ変動の事由を記入する。

ｳ 進学又は転学の場合の取扱

小学校６学年の要保護児童が、同一市町村内の中学校へ入学する場合は、教育委員会は当該

児童に係る世帯票を回収し、その者が入学する中学校の学校長に世帯票を送付する。同一市町

村内における転学についても同様とする。

ｴ 年度の中途における認定の取り消しについて

要保護児童生徒として認定された者が、年度の中途において世帯の経済状況の好転又は設置

者が異なる学校への転学、死亡等により援助を必要としなくなった場合において、その者の認

定を取り消すときは世帯票の認定取消しの場合欄にその理由を記入し、また継続報告欄および

継続認定欄に「 年 月 日取り消し」と朱書し、当該世帯票を一定期間保存する。

オ 補助金の支給

ｱ 就学援助費支給計画通知書の作成

教育委員会は要保護児童生徒の個人ごとの支給予定額を決定したのち「就学援助費支給計画

通知書」を作成し、これを４月末日までに学校長に通知するとともに、学校長を通じて保護者

に対し、当該保護者に係る児童生徒が就学援助費を受けることとなったことをすみやかに連絡

する。

ｲ 要保護者への補助の支給

要保護者への補助の支給は年度の当初から開始し、３月末日までに完了させる。補助の支給

に関しては、要保護者の児童生徒に劣等感や卑屈感を抱かせることのないように、細心の注意
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を払わなければならない。なお、学校給食費の補助については、学校長が要保護者から委任を

受け、その代理人として一括受理し、保管・処理をすることが望ましい。その際は、必ず委任

状を作成・保存するとともに、補助支給事務完了後はすみやかに委任事務が終了したことを保

護者に連絡する。また教育委員会は、校長が要保護者から委任を受けている場合は、その学校

に対し定時及び随時に、適切な方法により経理事務の監査を行う。

ｳ 就学援助費個人支給明細書の作成

教育委員会が直接給与事務を行う場合は教育委員会が、学校長が教育委員会の補助機関とし

て就学援助費を取り扱う場合は当該学校長が、それぞれ「就学援助費個人支給明細書」を備え

付ける。

ｴ 支給に伴う証拠書類等の整理保存

補助金支給の証拠として、保護者の請求書及び受領書、個人支給明細書、世帯票、支給計画

通知書等を整理保存しておかなければならない。

カ 国庫補助金申請事務

ｱ 事業計画の概要の提出 国の補助を受けようとする市町村は、事業計画の概要を別に

通知する日までに県教育委員会へ提出する。補助金の内定の資

料となるため、十分留意し正確を期さなければならない。

↓

ｲ 補助金の内定 市町村は、文部科学省からの通知に伴い、県教育委員会から

市町村教育委員会へ内定額の通知が行われる。

↓

ｳ 補助金の交付申請 補助金交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、県

教育委員会を経由して文部科学大臣に提出する。

↓

ｴ 補助金の交付決定 文部科学大臣は、交付申請書を審査の上、交付決定を行い、

県教育委員会を通じて該当市町村に通知する。

↓

ｵ 状況報告書の提出 市町村は、補助事業の遂行状況について、文部科学大臣の要

求があった場合、県教育委員会に状況報告書を提出する。

↓

ｶ 実績報告書の提出 市町村は、補助事業を完了したときは、その日から３０日を

経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、

実績報告書を県教育委員会に提出する。

↓

ｷ 補助金の額の確定 県教育委員会は ｶ により提出された実績報告書の内容を審

査して、適正であると認めたときは、当該市町村に対して補助

金の額を確定・通知する。

↓

ｸ 補助金の請求・精算払 県教育委員会から、額の確定通知を受けた市町村は、県会計

管理者に対し、請求書に精算払内訳書、事業精算調書、交付決

定通知書の写し、実績報告書の写し、額の確定通知書の写し等

を添付して補助金の支払いを受ける。

キ 準要保護者に係る就学援助費について

平成１７年度から、三位一体改革により、準要保護者に係る国庫補助金は廃止され、対象が要
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保護者から学校給食費として徴収される実費（学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する

経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは含まない。）

ウ 対象となる保護者

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者

ただし、同法第 条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合で

ある保護者を除く。

エ 認定の事務手続

ｱ 世帯票の作成

市町村の教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、学校長又は民生委員等が就学援助

を必要とすると認める者について、教育的立場からの学校長の意見に基づき世帯票を作成する。

ｲ 要保護者の認定

教育委員会は、世帯票に基づき、３月末日 ただし、新たに小学校に入学する者については

４月末日 までに要保護の認定を終了する。また、要保護の認定終了後はすみやかに当該世帯

票の一部を学校長に送付してその結果を知らせ、一部を認定台帳として教育委員会に保管する。

なお、転入学者若しくは災害等により年度の中途において要保護児童生徒の認定を必要とす

る者については、その都度すみやかに追加認定を行う。

また、前年度において要保護児童生徒として認定された者が、新年度においても引き続き援

助を必要とする場合は前年度における世帯票の継続報告欄及び継続認定欄を使用して行う。こ

の場合において家庭状況等に変動がある場合は、家庭状況変動欄へ変動の事由を記入する。

ｳ 進学又は転学の場合の取扱

小学校６学年の要保護児童が、同一市町村内の中学校へ入学する場合は、教育委員会は当該

児童に係る世帯票を回収し、その者が入学する中学校の学校長に世帯票を送付する。同一市町

村内における転学についても同様とする。

ｴ 年度の中途における認定の取り消しについて

要保護児童生徒として認定された者が、年度の中途において世帯の経済状況の好転又は設置

者が異なる学校への転学、死亡等により援助を必要としなくなった場合において、その者の認

定を取り消すときは世帯票の認定取消しの場合欄にその理由を記入し、また継続報告欄および

継続認定欄に「 年 月 日取り消し」と朱書し、当該世帯票を一定期間保存する。

オ 補助金の支給

ｱ 就学援助費支給計画通知書の作成

教育委員会は要保護児童生徒の個人ごとの支給予定額を決定したのち「就学援助費支給計画

通知書」を作成し、これを４月末日までに学校長に通知するとともに、学校長を通じて保護者

に対し、当該保護者に係る児童生徒が就学援助費を受けることとなったことをすみやかに連絡

する。

ｲ 要保護者への補助の支給

要保護者への補助の支給は年度の当初から開始し、３月末日までに完了させる。補助の支給

に関しては、要保護者の児童生徒に劣等感や卑屈感を抱かせることのないように、細心の注意
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を払わなければならない。なお、学校給食費の補助については、学校長が要保護者から委任を

受け、その代理人として一括受理し、保管・処理をすることが望ましい。その際は、必ず委任

状を作成・保存するとともに、補助支給事務完了後はすみやかに委任事務が終了したことを保

護者に連絡する。また教育委員会は、校長が要保護者から委任を受けている場合は、その学校

に対し定時及び随時に、適切な方法により経理事務の監査を行う。

ｳ 就学援助費個人支給明細書の作成

教育委員会が直接給与事務を行う場合は教育委員会が、学校長が教育委員会の補助機関とし

て就学援助費を取り扱う場合は当該学校長が、それぞれ「就学援助費個人支給明細書」を備え

付ける。

ｴ 支給に伴う証拠書類等の整理保存

補助金支給の証拠として、保護者の請求書及び受領書、個人支給明細書、世帯票、支給計画

通知書等を整理保存しておかなければならない。

カ 国庫補助金申請事務

ｱ 事業計画の概要の提出 国の補助を受けようとする市町村は、事業計画の概要を別に

通知する日までに県教育委員会へ提出する。補助金の内定の資

料となるため、十分留意し正確を期さなければならない。

↓

ｲ 補助金の内定 市町村は、文部科学省からの通知に伴い、県教育委員会から

市町村教育委員会へ内定額の通知が行われる。

↓
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求があった場合、県教育委員会に状況報告書を提出する。

↓
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実績報告書を県教育委員会に提出する。

↓

ｷ 補助金の額の確定 県教育委員会は ｶ により提出された実績報告書の内容を審

査して、適正であると認めたときは、当該市町村に対して補助

金の額を確定・通知する。

↓

ｸ 補助金の請求・精算払 県教育委員会から、額の確定通知を受けた市町村は、県会計

管理者に対し、請求書に精算払内訳書、事業精算調書、交付決

定通知書の写し、実績報告書の写し、額の確定通知書の写し等

を添付して補助金の支払いを受ける。

キ 準要保護者に係る就学援助費について

平成１７年度から、三位一体改革により、準要保護者に係る国庫補助金は廃止され、対象が要
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ただし、同法第 条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合で

ある保護者を除く。

エ 認定の事務手続

ｱ 世帯票の作成

市町村の教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、学校長又は民生委員等が就学援助
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４月末日 までに要保護の認定を終了する。また、要保護の認定終了後はすみやかに当該世帯

票の一部を学校長に送付してその結果を知らせ、一部を認定台帳として教育委員会に保管する。

なお、転入学者若しくは災害等により年度の中途において要保護児童生徒の認定を必要とす

る者については、その都度すみやかに追加認定を行う。

また、前年度において要保護児童生徒として認定された者が、新年度においても引き続き援

助を必要とする場合は前年度における世帯票の継続報告欄及び継続認定欄を使用して行う。こ

の場合において家庭状況等に変動がある場合は、家庭状況変動欄へ変動の事由を記入する。

ｳ 進学又は転学の場合の取扱

小学校６学年の要保護児童が、同一市町村内の中学校へ入学する場合は、教育委員会は当該

児童に係る世帯票を回収し、その者が入学する中学校の学校長に世帯票を送付する。同一市町

村内における転学についても同様とする。

ｴ 年度の中途における認定の取り消しについて

要保護児童生徒として認定された者が、年度の中途において世帯の経済状況の好転又は設置

者が異なる学校への転学、死亡等により援助を必要としなくなった場合において、その者の認

定を取り消すときは世帯票の認定取消しの場合欄にその理由を記入し、また継続報告欄および

継続認定欄に「 年 月 日取り消し」と朱書し、当該世帯票を一定期間保存する。

オ 補助金の支給

ｱ 就学援助費支給計画通知書の作成

教育委員会は要保護児童生徒の個人ごとの支給予定額を決定したのち「就学援助費支給計画

通知書」を作成し、これを４月末日までに学校長に通知するとともに、学校長を通じて保護者

に対し、当該保護者に係る児童生徒が就学援助費を受けることとなったことをすみやかに連絡

する。

ｲ 要保護者への補助の支給

要保護者への補助の支給は年度の当初から開始し、３月末日までに完了させる。補助の支給

に関しては、要保護者の児童生徒に劣等感や卑屈感を抱かせることのないように、細心の注意
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２ 学校給食に伴う事務

⑴ 学校給食の開設・変更・中止・廃止に伴う届出

設置者は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項に規定する学校給食を開設し、

又は廃止しようとするときは、学校給食施行令（昭和２９年政令第２１２号）第１条の定めるとこ

ろにより、県教育委員会に届け出なければならない。 
本県では学校給食法施行規則（昭和２９年省令第２４号）に規定する届出書の様式については、

学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）により下表のように

定めている。 
様 式 掲載ページ 提 出  期 限 経 由 機 関 

開 設 届（様式第１） １６６ページ 開 設 しようとする日の１５日前
市町村立学校 
（名古屋市除く） 

…所管する教育事務所  
私立学校 … 知事 

変 更 届（様式第２） １６８ページ 変 更 しようとする日の１０日前

廃 止 届（様式第３） １７０ページ 廃 止 しようとする日の２０日前

一時中止届（様式第４） １７１ページ 一時中止しようとする日の２０日前

※ 一時中止が感染症、災害等不測の原因によるものであるときは、一時中止した後速やかに 
届け出なければならない。 

なお、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を提供する施設については、健康

増進法（平成１４年８月２日法律第１０３号）に定める特定給食施設の届出が必要となる。 

⑵ 学校給食用諸帳簿の取扱い

昭和３１年６月５日付け文管学第２１９号文部省管理局長通知「学校給食の実施について」にお

いて、学校給食を実施する学校では、その適正を期するため、学校給食の実施に関し常備すべき必

要な諸帳簿、表等を備えつけておくこととされている。 
（例：給食費徴収簿、物品受払簿、金銭出納簿等の帳簿類、その他献立表綴、給食日誌、提出報

告書等の控、綴等の整備） 
これを受け、平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号教育長通知「学校給食用諸帳簿の取

扱いについて」において、次の参考様式を示している。 
帳 簿 名 様 式 掲載ページ 

給食日誌 様式第１号 
１７２ページ 

学校給食実施簿 様式第２号 
検収表 様式第３号 

１７３ページ 
検食簿 様式第４号 

 

保護者に限定された。準要保護者に係る就学援助費については、所要の事業費が地方財政計画に

計上され地方交付税を算定する際の基準財政需要額に算入されている。各市町村は、準要保護者

に係る就学援助についても適切に実施するとともに、関係書類を整理保存しておくこと。

ク 就学援助の趣旨及び申請手続について

平成２６年１月に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成２５年法律第６

４号）の趣旨に則り、市町村教育委員会はできるだけ多くの広報手段等を通じて、保護者に対し

て就学援助の趣旨及び申請手続について引き続き周知徹底を図ること。

⑶ 特別支援教育就学奨励費（学校給食費）

特別支援教育就学奨励費は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童生徒の保護者等

の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校及び小・中学校への就学

に要する経費の一部を支弁する制度である。 
なお、本制度における学校給食費とは、学校給食法第１１条第２項または特別支援学校の幼稚部

及び高等部における学校給食に関する法律第５条第２項に定める学校給食費をいう。 
ア 特別支援学校

小学部・中学部・高等部（専攻科を除く）の保護者等に対して特別支援学校への就学奨励に関

する法律に基づき、幼稚部及び高等部専攻科の保護者等に対して交付要綱に基づいて補助する。

ｱ 学校給食費の支弁の基準

文部科学省局長通知に基づき算定した保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の状況に

より支弁区分を決定する。

・ Ⅰ区分（収入額が需要費の 倍未満） … 全額

・ Ⅱ区分（収入額が需要額の 倍以上 倍未満） … ２分の１

・ Ⅲ区分（収入額が需要額の 倍以上） … 支給なし

ｲ 費用の負担

県が校長を通して保護者等に支給する。 
県の支給額の２分の１を国が補助する。 

イ 小・中学校

特別支援学級及び通常の学級（学校教育法施行令第２２条の３に該当する児童生徒に限る）の

保護者等に対して交付要綱に基づいて補助する。

ｱ 学校給食費の支弁の基準

文部科学省局長通知に基づき算定した保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の状況に

より支弁区分を決定する。

・ Ⅰ区分（収入額が需要費の 倍未満） … ２分の１

・ Ⅱ区分（収入額が需要額の 倍以上 倍未満） … ２分の１

・ Ⅲ区分（収入額が需要額の 倍以上） … 支給なし

ｲ 費用の負担

市町村が校長を通して保護者等に支給する。（市町村が直接支給しても良い） 
市町村の支給額の２分の１を国が補助する。 
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２ 学校給食に伴う事務

⑴ 学校給食の開設・変更・中止・廃止に伴う届出

設置者は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項に規定する学校給食を開設し、

又は廃止しようとするときは、学校給食施行令（昭和２９年政令第２１２号）第１条の定めるとこ

ろにより、県教育委員会に届け出なければならない。 
本県では学校給食法施行規則（昭和２９年省令第２４号）に規定する届出書の様式については、

学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）により下表のように

定めている。 
様 式 掲載ページ 提 出  期 限 経 由 機 関 

開 設 届（様式第１） １６６ページ 開 設 しようとする日の１５日前
市町村立学校 
（名古屋市除く） 

…所管する教育事務所  
私立学校 … 知事 

変 更 届（様式第２） １６８ページ 変 更 しようとする日の１０日前

廃 止 届（様式第３） １７０ページ 廃 止 しようとする日の２０日前

一時中止届（様式第４） １７１ページ 一時中止しようとする日の２０日前

※ 一時中止が感染症、災害等不測の原因によるものであるときは、一時中止した後速やかに 
届け出なければならない。 

なお、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を提供する施設については、健康

増進法（平成１４年８月２日法律第１０３号）に定める特定給食施設の届出が必要となる。 

⑵ 学校給食用諸帳簿の取扱い

昭和３１年６月５日付け文管学第２１９号文部省管理局長通知「学校給食の実施について」にお

いて、学校給食を実施する学校では、その適正を期するため、学校給食の実施に関し常備すべき必

要な諸帳簿、表等を備えつけておくこととされている。 
（例：給食費徴収簿、物品受払簿、金銭出納簿等の帳簿類、その他献立表綴、給食日誌、提出報

告書等の控、綴等の整備） 
これを受け、平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号教育長通知「学校給食用諸帳簿の取

扱いについて」において、次の参考様式を示している。 
帳 簿 名 様 式 掲載ページ 

給食日誌 様式第１号 
１７２ページ 

学校給食実施簿 様式第２号 
検収表 様式第３号 

１７３ページ 
検食簿 様式第４号 

 

保護者に限定された。準要保護者に係る就学援助費については、所要の事業費が地方財政計画に

計上され地方交付税を算定する際の基準財政需要額に算入されている。各市町村は、準要保護者

に係る就学援助についても適切に実施するとともに、関係書類を整理保存しておくこと。

ク 就学援助の趣旨及び申請手続について

平成２６年１月に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成２５年法律第６

４号）の趣旨に則り、市町村教育委員会はできるだけ多くの広報手段等を通じて、保護者に対し

て就学援助の趣旨及び申請手続について引き続き周知徹底を図ること。

⑶ 特別支援教育就学奨励費（学校給食費）

特別支援教育就学奨励費は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童生徒の保護者等

の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校及び小・中学校への就学

に要する経費の一部を支弁する制度である。 
なお、本制度における学校給食費とは、学校給食法第１１条第２項または特別支援学校の幼稚部

及び高等部における学校給食に関する法律第５条第２項に定める学校給食費をいう。 
ア 特別支援学校

小学部・中学部・高等部（専攻科を除く）の保護者等に対して特別支援学校への就学奨励に関

する法律に基づき、幼稚部及び高等部専攻科の保護者等に対して交付要綱に基づいて補助する。

ｱ 学校給食費の支弁の基準

文部科学省局長通知に基づき算定した保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の状況に

より支弁区分を決定する。

・ Ⅰ区分（収入額が需要費の 倍未満） … 全額

・ Ⅱ区分（収入額が需要額の 倍以上 倍未満） … ２分の１

・ Ⅲ区分（収入額が需要額の 倍以上） … 支給なし

ｲ 費用の負担

県が校長を通して保護者等に支給する。 
県の支給額の２分の１を国が補助する。 

イ 小・中学校

特別支援学級及び通常の学級（学校教育法施行令第２２条の３に該当する児童生徒に限る）の

保護者等に対して交付要綱に基づいて補助する。

ｱ 学校給食費の支弁の基準

文部科学省局長通知に基づき算定した保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の状況に

より支弁区分を決定する。

・ Ⅰ区分（収入額が需要費の 倍未満） … ２分の１

・ Ⅱ区分（収入額が需要額の 倍以上 倍未満） … ２分の１

・ Ⅲ区分（収入額が需要額の 倍以上） … 支給なし

ｲ 費用の負担

市町村が校長を通して保護者等に支給する。（市町村が直接支給しても良い） 
市町村の支給額の２分の１を国が補助する。 
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２ 学校給食に伴う事務

⑴ 学校給食の開設・変更・中止・廃止に伴う届出

設置者は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項に規定する学校給食を開設し、

又は廃止しようとするときは、学校給食施行令（昭和２９年政令第２１２号）第１条の定めるとこ

ろにより、県教育委員会に届け出なければならない。 
本県では学校給食法施行規則（昭和２９年省令第２４号）に規定する届出書の様式については、

学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）により下表のように

定めている。 
様 式 掲載ページ 提 出  期 限 経 由 機 関 

開 設 届（様式第１） １６６ページ 開 設 しようとする日の１５日前
市町村立学校 
（名古屋市除く） 

…所管する教育事務所  
私立学校 … 知事 

変 更 届（様式第２） １６８ページ 変 更 しようとする日の１０日前

廃 止 届（様式第３） １７０ページ 廃 止 しようとする日の２０日前

一時中止届（様式第４） １７１ページ 一時中止しようとする日の２０日前

※ 一時中止が感染症、災害等不測の原因によるものであるときは、一時中止した後速やかに 
届け出なければならない。 

なお、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を提供する施設については、健康

増進法（平成１４年８月２日法律第１０３号）に定める特定給食施設の届出が必要となる。 

⑵ 学校給食用諸帳簿の取扱い

昭和３１年６月５日付け文管学第２１９号文部省管理局長通知「学校給食の実施について」にお

いて、学校給食を実施する学校では、その適正を期するため、学校給食の実施に関し常備すべき必

要な諸帳簿、表等を備えつけておくこととされている。 
（例：給食費徴収簿、物品受払簿、金銭出納簿等の帳簿類、その他献立表綴、給食日誌、提出報

告書等の控、綴等の整備） 
これを受け、平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号教育長通知「学校給食用諸帳簿の取

扱いについて」において、次の参考様式を示している。 
帳 簿 名 様 式 掲載ページ 

給食日誌 様式第１号 
１７２ページ 

学校給食実施簿 様式第２号 
検収表 様式第３号 

１７３ページ 
検食簿 様式第４号 

 

保護者に限定された。準要保護者に係る就学援助費については、所要の事業費が地方財政計画に

計上され地方交付税を算定する際の基準財政需要額に算入されている。各市町村は、準要保護者

に係る就学援助についても適切に実施するとともに、関係書類を整理保存しておくこと。

ク 就学援助の趣旨及び申請手続について

平成２６年１月に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成２５年法律第６

４号）の趣旨に則り、市町村教育委員会はできるだけ多くの広報手段等を通じて、保護者に対し

て就学援助の趣旨及び申請手続について引き続き周知徹底を図ること。

⑶ 特別支援教育就学奨励費（学校給食費）

特別支援教育就学奨励費は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童生徒の保護者等

の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校及び小・中学校への就学

に要する経費の一部を支弁する制度である。 
なお、本制度における学校給食費とは、学校給食法第１１条第２項または特別支援学校の幼稚部

及び高等部における学校給食に関する法律第５条第２項に定める学校給食費をいう。 
ア 特別支援学校

小学部・中学部・高等部（専攻科を除く）の保護者等に対して特別支援学校への就学奨励に関

する法律に基づき、幼稚部及び高等部専攻科の保護者等に対して交付要綱に基づいて補助する。

ｱ 学校給食費の支弁の基準

文部科学省局長通知に基づき算定した保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の状況に

より支弁区分を決定する。

・ Ⅰ区分（収入額が需要費の 倍未満） … 全額

・ Ⅱ区分（収入額が需要額の 倍以上 倍未満） … ２分の１

・ Ⅲ区分（収入額が需要額の 倍以上） … 支給なし

ｲ 費用の負担

県が校長を通して保護者等に支給する。 
県の支給額の２分の１を国が補助する。 

イ 小・中学校

特別支援学級及び通常の学級（学校教育法施行令第２２条の３に該当する児童生徒に限る）の

保護者等に対して交付要綱に基づいて補助する。

ｱ 学校給食費の支弁の基準

文部科学省局長通知に基づき算定した保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の状況に

より支弁区分を決定する。

・ Ⅰ区分（収入額が需要費の 倍未満） … ２分の１

・ Ⅱ区分（収入額が需要額の 倍以上 倍未満） … ２分の１

・ Ⅲ区分（収入額が需要額の 倍以上） … 支給なし

ｲ 費用の負担

市町村が校長を通して保護者等に支給する。（市町村が直接支給しても良い） 
市町村の支給額の２分の１を国が補助する。 
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（裏）

記 入 上 の 注 意

１ ２
公
私

立及び ７ 給食の区分の各欄は、それぞれ該当の文字を○で囲むこと。

２ 補食給食又はミルク給食の場合は、 ９ 備考欄に完全給食への移行見込み又は移行困難の理由を記入すること。

３ 給食主任欄から 調理員欄までの身分は、教諭、栄養士等職名を記入し、非常勤職員を置く場合は その

他欄に身分及び人員を、調理業務等を外部委託する場合は 備考欄に委託業者名をそれぞれ記入すること。

４ 負担区分欄に記載されたもののほか、特に運営をするための維持の方法がある場合は、 維持の方法欄に具

体的に記入すること。

５ 学校給食を再開する場合は、 学校給食の開設の時期欄に再開の時期を記入し、併せてその旨付記すること。

６ 共同調理場の場合は、 １ 学校名欄に共同調理場名を、 ４ 校長氏名欄に所長氏名を、 ９ 備考欄に対象学校名を

それぞれ記入すること。

７ 共同調理場の対象学校については、 ９ 備考欄に共同調理場名を記入し、 栄養士欄から その他欄までの各

欄は記入を要しないこと。

 

 

様式第１（第２条関係）

（表）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 開 設 届

学校給食を開設したいので、学校給食法施行令第１条に基づきお届けします。

１ 学 校 名 等

１
学 校 名

２
公
私

立
３
所在地

４
校長氏名

２ 学校給食の実施人員、区分及び毎週の実施回数

５
学級数

６
在籍人員

児童・生徒 人

教 職 員 人

７
給食の区分

完 全
補 食
ミルク

８
毎 週 の
実施回数

回
９
備考

３ 学校給食の運営のための職員組織

区 分
給 食 主 任 栄 養 士 調 理 員 そ の 他 備 考

身 分

氏 名 又 は
人 員

人 人

４ 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

経 費 区 分
（月 額）

負 担 区 分

維 持 の 方 法
設置者 保護者 その他 計

給 食 費
円 円 円 円

光 熱 水 費

人 件 費

そ の 他

計

５ 学校給食の開設の時期 年 月 日

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 共同調理場の場合は、学校及び共同調理場ごとに別紙とすること。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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（裏）

記 入 上 の 注 意

１ ２
公
私

立及び ７ 給食の区分の各欄は、それぞれ該当の文字を○で囲むこと。

２ 補食給食又はミルク給食の場合は、 ９ 備考欄に完全給食への移行見込み又は移行困難の理由を記入すること。

３ 給食主任欄から 調理員欄までの身分は、教諭、栄養士等職名を記入し、非常勤職員を置く場合は その

他欄に身分及び人員を、調理業務等を外部委託する場合は 備考欄に委託業者名をそれぞれ記入すること。

４ 負担区分欄に記載されたもののほか、特に運営をするための維持の方法がある場合は、 維持の方法欄に具

体的に記入すること。

５ 学校給食を再開する場合は、 学校給食の開設の時期欄に再開の時期を記入し、併せてその旨付記すること。

６ 共同調理場の場合は、 １ 学校名欄に共同調理場名を、 ４ 校長氏名欄に所長氏名を、 ９ 備考欄に対象学校名を

それぞれ記入すること。

７ 共同調理場の対象学校については、 ９ 備考欄に共同調理場名を記入し、 栄養士欄から その他欄までの各

欄は記入を要しないこと。

 

 

様式第１（第２条関係）

（表）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 開 設 届

学校給食を開設したいので、学校給食法施行令第１条に基づきお届けします。

１ 学 校 名 等

１
学 校 名

２
公
私

立
３
所在地

４
校長氏名

２ 学校給食の実施人員、区分及び毎週の実施回数

５
学級数

６
在籍人員

児童・生徒 人

教 職 員 人

７
給食の区分

完 全
補 食
ミルク

８
毎 週 の
実施回数

回
９
備考

３ 学校給食の運営のための職員組織

区 分
給 食 主 任 栄 養 士 調 理 員 そ の 他 備 考

身 分

氏 名 又 は
人 員

人 人

４ 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

経 費 区 分
（月 額）

負 担 区 分

維 持 の 方 法
設置者 保護者 その他 計

給 食 費
円 円 円 円

光 熱 水 費

人 件 費

そ の 他

計

５ 学校給食の開設の時期 年 月 日

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 共同調理場の場合は、学校及び共同調理場ごとに別紙とすること。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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（裏）

記 入 上 の 注 意

１ ２
公
私

立及び ７ 給食の区分の各欄は、それぞれ該当の文字を○で囲むこと。

２ 補食給食又はミルク給食の場合は、 ９ 備考欄に完全給食への移行見込み又は移行困難の理由を記入すること。

３ 給食主任欄から 調理員欄までの身分は、教諭、栄養士等職名を記入し、非常勤職員を置く場合は その

他欄に身分及び人員を、調理業務等を外部委託する場合は 備考欄に委託業者名をそれぞれ記入すること。

４ 負担区分欄に記載されたもののほか、特に運営をするための維持の方法がある場合は、 維持の方法欄に具

体的に記入すること。

５ 学校給食を再開する場合は、 学校給食の開設の時期欄に再開の時期を記入し、併せてその旨付記すること。

６ 共同調理場の場合は、 １ 学校名欄に共同調理場名を、 ４ 校長氏名欄に所長氏名を、 ９ 備考欄に対象学校名を

それぞれ記入すること。

７ 共同調理場の対象学校については、 ９ 備考欄に共同調理場名を記入し、 栄養士欄から その他欄までの各

欄は記入を要しないこと。

 

 

様式第１（第２条関係）

（表）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 開 設 届

学校給食を開設したいので、学校給食法施行令第１条に基づきお届けします。

１ 学 校 名 等

１
学 校 名

２
公
私

立
３
所在地

４
校長氏名

２ 学校給食の実施人員、区分及び毎週の実施回数

５
学級数

６
在籍人員

児童・生徒 人

教 職 員 人

７
給食の区分

完 全
補 食
ミルク

８
毎 週 の
実施回数

回
９
備考

３ 学校給食の運営のための職員組織

区 分
給 食 主 任 栄 養 士 調 理 員 そ の 他 備 考

身 分

氏 名 又 は
人 員

人 人

４ 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

経 費 区 分
（月 額）

負 担 区 分

維 持 の 方 法
設置者 保護者 その他 計

給 食 費
円 円 円 円

光 熱 水 費

人 件 費

そ の 他

計

５ 学校給食の開設の時期 年 月 日

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 共同調理場の場合は、学校及び共同調理場ごとに別紙とすること。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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別紙

変 更 の 事 由 及 び 時 期

区 分 内 容

学 校 名 又 は
共同調理場名

所 在 地

変 更 の 事 項

変 更 の 事 由

変 更 の 時 期 年 月 日

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 補食給食又はミルク給食から完全給食に移行する場合は、移行に伴い変更する事項を学校

給食開設届（様式第１）の該当欄に記入した書面を添付すること。

 

様式第２（第３条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 変 更 届

年 月 日付けで届出をした学校給食開設届の内容を別紙のとおり変更したいので、学

校給食法施行規則第１条第５項に基づきお届けします。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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別紙

変 更 の 事 由 及 び 時 期

区 分 内 容

学 校 名 又 は
共同調理場名

所 在 地

変 更 の 事 項

変 更 の 事 由

変 更 の 時 期 年 月 日

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 補食給食又はミルク給食から完全給食に移行する場合は、移行に伴い変更する事項を学校

給食開設届（様式第１）の該当欄に記入した書面を添付すること。

 

様式第２（第３条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 変 更 届

年 月 日付けで届出をした学校給食開設届の内容を別紙のとおり変更したいので、学

校給食法施行規則第１条第５項に基づきお届けします。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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別紙

変 更 の 事 由 及 び 時 期

区 分 内 容

学 校 名 又 は
共同調理場名

所 在 地

変 更 の 事 項

変 更 の 事 由

変 更 の 時 期 年 月 日

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 補食給食又はミルク給食から完全給食に移行する場合は、移行に伴い変更する事項を学校

給食開設届（様式第１）の該当欄に記入した書面を添付すること。

 

様式第２（第３条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 変 更 届

年 月 日付けで届出をした学校給食開設届の内容を別紙のとおり変更したいので、学

校給食法施行規則第１条第５項に基づきお届けします。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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様式第４（第５条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 一 時 中 止 届

学校給食を次のとおり一時中止したいので、学校給食の開設等の届出に関する規則第４条に基づき

お届けします。

区 分 内 容

学校名又は共同調理
場名

所 在 地

一 時 中 止 の 時 期 年 月 日

一 時 中 止 の 事 由

一時中止の際におけ
る学校給食物資の処
分方法

再開の時期又は見込
み

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による

 

様式第３（第４条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 廃 止 届

学校給食を次のとおり廃止したいので、学校給食法施行令第１条に基づきお届けします。

区 分 内 容

学校名又は共同調理
場名

所 在 地

廃 止 の 時 期 年 月 日

廃 止 の 事 由

廃止の際における給
食施設及び設備の処
分方法

廃止の際における学
校給食物資の処分方
法

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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様式第４（第５条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 一 時 中 止 届

学校給食を次のとおり一時中止したいので、学校給食の開設等の届出に関する規則第４条に基づき

お届けします。

区 分 内 容

学校名又は共同調理
場名

所 在 地

一 時 中 止 の 時 期 年 月 日

一 時 中 止 の 事 由

一時中止の際におけ
る学校給食物資の処
分方法

再開の時期又は見込
み

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による

 

様式第３（第４条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 廃 止 届

学校給食を次のとおり廃止したいので、学校給食法施行令第１条に基づきお届けします。

区 分 内 容

学校名又は共同調理
場名

所 在 地

廃 止 の 時 期 年 月 日

廃 止 の 事 由

廃止の際における給
食施設及び設備の処
分方法

廃止の際における学
校給食物資の処分方
法

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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様式第４（第５条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 一 時 中 止 届

学校給食を次のとおり一時中止したいので、学校給食の開設等の届出に関する規則第４条に基づき

お届けします。

区 分 内 容

学校名又は共同調理
場名

所 在 地

一 時 中 止 の 時 期 年 月 日

一 時 中 止 の 事 由

一時中止の際におけ
る学校給食物資の処
分方法

再開の時期又は見込
み

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による

 

様式第３（第４条関係）

年 月 日

愛知県教育委員会 殿

設置者名

学 校 給 食 廃 止 届

学校給食を次のとおり廃止したいので、学校給食法施行令第１条に基づきお届けします。

区 分 内 容

学校名又は共同調理
場名

所 在 地

廃 止 の 時 期 年 月 日

廃 止 の 事 由

廃止の際における給
食施設及び設備の処
分方法

廃止の際における学
校給食物資の処分方
法

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

「学校給食の開設等の届出に関する規則（昭和４２年教育委員会規則第１１号）」による
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平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第３号

　　年　　月

日 品名 規格 納入業者名 製造業者名
所在地
生産地

品質 鮮度
包装の

汚れ・破れ
異物 異臭

消費期限
賞味期限

製造年月日 品温 表示 確認者 備考

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

納入時間 数量（単位）

検検　　　　　　　　収収　　　　　　　　表表
校長

様式第４号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

異物混入
の有無

異味・異臭
の有無

温度
（加熱・冷却）

一食分
の量

色、形態、
香りなど

味付け

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

（注）

良 ・ 不良

良 ・ 不良

検食責任者は、検食が最終的に摂食の判断をする役割を持つことを理解し、摂食時間の３０分前までに、各献立について①～⑥の項目を確認し、異常の状況や意見
等を特記事項に記入すること。

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

検検　　　　食食　　　　簿簿

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

献立名 特記事項

良 ・ 不良

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

 

 
 
 

平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第３号

　　年　　月

日 品名 規格 納入業者名 製造業者名
所在地
生産地

品質 鮮度
包装の

汚れ・破れ
異物 異臭

消費期限
賞味期限

製造年月日 品温 表示 確認者 備考

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

納入時間 数量（単位）

検検　　　　　　　　収収　　　　　　　　表表
校長

様式第４号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

異物混入
の有無

異味・異臭
の有無

温度
（加熱・冷却）

一食分
の量

色、形態、
香りなど

味付け

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

（注）

良 ・ 不良

良 ・ 不良

検食責任者は、検食が最終的に摂食の判断をする役割を持つことを理解し、摂食時間の３０分前までに、各献立について①～⑥の項目を確認し、異常の状況や意見
等を特記事項に記入すること。

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

検検　　　　食食　　　　簿簿

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

献立名 特記事項

良 ・ 不良

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

 

 平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第２号

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

（注） 欠食の場合は斜線

補助金を受けた者で、必要ある場合は備考欄に金額を記入
単価

番
号

給食数

合計
給食数

欠食数

備　　考徴集金額氏　　名 欠食数

年年 学学　　級級　　給給　　食食　　実実　　施施　　簿簿月月 分分
校
長

教
頭

担
任

様式第１号 校長 係

平成　　年　　月　　日　　曜日 【学校区分：　小学校　・　中学校　・　高等学校　・　特別支援学校（　幼稚部　小学部　中学部　高等部　）　】

購入量 購入価格 使用量 摂取量 エネルギー たん白質 脂　質 ﾅﾄﾘｳﾑ
（食塩相当量）

カルシウム 鉄 食物繊維 マグネシウム 亜鉛

㎏ 円 ㎏ ｇ ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ mｇ mｇ A　μｇRE Ｂ１　mｇ Ｂ２　mｇ Ｃ　mｇ ｇ mｇ mｇ

低学年 中学年 高学年

（注） 共同調理（共同調理場）により実施している場合は、調理実施施設において学校区分（小学校、中学校、高等学校）ごとに別々（別葉）に作成し、受配校に写しを配付すること

ビ　　タ　　ミ　　ン

全　　　　体 １　　　　人　　　　当　　　　た　　　　り　　　　の　　　　栄　　　　養　　　　価

材料名

円　　　　　銭　

牛　乳

主食の量目（１０食分）

1人あたり食材料費

給　食　人　員

人 人 人

合　計

合　　　　　計

給給　　　　食食　　　　日日　　　　誌誌

献立名

ｇ

小学校
中学校 高等学校

ｇ ｇ ｇ ｇ

　特記事項

主食、副食等
（牛乳を除く）

㎏

残　　食　　量

㎏

児童生徒 職　員

 

 平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第２号

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

（注） 欠食の場合は斜線

補助金を受けた者で、必要ある場合は備考欄に金額を記入
単価

番
号

給食数

合計
給食数

欠食数

備　　考徴集金額氏　　名 欠食数

年年 学学　　級級　　給給　　食食　　実実　　施施　　簿簿月月 分分
校
長

教
頭

担
任

様式第１号 校長 係

平成　　年　　月　　日　　曜日 【学校区分：　小学校　・　中学校　・　高等学校　・　特別支援学校（　幼稚部　小学部　中学部　高等部　）　】

購入量 購入価格 使用量 摂取量 エネルギー たん白質 脂　質 ﾅﾄﾘｳﾑ
（食塩相当量）

カルシウム 鉄 食物繊維 マグネシウム 亜鉛

㎏ 円 ㎏ ｇ ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ mｇ mｇ A　μｇRE Ｂ１　mｇ Ｂ２　mｇ Ｃ　mｇ ｇ mｇ mｇ

低学年 中学年 高学年

（注） 共同調理（共同調理場）により実施している場合は、調理実施施設において学校区分（小学校、中学校、高等学校）ごとに別々（別葉）に作成し、受配校に写しを配付すること

ビ　　タ　　ミ　　ン

全　　　　体 １　　　　人　　　　当　　　　た　　　　り　　　　の　　　　栄　　　　養　　　　価

材料名

円　　　　　銭　

牛　乳

主食の量目（１０食分）

1人あたり食材料費

給　食　人　員

人 人 人

合　計

合　　　　　計

給給　　　　食食　　　　日日　　　　誌誌

献立名

ｇ

小学校
中学校 高等学校

ｇ ｇ ｇ ｇ

　特記事項

主食、副食等
（牛乳を除く）

㎏

残　　食　　量

㎏

児童生徒 職　員
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平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第３号

　　年　　月

日 品名 規格 納入業者名 製造業者名
所在地
生産地

品質 鮮度
包装の

汚れ・破れ
異物 異臭

消費期限
賞味期限

製造年月日 品温 表示 確認者 備考

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

納入時間 数量（単位）

検検　　　　　　　　収収　　　　　　　　表表
校長

様式第４号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

異物混入
の有無

異味・異臭
の有無

温度
（加熱・冷却）

一食分
の量

色、形態、
香りなど

味付け

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

（注）

良 ・ 不良

良 ・ 不良

検食責任者は、検食が最終的に摂食の判断をする役割を持つことを理解し、摂食時間の３０分前までに、各献立について①～⑥の項目を確認し、異常の状況や意見
等を特記事項に記入すること。

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

検検　　　　食食　　　　簿簿

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

献立名 特記事項

良 ・ 不良

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

 

 
 
 

平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第３号

　　年　　月

日 品名 規格 納入業者名 製造業者名
所在地
生産地

品質 鮮度
包装の

汚れ・破れ
異物 異臭

消費期限
賞味期限

製造年月日 品温 表示 確認者 備考

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

納入時間 数量（単位）

検検　　　　　　　　収収　　　　　　　　表表
校長

様式第４号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

異物混入
の有無

異味・異臭
の有無

温度
（加熱・冷却）

一食分
の量

色、形態、
香りなど

味付け

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

（注）

良 ・ 不良

良 ・ 不良

検食責任者は、検食が最終的に摂食の判断をする役割を持つことを理解し、摂食時間の３０分前までに、各献立について①～⑥の項目を確認し、異常の状況や意見
等を特記事項に記入すること。

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

検検　　　　食食　　　　簿簿

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

献立名 特記事項

良 ・ 不良

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

 

 平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第２号

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

（注） 欠食の場合は斜線

補助金を受けた者で、必要ある場合は備考欄に金額を記入
単価

番
号

給食数

合計
給食数

欠食数

備　　考徴集金額氏　　名 欠食数

年年 学学　　級級　　給給　　食食　　実実　　施施　　簿簿月月 分分
校
長

教
頭

担
任

様式第１号 校長 係

平成　　年　　月　　日　　曜日 【学校区分：　小学校　・　中学校　・　高等学校　・　特別支援学校（　幼稚部　小学部　中学部　高等部　）　】

購入量 購入価格 使用量 摂取量 エネルギー たん白質 脂　質 ﾅﾄﾘｳﾑ
（食塩相当量）

カルシウム 鉄 食物繊維 マグネシウム 亜鉛

㎏ 円 ㎏ ｇ ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ mｇ mｇ A　μｇRE Ｂ１　mｇ Ｂ２　mｇ Ｃ　mｇ ｇ mｇ mｇ

低学年 中学年 高学年

（注） 共同調理（共同調理場）により実施している場合は、調理実施施設において学校区分（小学校、中学校、高等学校）ごとに別々（別葉）に作成し、受配校に写しを配付すること

ビ　　タ　　ミ　　ン

全　　　　体 １　　　　人　　　　当　　　　た　　　　り　　　　の　　　　栄　　　　養　　　　価

材料名

円　　　　　銭　

牛　乳

主食の量目（１０食分）

1人あたり食材料費

給　食　人　員

人 人 人

合　計

合　　　　　計

給給　　　　食食　　　　日日　　　　誌誌

献立名

ｇ

小学校
中学校 高等学校

ｇ ｇ ｇ ｇ

　特記事項

主食、副食等
（牛乳を除く）

㎏

残　　食　　量

㎏

児童生徒 職　員

 

 平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第２号

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

（注） 欠食の場合は斜線

補助金を受けた者で、必要ある場合は備考欄に金額を記入
単価

番
号

給食数

合計
給食数

欠食数

備　　考徴集金額氏　　名 欠食数

年年 学学　　級級　　給給　　食食　　実実　　施施　　簿簿月月 分分
校
長

教
頭

担
任

様式第１号 校長 係

平成　　年　　月　　日　　曜日 【学校区分：　小学校　・　中学校　・　高等学校　・　特別支援学校（　幼稚部　小学部　中学部　高等部　）　】

購入量 購入価格 使用量 摂取量 エネルギー たん白質 脂　質 ﾅﾄﾘｳﾑ
（食塩相当量）

カルシウム 鉄 食物繊維 マグネシウム 亜鉛

㎏ 円 ㎏ ｇ ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ mｇ mｇ A　μｇRE Ｂ１　mｇ Ｂ２　mｇ Ｃ　mｇ ｇ mｇ mｇ

低学年 中学年 高学年

（注） 共同調理（共同調理場）により実施している場合は、調理実施施設において学校区分（小学校、中学校、高等学校）ごとに別々（別葉）に作成し、受配校に写しを配付すること

ビ　　タ　　ミ　　ン

全　　　　体 １　　　　人　　　　当　　　　た　　　　り　　　　の　　　　栄　　　　養　　　　価

材料名

円　　　　　銭　

牛　乳

主食の量目（１０食分）

1人あたり食材料費

給　食　人　員

人 人 人

合　計

合　　　　　計

給給　　　　食食　　　　日日　　　　誌誌

献立名

ｇ

小学校
中学校 高等学校

ｇ ｇ ｇ ｇ

　特記事項

主食、副食等
（牛乳を除く）

㎏

残　　食　　量

㎏

児童生徒 職　員
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平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第３号

　　年　　月

日 品名 規格 納入業者名 製造業者名
所在地
生産地

品質 鮮度
包装の

汚れ・破れ
異物 異臭

消費期限
賞味期限

製造年月日 品温 表示 確認者 備考

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

納入時間 数量（単位）

検検　　　　　　　　収収　　　　　　　　表表
校長

様式第４号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

異物混入
の有無

異味・異臭
の有無

温度
（加熱・冷却）

一食分
の量

色、形態、
香りなど

味付け

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

（注）

良 ・ 不良

良 ・ 不良

検食責任者は、検食が最終的に摂食の判断をする役割を持つことを理解し、摂食時間の３０分前までに、各献立について①～⑥の項目を確認し、異常の状況や意見
等を特記事項に記入すること。

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

検検　　　　食食　　　　簿簿

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

献立名 特記事項

良 ・ 不良

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

 

 
 
 

平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第３号

　　年　　月

日 品名 規格 納入業者名 製造業者名
所在地
生産地

品質 鮮度
包装の

汚れ・破れ
異物 異臭

消費期限
賞味期限

製造年月日 品温 表示 確認者 備考

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

納入時間 数量（単位）

検検　　　　　　　　収収　　　　　　　　表表
校長

様式第４号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

異物混入
の有無

異味・異臭
の有無

温度
（加熱・冷却）

一食分
の量

色、形態、
香りなど

味付け

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

（注）

良 ・ 不良

良 ・ 不良

検食責任者は、検食が最終的に摂食の判断をする役割を持つことを理解し、摂食時間の３０分前までに、各献立について①～⑥の項目を確認し、異常の状況や意見
等を特記事項に記入すること。

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

検検　　　　食食　　　　簿簿

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

献立名 特記事項

良 ・ 不良

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

 

 
 
 

平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第３号

　　年　　月

日 品名 規格 納入業者名 製造業者名
所在地
生産地

品質 鮮度
包装の

汚れ・破れ
異物 異臭

消費期限
賞味期限

製造年月日 品温 表示 確認者 備考

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

：
良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 有  ・ 無 有  ・ 無 ℃ 良 ・ 不良

納入時間 数量（単位）

検検　　　　　　　　収収　　　　　　　　表表
校長

様式第４号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

異物混入
の有無

異味・異臭
の有無

温度
（加熱・冷却）

一食分
の量

色、形態、
香りなど

味付け

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

検食時間　　　　　　： 有 ・ 無 有 ・ 無

検食者氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

（注）

良 ・ 不良

良 ・ 不良

検食責任者は、検食が最終的に摂食の判断をする役割を持つことを理解し、摂食時間の３０分前までに、各献立について①～⑥の項目を確認し、異常の状況や意見
等を特記事項に記入すること。

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

検検　　　　食食　　　　簿簿

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

献立名 特記事項

良 ・ 不良

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良

平成　　年　　月　　日（　　）

平成　　年　　月　　日（　　）

良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

良 ・ 不良

良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良

 

 平成２５年２月２８日付け２４教健第９２１号「学校給食用諸帳簿の取扱いについて（通知）」による

様式第２号

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

（注） 欠食の場合は斜線

補助金を受けた者で、必要ある場合は備考欄に金額を記入
単価

番
号

給食数

合計
給食数

欠食数

備　　考徴集金額氏　　名 欠食数

年年 学学　　級級　　給給　　食食　　実実　　施施　　簿簿月月 分分
校
長

教
頭

担
任

様式第１号 校長 係

平成　　年　　月　　日　　曜日 【学校区分：　小学校　・　中学校　・　高等学校　・　特別支援学校（　幼稚部　小学部　中学部　高等部　）　】

購入量 購入価格 使用量 摂取量 エネルギー たん白質 脂　質 ﾅﾄﾘｳﾑ
（食塩相当量）

カルシウム 鉄 食物繊維 マグネシウム 亜鉛

㎏ 円 ㎏ ｇ ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ mｇ mｇ A　μｇRE Ｂ１　mｇ Ｂ２　mｇ Ｃ　mｇ ｇ mｇ mｇ

低学年 中学年 高学年

（注） 共同調理（共同調理場）により実施している場合は、調理実施施設において学校区分（小学校、中学校、高等学校）ごとに別々（別葉）に作成し、受配校に写しを配付すること

ビ　　タ　　ミ　　ン

全　　　　体 １　　　　人　　　　当　　　　た　　　　り　　　　の　　　　栄　　　　養　　　　価

材料名

円　　　　　銭　

牛　乳

主食の量目（１０食分）

1人あたり食材料費

給　食　人　員

人 人 人

合　計

合　　　　　計

給給　　　　食食　　　　日日　　　　誌誌

献立名

ｇ

小学校
中学校 高等学校

ｇ ｇ ｇ ｇ

　特記事項

主食、副食等
（牛乳を除く）

㎏

残　　食　　量

㎏

児童生徒 職　員
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公益財団法人愛知県学校給食会
〒470-1141 愛知県豊明市阿野町惣作87番地の１

令和８年３月版

TEL 0562（92）3161 FAX 0562（92）8781

Email agk@aigaku.org Web http://aigaku.org

公益財団法人愛知県学校給食会ホームページ

この表紙のデザインは、彩り豊かな食材と円の広がりをモチーフに、多くの人々が協力し、工夫を重ねながら学校給食を支えている姿を表現しています。
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財団設立70周年（2025年6月）を機に、定款の「物資」を「食品」に改正し、
新たな歩みをはじめています。
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この表紙のデザインは、彩り豊かな食材と円の広がりをモチーフに、多くの人々が協力し、工夫を重ねながら学校給食を支えている姿を表現しています。

愛知県
学校給食会
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財団設立70周年（2025年6月）を機に、定款の「物資」を「食品」に改正し、
新たな歩みをはじめています。
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財団のあらましⅠ 経営戦略ビジョンⅡ

あゆみ
昭和25年愛知県学校給食会設立
昭和30年財団法人愛知県学校給食会設立
平成24年公益財団法人愛知県学校給食会設立　現在に至る

目　的
学校教育の一環として行われている学校給食の円滑な実施並びにその充実発展に努め、
学校給食を通して食育の推進を支援することにより、
広く児童及び生徒の心身の健全な発達に寄与する。

事　業
令和７年度
事業規模
96.7億円

（公益財団法人愛知県学校給食会定款第３条）

学校給食用食品の※安定供給

地場産物の活用促進、食物アレルギー対応、共同購入食品取扱

※保育所等の社会福祉施設及び幼稚園で実施される給食用食品を含む。以下同じ。

学校給食用食品の安全確保と衛生管理

●主食（パン・米飯・めん）の供給
●副食（冷凍食品・乳製品・缶詰類・食用油・砂糖・調味料・デザート類・その他）の供給
●牛乳供給事業受託業務（代金請求徴収業務の受託）
●学校給食用食品の開発

自主検査、依頼検査、米飯・めん品質検査、パン品質調査会

●学校給食用食品の検査

食品検査技術講習会、食品衛生に関する相談と助言

●食品衛生管理支援

●委託加工工場（パン工場・炊飯工場・めん工場）等の衛生管理指導

学校給食等の普及啓発と食育の推進

愛知県学校給食研究大会の開催（愛知県教育委員会と共催）など

●普及啓発事業

朝ごはんコンテストの実施（愛知県教育委員会等と共催）など

●食育推進支援事業

栄養管理ソフトウェアの無償貸与、学校給食関係団体助成金の交付

●各種助成事業

❶計画期間

❷策定の背景・理由

❸内容

５か年（令和７年度～令和11年度）

現　状 全地域（市町村）へ主食食品を供給できない都道府県学校給食会が存在

今　後
児童・生徒数の減に伴い学校給食食数が減少
主食の委託加工工場の経営環境が厳しさを増す
供給できない地域が一層拡大することが危惧される

重点課題

❶学校給食用食品の安定供給
❷学校給食用食品の安全確保と衛生管理
❸学校給食等の普及啓発と食育の推進
❹経営基盤の強化
❺組織力の強化等

経営の
方向性

❶安定供給を維持するためのサプライチェーンを強化 など

❷食品販売者としての責務を果たすため、適切な検査を実施 など

❸学校給食及び食育を取り巻く社会的なニーズを踏まえた
　主体的事業を展開 など

❹現行の経営資源を活かした新たな事業展開を模索 など

❺人材育成及び組織マネジメントを充実 など

対　策
持続可能で強靭なサプライチェーンを構築
課題に対する中長期的視点に立ち戦略的に取組
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❸学校給食及び食育を取り巻く社会的なニーズを踏まえた
　主体的事業を展開 など

❹現行の経営資源を活かした新たな事業展開を模索 など

❺人材育成及び組織マネジメントを充実 など

対　策
持続可能で強靭なサプライチェーンを構築
課題に対する中長期的視点に立ち戦略的に取組
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財団のあらましⅠ 経営戦略ビジョンⅡ

あゆみ
昭和25年愛知県学校給食会設立
昭和30年財団法人愛知県学校給食会設立
平成24年公益財団法人愛知県学校給食会設立　現在に至る

目　的
学校教育の一環として行われている学校給食の円滑な実施並びにその充実発展に努め、
学校給食を通して食育の推進を支援することにより、
広く児童及び生徒の心身の健全な発達に寄与する。

事　業
令和７年度
事業規模
96.7億円

（公益財団法人愛知県学校給食会定款第３条）

学校給食用食品の※安定供給

地場産物の活用促進、食物アレルギー対応、共同購入食品取扱

※保育所等の社会福祉施設及び幼稚園で実施される給食用食品を含む。以下同じ。

学校給食用食品の安全確保と衛生管理

●主食（パン・米飯・めん）の供給
●副食（冷凍食品・乳製品・缶詰類・食用油・砂糖・調味料・デザート類・その他）の供給
●牛乳供給事業受託業務（代金請求徴収業務の受託）
●学校給食用食品の開発

自主検査、依頼検査、米飯・めん品質検査、パン品質調査会

●学校給食用食品の検査

食品検査技術講習会、食品衛生に関する相談と助言

●食品衛生管理支援

●委託加工工場（パン工場・炊飯工場・めん工場）等の衛生管理指導

学校給食等の普及啓発と食育の推進

愛知県学校給食研究大会の開催（愛知県教育委員会と共催）など

●普及啓発事業

朝ごはんコンテストの実施（愛知県教育委員会等と共催）など

●食育推進支援事業

栄養管理ソフトウェアの無償貸与、学校給食関係団体助成金の交付

●各種助成事業

❶計画期間

❷策定の背景・理由

❸内容

５か年（令和７年度～令和11年度）

現　状 全地域（市町村）へ主食食品を供給できない都道府県学校給食会が存在

今　後
児童・生徒数の減に伴い学校給食食数が減少
主食の委託加工工場の経営環境が厳しさを増す
供給できない地域が一層拡大することが危惧される

重点課題

❶学校給食用食品の安定供給
❷学校給食用食品の安全確保と衛生管理
❸学校給食等の普及啓発と食育の推進
❹経営基盤の強化
❺組織力の強化等

経営の
方向性

❶安定供給を維持するためのサプライチェーンを強化 など

❷食品販売者としての責務を果たすため、適切な検査を実施 など

❸学校給食及び食育を取り巻く社会的なニーズを踏まえた
　主体的事業を展開 など

❹現行の経営資源を活かした新たな事業展開を模索 など

❺人材育成及び組織マネジメントを充実 など

対　策
持続可能で強靭なサプライチェーンを構築
課題に対する中長期的視点に立ち戦略的に取組
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財団のあらましⅠ 経営戦略ビジョンⅡ
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昭和25年愛知県学校給食会設立
昭和30年財団法人愛知県学校給食会設立
平成24年公益財団法人愛知県学校給食会設立　現在に至る

目　的
学校教育の一環として行われている学校給食の円滑な実施並びにその充実発展に努め、
学校給食を通して食育の推進を支援することにより、
広く児童及び生徒の心身の健全な発達に寄与する。

事　業
令和７年度
事業規模
96.7億円

（公益財団法人愛知県学校給食会定款第３条）

学校給食用食品の※安定供給

地場産物の活用促進、食物アレルギー対応、共同購入食品取扱

※保育所等の社会福祉施設及び幼稚園で実施される給食用食品を含む。以下同じ。

学校給食用食品の安全確保と衛生管理

●主食（パン・米飯・めん）の供給
●副食（冷凍食品・乳製品・缶詰類・食用油・砂糖・調味料・デザート類・その他）の供給
●牛乳供給事業受託業務（代金請求徴収業務の受託）
●学校給食用食品の開発

自主検査、依頼検査、米飯・めん品質検査、パン品質調査会

●学校給食用食品の検査

食品検査技術講習会、食品衛生に関する相談と助言

●食品衛生管理支援

●委託加工工場（パン工場・炊飯工場・めん工場）等の衛生管理指導

学校給食等の普及啓発と食育の推進

愛知県学校給食研究大会の開催（愛知県教育委員会と共催）など

●普及啓発事業

朝ごはんコンテストの実施（愛知県教育委員会等と共催）など

●食育推進支援事業

栄養管理ソフトウェアの無償貸与、学校給食関係団体助成金の交付

●各種助成事業

❶計画期間

❷策定の背景・理由

❸内容

５か年（令和７年度～令和11年度）

現　状 全地域（市町村）へ主食食品を供給できない都道府県学校給食会が存在

今　後
児童・生徒数の減に伴い学校給食食数が減少
主食の委託加工工場の経営環境が厳しさを増す
供給できない地域が一層拡大することが危惧される

重点課題

❶学校給食用食品の安定供給
❷学校給食用食品の安全確保と衛生管理
❸学校給食等の普及啓発と食育の推進
❹経営基盤の強化
❺組織力の強化等

経営の
方向性

❶安定供給を維持するためのサプライチェーンを強化 など

❷食品販売者としての責務を果たすため、適切な検査を実施 など

❸学校給食及び食育を取り巻く社会的なニーズを踏まえた
　主体的事業を展開 など

❹現行の経営資源を活かした新たな事業展開を模索 など

❺人材育成及び組織マネジメントを充実 など

対　策
持続可能で強靭なサプライチェーンを構築
課題に対する中長期的視点に立ち戦略的に取組
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主食の委託加工工場の経営環境が厳しさを増す
供給できない地域が一層拡大することが危惧される
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❸学校給食等の普及啓発と食育の推進
❹経営基盤の強化
❺組織力の強化等
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❶安定供給を維持するためのサプライチェーンを強化 など

❷食品販売者としての責務を果たすため、適切な検査を実施 など
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❹経営基盤の強化
❺組織力の強化等
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❶安定供給を維持するためのサプライチェーンを強化 など

❷食品販売者としての責務を果たすため、適切な検査を実施 など

❸学校給食及び食育を取り巻く社会的なニーズを踏まえた
　主体的事業を展開 など

❹現行の経営資源を活かした新たな事業展開を模索 など

❺人材育成及び組織マネジメントを充実 など
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学校給食用食品の安定供給Ⅳ施設と組織Ⅲ

（所在地）
愛知県豊明市阿野町惣作87番地の1

評議員 理事会

理事長

監　事

常務理事兼
シニアマネージャー

〈経営〉

常務理事兼
シニアマネージャー

〈供給〉

常務理事兼
シニアマネージャー

〈検査〉

マネージャー
〈経営企画〉

担当グループ

マネージャー
〈安定供給〉

マネージャー
〈衛生検査〉

❶ 施設

❷ 組織

学校給食総合センター

本　館
（1,660㎡・昭和49年度完成）

事務室 研修室 情報
展示室 検査室 調理室 常温倉庫 低温倉庫 冷凍倉庫

倉　庫
（2,653㎡・昭和49年度完成）

❶ 完全給食を支える供給

完全給食
令和６年度実績

分類 数量 主な品名

米飯 79,326千食（75.7％）

白飯（62,282千食）

麦ごはん（11,629千食）

わかめごはん（2,282千食）

パン 16,364千食（15.6％）

ミルクロールパン（1,948千食）

ロールパン（1,874千食）

サンドイッチロールパン（1,409千食）

めん 9,077千食（ 8.7％）

ソフトスパゲティ式めん（3,209千食）

中華めん（ラーメン）（2,737千食）

白玉うどん（2,156千食）

分類 数量 主な品名

冷凍食品 1,465トン（60.5％）

愛学給春巻（92トン）

いわし梅煮（64トン）

いわし生姜煮（57トン）

砂糖・調味料 226トン（  9.3％） 三温（48トン）

乳製品 172トン（  7.1％） アシドミルク（172トン）

食用油 142トン（  5.9％） 菜種白絞油（63トン）

デザート類 75トン（  3.1％） 蒲郡みかんゼリー（27トン）

缶詰 40トン（  1.6％） みかん缶（12トン）

その他食品 302トン（12.5％） ホールコーン（レトルト）（39トン）

❶ 主 食 食 品

❷ 副 食 食 品

❸ 牛 乳

愛知県学校給食牛乳協会が主体となって供給。
当財団は学校給食用牛乳供給事業の円滑な実施を支援するため学校給食実施者（市町村等）からの
牛乳代金徴収事務を受託。
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❶ 完全給食を支える供給

完全給食
令和６年度実績
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学校給食用食品の安定供給Ⅳ施設と組織Ⅲ

（所在地）
愛知県豊明市阿野町惣作87番地の1
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〈安定供給〉

マネージャー
〈衛生検査〉

❶ 施設

❷ 組織

学校給食総合センター

本　館
（1,660㎡・昭和49年度完成）

事務室 研修室 情報
展示室 検査室 調理室 常温倉庫 低温倉庫 冷凍倉庫

倉　庫
（2,653㎡・昭和49年度完成）

❶ 完全給食を支える供給

完全給食
令和６年度実績

分類 数量 主な品名

米飯 79,326千食（75.7％）

白飯（62,282千食）

麦ごはん（11,629千食）

わかめごはん（2,282千食）

パン 16,364千食（15.6％）

ミルクロールパン（1,948千食）

ロールパン（1,874千食）

サンドイッチロールパン（1,409千食）

めん 9,077千食（ 8.7％）

ソフトスパゲティ式めん（3,209千食）

中華めん（ラーメン）（2,737千食）

白玉うどん（2,156千食）

分類 数量 主な品名

冷凍食品 1,465トン（60.5％）

愛学給春巻（92トン）

いわし梅煮（64トン）

いわし生姜煮（57トン）

砂糖・調味料 226トン（  9.3％） 三温（48トン）

乳製品 172トン（  7.1％） アシドミルク（172トン）

食用油 142トン（  5.9％） 菜種白絞油（63トン）

デザート類 75トン（  3.1％） 蒲郡みかんゼリー（27トン）

缶詰 40トン（  1.6％） みかん缶（12トン）

その他食品 302トン（12.5％） ホールコーン（レトルト）（39トン）

❶ 主 食 食 品

❷ 副 食 食 品

❸ 牛 乳

愛知県学校給食牛乳協会が主体となって供給。
当財団は学校給食用牛乳供給事業の円滑な実施を支援するため学校給食実施者（市町村等）からの
牛乳代金徴収事務を受託。
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〈愛知のツイストパン〉

〈ソフトスパゲティ式めん〉 〈白玉うどん〉 〈きしめん〉 〈中華めん（ラーメン）〉

〈ロールパン〉〈米粉パン（小麦入り）〉 〈クロワッサン〉

〇パン・めん 〇米飯（精米）

製粉工場
（５社１団体）

小麦粉納品愛知県学校給食
パン米飯協会

愛知県学校給食
めん協会

パン委託加工工場
（17工場）

めん委託加工工場
（12工場）

パン納品 めん納品

パン工場（10工場）

パン・炊飯工場（７工場）

炊飯工場（11工場）

めん工場（12工場）

委託加工工場数及び所在地
〈令和７年度〉

名古屋市

春日井市

小牧市一宮市
江南市

犬山市扶桑町

大口町

岩倉市

北名古屋市

豊山町清須市あま市

大治町

蟹江町

稲沢市

愛西市 津島市

飛島村弥富市

東海市 大府市

東浦町知多市

常滑市
阿久比町

半田市

美浜町

武豊町
碧南市

西尾市

南知多町

田原市

豊橋市

豊川市
蒲郡市

幸田町

岡崎市安城市
高浜市

刈谷市

知立市

豊田市日進市

豊明市 みよし市
東郷町

長久手市

尾張旭市

瀬戸市

新城市

設楽町

東栄町

豊根村

❷ 供給体制 ❸ 【主食食品】県内産米・小麦の使用（令和８年４月現在）※54全市町村へ供給

愛知県学校給食会

学校 1,444校

とう精工場
（３社）

精米納品

玄米納品

JAあいち
経済連

農協倉庫

愛知県
学校給食
パン米飯協会

米飯委託加工工場
（18工場）

精米納品 米飯納品

愛知県学校給食会

学校（自校炊飯） 104校 学校（委託炊飯） 1,340校

小学校 907校

中学校 397校

義務教育学校 ２校

特別支援学校 34校

小学校 52校

中学校 15校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 ９校

小学校 959校

中学校 412校

義務教育学校 ２校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 43校

分類 品名 愛知県産原料

米飯

白飯　始め８種類

100％ 県内産 あいちのかおり／あいちのこころ
※「あいちのこころ」は令和５年度から

全県
（下記の４市１町を除く。）

100％ 市内産 大地の風 豊田市／みよし市

100％ 北設楽郡産

チヨニシキ／ミネアサヒ
※豊川用水の水源地支援活動の一環として
　北設楽郡産米を使用
※「ミネアサヒ」は令和５年度から

蒲郡市／設楽町

100％ 市内産 コシヒカリ 田原市

特別栽培米※ 100％
名古屋市、岡崎市、豊田市、稲沢市、
大府市、みよし市、東郷町、阿久比町� （令和７年度）

※生産される各地域で慣行的に行われる節減対策農薬の使用回数が
50％以下かつ化学肥料の窒素成分量が50％以下で栽培された米

パン

愛知のツイストパン 100％ 県内産 ゆめあかり

あいちの米粉パン50
配合割合
（小麦粉50％／米粉40％／グルテン10％）

50％ 県内産�50％
外国産�50％

ゆめあかり50％
※令和８年度３学期中に県内産「ゆめあかり」60％、
　北海道産「ゆめちから」40％へ変更

米粉40％の内訳

100％ 県内産米

米粉パン（小麦入り）
配合割合
（米粉80％／グルテン20％）

米粉80％の内訳

100％ 県内産米

その他（11種類） 50％ 県内産�50％
外国産�50％

ゆめあかり50％
※令和８年度３学期中に県内産「ゆめあかり」60％、
　北海道産「ゆめちから」40％へ変更

めん

ソフトスパゲティ式めん 70％ 県内産70％
北海道産30％ ゆめあかり50％／きぬあかり20％

白玉うどん・きしめん 100％ 県内産 きぬあかり

中華めん（ラーメン） 100％ 県内産 ゆめあかり50％／きぬあかり50％

小麦粉50％の内訳

愛知県産にこだわる主食食品
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パン納品 めん納品

パン工場（10工場）

パン・炊飯工場（７工場）

炊飯工場（11工場）

めん工場（12工場）

委託加工工場数及び所在地
〈令和７年度〉

名古屋市

春日井市

小牧市一宮市
江南市

犬山市扶桑町

大口町

岩倉市

北名古屋市

豊山町清須市あま市

大治町

蟹江町

稲沢市

愛西市 津島市

飛島村弥富市

東海市 大府市

東浦町知多市

常滑市
阿久比町

半田市

美浜町

武豊町
碧南市

西尾市

南知多町

田原市

豊橋市

豊川市
蒲郡市

幸田町

岡崎市安城市
高浜市

刈谷市

知立市

豊田市日進市

豊明市 みよし市
東郷町

長久手市

尾張旭市

瀬戸市

新城市

設楽町

東栄町

豊根村

❷ 供給体制 ❸ 【主食食品】県内産米・小麦の使用（令和８年４月現在）※54全市町村へ供給
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小学校 52校

中学校 15校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 ９校

小学校 959校

中学校 412校

義務教育学校 ２校
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特別支援学校 43校
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東海市 大府市

東浦町知多市
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阿久比町

半田市
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碧南市

西尾市

南知多町

田原市

豊橋市

豊川市
蒲郡市

幸田町

岡崎市安城市
高浜市

刈谷市

知立市

豊田市日進市

豊明市 みよし市
東郷町

長久手市

尾張旭市

瀬戸市

新城市

設楽町

東栄町

豊根村

❷ 供給体制 ❸ 【主食食品】県内産米・小麦の使用（令和８年４月現在）※54全市町村へ供給

愛知県学校給食会

学校 1,444校

とう精工場
（３社）

精米納品

玄米納品

JAあいち
経済連

農協倉庫

愛知県
学校給食
パン米飯協会

米飯委託加工工場
（18工場）

精米納品 米飯納品

愛知県学校給食会

学校（自校炊飯） 104校 学校（委託炊飯） 1,340校

小学校 907校

中学校 397校

義務教育学校 ２校

特別支援学校 34校

小学校 52校

中学校 15校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 ９校

小学校 959校

中学校 412校

義務教育学校 ２校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 43校

分類 品名 愛知県産原料

米飯

白飯　始め８種類

100％ 県内産 あいちのかおり／あいちのこころ
※「あいちのこころ」は令和５年度から

全県
（下記の４市１町を除く。）

100％ 市内産 大地の風 豊田市／みよし市

100％ 北設楽郡産

チヨニシキ／ミネアサヒ
※豊川用水の水源地支援活動の一環として
　北設楽郡産米を使用
※「ミネアサヒ」は令和５年度から

蒲郡市／設楽町

100％ 市内産 コシヒカリ 田原市

特別栽培米※ 100％
名古屋市、岡崎市、豊田市、稲沢市、
大府市、みよし市、東郷町、阿久比町� （令和７年度）

※生産される各地域で慣行的に行われる節減対策農薬の使用回数が
50％以下かつ化学肥料の窒素成分量が50％以下で栽培された米

パン

愛知のツイストパン 100％ 県内産 ゆめあかり

あいちの米粉パン50
配合割合
（小麦粉50％／米粉40％／グルテン10％）

50％ 県内産�50％
外国産�50％

ゆめあかり50％
※令和８年度３学期中に県内産「ゆめあかり」60％、
　北海道産「ゆめちから」40％へ変更

米粉40％の内訳

100％ 県内産米

米粉パン（小麦入り）
配合割合
（米粉80％／グルテン20％）

米粉80％の内訳

100％ 県内産米

その他（11種類） 50％ 県内産�50％
外国産�50％

ゆめあかり50％
※令和８年度３学期中に県内産「ゆめあかり」60％、
　北海道産「ゆめちから」40％へ変更

めん

ソフトスパゲティ式めん 70％ 県内産70％
北海道産30％ ゆめあかり50％／きぬあかり20％

白玉うどん・きしめん 100％ 県内産 きぬあかり

中華めん（ラーメン） 100％ 県内産 ゆめあかり50％／きぬあかり50％

小麦粉50％の内訳

愛知県産にこだわる主食食品
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（５社１団体）
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（12工場）

パン納品 めん納品

パン工場（10工場）

パン・炊飯工場（７工場）

炊飯工場（11工場）

めん工場（12工場）

委託加工工場数及び所在地
〈令和７年度〉

名古屋市

春日井市

小牧市一宮市
江南市

犬山市扶桑町

大口町

岩倉市

北名古屋市

豊山町清須市あま市

大治町

蟹江町

稲沢市

愛西市 津島市

飛島村弥富市

東海市 大府市

東浦町知多市

常滑市
阿久比町

半田市

美浜町

武豊町
碧南市

西尾市

南知多町

田原市

豊橋市

豊川市
蒲郡市

幸田町

岡崎市安城市
高浜市

刈谷市

知立市

豊田市日進市

豊明市 みよし市
東郷町

長久手市

尾張旭市

瀬戸市

新城市

設楽町

東栄町

豊根村

❷ 供給体制 ❸ 【主食食品】県内産米・小麦の使用（令和８年４月現在）※54全市町村へ供給

愛知県学校給食会

学校 1,444校

とう精工場
（３社）

精米納品

玄米納品

JAあいち
経済連

農協倉庫
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精米納品 米飯納品

愛知県学校給食会

学校（自校炊飯） 104校 学校（委託炊飯） 1,340校

小学校 907校

中学校 397校

義務教育学校 ２校

特別支援学校 34校

小学校 52校

中学校 15校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 ９校

小学校 959校

中学校 412校

義務教育学校 ２校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 43校
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〈ロールパン〉〈米粉パン（小麦入り）〉 〈クロワッサン〉

〇パン・めん 〇米飯（精米）

製粉工場
（５社１団体）

小麦粉納品愛知県学校給食
パン米飯協会

愛知県学校給食
めん協会

パン委託加工工場
（17工場）

めん委託加工工場
（12工場）

パン納品 めん納品
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新城市
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❷ 供給体制 ❸ 【主食食品】県内産米・小麦の使用（令和８年４月現在）※54全市町村へ供給
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JAあいち
経済連

農協倉庫
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米飯委託加工工場
（18工場）
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小学校 907校

中学校 397校

義務教育学校 ２校
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中学校 15校
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小学校 959校

中学校 412校

義務教育学校 ２校

夜間定時制高校 28校

特別支援学校 43校

分類 品名 愛知県産原料

米飯

白飯　始め８種類

100％ 県内産 あいちのかおり／あいちのこころ
※「あいちのこころ」は令和５年度から

全県
（下記の４市１町を除く。）

100％ 市内産 大地の風 豊田市／みよし市

100％ 北設楽郡産

チヨニシキ／ミネアサヒ
※豊川用水の水源地支援活動の一環として
　北設楽郡産米を使用
※「ミネアサヒ」は令和５年度から

蒲郡市／設楽町

100％ 市内産 コシヒカリ 田原市

特別栽培米※ 100％
名古屋市、岡崎市、豊田市、稲沢市、
大府市、みよし市、東郷町、阿久比町� （令和７年度）

※生産される各地域で慣行的に行われる節減対策農薬の使用回数が
50％以下かつ化学肥料の窒素成分量が50％以下で栽培された米

パン

愛知のツイストパン 100％ 県内産 ゆめあかり

あいちの米粉パン50
配合割合
（小麦粉50％／米粉40％／グルテン10％）

50％ 県内産�50％
外国産�50％

ゆめあかり50％
※令和８年度３学期中に県内産「ゆめあかり」60％、
　北海道産「ゆめちから」40％へ変更

米粉40％の内訳

100％ 県内産米

米粉パン（小麦入り）
配合割合
（米粉80％／グルテン20％）

米粉80％の内訳

100％ 県内産米

その他（11種類） 50％ 県内産�50％
外国産�50％

ゆめあかり50％
※令和８年度３学期中に県内産「ゆめあかり」60％、
　北海道産「ゆめちから」40％へ変更

めん

ソフトスパゲティ式めん 70％ 県内産70％
北海道産30％ ゆめあかり50％／きぬあかり20％

白玉うどん・きしめん 100％ 県内産 きぬあかり

中華めん（ラーメン） 100％ 県内産 ゆめあかり50％／きぬあかり50％

小麦粉50％の内訳

愛知県産にこだわる主食食品

6

00116199.indd   600116199.indd   6 2026/03/03   15:412026/03/03   15:41

〈愛知のツイストパン〉

〈ソフトスパゲティ式めん〉 〈白玉うどん〉 〈きしめん〉 〈中華めん（ラーメン）〉

〈ロールパン〉〈米粉パン（小麦入り）〉 〈クロワッサン〉

〇パン・めん 〇米飯（精米）

製粉工場
（５社１団体）

小麦粉納品愛知県学校給食
パン米飯協会

愛知県学校給食
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パン委託加工工場
（17工場）

めん委託加工工場
（12工場）

パン納品 めん納品

パン工場（10工場）

パン・炊飯工場（７工場）
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めん工場（12工場）

委託加工工場数及び所在地
〈令和７年度〉
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春日井市
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江南市

犬山市扶桑町

大口町

岩倉市

北名古屋市

豊山町清須市あま市

大治町

蟹江町

稲沢市

愛西市 津島市

飛島村弥富市

東海市 大府市

東浦町知多市

常滑市
阿久比町

半田市

美浜町

武豊町
碧南市

西尾市

南知多町

田原市

豊橋市

豊川市
蒲郡市

幸田町

岡崎市安城市
高浜市

刈谷市

知立市

豊田市日進市

豊明市 みよし市
東郷町

長久手市

尾張旭市

瀬戸市

新城市

設楽町

東栄町

豊根村

❷ 供給体制 ❸ 【主食食品】県内産米・小麦の使用（令和８年４月現在）※54全市町村へ供給
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❹【副食食品】県内産農業水産物の使用（令和８年４月現在）

愛学給厚焼き卵 れんこん
サンドフライ

味付乾燥豆腐
（ごま抜き）

キャベツ入り
メンチカツ

蒲郡みかんゼリー 米粉のカレールウ 米粉のホワイトルウ
（小麦・乳抜き）

愛知の大豆入りナゲット
（小麦抜き）

愛知しそ入り
鶏春巻

愛知のしらす入り
つみれ団子

米粉チキンカツ 県産しそ入り
米粉ぎょうざ

あいちの大根葉入り
米粉チヂミ

年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

27 27 愛知県産冷凍トマト（カット） トマト（県内全域） 100％

28 三河赤鶏のチキンカツ 三河赤鶏（新城市） 83.20％

28 29 ミニブロッコリー（愛知県産） ブロッコリー（東三河） 100％

29 30 冷凍厚揚げ（愛知県産大豆使用） 大豆（愛知県） 14.50％

31 ★愛知の大豆入りナゲット（小麦抜き） 大豆（愛知県） 19.50％

32 ★愛知しそ入り鶏春巻 青しそ、青しそピューレ（愛知県） 0.87％

Ｒ１ 33 大豆ミート（愛知県産） 大豆（愛知県） 100％

34 なすみそメンチカツ なす（愛知県） 8.90％

35 愛知県産きくらげ あらげきくらげ（愛知県） 100％

２ 36 愛知県産ひきわり大豆 大豆（愛知県） 100％

37 ★愛知のしらす入りつみれ団子 しらす（愛知県） 8.11％

３ 38 愛知県産赤しそふりかけ 赤しそ（愛知県） 60.00％

４ 39 ちくわ磯辺揚げ あおさ（愛知県） 0.29％

40 ★米粉チキンカツ（薄型） 鶏肉（愛知県） 67.34％

５ 41 県産五目入り根菜コロッケ
れんこん（愛知県）、にんじん（愛知県）、
切干大根（愛知県）、ごぼう（愛知県）、
米粉パン粉（愛知県）

28.15％

42 れんこん入りハンバーグ れんこん（愛知県） 36.00％

６ 43 ★県産しそ入り米粉ぎょうざ 大豆（愛知県）、大葉ペースト（愛知県） 8.66％

44 豆乳まろやかコロッケ わかめ（愛知県）、おから（愛知県） 3.37％

７ 45 県産おから入り米粉コロッケ おから（愛知県） 22.75％

46 県産おから入りハンバーグ おから（愛知県） 20.00％

47 県産おからと大豆の焼売（トレー） おから（愛知県）、ひきわり大豆（愛知県） 15.00％

48 メロンゼリー（ダイスカット） メロンピューレ（東三河） 3.57％

49 米粉のハヤシルウ 米粉（愛知県） 11.50％

８ 50 ★あいちの大根葉入り米粉チヂミ 大根葉（愛西市） 1.60％

51 愛知県産水煮大豆 大豆（愛知県） 100％

計53品目　・「■」は、その構成原材料中、愛知県産の原材料の割合（配合率）が最も多い食品。（水、調味料、添加物を除く。）
　　　　　  ・「★印、赤字」は、当財団の「食品供給事業委員会」（栄養教諭、校長、給食センター長等）の開発食品（13品目）
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❹【副食食品】県内産農業水産物の使用（令和８年４月現在）

愛学給厚焼き卵 れんこん
サンドフライ

味付乾燥豆腐
（ごま抜き）

キャベツ入り
メンチカツ

蒲郡みかんゼリー 米粉のカレールウ 米粉のホワイトルウ
（小麦・乳抜き）

愛知の大豆入りナゲット
（小麦抜き）

愛知しそ入り
鶏春巻

愛知のしらす入り
つみれ団子

米粉チキンカツ 県産しそ入り
米粉ぎょうざ

あいちの大根葉入り
米粉チヂミ

年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

Ｓ55 １ 味付けのり のり（三河湾） 86.00％

60 ２ 手巻きのり のり（三河湾） 100％

63 ３ ★愛学給厚焼き卵 鶏卵（東三河） 75.70％

Ｈ６ ４ 和風コロッケ れんこん（愛西市） 20.70％

12 ５ 冷凍豆腐（ダイスカット） 大豆（西三河） 14.30％

14 ６ ★れんこんサンドフライ れんこん（愛西市） 37.00％

15 ７ ★味付乾燥豆腐（ごま抜き） 大豆（西三河） 36.67％

16 ８ とうふだんご 大豆（西三河）、鶏肉（奥三河）、青のり（三河湾） 34.16％

17 ９ ★キャベツ入りメンチカツ キャベツ（田原市） 25.40％

21 10 いわし八丁みそ煮 大豆（西三河）（八丁みそ：岡崎市） 9.15％

11 うずら卵（ラミコンカップ） うずら卵（豊川市・豊橋市・田原市） 100％

22 12 ★蒲郡みかんゼリー 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 16.00％

24 13 ★米粉のカレールウ 米粉（西三河） 37.40％

14 ミックスビーンズ 大豆（西三河） 50.00％

15 米粉のホキフライ 米粉（西三河） 10.00％

25 16 いちごゼリー（ダイスカット） 濃縮いちご果汁（西三河） 2.30％

17 愛知県産ほうれん草（カット） ほうれん草（飛島村） 100％

18 愛知県産大豆油揚げ（カット） 大豆（西三河） 74.95％

19 まぐろ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 5.00％

20 ホキ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 1.00％

21 愛知県産乾燥大根葉 大根葉（愛西市） 66.70％

26 22 米粉のカレールウ（甘口） 米粉（西三河） 15.20％

23 福神漬（愛知県産） 大根（田原市） 51.60％

24 ★米粉のホワイトルウ（小麦・乳抜き） 米粉（西三河） 16.90％

25 蒲郡みかんゼリー（ダイスカット） 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 10.00％

26 さば味噌煮（八丁みそ） 大豆（三河産） 8.15％
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24 13 ★米粉のカレールウ 米粉（西三河） 37.40％

14 ミックスビーンズ 大豆（西三河） 50.00％

15 米粉のホキフライ 米粉（西三河） 10.00％

25 16 いちごゼリー（ダイスカット） 濃縮いちご果汁（西三河） 2.30％

17 愛知県産ほうれん草（カット） ほうれん草（飛島村） 100％

18 愛知県産大豆油揚げ（カット） 大豆（西三河） 74.95％

19 まぐろ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 5.00％

20 ホキ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 1.00％

21 愛知県産乾燥大根葉 大根葉（愛西市） 66.70％

26 22 米粉のカレールウ（甘口） 米粉（西三河） 15.20％

23 福神漬（愛知県産） 大根（田原市） 51.60％

24 ★米粉のホワイトルウ（小麦・乳抜き） 米粉（西三河） 16.90％

25 蒲郡みかんゼリー（ダイスカット） 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 10.00％

26 さば味噌煮（八丁みそ） 大豆（三河産） 8.15％
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❹【副食食品】県内産農業水産物の使用（令和８年４月現在）

愛学給厚焼き卵 れんこん
サンドフライ

味付乾燥豆腐
（ごま抜き）

キャベツ入り
メンチカツ

蒲郡みかんゼリー 米粉のカレールウ 米粉のホワイトルウ
（小麦・乳抜き）

愛知の大豆入りナゲット
（小麦抜き）

愛知しそ入り
鶏春巻

愛知のしらす入り
つみれ団子

米粉チキンカツ 県産しそ入り
米粉ぎょうざ

あいちの大根葉入り
米粉チヂミ

年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

27 27 愛知県産冷凍トマト（カット） トマト（県内全域） 100％

28 三河赤鶏のチキンカツ 三河赤鶏（新城市） 83.20％

28 29 ミニブロッコリー（愛知県産） ブロッコリー（東三河） 100％

29 30 冷凍厚揚げ（愛知県産大豆使用） 大豆（愛知県） 14.50％

31 ★愛知の大豆入りナゲット（小麦抜き） 大豆（愛知県） 19.50％

32 ★愛知しそ入り鶏春巻 青しそ、青しそピューレ（愛知県） 0.87％

Ｒ１ 33 大豆ミート（愛知県産） 大豆（愛知県） 100％

34 なすみそメンチカツ なす（愛知県） 8.90％

35 愛知県産きくらげ あらげきくらげ（愛知県） 100％

２ 36 愛知県産ひきわり大豆 大豆（愛知県） 100％

37 ★愛知のしらす入りつみれ団子 しらす（愛知県） 8.11％

３ 38 愛知県産赤しそふりかけ 赤しそ（愛知県） 60.00％

４ 39 ちくわ磯辺揚げ あおさ（愛知県） 0.29％

40 ★米粉チキンカツ（薄型） 鶏肉（愛知県） 67.34％

５ 41 県産五目入り根菜コロッケ
れんこん（愛知県）、にんじん（愛知県）、
切干大根（愛知県）、ごぼう（愛知県）、
米粉パン粉（愛知県）

28.15％

42 れんこん入りハンバーグ れんこん（愛知県） 36.00％

６ 43 ★県産しそ入り米粉ぎょうざ 大豆（愛知県）、大葉ペースト（愛知県） 8.66％

44 豆乳まろやかコロッケ わかめ（愛知県）、おから（愛知県） 3.37％

７ 45 県産おから入り米粉コロッケ おから（愛知県） 22.75％

46 県産おから入りハンバーグ おから（愛知県） 20.00％

47 県産おからと大豆の焼売（トレー） おから（愛知県）、ひきわり大豆（愛知県） 15.00％

48 メロンゼリー（ダイスカット） メロンピューレ（東三河） 3.57％

49 米粉のハヤシルウ 米粉（愛知県） 11.50％

８ 50 ★あいちの大根葉入り米粉チヂミ 大根葉（愛西市） 1.60％

51 愛知県産水煮大豆 大豆（愛知県） 100％

計53品目　・「■」は、その構成原材料中、愛知県産の原材料の割合（配合率）が最も多い食品。（水、調味料、添加物を除く。）
　　　　　  ・「★印、赤字」は、当財団の「食品供給事業委員会」（栄養教諭、校長、給食センター長等）の開発食品（13品目）
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❹【副食食品】県内産農業水産物の使用（令和８年４月現在）

愛学給厚焼き卵 れんこん
サンドフライ

味付乾燥豆腐
（ごま抜き）

キャベツ入り
メンチカツ

蒲郡みかんゼリー 米粉のカレールウ 米粉のホワイトルウ
（小麦・乳抜き）

愛知の大豆入りナゲット
（小麦抜き）

愛知しそ入り
鶏春巻

愛知のしらす入り
つみれ団子

米粉チキンカツ 県産しそ入り
米粉ぎょうざ

あいちの大根葉入り
米粉チヂミ

年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

Ｓ55 １ 味付けのり のり（三河湾） 86.00％

60 ２ 手巻きのり のり（三河湾） 100％

63 ３ ★愛学給厚焼き卵 鶏卵（東三河） 75.70％

Ｈ６ ４ 和風コロッケ れんこん（愛西市） 20.70％

12 ５ 冷凍豆腐（ダイスカット） 大豆（西三河） 14.30％

14 ６ ★れんこんサンドフライ れんこん（愛西市） 37.00％

15 ７ ★味付乾燥豆腐（ごま抜き） 大豆（西三河） 36.67％

16 ８ とうふだんご 大豆（西三河）、鶏肉（奥三河）、青のり（三河湾） 34.16％

17 ９ ★キャベツ入りメンチカツ キャベツ（田原市） 25.40％

21 10 いわし八丁みそ煮 大豆（西三河）（八丁みそ：岡崎市） 9.15％

11 うずら卵（ラミコンカップ） うずら卵（豊川市・豊橋市・田原市） 100％

22 12 ★蒲郡みかんゼリー 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 16.00％

24 13 ★米粉のカレールウ 米粉（西三河） 37.40％

14 ミックスビーンズ 大豆（西三河） 50.00％

15 米粉のホキフライ 米粉（西三河） 10.00％

25 16 いちごゼリー（ダイスカット） 濃縮いちご果汁（西三河） 2.30％

17 愛知県産ほうれん草（カット） ほうれん草（飛島村） 100％

18 愛知県産大豆油揚げ（カット） 大豆（西三河） 74.95％

19 まぐろ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 5.00％

20 ホキ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 1.00％

21 愛知県産乾燥大根葉 大根葉（愛西市） 66.70％

26 22 米粉のカレールウ（甘口） 米粉（西三河） 15.20％

23 福神漬（愛知県産） 大根（田原市） 51.60％

24 ★米粉のホワイトルウ（小麦・乳抜き） 米粉（西三河） 16.90％

25 蒲郡みかんゼリー（ダイスカット） 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 10.00％

26 さば味噌煮（八丁みそ） 大豆（三河産） 8.15％
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年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

Ｓ55 １ 味付けのり のり（三河湾） 86.00％

60 ２ 手巻きのり のり（三河湾） 100％
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17 ９ ★キャベツ入りメンチカツ キャベツ（田原市） 25.40％

21 10 いわし八丁みそ煮 大豆（西三河）（八丁みそ：岡崎市） 9.15％

11 うずら卵（ラミコンカップ） うずら卵（豊川市・豊橋市・田原市） 100％

22 12 ★蒲郡みかんゼリー 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 16.00％

24 13 ★米粉のカレールウ 米粉（西三河） 37.40％

14 ミックスビーンズ 大豆（西三河） 50.00％
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25 16 いちごゼリー（ダイスカット） 濃縮いちご果汁（西三河） 2.30％

17 愛知県産ほうれん草（カット） ほうれん草（飛島村） 100％

18 愛知県産大豆油揚げ（カット） 大豆（西三河） 74.95％

19 まぐろ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 5.00％

20 ホキ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 1.00％

21 愛知県産乾燥大根葉 大根葉（愛西市） 66.70％

26 22 米粉のカレールウ（甘口） 米粉（西三河） 15.20％

23 福神漬（愛知県産） 大根（田原市） 51.60％

24 ★米粉のホワイトルウ（小麦・乳抜き） 米粉（西三河） 16.90％

25 蒲郡みかんゼリー（ダイスカット） 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 10.00％
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❹【副食食品】県内産農業水産物の使用（令和８年４月現在）

愛学給厚焼き卵 れんこん
サンドフライ

味付乾燥豆腐
（ごま抜き）

キャベツ入り
メンチカツ

蒲郡みかんゼリー 米粉のカレールウ 米粉のホワイトルウ
（小麦・乳抜き）

愛知の大豆入りナゲット
（小麦抜き）

愛知しそ入り
鶏春巻

愛知のしらす入り
つみれ団子

米粉チキンカツ 県産しそ入り
米粉ぎょうざ

あいちの大根葉入り
米粉チヂミ

年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

27 27 愛知県産冷凍トマト（カット） トマト（県内全域） 100％

28 三河赤鶏のチキンカツ 三河赤鶏（新城市） 83.20％

28 29 ミニブロッコリー（愛知県産） ブロッコリー（東三河） 100％

29 30 冷凍厚揚げ（愛知県産大豆使用） 大豆（愛知県） 14.50％

31 ★愛知の大豆入りナゲット（小麦抜き） 大豆（愛知県） 19.50％

32 ★愛知しそ入り鶏春巻 青しそ、青しそピューレ（愛知県） 0.87％

Ｒ１ 33 大豆ミート（愛知県産） 大豆（愛知県） 100％

34 なすみそメンチカツ なす（愛知県） 8.90％

35 愛知県産きくらげ あらげきくらげ（愛知県） 100％

２ 36 愛知県産ひきわり大豆 大豆（愛知県） 100％

37 ★愛知のしらす入りつみれ団子 しらす（愛知県） 8.11％

３ 38 愛知県産赤しそふりかけ 赤しそ（愛知県） 60.00％

４ 39 ちくわ磯辺揚げ あおさ（愛知県） 0.29％

40 ★米粉チキンカツ（薄型） 鶏肉（愛知県） 67.34％

５ 41 県産五目入り根菜コロッケ
れんこん（愛知県）、にんじん（愛知県）、
切干大根（愛知県）、ごぼう（愛知県）、
米粉パン粉（愛知県）

28.15％

42 れんこん入りハンバーグ れんこん（愛知県） 36.00％

６ 43 ★県産しそ入り米粉ぎょうざ 大豆（愛知県）、大葉ペースト（愛知県） 8.66％

44 豆乳まろやかコロッケ わかめ（愛知県）、おから（愛知県） 3.37％

７ 45 県産おから入り米粉コロッケ おから（愛知県） 22.75％

46 県産おから入りハンバーグ おから（愛知県） 20.00％

47 県産おからと大豆の焼売（トレー） おから（愛知県）、ひきわり大豆（愛知県） 15.00％

48 メロンゼリー（ダイスカット） メロンピューレ（東三河） 3.57％

49 米粉のハヤシルウ 米粉（愛知県） 11.50％

８ 50 ★あいちの大根葉入り米粉チヂミ 大根葉（愛西市） 1.60％

51 愛知県産水煮大豆 大豆（愛知県） 100％

計53品目　・「■」は、その構成原材料中、愛知県産の原材料の割合（配合率）が最も多い食品。（水、調味料、添加物を除く。）
　　　　　  ・「★印、赤字」は、当財団の「食品供給事業委員会」（栄養教諭、校長、給食センター長等）の開発食品（13品目）
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愛知の大豆入りナゲット
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つみれ団子

米粉チキンカツ 県産しそ入り
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あいちの大根葉入り
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年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

27 27 愛知県産冷凍トマト（カット） トマト（県内全域） 100％

28 三河赤鶏のチキンカツ 三河赤鶏（新城市） 83.20％

28 29 ミニブロッコリー（愛知県産） ブロッコリー（東三河） 100％

29 30 冷凍厚揚げ（愛知県産大豆使用） 大豆（愛知県） 14.50％

31 ★愛知の大豆入りナゲット（小麦抜き） 大豆（愛知県） 19.50％

32 ★愛知しそ入り鶏春巻 青しそ、青しそピューレ（愛知県） 0.87％

Ｒ１ 33 大豆ミート（愛知県産） 大豆（愛知県） 100％

34 なすみそメンチカツ なす（愛知県） 8.90％

35 愛知県産きくらげ あらげきくらげ（愛知県） 100％

２ 36 愛知県産ひきわり大豆 大豆（愛知県） 100％

37 ★愛知のしらす入りつみれ団子 しらす（愛知県） 8.11％

３ 38 愛知県産赤しそふりかけ 赤しそ（愛知県） 60.00％

４ 39 ちくわ磯辺揚げ あおさ（愛知県） 0.29％

40 ★米粉チキンカツ（薄型） 鶏肉（愛知県） 67.34％

５ 41 県産五目入り根菜コロッケ
れんこん（愛知県）、にんじん（愛知県）、
切干大根（愛知県）、ごぼう（愛知県）、
米粉パン粉（愛知県）

28.15％

42 れんこん入りハンバーグ れんこん（愛知県） 36.00％

６ 43 ★県産しそ入り米粉ぎょうざ 大豆（愛知県）、大葉ペースト（愛知県） 8.66％

44 豆乳まろやかコロッケ わかめ（愛知県）、おから（愛知県） 3.37％

７ 45 県産おから入り米粉コロッケ おから（愛知県） 22.75％

46 県産おから入りハンバーグ おから（愛知県） 20.00％

47 県産おからと大豆の焼売（トレー） おから（愛知県）、ひきわり大豆（愛知県） 15.00％

48 メロンゼリー（ダイスカット） メロンピューレ（東三河） 3.57％

49 米粉のハヤシルウ 米粉（愛知県） 11.50％

８ 50 ★あいちの大根葉入り米粉チヂミ 大根葉（愛西市） 1.60％

51 愛知県産水煮大豆 大豆（愛知県） 100％

計53品目　・「■」は、その構成原材料中、愛知県産の原材料の割合（配合率）が最も多い食品。（水、調味料、添加物を除く。）
　　　　　  ・「★印、赤字」は、当財団の「食品供給事業委員会」（栄養教諭、校長、給食センター長等）の開発食品（13品目）
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❹【副食食品】県内産農業水産物の使用（令和８年４月現在）

愛学給厚焼き卵 れんこん
サンドフライ

味付乾燥豆腐
（ごま抜き）

キャベツ入り
メンチカツ

蒲郡みかんゼリー 米粉のカレールウ 米粉のホワイトルウ
（小麦・乳抜き）

愛知の大豆入りナゲット
（小麦抜き）

愛知しそ入り
鶏春巻

愛知のしらす入り
つみれ団子

米粉チキンカツ 県産しそ入り
米粉ぎょうざ

あいちの大根葉入り
米粉チヂミ

年度 番号 品名 使用原材料（主産地） 県産原材料配合率

Ｓ55 １ 味付けのり のり（三河湾） 86.00％

60 ２ 手巻きのり のり（三河湾） 100％

63 ３ ★愛学給厚焼き卵 鶏卵（東三河） 75.70％

Ｈ６ ４ 和風コロッケ れんこん（愛西市） 20.70％

12 ５ 冷凍豆腐（ダイスカット） 大豆（西三河） 14.30％

14 ６ ★れんこんサンドフライ れんこん（愛西市） 37.00％

15 ７ ★味付乾燥豆腐（ごま抜き） 大豆（西三河） 36.67％

16 ８ とうふだんご 大豆（西三河）、鶏肉（奥三河）、青のり（三河湾） 34.16％

17 ９ ★キャベツ入りメンチカツ キャベツ（田原市） 25.40％

21 10 いわし八丁みそ煮 大豆（西三河）（八丁みそ：岡崎市） 9.15％

11 うずら卵（ラミコンカップ） うずら卵（豊川市・豊橋市・田原市） 100％

22 12 ★蒲郡みかんゼリー 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 16.00％

24 13 ★米粉のカレールウ 米粉（西三河） 37.40％

14 ミックスビーンズ 大豆（西三河） 50.00％

15 米粉のホキフライ 米粉（西三河） 10.00％

25 16 いちごゼリー（ダイスカット） 濃縮いちご果汁（西三河） 2.30％

17 愛知県産ほうれん草（カット） ほうれん草（飛島村） 100％

18 愛知県産大豆油揚げ（カット） 大豆（西三河） 74.95％

19 まぐろ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 5.00％

20 ホキ角切（打粉付き） 米粉（西三河） 1.00％

21 愛知県産乾燥大根葉 大根葉（愛西市） 66.70％

26 22 米粉のカレールウ（甘口） 米粉（西三河） 15.20％

23 福神漬（愛知県産） 大根（田原市） 51.60％

24 ★米粉のホワイトルウ（小麦・乳抜き） 米粉（西三河） 16.90％

25 蒲郡みかんゼリー（ダイスカット） 蒲郡みかん果汁（５倍濃縮）（蒲郡市） 10.00％

26 さば味噌煮（八丁みそ） 大豆（三河産） 8.15％
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行

9

00116199.indd   900116199.indd   9 2026/03/03   15:412026/03/03   15:41

学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行

10
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学校給食等の普及啓発と食育の推進Ⅵ学校給食用食品の安全確保と衛生管理Ⅴ

都道府県学校給食会で唯一の厚生労働大臣の登録を受けた「登録検査機関」。
適切に内部点検や精度管理を実施することにより、
検査の信頼性の確保を図っている。

厚生労働
大　　臣

愛知県学校給食会
食品衛生法に基づく

登録検査機関
登録

・自主検査：当財団が取扱う食品の検査
・依頼検査：市町村等からの依頼に基づく検査

・衛生管理検査：学校給食調理場における衛生管理状況を確認するための検査

検査区分
細菌学的検査：微生物の汚染状況、食中毒菌の有無等の確認

理化学的検査：残留農薬や重金属、食品添加物、異物等の検査

自主検査
細菌学的検査
3,605件

理化学的検査
1,352件

細菌学的検査
2,091件

理化学的検査
726件

513件
（75施設）

依頼検査 衛生管理検査

細菌学的検査

走査電子顕微鏡（異物検査）

高速液体クロマトグラフ（食品添加物検査）

原子吸光光度計（重金属検査）

❸おコメ実らせ隊の実施【JA西三河、JAあいち経済連との共催】

対　象

小学生までの子どもと保護者

実施方法

５月：田植え体験／ 10月：稲刈り体験

趣　旨

親子で楽しく！を第一に
食文化の継承や食に関する知識の習得、
農産物の生産に携わる人々への感謝の気持ちを育み、
あいち産米への関心を高めてもらう

❷あいちの味覚たっぷりわが家の愛であ朝ごはんコンテストの実施【愛知県教育委員会との共催】

対　象

県内の小学５・６年生

実施方法

予選：応募献立から10作品を選定　本選：10名の児童が朝ごはんを調理

趣　旨

地元の食材や郷土料理を取り入れ
家族で朝ごはんの献立づくりや調理を通して
望ましい食生活について話し合い
家族の絆を深める

❶食品衛生登録検査機関

❷検査事業

❸検査実績（令和６年度）

❶あいち給食だより「わぁーい給食だ」の発行

発　行

年４回（１月・５月・７月・10月）

内　容

①特集（文部科学大臣表彰など）
②シリーズ食育（栄養教諭による食育実践紹介）
③献立紹介（栄養教諭による献立解説）

配布先

県内の公立小中学校、特別支援学校、
夜間定時制高校、市町村教育委員会、
学校給食センター　等

※令和７年度は臨時に財団設立70周年特集号を１月に発行
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公益財団法人愛知県学校給食会
〒470-1141 愛知県豊明市阿野町惣作87番地の１

令和８年３月版

TEL 0562（92）3161 FAX 0562（92）8781

Email agk@aigaku.org Web http://aigaku.org

公益財団法人愛知県学校給食会ホームページ

この表紙のデザインは、彩り豊かな食材と円の広がりをモチーフに、多くの人々が協力し、工夫を重ねながら学校給食を支えている姿を表現しています。

愛知県
学校給食会

概要

公益財団法人
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財団設立70周年（2025年6月）を機に、定款の「物資」を「食品」に改正し、
新たな歩みをはじめています。
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学 校 給 食 の 歴 史

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
９月 「学校給食実施ノ趣旨徹底方並ニ学校給食

臨時施設方法」を定め、はじめて国庫補助に

よる学校給食を実施

年度 校数 児童数 備 考

主に米とみそ汁

１人１食６銭４厘

夜間学校の給食奨励

疎開により減少

４月 「学校給食奨励規定」により、栄養的な学校

給食を奨励

３月 決戦非常措置による６大都市の給食実施

月 三省次官通達「学校給食の普及奨励につい

て」により、戦後の学校給食開始

４月 財団法人日本学校衛生会学校給食事業部発

足し、文部省体育局保健課にかわって物資

の取り扱い開始

２月

４月

９月

９市制地区で、ララ物資による捕食給食（お

かず、ミルク）を実施

県学校衛生会学校給食事業部が発足し、県教

育部体育課にかわって物資を取り扱い開始

放出缶詰・脱脂粉乳を愛知軍政部・東海北陸

軍政部の承認を得て、全国に先がけて県下全

小学校に配給。全校捕食給食を実施

３月

７月

学校給食を教育の一環として実施の通達

教育委員会法を制定

月 県教育委員会が発足し、体育保健部保健課で

学校給食を所管

学校給食優良校の県教育委員会表彰制度を

開始

７月

月

保健体育審議会発足し、学校給食分科審議

会を設置

ユニセフから脱脂粉乳の寄贈をうけてミル

ク給食を実施

４月

月

愛知県学校給食連盟設立

ミルク給食モデル校を選定

５月

７月

８月

月

生活保護法に教育扶助を新設し、学校給食

費補助明確化

８大都市でパンによる完全給食を実施

財団法人日本学校給食会認可

第１回全国学校給食研究協議会を開催し、

法制化を要望

３月

４月

７月

月

パン委託加工工場を指定

愛知県学校給食会設立

名古屋市の小学校でパン・ミルクを主体とし

て完全給食を実施

第１回愛知県学校給食研究協議大会を開催

２月

６月

完全給食を全国市制地域に拡大

ガリオア資金による小麦粉寄贈打ち切り

２月 市制地域で完全給食を実施

４月 完全給食を全国市町村地域に拡大

脱脂粉乳に対する国庫補助中止

小麦粉半額国庫補助

１月 町村地域の完全給食を実施

６月

９月

小麦粉にビタミンＢ₁・Ｂ₂を強化

災害給食・ユニセフ給食の実施

９月 号台風被災地にユニセフ給食を実施

６月

月

学校給食法を制定し、法的に実施体制の整備

災害ユニセフ給食打ち切り

４月 研修委嘱校制度を開始

衛生管理要領を制定

８月

月

日本学校給食会法を制定

特殊法人日本学校給食会設立

６月 財団法人愛知県学校給食会設立

小学校給食普及率全国一位

３月

４月

６月

学校給食法を一部改正し、適用範囲を中学校に拡大

小学校準要保護児童の給食費補助を規定

米国贈与小麦粉打ち切り

小麦粉 ｇ当たり１円補助

「夜間課程を置く高等学校における学校給

食に関する法律」を制定

月 第７回全国学校給食研究協議会を愛知県で

開催

１月

３月

４月

５月

学校給食優良学校の文部大臣表彰制度開始

学校給食法を一部改正し、準要保護給食費

補助の適用範囲を中学校に拡大

小学校の調理従事員給与費を地方交付税に

措置

「盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び

高等部における学校給食に関する法律」を制定
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学 校 給 食 の 歴 史

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
９月 「学校給食実施ノ趣旨徹底方並ニ学校給食

臨時施設方法」を定め、はじめて国庫補助に

よる学校給食を実施

年度 校数 児童数 備 考

主に米とみそ汁

１人１食６銭４厘

夜間学校の給食奨励

疎開により減少

４月 「学校給食奨励規定」により、栄養的な学校

給食を奨励

３月 決戦非常措置による６大都市の給食実施

月 三省次官通達「学校給食の普及奨励につい

て」により、戦後の学校給食開始

４月 財団法人日本学校衛生会学校給食事業部発

足し、文部省体育局保健課にかわって物資

の取り扱い開始

２月

４月

９月

９市制地区で、ララ物資による捕食給食（お

かず、ミルク）を実施

県学校衛生会学校給食事業部が発足し、県教

育部体育課にかわって物資を取り扱い開始

放出缶詰・脱脂粉乳を愛知軍政部・東海北陸

軍政部の承認を得て、全国に先がけて県下全

小学校に配給。全校捕食給食を実施

３月

７月

学校給食を教育の一環として実施の通達

教育委員会法を制定

月 県教育委員会が発足し、体育保健部保健課で

学校給食を所管

学校給食優良校の県教育委員会表彰制度を

開始

７月

月

保健体育審議会発足し、学校給食分科審議

会を設置

ユニセフから脱脂粉乳の寄贈をうけてミル

ク給食を実施

４月

月

愛知県学校給食連盟設立

ミルク給食モデル校を選定

５月

７月

８月

月

生活保護法に教育扶助を新設し、学校給食

費補助明確化

８大都市でパンによる完全給食を実施

財団法人日本学校給食会認可

第１回全国学校給食研究協議会を開催し、

法制化を要望

３月

４月

７月

月

パン委託加工工場を指定

愛知県学校給食会設立

名古屋市の小学校でパン・ミルクを主体とし

て完全給食を実施

第１回愛知県学校給食研究協議大会を開催

２月

６月

完全給食を全国市制地域に拡大

ガリオア資金による小麦粉寄贈打ち切り

２月 市制地域で完全給食を実施

４月 完全給食を全国市町村地域に拡大

脱脂粉乳に対する国庫補助中止

小麦粉半額国庫補助

１月 町村地域の完全給食を実施

６月

９月

小麦粉にビタミンＢ₁・Ｂ₂を強化

災害給食・ユニセフ給食の実施

９月 号台風被災地にユニセフ給食を実施

６月

月

学校給食法を制定し、法的に実施体制の整備

災害ユニセフ給食打ち切り

４月 研修委嘱校制度を開始

衛生管理要領を制定

８月

月

日本学校給食会法を制定

特殊法人日本学校給食会設立

６月 財団法人愛知県学校給食会設立

小学校給食普及率全国一位

３月

４月

６月

学校給食法を一部改正し、適用範囲を中学校に拡大

小学校準要保護児童の給食費補助を規定

米国贈与小麦粉打ち切り

小麦粉 ｇ当たり１円補助

「夜間課程を置く高等学校における学校給

食に関する法律」を制定

月 第７回全国学校給食研究協議会を愛知県で

開催

１月

３月

４月

５月

学校給食優良学校の文部大臣表彰制度開始

学校給食法を一部改正し、準要保護給食費

補助の適用範囲を中学校に拡大

小学校の調理従事員給与費を地方交付税に

措置

「盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び

高等部における学校給食に関する法律」を制定
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学 校 給 食 の 歴 史

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
９月 「学校給食実施ノ趣旨徹底方並ニ学校給食

臨時施設方法」を定め、はじめて国庫補助に

よる学校給食を実施

年度 校数 児童数 備 考

主に米とみそ汁

１人１食６銭４厘

夜間学校の給食奨励

疎開により減少

４月 「学校給食奨励規定」により、栄養的な学校

給食を奨励

３月 決戦非常措置による６大都市の給食実施

月 三省次官通達「学校給食の普及奨励につい

て」により、戦後の学校給食開始

４月 財団法人日本学校衛生会学校給食事業部発

足し、文部省体育局保健課にかわって物資

の取り扱い開始

２月

４月

９月

９市制地区で、ララ物資による捕食給食（お

かず、ミルク）を実施

県学校衛生会学校給食事業部が発足し、県教

育部体育課にかわって物資を取り扱い開始

放出缶詰・脱脂粉乳を愛知軍政部・東海北陸

軍政部の承認を得て、全国に先がけて県下全

小学校に配給。全校捕食給食を実施

３月

７月

学校給食を教育の一環として実施の通達

教育委員会法を制定

月 県教育委員会が発足し、体育保健部保健課で

学校給食を所管

学校給食優良校の県教育委員会表彰制度を

開始

７月

月

保健体育審議会発足し、学校給食分科審議

会を設置

ユニセフから脱脂粉乳の寄贈をうけてミル

ク給食を実施

４月

月

愛知県学校給食連盟設立

ミルク給食モデル校を選定

５月

７月

８月

月

生活保護法に教育扶助を新設し、学校給食

費補助明確化

８大都市でパンによる完全給食を実施

財団法人日本学校給食会認可

第１回全国学校給食研究協議会を開催し、

法制化を要望

３月

４月

７月

月

パン委託加工工場を指定

愛知県学校給食会設立

名古屋市の小学校でパン・ミルクを主体とし

て完全給食を実施

第１回愛知県学校給食研究協議大会を開催

２月

６月

完全給食を全国市制地域に拡大

ガリオア資金による小麦粉寄贈打ち切り

２月 市制地域で完全給食を実施

４月 完全給食を全国市町村地域に拡大

脱脂粉乳に対する国庫補助中止

小麦粉半額国庫補助

１月 町村地域の完全給食を実施

６月

９月

小麦粉にビタミンＢ₁・Ｂ₂を強化

災害給食・ユニセフ給食の実施

９月 号台風被災地にユニセフ給食を実施

６月

月

学校給食法を制定し、法的に実施体制の整備

災害ユニセフ給食打ち切り

４月 研修委嘱校制度を開始

衛生管理要領を制定

８月

月

日本学校給食会法を制定

特殊法人日本学校給食会設立

６月 財団法人愛知県学校給食会設立

小学校給食普及率全国一位

３月

４月

６月

学校給食法を一部改正し、適用範囲を中学校に拡大

小学校準要保護児童の給食費補助を規定

米国贈与小麦粉打ち切り

小麦粉 ｇ当たり１円補助

「夜間課程を置く高等学校における学校給

食に関する法律」を制定

月 第７回全国学校給食研究協議会を愛知県で

開催

１月

３月

４月

５月

学校給食優良学校の文部大臣表彰制度開始

学校給食法を一部改正し、準要保護給食費

補助の適用範囲を中学校に拡大

小学校の調理従事員給与費を地方交付税に

措置

「盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び

高等部における学校給食に関する法律」を制定

187

00116389_hb.indd   18700116389_hb.indd   187 2026/03/05   13:372026/03/05   13:37



 

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
４月 従来の小麦粉購入費補助金制度を改め、流

通経費に対する小麦粉供給事業費補助金制

度に変更

４月

６月

多様化パンを新設

学校給食改善研究校を指定

中性洗剤の使用について指導方針を通知

６月

９月

関係法を改正し、学校栄養職員を教育的専

門職員として制度上明確化

合成殺菌料ＡＦ ２の使用を禁止

４月

９月

月

月

牛乳供給事業費県費補助金制度を創設

Ｌ－リジン強化パンに統一

県学校給食総合センター完成

名の学校栄養職員を県費負担教職員に切

り替え。 年４月までに計 名を切り替え

第１回学校給食調理コンクールを開催

５月

月

国において小麦粉にＬ－リジン源泉強化

リジン論争継続

保健体育審議会から 年度からの米飯の

導入を文部大臣に答申

９月

月

小麦粉へのＬ－リジン強化一時中止決定

（ 月から無強化小麦粉に切り替え）

全国学校給食総合センター運営協議会及び

第２回中日本学校給食研究協議会を愛知県

で開催

２月

月

米飯を学校給食制度上に位置付け

学校給食 周年記念式典を開催

米飯弁当論争継続

３月

５月

月

米飯の導入方針・方法を決定、通知

炊飯委託２工場を指定。以後順次指定

５月中の米飯給食実施状況

・実施校数 校中 校（ ％）

・実施回数月２回（ ％）

・月１回 ％

学校給食 周年・県学校給食会 周年を記

念し「愛知の学校給食」を刊行

学校給食 周年記念第 回県学校給食研究

協議大会を開催

４月

月

米飯給食に多様化を採用

学校給食啓発パンフレット「あいちの学校

給食」～昭和 年版～を創刊

１月

３月

「米飯給食献立集」を作成し、学校給食実

施校全校に配付

「学校給食の管理と指導」三訂版を発行

（ 部）

７月

月

第１回学校給食教室を開催

児童生徒の家庭における栄養調査、食事状

況調査及び体位、体力調査の実施

５月 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律等の一部を改正

する法律」を制定

３月

４月

７月

「学校給食の栄養指導」を発行

「愛知県生活排水対策推進要綱」に基づき

石けん又は無リンの合成洗剤に切り替え指

導、 月切り替え完了

小中完全給食実施校 ％米飯給食実施

４月

７月

９月

「学校給食栄養基準量」を改訂

第 回全国高等学校給食研究協議会を愛知

県で開催

学校給食「栄養基準量改訂と解説」を発行

１月

６月

７月

昭和 年代初期において、米飯給食週３回

程度の目標を設定

日本学校健康会法を制定

特殊法人日本学校健康会を設立（日本学校

給食会と日本学校安全会を統合）

２月 学校給食用パンの臭素酸カリウムが、Ｌ－

アスコルビン酸に切り替え

３月 行政改革に関する第５次答申 臨時行政調

査会）

６月 年度学校給食用牛乳土曜飲用推進校を指

定

９月 学校給食法制定 周年記念大会を開催

総務省から学校給食関係業務の簡素合理化

についての勧告

３月 「学校給食の栄養価早見表」改訂版を発行

学校給食法制定 周年、愛知県学校給食総

合センター設立 周年記念、第 回愛知

県学校給食研究大会を開催

 

 

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和

１月

月

月

牛乳 ｍＬ当たり４円の国庫補助

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学校行事等に位置付け

アジア極東学校給食セミナー開催

４月 盲・聾・養護学校の完全給食実施率 ％

３月

５月

法人税法を一部改正

県学校給食会が取り扱う物資は免税措置

給食栄養所要量の基準改訂

９月 パンに脱脂粉乳３％を強化

伊勢湾台風被災地に脱脂粉乳の無償配給等

の措置

月 「学校給食に従事する職員の定数確保及び

身分の安定について」を通達

４月

月

「学校保健・給食・安全会執務の手引」を発行

中学校給食推進協議会を開催

「学校給食衛生管理要領」を改訂

４月

６月

８月

月

夜間定時制高等学校夜食費補助制度開始

幼稚部用脱脂粉乳の関税免除

学校給食制度調査会から「学校給食制度の

改善について」文部大臣に答申

学校給食 周年記念式典大会開催

４月 夜間定時制高等学校夜食費補助

脱脂粉乳１人当たり ｇ１円 銭

マカロニ、クラッカーの委託加工開始

４月

５月

給食栄養所要量の基準を改訂

小麦粉にビタミンＡを強化

２月

月

愛知県学校給食完全実施推進委員会発足

周年第 回愛知県学校給食研究協議大会

開催

４月

７月

義務教育諸学校におけるミルク給食一斉実

施のため 億円計上

脱脂粉乳 ｇ当たり４円を国庫補助

ミルク給食論争

３月

４月

「学校給食の管理と指導」を創刊

びん詰加工委託乳開始

県下中学校ミルク給食を実施

２共同調理場開設

６月

７月

８月

共同調理場施設設備整備費補助金交付要綱

を制定

学校栄養職員設置費補助金交付要綱を制定

文部・農林次官通達「学校給食用牛乳供給事

業の実施について」により、牛乳の飲用本格

化

８月

９月

中日本学校給食栄養管理講習会を愛知県で

開催

実施形態のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ分類を、完全・補

助・ミルク分類に改正

６月 へき地学校給食特別対策要綱を制定し、へ

き地学校給食を推進

４月 パンの小学校基準量目を ｇに改正

４月 高度へき地学校にパン・ミルク給食費補助

制度開始

４月 ソフトスパゲティ式めんを採用

４月 給食用物資低温流通化促進費補助の開始 月 周年記念第 回愛知県学校給食研究協議

大会を開催

７月 小学校学習指導要領を改訂し、学校給食を

特別活動の学級指導に位置付け

４月

月

無漂白パンの供給を開始

第９回全国学校栄養士研究大会を愛知県で

開催

４月 中学校学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学級指導に位置付け

２月 「学校給食の管理と指導」改訂版を発行

２月

４月

保健体育審議会から、学校給食に改善充実

方策について文部大臣に答申

牛乳 ｍＬ当たり５円 銭補助に引き上げ

米利用実験指定校制度を設置

４月

８月

従来の混合乳を全乳に切り替え、牛乳保冷車

設置費を県費補助

リジンとカルシウムを強化した特別規格パ

ンを設定し、標準パンとの選択制

米利用実験校を指定

全国に先がけて牛乳中のβ ＢＨＣの残留許

容量を 以下にする指導方針を発表

４月

８月

所要栄養量の基準を改訂

小麦粉 ｇ当たり 銭補助

物資流通合理化促進事業の実施三要項を制

定

４月

６月

９月

小麦粉は従来の食糧庁・食糧事務所扱いから

日本学校給食会・県学校給食会扱い

第１回学校給食合理化研究調査会議の開催

県学校給食会「あいち給食だより」創刊

４月 小麦粉 ｇ当たり 銭の補助 ４月

月

県学校給食総合センター建設研究調査費計上

周年記念第 回県学校給食研究協議大会

を開催
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年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
４月 従来の小麦粉購入費補助金制度を改め、流

通経費に対する小麦粉供給事業費補助金制

度に変更

４月

６月

多様化パンを新設

学校給食改善研究校を指定

中性洗剤の使用について指導方針を通知

６月

９月

関係法を改正し、学校栄養職員を教育的専

門職員として制度上明確化

合成殺菌料ＡＦ ２の使用を禁止

４月

９月

月

月

牛乳供給事業費県費補助金制度を創設

Ｌ－リジン強化パンに統一

県学校給食総合センター完成

名の学校栄養職員を県費負担教職員に切

り替え。 年４月までに計 名を切り替え

第１回学校給食調理コンクールを開催

５月

月

国において小麦粉にＬ－リジン源泉強化

リジン論争継続

保健体育審議会から 年度からの米飯の

導入を文部大臣に答申

９月

月

小麦粉へのＬ－リジン強化一時中止決定

（ 月から無強化小麦粉に切り替え）

全国学校給食総合センター運営協議会及び

第２回中日本学校給食研究協議会を愛知県

で開催

２月

月

米飯を学校給食制度上に位置付け

学校給食 周年記念式典を開催

米飯弁当論争継続

３月

５月

月

米飯の導入方針・方法を決定、通知

炊飯委託２工場を指定。以後順次指定

５月中の米飯給食実施状況

・実施校数 校中 校（ ％）

・実施回数月２回（ ％）

・月１回 ％

学校給食 周年・県学校給食会 周年を記

念し「愛知の学校給食」を刊行

学校給食 周年記念第 回県学校給食研究

協議大会を開催

４月

月

米飯給食に多様化を採用

学校給食啓発パンフレット「あいちの学校

給食」～昭和 年版～を創刊

１月

３月

「米飯給食献立集」を作成し、学校給食実

施校全校に配付

「学校給食の管理と指導」三訂版を発行

（ 部）

７月

月

第１回学校給食教室を開催

児童生徒の家庭における栄養調査、食事状

況調査及び体位、体力調査の実施

５月 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律等の一部を改正

する法律」を制定

３月

４月

７月

「学校給食の栄養指導」を発行

「愛知県生活排水対策推進要綱」に基づき

石けん又は無リンの合成洗剤に切り替え指

導、 月切り替え完了

小中完全給食実施校 ％米飯給食実施

４月

７月

９月

「学校給食栄養基準量」を改訂

第 回全国高等学校給食研究協議会を愛知

県で開催

学校給食「栄養基準量改訂と解説」を発行

１月

６月

７月

昭和 年代初期において、米飯給食週３回

程度の目標を設定

日本学校健康会法を制定

特殊法人日本学校健康会を設立（日本学校

給食会と日本学校安全会を統合）

２月 学校給食用パンの臭素酸カリウムが、Ｌ－

アスコルビン酸に切り替え

３月 行政改革に関する第５次答申 臨時行政調

査会）

６月 年度学校給食用牛乳土曜飲用推進校を指

定

９月 学校給食法制定 周年記念大会を開催

総務省から学校給食関係業務の簡素合理化

についての勧告

３月 「学校給食の栄養価早見表」改訂版を発行

学校給食法制定 周年、愛知県学校給食総

合センター設立 周年記念、第 回愛知

県学校給食研究大会を開催
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学校給食を特別活動の学校行事等に位置付け

アジア極東学校給食セミナー開催

４月 盲・聾・養護学校の完全給食実施率 ％

３月

５月

法人税法を一部改正

県学校給食会が取り扱う物資は免税措置

給食栄養所要量の基準改訂

９月 パンに脱脂粉乳３％を強化

伊勢湾台風被災地に脱脂粉乳の無償配給等

の措置

月 「学校給食に従事する職員の定数確保及び

身分の安定について」を通達

４月

月

「学校保健・給食・安全会執務の手引」を発行

中学校給食推進協議会を開催

「学校給食衛生管理要領」を改訂

４月
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８月

月

夜間定時制高等学校夜食費補助制度開始

幼稚部用脱脂粉乳の関税免除

学校給食制度調査会から「学校給食制度の

改善について」文部大臣に答申

学校給食 周年記念式典大会開催

４月 夜間定時制高等学校夜食費補助

脱脂粉乳１人当たり ｇ１円 銭

マカロニ、クラッカーの委託加工開始

４月

５月

給食栄養所要量の基準を改訂

小麦粉にビタミンＡを強化

２月

月

愛知県学校給食完全実施推進委員会発足

周年第 回愛知県学校給食研究協議大会

開催

４月

７月

義務教育諸学校におけるミルク給食一斉実

施のため 億円計上

脱脂粉乳 ｇ当たり４円を国庫補助

ミルク給食論争

３月

４月

「学校給食の管理と指導」を創刊

びん詰加工委託乳開始

県下中学校ミルク給食を実施

２共同調理場開設

６月

７月

８月

共同調理場施設設備整備費補助金交付要綱

を制定

学校栄養職員設置費補助金交付要綱を制定

文部・農林次官通達「学校給食用牛乳供給事

業の実施について」により、牛乳の飲用本格

化

８月

９月

中日本学校給食栄養管理講習会を愛知県で

開催

実施形態のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ分類を、完全・補

助・ミルク分類に改正

６月 へき地学校給食特別対策要綱を制定し、へ

き地学校給食を推進

４月 パンの小学校基準量目を ｇに改正

４月 高度へき地学校にパン・ミルク給食費補助

制度開始

４月 ソフトスパゲティ式めんを採用

４月 給食用物資低温流通化促進費補助の開始 月 周年記念第 回愛知県学校給食研究協議

大会を開催

７月 小学校学習指導要領を改訂し、学校給食を

特別活動の学級指導に位置付け

４月

月

無漂白パンの供給を開始

第９回全国学校栄養士研究大会を愛知県で

開催

４月 中学校学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学級指導に位置付け

２月 「学校給食の管理と指導」改訂版を発行

２月

４月

保健体育審議会から、学校給食に改善充実

方策について文部大臣に答申

牛乳 ｍＬ当たり５円 銭補助に引き上げ

米利用実験指定校制度を設置

４月

８月

従来の混合乳を全乳に切り替え、牛乳保冷車

設置費を県費補助

リジンとカルシウムを強化した特別規格パ

ンを設定し、標準パンとの選択制

米利用実験校を指定

全国に先がけて牛乳中のβ ＢＨＣの残留許

容量を 以下にする指導方針を発表

４月

８月

所要栄養量の基準を改訂

小麦粉 ｇ当たり 銭補助

物資流通合理化促進事業の実施三要項を制

定

４月

６月

９月

小麦粉は従来の食糧庁・食糧事務所扱いから

日本学校給食会・県学校給食会扱い

第１回学校給食合理化研究調査会議の開催

県学校給食会「あいち給食だより」創刊

４月 小麦粉 ｇ当たり 銭の補助 ４月

月

県学校給食総合センター建設研究調査費計上

周年記念第 回県学校給食研究協議大会

を開催
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年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
４月 従来の小麦粉購入費補助金制度を改め、流

通経費に対する小麦粉供給事業費補助金制

度に変更

４月

６月

多様化パンを新設

学校給食改善研究校を指定

中性洗剤の使用について指導方針を通知

６月

９月

関係法を改正し、学校栄養職員を教育的専

門職員として制度上明確化

合成殺菌料ＡＦ ２の使用を禁止

４月

９月

月

月

牛乳供給事業費県費補助金制度を創設

Ｌ－リジン強化パンに統一

県学校給食総合センター完成

名の学校栄養職員を県費負担教職員に切

り替え。 年４月までに計 名を切り替え

第１回学校給食調理コンクールを開催

５月

月

国において小麦粉にＬ－リジン源泉強化

リジン論争継続

保健体育審議会から 年度からの米飯の

導入を文部大臣に答申

９月

月

小麦粉へのＬ－リジン強化一時中止決定

（ 月から無強化小麦粉に切り替え）

全国学校給食総合センター運営協議会及び

第２回中日本学校給食研究協議会を愛知県

で開催

２月

月

米飯を学校給食制度上に位置付け

学校給食 周年記念式典を開催

米飯弁当論争継続

３月

５月

月

米飯の導入方針・方法を決定、通知

炊飯委託２工場を指定。以後順次指定

５月中の米飯給食実施状況

・実施校数 校中 校（ ％）

・実施回数月２回（ ％）

・月１回 ％

学校給食 周年・県学校給食会 周年を記

念し「愛知の学校給食」を刊行

学校給食 周年記念第 回県学校給食研究

協議大会を開催

４月

月

米飯給食に多様化を採用

学校給食啓発パンフレット「あいちの学校

給食」～昭和 年版～を創刊

１月

３月

「米飯給食献立集」を作成し、学校給食実

施校全校に配付

「学校給食の管理と指導」三訂版を発行

（ 部）

７月

月

第１回学校給食教室を開催

児童生徒の家庭における栄養調査、食事状

況調査及び体位、体力調査の実施

５月 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律等の一部を改正

する法律」を制定

３月

４月

７月

「学校給食の栄養指導」を発行

「愛知県生活排水対策推進要綱」に基づき

石けん又は無リンの合成洗剤に切り替え指

導、 月切り替え完了

小中完全給食実施校 ％米飯給食実施

４月

７月

９月

「学校給食栄養基準量」を改訂

第 回全国高等学校給食研究協議会を愛知

県で開催

学校給食「栄養基準量改訂と解説」を発行

１月

６月

７月

昭和 年代初期において、米飯給食週３回

程度の目標を設定

日本学校健康会法を制定

特殊法人日本学校健康会を設立（日本学校

給食会と日本学校安全会を統合）

２月 学校給食用パンの臭素酸カリウムが、Ｌ－

アスコルビン酸に切り替え

３月 行政改革に関する第５次答申 臨時行政調

査会）

６月 年度学校給食用牛乳土曜飲用推進校を指

定

９月 学校給食法制定 周年記念大会を開催

総務省から学校給食関係業務の簡素合理化

についての勧告

３月 「学校給食の栄養価早見表」改訂版を発行

学校給食法制定 周年、愛知県学校給食総

合センター設立 周年記念、第 回愛知

県学校給食研究大会を開催

 

 

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和

１月

月

月

牛乳 ｍＬ当たり４円の国庫補助

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学校行事等に位置付け

アジア極東学校給食セミナー開催

４月 盲・聾・養護学校の完全給食実施率 ％

３月

５月

法人税法を一部改正

県学校給食会が取り扱う物資は免税措置

給食栄養所要量の基準改訂

９月 パンに脱脂粉乳３％を強化

伊勢湾台風被災地に脱脂粉乳の無償配給等

の措置

月 「学校給食に従事する職員の定数確保及び

身分の安定について」を通達

４月

月

「学校保健・給食・安全会執務の手引」を発行

中学校給食推進協議会を開催

「学校給食衛生管理要領」を改訂

４月

６月

８月

月

夜間定時制高等学校夜食費補助制度開始

幼稚部用脱脂粉乳の関税免除

学校給食制度調査会から「学校給食制度の

改善について」文部大臣に答申

学校給食 周年記念式典大会開催

４月 夜間定時制高等学校夜食費補助

脱脂粉乳１人当たり ｇ１円 銭

マカロニ、クラッカーの委託加工開始

４月

５月

給食栄養所要量の基準を改訂

小麦粉にビタミンＡを強化

２月

月

愛知県学校給食完全実施推進委員会発足

周年第 回愛知県学校給食研究協議大会

開催

４月

７月

義務教育諸学校におけるミルク給食一斉実

施のため 億円計上

脱脂粉乳 ｇ当たり４円を国庫補助

ミルク給食論争

３月

４月

「学校給食の管理と指導」を創刊

びん詰加工委託乳開始

県下中学校ミルク給食を実施

２共同調理場開設

６月

７月

８月

共同調理場施設設備整備費補助金交付要綱

を制定

学校栄養職員設置費補助金交付要綱を制定

文部・農林次官通達「学校給食用牛乳供給事

業の実施について」により、牛乳の飲用本格

化

８月

９月

中日本学校給食栄養管理講習会を愛知県で

開催

実施形態のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ分類を、完全・補

助・ミルク分類に改正

６月 へき地学校給食特別対策要綱を制定し、へ

き地学校給食を推進

４月 パンの小学校基準量目を ｇに改正

４月 高度へき地学校にパン・ミルク給食費補助

制度開始

４月 ソフトスパゲティ式めんを採用

４月 給食用物資低温流通化促進費補助の開始 月 周年記念第 回愛知県学校給食研究協議

大会を開催

７月 小学校学習指導要領を改訂し、学校給食を

特別活動の学級指導に位置付け

４月

月

無漂白パンの供給を開始

第９回全国学校栄養士研究大会を愛知県で

開催

４月 中学校学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学級指導に位置付け

２月 「学校給食の管理と指導」改訂版を発行

２月

４月

保健体育審議会から、学校給食に改善充実

方策について文部大臣に答申

牛乳 ｍＬ当たり５円 銭補助に引き上げ

米利用実験指定校制度を設置

４月

８月

従来の混合乳を全乳に切り替え、牛乳保冷車

設置費を県費補助

リジンとカルシウムを強化した特別規格パ

ンを設定し、標準パンとの選択制

米利用実験校を指定

全国に先がけて牛乳中のβ ＢＨＣの残留許

容量を 以下にする指導方針を発表

４月

８月

所要栄養量の基準を改訂

小麦粉 ｇ当たり 銭補助

物資流通合理化促進事業の実施三要項を制

定

４月

６月

９月

小麦粉は従来の食糧庁・食糧事務所扱いから

日本学校給食会・県学校給食会扱い

第１回学校給食合理化研究調査会議の開催

県学校給食会「あいち給食だより」創刊

４月 小麦粉 ｇ当たり 銭の補助 ４月

月

県学校給食総合センター建設研究調査費計上

周年記念第 回県学校給食研究協議大会

を開催
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年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

平成

３月

５月

９月

月

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

学校給食の食事内容に関する栄養所要量を

改訂

「学校給食用牛乳供給対策要領」を通知

日本体育・学校健康センターが独立行政法

人日本スポーツ振興センターに移行

１月

４月

８月

９月

月

月

「子どもの食を考えるフォーラム」を県内２

会場で開催

パン 種類にクロワッサンを加え、 種類

食に関する指導者養成講座を開催

中華めん（ラーメン）を採用

県学校給食会が文部科学大臣から学校給食

功労者として表彰

「集まれみんなの食フェスタ」を開催し、「こ

ども食サミット」と「児童生徒料理コンテス

ト本選」を実施

５月 「学校教育法等の一部を改正する法律」を

制定（栄養教諭制度の創設）

２月

４月

県学校給食会が法令改正により厚生労働大

臣の指定検査機関から登録検査機関に変更

「学校を中心とした食育推進事業」を実施

（一宮市）

全てのパンに愛知県産小麦粉を ％配合

ソフトスパゲティ式めんに愛知県産小麦粉

を ％配合に変更

学校栄養職員 年経験者研修を開始

４月

６月

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

栄養教諭制度の創設

食育基本法を公布、７月施行

８月 第 回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大

会を愛知県で開催

３月 食育推進基本計画を策定 ４月

月

任用替えにより初めて栄養教諭を配置

（ 名）

「学校を中核とした学校・家庭・地域の連携

による食育推進事業」を実施（一宮市、豊田

市）

愛知県食育推進計画「あいち食育いきいきプ

ラン」を作成

第１回朝ごはんコンテストを開催

３月 「食に関する指導の手引」を発行 ４月

６月

「学校を中核とした学校・家庭・地域の連携

による食育推進事業」を実施（瀬戸市、豊田

市）

「愛知を食べる学校給食の日」を開始

３月

６月

７月

月

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

し、総則の中で「食育の推進」記述

「学校給食調理場における手洗いマニュア

ル」を発行

「学校のアレルギー疾患に対する取り組み

ガイドライン」を発行

「学校保健法等の一部を改正する法律」を

制定（学校給食法の改正）

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

「学校給食実施基準」を一部改正

４月

月

全市町村に栄養教諭を配置（ 名）

県教育委員会健康学習課指導主事として栄

養教諭を任用開始

「地域子どもの健康を育む総合食育推進事

業」を実施（瀬戸市、豊田市）

「早寝・早起き・朝ごはん」キャンペーンを

開始

３月

４月

「調理場における洗浄・消毒マニュアル

１」を発行

「学校における米飯給食の推進について」

を通知

「学校給食法」等を改正（食育推進と学校給

食の活用）「学校給食衛生管理基準」の施行

４月 新規栄養教諭を採用開始

新規採用栄養教諭研修を開始

「栄養教諭を中核とした食育推進事業」を実

施（瀬戸市、田原市）

３月 「食に関する指導の手引（第一次改訂版）」

を発行

「調理場における洗浄・消毒マニュアル

２」を発行

３月

４月

「学校給食における食物アレルギー対応の

手引き」を作成

「栄養教諭を中核とした食育推進事業」を実

施（大治町）

「食育推進モデル地域事業」を実施（ 小学

校）

パン 種類に米粉パンを加え、 種類

 

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
１月

月

体育局長から「学校給食業務の運営の合理

化について」を通知

日本体育・学校健康センター法を公布（学校

給食の普及充実）

３月 「学校給食の管理と指導」四訂版を発行

３月 日本体育・学校健康センター設立

体育局長から「学校給食の食事内容につい

て」「学校栄養職員の職務内容について」を

通知

３月 「愛知県学校給食栄養基準量」を改訂

５月 完全給食実施校の ％が米飯給食実施

箸の使用率 ％

４月 小中学校米飯給食実施校の回数が週２回以

上

７月 文部省の学校給食課と学校保健課が統合さ

れ、学校健康教育課が発足

３月 「学校給食指導の推進を含めた学校栄養職

員の職務内容について」の報告書を公表

平成
元

３月

月

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学級活動に位置付け

学校給食 周年記念大会を開催

３月 「特殊教育諸学校における所要栄養量の基

準」を算出

３月

４月

「健康教育の一環として学校給食の在り方

について」の報告書を公表

新規採用学校栄養職員研修を開始

３月 「望ましい食事環境づくりを目指して」の報

告書を公表

３月 学校栄養職員定数の配置基準となる新標準

法第５次 年計画完結

３月 「学校給食の管理と指導」五訂版を発行

４月 栄養教育推進モデル事業が３か年事業とし

て開始

３月 体育局長「学校給食の食事内容について」を

通知

学校給食の所要栄養量の基準を改訂

３月 「選択給食の在り方について」の報告書を公

表

５月

８月

腸管出血性大腸菌Ｏ による食中毒が多

発

体育局長「学校環境衛生の基準の一部改訂」

を通知

４月 教育長「学校給食の食事内容（標準食品構成

表の改訂）について」を通知

４月

６月

体育局長通知「学校給食における衛生管理

の改善充実及び食中毒発生の防止につい

て」で、「学校給食衛生管理の基準」を制定

都道府県衛生管理推進事業を開始

３月

４月

「安全で衛生的な学校給食をめざして」とし

た食中毒防止のための報告書を公表

「学校給食等における生野菜の取り扱いに

ついて」を通知

新規採用後６年目及び 年目の学校栄養職

員研修を開始

４月

６月

健康教育総合推進モデル事業を開始

「『食』に関する指導の充実について」を通

知

月 「特別非常勤講師としての学校栄養職員の

活用について」を通知

５月

８月

「学校給食における食事内容について」を

改訂

「『食』に関する指導」全国研究会を開催

３月

４月

「学校給食の管理と指導」六訂版を発行

給食用米穀を政府米から愛知県産自主流通

米（愛知県産米）に切り替え

９月 学校給食用牛乳供給事業の新制度に移行

４月

月

「楽しい子ども食育推進事業」を実施

（ 小学校）

白玉うどんを採用

パンの種類を従来の８種類から新たに４種

類加え、 種類に変更

第 回全国学校給食研究協議大会を愛知県

で開催

４月 「楽しい子ども食育推進事業」を実施

（新たに 小学校）

パン２種類に愛知県産小麦粉を ％配合
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年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

平成

３月

５月

９月

月

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

学校給食の食事内容に関する栄養所要量を

改訂

「学校給食用牛乳供給対策要領」を通知

日本体育・学校健康センターが独立行政法

人日本スポーツ振興センターに移行

１月

４月

８月

９月

月

月

「子どもの食を考えるフォーラム」を県内２

会場で開催

パン 種類にクロワッサンを加え、 種類

食に関する指導者養成講座を開催

中華めん（ラーメン）を採用

県学校給食会が文部科学大臣から学校給食

功労者として表彰

「集まれみんなの食フェスタ」を開催し、「こ

ども食サミット」と「児童生徒料理コンテス

ト本選」を実施

５月 「学校教育法等の一部を改正する法律」を

制定（栄養教諭制度の創設）

２月

４月

県学校給食会が法令改正により厚生労働大

臣の指定検査機関から登録検査機関に変更

「学校を中心とした食育推進事業」を実施

（一宮市）

全てのパンに愛知県産小麦粉を ％配合

ソフトスパゲティ式めんに愛知県産小麦粉

を ％配合に変更

学校栄養職員 年経験者研修を開始

４月

６月

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

栄養教諭制度の創設

食育基本法を公布、７月施行

８月 第 回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大

会を愛知県で開催

３月 食育推進基本計画を策定 ４月

月

任用替えにより初めて栄養教諭を配置

（ 名）

「学校を中核とした学校・家庭・地域の連携

による食育推進事業」を実施（一宮市、豊田

市）

愛知県食育推進計画「あいち食育いきいきプ

ラン」を作成

第１回朝ごはんコンテストを開催

３月 「食に関する指導の手引」を発行 ４月

６月

「学校を中核とした学校・家庭・地域の連携

による食育推進事業」を実施（瀬戸市、豊田

市）

「愛知を食べる学校給食の日」を開始

３月

６月

７月

月

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

し、総則の中で「食育の推進」記述

「学校給食調理場における手洗いマニュア

ル」を発行

「学校のアレルギー疾患に対する取り組み

ガイドライン」を発行

「学校保健法等の一部を改正する法律」を

制定（学校給食法の改正）

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

「学校給食実施基準」を一部改正

４月

月

全市町村に栄養教諭を配置（ 名）

県教育委員会健康学習課指導主事として栄

養教諭を任用開始

「地域子どもの健康を育む総合食育推進事

業」を実施（瀬戸市、豊田市）

「早寝・早起き・朝ごはん」キャンペーンを

開始

３月

４月

「調理場における洗浄・消毒マニュアル

１」を発行

「学校における米飯給食の推進について」

を通知

「学校給食法」等を改正（食育推進と学校給

食の活用）「学校給食衛生管理基準」の施行

４月 新規栄養教諭を採用開始

新規採用栄養教諭研修を開始

「栄養教諭を中核とした食育推進事業」を実

施（瀬戸市、田原市）

３月 「食に関する指導の手引（第一次改訂版）」

を発行

「調理場における洗浄・消毒マニュアル

２」を発行

３月

４月

「学校給食における食物アレルギー対応の

手引き」を作成

「栄養教諭を中核とした食育推進事業」を実

施（大治町）

「食育推進モデル地域事業」を実施（ 小学

校）

パン 種類に米粉パンを加え、 種類

 

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
１月

月

体育局長から「学校給食業務の運営の合理

化について」を通知

日本体育・学校健康センター法を公布（学校

給食の普及充実）

３月 「学校給食の管理と指導」四訂版を発行

３月 日本体育・学校健康センター設立

体育局長から「学校給食の食事内容につい

て」「学校栄養職員の職務内容について」を

通知

３月 「愛知県学校給食栄養基準量」を改訂

５月 完全給食実施校の ％が米飯給食実施

箸の使用率 ％

４月 小中学校米飯給食実施校の回数が週２回以

上

７月 文部省の学校給食課と学校保健課が統合さ

れ、学校健康教育課が発足

３月 「学校給食指導の推進を含めた学校栄養職

員の職務内容について」の報告書を公表

平成
元

３月

月

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学級活動に位置付け

学校給食 周年記念大会を開催

３月 「特殊教育諸学校における所要栄養量の基

準」を算出

３月

４月

「健康教育の一環として学校給食の在り方

について」の報告書を公表

新規採用学校栄養職員研修を開始

３月 「望ましい食事環境づくりを目指して」の報

告書を公表

３月 学校栄養職員定数の配置基準となる新標準

法第５次 年計画完結

３月 「学校給食の管理と指導」五訂版を発行

４月 栄養教育推進モデル事業が３か年事業とし

て開始

３月 体育局長「学校給食の食事内容について」を

通知

学校給食の所要栄養量の基準を改訂

３月 「選択給食の在り方について」の報告書を公

表

５月

８月

腸管出血性大腸菌Ｏ による食中毒が多

発

体育局長「学校環境衛生の基準の一部改訂」

を通知

４月 教育長「学校給食の食事内容（標準食品構成

表の改訂）について」を通知

４月

６月

体育局長通知「学校給食における衛生管理

の改善充実及び食中毒発生の防止につい

て」で、「学校給食衛生管理の基準」を制定

都道府県衛生管理推進事業を開始

３月

４月

「安全で衛生的な学校給食をめざして」とし

た食中毒防止のための報告書を公表

「学校給食等における生野菜の取り扱いに

ついて」を通知

新規採用後６年目及び 年目の学校栄養職

員研修を開始

４月

６月

健康教育総合推進モデル事業を開始

「『食』に関する指導の充実について」を通

知

月 「特別非常勤講師としての学校栄養職員の

活用について」を通知

５月

８月

「学校給食における食事内容について」を

改訂

「『食』に関する指導」全国研究会を開催

３月

４月

「学校給食の管理と指導」六訂版を発行

給食用米穀を政府米から愛知県産自主流通

米（愛知県産米）に切り替え

９月 学校給食用牛乳供給事業の新制度に移行

４月

月

「楽しい子ども食育推進事業」を実施

（ 小学校）

白玉うどんを採用

パンの種類を従来の８種類から新たに４種

類加え、 種類に変更

第 回全国学校給食研究協議大会を愛知県

で開催

４月 「楽しい子ども食育推進事業」を実施

（新たに 小学校）

パン２種類に愛知県産小麦粉を ％配合
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年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

平成

３月

５月

９月

月

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

学校給食の食事内容に関する栄養所要量を

改訂

「学校給食用牛乳供給対策要領」を通知

日本体育・学校健康センターが独立行政法

人日本スポーツ振興センターに移行

１月

４月

８月

９月

月

月

「子どもの食を考えるフォーラム」を県内２

会場で開催

パン 種類にクロワッサンを加え、 種類

食に関する指導者養成講座を開催

中華めん（ラーメン）を採用

県学校給食会が文部科学大臣から学校給食

功労者として表彰

「集まれみんなの食フェスタ」を開催し、「こ

ども食サミット」と「児童生徒料理コンテス

ト本選」を実施

５月 「学校教育法等の一部を改正する法律」を

制定（栄養教諭制度の創設）

２月

４月

県学校給食会が法令改正により厚生労働大

臣の指定検査機関から登録検査機関に変更

「学校を中心とした食育推進事業」を実施

（一宮市）

全てのパンに愛知県産小麦粉を ％配合

ソフトスパゲティ式めんに愛知県産小麦粉

を ％配合に変更

学校栄養職員 年経験者研修を開始

４月

６月

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

栄養教諭制度の創設

食育基本法を公布、７月施行

８月 第 回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大

会を愛知県で開催

３月 食育推進基本計画を策定 ４月

月

任用替えにより初めて栄養教諭を配置

（ 名）

「学校を中核とした学校・家庭・地域の連携

による食育推進事業」を実施（一宮市、豊田

市）

愛知県食育推進計画「あいち食育いきいきプ

ラン」を作成

第１回朝ごはんコンテストを開催

３月 「食に関する指導の手引」を発行 ４月

６月

「学校を中核とした学校・家庭・地域の連携

による食育推進事業」を実施（瀬戸市、豊田

市）

「愛知を食べる学校給食の日」を開始

３月

６月

７月

月

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

し、総則の中で「食育の推進」記述

「学校給食調理場における手洗いマニュア

ル」を発行

「学校のアレルギー疾患に対する取り組み

ガイドライン」を発行

「学校保健法等の一部を改正する法律」を

制定（学校給食法の改正）

「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂

「学校給食実施基準」を一部改正

４月

月

全市町村に栄養教諭を配置（ 名）

県教育委員会健康学習課指導主事として栄

養教諭を任用開始

「地域子どもの健康を育む総合食育推進事

業」を実施（瀬戸市、豊田市）

「早寝・早起き・朝ごはん」キャンペーンを

開始

３月

４月

「調理場における洗浄・消毒マニュアル

１」を発行

「学校における米飯給食の推進について」

を通知

「学校給食法」等を改正（食育推進と学校給

食の活用）「学校給食衛生管理基準」の施行

４月 新規栄養教諭を採用開始

新規採用栄養教諭研修を開始

「栄養教諭を中核とした食育推進事業」を実

施（瀬戸市、田原市）

３月 「食に関する指導の手引（第一次改訂版）」

を発行

「調理場における洗浄・消毒マニュアル

２」を発行

３月

４月

「学校給食における食物アレルギー対応の

手引き」を作成

「栄養教諭を中核とした食育推進事業」を実

施（大治町）

「食育推進モデル地域事業」を実施（ 小学

校）

パン 種類に米粉パンを加え、 種類

 

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

昭和
１月

月

体育局長から「学校給食業務の運営の合理

化について」を通知

日本体育・学校健康センター法を公布（学校

給食の普及充実）

３月 「学校給食の管理と指導」四訂版を発行

３月 日本体育・学校健康センター設立

体育局長から「学校給食の食事内容につい

て」「学校栄養職員の職務内容について」を

通知

３月 「愛知県学校給食栄養基準量」を改訂

５月 完全給食実施校の ％が米飯給食実施

箸の使用率 ％

４月 小中学校米飯給食実施校の回数が週２回以

上

７月 文部省の学校給食課と学校保健課が統合さ

れ、学校健康教育課が発足

３月 「学校給食指導の推進を含めた学校栄養職

員の職務内容について」の報告書を公表

平成
元

３月

月

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂

学校給食を特別活動の学級活動に位置付け

学校給食 周年記念大会を開催

３月 「特殊教育諸学校における所要栄養量の基

準」を算出

３月

４月

「健康教育の一環として学校給食の在り方

について」の報告書を公表

新規採用学校栄養職員研修を開始

３月 「望ましい食事環境づくりを目指して」の報

告書を公表

３月 学校栄養職員定数の配置基準となる新標準

法第５次 年計画完結

３月 「学校給食の管理と指導」五訂版を発行

４月 栄養教育推進モデル事業が３か年事業とし

て開始

３月 体育局長「学校給食の食事内容について」を

通知

学校給食の所要栄養量の基準を改訂

３月 「選択給食の在り方について」の報告書を公

表

５月

８月

腸管出血性大腸菌Ｏ による食中毒が多

発

体育局長「学校環境衛生の基準の一部改訂」

を通知

４月 教育長「学校給食の食事内容（標準食品構成

表の改訂）について」を通知

４月

６月

体育局長通知「学校給食における衛生管理

の改善充実及び食中毒発生の防止につい

て」で、「学校給食衛生管理の基準」を制定

都道府県衛生管理推進事業を開始

３月

４月

「安全で衛生的な学校給食をめざして」とし

た食中毒防止のための報告書を公表

「学校給食等における生野菜の取り扱いに

ついて」を通知

新規採用後６年目及び 年目の学校栄養職

員研修を開始

４月

６月

健康教育総合推進モデル事業を開始

「『食』に関する指導の充実について」を通

知

月 「特別非常勤講師としての学校栄養職員の

活用について」を通知

５月

８月

「学校給食における食事内容について」を

改訂

「『食』に関する指導」全国研究会を開催

３月

４月

「学校給食の管理と指導」六訂版を発行

給食用米穀を政府米から愛知県産自主流通

米（愛知県産米）に切り替え

９月 学校給食用牛乳供給事業の新制度に移行

４月

月

「楽しい子ども食育推進事業」を実施

（ 小学校）

白玉うどんを採用

パンの種類を従来の８種類から新たに４種

類加え、 種類に変更

第 回全国学校給食研究協議大会を愛知県

で開催

４月 「楽しい子ども食育推進事業」を実施

（新たに 小学校）

パン２種類に愛知県産小麦粉を ％配合
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年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

令和
２

３月

５月

「学校のアレルギー疾患に関する取り組み

ガイドライン」を改定

「学校における新型コロナウイルス感染症

に関する衛生管理マニュアル～『学校の新

しい生活様式』～」を通知

３

２月

３月

「学校給食実施基準」、「夜間学校給食実施

基準」及び「特別支援学校の幼稚部及び高等

部における学校給食実施基準」の一部改正

「中学生用食育教材」を発行

「災害時における学校給食実施体制の構築

に関する事例集」を公表

第４次食育推進基本計画を策定

「「栄養教諭の配置効果」に関する調査研究

報告書」を公表

「栄養教諭の配置効果を御存知ですか？

‐様々な課題に対する相談指導‐」を公表

３月

４月

第４次食育推進計画「あいち食育いきいきプ

ラン 」を作成

「栄養教諭少経験者研修」を開始

「中堅栄養教諭資質向上研修（前・後期）」を

開始 
白玉うどん、中華めん、きしめん用の小麦粉

の県産割合を ％に引き上げ

４

４月 「令和４年度における新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の取扱いに

ついて」を通知 

３月

４月

６月

「愛知県学校食育推進の手引（第一次改訂

版）」を発行

パン、ソフトめん用小麦粉の県産割合を ％

に引き上げ

ナン（県産麦入り）の減塩を実施

第 回食育推進全国大会を愛知県で開催 

５

１月

４月

５月

７月

８月

月

「養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上

に関する調査研究協力者会議 議論の取り

まとめ」を公表 
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金における 「電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援地方交付金」の活用に

ついて」を通知 
「学校における新型コロナウイルス感染症 
に関する衛生管理マニュアル」を通知 
「養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の

明確化に係る学校管理規則の参考例等の送

付について」を通知

「学校給食費の徴収・管理に係る公会計化

等の推進について」を通知 
「物価高騰等に対応した学校給食費等の保

護者負担軽減及び学校給食を含む学校にお

ける食事提供等の安定的な運営に向けた取

組の推進について」を通知 

６

３月

月

食に関する健康課題対策支援事業「栄養教

諭が行う個別的な相談指導実践事例集」を

発行

「物価高騰等に対応した学校給食費の保護

者負担軽減及び学校給食における安定的な

運営に向けた取組の推進について」を通知

９月 「食に関する健康課題対策支援事業」を実施

（東海市、東浦町）

７

３月

４月

９月

月

食に関する健康課題対策支援事業「栄養教

諭が行う個別的な相談指導実践事例集」を

発行

「栄養教諭等による食に関する指導等の充

実について」を通知

「学校給食の安定的な運営に向けた取組の

推進について」を通知

文部科学省健康教育・食育課が初等中等教

育局から総合教育政策局に移行

３月

４月

ソフトめん用小麦粉の国産割合を ％に引

き上げ

うち県産割合を ％に引き上げ

県立附属中学校、夜間中学校開校に伴い学校

給食を開始

北設楽三町に麺類の供給を開始（県内すべて

の市町村への提供）

赤飯の小豆の割合を ％に引き下げ

８ ３月 「学校給食の管理と指導」八訂版を発行

 

 

年 国 の 動 向 愛 知 の 学 校 給 食

平成

３月 第２次食育推進基本計画を策定

「調理場における衛生管理＆調理技術マ
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２月

４月

月

「愛知県学校食育推進の手引〈実践編〉」を発

行

「栄養教諭を中核とした食育推進事業」を実

施（豊田市）

学校食育資料（高校生向け資料）を作成

４月

８月

栄養教諭５年経験者研修を開始

「スーパー食育スクール事業」を実施（北名

古屋市）

パン 種類にナン（県産麦入り）を加え、

種類

第１回学校給食献立コンクールを開催

３月 「学校給食における食物アレルギー対応指

針」を発行

３月

４月

「学校給食における食物アレルギーヒヤリ

ハット事例集」を発行

「学校給食の管理と指導」七訂版を発行

「スーパー食育スクール事業」を実施（西尾

市）

あいちの大根葉ごはんを採用

２月

３月

小学生用食育教材「たのしい食事つながる

食育」を発行

第３次食育推進基本計画を策定

２月

３月

５月

「学校における食物アレルギー対応の手引」

を作成

第３次愛知県食育計画「あいち食育いきいき

プラン 」を作成

県学校給食会「わぁーい給食だ」を創刊

３月

３月

４月

「栄養教諭を中核としたこれからの学校の

食育～チーム学校で取り組む食育推進の

～」を発行

小学校及び中学校の学習指導要領を改訂、

「学校における食育の推進」が明確な位置

付け

教育公務員特例法を一部改正

１月

４月

９月

月

「学校における食物アレルギー対応保護者

向けリーフレット」を発行

「つながる食育推進事業」を実施（瀬戸市）

金芽ロウカット玄米ごはん、三河赤鶏五目ご

はんを採用

新入学児童保護者向け「１日のはじまりは朝

ごはんから」のリーフレットを作成

「愛知県教員育成指標」を公表

３月

４月

７月

「つながる食育推進事業」に関する調査研

究報告書を公表

文部科学省健康教育課が健康教育・食育課

に改称

「学校給食実施基準」を一部改正

４月 「中堅栄養教諭等資質向上研修」を開始

「栄養教諭実践力向上研修」を開始

３月 「食に関する指導の手引（第二次改訂版）」

を発行

１月

４月

「学校における食物アレルギー対応の手引

～特別支援学校～」を発行

パン（特殊パンを除く）の減塩を段階的に実施

令和
元

７月 「学校給食費の徴収・管理に係る公会計化

等の推進について」を通知 
「学校給食費徴収・管理に関するガイドラ

イン」を発行
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○学校給食法（昭和二十九年六月三日法律第百六十号）

第一章 総則

（この法律の目的）

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生

徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学

校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充

実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

（学校給食の目標）

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲

げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、

及び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する

精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んず

る態度を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

（定義）

第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、

その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。

２ この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校、

中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

（義務教育諸学校の設置者の任務）

第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなけれ

ばならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第五条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

（二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設）

第六条 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、

二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（以下「共同調理場」という。）を設けることが

できる。

（学校給食栄養管理者）

第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員（第

十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。）は、教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十

七号）第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十

五号）第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を

有するものでなければならない。

（学校給食実施基準）

第八条 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施

するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）について維持されることが望ましい基準（次

項において「学校給食実施基準」という。）を定めるものとする。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に

努めるものとする。
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○学校給食法（昭和二十九年六月三日法律第百六十号）

第一章 総則

（この法律の目的）

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生

徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学

校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充

実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

（学校給食の目標）

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲

げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、

及び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する

精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んず

る態度を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

（定義）

第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、

その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。

２ この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校、

中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

（義務教育諸学校の設置者の任務）

第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなけれ

ばならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第五条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

（二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設）

第六条 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、

二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（以下「共同調理場」という。）を設けることが

できる。

（学校給食栄養管理者）

第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員（第

十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。）は、教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十

七号）第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十

五号）第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を

有するものでなければならない。

（学校給食実施基準）

第八条 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施

するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）について維持されることが望ましい基準（次

項において「学校給食実施基準」という。）を定めるものとする。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に

努めるものとする。
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○学校給食法（昭和二十九年六月三日法律第百六十号）

第一章 総則

（この法律の目的）

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生

徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学

校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充

実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

（学校給食の目標）

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲

げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、

及び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する

精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んず

る態度を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

（定義）

第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、

その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。

２ この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校、

中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

（義務教育諸学校の設置者の任務）

第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなけれ

ばならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第五条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

（二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設）

第六条 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、

二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（以下「共同調理場」という。）を設けることが

できる。

（学校給食栄養管理者）

第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員（第

十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。）は、教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十

七号）第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十

五号）第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を

有するものでなければならない。

（学校給食実施基準）

第八条 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施

するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）について維持されることが望ましい基準（次

項において「学校給食実施基準」という。）を定めるものとする。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に

努めるものとする。
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（学校給食衛生管理基準）

第九条 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生

管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準

（以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定めるものとする。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努

めるものとする。

３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く

事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずるこ

とができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものと

する。

第三章 学校給食を活用した食に関する指導

第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校

給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要と

する児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うもの

とする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義

務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものと

する。

２ 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食

に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然

環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものと

する。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

第四章 雑則

（経費の負担）

第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政

令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）は、学校給食を受け

る児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

（国の補助）

第十二条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内におい

て、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

２ 国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育

法第十六条に規定する保護者（以下この項において「保護者」という。）で生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）第六条第二項に規定する要保護者（その児童又は生徒について、同法第十三条の規定に

よる教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。）であるものに対

して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるとこ

ろにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

（補助金の返還等）

第十三条 文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。

一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

二 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないことと

なつたとき。

三 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣

の許可を受けないで処分したとき。

四 補助金の交付の条件に違反したとき。

五 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

（政令への委任）

第十四条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

 

○学校給食法施行令（昭和二十九年七月二十三日政令第二百十二号）

内閣は、学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第六条第一項、第七条〔現行＝一一条一項、一二条

＝平成二〇年六月法律七三号により改正〕、第八条〔平成一一年一二月法律一六〇号により削除〕第一項及

び第十三条〔現行＝一四条＝平成三年五月法律七九号・二〇年六月七三号により改正〕の規定に基き、この

政令を制定する。

（学校給食の開設及び廃止の届出）

第一条 学校給食法（以下「法」という。）第三条第二項に規定する義務教育諸学校（以下「義務教育諸学

校」という。）の設置者（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大

学法人及び都道府県を除く。）は、法第三条第一項に規定する学校給食（以下「学校給食」という。）を

開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては

直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければ

ならない。

（設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費）

第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が

負担する経費は、次に掲げる経費とする。

一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三

十七条（同法第四十九条及び第八十二条において準用する場合を含む。）又は第六十九条の規定により

義務教育諸学校に置かれる職員をいう。）に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあ

つては、市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条の規定により都道府県

の負担とされる経費を除く。

二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

（学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助）

第三条 国が、法第十二条第一項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費につい

て補助する場合には、次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。

（学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準）

第四条 学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行お

うとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの

建築単価に、単独校調理場（一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。）又

は共同調理場（法第六条に規定する施設で私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定す

る学校法人が設置するものをいう。以下同じ。）のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当

該各号に掲げる数（すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、

そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数

（共同調理場にあつては、それらを合計した数）とし、別表において「児童等の数」という。）に応じ別

表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。

一 当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の五月一日現

在において当該学校に在学する児童又は生徒の数

二 当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置

の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数

三 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算

定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数

２ 前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるとき

は、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するも

のとする。

（学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準）

第五条 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又

は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定し

た児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎

として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
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（学校給食衛生管理基準）

第九条 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生

管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準

（以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定めるものとする。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努

めるものとする。

３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く

事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずるこ

とができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものと

する。

第三章 学校給食を活用した食に関する指導

第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校

給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要と

する児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うもの

とする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義

務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものと

する。

２ 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食

に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然

環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものと

する。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

第四章 雑則

（経費の負担）

第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政

令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）は、学校給食を受け

る児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

（国の補助）

第十二条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内におい

て、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

２ 国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育

法第十六条に規定する保護者（以下この項において「保護者」という。）で生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）第六条第二項に規定する要保護者（その児童又は生徒について、同法第十三条の規定に

よる教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。）であるものに対

して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるとこ

ろにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

（補助金の返還等）

第十三条 文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。

一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

二 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないことと

なつたとき。

三 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣

の許可を受けないで処分したとき。

四 補助金の交付の条件に違反したとき。

五 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

（政令への委任）

第十四条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

 

○学校給食法施行令（昭和二十九年七月二十三日政令第二百十二号）

内閣は、学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第六条第一項、第七条〔現行＝一一条一項、一二条

＝平成二〇年六月法律七三号により改正〕、第八条〔平成一一年一二月法律一六〇号により削除〕第一項及

び第十三条〔現行＝一四条＝平成三年五月法律七九号・二〇年六月七三号により改正〕の規定に基き、この

政令を制定する。

（学校給食の開設及び廃止の届出）

第一条 学校給食法（以下「法」という。）第三条第二項に規定する義務教育諸学校（以下「義務教育諸学

校」という。）の設置者（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大

学法人及び都道府県を除く。）は、法第三条第一項に規定する学校給食（以下「学校給食」という。）を

開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては

直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければ

ならない。

（設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費）

第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が

負担する経費は、次に掲げる経費とする。

一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三

十七条（同法第四十九条及び第八十二条において準用する場合を含む。）又は第六十九条の規定により

義務教育諸学校に置かれる職員をいう。）に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあ

つては、市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条の規定により都道府県

の負担とされる経費を除く。

二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

（学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助）

第三条 国が、法第十二条第一項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費につい

て補助する場合には、次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。

（学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準）

第四条 学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行お

うとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの

建築単価に、単独校調理場（一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。）又

は共同調理場（法第六条に規定する施設で私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定す

る学校法人が設置するものをいう。以下同じ。）のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当

該各号に掲げる数（すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、

そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数

（共同調理場にあつては、それらを合計した数）とし、別表において「児童等の数」という。）に応じ別

表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。

一 当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の五月一日現

在において当該学校に在学する児童又は生徒の数

二 当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置

の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数

三 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算

定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数

２ 前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるとき

は、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するも

のとする。

（学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準）

第五条 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又

は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定し

た児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎

として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
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（学校給食衛生管理基準）

第九条 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生

管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準

（以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定めるものとする。

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努

めるものとする。

３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く

事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずるこ

とができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものと

する。

第三章 学校給食を活用した食に関する指導

第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校

給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要と

する児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うもの

とする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義

務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものと

する。

２ 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食

に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然

環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものと

する。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

第四章 雑則

（経費の負担）

第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政

令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）は、学校給食を受け

る児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

（国の補助）

第十二条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内におい

て、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

２ 国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育

法第十六条に規定する保護者（以下この項において「保護者」という。）で生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）第六条第二項に規定する要保護者（その児童又は生徒について、同法第十三条の規定に

よる教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。）であるものに対

して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるとこ

ろにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

（補助金の返還等）

第十三条 文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。

一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

二 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないことと

なつたとき。

三 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣

の許可を受けないで処分したとき。

四 補助金の交付の条件に違反したとき。

五 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

（政令への委任）

第十四条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

 

○学校給食法施行令（昭和二十九年七月二十三日政令第二百十二号）

内閣は、学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第六条第一項、第七条〔現行＝一一条一項、一二条

＝平成二〇年六月法律七三号により改正〕、第八条〔平成一一年一二月法律一六〇号により削除〕第一項及

び第十三条〔現行＝一四条＝平成三年五月法律七九号・二〇年六月七三号により改正〕の規定に基き、この

政令を制定する。

（学校給食の開設及び廃止の届出）

第一条 学校給食法（以下「法」という。）第三条第二項に規定する義務教育諸学校（以下「義務教育諸学

校」という。）の設置者（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大

学法人及び都道府県を除く。）は、法第三条第一項に規定する学校給食（以下「学校給食」という。）を

開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては

直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければ

ならない。

（設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費）

第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が

負担する経費は、次に掲げる経費とする。

一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三

十七条（同法第四十九条及び第八十二条において準用する場合を含む。）又は第六十九条の規定により

義務教育諸学校に置かれる職員をいう。）に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあ

つては、市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条の規定により都道府県

の負担とされる経費を除く。

二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

（学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助）

第三条 国が、法第十二条第一項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費につい

て補助する場合には、次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。

（学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準）

第四条 学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行お

うとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの

建築単価に、単独校調理場（一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。）又

は共同調理場（法第六条に規定する施設で私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定す

る学校法人が設置するものをいう。以下同じ。）のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当

該各号に掲げる数（すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、

そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数

（共同調理場にあつては、それらを合計した数）とし、別表において「児童等の数」という。）に応じ別

表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。

一 当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の五月一日現

在において当該学校に在学する児童又は生徒の数

二 当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置

の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数

三 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算

定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数

２ 前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるとき

は、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するも

のとする。

（学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準）

第五条 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又

は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定し

た児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎

として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
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（分校等についての適用）

第六条 前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内

にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。

（学校給食費に係る国の補助）

第七条 法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、

同項に規定する保護者（以下この条において「補助対象保護者」という。）に対して、その児童又は生徒

（中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。）に係る法第十一条第二項

に規定する学校給食費（以下この条において「学校給食費」という。）を補助する場合（その補助割合が

二分の一未満の場合を除く。）において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、

児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が

毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数を

それぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

（文部科学省令への委任）

第八条 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項

は、文部科学省令で定める。

 

○学校給食法施行規則（昭和二十九年九月二十八日文部省令第二十四号）

学校給食法施行令（昭和二十九年政令第二百十二号）第一条及び第十三条〔現行＝八条＝平成一二年二月

政令四二号・六月三〇八号・二一年三月五三号により改正〕の規定に基き、学校給食法施行規則を次のよう

に定める。

（学校給食の開設等の届出）

第一条 学校給食法施行令（以下「令」という。）第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに

次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。

一 学校給食の実施人員

二 完全給食、補食給食又はミルク給食の別（以下「学校給食の区分」という。）及び毎週の実施回数

三 学校給食の運営のための職員組織

四 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

五 学校給食の開設の時期

２ 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。）、

ミルク及びおかずである給食をいう。

３ 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。

４ ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。

５ 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の

事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

６ 都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を

定めることができる。

（学校給食の廃止の届出）

第二条 令第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書

をもつてしなければならない。

一 学校給食の廃止の事由

二 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法

三 学校給食の廃止の時期

２ 前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。

（令第四条第一項第三号に規定する者の数）

第二条の二 令第四条第一項第三号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に

設置される令第一条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当

該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。

（令第四条第二項に規定する既設の施設の基準）

第二条の三 令第四条第二項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施

設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。

（令第五条に規定する児童又は生徒の数等）

第二条の四 令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第四条第

一項の規定に準じて算定する場合には、同条第一項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必

要な設備の整備」と読み替えるものとする。

２ 第二条の二の規定は、令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数

を令第四条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第二条の二中「令

第四条第一項第三号」とあるのは「令第五条の規定において準用する令第四条第一項第三号」と、「施設

の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。

（補助に係る書類等の様式）

第三条 法第十二条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。
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（分校等についての適用）

第六条 前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内

にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。

（学校給食費に係る国の補助）

第七条 法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、

同項に規定する保護者（以下この条において「補助対象保護者」という。）に対して、その児童又は生徒

（中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。）に係る法第十一条第二項

に規定する学校給食費（以下この条において「学校給食費」という。）を補助する場合（その補助割合が

二分の一未満の場合を除く。）において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、

児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が

毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数を

それぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

（文部科学省令への委任）

第八条 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項

は、文部科学省令で定める。

 

○学校給食法施行規則（昭和二十九年九月二十八日文部省令第二十四号）

学校給食法施行令（昭和二十九年政令第二百十二号）第一条及び第十三条〔現行＝八条＝平成一二年二月

政令四二号・六月三〇八号・二一年三月五三号により改正〕の規定に基き、学校給食法施行規則を次のよう

に定める。

（学校給食の開設等の届出）

第一条 学校給食法施行令（以下「令」という。）第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに

次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。

一 学校給食の実施人員

二 完全給食、補食給食又はミルク給食の別（以下「学校給食の区分」という。）及び毎週の実施回数

三 学校給食の運営のための職員組織

四 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

五 学校給食の開設の時期

２ 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。）、

ミルク及びおかずである給食をいう。

３ 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。

４ ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。

５ 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の

事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

６ 都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を

定めることができる。

（学校給食の廃止の届出）

第二条 令第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書

をもつてしなければならない。

一 学校給食の廃止の事由

二 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法

三 学校給食の廃止の時期

２ 前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。

（令第四条第一項第三号に規定する者の数）

第二条の二 令第四条第一項第三号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に

設置される令第一条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当

該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。

（令第四条第二項に規定する既設の施設の基準）

第二条の三 令第四条第二項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施

設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。

（令第五条に規定する児童又は生徒の数等）

第二条の四 令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第四条第

一項の規定に準じて算定する場合には、同条第一項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必

要な設備の整備」と読み替えるものとする。

２ 第二条の二の規定は、令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数

を令第四条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第二条の二中「令

第四条第一項第三号」とあるのは「令第五条の規定において準用する令第四条第一項第三号」と、「施設

の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。

（補助に係る書類等の様式）

第三条 法第十二条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。
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（分校等についての適用）

第六条 前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内

にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。

（学校給食費に係る国の補助）

第七条 法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、

同項に規定する保護者（以下この条において「補助対象保護者」という。）に対して、その児童又は生徒

（中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。）に係る法第十一条第二項

に規定する学校給食費（以下この条において「学校給食費」という。）を補助する場合（その補助割合が

二分の一未満の場合を除く。）において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、

児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が

毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数を

それぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

（文部科学省令への委任）

第八条 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項

は、文部科学省令で定める。

 

○学校給食法施行規則（昭和二十九年九月二十八日文部省令第二十四号）

学校給食法施行令（昭和二十九年政令第二百十二号）第一条及び第十三条〔現行＝八条＝平成一二年二月

政令四二号・六月三〇八号・二一年三月五三号により改正〕の規定に基き、学校給食法施行規則を次のよう

に定める。

（学校給食の開設等の届出）

第一条 学校給食法施行令（以下「令」という。）第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに

次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。

一 学校給食の実施人員

二 完全給食、補食給食又はミルク給食の別（以下「学校給食の区分」という。）及び毎週の実施回数

三 学校給食の運営のための職員組織

四 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法

五 学校給食の開設の時期

２ 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。）、

ミルク及びおかずである給食をいう。

３ 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。

４ ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。

５ 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の

事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

６ 都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を

定めることができる。

（学校給食の廃止の届出）

第二条 令第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書

をもつてしなければならない。

一 学校給食の廃止の事由

二 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法

三 学校給食の廃止の時期

２ 前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。

（令第四条第一項第三号に規定する者の数）

第二条の二 令第四条第一項第三号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に

設置される令第一条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当

該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。

（令第四条第二項に規定する既設の施設の基準）

第二条の三 令第四条第二項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施

設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。

（令第五条に規定する児童又は生徒の数等）

第二条の四 令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第四条第

一項の規定に準じて算定する場合には、同条第一項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必

要な設備の整備」と読み替えるものとする。

２ 第二条の二の規定は、令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数

を令第四条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第二条の二中「令

第四条第一項第三号」とあるのは「令第五条の規定において準用する令第四条第一項第三号」と、「施設

の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。

（補助に係る書類等の様式）

第三条 法第十二条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。
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○夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

（昭和三十一年六月二十日法律第百五十七号）

（目的）

第一条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校（中等教育学校の後期課程を

含む。以下同じ。）の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改

善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的

とする。

（定義）

第二条 この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程（以下「夜間課程」という。）を

置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施され

る給食をいう。

（設置者の任務）

第三条 夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努め

なければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第四条 国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

（経費の負担）

第五条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費の

うち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。

（国の補助）

第六条 国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内

において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

（学校給食法の準用）

第七条 学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施につ

いて準用する。

（政令への委任）

第八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

 

○特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

（昭和三十二年五月二十日法律第百十八号）

（目的）

第一条 この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部に

おいて学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校

給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

（定義）

第二条 この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対

して実施される給食をいう。

（設置者の任務）

第三条 特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第四条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

（経費の負担）

第五条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令

で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等（幼児

又は未成年の生徒については学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十六条に規定する保護者、成

年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。）の負担とする。

（学校給食法の準用）

第六条 学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について

準用する。

（政令への委任）

第七条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。
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○夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

（昭和三十一年六月二十日法律第百五十七号）

（目的）

第一条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校（中等教育学校の後期課程を

含む。以下同じ。）の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改

善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的

とする。

（定義）

第二条 この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程（以下「夜間課程」という。）を

置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施され

る給食をいう。

（設置者の任務）

第三条 夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努め

なければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第四条 国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

（経費の負担）

第五条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費の

うち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。

（国の補助）

第六条 国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内

において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

（学校給食法の準用）

第七条 学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施につ

いて準用する。

（政令への委任）

第八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

 

○特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

（昭和三十二年五月二十日法律第百十八号）

（目的）

第一条 この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部に

おいて学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校

給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

（定義）

第二条 この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対

して実施される給食をいう。

（設置者の任務）

第三条 特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第四条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

（経費の負担）

第五条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令

で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等（幼児

又は未成年の生徒については学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十六条に規定する保護者、成

年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。）の負担とする。

（学校給食法の準用）

第六条 学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について

準用する。

（政令への委任）

第七条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。
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○夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

（昭和三十一年六月二十日法律第百五十七号）

（目的）

第一条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校（中等教育学校の後期課程を

含む。以下同じ。）の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改

善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的

とする。

（定義）

第二条 この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程（以下「夜間課程」という。）を

置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施され

る給食をいう。

（設置者の任務）

第三条 夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努め

なければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第四条 国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

（経費の負担）

第五条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費の

うち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。

（国の補助）

第六条 国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内

において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

（学校給食法の準用）

第七条 学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施につ

いて準用する。

（政令への委任）

第八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

 

○特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

（昭和三十二年五月二十日法律第百十八号）

（目的）

第一条 この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部に

おいて学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校

給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

（定義）

第二条 この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対

して実施される給食をいう。

（設置者の任務）

第三条 特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第四条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

（経費の負担）

第五条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令

で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等（幼児

又は未成年の生徒については学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十六条に規定する保護者、成

年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。）の負担とする。

（学校給食法の準用）

第六条 学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について

準用する。

（政令への委任）

第七条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。
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○学校給食実施基準（文部科学省告示第六十一号）

（学校給食の実施の対象）

第一条 学校給食（学校給食法第三条第一項に規定する「学校給食」をいう。以下同じ。）は、これを実施する学

校においては、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする。

（学校給食の実施回数等）

第二条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の昼食時に実施されるものとする。

（児童生徒の個別の健康状態への配慮）

第三条 学校給食の実施に当たっては、児童又は生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配

慮するものとする。

（学校給食に供する食物の栄養内容）

第四条 学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基

準とする。

別表（第四条関係）

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準

区 分

基 準 値

児童（６歳～

７歳）の場合

児童（８歳～

９歳）の場合

児童（１０歳～

１１歳）の場合

生徒（１２歳～

１４歳）の場合

エネルギー （ ） ５３０ ６５０ ７８０ ８３０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム

（食塩相当量）
１ ５未満 ２未満 ２未満 ２ ５未満

カルシウム ２９０ ３５０ ３６０ ４５０

マグネシウム ４０ ５０ ７０ １２０

鉄 ２ ３ ３ ５ ４ ５

ビタミンＡ μ １６０ ２００ ２４０ ３００

ビタミンＢ ０．３ ０．４ ０．５ ０．５

ビタミンＢ ０．４ ０．４ ０．５ ０．６

ビタミンＣ ２０ ２５ ３０ ３５

食物繊維 ４以上 ４ ５以上 ５以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。

亜 鉛・・・児童（６歳～７歳）２ 、児童（８歳～９歳）２ 、

児童（１０歳～１１歳）２ 、生徒（１２歳～１４歳）３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。

 

○夜間学校給食実施基準（文部科学省告示第六十二号）

（夜間学校給食の実施回数等）

第一条 夜間学校給食（夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第二条に規定する「夜間学校給食」

をいう。以下同じ。）は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の夕食時に実施されるものとする。

２ 前項の夕食時は、生徒の健康及び教育に支障がないよう定められなければならない。

（生徒の個別の健康状態への配慮）

第二条 夜間学校給食の実施に当たっては、生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配慮す

るものとする。

（夜間学校給食に供する食物の栄養内容）

第三条 夜間学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基

準とする。

別表（第三条関係）

生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準

区 分 基 準 値

エネルギー （ ） ８６０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム（食塩相当量） ２ ５未満

カルシウム ３６０

マグネシウム １３０

鉄 ４

ビタミンＡ μ ３１０

ビタミンＢ ０．５

ビタミンＢ ０．６

ビタミンＣ ３５

食物繊維 ７．５以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。
亜 鉛・・・３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。
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○学校給食実施基準（文部科学省告示第六十一号）

（学校給食の実施の対象）

第一条 学校給食（学校給食法第三条第一項に規定する「学校給食」をいう。以下同じ。）は、これを実施する学

校においては、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする。

（学校給食の実施回数等）

第二条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の昼食時に実施されるものとする。

（児童生徒の個別の健康状態への配慮）

第三条 学校給食の実施に当たっては、児童又は生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配

慮するものとする。

（学校給食に供する食物の栄養内容）

第四条 学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基

準とする。

別表（第四条関係）

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準

区 分

基 準 値

児童（６歳～

７歳）の場合

児童（８歳～

９歳）の場合

児童（１０歳～

１１歳）の場合

生徒（１２歳～

１４歳）の場合

エネルギー （ ） ５３０ ６５０ ７８０ ８３０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム

（食塩相当量）
１ ５未満 ２未満 ２未満 ２ ５未満

カルシウム ２９０ ３５０ ３６０ ４５０

マグネシウム ４０ ５０ ７０ １２０

鉄 ２ ３ ３ ５ ４ ５

ビタミンＡ μ １６０ ２００ ２４０ ３００

ビタミンＢ ０．３ ０．４ ０．５ ０．５

ビタミンＢ ０．４ ０．４ ０．５ ０．６

ビタミンＣ ２０ ２５ ３０ ３５

食物繊維 ４以上 ４ ５以上 ５以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。

亜 鉛・・・児童（６歳～７歳）２ 、児童（８歳～９歳）２ 、

児童（１０歳～１１歳）２ 、生徒（１２歳～１４歳）３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。

 

○夜間学校給食実施基準（文部科学省告示第六十二号）

（夜間学校給食の実施回数等）

第一条 夜間学校給食（夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第二条に規定する「夜間学校給食」

をいう。以下同じ。）は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の夕食時に実施されるものとする。

２ 前項の夕食時は、生徒の健康及び教育に支障がないよう定められなければならない。

（生徒の個別の健康状態への配慮）

第二条 夜間学校給食の実施に当たっては、生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配慮す

るものとする。

（夜間学校給食に供する食物の栄養内容）

第三条 夜間学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基

準とする。

別表（第三条関係）

生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準

区 分 基 準 値

エネルギー （ ） ８６０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム（食塩相当量） ２ ５未満

カルシウム ３６０

マグネシウム １３０

鉄 ４

ビタミンＡ μ ３１０

ビタミンＢ ０．５

ビタミンＢ ０．６

ビタミンＣ ３５

食物繊維 ７．５以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。
亜 鉛・・・３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。
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○学校給食実施基準（文部科学省告示第六十一号）

（学校給食の実施の対象）

第一条 学校給食（学校給食法第三条第一項に規定する「学校給食」をいう。以下同じ。）は、これを実施する学

校においては、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする。

（学校給食の実施回数等）

第二条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の昼食時に実施されるものとする。

（児童生徒の個別の健康状態への配慮）

第三条 学校給食の実施に当たっては、児童又は生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配

慮するものとする。

（学校給食に供する食物の栄養内容）

第四条 学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基

準とする。

別表（第四条関係）

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準

区 分

基 準 値

児童（６歳～

７歳）の場合

児童（８歳～

９歳）の場合

児童（１０歳～

１１歳）の場合

生徒（１２歳～

１４歳）の場合

エネルギー （ ） ５３０ ６５０ ７８０ ８３０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム

（食塩相当量）
１ ５未満 ２未満 ２未満 ２ ５未満

カルシウム ２９０ ３５０ ３６０ ４５０

マグネシウム ４０ ５０ ７０ １２０

鉄 ２ ３ ３ ５ ４ ５

ビタミンＡ μ １６０ ２００ ２４０ ３００

ビタミンＢ ０．３ ０．４ ０．５ ０．５

ビタミンＢ ０．４ ０．４ ０．５ ０．６

ビタミンＣ ２０ ２５ ３０ ３５

食物繊維 ４以上 ４ ５以上 ５以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。

亜 鉛・・・児童（６歳～７歳）２ 、児童（８歳～９歳）２ 、

児童（１０歳～１１歳）２ 、生徒（１２歳～１４歳）３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。

 

○夜間学校給食実施基準（文部科学省告示第六十二号）

（夜間学校給食の実施回数等）

第一条 夜間学校給食（夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第二条に規定する「夜間学校給食」

をいう。以下同じ。）は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の夕食時に実施されるものとする。

２ 前項の夕食時は、生徒の健康及び教育に支障がないよう定められなければならない。

（生徒の個別の健康状態への配慮）

第二条 夜間学校給食の実施に当たっては、生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配慮す

るものとする。

（夜間学校給食に供する食物の栄養内容）

第三条 夜間学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基

準とする。

別表（第三条関係）

生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準

区 分 基 準 値

エネルギー （ ） ８６０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム（食塩相当量） ２ ５未満

カルシウム ３６０

マグネシウム １３０

鉄 ４

ビタミンＡ μ ３１０

ビタミンＢ ０．５

ビタミンＢ ０．６

ビタミンＣ ３５

食物繊維 ７．５以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。
亜 鉛・・・３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。
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○特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準

（文部科学省告示第六十三号）

（学校給食の実施の対象）

第一条 学校給食（特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第二条に規定する「学校給食」

をいう。以下同じ。）は、これを実施する学校においては、当該学校の幼稚部又は高等部のすべての幼児又は生

徒に対し実施されるものとする。

（学校給食の実施回数等）

第二条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の昼食時に実施されるものとする。

（幼児又は生徒の個別の健康状態への配慮）

第三条 学校給食の実施に当たっては、幼児又は生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配

慮するものとする。

（学校給食に供する食物の栄養内容）

第四条 学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる幼児又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基

準とする。

別表（第四条関係）

幼児又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ） ４９０ ８６０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム（食塩相当量） １ ５未満 ２ ５未満

カルシウム ２９０ ３６０

マグネシウム ３０ １３０

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ １８０ ３１０

ビタミンＢ ０．３ ０．５

ビタミンＢ ０．３ ０．６

ビタミンＣ １５ ３５

食物繊維 ４以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。
亜 鉛・・・幼児１ 、生徒３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。

 

○学校給食衛生管理基準（平成二十一年三月三十一日文部科学省告示六十四号）

第１ 総則

１ 学校給食を実施する都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会（以下「教育委員会」という。）、附属学

校を設置する国立大学法人及び私立学校の設置者（以下「教育委員会等」という。）は、自らの責任において、

必要に応じて、保健所の協力、助言及び援助（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）に定める食品

衛生監視員による監視指導を含む。）を受けつつ、ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世

界保健機関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点方式とその適用に関するガ

イドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（ ：危害分析・重要管理

点）をいう。）の考え方に基づき単独調理場、共同調理場（調理等の委託を行う場合を含む。以下「学校給食

調理場」という。）並びに共同調理場の受配校の施設及び設備、食品の取扱い、調理作業、衛生管理体制等に

ついて実態把握に努め、衛生管理上の問題がある場合には、学校医又は学校薬剤師の協力を得て速やかに改善

措置を図ること。

第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準

１ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりと

する。

（１）学校給食施設

① 共通事項

一 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとすること。また、随時施設の点検を

行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、修理その他の必要な措置を講じるこ

と。

二 学校給食施設は、別添の「学校給食施設の区分」に従い区分することとし、調理場（学校給食調理

員が調理又は休憩等を行う場所であって、別添中区分の欄に示す「調理場」をいう。以下同じ。）は、

二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域（それぞれ別添中区分の

欄に示す「汚染作業区域」、「非汚染作業区域」及び「その他の区域（事務室等を除く。）」をいう。以

下同じ。）に部屋単位で区分すること。ただし、洗浄室は、使用状況に応じて汚染作業区域又は非汚染

作業区域に区分することが適当であることから、別途区分すること。また、検収、保管、下処理、調

理及び配膳の各作業区域並びに更衣休憩にあてる区域及び前室に区分するよう努めること。

三 ドライシステムを導入するよう努めること。また、ドライシステムを導入していない調理場におい

てもドライ運用を図ること。

四 作業区域（別添中区分の欄に示す「作業区域」をいう。以下同じ。）の外部に開放される箇所にはエ

アカーテンを備えるよう努めること。

五 学校給食施設は、設計段階において保健所及び学校薬剤師等の助言を受けるとともに、栄養教諭又

は学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）その他の関係者の意見を取り入れ整備すること。

② 作業区域内の施設

一 食品を取り扱う場所（作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう。以下同じ。）は、内部の温度及び湿

度管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努めること。

二 食品の保管室は、専用であること。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に当た

って、調理室を経由しない構造及び配置とすること。

三 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設けること。

四 排水溝は、詰まり又は逆流がおきにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とすること。

五 釜周りの排水が床面に流れない構造とすること。

六 配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分すること。また、その出入口に

は、原則として施錠設備を設けること。

③ その他の区域の施設

一 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜をいう。以下同じ。）の保管場所は、調理場外

の適切な場所に設けること。

二 学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とする

こと。また、食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた場所に設けるよう努めること。さら

に、便所の個室の前に調理衣を着脱できる場所を設けるよう努めること。
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○特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準

（文部科学省告示第六十三号）

（学校給食の実施の対象）

第一条 学校給食（特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第二条に規定する「学校給食」

をいう。以下同じ。）は、これを実施する学校においては、当該学校の幼稚部又は高等部のすべての幼児又は生

徒に対し実施されるものとする。

（学校給食の実施回数等）

第二条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の昼食時に実施されるものとする。

（幼児又は生徒の個別の健康状態への配慮）

第三条 学校給食の実施に当たっては、幼児又は生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配

慮するものとする。

（学校給食に供する食物の栄養内容）

第四条 学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる幼児又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基

準とする。

別表（第四条関係）

幼児又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ） ４９０ ８６０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム（食塩相当量） １ ５未満 ２ ５未満

カルシウム ２９０ ３６０

マグネシウム ３０ １３０

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ １８０ ３１０

ビタミンＢ ０．３ ０．５

ビタミンＢ ０．３ ０．６

ビタミンＣ １５ ３５

食物繊維 ４以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。
亜 鉛・・・幼児１ 、生徒３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。

 

○学校給食衛生管理基準（平成二十一年三月三十一日文部科学省告示六十四号）

第１ 総則

１ 学校給食を実施する都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会（以下「教育委員会」という。）、附属学

校を設置する国立大学法人及び私立学校の設置者（以下「教育委員会等」という。）は、自らの責任において、

必要に応じて、保健所の協力、助言及び援助（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）に定める食品

衛生監視員による監視指導を含む。）を受けつつ、ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世

界保健機関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点方式とその適用に関するガ

イドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（ ：危害分析・重要管理

点）をいう。）の考え方に基づき単独調理場、共同調理場（調理等の委託を行う場合を含む。以下「学校給食

調理場」という。）並びに共同調理場の受配校の施設及び設備、食品の取扱い、調理作業、衛生管理体制等に

ついて実態把握に努め、衛生管理上の問題がある場合には、学校医又は学校薬剤師の協力を得て速やかに改善

措置を図ること。

第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準

１ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりと

する。

（１）学校給食施設

① 共通事項

一 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとすること。また、随時施設の点検を

行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、修理その他の必要な措置を講じるこ

と。

二 学校給食施設は、別添の「学校給食施設の区分」に従い区分することとし、調理場（学校給食調理

員が調理又は休憩等を行う場所であって、別添中区分の欄に示す「調理場」をいう。以下同じ。）は、

二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域（それぞれ別添中区分の

欄に示す「汚染作業区域」、「非汚染作業区域」及び「その他の区域（事務室等を除く。）」をいう。以

下同じ。）に部屋単位で区分すること。ただし、洗浄室は、使用状況に応じて汚染作業区域又は非汚染

作業区域に区分することが適当であることから、別途区分すること。また、検収、保管、下処理、調

理及び配膳の各作業区域並びに更衣休憩にあてる区域及び前室に区分するよう努めること。

三 ドライシステムを導入するよう努めること。また、ドライシステムを導入していない調理場におい

てもドライ運用を図ること。

四 作業区域（別添中区分の欄に示す「作業区域」をいう。以下同じ。）の外部に開放される箇所にはエ

アカーテンを備えるよう努めること。

五 学校給食施設は、設計段階において保健所及び学校薬剤師等の助言を受けるとともに、栄養教諭又

は学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）その他の関係者の意見を取り入れ整備すること。

② 作業区域内の施設

一 食品を取り扱う場所（作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう。以下同じ。）は、内部の温度及び湿

度管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努めること。

二 食品の保管室は、専用であること。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に当た

って、調理室を経由しない構造及び配置とすること。

三 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設けること。

四 排水溝は、詰まり又は逆流がおきにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とすること。

五 釜周りの排水が床面に流れない構造とすること。

六 配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分すること。また、その出入口に

は、原則として施錠設備を設けること。

③ その他の区域の施設

一 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜をいう。以下同じ。）の保管場所は、調理場外

の適切な場所に設けること。

二 学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とする

こと。また、食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた場所に設けるよう努めること。さら

に、便所の個室の前に調理衣を着脱できる場所を設けるよう努めること。
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○特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準

（文部科学省告示第六十三号）

（学校給食の実施の対象）

第一条 学校給食（特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第二条に規定する「学校給食」

をいう。以下同じ。）は、これを実施する学校においては、当該学校の幼稚部又は高等部のすべての幼児又は生

徒に対し実施されるものとする。

（学校給食の実施回数等）

第二条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の昼食時に実施されるものとする。

（幼児又は生徒の個別の健康状態への配慮）

第三条 学校給食の実施に当たっては、幼児又は生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に配

慮するものとする。

（学校給食に供する食物の栄養内容）

第四条 学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる幼児又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基

準とする。

別表（第四条関係）

幼児又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ） ４９０ ８６０

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の１３～２０％

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の２０～３０％

ナトリウム（食塩相当量） １ ５未満 ２ ５未満

カルシウム ２９０ ３６０

マグネシウム ３０ １３０

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ １８０ ３１０

ビタミンＢ ０．３ ０．５

ビタミンＢ ０．３ ０．６

ビタミンＣ １５ ３５

食物繊維 ４以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。
亜 鉛・・・幼児１ 、生徒３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生
活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。

 

○学校給食衛生管理基準（平成二十一年三月三十一日文部科学省告示六十四号）

第１ 総則

１ 学校給食を実施する都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会（以下「教育委員会」という。）、附属学

校を設置する国立大学法人及び私立学校の設置者（以下「教育委員会等」という。）は、自らの責任において、

必要に応じて、保健所の協力、助言及び援助（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）に定める食品

衛生監視員による監視指導を含む。）を受けつつ、ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世

界保健機関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点方式とその適用に関するガ

イドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（ ：危害分析・重要管理

点）をいう。）の考え方に基づき単独調理場、共同調理場（調理等の委託を行う場合を含む。以下「学校給食

調理場」という。）並びに共同調理場の受配校の施設及び設備、食品の取扱い、調理作業、衛生管理体制等に

ついて実態把握に努め、衛生管理上の問題がある場合には、学校医又は学校薬剤師の協力を得て速やかに改善

措置を図ること。

第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準

１ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりと

する。

（１）学校給食施設

① 共通事項

一 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとすること。また、随時施設の点検を

行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、修理その他の必要な措置を講じるこ

と。

二 学校給食施設は、別添の「学校給食施設の区分」に従い区分することとし、調理場（学校給食調理

員が調理又は休憩等を行う場所であって、別添中区分の欄に示す「調理場」をいう。以下同じ。）は、

二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域（それぞれ別添中区分の

欄に示す「汚染作業区域」、「非汚染作業区域」及び「その他の区域（事務室等を除く。）」をいう。以

下同じ。）に部屋単位で区分すること。ただし、洗浄室は、使用状況に応じて汚染作業区域又は非汚染

作業区域に区分することが適当であることから、別途区分すること。また、検収、保管、下処理、調

理及び配膳の各作業区域並びに更衣休憩にあてる区域及び前室に区分するよう努めること。

三 ドライシステムを導入するよう努めること。また、ドライシステムを導入していない調理場におい

てもドライ運用を図ること。

四 作業区域（別添中区分の欄に示す「作業区域」をいう。以下同じ。）の外部に開放される箇所にはエ

アカーテンを備えるよう努めること。

五 学校給食施設は、設計段階において保健所及び学校薬剤師等の助言を受けるとともに、栄養教諭又

は学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）その他の関係者の意見を取り入れ整備すること。

② 作業区域内の施設

一 食品を取り扱う場所（作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう。以下同じ。）は、内部の温度及び湿

度管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努めること。

二 食品の保管室は、専用であること。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に当た

って、調理室を経由しない構造及び配置とすること。

三 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設けること。

四 排水溝は、詰まり又は逆流がおきにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とすること。

五 釜周りの排水が床面に流れない構造とすること。

六 配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分すること。また、その出入口に

は、原則として施錠設備を設けること。

③ その他の区域の施設

一 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜をいう。以下同じ。）の保管場所は、調理場外

の適切な場所に設けること。

二 学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とする

こと。また、食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた場所に設けるよう努めること。さら

に、便所の個室の前に調理衣を着脱できる場所を設けるよう努めること。
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（２）学校給食設備

① 共通事項

一 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう配慮した配置

であること。

二 全ての移動性の器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備を

設けること。

三 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れることのない

よう、肘等で操作できるレバー式等であること。

四 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるようにするための配送車を

必要台数確保すること。

② 調理用の機械、機器、器具及び容器

一 食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の器具及び容器

を備えること。また、それぞれの調理用の器具及び容器は、下処理用、調理用、加熱調理済食品用等

調理の過程ごとに区別すること。

二 調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄及び消毒ができる材質、構造であり、衛生的に保管で

きるものであること。また、食数に適した大きさと数量を備えること。

三 献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼き物機、揚げ物

機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機器を備えるよう努めること。

③ シンク

一 シンクは、食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること。また、下処理室における加熱調理

用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシンクは別々に設置するとともに、三槽式構造と

すること。さらに、調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用のシンクを共用しないこと。あわ

せて、その他の用途用のシンクについても相互汚染しないよう努めること。

④ 冷蔵及び冷凍設備

一 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた広さがあるものを原材料用及び調理用等に整備し、共用を避け

ること。

⑤ 温度計及び湿度計

一 調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿度計を備えるこ

と。また、冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食器消毒庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を備え

ること。

⑥ 廃棄物容器等

一 ふた付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備えること。

二 調理場には、ふた付きの残菜入れを備えること。

⑦ 学校給食従事者専用手洗い設備等

一 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、便所の個室に設置するとともに、作業区分ごとに使用

しやすい位置に設置すること。

二 肘まで洗える大きさの洗面台を設置するとともに、給水栓は、直接手指を触れることのないよう、

肘等で操作できるレバー式、足踏み式又は自動式等の温水に対応した方式であること。

三 学校食堂等に、児童生徒等の手洗い設備を設けること。

（３）学校給食施設及び設備の衛生管理

一 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であること。

二 冷蔵庫、冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓すること。また、調理室には、調理作業に不必要な物品

等を置かないこと。

三 調理場は、換気を行い、温度は２５℃以下、湿度は８０％以下に保つよう努めること。また、調理室及

び食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、これらの温度及び湿度

は毎日記録すること。

四 調理場内の温度計及び湿度計は、定期的に検査を行うこと。

五 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保つこと。また、夏期の直射日光を避ける設備を整

備すること。

六 学校給食施設及び設備は、ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫の侵入及び発生を防止するため、侵入

 

防止措置を講じること。また、ねずみ及び衛生害虫の発生状況を１ヶ月に１回以上点検し、発生を確認し

たときには、その都度駆除をすることとし、必要な場合には、補修、整理整頓、清掃、清拭、消毒等を行

い、その結果を記録すること。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、食品を汚染しないようその取

扱いに十分注意すること。さらに、学校給食従事者専用の便所については、特に衛生害虫に注意すること。

七 学校給食従事者専用の便所には、専用の履物を備えること。また、定期的に清掃及び消毒を行うこと。

八 学校給食従事者専用の手洗い設備は、衛生的に管理するとともに、石けん液、消毒用アルコール及びペ

ーパータオル等衛生器具を常備すること。また、布タオルの使用は避けること。さらに、前室の手洗い設

備には個人用爪ブラシを常備すること。

九 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとと

もに、損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管すること。また、フードカッター、野菜

切り機等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後、乾燥させること。さらに、下

処理室及び調理室内における機械、容器等の使用後の洗浄及び消毒は、全ての食品が下処理室及び調理室

から搬出された後に行うよう努めること。

十 天井の水滴を防ぐとともに、かびの発生の防止に努めること。

十一 床は破損箇所がないよう管理すること。

十二 清掃用具は、整理整頓し、所定の場所に保管すること。また、汚染作業区域と非汚染作業区域の共用

を避けること。

２ 学校薬剤師等の協力を得て（１）の各号に掲げる事項について、毎学年１回定期に、（２）及び（３）の各

号に掲げる事項については、毎学年３回定期に、検査を行い、その実施記録を保管すること。

第３ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準

１ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりとする。

（１）献立作成

一 献立作成は、学校給食施設及び設備並びに人員等の能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工

程及び作業動線となるよう配慮すること。

二 高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等については、細菌の増殖等が起こらないように配慮すること。

三 保健所等から情報を収集し、地域における感染症、食中毒の発生状況に配慮すること。

四 献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること。

五 統一献立（複数の学校で共通して使用する献立をいう。）を作成するに当たっては、食品の品質管理又

は確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、一定の地域別又は学校種別等の単位に分けること等

により適正な規模での作成に努めること。

（２）学校給食用食品の購入

① 共通事項

一 学校給食用食品（以下「食品」という。）の購入に当たっては、食品選定のための委員会等を設ける

等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること。また、必要に応じて衛生管理

に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整えること。

二 食品の製造を委託する場合には、衛生上信用のおける製造業者を選定すること。また、製造業者の

有する設備、人員等から見た能力に応じた委託とすることとし、委託者において、随時点検を行い、

記録を残し、事故発生の防止に努めること。

② 食品納入業者

一 保健所等の協力を得て、施設の衛生面及び食品の取扱いが良好で衛生上信用のおける食品納入業者

を選定すること。

二 食品納入業者又は納入業者の団体等との間に連絡会を設け、学校給食の意義、役割及び衛生管理の

在り方について定期的な意見交換を行う等により、食品納入業者の衛生管理の啓発に努めること。

三 売買契約に当たって、衛生管理に関する事項を取り決める等により、業者の検便、衛生環境の整備

等について、食品納入業者に自主的な取組を促すこと。

四 必要に応じて、食品納入業者の衛生管理の状況を確認すること。

五 原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品納入業者等が定期的に実施する微生物及び理

化学検査の結果、又は生産履歴等を提出させること。また、検査等の結果については、保健所等への

相談等により、原材料として不適と判断した場合には、食品納入業者の変更等適切な措置を講じるこ

と。さらに、検査結果を保管すること。
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（２）学校給食設備

① 共通事項

一 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう配慮した配置

であること。

二 全ての移動性の器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備を

設けること。

三 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れることのない

よう、肘等で操作できるレバー式等であること。

四 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるようにするための配送車を

必要台数確保すること。

② 調理用の機械、機器、器具及び容器

一 食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の器具及び容器

を備えること。また、それぞれの調理用の器具及び容器は、下処理用、調理用、加熱調理済食品用等

調理の過程ごとに区別すること。

二 調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄及び消毒ができる材質、構造であり、衛生的に保管で

きるものであること。また、食数に適した大きさと数量を備えること。

三 献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼き物機、揚げ物

機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機器を備えるよう努めること。

③ シンク

一 シンクは、食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること。また、下処理室における加熱調理

用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシンクは別々に設置するとともに、三槽式構造と

すること。さらに、調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用のシンクを共用しないこと。あわ

せて、その他の用途用のシンクについても相互汚染しないよう努めること。

④ 冷蔵及び冷凍設備

一 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた広さがあるものを原材料用及び調理用等に整備し、共用を避け

ること。

⑤ 温度計及び湿度計

一 調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿度計を備えるこ

と。また、冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食器消毒庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を備え

ること。

⑥ 廃棄物容器等

一 ふた付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備えること。

二 調理場には、ふた付きの残菜入れを備えること。

⑦ 学校給食従事者専用手洗い設備等

一 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、便所の個室に設置するとともに、作業区分ごとに使用

しやすい位置に設置すること。

二 肘まで洗える大きさの洗面台を設置するとともに、給水栓は、直接手指を触れることのないよう、

肘等で操作できるレバー式、足踏み式又は自動式等の温水に対応した方式であること。

三 学校食堂等に、児童生徒等の手洗い設備を設けること。

（３）学校給食施設及び設備の衛生管理

一 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であること。

二 冷蔵庫、冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓すること。また、調理室には、調理作業に不必要な物品

等を置かないこと。

三 調理場は、換気を行い、温度は２５℃以下、湿度は８０％以下に保つよう努めること。また、調理室及

び食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、これらの温度及び湿度

は毎日記録すること。

四 調理場内の温度計及び湿度計は、定期的に検査を行うこと。

五 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保つこと。また、夏期の直射日光を避ける設備を整

備すること。

六 学校給食施設及び設備は、ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫の侵入及び発生を防止するため、侵入

 

防止措置を講じること。また、ねずみ及び衛生害虫の発生状況を１ヶ月に１回以上点検し、発生を確認し

たときには、その都度駆除をすることとし、必要な場合には、補修、整理整頓、清掃、清拭、消毒等を行

い、その結果を記録すること。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、食品を汚染しないようその取

扱いに十分注意すること。さらに、学校給食従事者専用の便所については、特に衛生害虫に注意すること。

七 学校給食従事者専用の便所には、専用の履物を備えること。また、定期的に清掃及び消毒を行うこと。

八 学校給食従事者専用の手洗い設備は、衛生的に管理するとともに、石けん液、消毒用アルコール及びペ

ーパータオル等衛生器具を常備すること。また、布タオルの使用は避けること。さらに、前室の手洗い設

備には個人用爪ブラシを常備すること。

九 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとと

もに、損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管すること。また、フードカッター、野菜

切り機等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後、乾燥させること。さらに、下

処理室及び調理室内における機械、容器等の使用後の洗浄及び消毒は、全ての食品が下処理室及び調理室

から搬出された後に行うよう努めること。

十 天井の水滴を防ぐとともに、かびの発生の防止に努めること。

十一 床は破損箇所がないよう管理すること。

十二 清掃用具は、整理整頓し、所定の場所に保管すること。また、汚染作業区域と非汚染作業区域の共用

を避けること。

２ 学校薬剤師等の協力を得て（１）の各号に掲げる事項について、毎学年１回定期に、（２）及び（３）の各

号に掲げる事項については、毎学年３回定期に、検査を行い、その実施記録を保管すること。

第３ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準

１ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりとする。

（１）献立作成

一 献立作成は、学校給食施設及び設備並びに人員等の能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工

程及び作業動線となるよう配慮すること。

二 高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等については、細菌の増殖等が起こらないように配慮すること。

三 保健所等から情報を収集し、地域における感染症、食中毒の発生状況に配慮すること。

四 献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること。

五 統一献立（複数の学校で共通して使用する献立をいう。）を作成するに当たっては、食品の品質管理又

は確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、一定の地域別又は学校種別等の単位に分けること等

により適正な規模での作成に努めること。

（２）学校給食用食品の購入

① 共通事項

一 学校給食用食品（以下「食品」という。）の購入に当たっては、食品選定のための委員会等を設ける

等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること。また、必要に応じて衛生管理

に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整えること。

二 食品の製造を委託する場合には、衛生上信用のおける製造業者を選定すること。また、製造業者の

有する設備、人員等から見た能力に応じた委託とすることとし、委託者において、随時点検を行い、

記録を残し、事故発生の防止に努めること。

② 食品納入業者

一 保健所等の協力を得て、施設の衛生面及び食品の取扱いが良好で衛生上信用のおける食品納入業者

を選定すること。

二 食品納入業者又は納入業者の団体等との間に連絡会を設け、学校給食の意義、役割及び衛生管理の

在り方について定期的な意見交換を行う等により、食品納入業者の衛生管理の啓発に努めること。

三 売買契約に当たって、衛生管理に関する事項を取り決める等により、業者の検便、衛生環境の整備

等について、食品納入業者に自主的な取組を促すこと。

四 必要に応じて、食品納入業者の衛生管理の状況を確認すること。

五 原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品納入業者等が定期的に実施する微生物及び理

化学検査の結果、又は生産履歴等を提出させること。また、検査等の結果については、保健所等への

相談等により、原材料として不適と判断した場合には、食品納入業者の変更等適切な措置を講じるこ

と。さらに、検査結果を保管すること。
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（２）学校給食設備

① 共通事項

一 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう配慮した配置

であること。

二 全ての移動性の器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備を

設けること。

三 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れることのない

よう、肘等で操作できるレバー式等であること。

四 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるようにするための配送車を

必要台数確保すること。

② 調理用の機械、機器、器具及び容器

一 食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の器具及び容器

を備えること。また、それぞれの調理用の器具及び容器は、下処理用、調理用、加熱調理済食品用等

調理の過程ごとに区別すること。

二 調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄及び消毒ができる材質、構造であり、衛生的に保管で

きるものであること。また、食数に適した大きさと数量を備えること。

三 献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼き物機、揚げ物

機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機器を備えるよう努めること。

③ シンク

一 シンクは、食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること。また、下処理室における加熱調理

用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシンクは別々に設置するとともに、三槽式構造と

すること。さらに、調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用のシンクを共用しないこと。あわ

せて、その他の用途用のシンクについても相互汚染しないよう努めること。

④ 冷蔵及び冷凍設備

一 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた広さがあるものを原材料用及び調理用等に整備し、共用を避け

ること。

⑤ 温度計及び湿度計

一 調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿度計を備えるこ

と。また、冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食器消毒庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を備え

ること。

⑥ 廃棄物容器等

一 ふた付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備えること。

二 調理場には、ふた付きの残菜入れを備えること。

⑦ 学校給食従事者専用手洗い設備等

一 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、便所の個室に設置するとともに、作業区分ごとに使用

しやすい位置に設置すること。

二 肘まで洗える大きさの洗面台を設置するとともに、給水栓は、直接手指を触れることのないよう、

肘等で操作できるレバー式、足踏み式又は自動式等の温水に対応した方式であること。

三 学校食堂等に、児童生徒等の手洗い設備を設けること。

（３）学校給食施設及び設備の衛生管理

一 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であること。

二 冷蔵庫、冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓すること。また、調理室には、調理作業に不必要な物品

等を置かないこと。

三 調理場は、換気を行い、温度は２５℃以下、湿度は８０％以下に保つよう努めること。また、調理室及

び食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、これらの温度及び湿度

は毎日記録すること。

四 調理場内の温度計及び湿度計は、定期的に検査を行うこと。

五 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保つこと。また、夏期の直射日光を避ける設備を整

備すること。

六 学校給食施設及び設備は、ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫の侵入及び発生を防止するため、侵入

 

防止措置を講じること。また、ねずみ及び衛生害虫の発生状況を１ヶ月に１回以上点検し、発生を確認し

たときには、その都度駆除をすることとし、必要な場合には、補修、整理整頓、清掃、清拭、消毒等を行

い、その結果を記録すること。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、食品を汚染しないようその取

扱いに十分注意すること。さらに、学校給食従事者専用の便所については、特に衛生害虫に注意すること。

七 学校給食従事者専用の便所には、専用の履物を備えること。また、定期的に清掃及び消毒を行うこと。

八 学校給食従事者専用の手洗い設備は、衛生的に管理するとともに、石けん液、消毒用アルコール及びペ

ーパータオル等衛生器具を常備すること。また、布タオルの使用は避けること。さらに、前室の手洗い設

備には個人用爪ブラシを常備すること。

九 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとと

もに、損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管すること。また、フードカッター、野菜

切り機等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後、乾燥させること。さらに、下

処理室及び調理室内における機械、容器等の使用後の洗浄及び消毒は、全ての食品が下処理室及び調理室

から搬出された後に行うよう努めること。

十 天井の水滴を防ぐとともに、かびの発生の防止に努めること。

十一 床は破損箇所がないよう管理すること。

十二 清掃用具は、整理整頓し、所定の場所に保管すること。また、汚染作業区域と非汚染作業区域の共用

を避けること。

２ 学校薬剤師等の協力を得て（１）の各号に掲げる事項について、毎学年１回定期に、（２）及び（３）の各

号に掲げる事項については、毎学年３回定期に、検査を行い、その実施記録を保管すること。

第３ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準

１ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりとする。

（１）献立作成

一 献立作成は、学校給食施設及び設備並びに人員等の能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工

程及び作業動線となるよう配慮すること。

二 高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等については、細菌の増殖等が起こらないように配慮すること。

三 保健所等から情報を収集し、地域における感染症、食中毒の発生状況に配慮すること。

四 献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること。

五 統一献立（複数の学校で共通して使用する献立をいう。）を作成するに当たっては、食品の品質管理又

は確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、一定の地域別又は学校種別等の単位に分けること等

により適正な規模での作成に努めること。

（２）学校給食用食品の購入

① 共通事項

一 学校給食用食品（以下「食品」という。）の購入に当たっては、食品選定のための委員会等を設ける

等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること。また、必要に応じて衛生管理

に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整えること。

二 食品の製造を委託する場合には、衛生上信用のおける製造業者を選定すること。また、製造業者の

有する設備、人員等から見た能力に応じた委託とすることとし、委託者において、随時点検を行い、

記録を残し、事故発生の防止に努めること。

② 食品納入業者

一 保健所等の協力を得て、施設の衛生面及び食品の取扱いが良好で衛生上信用のおける食品納入業者

を選定すること。

二 食品納入業者又は納入業者の団体等との間に連絡会を設け、学校給食の意義、役割及び衛生管理の

在り方について定期的な意見交換を行う等により、食品納入業者の衛生管理の啓発に努めること。

三 売買契約に当たって、衛生管理に関する事項を取り決める等により、業者の検便、衛生環境の整備

等について、食品納入業者に自主的な取組を促すこと。

四 必要に応じて、食品納入業者の衛生管理の状況を確認すること。

五 原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品納入業者等が定期的に実施する微生物及び理

化学検査の結果、又は生産履歴等を提出させること。また、検査等の結果については、保健所等への

相談等により、原材料として不適と判断した場合には、食品納入業者の変更等適切な措置を講じるこ

と。さらに、検査結果を保管すること。
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③ 食品の選定

一 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なものを選定するよう配慮すること。また、

有害なもの又はその疑いのあるものは避けること。

二 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加された食品、又

は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所在地、使用原材料及び

保存方法が明らかでない食品については使用しないこと。また、可能な限り、使用原材料の原産国に

ついての記述がある食品を選定すること。

三 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況に応じて、食品の購入を考

慮すること。

（３）食品の検収・保管等

一 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、品名、数量、納品時間、納入業者名、

製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入

及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行

っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット（一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有す

るように製造された製品の一群をいう。以下同じ。）番号その他のロットに関する情報について、毎日、

点検を行い、記録すること。また、納入業者から直接納入する食品の検収は、共同調理場及び受配校にお

いて適切に分担し実施するとともに、その結果を記録すること。

二 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振ること。

三 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、一回で使い切る量を購入すること。

また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理に留意すること。

四 納入業者から食品を納入させるに当たっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下処理室及び調

理室に立ち入らせないこと。

五 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室にダンボール等を持ち込

まないこと。また、検収室内に食品が直接床面に接触しないよう床面から６０ｃｍ以上の高さの置台を設

けること。

六 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分類ごとに区分して専用の容器

で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理を行うこと。また、別紙「学校給食用食品

の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保管すること。

七 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲用に供される

よう品質の保持に努めること。

八 泥つきの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つこと。

（４）調理過程

① 共通事項

一 給食の食品は、原則として、前日調理を行わず、全てその日に学校給食調理場で調理し、生で食用

する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを給食すること。また、加熱処理する食品について

は、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染の

おそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上）又はこれと同等以上の温度まで加熱されていること

を確認し、その温度と時間を記録すること。さらに、中心温度計については、定期的に検査を行い、

正確な機器を使用すること。

二 野菜類の使用については、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理すること。また、教育委

員会等において、生野菜の使用に当たっては、食中毒の発生状況、施設及び設備の状況、調理過程に

おける二次汚染防止のための措置、学校給食調理員の研修の実施、管理運営体制の整備等の衛生管理

体制の実態、並びに生野菜の食生活に果たす役割等を踏まえ、安全性を確認しつつ、加熱調理の有無

を判断すること。さらに、生野菜の使用に当たっては、流水で十分洗浄し、必要に応じて、消毒する

とともに、消毒剤が完全に洗い落とされるまで流水で水洗いすること。

三 和えもの、サラダ等の料理の混ぜ合わせ、料理の配食及び盛りつけに際しては、清潔な場所で、清

潔な器具を使用し、料理に直接手を触れないよう調理すること。

四 和えもの、サラダ等については、各食品調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二

次汚染に注意し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行うこと。また、やむを得ず水で冷却す

る場合は、直前に使用水の遊離残留塩素が０．１ｍｇ／Ｌ以上であることを確認し、確認した数値及

 

び時間を記録すること。さらに、和える時間を配食の直前にするなど給食までの時間の短縮を図り、

調理終了時に温度及び時間を記録すること。

五 マヨネーズは、つくらないこと。

六 缶詰は、缶の状態、内壁塗装の状態等を注意すること。

② 使用水の安全確保

一 使用水は、学校環境衛生基準（平成二十一年文部科学省告示第六十号）に定める基準を満たす飲料

水を使用すること。また、毎日、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．

１ｍｇ／Ｌ以上であること並びに外観、臭気、味等について水質検査を実施し、その結果を記録する

こと。

二 使用水について使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じること。また、再検査

の結果使用した場合は、使用した水１Ｌを保存食用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存するこ

と。

三 貯水槽を設けている場合は、専門の業者に委託する等により、年１回以上清掃すること。また、清

掃した証明書等の記録は１年間保管すること。

③ 二次汚染の防止

一 献立ごとに調理作業の手順、時間及び担当者を示した調理作業工程表並びに食品の動線を示した作

業動線図を作成すること。また、調理作業工程表及び作業動線図を作業前に確認し、作業に当たるこ

と。

二 調理場における食品及び調理用の器具及び容器は、床面から６０ｃｍ以上の高さの置台の上に置く

こと。

三 食肉、魚介類及び卵は、専用の容器、調理用の機器及び器具を使用し、他の食品への二次汚染を防

止すること。

四 調理作業中の食品並びに調理用の機械、機器、器具及び容器の汚染の防止の徹底を図ること。また、

包丁及びまな板類については食品別及び処理別の使い分けの徹底を図ること。

五 下処理後の加熱を行わない食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品の保管には、原材料用冷蔵

庫は使用しないこと。

六 加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器にふたをし

て保存するなど、衛生的な取扱いを行い、他からの二次汚染を防止すること。

七 調理終了後の食品は、素手でさわらないこと。

八 調理作業時には、ふきんは使用しないこと。

九 エプロン、履物等は、色分けする等により明確に作業区分ごとに使い分けること。また、保管の際

は、作業区分ごとに洗浄及び消毒し、翌日までに乾燥させ、区分して保管するなど、衛生管理に配慮

すること。

④ 食品の適切な温度管理等

一 調理作業時においては、調理室内の温度及び湿度を確認し、その記録を行うこと。また、換気を行

うこと。

二 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つこと。また、冷蔵保管及び冷凍保管する必要のある食

品は常温放置しないこと。

三 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷蔵庫で保

管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を可能な限り短くすること。また、加熱終了時、冷却開始

時及び冷却終了時の温度及び時間を記録すること。

四 配送及び配食に当たっては、必要に応じて保温食缶及び保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用し、温度

管理を行うこと。

五 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に給食できるよう努めること。また、

配食の時間を毎日記録すること。さらに、共同調理場においては、調理場搬出時及び受配校搬入時の

時間を毎日記録するとともに、温度を定期的に記録すること。

六 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、トッピングする時期は給食ま

での時間が極力短くなるようにすること。

⑤ 廃棄物処理
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③ 食品の選定

一 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なものを選定するよう配慮すること。また、

有害なもの又はその疑いのあるものは避けること。

二 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加された食品、又

は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所在地、使用原材料及び

保存方法が明らかでない食品については使用しないこと。また、可能な限り、使用原材料の原産国に

ついての記述がある食品を選定すること。

三 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況に応じて、食品の購入を考

慮すること。

（３）食品の検収・保管等

一 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、品名、数量、納品時間、納入業者名、

製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入

及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行

っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット（一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有す

るように製造された製品の一群をいう。以下同じ。）番号その他のロットに関する情報について、毎日、

点検を行い、記録すること。また、納入業者から直接納入する食品の検収は、共同調理場及び受配校にお

いて適切に分担し実施するとともに、その結果を記録すること。

二 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振ること。

三 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、一回で使い切る量を購入すること。

また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理に留意すること。

四 納入業者から食品を納入させるに当たっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下処理室及び調

理室に立ち入らせないこと。

五 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室にダンボール等を持ち込

まないこと。また、検収室内に食品が直接床面に接触しないよう床面から６０ｃｍ以上の高さの置台を設

けること。

六 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分類ごとに区分して専用の容器

で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理を行うこと。また、別紙「学校給食用食品

の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保管すること。

七 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲用に供される

よう品質の保持に努めること。

八 泥つきの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つこと。

（４）調理過程

① 共通事項

一 給食の食品は、原則として、前日調理を行わず、全てその日に学校給食調理場で調理し、生で食用

する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを給食すること。また、加熱処理する食品について

は、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染の

おそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上）又はこれと同等以上の温度まで加熱されていること

を確認し、その温度と時間を記録すること。さらに、中心温度計については、定期的に検査を行い、

正確な機器を使用すること。

二 野菜類の使用については、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理すること。また、教育委

員会等において、生野菜の使用に当たっては、食中毒の発生状況、施設及び設備の状況、調理過程に

おける二次汚染防止のための措置、学校給食調理員の研修の実施、管理運営体制の整備等の衛生管理

体制の実態、並びに生野菜の食生活に果たす役割等を踏まえ、安全性を確認しつつ、加熱調理の有無

を判断すること。さらに、生野菜の使用に当たっては、流水で十分洗浄し、必要に応じて、消毒する

とともに、消毒剤が完全に洗い落とされるまで流水で水洗いすること。

三 和えもの、サラダ等の料理の混ぜ合わせ、料理の配食及び盛りつけに際しては、清潔な場所で、清

潔な器具を使用し、料理に直接手を触れないよう調理すること。

四 和えもの、サラダ等については、各食品調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二

次汚染に注意し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行うこと。また、やむを得ず水で冷却す

る場合は、直前に使用水の遊離残留塩素が０．１ｍｇ／Ｌ以上であることを確認し、確認した数値及

 

び時間を記録すること。さらに、和える時間を配食の直前にするなど給食までの時間の短縮を図り、

調理終了時に温度及び時間を記録すること。

五 マヨネーズは、つくらないこと。

六 缶詰は、缶の状態、内壁塗装の状態等を注意すること。

② 使用水の安全確保

一 使用水は、学校環境衛生基準（平成二十一年文部科学省告示第六十号）に定める基準を満たす飲料

水を使用すること。また、毎日、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．

１ｍｇ／Ｌ以上であること並びに外観、臭気、味等について水質検査を実施し、その結果を記録する

こと。

二 使用水について使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じること。また、再検査

の結果使用した場合は、使用した水１Ｌを保存食用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存するこ

と。

三 貯水槽を設けている場合は、専門の業者に委託する等により、年１回以上清掃すること。また、清

掃した証明書等の記録は１年間保管すること。

③ 二次汚染の防止

一 献立ごとに調理作業の手順、時間及び担当者を示した調理作業工程表並びに食品の動線を示した作

業動線図を作成すること。また、調理作業工程表及び作業動線図を作業前に確認し、作業に当たるこ

と。

二 調理場における食品及び調理用の器具及び容器は、床面から６０ｃｍ以上の高さの置台の上に置く

こと。

三 食肉、魚介類及び卵は、専用の容器、調理用の機器及び器具を使用し、他の食品への二次汚染を防

止すること。

四 調理作業中の食品並びに調理用の機械、機器、器具及び容器の汚染の防止の徹底を図ること。また、

包丁及びまな板類については食品別及び処理別の使い分けの徹底を図ること。

五 下処理後の加熱を行わない食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品の保管には、原材料用冷蔵

庫は使用しないこと。

六 加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器にふたをし

て保存するなど、衛生的な取扱いを行い、他からの二次汚染を防止すること。

七 調理終了後の食品は、素手でさわらないこと。

八 調理作業時には、ふきんは使用しないこと。

九 エプロン、履物等は、色分けする等により明確に作業区分ごとに使い分けること。また、保管の際

は、作業区分ごとに洗浄及び消毒し、翌日までに乾燥させ、区分して保管するなど、衛生管理に配慮

すること。

④ 食品の適切な温度管理等

一 調理作業時においては、調理室内の温度及び湿度を確認し、その記録を行うこと。また、換気を行

うこと。

二 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つこと。また、冷蔵保管及び冷凍保管する必要のある食

品は常温放置しないこと。

三 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷蔵庫で保

管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を可能な限り短くすること。また、加熱終了時、冷却開始

時及び冷却終了時の温度及び時間を記録すること。

四 配送及び配食に当たっては、必要に応じて保温食缶及び保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用し、温度

管理を行うこと。

五 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に給食できるよう努めること。また、

配食の時間を毎日記録すること。さらに、共同調理場においては、調理場搬出時及び受配校搬入時の

時間を毎日記録するとともに、温度を定期的に記録すること。

六 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、トッピングする時期は給食ま

での時間が極力短くなるようにすること。

⑤ 廃棄物処理
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③ 食品の選定

一 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なものを選定するよう配慮すること。また、

有害なもの又はその疑いのあるものは避けること。

二 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加された食品、又

は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所在地、使用原材料及び

保存方法が明らかでない食品については使用しないこと。また、可能な限り、使用原材料の原産国に

ついての記述がある食品を選定すること。

三 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況に応じて、食品の購入を考

慮すること。

（３）食品の検収・保管等

一 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、品名、数量、納品時間、納入業者名、

製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入

及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行

っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット（一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有す

るように製造された製品の一群をいう。以下同じ。）番号その他のロットに関する情報について、毎日、

点検を行い、記録すること。また、納入業者から直接納入する食品の検収は、共同調理場及び受配校にお

いて適切に分担し実施するとともに、その結果を記録すること。

二 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振ること。

三 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、一回で使い切る量を購入すること。

また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理に留意すること。

四 納入業者から食品を納入させるに当たっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下処理室及び調

理室に立ち入らせないこと。

五 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室にダンボール等を持ち込

まないこと。また、検収室内に食品が直接床面に接触しないよう床面から６０ｃｍ以上の高さの置台を設

けること。

六 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分類ごとに区分して専用の容器

で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理を行うこと。また、別紙「学校給食用食品

の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保管すること。

七 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲用に供される

よう品質の保持に努めること。

八 泥つきの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つこと。

（４）調理過程

① 共通事項

一 給食の食品は、原則として、前日調理を行わず、全てその日に学校給食調理場で調理し、生で食用

する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを給食すること。また、加熱処理する食品について

は、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染の

おそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上）又はこれと同等以上の温度まで加熱されていること

を確認し、その温度と時間を記録すること。さらに、中心温度計については、定期的に検査を行い、

正確な機器を使用すること。

二 野菜類の使用については、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理すること。また、教育委

員会等において、生野菜の使用に当たっては、食中毒の発生状況、施設及び設備の状況、調理過程に

おける二次汚染防止のための措置、学校給食調理員の研修の実施、管理運営体制の整備等の衛生管理

体制の実態、並びに生野菜の食生活に果たす役割等を踏まえ、安全性を確認しつつ、加熱調理の有無

を判断すること。さらに、生野菜の使用に当たっては、流水で十分洗浄し、必要に応じて、消毒する

とともに、消毒剤が完全に洗い落とされるまで流水で水洗いすること。

三 和えもの、サラダ等の料理の混ぜ合わせ、料理の配食及び盛りつけに際しては、清潔な場所で、清

潔な器具を使用し、料理に直接手を触れないよう調理すること。

四 和えもの、サラダ等については、各食品調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二

次汚染に注意し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行うこと。また、やむを得ず水で冷却す

る場合は、直前に使用水の遊離残留塩素が０．１ｍｇ／Ｌ以上であることを確認し、確認した数値及

 

び時間を記録すること。さらに、和える時間を配食の直前にするなど給食までの時間の短縮を図り、

調理終了時に温度及び時間を記録すること。

五 マヨネーズは、つくらないこと。

六 缶詰は、缶の状態、内壁塗装の状態等を注意すること。

② 使用水の安全確保

一 使用水は、学校環境衛生基準（平成二十一年文部科学省告示第六十号）に定める基準を満たす飲料

水を使用すること。また、毎日、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．

１ｍｇ／Ｌ以上であること並びに外観、臭気、味等について水質検査を実施し、その結果を記録する

こと。

二 使用水について使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じること。また、再検査

の結果使用した場合は、使用した水１Ｌを保存食用の冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存するこ

と。

三 貯水槽を設けている場合は、専門の業者に委託する等により、年１回以上清掃すること。また、清

掃した証明書等の記録は１年間保管すること。

③ 二次汚染の防止

一 献立ごとに調理作業の手順、時間及び担当者を示した調理作業工程表並びに食品の動線を示した作

業動線図を作成すること。また、調理作業工程表及び作業動線図を作業前に確認し、作業に当たるこ

と。

二 調理場における食品及び調理用の器具及び容器は、床面から６０ｃｍ以上の高さの置台の上に置く

こと。

三 食肉、魚介類及び卵は、専用の容器、調理用の機器及び器具を使用し、他の食品への二次汚染を防

止すること。

四 調理作業中の食品並びに調理用の機械、機器、器具及び容器の汚染の防止の徹底を図ること。また、

包丁及びまな板類については食品別及び処理別の使い分けの徹底を図ること。

五 下処理後の加熱を行わない食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品の保管には、原材料用冷蔵

庫は使用しないこと。

六 加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器にふたをし

て保存するなど、衛生的な取扱いを行い、他からの二次汚染を防止すること。

七 調理終了後の食品は、素手でさわらないこと。

八 調理作業時には、ふきんは使用しないこと。

九 エプロン、履物等は、色分けする等により明確に作業区分ごとに使い分けること。また、保管の際

は、作業区分ごとに洗浄及び消毒し、翌日までに乾燥させ、区分して保管するなど、衛生管理に配慮

すること。

④ 食品の適切な温度管理等

一 調理作業時においては、調理室内の温度及び湿度を確認し、その記録を行うこと。また、換気を行

うこと。

二 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つこと。また、冷蔵保管及び冷凍保管する必要のある食

品は常温放置しないこと。

三 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷蔵庫で保

管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を可能な限り短くすること。また、加熱終了時、冷却開始

時及び冷却終了時の温度及び時間を記録すること。

四 配送及び配食に当たっては、必要に応じて保温食缶及び保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用し、温度

管理を行うこと。

五 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に給食できるよう努めること。また、

配食の時間を毎日記録すること。さらに、共同調理場においては、調理場搬出時及び受配校搬入時の

時間を毎日記録するとともに、温度を定期的に記録すること。

六 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、衛生的に保管し、トッピングする時期は給食ま

での時間が極力短くなるようにすること。
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一 廃棄物は、分別し、衛生的に処理すること。

二 廃棄物は、汚臭、汚液がもれないように管理すること。また、廃棄物のための容器は、作業終了後

速やかに清掃し、衛生上支障がないように保持すること。

三 返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込まないこと。

四 廃棄物は、作業区域内に放置しないこと。

五 廃棄物の保管場所は、廃棄物の搬出後清掃するなど、環境に悪影響を及ぼさないよう管理すること。

（５）配送及び配食

① 配送

一 共同調理場においては、容器、運搬車の設備の整備に努め、運搬途中の塵埃等による調理済食品等

の汚染を防止すること。また、調理済食品等が給食されるまでの温度の管理及び時間の短縮に努める

こと。

② 配食等

一 配膳室の衛生管理に努めること。

二 食品を運搬する場合は、容器にふたをすること。

三 パンの容器、牛乳等の瓶その他の容器等の汚染に注意すること。

四 はし等を児童生徒の家庭から持参させる場合は、不衛生にならないよう指導すること。

五 給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員については、毎日、下痢、発熱、腹痛等の有無その他の

健康状態及び衛生的な服装であることを確認すること。また、配食前、用便後の手洗いを励行させ、

清潔な手指で食器及び食品を扱うようにすること。

六 教職員は、児童生徒の嘔吐物のため汚れた食器具の消毒を行うなど衛生的に処理し、調理室に返却

するに当たっては、その旨を明示し、その食器具を返却すること。また、嘔吐物は、調理室には返却

しないこと。

（６）検食及び保存食等

① 検食

一 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の

摂食開始時間の３０分前までに行うこと。また、異常があった場合には、給食を中止するとともに、

共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。

二 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程において加熱

及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、一食分としてそれ

ぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及び、児童生徒の嗜好との関

連はどのように配慮されているか確認すること。

三 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録すること。

② 保存食

一 保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつビニール袋等清潔

な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存すること。また、納入された食

品の製造年月日若しくはロットが違う場合又は複数の釜で調理した場合は、それぞれ保存すること。

二 原材料は、洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で保存すること。ただし、卵については、全て割

卵し、混合したものから５０ｇ程度採取し保存すること。

三 保存食については、原材料、加工食品及び調理済食品が全て保管されているか並びに廃棄した日時

を記録すること。

四 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存すること。また、複数の業

者から搬入される食品については、各業者ごとに保存すること。

五 児童生徒の栄養指導及び盛りつけの目安とする展示食を保存食と兼用しないこと。

③ 残食及び残品

一 パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止することが望ましい。

二 パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しないこと。

２ 学校薬剤師等の協力を得て１の各号に掲げる事項について、毎学年１回（（３）、（４）②及び（６）①、②

にあっては毎学年３回）、定期に検査を行い、その実施記録を保管すること。

第４ 衛生管理体制に係る衛生管理基準

１ 衛生管理体制に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりとする。

 

（１）衛生管理体制

一 学校給食調理場においては、栄養教諭等を衛生管理責任者として定めること。ただし、栄養教諭等が現

にいない場合は、調理師資格を有する学校給食調理員等を衛生管理責任者として定めること。

二 衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食調理員の衛生の日常管理等に当たる

こと。また、調理過程における下処理、調理、配送等の作業工程を分析し、各工程において清潔かつ迅速

に加熱及び冷却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録すること。

三 校長又は共同調理場の長（以下「校長等」という。）は、学校給食の衛生管理について注意を払い、学

校給食関係者に対し、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮すること。

四 校長等は、学校保健委員会等を活用するなどにより、栄養教諭等、保健主事、養護教諭等の教職員、学

校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹底す

るための体制を整備し、その適切な運用を図ること。

五 校長等は、食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返品、献立の一部又

は全部の削除、調理済食品の回収等必要な措置を講じること。

六 校長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認められる場合、必要な応急措置を講じる

こと。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を行うこと。

七 校長等は、栄養教諭等の指導及び助言が円滑に実施されるよう、関係職員の意思疎通等に配慮すること。

八 教育委員会等は、栄養教諭等の衛生管理に関する専門性の向上を図るため、新規採用時及び経験年数に

応じた研修その他の研修の機会が確保されるよう努めること。

九 教育委員会等は、学校給食調理員を対象とした研修の機会が確保されるよう努めること。また、非常勤

職員等も含め可能な限り全員が等しく研修を受講できるよう配慮すること。

十 教育委員会等は、設置する学校について、計画を立て、登録検査機関（食品衛生法（昭和二十二年法律

第二百三十三号）第四条第九項に規定する「登録検査機関」をいう。）等に委託するなどにより、定期的

に原材料及び加工食品について、微生物検査、理化学検査を行うこと。

十一 調理に直接関係のない者を調理室に入れないこと。調理及び点検に従事しない者が、やむを得ず、調

理室内に立ち入る場合には、食品及び器具等には触らせず、（３）三に規定する学校給食従事者の健康状

態等を点検し、その状態を記録すること。また、専用の清潔な調理衣、マスク、帽子及び履物を着用させ

ること。さらに、調理作業後の調理室等は施錠するなど適切な管理を行うこと。

（２）学校給食従事者の衛生管理

一 学校給食従事者は、身体、衣服を清潔に保つこと。

二 調理及び配食に当たっては、せき、くしゃみ、髪の毛等が食器、食品等につかないよう専用で清潔な調

理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用すること。

三 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したまま便所に入らないこと。

四 作業開始前、用便後、汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する前、食品に直接触れる作業の開始直

前及び生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等に触れ、他の食品及び器具等に触れる前に、手指の洗

浄及び消毒を行うこと。

（３）学校給食従事者の健康管理

一 学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回健康診断を行うこと。ま

た、当該健康診断を含め年３回定期に健康状態を把握することが望ましい。

二 検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他必要な細菌等について、毎

月２回以上実施すること。

三 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、

個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成十年法律百十四号。以下「感染症予防法」という。）に規定する感染症又はその疑いがある

かどうか毎日点検し、これらを記録すること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法

に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指

示を励行させること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止すること。

四 ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感度の検便検査に

おいてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせ

るなど適切な処置をとること。また、ノロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食す

る、又は、ノロウイルスによる発症者が家族にいるなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事

210

00116389_hb.indd   21000116389_hb.indd   210 2026/03/05   13:372026/03/05   13:37



 

一 廃棄物は、分別し、衛生的に処理すること。

二 廃棄物は、汚臭、汚液がもれないように管理すること。また、廃棄物のための容器は、作業終了後

速やかに清掃し、衛生上支障がないように保持すること。

三 返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込まないこと。

四 廃棄物は、作業区域内に放置しないこと。

五 廃棄物の保管場所は、廃棄物の搬出後清掃するなど、環境に悪影響を及ぼさないよう管理すること。

（５）配送及び配食

① 配送

一 共同調理場においては、容器、運搬車の設備の整備に努め、運搬途中の塵埃等による調理済食品等

の汚染を防止すること。また、調理済食品等が給食されるまでの温度の管理及び時間の短縮に努める

こと。

② 配食等

一 配膳室の衛生管理に努めること。

二 食品を運搬する場合は、容器にふたをすること。

三 パンの容器、牛乳等の瓶その他の容器等の汚染に注意すること。

四 はし等を児童生徒の家庭から持参させる場合は、不衛生にならないよう指導すること。

五 給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員については、毎日、下痢、発熱、腹痛等の有無その他の

健康状態及び衛生的な服装であることを確認すること。また、配食前、用便後の手洗いを励行させ、

清潔な手指で食器及び食品を扱うようにすること。

六 教職員は、児童生徒の嘔吐物のため汚れた食器具の消毒を行うなど衛生的に処理し、調理室に返却

するに当たっては、その旨を明示し、その食器具を返却すること。また、嘔吐物は、調理室には返却

しないこと。

（６）検食及び保存食等

① 検食

一 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の

摂食開始時間の３０分前までに行うこと。また、異常があった場合には、給食を中止するとともに、

共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。

二 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程において加熱

及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、一食分としてそれ

ぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及び、児童生徒の嗜好との関

連はどのように配慮されているか確認すること。

三 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録すること。

② 保存食

一 保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつビニール袋等清潔

な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存すること。また、納入された食

品の製造年月日若しくはロットが違う場合又は複数の釜で調理した場合は、それぞれ保存すること。

二 原材料は、洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で保存すること。ただし、卵については、全て割

卵し、混合したものから５０ｇ程度採取し保存すること。

三 保存食については、原材料、加工食品及び調理済食品が全て保管されているか並びに廃棄した日時

を記録すること。

四 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存すること。また、複数の業

者から搬入される食品については、各業者ごとに保存すること。

五 児童生徒の栄養指導及び盛りつけの目安とする展示食を保存食と兼用しないこと。

③ 残食及び残品

一 パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止することが望ましい。

二 パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しないこと。

２ 学校薬剤師等の協力を得て１の各号に掲げる事項について、毎学年１回（（３）、（４）②及び（６）①、②

にあっては毎学年３回）、定期に検査を行い、その実施記録を保管すること。

第４ 衛生管理体制に係る衛生管理基準

１ 衛生管理体制に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりとする。

 

（１）衛生管理体制

一 学校給食調理場においては、栄養教諭等を衛生管理責任者として定めること。ただし、栄養教諭等が現

にいない場合は、調理師資格を有する学校給食調理員等を衛生管理責任者として定めること。

二 衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食調理員の衛生の日常管理等に当たる

こと。また、調理過程における下処理、調理、配送等の作業工程を分析し、各工程において清潔かつ迅速

に加熱及び冷却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録すること。

三 校長又は共同調理場の長（以下「校長等」という。）は、学校給食の衛生管理について注意を払い、学

校給食関係者に対し、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮すること。

四 校長等は、学校保健委員会等を活用するなどにより、栄養教諭等、保健主事、養護教諭等の教職員、学

校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹底す

るための体制を整備し、その適切な運用を図ること。

五 校長等は、食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返品、献立の一部又

は全部の削除、調理済食品の回収等必要な措置を講じること。

六 校長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認められる場合、必要な応急措置を講じる

こと。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を行うこと。

七 校長等は、栄養教諭等の指導及び助言が円滑に実施されるよう、関係職員の意思疎通等に配慮すること。

八 教育委員会等は、栄養教諭等の衛生管理に関する専門性の向上を図るため、新規採用時及び経験年数に

応じた研修その他の研修の機会が確保されるよう努めること。

九 教育委員会等は、学校給食調理員を対象とした研修の機会が確保されるよう努めること。また、非常勤

職員等も含め可能な限り全員が等しく研修を受講できるよう配慮すること。

十 教育委員会等は、設置する学校について、計画を立て、登録検査機関（食品衛生法（昭和二十二年法律

第二百三十三号）第四条第九項に規定する「登録検査機関」をいう。）等に委託するなどにより、定期的

に原材料及び加工食品について、微生物検査、理化学検査を行うこと。

十一 調理に直接関係のない者を調理室に入れないこと。調理及び点検に従事しない者が、やむを得ず、調

理室内に立ち入る場合には、食品及び器具等には触らせず、（３）三に規定する学校給食従事者の健康状

態等を点検し、その状態を記録すること。また、専用の清潔な調理衣、マスク、帽子及び履物を着用させ

ること。さらに、調理作業後の調理室等は施錠するなど適切な管理を行うこと。

（２）学校給食従事者の衛生管理

一 学校給食従事者は、身体、衣服を清潔に保つこと。

二 調理及び配食に当たっては、せき、くしゃみ、髪の毛等が食器、食品等につかないよう専用で清潔な調

理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用すること。

三 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したまま便所に入らないこと。

四 作業開始前、用便後、汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する前、食品に直接触れる作業の開始直

前及び生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等に触れ、他の食品及び器具等に触れる前に、手指の洗

浄及び消毒を行うこと。

（３）学校給食従事者の健康管理

一 学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回健康診断を行うこと。ま

た、当該健康診断を含め年３回定期に健康状態を把握することが望ましい。

二 検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他必要な細菌等について、毎

月２回以上実施すること。

三 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、

個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成十年法律百十四号。以下「感染症予防法」という。）に規定する感染症又はその疑いがある

かどうか毎日点検し、これらを記録すること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法

に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指

示を励行させること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止すること。

四 ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感度の検便検査に

おいてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせ

るなど適切な処置をとること。また、ノロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食す

る、又は、ノロウイルスによる発症者が家族にいるなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事
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一 廃棄物は、分別し、衛生的に処理すること。

二 廃棄物は、汚臭、汚液がもれないように管理すること。また、廃棄物のための容器は、作業終了後

速やかに清掃し、衛生上支障がないように保持すること。

三 返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込まないこと。

四 廃棄物は、作業区域内に放置しないこと。

五 廃棄物の保管場所は、廃棄物の搬出後清掃するなど、環境に悪影響を及ぼさないよう管理すること。

（５）配送及び配食

① 配送

一 共同調理場においては、容器、運搬車の設備の整備に努め、運搬途中の塵埃等による調理済食品等

の汚染を防止すること。また、調理済食品等が給食されるまでの温度の管理及び時間の短縮に努める

こと。

② 配食等

一 配膳室の衛生管理に努めること。

二 食品を運搬する場合は、容器にふたをすること。

三 パンの容器、牛乳等の瓶その他の容器等の汚染に注意すること。

四 はし等を児童生徒の家庭から持参させる場合は、不衛生にならないよう指導すること。

五 給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員については、毎日、下痢、発熱、腹痛等の有無その他の

健康状態及び衛生的な服装であることを確認すること。また、配食前、用便後の手洗いを励行させ、

清潔な手指で食器及び食品を扱うようにすること。

六 教職員は、児童生徒の嘔吐物のため汚れた食器具の消毒を行うなど衛生的に処理し、調理室に返却

するに当たっては、その旨を明示し、その食器具を返却すること。また、嘔吐物は、調理室には返却

しないこと。

（６）検食及び保存食等

① 検食

一 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の

摂食開始時間の３０分前までに行うこと。また、異常があった場合には、給食を中止するとともに、

共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。

二 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程において加熱

及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、一食分としてそれ

ぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及び、児童生徒の嗜好との関

連はどのように配慮されているか確認すること。

三 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録すること。

② 保存食

一 保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつビニール袋等清潔

な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に－２０℃以下で２週間以上保存すること。また、納入された食

品の製造年月日若しくはロットが違う場合又は複数の釜で調理した場合は、それぞれ保存すること。

二 原材料は、洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で保存すること。ただし、卵については、全て割

卵し、混合したものから５０ｇ程度採取し保存すること。

三 保存食については、原材料、加工食品及び調理済食品が全て保管されているか並びに廃棄した日時

を記録すること。

四 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存すること。また、複数の業

者から搬入される食品については、各業者ごとに保存すること。

五 児童生徒の栄養指導及び盛りつけの目安とする展示食を保存食と兼用しないこと。

③ 残食及び残品

一 パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止することが望ましい。

二 パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しないこと。

２ 学校薬剤師等の協力を得て１の各号に掲げる事項について、毎学年１回（（３）、（４）②及び（６）①、②

にあっては毎学年３回）、定期に検査を行い、その実施記録を保管すること。

第４ 衛生管理体制に係る衛生管理基準

１ 衛生管理体制に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりとする。

 

（１）衛生管理体制

一 学校給食調理場においては、栄養教諭等を衛生管理責任者として定めること。ただし、栄養教諭等が現

にいない場合は、調理師資格を有する学校給食調理員等を衛生管理責任者として定めること。

二 衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食調理員の衛生の日常管理等に当たる

こと。また、調理過程における下処理、調理、配送等の作業工程を分析し、各工程において清潔かつ迅速

に加熱及び冷却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録すること。

三 校長又は共同調理場の長（以下「校長等」という。）は、学校給食の衛生管理について注意を払い、学

校給食関係者に対し、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮すること。

四 校長等は、学校保健委員会等を活用するなどにより、栄養教諭等、保健主事、養護教諭等の教職員、学

校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹底す

るための体制を整備し、その適切な運用を図ること。

五 校長等は、食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返品、献立の一部又

は全部の削除、調理済食品の回収等必要な措置を講じること。

六 校長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認められる場合、必要な応急措置を講じる

こと。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を行うこと。

七 校長等は、栄養教諭等の指導及び助言が円滑に実施されるよう、関係職員の意思疎通等に配慮すること。

八 教育委員会等は、栄養教諭等の衛生管理に関する専門性の向上を図るため、新規採用時及び経験年数に

応じた研修その他の研修の機会が確保されるよう努めること。

九 教育委員会等は、学校給食調理員を対象とした研修の機会が確保されるよう努めること。また、非常勤

職員等も含め可能な限り全員が等しく研修を受講できるよう配慮すること。

十 教育委員会等は、設置する学校について、計画を立て、登録検査機関（食品衛生法（昭和二十二年法律

第二百三十三号）第四条第九項に規定する「登録検査機関」をいう。）等に委託するなどにより、定期的

に原材料及び加工食品について、微生物検査、理化学検査を行うこと。

十一 調理に直接関係のない者を調理室に入れないこと。調理及び点検に従事しない者が、やむを得ず、調

理室内に立ち入る場合には、食品及び器具等には触らせず、（３）三に規定する学校給食従事者の健康状

態等を点検し、その状態を記録すること。また、専用の清潔な調理衣、マスク、帽子及び履物を着用させ

ること。さらに、調理作業後の調理室等は施錠するなど適切な管理を行うこと。

（２）学校給食従事者の衛生管理

一 学校給食従事者は、身体、衣服を清潔に保つこと。

二 調理及び配食に当たっては、せき、くしゃみ、髪の毛等が食器、食品等につかないよう専用で清潔な調

理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用すること。

三 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したまま便所に入らないこと。

四 作業開始前、用便後、汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する前、食品に直接触れる作業の開始直

前及び生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等に触れ、他の食品及び器具等に触れる前に、手指の洗

浄及び消毒を行うこと。

（３）学校給食従事者の健康管理

一 学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回健康診断を行うこと。ま

た、当該健康診断を含め年３回定期に健康状態を把握することが望ましい。

二 検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他必要な細菌等について、毎

月２回以上実施すること。

三 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、

個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成十年法律百十四号。以下「感染症予防法」という。）に規定する感染症又はその疑いがある

かどうか毎日点検し、これらを記録すること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法

に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指

示を励行させること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止すること。

四 ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感度の検便検査に

おいてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせ

るなど適切な処置をとること。また、ノロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食す

る、又は、ノロウイルスによる発症者が家族にいるなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事
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者について速やかに高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認さ

れるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じるよう努めること。

（４）食中毒の集団発生の際の措置

一 教育委員会等、学校医、保健所等に連絡するとともに、患者の措置に万全を期すこと。また、二次感染

の防止に努めること。

二 学校医及び保健所等と相談の上、医療機関を受診させるとともに、給食の停止、当該児童生徒の出席停

止及び必要に応じて臨時休業、消毒その他の事後措置の計画を立て、これに基づいて食中毒の拡大防止の

措置を講じること。

三 校長の指導のもと養護教諭等が児童生徒の症状の把握に努める等関係職員の役割を明確にし、校内組織

等に基づいて学校内外の取組体制を整備すること。

四 保護者に対しては、できるだけ速やかに患者の集団発生の状況を周知させ、協力を求めること。その際、

プライバシー等人権の侵害がないよう配慮すること。

五 食中毒の発生原因については、保健所等に協力し、速やかに明らかとなるように努め、その原因の除去、

予防に努めること。

２ １の（１）に掲げる事項については、毎学年１回、（２）及び（３）に掲げる事項については、毎学年３回

定期に検査を行い、その実施記録を保管すること。

第５ 日常及び臨時の衛生検査

１ 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次に掲げる項目について、毎日点検を行うものとする。

（１）学校給食の施設及び設備は、清潔で衛生的であること。また、調理室及び食品の保管室の温度及び湿度、

冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、これらの温度及び湿度が記録されていること。

（２）食器具、容器及び調理用器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとともに、

損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管されていること。また、フードカッター、ミキサ

ー等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後、乾燥されていること。

（３）使用水に関しては、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．１ｍｇ／Ｌ以上で

あること並びに外観、臭気、味等について水質検査が実施され、記録されていること。

（４）調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないこと。

（５）食品については、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、

消費期限、賞味期限の異常の有無等を点検するための検収が適切に行われていること。また、それらが記録

されていること。

（６）食品等は、清潔な場所に食品の分類ごとに区分され衛生的な状態で保管されていること。

（７）下処理、調理、配食は、作業区分ごとに衛生的に行われていること。

（８）生食する野菜類及び果実類等は流水で十分洗浄されていること。また、必要に応じて消毒されていること。

（９）加熱、冷却が適切に行われていること。また、加熱すべき食品は加熱されていること。さらに、その温度

と時間が記録されていること。

（ ）調理に伴う廃棄物は、分別し、衛生的に処理されていること。

（ ）給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員の健康状態は良好であり、服装は衛生的であること。

（ ）調理終了後速やかに給食されるよう配送及び配食され、その時刻が記録されていること。さらに、給食前

に責任者を定めて検食が行われていること。

（ ）保存食は、適切な方法で、２週間以上保存され、かつ記録されていること。

（ ）学校給食従事者の服装及び身体が清潔であること。また、作業開始前、用便後、汚染作業区域から非汚染

作業区域に移動する前、食品に直接触れる作業の開始直前及び生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等

に触れ、他の食品及び器具等に触れる前に、手指の洗浄及び消毒が行われていること。

（ ）学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、

個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に感染症予防法に規定する感染症又は、その疑いがある

かどうか毎日点検し、これらが記録されていること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予

防法に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その

指示が励行されていること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事が禁止されてい

ること。

２ 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次のような場合、必要があるときは臨時衛生検査を行うものとす

る。

 

① 感染症・食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。

② 風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。

③ その他必要なとき。

また、臨時衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目の実施に当たっては、定

期的に行う衛生検査に準じて行うこと。

第６ 雑則

１ 本基準に基づく記録は、１年間保存すること。

２ クックチル方式により学校給食を提供する場合には、教育委員会等の責任において、クックチル専用の施設

設備の整備、二次汚染防止のための措置、学校給食従事者の研修の実施、衛生管理体制の整備等衛生管理のた

めの必要な措置を講じたうえで実施すること。

別添

学校給食施設の区分

区 分 内 容

学

校

給

食

施

設

調

理

場

作

業

区

域

汚染作業区域

検収室―原材料の鮮度等の確認及び根菜類等の処理を行う場所

食品の保管室―食品の保管場所

下処理室―食品の選別、剥皮、洗浄等を行う場所

返却された食器・食缶等の搬入場

洗浄室（機械、食器具類の洗浄・消毒前）

非汚染作業区域

調理室

―食品の切換等を行う場所

―煮る、揚げる、焼く等の加熱調理を行う場所

―加熱調理した食品の冷却等を行う場所

―食品を食缶に配食する場所

配膳室

食品・食缶の搬出場

洗浄室（機械、食器具類の洗浄・消毒後）

その他
更衣室、休憩室、調理員専用便所、前室等

事務室等（学校給食調理員が通常、出入りしない区域）

別紙

学校給食用食品の原材料、製品等の保存場所

食 品 名 保存温度

牛乳 １０℃以下

固形油脂 １０℃以下

種実類 １５℃以下

豆腐 冷蔵

魚
介
類

鮮魚介 ５℃以下

魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ １０℃以下

冷凍魚肉ねり製品 －１５℃以下

食
肉
類

食肉 １０℃以下

冷凍食肉（細切した食肉を凍結させたもので容器包装に入れたもの） －１５℃以下

食肉製品 １０℃以下

冷凍食肉製品 －１５℃以下

卵
類

殻付卵 １０℃以下

液卵 ８℃以下

凍結卵 －１５℃以下
乳
製
品
類

バター １０℃以下

チーズ １５℃以下

クリーム １０℃以下

生鮮果実・野菜類 １０℃前後

冷凍食品 －１５℃以下
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者について速やかに高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認さ

れるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じるよう努めること。

（４）食中毒の集団発生の際の措置

一 教育委員会等、学校医、保健所等に連絡するとともに、患者の措置に万全を期すこと。また、二次感染

の防止に努めること。

二 学校医及び保健所等と相談の上、医療機関を受診させるとともに、給食の停止、当該児童生徒の出席停

止及び必要に応じて臨時休業、消毒その他の事後措置の計画を立て、これに基づいて食中毒の拡大防止の

措置を講じること。

三 校長の指導のもと養護教諭等が児童生徒の症状の把握に努める等関係職員の役割を明確にし、校内組織

等に基づいて学校内外の取組体制を整備すること。

四 保護者に対しては、できるだけ速やかに患者の集団発生の状況を周知させ、協力を求めること。その際、

プライバシー等人権の侵害がないよう配慮すること。

五 食中毒の発生原因については、保健所等に協力し、速やかに明らかとなるように努め、その原因の除去、

予防に努めること。

２ １の（１）に掲げる事項については、毎学年１回、（２）及び（３）に掲げる事項については、毎学年３回

定期に検査を行い、その実施記録を保管すること。

第５ 日常及び臨時の衛生検査

１ 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次に掲げる項目について、毎日点検を行うものとする。

（１）学校給食の施設及び設備は、清潔で衛生的であること。また、調理室及び食品の保管室の温度及び湿度、

冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、これらの温度及び湿度が記録されていること。

（２）食器具、容器及び調理用器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとともに、

損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管されていること。また、フードカッター、ミキサ

ー等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後、乾燥されていること。

（３）使用水に関しては、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．１ｍｇ／Ｌ以上で

あること並びに外観、臭気、味等について水質検査が実施され、記録されていること。

（４）調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないこと。

（５）食品については、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、

消費期限、賞味期限の異常の有無等を点検するための検収が適切に行われていること。また、それらが記録

されていること。

（６）食品等は、清潔な場所に食品の分類ごとに区分され衛生的な状態で保管されていること。

（７）下処理、調理、配食は、作業区分ごとに衛生的に行われていること。

（８）生食する野菜類及び果実類等は流水で十分洗浄されていること。また、必要に応じて消毒されていること。

（９）加熱、冷却が適切に行われていること。また、加熱すべき食品は加熱されていること。さらに、その温度

と時間が記録されていること。

（ ）調理に伴う廃棄物は、分別し、衛生的に処理されていること。

（ ）給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員の健康状態は良好であり、服装は衛生的であること。

（ ）調理終了後速やかに給食されるよう配送及び配食され、その時刻が記録されていること。さらに、給食前

に責任者を定めて検食が行われていること。

（ ）保存食は、適切な方法で、２週間以上保存され、かつ記録されていること。

（ ）学校給食従事者の服装及び身体が清潔であること。また、作業開始前、用便後、汚染作業区域から非汚染

作業区域に移動する前、食品に直接触れる作業の開始直前及び生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等

に触れ、他の食品及び器具等に触れる前に、手指の洗浄及び消毒が行われていること。

（ ）学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、

個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に感染症予防法に規定する感染症又は、その疑いがある

かどうか毎日点検し、これらが記録されていること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予

防法に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その

指示が励行されていること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事が禁止されてい

ること。

２ 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次のような場合、必要があるときは臨時衛生検査を行うものとす

る。

 

① 感染症・食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。

② 風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。

③ その他必要なとき。

また、臨時衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目の実施に当たっては、定

期的に行う衛生検査に準じて行うこと。

第６ 雑則

１ 本基準に基づく記録は、１年間保存すること。

２ クックチル方式により学校給食を提供する場合には、教育委員会等の責任において、クックチル専用の施設

設備の整備、二次汚染防止のための措置、学校給食従事者の研修の実施、衛生管理体制の整備等衛生管理のた

めの必要な措置を講じたうえで実施すること。

別添

学校給食施設の区分

区 分 内 容

学

校

給

食

施

設

調

理

場

作

業

区

域

汚染作業区域

検収室―原材料の鮮度等の確認及び根菜類等の処理を行う場所

食品の保管室―食品の保管場所

下処理室―食品の選別、剥皮、洗浄等を行う場所

返却された食器・食缶等の搬入場

洗浄室（機械、食器具類の洗浄・消毒前）

非汚染作業区域

調理室

―食品の切換等を行う場所

―煮る、揚げる、焼く等の加熱調理を行う場所

―加熱調理した食品の冷却等を行う場所

―食品を食缶に配食する場所

配膳室

食品・食缶の搬出場

洗浄室（機械、食器具類の洗浄・消毒後）

その他
更衣室、休憩室、調理員専用便所、前室等

事務室等（学校給食調理員が通常、出入りしない区域）

別紙

学校給食用食品の原材料、製品等の保存場所

食 品 名 保存温度

牛乳 １０℃以下

固形油脂 １０℃以下

種実類 １５℃以下

豆腐 冷蔵

魚
介
類

鮮魚介 ５℃以下

魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ １０℃以下

冷凍魚肉ねり製品 －１５℃以下

食
肉
類

食肉 １０℃以下

冷凍食肉（細切した食肉を凍結させたもので容器包装に入れたもの） －１５℃以下

食肉製品 １０℃以下

冷凍食肉製品 －１５℃以下

卵
類

殻付卵 １０℃以下

液卵 ８℃以下

凍結卵 －１５℃以下
乳
製
品
類

バター １０℃以下

チーズ １５℃以下

クリーム １０℃以下

生鮮果実・野菜類 １０℃前後

冷凍食品 －１５℃以下
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者について速やかに高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認さ

れるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じるよう努めること。

（４）食中毒の集団発生の際の措置

一 教育委員会等、学校医、保健所等に連絡するとともに、患者の措置に万全を期すこと。また、二次感染

の防止に努めること。

二 学校医及び保健所等と相談の上、医療機関を受診させるとともに、給食の停止、当該児童生徒の出席停

止及び必要に応じて臨時休業、消毒その他の事後措置の計画を立て、これに基づいて食中毒の拡大防止の

措置を講じること。

三 校長の指導のもと養護教諭等が児童生徒の症状の把握に努める等関係職員の役割を明確にし、校内組織

等に基づいて学校内外の取組体制を整備すること。

四 保護者に対しては、できるだけ速やかに患者の集団発生の状況を周知させ、協力を求めること。その際、

プライバシー等人権の侵害がないよう配慮すること。

五 食中毒の発生原因については、保健所等に協力し、速やかに明らかとなるように努め、その原因の除去、

予防に努めること。

２ １の（１）に掲げる事項については、毎学年１回、（２）及び（３）に掲げる事項については、毎学年３回

定期に検査を行い、その実施記録を保管すること。

第５ 日常及び臨時の衛生検査

１ 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次に掲げる項目について、毎日点検を行うものとする。

（１）学校給食の施設及び設備は、清潔で衛生的であること。また、調理室及び食品の保管室の温度及び湿度、

冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、これらの温度及び湿度が記録されていること。

（２）食器具、容器及び調理用器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとともに、

損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管されていること。また、フードカッター、ミキサ

ー等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後、乾燥されていること。

（３）使用水に関しては、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が０．１ｍｇ／Ｌ以上で

あること並びに外観、臭気、味等について水質検査が実施され、記録されていること。

（４）調理室には、調理作業に不必要な物品等を置いていないこと。

（５）食品については、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、

消費期限、賞味期限の異常の有無等を点検するための検収が適切に行われていること。また、それらが記録

されていること。

（６）食品等は、清潔な場所に食品の分類ごとに区分され衛生的な状態で保管されていること。

（７）下処理、調理、配食は、作業区分ごとに衛生的に行われていること。

（８）生食する野菜類及び果実類等は流水で十分洗浄されていること。また、必要に応じて消毒されていること。

（９）加熱、冷却が適切に行われていること。また、加熱すべき食品は加熱されていること。さらに、その温度

と時間が記録されていること。

（ ）調理に伴う廃棄物は、分別し、衛生的に処理されていること。

（ ）給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員の健康状態は良好であり、服装は衛生的であること。

（ ）調理終了後速やかに給食されるよう配送及び配食され、その時刻が記録されていること。さらに、給食前

に責任者を定めて検食が行われていること。

（ ）保存食は、適切な方法で、２週間以上保存され、かつ記録されていること。

（ ）学校給食従事者の服装及び身体が清潔であること。また、作業開始前、用便後、汚染作業区域から非汚染

作業区域に移動する前、食品に直接触れる作業の開始直前及び生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等

に触れ、他の食品及び器具等に触れる前に、手指の洗浄及び消毒が行われていること。

（ ）学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、

個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に感染症予防法に規定する感染症又は、その疑いがある

かどうか毎日点検し、これらが記録されていること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予

防法に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その

指示が励行されていること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事が禁止されてい

ること。

２ 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次のような場合、必要があるときは臨時衛生検査を行うものとす

る。

 

① 感染症・食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。

② 風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。

③ その他必要なとき。

また、臨時衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目の実施に当たっては、定

期的に行う衛生検査に準じて行うこと。

第６ 雑則

１ 本基準に基づく記録は、１年間保存すること。

２ クックチル方式により学校給食を提供する場合には、教育委員会等の責任において、クックチル専用の施設

設備の整備、二次汚染防止のための措置、学校給食従事者の研修の実施、衛生管理体制の整備等衛生管理のた

めの必要な措置を講じたうえで実施すること。

別添

学校給食施設の区分

区 分 内 容

学

校

給

食

施

設

調

理

場

作

業

区

域

汚染作業区域

検収室―原材料の鮮度等の確認及び根菜類等の処理を行う場所

食品の保管室―食品の保管場所

下処理室―食品の選別、剥皮、洗浄等を行う場所

返却された食器・食缶等の搬入場

洗浄室（機械、食器具類の洗浄・消毒前）

非汚染作業区域

調理室

―食品の切換等を行う場所

―煮る、揚げる、焼く等の加熱調理を行う場所

―加熱調理した食品の冷却等を行う場所

―食品を食缶に配食する場所

配膳室

食品・食缶の搬出場

洗浄室（機械、食器具類の洗浄・消毒後）

その他
更衣室、休憩室、調理員専用便所、前室等

事務室等（学校給食調理員が通常、出入りしない区域）

別紙

学校給食用食品の原材料、製品等の保存場所

食 品 名 保存温度

牛乳 １０℃以下

固形油脂 １０℃以下

種実類 １５℃以下

豆腐 冷蔵

魚
介
類

鮮魚介 ５℃以下

魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ １０℃以下

冷凍魚肉ねり製品 －１５℃以下

食
肉
類

食肉 １０℃以下

冷凍食肉（細切した食肉を凍結させたもので容器包装に入れたもの） －１５℃以下

食肉製品 １０℃以下

冷凍食肉製品 －１５℃以下

卵
類

殻付卵 １０℃以下

液卵 ８℃以下

凍結卵 －１５℃以下
乳
製
品
類

バター １０℃以下

チーズ １５℃以下

クリーム １０℃以下

生鮮果実・野菜類 １０℃前後

冷凍食品 －１５℃以下
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○食品衛生法＜抄＞（昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号）

第一章 総則

〔法律の目的〕

第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることによ

り、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

〔国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務〕

第二条 国、都道府県、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める市（以

下「保健所を設置する市」という。）及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知

識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関す

る検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講

じなければならない。

② 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、

相互に連携を図らなければならない。

③ 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及

び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために

必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府県等」という。）に対

し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

〔食品等事業者の責務〕

第三条 食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若し

くは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法

人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をい

う。以下同じ。）は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しく

は多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装（以下「販売食品等」という。）に

ついて、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の

習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

② 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事

業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これ

を保存するよう努めなければならない。

③ 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、

都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に

講ずるよう努めなければならない。

〔用語の定義〕

第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、こ

れを含まない。

② この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、

浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

③ この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物を

いう。

④ この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、

授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業

及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

⑤ この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合その

ままで引き渡すものをいう。

⑥ この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

⑦ この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、

運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。た

だし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

 

⑧ この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。

⑨ この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

第二章 食品及び添加物

〔販売用の食品及び添加物の取扱原則〕

第五条 販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）の用に供する食品又は添加物の

採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

〔販売等を禁止される食品及び添加物〕

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以

下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しく

は陳列してはならない。

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に

適すると認められているものは、この限りでない。

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康

を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

〔無害の確証がない食品等の販売の禁止〕

第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確

証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品

衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それら

の物を食品として販売することを禁止することができる。

② 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法に

より飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発

生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売

することを禁止することができる。

③ 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態

様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれている

ことが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品

衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。

④ 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、

当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食

品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全

部又は一部を解除するものとする。

⑤ 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全

部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

〔食品及び添加物の販売、製造、輸入等の禁止〕

第八条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯

蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添

加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品

又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働

省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認め

られる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定

の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食

品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製

造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。

一 第六条各号に掲げる食品又は添加物

二 第十条に規定する食品

三 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

四 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

五 第十一条第三項に規定する食品
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○食品衛生法＜抄＞（昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号）

第一章 総則

〔法律の目的〕

第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることによ

り、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

〔国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務〕

第二条 国、都道府県、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める市（以

下「保健所を設置する市」という。）及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知

識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関す

る検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講

じなければならない。

② 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、

相互に連携を図らなければならない。

③ 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及

び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために

必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府県等」という。）に対

し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

〔食品等事業者の責務〕

第三条 食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若し

くは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法

人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をい

う。以下同じ。）は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しく

は多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装（以下「販売食品等」という。）に

ついて、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の

習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

② 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事

業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これ

を保存するよう努めなければならない。

③ 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、

都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に

講ずるよう努めなければならない。

〔用語の定義〕

第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、こ

れを含まない。

② この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、

浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

③ この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物を

いう。

④ この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、

授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業

及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

⑤ この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合その

ままで引き渡すものをいう。

⑥ この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

⑦ この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、

運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。た

だし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

 

⑧ この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。

⑨ この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

第二章 食品及び添加物

〔販売用の食品及び添加物の取扱原則〕

第五条 販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）の用に供する食品又は添加物の

採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

〔販売等を禁止される食品及び添加物〕

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以

下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しく

は陳列してはならない。

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に

適すると認められているものは、この限りでない。

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康

を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

〔無害の確証がない食品等の販売の禁止〕

第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確

証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品

衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それら

の物を食品として販売することを禁止することができる。

② 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法に

より飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発

生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売

することを禁止することができる。

③ 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態

様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれている

ことが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品

衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。

④ 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、

当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食

品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全

部又は一部を解除するものとする。

⑤ 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全

部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

〔食品及び添加物の販売、製造、輸入等の禁止〕

第八条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯

蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添

加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品

又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働

省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認め

られる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定

の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食

品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製

造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。

一 第六条各号に掲げる食品又は添加物

二 第十条に規定する食品

三 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

四 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

五 第十一条第三項に規定する食品
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○食品衛生法＜抄＞（昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号）

第一章 総則

〔法律の目的〕

第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることによ

り、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

〔国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務〕

第二条 国、都道府県、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める市（以

下「保健所を設置する市」という。）及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知

識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関す

る検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講

じなければならない。

② 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、

相互に連携を図らなければならない。

③ 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及

び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために

必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府県等」という。）に対

し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

〔食品等事業者の責務〕

第三条 食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若し

くは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法

人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をい

う。以下同じ。）は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しく

は多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装（以下「販売食品等」という。）に

ついて、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の

習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

② 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事

業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これ

を保存するよう努めなければならない。

③ 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、

都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に

講ずるよう努めなければならない。

〔用語の定義〕

第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、こ

れを含まない。

② この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、

浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

③ この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物を

いう。

④ この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、

授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業

及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

⑤ この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合その

ままで引き渡すものをいう。

⑥ この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

⑦ この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、

運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。た

だし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

 

⑧ この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。

⑨ この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

第二章 食品及び添加物

〔販売用の食品及び添加物の取扱原則〕

第五条 販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）の用に供する食品又は添加物の

採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

〔販売等を禁止される食品及び添加物〕

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以

下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しく

は陳列してはならない。

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に

適すると認められているものは、この限りでない。

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康

を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

〔無害の確証がない食品等の販売の禁止〕

第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確

証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品

衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それら

の物を食品として販売することを禁止することができる。

② 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法に

より飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発

生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売

することを禁止することができる。

③ 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態

様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれている

ことが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品

衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。

④ 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、

当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食

品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全

部又は一部を解除するものとする。

⑤ 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全

部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

〔食品及び添加物の販売、製造、輸入等の禁止〕

第八条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯

蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添

加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品

又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働

省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認め

られる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定

の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食

品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製

造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。

一 第六条各号に掲げる食品又は添加物

二 第十条に規定する食品

三 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

四 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

五 第十一条第三項に規定する食品
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② 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ

ればならない。

③ 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に

基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因す

る食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止

の全部又は一部を解除するものとする。

④ 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除

をしたときは、官報で告示するものとする。

第六章 監視指導指針及び計画

〔都道府県等食品衛生監視指導計画〕

第二十四条 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する

計画（以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。）を定めなければならない。

② 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項

四 その他監視指導の実施のために必要な事項

③ 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品

衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。

④ 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しな

ければならない。

⑤ 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定め

るところにより、公表しなければならない。

第七章 検査

〔報告徴収、臨検検査、収去〕

第二十八条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関

係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若

しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、

又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具

若しくは容器包装を無償で収去させることができる。

② 前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯さ

せ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。

③ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

④ 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容

器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。

〔食品衛生検査施設〕

第二十九条 国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査（以下「製品検査」

という。）及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせ

るために、必要な検査施設を設けなければならない。

② 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験

に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

③ 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。

〔食品衛生監視員〕

第三十条 第二十八条第一項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生

労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。

② 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監

視指導を行わせなければならない。

③ 内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告

に係る監視指導を行わせるものとする。

 

④ 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、

器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。

⑤ 前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 登録検査機関

〔登録の申請〕

第三十一条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政

令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

〔登録の基準〕

第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」と

いう。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、

登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、

かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四

欄に掲げる数以上であること。

二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。

イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置

くこと。

三 登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなけれ

ばならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、

加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者（以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業

者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検営業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十

六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。

ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）にあつては、

業務を執行する社員）に占める受検営業者の役員又は職員（過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員で

あつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員（過去二年間に当該受検営業者の役員又

は職員であつた者を含む。）であること。

② 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三 登録検査機関が行う製品検査の種類

四 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地

〔製品検査の義務〕

第三十五条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞

なく、製品検査を行わなければならない。

② 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わな

ければならない。

〔業務規程〕

第三十七条 登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程（以下「業務規程」という。）を定め、製品検査の業

務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

② 業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めてお

かなければならない。

③ 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、そ

の業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第十章 雑則

〔食中毒の発生時等における厚生労働大臣による調査の要請等〕

第六十条 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある
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② 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ

ればならない。

③ 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に

基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因す

る食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止

の全部又は一部を解除するものとする。

④ 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除

をしたときは、官報で告示するものとする。

第六章 監視指導指針及び計画

〔都道府県等食品衛生監視指導計画〕

第二十四条 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する

計画（以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。）を定めなければならない。

② 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項

四 その他監視指導の実施のために必要な事項

③ 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品

衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。

④ 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しな

ければならない。

⑤ 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定め

るところにより、公表しなければならない。

第七章 検査

〔報告徴収、臨検検査、収去〕

第二十八条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関

係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若

しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、

又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具

若しくは容器包装を無償で収去させることができる。

② 前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯さ

せ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。

③ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

④ 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容

器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。

〔食品衛生検査施設〕

第二十九条 国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査（以下「製品検査」

という。）及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせ

るために、必要な検査施設を設けなければならない。

② 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験

に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

③ 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。

〔食品衛生監視員〕

第三十条 第二十八条第一項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生

労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。

② 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監

視指導を行わせなければならない。

③ 内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告

に係る監視指導を行わせるものとする。

 

④ 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、

器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。

⑤ 前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 登録検査機関

〔登録の申請〕

第三十一条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政

令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

〔登録の基準〕

第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」と

いう。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、

登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、

かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四

欄に掲げる数以上であること。

二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。

イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置

くこと。

三 登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなけれ

ばならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、

加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者（以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業

者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検営業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十

六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。

ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）にあつては、

業務を執行する社員）に占める受検営業者の役員又は職員（過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員で

あつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員（過去二年間に当該受検営業者の役員又

は職員であつた者を含む。）であること。

② 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三 登録検査機関が行う製品検査の種類

四 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地

〔製品検査の義務〕

第三十五条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞

なく、製品検査を行わなければならない。

② 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わな

ければならない。

〔業務規程〕

第三十七条 登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程（以下「業務規程」という。）を定め、製品検査の業

務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

② 業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めてお

かなければならない。

③ 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、そ

の業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第十章 雑則

〔食中毒の発生時等における厚生労働大臣による調査の要請等〕

第六十条 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある
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② 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ

ればならない。

③ 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に

基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因す

る食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止

の全部又は一部を解除するものとする。

④ 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除

をしたときは、官報で告示するものとする。

第六章 監視指導指針及び計画

〔都道府県等食品衛生監視指導計画〕

第二十四条 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する

計画（以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。）を定めなければならない。

② 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項

四 その他監視指導の実施のために必要な事項

③ 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品

衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。

④ 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しな

ければならない。

⑤ 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定め

るところにより、公表しなければならない。

第七章 検査

〔報告徴収、臨検検査、収去〕

第二十八条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関

係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若

しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、

又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具

若しくは容器包装を無償で収去させることができる。

② 前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯さ

せ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。

③ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

④ 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容

器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。

〔食品衛生検査施設〕

第二十九条 国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査（以下「製品検査」

という。）及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせ

るために、必要な検査施設を設けなければならない。

② 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験

に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

③ 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。

〔食品衛生監視員〕

第三十条 第二十八条第一項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生

労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。

② 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監

視指導を行わせなければならない。

③ 内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告

に係る監視指導を行わせるものとする。

 

④ 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、

器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。

⑤ 前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 登録検査機関

〔登録の申請〕

第三十一条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政

令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

〔登録の基準〕

第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」と

いう。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、

登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、

かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四

欄に掲げる数以上であること。
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場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害

の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調

査の結果を報告するように求めることができる。

〔大都市等の特例〕

第六十七条 前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定め

るものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都

市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）においては、政令の

定めるところにより、指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場合に

おいては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものと

する。

 

大量調理施設衛生管理マニュアル＜抄＞

（ 平成 年 月 日付け衛食第 号別添 ）

（最終改正：平成 年 月 日付け生食発 第 号）

趣旨

本マニュアルは、集団給食施設等における食中毒を予防するために、ＨＡＣＣＰの概念に基づき、調理過程に

おける重要管理事項として、

① 原材料受入れ及び下処理段階における管理を徹底すること。

② 加熱調理食品については、中心部まで十分加熱し、食中毒菌等（ウイルスを含む。以下同じ。）を死滅させ

ること。

③ 加熱調理後の食品及び非加熱調理食品の二次汚染防止を徹底すること。

④ 食中毒菌が付着した場合に菌の増殖を防ぐため、原材料及び調理後の食品の温度管理を徹底すること。

等を示したものである。集団給食施設等においては、衛生管理体制を確立し、これらの重要管理事項について

点検・記録を行うとともに、必要な改善措置を講じる必要がある。また、これを遵守するため、更なる衛生知

識の普及啓発に努める必要がある。なお、本マニュアルは同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食

以上を提供する調理施設に適用する。

Ⅱ 重要管理事項

１．原材料の受入れ・下処理段階における管理

（１）原材料については、品名、仕入元の名称及び所在地、生産者（製造又は加工者を含む。）の名称及び所在

地、ロットが確認可能な情報（年月日表示又はロット番号）並びに仕入れ年月日を記録し、１年間保管す

ること。

（２）原材料について納入業者が定期的に実施する微生物及び理化学検査の結果を提出させること。その結果

については、保健所に相談するなどして、原材料として不適と判断した場合には、納入業者の変更等適切

な措置を講じること。検査結果については、１年間保管すること。

（３）加熱せずに喫食する食品（牛乳、発酵乳、プリン等容器包装に入れられ、かつ、殺菌された食品を除く。

については、乾物や摂取量が少ない食品も含め、製造加工業者の衛生管理の体制について保健所の監視票、

食品等事業者の自主管理記録票（別添）等により確認するとともに、製造加工業者が従事者の健康状態の

確認等ノロウイルス対策を適切に行っているかを確認すること。

（４）原材料の納入に際しては調理従事者等が必ず立ち合い、検収場で品質、鮮度、品温（納入業者が運搬の

際、別添１に従い、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、異物の混入等につき、点検を行い、

その結果を記録すること。

（５）原材料の納入に際しては、缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なものを除き、食肉類、魚介類、野菜類

等の生鮮食品については１回で使い切る量を調理当日に仕入れるようにすること。

（６）野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、別添２に従い、流水（食品製造用水注１として用いるもの。

以下同じ。）で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌注２した後、流水で十分すすぎ洗

いを行うこと。特に高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、加熱せずに

供する場合（表皮を除去する場合を除く。）には、殺菌を行うこと。

注１：従前の｢飲用適の水｣に同じ。（｢食品、添加物等の規格基準｣（昭和 年厚生省告示第 号）の改正

により用語のみ読み替えたもの。定義については同告示の｢第１ 食品 Ｂ 食品一般の製造、加工及び

調理基準｣を参照のこと。）

注２：次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等の効果を有する亜塩素酸水（きのこ類を除く。）、亜塩素酸

ナトリウム溶液（生食用野菜に限る。）、過酢酸製剤、次亜塩素酸水並びに食品添加物として使用でき

る有機酸溶液。これらを使用する場合、食品衛生法で規定する｢食品、添加物等の規格基準｣を遵守す

ること。

２．加熱調理食品の加熱温度管理

加熱調理食品は、別添２に従い、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝

等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５～９０℃で９０秒間以上）又はこれと同等以上まで加熱

されていることを確認するとともに、温度と時間の記録を行うこと。

３．二次汚染の防止

（１）調理従事者等（食品の盛付け・配膳等、食品に接触する可能性のある者及び臨時職員を含む。以下同じ。）
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場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害
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Ⅱ 重要管理事項

１．原材料の受入れ・下処理段階における管理

（１）原材料については、品名、仕入元の名称及び所在地、生産者（製造又は加工者を含む。）の名称及び所在

地、ロットが確認可能な情報（年月日表示又はロット番号）並びに仕入れ年月日を記録し、１年間保管す

ること。

（２）原材料について納入業者が定期的に実施する微生物及び理化学検査の結果を提出させること。その結果

については、保健所に相談するなどして、原材料として不適と判断した場合には、納入業者の変更等適切

な措置を講じること。検査結果については、１年間保管すること。

（３）加熱せずに喫食する食品（牛乳、発酵乳、プリン等容器包装に入れられ、かつ、殺菌された食品を除く。

については、乾物や摂取量が少ない食品も含め、製造加工業者の衛生管理の体制について保健所の監視票、

食品等事業者の自主管理記録票（別添）等により確認するとともに、製造加工業者が従事者の健康状態の

確認等ノロウイルス対策を適切に行っているかを確認すること。

（４）原材料の納入に際しては調理従事者等が必ず立ち合い、検収場で品質、鮮度、品温（納入業者が運搬の

際、別添１に従い、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、異物の混入等につき、点検を行い、

その結果を記録すること。

（５）原材料の納入に際しては、缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なものを除き、食肉類、魚介類、野菜類

等の生鮮食品については１回で使い切る量を調理当日に仕入れるようにすること。

（６）野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、別添２に従い、流水（食品製造用水注１として用いるもの。

以下同じ。）で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌注２した後、流水で十分すすぎ洗

いを行うこと。特に高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、加熱せずに

供する場合（表皮を除去する場合を除く。）には、殺菌を行うこと。

注１：従前の｢飲用適の水｣に同じ。（｢食品、添加物等の規格基準｣（昭和 年厚生省告示第 号）の改正

により用語のみ読み替えたもの。定義については同告示の｢第１ 食品 Ｂ 食品一般の製造、加工及び

調理基準｣を参照のこと。）

注２：次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等の効果を有する亜塩素酸水（きのこ類を除く。）、亜塩素酸

ナトリウム溶液（生食用野菜に限る。）、過酢酸製剤、次亜塩素酸水並びに食品添加物として使用でき

る有機酸溶液。これらを使用する場合、食品衛生法で規定する｢食品、添加物等の規格基準｣を遵守す

ること。

２．加熱調理食品の加熱温度管理

加熱調理食品は、別添２に従い、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝

等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５～９０℃で９０秒間以上）又はこれと同等以上まで加熱

されていることを確認するとともに、温度と時間の記録を行うこと。

３．二次汚染の防止

（１）調理従事者等（食品の盛付け・配膳等、食品に接触する可能性のある者及び臨時職員を含む。以下同じ。）
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は、次に定める場合には、別添２に従い、必ず流水・石けんによる手洗いによりしっかりと 回（その他

の時には丁寧に１回）手指の洗浄及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用する場合にも、原則と

して次に定める場合に交換を行うこと。

① 作業開始前及び用便後

② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合

③ 食品に直接触れる作業にあたる直前

④ 生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等に触れた後、他の食品や器具等

に触れる場合

⑤ 配膳の前

（２）原材料は、隔壁等で他の場所から区分された専用の保管場に保管設備を設け、食肉類、魚介類、野菜類

等、食材の分類ごとに区分して保管すること。この場合、専用の衛生的なふた付き容器に入れ替えるなど

により、原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにするとともに、原材料の相互汚染を防ぐこ

と。

（３）下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにすること。

（４）包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別（下処理用にあっては、魚介類用、食肉類用、野

菜類用の別、調理用にあっては、加熱調理済み食品用、生食野菜用、生食魚介類用の別）にそれぞれ専用

のものを用意し、混同しないようにして使用すること。

（５）器具、容器等の使用後は、別添２に従い、全面を流水で洗浄し、さらに８０℃、５分間以上の加熱又は

これと同等の効果を有する方法注３で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして衛生的に

保管すること。なお、調理場内における器具、容器等の使用後の洗浄・殺菌は、原則として全ての食品が

調理場から搬出された後に行うこと。また、器具、容器等の使用中も必要に応じ、同様の方法で熱湯殺菌

を行うなど、衛生的に使用すること。この場合、洗浄水等が飛散しないように行うこと。なお、原材料用

に使用した器具、容器等をそのまま調理後の食品用に使用するようなことは、けっして行わないこと。

（６）まな板、ざる、木製の器具は汚染が残存する可能性が高いので、特に十分な殺菌注４に留意すること。

なお、木製の器具は極力使用を控えることが望ましい。

（７）フードカッター、野菜切り機等の調理機械は、最低１日１回以上、分解して洗浄・殺菌注５した後、乾燥

させること。

（８）シンクは原則として用途別に相互汚染しないように設置すること。特に、加熱調理用食材、非加熱調理

用食材、器具の洗浄等に用いるシンクを必ず別に設置すること。また、二次汚染を防止するため、洗浄・

殺菌注５し、清潔に保つこと。

（９）食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面

から６０ｃｍ以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り

扱う場合には、３０ｃｍ以上の台にのせて行うこと。

１０）加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後における調理場等での一時保管等は、他からの二

次汚染を防止するため、清潔な場所で行うこと。

１１）調理終了後の食品は衛生的な容器にふたをして保存し、他からの二次汚染を防止すること。

１２ 使用水は食品製造用水を用いること。また、使用水は、色、濁り、におい、異物のほか、貯水槽を設置

している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、 遊離残留塩素が０ １mg/ℓ 以上であること

を始業前及び調理作業終了後に毎日検査し、記録すること。

注３：塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等）やエタノール系消毒剤には、

ノロウイルスに対する不活化効果を期待できるものがある。使用する場合、濃度･方法等、製品の指

示を守って使用すること。浸漬により使用することが望ましいが、浸漬が困難な場合にあっては、

不織布等に十分浸み込ませて清拭すること。

注４：大型のまな板やざる等、十分な洗浄が困難な器具については、亜塩素酸水又は次亜塩素酸ナトリウ

ム等の塩素系消毒剤に浸漬するなどして消毒を行うこと。

注５：８０℃で５分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法（注３参照）。

４．原材料及び調理済み食品の温度管理

（１）原材料は、別添１に従い、戸棚、冷凍又は冷蔵設備に適切な温度で保存すること。また、原材料搬入時

の時刻、室温及び冷凍又は冷蔵設備内温度を記録すること。

（２）冷凍又は冷蔵設備から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行うこと。非加熱で供される食品につ

 

いては、下処理後速やかに調理に移行すること。

３）調理後直ちに提供される食品以外の食品は、食中毒菌の増殖を抑制するために、１０℃以下又は６５℃以

上で管理することが必要である。（別添３参照）

① 加熱調理後、食品を冷却する場合には、食中毒菌の発育至適温度帯（約２０℃～５０℃）の時間を可能な

限り短くするため、冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的な容器に小分けするなどして、３０分以内に中

心温度を２０℃付近（又は６０分以内に中心温度を１０℃付近）まで下げるよう工夫すること。この場合、

冷却開始時刻、冷却終了時刻を記録すること。

② 調理が終了した食品は速やかに提供できるよう工夫すること。調理終了後３０分以内に提供できるものに

ついては、調理終了時刻を記録すること。また、調理終了後提供まで３０分以上を要する場合は次のア及び

イによること。

ア 温かい状態で提供される食品については、調理終了後速やかに保温食缶等に移し保存すること。この場

合、食缶等へ移し替えた時刻を記録すること。

イ その他の食品については、調理終了後提供まで１０℃以下で保存すること。この場合、保冷設備への搬

入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録すること。

③ 配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなど、１０℃以下又は６５℃以上の適切な温

度管理を行い配送し、配送時刻の記録を行うこと。また、６５℃以上で提供される食品以外の食品について

は、保冷設備への搬入時刻及び保冷設備内温度の記録を行うこと。

④ 共同調理施設等で調理された食品を受け入れ、提供する施設においても、温かい状態で提供される食品以

外の食品であって、提供まで３０分以上を要する場合は提供まで１０℃以下で保存すること。この場合、保

冷設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録すること。

（４）調理後の食品は、調理終了後から２時間以内に喫食することが望ましい。

５．その他

（１）施設設備の構造

① 隔壁等により、汚水溜、動物飼育場、廃棄物集積場等不潔な場所から完全に区別されていること。

② 施設の出入口及び窓は極力閉めておくとともに、外部に開放される部分には網戸、エアカーテン、自動ド

ア等を設置し、ねずみや昆虫の侵入を防止すること。

③ 食品の各調理過程ごとに、汚染作業区域（検収場、原材料の保管場、下処理場）、非汚染作業区域（さら

に準清潔作業区域（調理場）と清潔作業区域（放冷・調製場、製品の保管場）に区分される。）を明確に区

別すること。なお、各区域を固定し、それぞれを壁で区画する、床面を色別する、境界にテープをはる等に

より明確に区画することが望ましい。

④ 手洗い設備、履き物の消毒設備（履き物の交換が困難な場合に限る。）は、各作業区域の入り口手前に設

置すること。なお、手洗い設備は、感知式の設備等で、コック、ハンドル等を直接手で操作しない構造のも

のが望ましい。

⑤ 器具、容器等は、作業動線を考慮し、予め適切な場所に適切な数を配置しておくこと。

⑥ 床面に水を使用する部分にあっては、適当な勾配（１００分の２程度）及び排水溝（１００分の２から４

程度の勾配を有するもの）を設けるなど排水が容易に行える構造であること。

⑦ シンク等の排水口は排水が飛散しない構造であること。

⑧ 全ての移動性の器具、容器等を衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備を設けるこ

と。

⑨ 便所等

ア 便所、休憩室及び更衣室は、隔壁により食品を取り扱う場所と必ず区分されていること。なお、調理

場等から３ｍ以上離れた場所に設けられていることが望ましい。

イ 便所には、専用の手洗い設備、専用の履き物が備えられていること。また、便所は、調理従事者等専

用のものが設けられていることが望ましい。

⑩ その他施設は、ドライシステム化を積極的に図ることが望ましい。

（２）施設設備の管理

① 施設・設備は必要に応じて補修を行い、施設の床面（排水溝を含む。）、内壁のうち床面から１ｍまでの

部分及び手指の触れる場所は１日に１回以上、施設の天井及び内壁のうち床面から１ｍ以上の部分は１月

に１回以上清掃し、必要に応じて、洗浄・消毒を行うこと。施設の清掃は全ての食品が調理場内から完全

に搬出された後に行うこと。
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は、次に定める場合には、別添２に従い、必ず流水・石けんによる手洗いによりしっかりと 回（その他

の時には丁寧に１回）手指の洗浄及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用する場合にも、原則と

して次に定める場合に交換を行うこと。

① 作業開始前及び用便後

② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合

③ 食品に直接触れる作業にあたる直前

④ 生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等に触れた後、他の食品や器具等

に触れる場合

⑤ 配膳の前

（２）原材料は、隔壁等で他の場所から区分された専用の保管場に保管設備を設け、食肉類、魚介類、野菜類

等、食材の分類ごとに区分して保管すること。この場合、専用の衛生的なふた付き容器に入れ替えるなど

により、原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにするとともに、原材料の相互汚染を防ぐこ

と。

（３）下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにすること。

（４）包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別（下処理用にあっては、魚介類用、食肉類用、野

菜類用の別、調理用にあっては、加熱調理済み食品用、生食野菜用、生食魚介類用の別）にそれぞれ専用

のものを用意し、混同しないようにして使用すること。

（５）器具、容器等の使用後は、別添２に従い、全面を流水で洗浄し、さらに８０℃、５分間以上の加熱又は

これと同等の効果を有する方法注３で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして衛生的に

保管すること。なお、調理場内における器具、容器等の使用後の洗浄・殺菌は、原則として全ての食品が

調理場から搬出された後に行うこと。また、器具、容器等の使用中も必要に応じ、同様の方法で熱湯殺菌

を行うなど、衛生的に使用すること。この場合、洗浄水等が飛散しないように行うこと。なお、原材料用

に使用した器具、容器等をそのまま調理後の食品用に使用するようなことは、けっして行わないこと。

（６）まな板、ざる、木製の器具は汚染が残存する可能性が高いので、特に十分な殺菌注４に留意すること。

なお、木製の器具は極力使用を控えることが望ましい。

（７）フードカッター、野菜切り機等の調理機械は、最低１日１回以上、分解して洗浄・殺菌注５した後、乾燥

させること。

（８）シンクは原則として用途別に相互汚染しないように設置すること。特に、加熱調理用食材、非加熱調理

用食材、器具の洗浄等に用いるシンクを必ず別に設置すること。また、二次汚染を防止するため、洗浄・

殺菌注５し、清潔に保つこと。

（９）食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面

から６０ｃｍ以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り

扱う場合には、３０ｃｍ以上の台にのせて行うこと。

１０）加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後における調理場等での一時保管等は、他からの二

次汚染を防止するため、清潔な場所で行うこと。

１１）調理終了後の食品は衛生的な容器にふたをして保存し、他からの二次汚染を防止すること。

１２ 使用水は食品製造用水を用いること。また、使用水は、色、濁り、におい、異物のほか、貯水槽を設置

している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、 遊離残留塩素が０ １mg/ℓ 以上であること

を始業前及び調理作業終了後に毎日検査し、記録すること。

注３：塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等）やエタノール系消毒剤には、

ノロウイルスに対する不活化効果を期待できるものがある。使用する場合、濃度･方法等、製品の指

示を守って使用すること。浸漬により使用することが望ましいが、浸漬が困難な場合にあっては、

不織布等に十分浸み込ませて清拭すること。

注４：大型のまな板やざる等、十分な洗浄が困難な器具については、亜塩素酸水又は次亜塩素酸ナトリウ

ム等の塩素系消毒剤に浸漬するなどして消毒を行うこと。

注５：８０℃で５分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法（注３参照）。

４．原材料及び調理済み食品の温度管理

（１）原材料は、別添１に従い、戸棚、冷凍又は冷蔵設備に適切な温度で保存すること。また、原材料搬入時

の時刻、室温及び冷凍又は冷蔵設備内温度を記録すること。

（２）冷凍又は冷蔵設備から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行うこと。非加熱で供される食品につ

 

いては、下処理後速やかに調理に移行すること。

３）調理後直ちに提供される食品以外の食品は、食中毒菌の増殖を抑制するために、１０℃以下又は６５℃以

上で管理することが必要である。（別添３参照）

① 加熱調理後、食品を冷却する場合には、食中毒菌の発育至適温度帯（約２０℃～５０℃）の時間を可能な

限り短くするため、冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的な容器に小分けするなどして、３０分以内に中

心温度を２０℃付近（又は６０分以内に中心温度を１０℃付近）まで下げるよう工夫すること。この場合、

冷却開始時刻、冷却終了時刻を記録すること。

② 調理が終了した食品は速やかに提供できるよう工夫すること。調理終了後３０分以内に提供できるものに

ついては、調理終了時刻を記録すること。また、調理終了後提供まで３０分以上を要する場合は次のア及び

イによること。

ア 温かい状態で提供される食品については、調理終了後速やかに保温食缶等に移し保存すること。この場

合、食缶等へ移し替えた時刻を記録すること。

イ その他の食品については、調理終了後提供まで１０℃以下で保存すること。この場合、保冷設備への搬

入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録すること。

③ 配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなど、１０℃以下又は６５℃以上の適切な温

度管理を行い配送し、配送時刻の記録を行うこと。また、６５℃以上で提供される食品以外の食品について

は、保冷設備への搬入時刻及び保冷設備内温度の記録を行うこと。

④ 共同調理施設等で調理された食品を受け入れ、提供する施設においても、温かい状態で提供される食品以

外の食品であって、提供まで３０分以上を要する場合は提供まで１０℃以下で保存すること。この場合、保

冷設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録すること。

（４）調理後の食品は、調理終了後から２時間以内に喫食することが望ましい。

５．その他

（１）施設設備の構造

① 隔壁等により、汚水溜、動物飼育場、廃棄物集積場等不潔な場所から完全に区別されていること。

② 施設の出入口及び窓は極力閉めておくとともに、外部に開放される部分には網戸、エアカーテン、自動ド

ア等を設置し、ねずみや昆虫の侵入を防止すること。

③ 食品の各調理過程ごとに、汚染作業区域（検収場、原材料の保管場、下処理場）、非汚染作業区域（さら

に準清潔作業区域（調理場）と清潔作業区域（放冷・調製場、製品の保管場）に区分される。）を明確に区

別すること。なお、各区域を固定し、それぞれを壁で区画する、床面を色別する、境界にテープをはる等に

より明確に区画することが望ましい。

④ 手洗い設備、履き物の消毒設備（履き物の交換が困難な場合に限る。）は、各作業区域の入り口手前に設

置すること。なお、手洗い設備は、感知式の設備等で、コック、ハンドル等を直接手で操作しない構造のも

のが望ましい。

⑤ 器具、容器等は、作業動線を考慮し、予め適切な場所に適切な数を配置しておくこと。

⑥ 床面に水を使用する部分にあっては、適当な勾配（１００分の２程度）及び排水溝（１００分の２から４

程度の勾配を有するもの）を設けるなど排水が容易に行える構造であること。

⑦ シンク等の排水口は排水が飛散しない構造であること。

⑧ 全ての移動性の器具、容器等を衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備を設けるこ

と。

⑨ 便所等

ア 便所、休憩室及び更衣室は、隔壁により食品を取り扱う場所と必ず区分されていること。なお、調理

場等から３ｍ以上離れた場所に設けられていることが望ましい。

イ 便所には、専用の手洗い設備、専用の履き物が備えられていること。また、便所は、調理従事者等専

用のものが設けられていることが望ましい。

⑩ その他施設は、ドライシステム化を積極的に図ることが望ましい。

（２）施設設備の管理

① 施設・設備は必要に応じて補修を行い、施設の床面（排水溝を含む。）、内壁のうち床面から１ｍまでの

部分及び手指の触れる場所は１日に１回以上、施設の天井及び内壁のうち床面から１ｍ以上の部分は１月

に１回以上清掃し、必要に応じて、洗浄・消毒を行うこと。施設の清掃は全ての食品が調理場内から完全

に搬出された後に行うこと。
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は、次に定める場合には、別添２に従い、必ず流水・石けんによる手洗いによりしっかりと 回（その他

の時には丁寧に１回）手指の洗浄及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用する場合にも、原則と

して次に定める場合に交換を行うこと。

① 作業開始前及び用便後

② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合

③ 食品に直接触れる作業にあたる直前

④ 生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等に触れた後、他の食品や器具等

に触れる場合

⑤ 配膳の前

（２）原材料は、隔壁等で他の場所から区分された専用の保管場に保管設備を設け、食肉類、魚介類、野菜類

等、食材の分類ごとに区分して保管すること。この場合、専用の衛生的なふた付き容器に入れ替えるなど

により、原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにするとともに、原材料の相互汚染を防ぐこ

と。

（３）下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにすること。

（４）包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別（下処理用にあっては、魚介類用、食肉類用、野

菜類用の別、調理用にあっては、加熱調理済み食品用、生食野菜用、生食魚介類用の別）にそれぞれ専用

のものを用意し、混同しないようにして使用すること。

（５）器具、容器等の使用後は、別添２に従い、全面を流水で洗浄し、さらに８０℃、５分間以上の加熱又は

これと同等の効果を有する方法注３で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして衛生的に

保管すること。なお、調理場内における器具、容器等の使用後の洗浄・殺菌は、原則として全ての食品が

調理場から搬出された後に行うこと。また、器具、容器等の使用中も必要に応じ、同様の方法で熱湯殺菌

を行うなど、衛生的に使用すること。この場合、洗浄水等が飛散しないように行うこと。なお、原材料用

に使用した器具、容器等をそのまま調理後の食品用に使用するようなことは、けっして行わないこと。

（６）まな板、ざる、木製の器具は汚染が残存する可能性が高いので、特に十分な殺菌注４に留意すること。

なお、木製の器具は極力使用を控えることが望ましい。

（７）フードカッター、野菜切り機等の調理機械は、最低１日１回以上、分解して洗浄・殺菌注５した後、乾燥

させること。

（８）シンクは原則として用途別に相互汚染しないように設置すること。特に、加熱調理用食材、非加熱調理

用食材、器具の洗浄等に用いるシンクを必ず別に設置すること。また、二次汚染を防止するため、洗浄・

殺菌注５し、清潔に保つこと。

（９）食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面

から６０ｃｍ以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り

扱う場合には、３０ｃｍ以上の台にのせて行うこと。

１０）加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後における調理場等での一時保管等は、他からの二

次汚染を防止するため、清潔な場所で行うこと。

１１）調理終了後の食品は衛生的な容器にふたをして保存し、他からの二次汚染を防止すること。

１２ 使用水は食品製造用水を用いること。また、使用水は、色、濁り、におい、異物のほか、貯水槽を設置

している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、 遊離残留塩素が０ １mg/ℓ 以上であること

を始業前及び調理作業終了後に毎日検査し、記録すること。

注３：塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等）やエタノール系消毒剤には、

ノロウイルスに対する不活化効果を期待できるものがある。使用する場合、濃度･方法等、製品の指

示を守って使用すること。浸漬により使用することが望ましいが、浸漬が困難な場合にあっては、

不織布等に十分浸み込ませて清拭すること。

注４：大型のまな板やざる等、十分な洗浄が困難な器具については、亜塩素酸水又は次亜塩素酸ナトリウ

ム等の塩素系消毒剤に浸漬するなどして消毒を行うこと。

注５：８０℃で５分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法（注３参照）。

４．原材料及び調理済み食品の温度管理

（１）原材料は、別添１に従い、戸棚、冷凍又は冷蔵設備に適切な温度で保存すること。また、原材料搬入時

の時刻、室温及び冷凍又は冷蔵設備内温度を記録すること。

（２）冷凍又は冷蔵設備から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行うこと。非加熱で供される食品につ

 

いては、下処理後速やかに調理に移行すること。

３）調理後直ちに提供される食品以外の食品は、食中毒菌の増殖を抑制するために、１０℃以下又は６５℃以

上で管理することが必要である。（別添３参照）

① 加熱調理後、食品を冷却する場合には、食中毒菌の発育至適温度帯（約２０℃～５０℃）の時間を可能な

限り短くするため、冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的な容器に小分けするなどして、３０分以内に中

心温度を２０℃付近（又は６０分以内に中心温度を１０℃付近）まで下げるよう工夫すること。この場合、

冷却開始時刻、冷却終了時刻を記録すること。

② 調理が終了した食品は速やかに提供できるよう工夫すること。調理終了後３０分以内に提供できるものに

ついては、調理終了時刻を記録すること。また、調理終了後提供まで３０分以上を要する場合は次のア及び

イによること。

ア 温かい状態で提供される食品については、調理終了後速やかに保温食缶等に移し保存すること。この場

合、食缶等へ移し替えた時刻を記録すること。

イ その他の食品については、調理終了後提供まで１０℃以下で保存すること。この場合、保冷設備への搬

入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録すること。

③ 配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなど、１０℃以下又は６５℃以上の適切な温

度管理を行い配送し、配送時刻の記録を行うこと。また、６５℃以上で提供される食品以外の食品について

は、保冷設備への搬入時刻及び保冷設備内温度の記録を行うこと。

④ 共同調理施設等で調理された食品を受け入れ、提供する施設においても、温かい状態で提供される食品以

外の食品であって、提供まで３０分以上を要する場合は提供まで１０℃以下で保存すること。この場合、保

冷設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録すること。

（４）調理後の食品は、調理終了後から２時間以内に喫食することが望ましい。

５．その他

（１）施設設備の構造

① 隔壁等により、汚水溜、動物飼育場、廃棄物集積場等不潔な場所から完全に区別されていること。

② 施設の出入口及び窓は極力閉めておくとともに、外部に開放される部分には網戸、エアカーテン、自動ド

ア等を設置し、ねずみや昆虫の侵入を防止すること。

③ 食品の各調理過程ごとに、汚染作業区域（検収場、原材料の保管場、下処理場）、非汚染作業区域（さら

に準清潔作業区域（調理場）と清潔作業区域（放冷・調製場、製品の保管場）に区分される。）を明確に区

別すること。なお、各区域を固定し、それぞれを壁で区画する、床面を色別する、境界にテープをはる等に

より明確に区画することが望ましい。

④ 手洗い設備、履き物の消毒設備（履き物の交換が困難な場合に限る。）は、各作業区域の入り口手前に設

置すること。なお、手洗い設備は、感知式の設備等で、コック、ハンドル等を直接手で操作しない構造のも

のが望ましい。

⑤ 器具、容器等は、作業動線を考慮し、予め適切な場所に適切な数を配置しておくこと。

⑥ 床面に水を使用する部分にあっては、適当な勾配（１００分の２程度）及び排水溝（１００分の２から４

程度の勾配を有するもの）を設けるなど排水が容易に行える構造であること。

⑦ シンク等の排水口は排水が飛散しない構造であること。

⑧ 全ての移動性の器具、容器等を衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備を設けるこ

と。

⑨ 便所等

ア 便所、休憩室及び更衣室は、隔壁により食品を取り扱う場所と必ず区分されていること。なお、調理

場等から３ｍ以上離れた場所に設けられていることが望ましい。

イ 便所には、専用の手洗い設備、専用の履き物が備えられていること。また、便所は、調理従事者等専

用のものが設けられていることが望ましい。

⑩ その他施設は、ドライシステム化を積極的に図ることが望ましい。

（２）施設設備の管理

① 施設・設備は必要に応じて補修を行い、施設の床面（排水溝を含む。）、内壁のうち床面から１ｍまでの

部分及び手指の触れる場所は１日に１回以上、施設の天井及び内壁のうち床面から１ｍ以上の部分は１月

に１回以上清掃し、必要に応じて、洗浄・消毒を行うこと。施設の清掃は全ての食品が調理場内から完全

に搬出された後に行うこと。
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② 施設におけるねずみ、昆虫等の発生状況を１月に１回以上巡回点検するとともに、ねずみ、昆虫の駆除

を半年に１回以上（発生を確認した時にはその都度）実施し、その実施記録を１年間保管すること。また、

施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な状態に保ち、ねずみや昆虫の繁殖場

所の排除に努めること。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取扱い

に十分注意すること。

③ 施設は、衛生的な管理に努め、みだりに部外者を立ち入らせたり、調理作業に不必要な物品等を置いた

りしないこと。

④ 原材料を配送用包装のまま非汚染作業区域に持ち込まないこと。

⑤ 施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理場は湿度８０％以下、温度は２５℃以下に保つ

ことが望ましい。

⑥ 手洗い設備には、手洗いに適当な石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、殺菌液等を定期的に補充し、常

に使用できる状態にしておくこと。

⑦ 水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、公的検査機関、厚生労働大臣の

登録検査機関等に依頼して、年２回以上水質検査を行うこと。検査の結果、飲用不適とされた場合は、直

ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じること。なお、検査結果は１年間保管すること。

⑧ 貯水槽は清潔を保持するため、専門の業者に委託して、年１回以上清掃すること。なお、清掃した証明

書は１年間保管すること。

⑨ 便所については、業務開始前、業務中及び業務終了後等定期的に清掃及び消毒剤による消毒を行って衛

生的に保つこと注６。

⑩ 施設（客席等の飲食施設、ロビー等の共用施設を含む。）において利用者等が嘔吐した場合には、消毒剤

を用いて迅速かつ適切に嘔吐物の処理を行うこと注６により、利用者及び調理従事者等へのノロウイルス

感染及び施設の汚染防止に努めること。

注６：｢ノロウイルスに関するＱ＆Ａ｣（厚生労働省）を参照のこと。

（３）検食の保存検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）

に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間以上保存すること。なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わ

ず、購入した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で保存すること。

（４）調理従事者等の衛生管理

① 調理従事者等は、便所及び風呂等における衛生的な生活環境を確保すること。また、ノロウイルスの流

行期には十分に加熱された食品を摂取する等により感染防止に努め、徹底した手洗いの励行を行うなど自

らが施設や食品の汚染の原因とならないように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つよう

に努めること。

② 調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に報告し、衛生管理者はその結果を

記録すること。

③ 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けること。検便検査注７

には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３月までの間には月に１回以上又は必要に

応じて注８ノロウイルスの検便検査に努めること。

④ ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等は、検便検査においてノロウイ

ルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置を

とることが望ましいこと。

⑤ 調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調理作業に従事

しないこと。

⑥ 下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感染性疾患の有無を

確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等は、検便検査

においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控える

など適切な処置をとることが望ましいこと。

⑦ 調理従事者等が着用する帽子、外衣は毎日専用で清潔なものに交換すること。

⑧ 下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交換等を行うこと。（履き物の交換が困難な場合

には履き物の消毒を必ず行うこと。）

⑨ 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないこと。

⑩ 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立ち入る場合には、専用の清潔な帽子、外衣及

 

び履き物を着用させ、手洗い及び手指の消毒を行わせること。

⑪ 食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等は当該施設で調理された

食品を喫食しないこと。ただし、原因究明に支障を来さないための措置が講じられている場合はこの限り

でない。（試食担当者を限定すること等）

注７：ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便１ｇ当たり１０５オーダーのノロウイ

ルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。ただし、検査結果が陰性であっても検査感度によ

りノロウイルスを保有している可能性を踏まえた衛生管理が必要である。

注８：ノロウイルスの検便検査の実施に当たっては、調理従事者の健康確認の補完手段とする場合、家族等

に感染性胃腸炎が疑われる有症者がいる場合、病原微生物検出情報においてノロウイルスの検出状況

が増加している場合などの各食品等事業者の事情に応じ判断すること。

（５）その他

① 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調理食品と同様の衛生管理を行

い、トッピングする時期は提供までの時間が極力短くなるようにすること。

② 廃棄物（調理施設内で生じた廃棄物及び返却された残渣をいう。）の管理は、次のように行うこと。

ア 廃棄物容器は、汚臭、汚液がもれないように管理するとともに、作業終了は速やかに清掃し、衛生上

支障のないように保持すること。

イ 返却された残渣は非汚染作業区域に持ち込まないこと。

ウ 廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置しないこと。

エ 廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう管理すること。

Ⅲ 衛生管理体制

１．衛生管理体制の確立

（１）調理施設の経営者又は学校長等施設の運営管理責任者（以下「責任者」という。）は、施設の衛生管理に

関する責任者（以下「衛生管理者」という。）を指名すること。なお、共同調理施設等で調理された食品を

受け入れ、提供する施設においても、衛生管理者を指名すること。

（２）責任者は、日頃から食材の納入業者についての情報の収集に努め、品質管理の確かな業者から食材を購

入すること。また、継続的に購入する場合は、配送中の保存温度の徹底を指示するほか、納入業者が定期

的に行う原材料の微生物検査等の結果の提出を求めること。

（３）責任者は、衛生管理者に別紙点検表に基づく点検作業を行わせるとともに、そのつど点検結果を報告さ

せ、適切に点検が行われたことを確認すること。点検結果については、１年間保管すること。

（４）責任者は、点検の結果、衛生管理者から改善不能な異常の発生の報告を受けた場合、食材の返品、メニ

ューの一部削除、調理済み食品の回収等必要な措置を講ずること。

（５）責任者は、点検の結果、改善に時間を要する事態が生じた場合、必要な応急処置を講じるとともに、計

画的に改善を行うこと。

（６）責任者は、衛生管理者及び調理従事者等に対して衛生管理及び食中毒防止に関する研修に参加させるな

ど必要な知識・技術の周知徹底を図ること。

（７）責任者は、調理従事者等を含め職員の健康管理及び健康状態の確認を組織的・継続的に行い、調理従事

者等の感染及び調理従事者等からの施設汚染の防止に努めること。

（８）責任者は、衛生管理者に毎日作業開始前に、各調理従事者等の健康状態を確認させ、その結果を記録さ

せること。

（９）責任者は、調理従事者等に定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けさせること。検便検査には、

腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３月の間には月に１回以上又は必要に応じてノロ

ウイルスの検便検査を受けさせるよう努めること。

（１０）責任者は、ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等を、検便検査にお

いてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせる

など適切な措置をとることが望ましいこと。

（１１）責任者は、調理従事者等が下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調

理作業に従事させないこと。

（１２）責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等について、直ちに医療機関を受診させ、感染性

疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等

は、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理
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② 施設におけるねずみ、昆虫等の発生状況を１月に１回以上巡回点検するとともに、ねずみ、昆虫の駆除

を半年に１回以上（発生を確認した時にはその都度）実施し、その実施記録を１年間保管すること。また、

施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な状態に保ち、ねずみや昆虫の繁殖場

所の排除に努めること。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取扱い

に十分注意すること。

③ 施設は、衛生的な管理に努め、みだりに部外者を立ち入らせたり、調理作業に不必要な物品等を置いた

りしないこと。

④ 原材料を配送用包装のまま非汚染作業区域に持ち込まないこと。

⑤ 施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理場は湿度８０％以下、温度は２５℃以下に保つ

ことが望ましい。

⑥ 手洗い設備には、手洗いに適当な石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、殺菌液等を定期的に補充し、常

に使用できる状態にしておくこと。

⑦ 水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、公的検査機関、厚生労働大臣の

登録検査機関等に依頼して、年２回以上水質検査を行うこと。検査の結果、飲用不適とされた場合は、直

ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じること。なお、検査結果は１年間保管すること。

⑧ 貯水槽は清潔を保持するため、専門の業者に委託して、年１回以上清掃すること。なお、清掃した証明

書は１年間保管すること。

⑨ 便所については、業務開始前、業務中及び業務終了後等定期的に清掃及び消毒剤による消毒を行って衛

生的に保つこと注６。

⑩ 施設（客席等の飲食施設、ロビー等の共用施設を含む。）において利用者等が嘔吐した場合には、消毒剤

を用いて迅速かつ適切に嘔吐物の処理を行うこと注６により、利用者及び調理従事者等へのノロウイルス

感染及び施設の汚染防止に努めること。

注６：｢ノロウイルスに関するＱ＆Ａ｣（厚生労働省）を参照のこと。

（３）検食の保存検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）

に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間以上保存すること。なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わ

ず、購入した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で保存すること。

（４）調理従事者等の衛生管理

① 調理従事者等は、便所及び風呂等における衛生的な生活環境を確保すること。また、ノロウイルスの流

行期には十分に加熱された食品を摂取する等により感染防止に努め、徹底した手洗いの励行を行うなど自

らが施設や食品の汚染の原因とならないように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つよう

に努めること。

② 調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に報告し、衛生管理者はその結果を

記録すること。

③ 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けること。検便検査注７

には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３月までの間には月に１回以上又は必要に

応じて注８ノロウイルスの検便検査に努めること。

④ ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等は、検便検査においてノロウイ

ルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置を

とることが望ましいこと。

⑤ 調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調理作業に従事

しないこと。

⑥ 下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感染性疾患の有無を

確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等は、検便検査

においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控える

など適切な処置をとることが望ましいこと。

⑦ 調理従事者等が着用する帽子、外衣は毎日専用で清潔なものに交換すること。

⑧ 下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交換等を行うこと。（履き物の交換が困難な場合

には履き物の消毒を必ず行うこと。）

⑨ 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないこと。

⑩ 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立ち入る場合には、専用の清潔な帽子、外衣及

 

び履き物を着用させ、手洗い及び手指の消毒を行わせること。

⑪ 食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等は当該施設で調理された

食品を喫食しないこと。ただし、原因究明に支障を来さないための措置が講じられている場合はこの限り

でない。（試食担当者を限定すること等）

注７：ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便１ｇ当たり１０５オーダーのノロウイ

ルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。ただし、検査結果が陰性であっても検査感度によ

りノロウイルスを保有している可能性を踏まえた衛生管理が必要である。

注８：ノロウイルスの検便検査の実施に当たっては、調理従事者の健康確認の補完手段とする場合、家族等

に感染性胃腸炎が疑われる有症者がいる場合、病原微生物検出情報においてノロウイルスの検出状況

が増加している場合などの各食品等事業者の事情に応じ判断すること。

（５）その他

① 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調理食品と同様の衛生管理を行

い、トッピングする時期は提供までの時間が極力短くなるようにすること。

② 廃棄物（調理施設内で生じた廃棄物及び返却された残渣をいう。）の管理は、次のように行うこと。

ア 廃棄物容器は、汚臭、汚液がもれないように管理するとともに、作業終了は速やかに清掃し、衛生上

支障のないように保持すること。

イ 返却された残渣は非汚染作業区域に持ち込まないこと。

ウ 廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置しないこと。

エ 廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう管理すること。

Ⅲ 衛生管理体制

１．衛生管理体制の確立

（１）調理施設の経営者又は学校長等施設の運営管理責任者（以下「責任者」という。）は、施設の衛生管理に

関する責任者（以下「衛生管理者」という。）を指名すること。なお、共同調理施設等で調理された食品を

受け入れ、提供する施設においても、衛生管理者を指名すること。

（２）責任者は、日頃から食材の納入業者についての情報の収集に努め、品質管理の確かな業者から食材を購

入すること。また、継続的に購入する場合は、配送中の保存温度の徹底を指示するほか、納入業者が定期

的に行う原材料の微生物検査等の結果の提出を求めること。

（３）責任者は、衛生管理者に別紙点検表に基づく点検作業を行わせるとともに、そのつど点検結果を報告さ

せ、適切に点検が行われたことを確認すること。点検結果については、１年間保管すること。

（４）責任者は、点検の結果、衛生管理者から改善不能な異常の発生の報告を受けた場合、食材の返品、メニ

ューの一部削除、調理済み食品の回収等必要な措置を講ずること。

（５）責任者は、点検の結果、改善に時間を要する事態が生じた場合、必要な応急処置を講じるとともに、計

画的に改善を行うこと。

（６）責任者は、衛生管理者及び調理従事者等に対して衛生管理及び食中毒防止に関する研修に参加させるな

ど必要な知識・技術の周知徹底を図ること。

（７）責任者は、調理従事者等を含め職員の健康管理及び健康状態の確認を組織的・継続的に行い、調理従事

者等の感染及び調理従事者等からの施設汚染の防止に努めること。

（８）責任者は、衛生管理者に毎日作業開始前に、各調理従事者等の健康状態を確認させ、その結果を記録さ

せること。

（９）責任者は、調理従事者等に定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けさせること。検便検査には、

腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３月の間には月に１回以上又は必要に応じてノロ

ウイルスの検便検査を受けさせるよう努めること。

（１０）責任者は、ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等を、検便検査にお

いてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせる

など適切な措置をとることが望ましいこと。

（１１）責任者は、調理従事者等が下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調

理作業に従事させないこと。

（１２）責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等について、直ちに医療機関を受診させ、感染性

疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等

は、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理
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② 施設におけるねずみ、昆虫等の発生状況を１月に１回以上巡回点検するとともに、ねずみ、昆虫の駆除

を半年に１回以上（発生を確認した時にはその都度）実施し、その実施記録を１年間保管すること。また、

施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な状態に保ち、ねずみや昆虫の繁殖場

所の排除に努めること。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取扱い

に十分注意すること。

③ 施設は、衛生的な管理に努め、みだりに部外者を立ち入らせたり、調理作業に不必要な物品等を置いた

りしないこと。

④ 原材料を配送用包装のまま非汚染作業区域に持ち込まないこと。

⑤ 施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理場は湿度８０％以下、温度は２５℃以下に保つ

ことが望ましい。

⑥ 手洗い設備には、手洗いに適当な石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、殺菌液等を定期的に補充し、常

に使用できる状態にしておくこと。

⑦ 水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、公的検査機関、厚生労働大臣の

登録検査機関等に依頼して、年２回以上水質検査を行うこと。検査の結果、飲用不適とされた場合は、直

ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じること。なお、検査結果は１年間保管すること。

⑧ 貯水槽は清潔を保持するため、専門の業者に委託して、年１回以上清掃すること。なお、清掃した証明

書は１年間保管すること。

⑨ 便所については、業務開始前、業務中及び業務終了後等定期的に清掃及び消毒剤による消毒を行って衛

生的に保つこと注６。

⑩ 施設（客席等の飲食施設、ロビー等の共用施設を含む。）において利用者等が嘔吐した場合には、消毒剤

を用いて迅速かつ適切に嘔吐物の処理を行うこと注６により、利用者及び調理従事者等へのノロウイルス

感染及び施設の汚染防止に努めること。

注６：｢ノロウイルスに関するＱ＆Ａ｣（厚生労働省）を参照のこと。

（３）検食の保存検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）

に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間以上保存すること。なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わ

ず、購入した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で保存すること。

（４）調理従事者等の衛生管理

① 調理従事者等は、便所及び風呂等における衛生的な生活環境を確保すること。また、ノロウイルスの流

行期には十分に加熱された食品を摂取する等により感染防止に努め、徹底した手洗いの励行を行うなど自

らが施設や食品の汚染の原因とならないように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つよう

に努めること。

② 調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に報告し、衛生管理者はその結果を

記録すること。

③ 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けること。検便検査注７

には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３月までの間には月に１回以上又は必要に

応じて注８ノロウイルスの検便検査に努めること。

④ ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等は、検便検査においてノロウイ

ルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置を

とることが望ましいこと。

⑤ 調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調理作業に従事

しないこと。

⑥ 下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感染性疾患の有無を

確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等は、検便検査

においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控える

など適切な処置をとることが望ましいこと。

⑦ 調理従事者等が着用する帽子、外衣は毎日専用で清潔なものに交換すること。

⑧ 下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交換等を行うこと。（履き物の交換が困難な場合

には履き物の消毒を必ず行うこと。）

⑨ 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないこと。

⑩ 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立ち入る場合には、専用の清潔な帽子、外衣及

 

び履き物を着用させ、手洗い及び手指の消毒を行わせること。

⑪ 食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等は当該施設で調理された

食品を喫食しないこと。ただし、原因究明に支障を来さないための措置が講じられている場合はこの限り

でない。（試食担当者を限定すること等）

注７：ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便１ｇ当たり１０５オーダーのノロウイ

ルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。ただし、検査結果が陰性であっても検査感度によ

りノロウイルスを保有している可能性を踏まえた衛生管理が必要である。

注８：ノロウイルスの検便検査の実施に当たっては、調理従事者の健康確認の補完手段とする場合、家族等

に感染性胃腸炎が疑われる有症者がいる場合、病原微生物検出情報においてノロウイルスの検出状況

が増加している場合などの各食品等事業者の事情に応じ判断すること。

（５）その他

① 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調理食品と同様の衛生管理を行

い、トッピングする時期は提供までの時間が極力短くなるようにすること。

② 廃棄物（調理施設内で生じた廃棄物及び返却された残渣をいう。）の管理は、次のように行うこと。

ア 廃棄物容器は、汚臭、汚液がもれないように管理するとともに、作業終了は速やかに清掃し、衛生上

支障のないように保持すること。

イ 返却された残渣は非汚染作業区域に持ち込まないこと。

ウ 廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置しないこと。

エ 廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう管理すること。

Ⅲ 衛生管理体制

１．衛生管理体制の確立

（１）調理施設の経営者又は学校長等施設の運営管理責任者（以下「責任者」という。）は、施設の衛生管理に

関する責任者（以下「衛生管理者」という。）を指名すること。なお、共同調理施設等で調理された食品を

受け入れ、提供する施設においても、衛生管理者を指名すること。

（２）責任者は、日頃から食材の納入業者についての情報の収集に努め、品質管理の確かな業者から食材を購

入すること。また、継続的に購入する場合は、配送中の保存温度の徹底を指示するほか、納入業者が定期

的に行う原材料の微生物検査等の結果の提出を求めること。

（３）責任者は、衛生管理者に別紙点検表に基づく点検作業を行わせるとともに、そのつど点検結果を報告さ

せ、適切に点検が行われたことを確認すること。点検結果については、１年間保管すること。

（４）責任者は、点検の結果、衛生管理者から改善不能な異常の発生の報告を受けた場合、食材の返品、メニ

ューの一部削除、調理済み食品の回収等必要な措置を講ずること。

（５）責任者は、点検の結果、改善に時間を要する事態が生じた場合、必要な応急処置を講じるとともに、計

画的に改善を行うこと。

（６）責任者は、衛生管理者及び調理従事者等に対して衛生管理及び食中毒防止に関する研修に参加させるな

ど必要な知識・技術の周知徹底を図ること。

（７）責任者は、調理従事者等を含め職員の健康管理及び健康状態の確認を組織的・継続的に行い、調理従事

者等の感染及び調理従事者等からの施設汚染の防止に努めること。

（８）責任者は、衛生管理者に毎日作業開始前に、各調理従事者等の健康状態を確認させ、その結果を記録さ

せること。

（９）責任者は、調理従事者等に定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けさせること。検便検査には、

腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３月の間には月に１回以上又は必要に応じてノロ

ウイルスの検便検査を受けさせるよう努めること。

（１０）責任者は、ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等を、検便検査にお

いてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせる

など適切な措置をとることが望ましいこと。

（１１）責任者は、調理従事者等が下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調

理作業に従事させないこと。

（１２）責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等について、直ちに医療機関を受診させ、感染性

疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者等

は、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理
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作業を控えさせるなど適切な処置をとることが望ましいこと。

（１３）責任者は、調理従事者等について、ノロウイルスにより発症した調理従事者等と一緒に感染の原因と

考えられる食事を喫食するなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事者等について速やかにノ

ロウイルスの検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、

調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じることが望ましいこと。

（１４）献立の作成に当たっては、施設の人員等の能力に余裕を持った献立作成を行うこと。

（１５）献立ごとの調理工程表の作成に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 調理従事者等の汚染作業区域から非汚染作業区域への移動を極力行わないようにすること。

イ 調理従事者等の一日ごとの作業の分業化を図ることが望ましいこと。

ウ 調理終了後速やかに喫食されるよう工夫すること。また、衛生管理者は調理工程表に基づき、調理従事

者等と作業分担等について事前に十分な打合せを行うこと。

（１６）施設の衛生管理全般について、専門的な知識を有する者から定期的な指導、助言を受けることが望ま

しい。また、従事者の健康管理については、労働安全衛生法等関係法令に基づき産業医等から定期的な指

導、助言を受けること。

（１７）高齢者や乳幼児が利用する施設等においては、平常時から施設長を責任者とする危機管理体制を整備

し、感染拡大防止のための組織対応を文書化するとともに、具体的な対応訓練を行っておくことが望まし

いこと。また、従業員あるいは利用者において下痢・嘔吐等の発生を迅速に把握するために、定常的に有

症状者数を調査・監視することが望ましいこと。

 

○ノロウイルスに関するＱ＆Ａ

 
事務連絡  

平成２６年１１月１９日  
 

都道府県 
各 保健所設置市 衛生主管（部）局 御中 

特別区 
厚生労働省 健康局結核感染症課 

医薬食品局食品安全部監視安全課 
 

「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」の改訂等について 
標記の「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」（作成：平成１６年２月４日）について、今シーズンにおけるノロウイ

ルスによる食中毒及び感染症の流行・発生を前にデータの更新等を行いましたので、予防対策の周知・指導の徹底

に資するよう送付します。 
また、食品取扱者向けのリーフレットについても更新しましたので、併せて送付します。ノロウイルスによる食

中毒の発生予防に関する周知・指導の徹底をお願いします。  
※ 「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」 

「ノロウイルスによる食中毒」リーフレット 

 
 

ノロウイルスに関するＱ＆Ａ 
 

（作成：平成１６年２月４日） 
（最終改訂：令和３年１１月１９日） 

 
ノロウイルスによる食中毒及び感染症の発生を防止するため、ノロウイルスに関する正しい知識と予防対策等に

ついて理解を深めていただきたく、厚生労働省において、次のとおりノロウイルスに関するＱ＆Ａを作成しました。 
今後、ノロウイルスに関する知見の進展等に対応して、逐次、本Ｑ＆Ａを更新していくこととしています。  

 
Ｑ１ ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？ 
Ｑ２ 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？ 
Ｑ３ ノロウイルスはどうやって感染するのですか？ 
Ｑ４ ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？  
Ｑ５ ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？  
Ｑ６ ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？  
Ｑ７ ノロウイルスの流行型は？ 
Ｑ８ どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？  
Ｑ９ ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？ 
Ｑ１０ 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？ 
Ｑ１１ 発症した場合の治療法はありますか？ 
Ｑ１２ 診断のためにどんな検査をするのですか？ 
Ｑ１３ どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？  
Ｑ１４ ノロウイルス食中毒の予防方法は？ 
Ｑ１５ 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか？  
Ｑ１６ 手洗いはどのようにすればいいのですか？ 
Ｑ１７ ノロウイルスに汚染された可能性のある調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？ 
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作業を控えさせるなど適切な処置をとることが望ましいこと。

（１３）責任者は、調理従事者等について、ノロウイルスにより発症した調理従事者等と一緒に感染の原因と

考えられる食事を喫食するなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事者等について速やかにノ

ロウイルスの検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、

調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じることが望ましいこと。

（１４）献立の作成に当たっては、施設の人員等の能力に余裕を持った献立作成を行うこと。

（１５）献立ごとの調理工程表の作成に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 調理従事者等の汚染作業区域から非汚染作業区域への移動を極力行わないようにすること。

イ 調理従事者等の一日ごとの作業の分業化を図ることが望ましいこと。

ウ 調理終了後速やかに喫食されるよう工夫すること。また、衛生管理者は調理工程表に基づき、調理従事

者等と作業分担等について事前に十分な打合せを行うこと。

（１６）施設の衛生管理全般について、専門的な知識を有する者から定期的な指導、助言を受けることが望ま

しい。また、従事者の健康管理については、労働安全衛生法等関係法令に基づき産業医等から定期的な指

導、助言を受けること。

（１７）高齢者や乳幼児が利用する施設等においては、平常時から施設長を責任者とする危機管理体制を整備

し、感染拡大防止のための組織対応を文書化するとともに、具体的な対応訓練を行っておくことが望まし

いこと。また、従業員あるいは利用者において下痢・嘔吐等の発生を迅速に把握するために、定常的に有

症状者数を調査・監視することが望ましいこと。

 

○ノロウイルスに関するＱ＆Ａ

 
事務連絡  

平成２６年１１月１９日  
 

都道府県 
各 保健所設置市 衛生主管（部）局 御中 

特別区 
厚生労働省 健康局結核感染症課 

医薬食品局食品安全部監視安全課 
 

「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」の改訂等について 
標記の「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」（作成：平成１６年２月４日）について、今シーズンにおけるノロウイ

ルスによる食中毒及び感染症の流行・発生を前にデータの更新等を行いましたので、予防対策の周知・指導の徹底

に資するよう送付します。 
また、食品取扱者向けのリーフレットについても更新しましたので、併せて送付します。ノロウイルスによる食

中毒の発生予防に関する周知・指導の徹底をお願いします。  
※ 「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」 

「ノロウイルスによる食中毒」リーフレット 

 
 

ノロウイルスに関するＱ＆Ａ 
 

（作成：平成１６年２月４日） 
（最終改訂：令和３年１１月１９日） 

 
ノロウイルスによる食中毒及び感染症の発生を防止するため、ノロウイルスに関する正しい知識と予防対策等に

ついて理解を深めていただきたく、厚生労働省において、次のとおりノロウイルスに関するＱ＆Ａを作成しました。 
今後、ノロウイルスに関する知見の進展等に対応して、逐次、本Ｑ＆Ａを更新していくこととしています。  

 
Ｑ１ ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？ 
Ｑ２ 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？ 
Ｑ３ ノロウイルスはどうやって感染するのですか？ 
Ｑ４ ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？  
Ｑ５ ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？  
Ｑ６ ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？  
Ｑ７ ノロウイルスの流行型は？ 
Ｑ８ どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？  
Ｑ９ ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？ 
Ｑ１０ 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？ 
Ｑ１１ 発症した場合の治療法はありますか？ 
Ｑ１２ 診断のためにどんな検査をするのですか？ 
Ｑ１３ どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？  
Ｑ１４ ノロウイルス食中毒の予防方法は？ 
Ｑ１５ 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか？  
Ｑ１６ 手洗いはどのようにすればいいのですか？ 
Ｑ１７ ノロウイルスに汚染された可能性のある調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？ 
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作業を控えさせるなど適切な処置をとることが望ましいこと。

（１３）責任者は、調理従事者等について、ノロウイルスにより発症した調理従事者等と一緒に感染の原因と

考えられる食事を喫食するなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事者等について速やかにノ

ロウイルスの検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、

調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じることが望ましいこと。

（１４）献立の作成に当たっては、施設の人員等の能力に余裕を持った献立作成を行うこと。

（１５）献立ごとの調理工程表の作成に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 調理従事者等の汚染作業区域から非汚染作業区域への移動を極力行わないようにすること。

イ 調理従事者等の一日ごとの作業の分業化を図ることが望ましいこと。

ウ 調理終了後速やかに喫食されるよう工夫すること。また、衛生管理者は調理工程表に基づき、調理従事

者等と作業分担等について事前に十分な打合せを行うこと。

（１６）施設の衛生管理全般について、専門的な知識を有する者から定期的な指導、助言を受けることが望ま

しい。また、従事者の健康管理については、労働安全衛生法等関係法令に基づき産業医等から定期的な指

導、助言を受けること。

（１７）高齢者や乳幼児が利用する施設等においては、平常時から施設長を責任者とする危機管理体制を整備

し、感染拡大防止のための組織対応を文書化するとともに、具体的な対応訓練を行っておくことが望まし

いこと。また、従業員あるいは利用者において下痢・嘔吐等の発生を迅速に把握するために、定常的に有

症状者数を調査・監視することが望ましいこと。

 

○ノロウイルスに関するＱ＆Ａ

 
事務連絡  

平成２６年１１月１９日  
 

都道府県 
各 保健所設置市 衛生主管（部）局 御中 

特別区 
厚生労働省 健康局結核感染症課 

医薬食品局食品安全部監視安全課 
 

「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」の改訂等について 
標記の「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」（作成：平成１６年２月４日）について、今シーズンにおけるノロウイ

ルスによる食中毒及び感染症の流行・発生を前にデータの更新等を行いましたので、予防対策の周知・指導の徹底

に資するよう送付します。 
また、食品取扱者向けのリーフレットについても更新しましたので、併せて送付します。ノロウイルスによる食

中毒の発生予防に関する周知・指導の徹底をお願いします。  
※ 「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」 

「ノロウイルスによる食中毒」リーフレット 

 
 

ノロウイルスに関するＱ＆Ａ 
 

（作成：平成１６年２月４日） 
（最終改訂：令和３年１１月１９日） 

 
ノロウイルスによる食中毒及び感染症の発生を防止するため、ノロウイルスに関する正しい知識と予防対策等に

ついて理解を深めていただきたく、厚生労働省において、次のとおりノロウイルスに関するＱ＆Ａを作成しました。 
今後、ノロウイルスに関する知見の進展等に対応して、逐次、本Ｑ＆Ａを更新していくこととしています。  

 
Ｑ１ ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？ 
Ｑ２ 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？ 
Ｑ３ ノロウイルスはどうやって感染するのですか？ 
Ｑ４ ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？  
Ｑ５ ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？  
Ｑ６ ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？  
Ｑ７ ノロウイルスの流行型は？ 
Ｑ８ どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？  
Ｑ９ ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？ 
Ｑ１０ 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？ 
Ｑ１１ 発症した場合の治療法はありますか？ 
Ｑ１２ 診断のためにどんな検査をするのですか？ 
Ｑ１３ どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？  
Ｑ１４ ノロウイルス食中毒の予防方法は？ 
Ｑ１５ 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか？  
Ｑ１６ 手洗いはどのようにすればいいのですか？ 
Ｑ１７ ノロウイルスに汚染された可能性のある調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？ 
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Ｑ１８ 食品取扱者の衛生管理で注意すべき点はどこでしょうか？ 
Ｑ１９ ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？  
Ｑ２０ 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？  
Ｑ２１ 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。  
Ｑ２２ 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？  
Ｑ２３ 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？  
Ｑ２４ 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？ 
 
 
Ｑ１ ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？ 
 

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。  
ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こ

します。健康な方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りなどでは重症化したり、吐ぶつを誤って気道に詰まら

せて死亡することがあります。 
ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、治療は輸液などの対症療法に限られます。  
従って、皆様の周りの方々と一緒に、次の予防対策を徹底しましょう。  

 
○ 患者のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるので、  

１ 食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう。 （詳しくはＱ１６をご覧下さい） 
２  下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。  

（詳しくはＱ１８をご覧下さい） 
３  胃腸炎患者に接する方は、患者のふん便や吐ぶつを適切に処理し、感染を広げないようにしましょう。   

（詳しくはＱ２０をご覧下さい） 
○ 特に、子どもやお年寄りなど抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱して食べましょ

う。また、調理器具等は使用後に洗浄、殺菌しましょう。 （詳しくはＱ１５，１７をご覧下さい） 
 
 
Ｑ２ 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？

昭和４３年（１９６８年）に米国のオハイオ州ノーウォークという町の小学校で集団発生した急性胃腸炎の患者

のふん便からウイルスが検出され、発見された土地の名前を冠してノーウォークウイルスと呼ばれました。  
昭和４７年（１９７２年）に電子顕微鏡下でその形態が明らかにされ、このウイルスがウイルスの中でも小さく、

球形をしていたことから「小型球形ウイルス」の一種と考えられました。その後、非細菌性急性胃腸炎の患者から

ノーウォークウイルスに似た小型球形ウイルスが次々と発見されたため、一時的にノーウォークウイルスあるいは

ノーウォーク様ウイルス、あるいはこれらを総称して「小型球形ウイルス」と呼称していました。  
ウイルスの遺伝子が詳しく調べられると、非細菌性急性胃腸炎をおこす「小型球形ウイルス」には２種類あり、

そのほとんどは、いままでノーウォーク様ウイルスと呼ばれていたウイルスであることが判明し、平成１４年（  
２００２年）８月、国際ウイルス学会で正式に「ノロウイルス」と命名されました。もうひとつは「サポウイルス」

と呼ぶことになりました。 
ノロウイルスは、表面をカップ状の窪みをもつ構造蛋白で覆われ、内部にプラス１本鎖ＲＮＡを遺伝子として持

っています。ノロウイルスには多くの遺伝子の型があること、また、培養した細胞及び実験動物でウイルスを増や

すことができないことから、ウイルスを分離して特定する事が困難です。特に食品中に含まれるウイルスを検出す

ることが難しく、食中毒の原因究明や感染経路の特定を難しいものとしています。  

Ｑ３ ノロウイルスはどうやって感染するのですか？

 
このウイルスの感染経路はほとんどが経口感染で、次のような感染様式があると考えられています。  

（１） 患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染した場合  

 

（２） 家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染等直接感染する

場合 
（３） 食品取扱者（食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者などが含まれ

ます。）が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合  
（４） 汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合  
（５） ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合  

特に、食中毒では（３）のように食品取扱者を介してウイルスに汚染された食品を原因とする事例が、近年増加

傾向にあります。 
また、ノロウイルスは（３）、（４）、（５）のように食品や水を介したウイルス性食中毒の原因になるばかりでな

く、（１）、（２）のようにウイルス性急性胃腸炎（感染症）の原因にもなります。この多彩な感染経路がノロウイ

ルスの制御を困難なものにしています。 
（参考）感染経路別ノロウイルス感染集団発生の推移（病原微生物検出情報（IASR）） 

 
Ｑ４ ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？

 
厚生労働省では平成９年からノロウイルスによる食中毒については、小型球形ウイルス食中毒として集計してき

ましたが、最近の学会等の動向を踏まえ、平成１５年８月２９日に食品衛生法施行規則を改正し、現在はノロウイ

ルス食中毒として統一し、集計しています。 
令和６年の食中毒発生状況によると、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数１，０３７件のうち 

２７６件（２６．６％）、患者数では総患者数１４，２２９名のうち８，６５６名（６０．８％）となっています。 
過去の発生状況は次のとおりです。 

 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 
事件数

（件）
          

患者数

（人）
          

死者数

（人）

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）ノロウイルスによる食中毒発生状況 

http://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001480009.xlsx 

Ｑ５ ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？

 
ノロウイルスによる感染症は、「感染性胃腸炎」の一つで、多くは軽症に経過する疾患（注参照）です。  
感染症法では、疾患の感染力や重症度に基づき感染症を５段階に分類し、対応することとしています。このノロ

ウイルス感染症は、５類感染症に位置づけられた「感染性胃腸炎」の一部として、全国の定点（約３，０００ カ
所の小児科の病院または診療所）から報告が求められており、その発生の状況について情報提供がされています。 

ここでは、感染症発生動向調査に基づき調査が実施されている『ノロウイルスが原因の一つである「感染性胃腸

炎」』の過去の定点からの報告数等についてご説明します。 
注：「ノロウイルスと感染性胃腸炎」について 

ノロウイルスは、冬季の「感染性胃腸炎」の原因となるウイルスですが、感染性胃腸炎は、多種多様の原因に

よるものを含む症候群であり、主な病原体は、細菌、ウイルス、寄生虫が原因の病原体となりえます。原因とな

る病原体のうち、ウイルスは、ロタウイルス、腸管アデノウイルス、そしてノロウイルスがあるため、ノロウイ

ルスの感染者は、「感染性胃腸炎」の一部として報告されています。  
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Ｑ１８ 食品取扱者の衛生管理で注意すべき点はどこでしょうか？ 
Ｑ１９ ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？  
Ｑ２０ 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？  
Ｑ２１ 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。  
Ｑ２２ 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？  
Ｑ２３ 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？  
Ｑ２４ 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？ 
 
 
Ｑ１ ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？ 
 

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。  
ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こ

します。健康な方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りなどでは重症化したり、吐ぶつを誤って気道に詰まら

せて死亡することがあります。 
ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、治療は輸液などの対症療法に限られます。  
従って、皆様の周りの方々と一緒に、次の予防対策を徹底しましょう。  

 
○ 患者のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるので、  

１ 食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう。 （詳しくはＱ１６をご覧下さい） 
２  下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。  

（詳しくはＱ１８をご覧下さい） 
３  胃腸炎患者に接する方は、患者のふん便や吐ぶつを適切に処理し、感染を広げないようにしましょう。   

（詳しくはＱ２０をご覧下さい） 
○ 特に、子どもやお年寄りなど抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱して食べましょ

う。また、調理器具等は使用後に洗浄、殺菌しましょう。 （詳しくはＱ１５，１７をご覧下さい） 
 
 
Ｑ２ 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？

昭和４３年（１９６８年）に米国のオハイオ州ノーウォークという町の小学校で集団発生した急性胃腸炎の患者

のふん便からウイルスが検出され、発見された土地の名前を冠してノーウォークウイルスと呼ばれました。  
昭和４７年（１９７２年）に電子顕微鏡下でその形態が明らかにされ、このウイルスがウイルスの中でも小さく、

球形をしていたことから「小型球形ウイルス」の一種と考えられました。その後、非細菌性急性胃腸炎の患者から

ノーウォークウイルスに似た小型球形ウイルスが次々と発見されたため、一時的にノーウォークウイルスあるいは

ノーウォーク様ウイルス、あるいはこれらを総称して「小型球形ウイルス」と呼称していました。  
ウイルスの遺伝子が詳しく調べられると、非細菌性急性胃腸炎をおこす「小型球形ウイルス」には２種類あり、

そのほとんどは、いままでノーウォーク様ウイルスと呼ばれていたウイルスであることが判明し、平成１４年（  
２００２年）８月、国際ウイルス学会で正式に「ノロウイルス」と命名されました。もうひとつは「サポウイルス」

と呼ぶことになりました。 
ノロウイルスは、表面をカップ状の窪みをもつ構造蛋白で覆われ、内部にプラス１本鎖ＲＮＡを遺伝子として持

っています。ノロウイルスには多くの遺伝子の型があること、また、培養した細胞及び実験動物でウイルスを増や

すことができないことから、ウイルスを分離して特定する事が困難です。特に食品中に含まれるウイルスを検出す

ることが難しく、食中毒の原因究明や感染経路の特定を難しいものとしています。  

Ｑ３ ノロウイルスはどうやって感染するのですか？

 
このウイルスの感染経路はほとんどが経口感染で、次のような感染様式があると考えられています。  

（１） 患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染した場合  

 

（２） 家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染等直接感染する

場合 
（３） 食品取扱者（食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者などが含まれ

ます。）が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合  
（４） 汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合  
（５） ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合  

特に、食中毒では（３）のように食品取扱者を介してウイルスに汚染された食品を原因とする事例が、近年増加

傾向にあります。 
また、ノロウイルスは（３）、（４）、（５）のように食品や水を介したウイルス性食中毒の原因になるばかりでな

く、（１）、（２）のようにウイルス性急性胃腸炎（感染症）の原因にもなります。この多彩な感染経路がノロウイ

ルスの制御を困難なものにしています。 
（参考）感染経路別ノロウイルス感染集団発生の推移（病原微生物検出情報（IASR）） 

 
Ｑ４ ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？

 
厚生労働省では平成９年からノロウイルスによる食中毒については、小型球形ウイルス食中毒として集計してき

ましたが、最近の学会等の動向を踏まえ、平成１５年８月２９日に食品衛生法施行規則を改正し、現在はノロウイ

ルス食中毒として統一し、集計しています。 
令和６年の食中毒発生状況によると、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数１，０３７件のうち 

２７６件（２６．６％）、患者数では総患者数１４，２２９名のうち８，６５６名（６０．８％）となっています。 
過去の発生状況は次のとおりです。 

 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 
事件数

（件）
          

患者数

（人）
          

死者数

（人）

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）ノロウイルスによる食中毒発生状況 

http://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001480009.xlsx 

Ｑ５ ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？

 
ノロウイルスによる感染症は、「感染性胃腸炎」の一つで、多くは軽症に経過する疾患（注参照）です。  
感染症法では、疾患の感染力や重症度に基づき感染症を５段階に分類し、対応することとしています。このノロ

ウイルス感染症は、５類感染症に位置づけられた「感染性胃腸炎」の一部として、全国の定点（約３，０００ カ
所の小児科の病院または診療所）から報告が求められており、その発生の状況について情報提供がされています。 

ここでは、感染症発生動向調査に基づき調査が実施されている『ノロウイルスが原因の一つである「感染性胃腸

炎」』の過去の定点からの報告数等についてご説明します。 
注：「ノロウイルスと感染性胃腸炎」について 

ノロウイルスは、冬季の「感染性胃腸炎」の原因となるウイルスですが、感染性胃腸炎は、多種多様の原因に

よるものを含む症候群であり、主な病原体は、細菌、ウイルス、寄生虫が原因の病原体となりえます。原因とな

る病原体のうち、ウイルスは、ロタウイルス、腸管アデノウイルス、そしてノロウイルスがあるため、ノロウイ

ルスの感染者は、「感染性胃腸炎」の一部として報告されています。  
 
 
 

226

00116389_hb.indd   22600116389_hb.indd   226 2026/03/05   13:372026/03/05   13:37

 

Ｑ１８ 食品取扱者の衛生管理で注意すべき点はどこでしょうか？ 
Ｑ１９ ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？  
Ｑ２０ 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？  
Ｑ２１ 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。  
Ｑ２２ 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？  
Ｑ２３ 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？  
Ｑ２４ 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？ 
 
 
Ｑ１ ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものですか？ 
 

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。  
ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こ

します。健康な方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りなどでは重症化したり、吐ぶつを誤って気道に詰まら

せて死亡することがあります。 
ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、治療は輸液などの対症療法に限られます。  
従って、皆様の周りの方々と一緒に、次の予防対策を徹底しましょう。  

 
○ 患者のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるので、  

１ 食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう。 （詳しくはＱ１６をご覧下さい） 
２  下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。  

（詳しくはＱ１８をご覧下さい） 
３  胃腸炎患者に接する方は、患者のふん便や吐ぶつを適切に処理し、感染を広げないようにしましょう。   

（詳しくはＱ２０をご覧下さい） 
○ 特に、子どもやお年寄りなど抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱して食べましょ

う。また、調理器具等は使用後に洗浄、殺菌しましょう。 （詳しくはＱ１５，１７をご覧下さい） 
 
 
Ｑ２ 「ノロウイルス」ってどんなウイルスですか？

昭和４３年（１９６８年）に米国のオハイオ州ノーウォークという町の小学校で集団発生した急性胃腸炎の患者

のふん便からウイルスが検出され、発見された土地の名前を冠してノーウォークウイルスと呼ばれました。  
昭和４７年（１９７２年）に電子顕微鏡下でその形態が明らかにされ、このウイルスがウイルスの中でも小さく、

球形をしていたことから「小型球形ウイルス」の一種と考えられました。その後、非細菌性急性胃腸炎の患者から

ノーウォークウイルスに似た小型球形ウイルスが次々と発見されたため、一時的にノーウォークウイルスあるいは

ノーウォーク様ウイルス、あるいはこれらを総称して「小型球形ウイルス」と呼称していました。  
ウイルスの遺伝子が詳しく調べられると、非細菌性急性胃腸炎をおこす「小型球形ウイルス」には２種類あり、

そのほとんどは、いままでノーウォーク様ウイルスと呼ばれていたウイルスであることが判明し、平成１４年（  
２００２年）８月、国際ウイルス学会で正式に「ノロウイルス」と命名されました。もうひとつは「サポウイルス」

と呼ぶことになりました。 
ノロウイルスは、表面をカップ状の窪みをもつ構造蛋白で覆われ、内部にプラス１本鎖ＲＮＡを遺伝子として持

っています。ノロウイルスには多くの遺伝子の型があること、また、培養した細胞及び実験動物でウイルスを増や

すことができないことから、ウイルスを分離して特定する事が困難です。特に食品中に含まれるウイルスを検出す

ることが難しく、食中毒の原因究明や感染経路の特定を難しいものとしています。  

Ｑ３ ノロウイルスはどうやって感染するのですか？

 
このウイルスの感染経路はほとんどが経口感染で、次のような感染様式があると考えられています。  

（１） 患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染した場合  

 

（２） 家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染等直接感染する

場合 
（３） 食品取扱者（食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者などが含まれ

ます。）が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合  
（４） 汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合  
（５） ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合  

特に、食中毒では（３）のように食品取扱者を介してウイルスに汚染された食品を原因とする事例が、近年増加

傾向にあります。 
また、ノロウイルスは（３）、（４）、（５）のように食品や水を介したウイルス性食中毒の原因になるばかりでな

く、（１）、（２）のようにウイルス性急性胃腸炎（感染症）の原因にもなります。この多彩な感染経路がノロウイ

ルスの制御を困難なものにしています。 
（参考）感染経路別ノロウイルス感染集団発生の推移（病原微生物検出情報（IASR）） 

 
Ｑ４ ノロウイルスによる食中毒は、日本でどのくらい発生していますか？

 
厚生労働省では平成９年からノロウイルスによる食中毒については、小型球形ウイルス食中毒として集計してき

ましたが、最近の学会等の動向を踏まえ、平成１５年８月２９日に食品衛生法施行規則を改正し、現在はノロウイ

ルス食中毒として統一し、集計しています。 
令和６年の食中毒発生状況によると、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数１，０３７件のうち 

２７６件（２６．６％）、患者数では総患者数１４，２２９名のうち８，６５６名（６０．８％）となっています。 
過去の発生状況は次のとおりです。 

 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 
事件数

（件）
          

患者数

（人）
          

死者数

（人）

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）ノロウイルスによる食中毒発生状況 

http://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001480009.xlsx 

Ｑ５ ノロウイルスによる感染症は、日本でどのくらい発生していますか？

 
ノロウイルスによる感染症は、「感染性胃腸炎」の一つで、多くは軽症に経過する疾患（注参照）です。  
感染症法では、疾患の感染力や重症度に基づき感染症を５段階に分類し、対応することとしています。このノロ

ウイルス感染症は、５類感染症に位置づけられた「感染性胃腸炎」の一部として、全国の定点（約３，０００ カ
所の小児科の病院または診療所）から報告が求められており、その発生の状況について情報提供がされています。 

ここでは、感染症発生動向調査に基づき調査が実施されている『ノロウイルスが原因の一つである「感染性胃腸

炎」』の過去の定点からの報告数等についてご説明します。 
注：「ノロウイルスと感染性胃腸炎」について 

ノロウイルスは、冬季の「感染性胃腸炎」の原因となるウイルスですが、感染性胃腸炎は、多種多様の原因に

よるものを含む症候群であり、主な病原体は、細菌、ウイルス、寄生虫が原因の病原体となりえます。原因とな

る病原体のうち、ウイルスは、ロタウイルス、腸管アデノウイルス、そしてノロウイルスがあるため、ノロウイ

ルスの感染者は、「感染性胃腸炎」の一部として報告されています。  
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○ 感染性胃腸炎の過去の定点からの報告数等 
 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年

定点報告数         
定点当たり報告数 
（感染症発生動向調査事業）          

死亡数(人口動態統計)          
資料：報告数は「感染症発生動向調査事業」に基づく全国約３，０００の小児科医療機関からの報告によるもので、

すべての患者数を把握するものではない。 
一方、死亡数は厚生労働省統計情報部「人口動態統計」によるもので、死亡数は定点報告数の内数でないこ

とに留意が必要。（例えば、平成２１年で、死亡数２，０８８人÷定点報告数８１４，７９３のような死亡率

の計算はできないことに注意） 
参考：人口動態統計とは出生、死亡、婚姻等に関する統計であり、死亡については、死亡診断書に基づく死因の分

類がなされている。 
 
○ 過去１０年の定点当たり報告数の週別推移（感染症発生動向調査（IDWR）） 

 
 
Ｑ６ ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？

 
ノロウイルスは世界中に広く分布しているとされ、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、

フランス、スペイン、オランダ、アイルランド、スイスなどでヒトへのノロウイルスの感染が報告されています。 

Ｑ７ ノロウイルスの流行型は？

 
ヒトに感染する主要なノロウイルスは、現在２つの遺伝子群（GI と GII）、さらに GI は９種類（GI.１～GI.９）、

GII は２２種類（GII.１～GII.２２）の遺伝子型に分類されています。また、進化学的解析から GI のノロウイルス

はウシノロウイルス、GII のノロウイルスはブタノロウイルスに同一の起源を有することが推定されています。  
この中で、急性胃腸炎あるいは食中毒患者から、検出頻度が高いのは、GI.２、GI.３、GI.４、GI.６、GII.２、

GII.３、GII.４、GII.６、GII.１４、GII.１７などです。特に、GII.４は、２００６年以降、ノロウイルスによる胃

腸炎患者の大半から検出されています。 
さらに、GII.１７が、２０１４年頃から、わが国のみならず台湾や中国に出現し、流行しています。この遺伝子

型ウイルスは、今までのウイルスと抗原性が異なり、このウイルスに対する免疫を持たない人が多いことが推定さ

れるため、今後も流行する可能性があります。

Ｑ８ どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？

 
我が国における月別の発生状況をみると、一年を通して発生はみられますが１１月くらいから発生件数は増加し

はじめ、１２～翌年１月が発生のピークになる傾向があります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○月別事件数、患者数の年次推移 （上段：事件数（件）、下段：患者数（人）） 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）ノロウイルスによる食中毒発生状況 

Ｑ９ ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？

 
潜伏期間（感染から発症までの時間）は２４～４８時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は

軽度です。通常、これら症状が１～２日続いた後、治癒し、後遺症もありません。また、感染しても発症しない場

合や軽い風邪のような症状の場合もあります。 
 
 
Ｑ１０ 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？

 
病院や社会福祉施設でノロウイルスの集団感染が発生している時期に、当該施設で死者が出たことがあります。 

しかし、もともとの疾患や体力の低下などにより介護を必要としていた方などが亡くなった場合、ノロウイルスの

感染がどの程度影響したのか見極めることは困難です。 
なお、吐いた物を誤嚥することによる誤嚥性肺炎や吐いた物を喉に詰まらせて窒息する場合など、ノロウイルス

が関係したと思われる場合であっても直接の原因とはならない場合もあります。  
 
 
Ｑ１１ 発症した場合の治療法はありますか？

 
現在、このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。このため、通常、対症療法が行われます。特に、

体力の弱い乳幼児、高齢者は、脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を充分

に行いましょう。脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になります。  
止しゃ薬（いわゆる下痢止め薬）は、病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。  
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○ 感染性胃腸炎の過去の定点からの報告数等 
 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年

定点報告数         
定点当たり報告数 
（感染症発生動向調査事業）          

死亡数(人口動態統計)          
資料：報告数は「感染症発生動向調査事業」に基づく全国約３，０００の小児科医療機関からの報告によるもので、

すべての患者数を把握するものではない。 
一方、死亡数は厚生労働省統計情報部「人口動態統計」によるもので、死亡数は定点報告数の内数でないこ

とに留意が必要。（例えば、平成２１年で、死亡数２，０８８人÷定点報告数８１４，７９３のような死亡率

の計算はできないことに注意） 
参考：人口動態統計とは出生、死亡、婚姻等に関する統計であり、死亡については、死亡診断書に基づく死因の分

類がなされている。 
 
○ 過去１０年の定点当たり報告数の週別推移（感染症発生動向調査（IDWR）） 

 
 
Ｑ６ ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？

 
ノロウイルスは世界中に広く分布しているとされ、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、

フランス、スペイン、オランダ、アイルランド、スイスなどでヒトへのノロウイルスの感染が報告されています。 

Ｑ７ ノロウイルスの流行型は？

 
ヒトに感染する主要なノロウイルスは、現在２つの遺伝子群（GI と GII）、さらに GI は９種類（GI.１～GI.９）、

GII は２２種類（GII.１～GII.２２）の遺伝子型に分類されています。また、進化学的解析から GI のノロウイルス

はウシノロウイルス、GII のノロウイルスはブタノロウイルスに同一の起源を有することが推定されています。  
この中で、急性胃腸炎あるいは食中毒患者から、検出頻度が高いのは、GI.２、GI.３、GI.４、GI.６、GII.２、

GII.３、GII.４、GII.６、GII.１４、GII.１７などです。特に、GII.４は、２００６年以降、ノロウイルスによる胃

腸炎患者の大半から検出されています。 
さらに、GII.１７が、２０１４年頃から、わが国のみならず台湾や中国に出現し、流行しています。この遺伝子

型ウイルスは、今までのウイルスと抗原性が異なり、このウイルスに対する免疫を持たない人が多いことが推定さ

れるため、今後も流行する可能性があります。

Ｑ８ どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？

 
我が国における月別の発生状況をみると、一年を通して発生はみられますが１１月くらいから発生件数は増加し

はじめ、１２～翌年１月が発生のピークになる傾向があります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○月別事件数、患者数の年次推移 （上段：事件数（件）、下段：患者数（人）） 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）ノロウイルスによる食中毒発生状況 

Ｑ９ ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？

 
潜伏期間（感染から発症までの時間）は２４～４８時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は

軽度です。通常、これら症状が１～２日続いた後、治癒し、後遺症もありません。また、感染しても発症しない場

合や軽い風邪のような症状の場合もあります。 
 
 
Ｑ１０ 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？

 
病院や社会福祉施設でノロウイルスの集団感染が発生している時期に、当該施設で死者が出たことがあります。 

しかし、もともとの疾患や体力の低下などにより介護を必要としていた方などが亡くなった場合、ノロウイルスの

感染がどの程度影響したのか見極めることは困難です。 
なお、吐いた物を誤嚥することによる誤嚥性肺炎や吐いた物を喉に詰まらせて窒息する場合など、ノロウイルス

が関係したと思われる場合であっても直接の原因とはならない場合もあります。  
 
 
Ｑ１１ 発症した場合の治療法はありますか？

 
現在、このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。このため、通常、対症療法が行われます。特に、

体力の弱い乳幼児、高齢者は、脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を充分

に行いましょう。脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になります。  
止しゃ薬（いわゆる下痢止め薬）は、病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。  
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○ 感染性胃腸炎の過去の定点からの報告数等 
 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年

定点報告数         
定点当たり報告数 
（感染症発生動向調査事業）          

死亡数(人口動態統計)          
資料：報告数は「感染症発生動向調査事業」に基づく全国約３，０００の小児科医療機関からの報告によるもので、

すべての患者数を把握するものではない。 
一方、死亡数は厚生労働省統計情報部「人口動態統計」によるもので、死亡数は定点報告数の内数でないこ

とに留意が必要。（例えば、平成２１年で、死亡数２，０８８人÷定点報告数８１４，７９３のような死亡率

の計算はできないことに注意） 
参考：人口動態統計とは出生、死亡、婚姻等に関する統計であり、死亡については、死亡診断書に基づく死因の分

類がなされている。 
 
○ 過去１０年の定点当たり報告数の週別推移（感染症発生動向調査（IDWR）） 

 
 
Ｑ６ ヒトへのノロウイルスの感染は、海外でも発生していますか？

 
ノロウイルスは世界中に広く分布しているとされ、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、

フランス、スペイン、オランダ、アイルランド、スイスなどでヒトへのノロウイルスの感染が報告されています。 

Ｑ７ ノロウイルスの流行型は？

 
ヒトに感染する主要なノロウイルスは、現在２つの遺伝子群（GI と GII）、さらに GI は９種類（GI.１～GI.９）、

GII は２２種類（GII.１～GII.２２）の遺伝子型に分類されています。また、進化学的解析から GI のノロウイルス

はウシノロウイルス、GII のノロウイルスはブタノロウイルスに同一の起源を有することが推定されています。  
この中で、急性胃腸炎あるいは食中毒患者から、検出頻度が高いのは、GI.２、GI.３、GI.４、GI.６、GII.２、

GII.３、GII.４、GII.６、GII.１４、GII.１７などです。特に、GII.４は、２００６年以降、ノロウイルスによる胃

腸炎患者の大半から検出されています。 
さらに、GII.１７が、２０１４年頃から、わが国のみならず台湾や中国に出現し、流行しています。この遺伝子

型ウイルスは、今までのウイルスと抗原性が異なり、このウイルスに対する免疫を持たない人が多いことが推定さ

れるため、今後も流行する可能性があります。

Ｑ８ どんな時期にノロウイルス食中毒は発生しやすいのですか？

 
我が国における月別の発生状況をみると、一年を通して発生はみられますが１１月くらいから発生件数は増加し

はじめ、１２～翌年１月が発生のピークになる傾向があります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○月別事件数、患者数の年次推移 （上段：事件数（件）、下段：患者数（人）） 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）ノロウイルスによる食中毒発生状況 

Ｑ９ ノロウイルスに感染するとどんな症状になるのですか？

 
潜伏期間（感染から発症までの時間）は２４～４８時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は

軽度です。通常、これら症状が１～２日続いた後、治癒し、後遺症もありません。また、感染しても発症しない場

合や軽い風邪のような症状の場合もあります。 
 
 
Ｑ１０ 国内でノロウイルスの感染による死者はいますか？

 
病院や社会福祉施設でノロウイルスの集団感染が発生している時期に、当該施設で死者が出たことがあります。 

しかし、もともとの疾患や体力の低下などにより介護を必要としていた方などが亡くなった場合、ノロウイルスの

感染がどの程度影響したのか見極めることは困難です。 
なお、吐いた物を誤嚥することによる誤嚥性肺炎や吐いた物を喉に詰まらせて窒息する場合など、ノロウイルス

が関係したと思われる場合であっても直接の原因とはならない場合もあります。  
 
 
Ｑ１１ 発症した場合の治療法はありますか？

 
現在、このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。このため、通常、対症療法が行われます。特に、

体力の弱い乳幼児、高齢者は、脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を充分

に行いましょう。脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になります。  
止しゃ薬（いわゆる下痢止め薬）は、病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。  
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Ｑ１２ 診断のためにどんな検査をするのですか？

 
通常の場合、臨床症状や周囲の感染状況等から、総合的にノロウイルスを原因と推定して診療がなされているこ

とが多いと考えられますが、このウイルスによる病気かどうかは、臨床症状からだけでは特定できません。  
「ノロウイルス抗原検査」は、ふん便中のノロウイルスを検査キットで検出するもので、３歳未満、６５歳以上

の方等を対象に健康保険が適用されています。医療機関で、医師が医学的に必要と認めた場合に行われ、診断の補

助に用いられます。なお、この検査は、結果が早く出るメリットがありますが、ノロウイルスに感染していても陽

性とならない場合もあり、ノロウイルスに感染していないことを確かめることはできません。  
より確実な検査方法は、ウイルス学的な診断です。患者のふん便や吐ぶつを用いて、電子顕微鏡法、ＲＴ-ＰＣＲ

法、リアルタイムＰＣＲ法などの遺伝子を検出する方法でウイルスの検出を行い、診断します（リアルタイムＰＣ

Ｒ法ではウイルスの定量も行うことができます）。ふん便には通常大量のウイルスが排泄されるので、比較的容易

にウイルスを検出することができます。こうした方法による検査は、通常、医療機関で行うことはできず、食中毒

や集団感染の原因究明などの目的で、行政機関や研究機関等で行われています。  
 
 
Ｑ１３ どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？

 
過去のノロウイルス食中毒の調査結果を見ると、食品から直接ウイルスを検出することは難しく、食中毒事例の

うちでも約 7 割では原因食品が特定できていません。ウイルスに感染した食品取扱者を介して食品が汚染されたこ

とが原因となっているケースが多いことが、原因食品が特定できない要因となっています。 
そのほかの原因としては、ノロウイルスに汚染された二枚貝があります。二枚貝は大量の海水を取り込み、プラ

ンクトンなどのエサを体内に残し、出水管から排水していますが、海水中のウイルスも同様のメカニズムで取り込

まれ、体内で濃縮されるためと考えられています。なお、ノロウイルスに汚染された二枚貝による食中毒は生や加

熱不足のもので発生しており、十分に加熱すれば、食べても問題ありません（加熱条件はＱ１４参照）。  
 
○ ノロウイルス食中毒の原因食品別発生件数の年次推移（件）  

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

総件数

魚介類

うち二枚貝

魚介類加工品

肉類及びその加工品

卵類及びその加工品

乳類及びその加工品

穀類及びその加工品

野菜及びその加工品

菓子類

複合調理食品

その他

うち食品特定

うち食事特定

不明

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）感染経路別ノロウイルス感染集団発生の推移（病原微生物検出情報（IASR）） 

 
 
 

 

Ｑ１４ ノロウイルス食中毒の予防方法は？

 
ノロウイルス食中毒を防ぐためには、 食品取扱者や調理器具などからの二次汚染を防止する 特に子ども

やお年寄りなどの抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。特に、ノ

ロウイルスに感染した人のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるため、大量調理施設の食品取扱者がノ

ロウイルスに感染していると、大規模な食中毒となる可能性があります。具体的な方法はＱ１５からＱ１８のとお

りです。 

Ｑ１５ 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか？

 
一般にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスの活性を失わせる（失活化といいます。）有効な手段です。ノ

ロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品の場合は、中心部が８５℃～９０℃で９０秒以上の加熱が望ま

れます。 
ノロウイルスの失活化に必要な加熱条件については、現時点においてこのウイルスを培養細胞で増やす手法が確

立していないため、正確な数値はありません。同じようなウイルス（Ａ型肝炎ウイルス）では、８５℃以上で１分

間以上の加熱を行えば、感染性は失活するとされています。ただし、加熱によるウイルスの失活化には加熱温度と

時間以外に、存在するウイルス粒子の数及びウイルスが存在する環境（乾燥状態か液体の中か、有機物が多いか少

ないか、pＨなど）によっても影響を受けます。食品中に存在するウイルスはタンパク質で保護されているため、

失活化を確実なものとするには、より厳しい加熱条件が必要とされています。  
 
（参考）二枚貝におけるノロウイルスの管理 

国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ)と世界保健機関（ＷＨＯ）が設立した、食品の国際基準を作る国際機関であるコ

ーデックス委員会が２０１２年に定めた「食品中のウイルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイ

ドライン（ＣＸＧ７９-２０１２）」において、二枚貝の加熱調理でウイルスを失活させるには中心部が８５～９０℃

で少なくとも９０秒間の加熱が必要とされています。 
 
 
Ｑ１６ 手洗いはどのようにすればいいのですか？

 
手洗いは、手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。調理を行う前（特に飲食業を行って

いる場合は食事を提供する前も）、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行っ

た後（手袋をして直接触れないようにしていても）には必ず行いましょう。常に爪を短く切って、指輪等をはずし、

石けんを十分泡立て、ブラシなどを使用して手指を洗浄します。すすぎは温水による流水で十分に行い、清潔なタ

オル又はペーパータオルで拭きます。石けん自体にはノロウイルスを直接失活化する効果はありませんが、手の脂

肪等の汚れを落とすことにより、ウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。  
なお、消毒用エタノールによる手指消毒は、石けんと流水を用いた手洗いの代用にはなりませんが、すぐに石け

んによる手洗いが出来ないような場合、あくまで一般的な感染症対策の観点から手洗いの補助としてください。  
 
 
Ｑ１７ ノロウイルスに汚染された可能性のある調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？

 
一般的な感染症対策として、消毒用エタノールや逆性石けん（塩化ベンザルコニウム）が用いられることがあり

ますが、ノロウイルスを完全に失活化する方法には、次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩素酸水、加熱による処理があ

ります。 
調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜塩素

酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として０．０５％≒５００ 以上））で浸すように拭くことでウイ

ルスを失活化できます。 
また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸と

して０．０５％≒５００ 以上））による浸漬や、熱湯（８５℃以上）で１分以上の加熱が有効です。 
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Ｑ１２ 診断のためにどんな検査をするのですか？

 
通常の場合、臨床症状や周囲の感染状況等から、総合的にノロウイルスを原因と推定して診療がなされているこ

とが多いと考えられますが、このウイルスによる病気かどうかは、臨床症状からだけでは特定できません。  
「ノロウイルス抗原検査」は、ふん便中のノロウイルスを検査キットで検出するもので、３歳未満、６５歳以上

の方等を対象に健康保険が適用されています。医療機関で、医師が医学的に必要と認めた場合に行われ、診断の補

助に用いられます。なお、この検査は、結果が早く出るメリットがありますが、ノロウイルスに感染していても陽

性とならない場合もあり、ノロウイルスに感染していないことを確かめることはできません。  
より確実な検査方法は、ウイルス学的な診断です。患者のふん便や吐ぶつを用いて、電子顕微鏡法、ＲＴ-ＰＣＲ

法、リアルタイムＰＣＲ法などの遺伝子を検出する方法でウイルスの検出を行い、診断します（リアルタイムＰＣ

Ｒ法ではウイルスの定量も行うことができます）。ふん便には通常大量のウイルスが排泄されるので、比較的容易

にウイルスを検出することができます。こうした方法による検査は、通常、医療機関で行うことはできず、食中毒

や集団感染の原因究明などの目的で、行政機関や研究機関等で行われています。  
 
 
Ｑ１３ どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？

 
過去のノロウイルス食中毒の調査結果を見ると、食品から直接ウイルスを検出することは難しく、食中毒事例の

うちでも約 7 割では原因食品が特定できていません。ウイルスに感染した食品取扱者を介して食品が汚染されたこ

とが原因となっているケースが多いことが、原因食品が特定できない要因となっています。 
そのほかの原因としては、ノロウイルスに汚染された二枚貝があります。二枚貝は大量の海水を取り込み、プラ

ンクトンなどのエサを体内に残し、出水管から排水していますが、海水中のウイルスも同様のメカニズムで取り込

まれ、体内で濃縮されるためと考えられています。なお、ノロウイルスに汚染された二枚貝による食中毒は生や加

熱不足のもので発生しており、十分に加熱すれば、食べても問題ありません（加熱条件はＱ１４参照）。  
 
○ ノロウイルス食中毒の原因食品別発生件数の年次推移（件）  

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

総件数

魚介類

うち二枚貝

魚介類加工品

肉類及びその加工品

卵類及びその加工品

乳類及びその加工品

穀類及びその加工品

野菜及びその加工品

菓子類

複合調理食品

その他

うち食品特定

うち食事特定

不明

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）感染経路別ノロウイルス感染集団発生の推移（病原微生物検出情報（IASR）） 

 
 
 

 

Ｑ１４ ノロウイルス食中毒の予防方法は？

 
ノロウイルス食中毒を防ぐためには、 食品取扱者や調理器具などからの二次汚染を防止する 特に子ども

やお年寄りなどの抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。特に、ノ

ロウイルスに感染した人のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるため、大量調理施設の食品取扱者がノ

ロウイルスに感染していると、大規模な食中毒となる可能性があります。具体的な方法はＱ１５からＱ１８のとお

りです。 

Ｑ１５ 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか？

 
一般にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスの活性を失わせる（失活化といいます。）有効な手段です。ノ

ロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品の場合は、中心部が８５℃～９０℃で９０秒以上の加熱が望ま

れます。 
ノロウイルスの失活化に必要な加熱条件については、現時点においてこのウイルスを培養細胞で増やす手法が確

立していないため、正確な数値はありません。同じようなウイルス（Ａ型肝炎ウイルス）では、８５℃以上で１分

間以上の加熱を行えば、感染性は失活するとされています。ただし、加熱によるウイルスの失活化には加熱温度と

時間以外に、存在するウイルス粒子の数及びウイルスが存在する環境（乾燥状態か液体の中か、有機物が多いか少

ないか、pＨなど）によっても影響を受けます。食品中に存在するウイルスはタンパク質で保護されているため、

失活化を確実なものとするには、より厳しい加熱条件が必要とされています。  
 
（参考）二枚貝におけるノロウイルスの管理 

国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ)と世界保健機関（ＷＨＯ）が設立した、食品の国際基準を作る国際機関であるコ

ーデックス委員会が２０１２年に定めた「食品中のウイルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイ

ドライン（ＣＸＧ７９-２０１２）」において、二枚貝の加熱調理でウイルスを失活させるには中心部が８５～９０℃

で少なくとも９０秒間の加熱が必要とされています。 
 
 
Ｑ１６ 手洗いはどのようにすればいいのですか？

 
手洗いは、手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。調理を行う前（特に飲食業を行って

いる場合は食事を提供する前も）、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行っ

た後（手袋をして直接触れないようにしていても）には必ず行いましょう。常に爪を短く切って、指輪等をはずし、

石けんを十分泡立て、ブラシなどを使用して手指を洗浄します。すすぎは温水による流水で十分に行い、清潔なタ

オル又はペーパータオルで拭きます。石けん自体にはノロウイルスを直接失活化する効果はありませんが、手の脂

肪等の汚れを落とすことにより、ウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。  
なお、消毒用エタノールによる手指消毒は、石けんと流水を用いた手洗いの代用にはなりませんが、すぐに石け

んによる手洗いが出来ないような場合、あくまで一般的な感染症対策の観点から手洗いの補助としてください。  
 
 
Ｑ１７ ノロウイルスに汚染された可能性のある調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？

 
一般的な感染症対策として、消毒用エタノールや逆性石けん（塩化ベンザルコニウム）が用いられることがあり

ますが、ノロウイルスを完全に失活化する方法には、次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩素酸水、加熱による処理があ

ります。 
調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜塩素

酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として０．０５％≒５００ 以上））で浸すように拭くことでウイ

ルスを失活化できます。 
また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸と

して０．０５％≒５００ 以上））による浸漬や、熱湯（８５℃以上）で１分以上の加熱が有効です。 
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Ｑ１２ 診断のためにどんな検査をするのですか？

 
通常の場合、臨床症状や周囲の感染状況等から、総合的にノロウイルスを原因と推定して診療がなされているこ

とが多いと考えられますが、このウイルスによる病気かどうかは、臨床症状からだけでは特定できません。  
「ノロウイルス抗原検査」は、ふん便中のノロウイルスを検査キットで検出するもので、３歳未満、６５歳以上

の方等を対象に健康保険が適用されています。医療機関で、医師が医学的に必要と認めた場合に行われ、診断の補

助に用いられます。なお、この検査は、結果が早く出るメリットがありますが、ノロウイルスに感染していても陽

性とならない場合もあり、ノロウイルスに感染していないことを確かめることはできません。  
より確実な検査方法は、ウイルス学的な診断です。患者のふん便や吐ぶつを用いて、電子顕微鏡法、ＲＴ-ＰＣＲ

法、リアルタイムＰＣＲ法などの遺伝子を検出する方法でウイルスの検出を行い、診断します（リアルタイムＰＣ

Ｒ法ではウイルスの定量も行うことができます）。ふん便には通常大量のウイルスが排泄されるので、比較的容易

にウイルスを検出することができます。こうした方法による検査は、通常、医療機関で行うことはできず、食中毒

や集団感染の原因究明などの目的で、行政機関や研究機関等で行われています。  
 
 
Ｑ１３ どのような食品がノロウイルス食中毒の原因となっているのですか？

 
過去のノロウイルス食中毒の調査結果を見ると、食品から直接ウイルスを検出することは難しく、食中毒事例の

うちでも約 7 割では原因食品が特定できていません。ウイルスに感染した食品取扱者を介して食品が汚染されたこ

とが原因となっているケースが多いことが、原因食品が特定できない要因となっています。 
そのほかの原因としては、ノロウイルスに汚染された二枚貝があります。二枚貝は大量の海水を取り込み、プラ

ンクトンなどのエサを体内に残し、出水管から排水していますが、海水中のウイルスも同様のメカニズムで取り込

まれ、体内で濃縮されるためと考えられています。なお、ノロウイルスに汚染された二枚貝による食中毒は生や加

熱不足のもので発生しており、十分に加熱すれば、食べても問題ありません（加熱条件はＱ１４参照）。  
 
○ ノロウイルス食中毒の原因食品別発生件数の年次推移（件）  

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

総件数

魚介類

うち二枚貝

魚介類加工品

肉類及びその加工品

卵類及びその加工品

乳類及びその加工品

穀類及びその加工品

野菜及びその加工品

菓子類

複合調理食品

その他

うち食品特定

うち食事特定

不明

※ 数値については令和７年５月２日更新 
（参考）感染経路別ノロウイルス感染集団発生の推移（病原微生物検出情報（IASR）） 

 
 
 

 

Ｑ１４ ノロウイルス食中毒の予防方法は？

 
ノロウイルス食中毒を防ぐためには、 食品取扱者や調理器具などからの二次汚染を防止する 特に子ども

やお年寄りなどの抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。特に、ノ

ロウイルスに感染した人のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるため、大量調理施設の食品取扱者がノ

ロウイルスに感染していると、大規模な食中毒となる可能性があります。具体的な方法はＱ１５からＱ１８のとお

りです。 

Ｑ１５ 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか？

 
一般にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスの活性を失わせる（失活化といいます。）有効な手段です。ノ

ロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品の場合は、中心部が８５℃～９０℃で９０秒以上の加熱が望ま

れます。 
ノロウイルスの失活化に必要な加熱条件については、現時点においてこのウイルスを培養細胞で増やす手法が確

立していないため、正確な数値はありません。同じようなウイルス（Ａ型肝炎ウイルス）では、８５℃以上で１分

間以上の加熱を行えば、感染性は失活するとされています。ただし、加熱によるウイルスの失活化には加熱温度と

時間以外に、存在するウイルス粒子の数及びウイルスが存在する環境（乾燥状態か液体の中か、有機物が多いか少

ないか、pＨなど）によっても影響を受けます。食品中に存在するウイルスはタンパク質で保護されているため、

失活化を確実なものとするには、より厳しい加熱条件が必要とされています。  
 
（参考）二枚貝におけるノロウイルスの管理 

国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ)と世界保健機関（ＷＨＯ）が設立した、食品の国際基準を作る国際機関であるコ

ーデックス委員会が２０１２年に定めた「食品中のウイルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイ

ドライン（ＣＸＧ７９-２０１２）」において、二枚貝の加熱調理でウイルスを失活させるには中心部が８５～９０℃

で少なくとも９０秒間の加熱が必要とされています。 
 
 
Ｑ１６ 手洗いはどのようにすればいいのですか？

 
手洗いは、手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。調理を行う前（特に飲食業を行って

いる場合は食事を提供する前も）、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行っ

た後（手袋をして直接触れないようにしていても）には必ず行いましょう。常に爪を短く切って、指輪等をはずし、

石けんを十分泡立て、ブラシなどを使用して手指を洗浄します。すすぎは温水による流水で十分に行い、清潔なタ

オル又はペーパータオルで拭きます。石けん自体にはノロウイルスを直接失活化する効果はありませんが、手の脂

肪等の汚れを落とすことにより、ウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。  
なお、消毒用エタノールによる手指消毒は、石けんと流水を用いた手洗いの代用にはなりませんが、すぐに石け

んによる手洗いが出来ないような場合、あくまで一般的な感染症対策の観点から手洗いの補助としてください。  
 
 
Ｑ１７ ノロウイルスに汚染された可能性のある調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいのですか？

 
一般的な感染症対策として、消毒用エタノールや逆性石けん（塩化ベンザルコニウム）が用いられることがあり

ますが、ノロウイルスを完全に失活化する方法には、次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩素酸水、加熱による処理があ

ります。 
調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜塩素

酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として０．０５％≒５００ 以上））で浸すように拭くことでウイ

ルスを失活化できます。 
また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸と

して０．０５％≒５００ 以上））による浸漬や、熱湯（８５℃以上）で１分以上の加熱が有効です。 
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なお、二枚貝などを取り扱うときは、専用の調理器具（まな板、包丁等）を使用するか、調理器具を使用の度に

洗浄する、消毒する等の対策により、他の食材への二次汚染を防止するよう、特に注意するよう気をつけましょう。  
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ１８ 食品取扱者の衛生管理で注意すべき点はどこでしょうか？

 
ノロウイルスによる食中毒では、患者のふん便や吐ぶつがヒトを介して食品を汚染したために発生したという事

例も多く発生しています。ノロウイルスは少ないウイルス量で感染するので、ごくわずかなふん便や吐ぶつが付着

した食品でも多くのヒトを発症させるとされています。食品への二次汚染を防止するため、食品取扱者は日頃から

自分自身の健康状態を把握し、下痢やおう吐、風邪のような症状がある場合には、調理施設等の責任者（営業者、

食品衛生責任者等）にその旨をきちんと伝えましょう。 
そして調理施設等の責任者は、下痢やおう吐等の症状がある方を、食品を直接取り扱う作業に従事させないよう

にすべきです。 
また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では１週間程度長いときには１ヶ月程度ウイルスの排

泄が続くことがあるので、症状が改善した後も、しばらくの間は直接食品を取り扱う作業をさせないようにすべき

です。 
さらに、このウイルスは感染していても症状を示さない不顕性感染も認められていることから、食品取扱者は、

その生活環境においてノロウイルスに感染しないような自覚を持つことが重要です。たとえば、家庭の中に小児や

介護を要する高齢者がおり、下痢・嘔吐等の症状を呈している場合は、その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を衛

生的に保つ工夫が求められます。また、常日頃から手洗いを徹底するとともに食品に直接触れる際には「使い捨て

の手袋」を着用するなどの注意が必要です。 
調理施設等の責任者は、外部からの汚染を防ぐために客用とは別に従事者専用のトイレを設置したり、調理従事

者間の相互汚染を防止するためにまかない食の衛生的な調理、ドアのノブ等の手指の触れる場所等の洗浄・消毒等

の対策を取ることが大切です。 
消毒液を保管しなければならない場合は、消毒液の入った容器は、誤って飲むことがないように、消毒液である

ことをはっきりと明記して保管しましょう。 
 
 
Ｑ１９ ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？

 
家庭内や集団で生活している施設においてノロウイルスが発生した場合、そのまん延を防ぐためには、ノロウイル

スに感染した人のふん便や吐ぶつからの二次感染、ヒトからヒトへの直接感染、飛沫感染を予防する必要があります。  
毎年、１１月頃から２月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行しますが、この時

期の乳幼児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ

等の取扱いには十分注意しましょう。具体的な方法はＱ２０～２３の通りです。 
 
 
Ｑ２０ 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？

 
ノロウイルスが感染・増殖する部位は小腸と考えられています。したがって、嘔吐症状が強いときには、小腸の

内容物とともにウイルスが逆流して、吐ぶつとともに排泄されます。このため、ふん便と同様に吐ぶつ中にも大量

のウイルスが存在し感染源となりうるので、その処理には十分注意する必要があります。  
１２日以上前にノロウイルスに汚染されたカーペットを通じて、感染が起きた事例も知られており、時間が経っ

ても、患者の吐ぶつ、ふん便やそれらにより汚染された床や手袋などには、感染力のあるウイルスが残っている可

能性があります。このため、これら感染源となるものは必ず処理をしましょう。  
床等に飛び散った患者の吐ぶつやふん便を処理するときには、使い捨てのガウン（エプロン）、マスクと手袋を

着用し汚物中のウイルスが飛び散らないように、ふん便、吐ぶつをペーパータオル等で静かに拭き取ります。拭き

取った後は、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩

 

素酸として０．０５％≒５００ 以上））で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。おむつ等は、速や

かに閉じてふん便等を包み込みます。 
おむつや拭き取りに使用したペーパータオル等は、ビニール袋に密閉して廃棄します。（この際、ビニール袋に

廃棄物が充分に浸る量の次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約１，０００ ）や亜塩素酸水（遊離塩素濃度１０

０ （含量 亜塩素酸として０．２％≒２，０００ 以上））を入れることが望ましい。） 
また、ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、吐ぶつやふん

便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流

れに注意しながら十分に喚気を行うことが感染防止に重要です。  
１１月頃から２月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行します。この時期の乳幼

児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ等の取扱

いには十分注意しましょう。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２１ 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。

 
リネン等は、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないように処理した後、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗

いします。その際にしぶきを吸い込まないよう注意してください。下洗いしたリネン類の消毒は８５℃・１分間以

上の熱水洗濯が適しています。ただし、熱水洗濯が行える洗濯機がない場合には、次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩

素酸水の消毒が有効です。その際も十分すすぎ、高温の乾燥機などを使用すると殺菌効果は高まります。布団など

すぐに洗濯できない場合は、よく乾燥させ、スチームアイロンや布団乾燥機を使うと効果的です。また、下洗い場

所を次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ や亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として

０．０５％≒５００ 以上）））で消毒後、洗剤を使って掃除をする必要があります。次亜塩素酸ナトリウム※に

は漂白作用があります。薬剤の「使用上の注意」を確認してください。  
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２２ 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？

 
施設の厨房等多人数の食事の調理、配食等をする部署へ感染者の使用した食器類や吐ぶつが付着した食器類を下

膳する場合、注意が必要です。可能であれば食器等は、厨房に戻す前、食後すぐに次亜塩素酸ナトリウム液に十分

浸し、消毒します。 
また、食器等の下洗いや嘔吐後にうがいをした場所等も次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜

塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として０．０５％≒５００ 以上））で消毒後、洗剤を使って

掃除をするようにしてください。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２３ 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？

 
ノロウイルスは感染力が強く、環境（ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など）からもウイルスが検出され

ます。感染者が発生した場合、消毒が必要な場合次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩素酸水などの使用が有効です。た

だし、次亜塩素酸ナトリウム※は金属腐食性がありますので、消毒後の薬剤の拭き取りを十分にするよう注意して

ください。また、亜塩素酸水もステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすこともありますので、

薬剤の「使用上の注意」を確認してください。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
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なお、二枚貝などを取り扱うときは、専用の調理器具（まな板、包丁等）を使用するか、調理器具を使用の度に
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自分自身の健康状態を把握し、下痢やおう吐、風邪のような症状がある場合には、調理施設等の責任者（営業者、

食品衛生責任者等）にその旨をきちんと伝えましょう。 
そして調理施設等の責任者は、下痢やおう吐等の症状がある方を、食品を直接取り扱う作業に従事させないよう

にすべきです。 
また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では１週間程度長いときには１ヶ月程度ウイルスの排

泄が続くことがあるので、症状が改善した後も、しばらくの間は直接食品を取り扱う作業をさせないようにすべき

です。 
さらに、このウイルスは感染していても症状を示さない不顕性感染も認められていることから、食品取扱者は、
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の手袋」を着用するなどの注意が必要です。 
調理施設等の責任者は、外部からの汚染を防ぐために客用とは別に従事者専用のトイレを設置したり、調理従事

者間の相互汚染を防止するためにまかない食の衛生的な調理、ドアのノブ等の手指の触れる場所等の洗浄・消毒等

の対策を取ることが大切です。 
消毒液を保管しなければならない場合は、消毒液の入った容器は、誤って飲むことがないように、消毒液である

ことをはっきりと明記して保管しましょう。 
 
 
Ｑ１９ ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？

 
家庭内や集団で生活している施設においてノロウイルスが発生した場合、そのまん延を防ぐためには、ノロウイル

スに感染した人のふん便や吐ぶつからの二次感染、ヒトからヒトへの直接感染、飛沫感染を予防する必要があります。  
毎年、１１月頃から２月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行しますが、この時

期の乳幼児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ

等の取扱いには十分注意しましょう。具体的な方法はＱ２０～２３の通りです。 
 
 
Ｑ２０ 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？
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のウイルスが存在し感染源となりうるので、その処理には十分注意する必要があります。  
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能性があります。このため、これら感染源となるものは必ず処理をしましょう。  
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素酸として０．０５％≒５００ 以上））で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。おむつ等は、速や
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また、ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、吐ぶつやふん

便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流

れに注意しながら十分に喚気を行うことが感染防止に重要です。  
１１月頃から２月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行します。この時期の乳幼

児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ等の取扱

いには十分注意しましょう。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２１ 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。

 
リネン等は、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないように処理した後、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗

いします。その際にしぶきを吸い込まないよう注意してください。下洗いしたリネン類の消毒は８５℃・１分間以

上の熱水洗濯が適しています。ただし、熱水洗濯が行える洗濯機がない場合には、次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩

素酸水の消毒が有効です。その際も十分すすぎ、高温の乾燥機などを使用すると殺菌効果は高まります。布団など

すぐに洗濯できない場合は、よく乾燥させ、スチームアイロンや布団乾燥機を使うと効果的です。また、下洗い場

所を次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ や亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として

０．０５％≒５００ 以上）））で消毒後、洗剤を使って掃除をする必要があります。次亜塩素酸ナトリウム※に

は漂白作用があります。薬剤の「使用上の注意」を確認してください。  
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２２ 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？

 
施設の厨房等多人数の食事の調理、配食等をする部署へ感染者の使用した食器類や吐ぶつが付着した食器類を下

膳する場合、注意が必要です。可能であれば食器等は、厨房に戻す前、食後すぐに次亜塩素酸ナトリウム液に十分

浸し、消毒します。 
また、食器等の下洗いや嘔吐後にうがいをした場所等も次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜

塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として０．０５％≒５００ 以上））で消毒後、洗剤を使って

掃除をするようにしてください。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２３ 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？

 
ノロウイルスは感染力が強く、環境（ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など）からもウイルスが検出され

ます。感染者が発生した場合、消毒が必要な場合次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩素酸水などの使用が有効です。た

だし、次亜塩素酸ナトリウム※は金属腐食性がありますので、消毒後の薬剤の拭き取りを十分にするよう注意して

ください。また、亜塩素酸水もステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすこともありますので、

薬剤の「使用上の注意」を確認してください。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
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なお、二枚貝などを取り扱うときは、専用の調理器具（まな板、包丁等）を使用するか、調理器具を使用の度に
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食品衛生責任者等）にその旨をきちんと伝えましょう。 
そして調理施設等の責任者は、下痢やおう吐等の症状がある方を、食品を直接取り扱う作業に従事させないよう

にすべきです。 
また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では１週間程度長いときには１ヶ月程度ウイルスの排

泄が続くことがあるので、症状が改善した後も、しばらくの間は直接食品を取り扱う作業をさせないようにすべき

です。 
さらに、このウイルスは感染していても症状を示さない不顕性感染も認められていることから、食品取扱者は、

その生活環境においてノロウイルスに感染しないような自覚を持つことが重要です。たとえば、家庭の中に小児や

介護を要する高齢者がおり、下痢・嘔吐等の症状を呈している場合は、その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を衛

生的に保つ工夫が求められます。また、常日頃から手洗いを徹底するとともに食品に直接触れる際には「使い捨て

の手袋」を着用するなどの注意が必要です。 
調理施設等の責任者は、外部からの汚染を防ぐために客用とは別に従事者専用のトイレを設置したり、調理従事

者間の相互汚染を防止するためにまかない食の衛生的な調理、ドアのノブ等の手指の触れる場所等の洗浄・消毒等

の対策を取ることが大切です。 
消毒液を保管しなければならない場合は、消毒液の入った容器は、誤って飲むことがないように、消毒液である

ことをはっきりと明記して保管しましょう。 
 
 
Ｑ１９ ノロウイルスによる感染性胃腸炎のまん延を防止する方法は？

 
家庭内や集団で生活している施設においてノロウイルスが発生した場合、そのまん延を防ぐためには、ノロウイル

スに感染した人のふん便や吐ぶつからの二次感染、ヒトからヒトへの直接感染、飛沫感染を予防する必要があります。  
毎年、１１月頃から２月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行しますが、この時

期の乳幼児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ

等の取扱いには十分注意しましょう。具体的な方法はＱ２０～２３の通りです。 
 
 
Ｑ２０ 患者のふん便や吐ぶつを処理する際に注意することはありますか？

 
ノロウイルスが感染・増殖する部位は小腸と考えられています。したがって、嘔吐症状が強いときには、小腸の

内容物とともにウイルスが逆流して、吐ぶつとともに排泄されます。このため、ふん便と同様に吐ぶつ中にも大量

のウイルスが存在し感染源となりうるので、その処理には十分注意する必要があります。  
１２日以上前にノロウイルスに汚染されたカーペットを通じて、感染が起きた事例も知られており、時間が経っ

ても、患者の吐ぶつ、ふん便やそれらにより汚染された床や手袋などには、感染力のあるウイルスが残っている可

能性があります。このため、これら感染源となるものは必ず処理をしましょう。  
床等に飛び散った患者の吐ぶつやふん便を処理するときには、使い捨てのガウン（エプロン）、マスクと手袋を

着用し汚物中のウイルスが飛び散らないように、ふん便、吐ぶつをペーパータオル等で静かに拭き取ります。拭き

取った後は、次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩

 

素酸として０．０５％≒５００ 以上））で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。おむつ等は、速や

かに閉じてふん便等を包み込みます。 
おむつや拭き取りに使用したペーパータオル等は、ビニール袋に密閉して廃棄します。（この際、ビニール袋に

廃棄物が充分に浸る量の次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約１，０００ ）や亜塩素酸水（遊離塩素濃度１０

０ （含量 亜塩素酸として０．２％≒２，０００ 以上））を入れることが望ましい。） 
また、ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、吐ぶつやふん

便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流

れに注意しながら十分に喚気を行うことが感染防止に重要です。  
１１月頃から２月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行します。この時期の乳幼

児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがありますので、おむつ等の取扱

いには十分注意しましょう。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２１ 吐ぶつやふん便が布団などのリネン類に付着した場合はどのように処理をすればよいですか。

 
リネン等は、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないように処理した後、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗

いします。その際にしぶきを吸い込まないよう注意してください。下洗いしたリネン類の消毒は８５℃・１分間以

上の熱水洗濯が適しています。ただし、熱水洗濯が行える洗濯機がない場合には、次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩

素酸水の消毒が有効です。その際も十分すすぎ、高温の乾燥機などを使用すると殺菌効果は高まります。布団など

すぐに洗濯できない場合は、よく乾燥させ、スチームアイロンや布団乾燥機を使うと効果的です。また、下洗い場

所を次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ や亜塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として

０．０５％≒５００ 以上）））で消毒後、洗剤を使って掃除をする必要があります。次亜塩素酸ナトリウム※に

は漂白作用があります。薬剤の「使用上の注意」を確認してください。  
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２２ 感染者が使用した食器類の消毒はどのようにしたらよいですか？

 
施設の厨房等多人数の食事の調理、配食等をする部署へ感染者の使用した食器類や吐ぶつが付着した食器類を下

膳する場合、注意が必要です。可能であれば食器等は、厨房に戻す前、食後すぐに次亜塩素酸ナトリウム液に十分

浸し、消毒します。 
また、食器等の下洗いや嘔吐後にうがいをした場所等も次亜塩素酸ナトリウム※（塩素濃度約２００ ）や亜

塩素酸水（遊離塩素濃度２５ （含量 亜塩素酸として０．０５％≒５００ 以上））で消毒後、洗剤を使って

掃除をするようにしてください。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
 
 
Ｑ２３ 感染者が発生した場合、環境の消毒はどのようにしたらよいですか？

 
ノロウイルスは感染力が強く、環境（ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など）からもウイルスが検出され

ます。感染者が発生した場合、消毒が必要な場合次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩素酸水などの使用が有効です。た

だし、次亜塩素酸ナトリウム※は金属腐食性がありますので、消毒後の薬剤の拭き取りを十分にするよう注意して

ください。また、亜塩素酸水もステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすこともありますので、

薬剤の「使用上の注意」を確認してください。 
※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。（使用に当たっては「使用上の注意」

を確認しましょう。） 
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Ｑ２４ 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？

 
最寄りの保健所やかかりつけの医師にご相談下さい。 
また、保育園、学校や高齢者の施設等で発生したときは早く診断を確定し、適切な対症療法を行うとともに、感

染経路を調べ、感染の拡大を防ぐことが重要ですので、速やかに最寄りの保健所にご相談下さい。  
社会福祉施設等においては、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」（平成１７年２月２２

日付厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）により、

必要な場合は市町村及び保健所への報告等を行うようにして下さい。  
なお、介護保険施設等に関しては、厚生労働大臣が定める手順（平成１８年厚労告２６８「厚生労働大臣が定め

る感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」）に沿って、必要な場合は市町村及び保健所への

報告等を行うようにしてください。 
 
＜参考文献及びリンク＞ 
○国立感染症研究所感染症疫学センター 

病原微生物検出情報：ＩＡＳＲ

感染症発生動向調査週報：ＩＤＷＲ

○国立医薬品食品衛生研究所 
安全情報部  
ノロウイルス関連情報

○米国 ＣＤＣ

○保育所における感染症対策ガイドライン（２０１８年改訂版） 

○高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

○ノロウイルスの不活化条件に関する調査（国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部）  
・平成２７年度報告書 ・平成２１年度報告書 ・平成２０年度報告書 ・平成１９年度報告書 
 
＜Ｑ＆Ａ を作成するにあたって御協力を頂いた専門家＞ 
５０音順：肩書きは作成・追記当時のもの。 

＊平成１６年作成時 
＊＊平成２５年改定時追記 
＊＊＊平成２７年改定時追記 
＊＊＊＊平成２８年改定時追記 
＊＊＊＊＊令和３年改定時追記 

上間 匡 先生  （国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部第四室長＊＊＊＊＊）  
大石 和徳 先生  （国立感染症研究所感染症疫学センター長＊＊＊＊） 
大久保 憲 先生  （東京医療保健大学医療保健学部/大学院教授＊＊） 
片山 和彦 先生  （国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長＊＊＊） 
木村 博一 先生 （国立感染症研究所感染症疫学センター＊＊＊＊） 
品川 邦汎 先生  （岩手大学農学部教授＊） 
武田 直和 先生  （国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長＊） 
西尾 治 先生  （前国立感染症研究所感染症情報センター第六室長＊） 
宮村 達男 先生  （国立感染症研究所長＊） 
野田 衛 先生  （国立医薬品食品衛生所食品衛生管理部第四室長＊＊＊） 
宮村 達男 先生  （国立感染研究所長＊） 
山本 茂貴 先生  （国立医薬品食品衛生研究所食品管理部長＊） 

（作成協力） 厚生労働省 健康局、老健局、雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、障害保健福祉部、医政局  

 

○労働安全衛生法＜抄＞（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働災害の防止のための危害防止

基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を

推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するこ

とを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他

業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及

び家事使用人を除く。）をいう。

三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。

四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリ

ング及び分析（解析を含む。）をいう。

○労働安全衛生規則＜抄＞（昭和四十七年九月三十日号外労働省令第三十二号）

第三節の二 食品加工用機械

（切断機等の覆い等）

第百三十条の二 事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分

には、覆い、囲い等を設けなければならない。

（切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止）

第百三十条の三 事業者は、前条の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。）に原材料を送給

する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等

を使用させなければならない。

２ 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止）

第百三十条の四 事業者は、第百三十条の二の機械（原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）か

ら原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は

労働者に用具等を使用させなければならない。

２ 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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Ｑ２４ 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？

 
最寄りの保健所やかかりつけの医師にご相談下さい。 
また、保育園、学校や高齢者の施設等で発生したときは早く診断を確定し、適切な対症療法を行うとともに、感

染経路を調べ、感染の拡大を防ぐことが重要ですので、速やかに最寄りの保健所にご相談下さい。  
社会福祉施設等においては、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」（平成１７年２月２２

日付厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）により、

必要な場合は市町村及び保健所への報告等を行うようにして下さい。  
なお、介護保険施設等に関しては、厚生労働大臣が定める手順（平成１８年厚労告２６８「厚生労働大臣が定め

る感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」）に沿って、必要な場合は市町村及び保健所への

報告等を行うようにしてください。 
 
＜参考文献及びリンク＞ 
○国立感染症研究所感染症疫学センター 

病原微生物検出情報：ＩＡＳＲ

感染症発生動向調査週報：ＩＤＷＲ

○国立医薬品食品衛生研究所 
安全情報部  
ノロウイルス関連情報

○米国 ＣＤＣ

○保育所における感染症対策ガイドライン（２０１８年改訂版） 

○高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

○ノロウイルスの不活化条件に関する調査（国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部）  
・平成２７年度報告書 ・平成２１年度報告書 ・平成２０年度報告書 ・平成１９年度報告書 
 
＜Ｑ＆Ａ を作成するにあたって御協力を頂いた専門家＞ 
５０音順：肩書きは作成・追記当時のもの。 

＊平成１６年作成時 
＊＊平成２５年改定時追記 
＊＊＊平成２７年改定時追記 
＊＊＊＊平成２８年改定時追記 
＊＊＊＊＊令和３年改定時追記 

上間 匡 先生  （国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部第四室長＊＊＊＊＊）  
大石 和徳 先生  （国立感染症研究所感染症疫学センター長＊＊＊＊） 
大久保 憲 先生  （東京医療保健大学医療保健学部/大学院教授＊＊） 
片山 和彦 先生  （国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長＊＊＊） 
木村 博一 先生 （国立感染症研究所感染症疫学センター＊＊＊＊） 
品川 邦汎 先生  （岩手大学農学部教授＊） 
武田 直和 先生  （国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長＊） 
西尾 治 先生  （前国立感染症研究所感染症情報センター第六室長＊） 
宮村 達男 先生  （国立感染症研究所長＊） 
野田 衛 先生  （国立医薬品食品衛生所食品衛生管理部第四室長＊＊＊） 
宮村 達男 先生  （国立感染研究所長＊） 
山本 茂貴 先生  （国立医薬品食品衛生研究所食品管理部長＊） 

（作成協力） 厚生労働省 健康局、老健局、雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、障害保健福祉部、医政局  

 

○労働安全衛生法＜抄＞（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働災害の防止のための危害防止

基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を

推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するこ

とを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他

業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及

び家事使用人を除く。）をいう。

三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。

四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリ

ング及び分析（解析を含む。）をいう。

○労働安全衛生規則＜抄＞（昭和四十七年九月三十日号外労働省令第三十二号）

第三節の二 食品加工用機械

（切断機等の覆い等）

第百三十条の二 事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分

には、覆い、囲い等を設けなければならない。

（切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止）

第百三十条の三 事業者は、前条の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。）に原材料を送給

する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等

を使用させなければならない。

２ 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止）

第百三十条の四 事業者は、第百三十条の二の機械（原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）か

ら原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は

労働者に用具等を使用させなければならない。

２ 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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Ｑ２４ 感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか？

 
最寄りの保健所やかかりつけの医師にご相談下さい。 
また、保育園、学校や高齢者の施設等で発生したときは早く診断を確定し、適切な対症療法を行うとともに、感

染経路を調べ、感染の拡大を防ぐことが重要ですので、速やかに最寄りの保健所にご相談下さい。  
社会福祉施設等においては、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」（平成１７年２月２２

日付厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）により、

必要な場合は市町村及び保健所への報告等を行うようにして下さい。  
なお、介護保険施設等に関しては、厚生労働大臣が定める手順（平成１８年厚労告２６８「厚生労働大臣が定め

る感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」）に沿って、必要な場合は市町村及び保健所への

報告等を行うようにしてください。 
 
＜参考文献及びリンク＞ 
○国立感染症研究所感染症疫学センター 

病原微生物検出情報：ＩＡＳＲ

感染症発生動向調査週報：ＩＤＷＲ

○国立医薬品食品衛生研究所 
安全情報部  
ノロウイルス関連情報

○米国 ＣＤＣ

○保育所における感染症対策ガイドライン（２０１８年改訂版） 

○高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

○ノロウイルスの不活化条件に関する調査（国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部）  
・平成２７年度報告書 ・平成２１年度報告書 ・平成２０年度報告書 ・平成１９年度報告書 
 
＜Ｑ＆Ａ を作成するにあたって御協力を頂いた専門家＞ 
５０音順：肩書きは作成・追記当時のもの。 

＊平成１６年作成時 
＊＊平成２５年改定時追記 
＊＊＊平成２７年改定時追記 
＊＊＊＊平成２８年改定時追記 
＊＊＊＊＊令和３年改定時追記 

上間 匡 先生  （国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部第四室長＊＊＊＊＊）  
大石 和徳 先生  （国立感染症研究所感染症疫学センター長＊＊＊＊） 
大久保 憲 先生  （東京医療保健大学医療保健学部/大学院教授＊＊） 
片山 和彦 先生  （国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長＊＊＊） 
木村 博一 先生 （国立感染症研究所感染症疫学センター＊＊＊＊） 
品川 邦汎 先生  （岩手大学農学部教授＊） 
武田 直和 先生  （国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長＊） 
西尾 治 先生  （前国立感染症研究所感染症情報センター第六室長＊） 
宮村 達男 先生  （国立感染症研究所長＊） 
野田 衛 先生  （国立医薬品食品衛生所食品衛生管理部第四室長＊＊＊） 
宮村 達男 先生  （国立感染研究所長＊） 
山本 茂貴 先生  （国立医薬品食品衛生研究所食品管理部長＊） 

（作成協力） 厚生労働省 健康局、老健局、雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、障害保健福祉部、医政局  

 

○労働安全衛生法＜抄＞（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働災害の防止のための危害防止

基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を

推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するこ

とを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他

業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及

び家事使用人を除く。）をいう。

三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。

四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリ

ング及び分析（解析を含む。）をいう。

○労働安全衛生規則＜抄＞（昭和四十七年九月三十日号外労働省令第三十二号）

第三節の二 食品加工用機械

（切断機等の覆い等）

第百三十条の二 事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分

には、覆い、囲い等を設けなければならない。

（切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止）

第百三十条の三 事業者は、前条の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。）に原材料を送給

する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等

を使用させなければならない。

２ 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止）

第百三十条の四 事業者は、第百三十条の二の機械（原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）か

ら原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は

労働者に用具等を使用させなければならない。

２ 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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○学校給食事業における労働災害の防止について

基発第２５７号

平成６年４月２１日

標記については、昭和４８年３月６日付け基発第１０７号「学校給食事業における労働災害の防止について」に

示す「学校給食事業における安全衛生管理要綱」により、その推進を図ってきたところであるが、労働安全衛生関

係法令の改正、学校給食共同調理場の普及、大型調理機器の導入に伴う作業方法の変化等にかんがみ、同要綱を見

直し、今般、別添１のとおり「学校給食事業における安全衛生管理要綱」を定めたので、地方公共団体の教育委員

会、共同調理場等の関係事業者に対する周知徹底を図り、学校給食事業における安全衛生対策の一層の推進に努め

られたい。

なお、昭和４８年３月６日付け基発第 号は廃止する。

おって、この件に関しては、文部省及び自治省に対して、別添２のとおり、それぞれ要請したので申し添える。

別添１

学校給食事業における安全衛生管理要綱

第１ 目的等

１ 目的

本要綱は、労働安全衛生関係法令と相まって、安全衛生管理体制の整備、安全衛生関係施設の整備、作業環

境管理、作業管理及び健康管理の推進、安全衛生教育の徹底等により学校給食事業における労働者の安全と健

康を確保することを目的とする。

２ 事業者の責務

事業者は、単にこの要綱に定める基準を守るだけでなく、快適な職場環境の形成に努めるものとする。

第２ 安全衛生管理体制の整備

１ 総括安全衛生管理者の選任等

常時使用する労働者が３００人以上の事業場（公立学校の学校給食事業の事業場の単位は、一の教育委員会

の管轄下の学校給食調理場を一括して一の事業場とする。ただし、労務管理が一体として行われている共同調

理場については、これを一の事業場とする。以下同じ。）にあっては、総括安全衛生管理者を選任し、その者

に安全管理者及び衛生管理者を指揮させるとともに、次の業務を統括管理させること（労働安全衛生法（以下

「安衛法」という。）第１０条第１項）。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

その他労働災害を防止するために必要な措置に関すること。

なお、常時使用する労働者が３００人未満の事業場にあっても、これに準ずる管理者を選任することが望ま

しいものであること。

２ 安全管理者及び衛生管理者の選任等

常時使用する労働者が５０人以上の事業場にあっては、法定の資格を有する者のうちから安全管理者及び衛

生管理者を選任し、１の から までに掲げる業務のうち、安全管理者については安全に係る技術的事項を、

衛生管理者については衛生に係る技術的事項を管理させるとともに次の事項を行わせること（安衛法第１１条

第１項及び第１２条第１項）。

安全管理者は、調理場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を

防止するために必要な措置を講ずること。

衛生管理者は、少なくとも毎週１回調理場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあ

るときは、直ちに、健康障害を防止するために必要な措置を講ずること。

３ 安全衛生推進者の選任等

常時使用する労働者が１０人以上５０人未満の事業場においては、安全衛生推進者を選任し、次に掲げる職

 

務を担当させること（安衛法第１２条の２）。

施設、設備等（安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。）の点検及び使用状況の確認並びにこれ

らの結果に基づく必要な措置に関すること。

作業環境の点検（作業環境測定を含む。）及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に

関すること。

健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

安全衛生教育に関すること。

異常な事態における応急措置に関すること。

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。

関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

４ 産業医の選任等

常時使用する労働者が５０人以上の事業場にあっては、産業医を選任し、次の事項で医学に関する専門的知

識を必要とする職務を行わせること（安衛法第１３条）。

健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

作業環境の維持管理に関すること。

作業の管理に関すること。

から に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

衛生教育に関すること。

労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

少なくとも毎月１回調理場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、健

康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

５ 安全衛生担当者の指名等

調理場ごとに安全衛生担当者を指名し、安全管理者、衛生管理者等から連絡のあった事項の関係者への連絡

等の職務を行わせること。

６ 作業主任者の選任等

作業主任者の選任

次の作業を行う場合には、法定の資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に

従事する労働者の指揮その他の所定の事項を行わせること（安衛法第１４条）。

労働安全衛生法施行令（以下「安衛令」という。）第６条第４号の作業（ボイラー（小型ボイラーを

除く。）の取扱いの作業）

安衛令第６条第８号の作業（乾燥設備による物の加熱乾燥の作業）

安衛令第６条第１２号の作業（高さが２メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業）

安衛令第６条第１７号の作業（第１種圧力容器の取扱いの作業）

安衛令第６条第２１号の作業（汚水槽の内部等の酸素欠乏危険場所における 作業）

就業制限

ボイラー（小型ボイラーを除く。）の取扱いの作業については、法定の資格を有する者以外の者を従事さ

せないこと（安衛法第６１条第１項）。

７ 安全衛生委員会の設置等

安全委員会の設置等

常時使用する労働者が１００人以上の事業場にあっては、安全委員会を設置し、次の事項を調査審議さ

せるとともに、その活動の促進を図ること（安衛法第１７条第１項）。

労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

その他労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）第２１条各号に掲げる事項

衛生委員会の設置等

常時使用する労働者が５０人以上の事業場にあっては、衛生委員会を設置し、次の事項を調査審議させ

るとともに、その活動の促進を図ること（安衛法第１８条第１項）。

労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
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○学校給食事業における労働災害の防止について

基発第２５７号

平成６年４月２１日

標記については、昭和４８年３月６日付け基発第１０７号「学校給食事業における労働災害の防止について」に

示す「学校給食事業における安全衛生管理要綱」により、その推進を図ってきたところであるが、労働安全衛生関

係法令の改正、学校給食共同調理場の普及、大型調理機器の導入に伴う作業方法の変化等にかんがみ、同要綱を見

直し、今般、別添１のとおり「学校給食事業における安全衛生管理要綱」を定めたので、地方公共団体の教育委員

会、共同調理場等の関係事業者に対する周知徹底を図り、学校給食事業における安全衛生対策の一層の推進に努め

られたい。

なお、昭和４８年３月６日付け基発第 号は廃止する。

おって、この件に関しては、文部省及び自治省に対して、別添２のとおり、それぞれ要請したので申し添える。

別添１

学校給食事業における安全衛生管理要綱

第１ 目的等

１ 目的

本要綱は、労働安全衛生関係法令と相まって、安全衛生管理体制の整備、安全衛生関係施設の整備、作業環

境管理、作業管理及び健康管理の推進、安全衛生教育の徹底等により学校給食事業における労働者の安全と健

康を確保することを目的とする。

２ 事業者の責務

事業者は、単にこの要綱に定める基準を守るだけでなく、快適な職場環境の形成に努めるものとする。

第２ 安全衛生管理体制の整備

１ 総括安全衛生管理者の選任等

常時使用する労働者が３００人以上の事業場（公立学校の学校給食事業の事業場の単位は、一の教育委員会

の管轄下の学校給食調理場を一括して一の事業場とする。ただし、労務管理が一体として行われている共同調

理場については、これを一の事業場とする。以下同じ。）にあっては、総括安全衛生管理者を選任し、その者

に安全管理者及び衛生管理者を指揮させるとともに、次の業務を統括管理させること（労働安全衛生法（以下

「安衛法」という。）第１０条第１項）。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

その他労働災害を防止するために必要な措置に関すること。

なお、常時使用する労働者が３００人未満の事業場にあっても、これに準ずる管理者を選任することが望ま

しいものであること。

２ 安全管理者及び衛生管理者の選任等

常時使用する労働者が５０人以上の事業場にあっては、法定の資格を有する者のうちから安全管理者及び衛

生管理者を選任し、１の から までに掲げる業務のうち、安全管理者については安全に係る技術的事項を、

衛生管理者については衛生に係る技術的事項を管理させるとともに次の事項を行わせること（安衛法第１１条

第１項及び第１２条第１項）。

安全管理者は、調理場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を

防止するために必要な措置を講ずること。

衛生管理者は、少なくとも毎週１回調理場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあ

るときは、直ちに、健康障害を防止するために必要な措置を講ずること。

３ 安全衛生推進者の選任等

常時使用する労働者が１０人以上５０人未満の事業場においては、安全衛生推進者を選任し、次に掲げる職

 

務を担当させること（安衛法第１２条の２）。

施設、設備等（安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。）の点検及び使用状況の確認並びにこれ

らの結果に基づく必要な措置に関すること。

作業環境の点検（作業環境測定を含む。）及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に

関すること。

健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

安全衛生教育に関すること。

異常な事態における応急措置に関すること。

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。

関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

４ 産業医の選任等

常時使用する労働者が５０人以上の事業場にあっては、産業医を選任し、次の事項で医学に関する専門的知

識を必要とする職務を行わせること（安衛法第１３条）。

健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

作業環境の維持管理に関すること。

作業の管理に関すること。

から に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

衛生教育に関すること。

労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

少なくとも毎月１回調理場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、健

康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

５ 安全衛生担当者の指名等

調理場ごとに安全衛生担当者を指名し、安全管理者、衛生管理者等から連絡のあった事項の関係者への連絡

等の職務を行わせること。

６ 作業主任者の選任等

作業主任者の選任

次の作業を行う場合には、法定の資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に

従事する労働者の指揮その他の所定の事項を行わせること（安衛法第１４条）。

労働安全衛生法施行令（以下「安衛令」という。）第６条第４号の作業（ボイラー（小型ボイラーを

除く。）の取扱いの作業）

安衛令第６条第８号の作業（乾燥設備による物の加熱乾燥の作業）

安衛令第６条第１２号の作業（高さが２メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業）

安衛令第６条第１７号の作業（第１種圧力容器の取扱いの作業）

安衛令第６条第２１号の作業（汚水槽の内部等の酸素欠乏危険場所における 作業）

就業制限

ボイラー（小型ボイラーを除く。）の取扱いの作業については、法定の資格を有する者以外の者を従事さ

せないこと（安衛法第６１条第１項）。

７ 安全衛生委員会の設置等

安全委員会の設置等

常時使用する労働者が１００人以上の事業場にあっては、安全委員会を設置し、次の事項を調査審議さ

せるとともに、その活動の促進を図ること（安衛法第１７条第１項）。

労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

その他労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）第２１条各号に掲げる事項

衛生委員会の設置等

常時使用する労働者が５０人以上の事業場にあっては、衛生委員会を設置し、次の事項を調査審議させ

るとともに、その活動の促進を図ること（安衛法第１８条第１項）。

労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
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労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

その他安衛則第２２条各号に掲げる事項

安全衛生委員会の設置等

常時使用する労働者が１００人以上の事業場にあっては、安全委員会及び衛生委員会の設置に代えて安

全衛生委員会を設置することができる（安衛法第１９条第１項）。

その他の委員会の設置等

安全委員会又は衛生委員会の設置を要しない事業場にあっても、委員会の設置等安全又は衛生に関する

事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けることにより、労働災害防止上有効な措置を講ず

ること。

第３ 安全衛生関係施設の整備、健康管理等

１ 安全衛生関係施設の整備等

機械設備等に関する措置

イ フードカッター、フードスライサー、さいの目切り機等労働者が刃部に接触することによって危険を

生ずるおそれのある機械器具については、安全装置の設置等適切な防護措置を講ずること。

ロ 食品の脱水等に使用する遠心機械等については、ふたの付いたものを使用すること。

ハ コンベヤーについては、非常停止装置を備えたものを使用すること。

ニ 簡易リフト等については、ドアスイッチ等の安全装置が有効に作動するようにしておくこと。

ホ 冷凍室等については、内部から開けられる構造等とするとともに、関係者以外の立入りを禁止し、見

やすい箇所にその旨を表示すること。

ヘ 調理室内において使用する移動電線、接続器具等については、安衛則に定める安全基準に適合したも

のとすること。また、電気機械器具については、感電防止用漏電しゃ断装置を接続し、接地して使用す

る等漏電による感電の危険を防止するための措置を講ずること。

ト 洗剤等は、皮膚障害を防止するため、適当な濃度で使用させること。

機械設備の維持管理

次の機械設備等については、当該機械設備等を点検する者を定め、定期に検査を行わせ、その結果を記

録させるとともに、作業開始前にも必ず点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修等の措置を講ずるこ

と。

かくはん機

野菜等裁断機・球根皮むき機

炊飯器・回転釜・平釜

揚物機・焼物機

洗浄機

煮沸消毒機・熱風消毒保管庫

遠心機械

ボイラー・瞬間湯沸器

簡易リフト等

コンベヤー

照明器具・換気装置等

冷凍室等

調理室の整備等

イ 調理室における機械、設備等の選定や配置については、労働災害を防止するため、設計の段階から、

物資搬入経路、作業動線、作業のしやすさなどに留意し、これを適切なものとするとともに、既設のも

のについても改善に努めること。

ロ 適切な全体換気装置を設けること。なお、水蒸気、熱気、ばい煙、臭気等の発生源の近くには、用途

に応じた局所排気装置を設置すること。

ハ 調理室はできるだけ南向きに設置し、採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及

び夜間に作業を行う場合には、照明設備を設置すること。

ニ 照明は、作業内容に応じ適切な照度であって、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせ

ないものであること。

 

ホ 床面は耐水性、耐摩耗性で亀裂を生じにくく、滑りにくい材料で造り、平坦で清掃が容易に行える構

造とすること。

特に、水を使用する部分にあっては、不浸透性の材料で造り、かつ、適当な勾配、排水溝を設ける等

排水が容易に行える構造とすること。

ヘ 身長等に応じた適切な作業姿勢を保つための足台等を必要に応じて使えるようにしておくこと。

ト 汚水槽等の酸素欠乏危険場所等については、当該場所で作業を行う者以外の者が立ち入らないよう見

やすい箇所に表示をすること。

チ 調理作業員専用の休憩室、便所、洗面所、作業衣の洗濯設備、被服を乾かす設備、洗身設備等を設け

ること。また、必要に応じ、手指等の加温のための設備等を設けること。

リ 救急用具を常に使える状態で備え付けておくこと。

ヌ 温度、湿度、騒音、照度等の測定は、定期に、又は必要に応じ行い、その結果に基づき必要な措置を

講ずること。

保護具等の整備

イ 洗剤等による皮膚障害を防止するため、保護手袋、保護衣等適切な保護具を備え付け、使用させるこ

と。

ロ 火傷を生ずるおそれのある作業、寒冷な場所における作業等に従事させる場合には、保護衣、保護手

袋、長靴等適切な保護具を備え付けること。

ハ 包丁、カッター等を使用する作業に従事させる場合には、必要に応じ保護手袋等を備え付けること。

ニ 騒音レベルの高い場所における作業に従事させる場合には、耳栓その他の保護具等を備え付けること。

重量物取扱い作業等に関する措置

イ 食器、食品等を運搬する作業については、腰痛等を防止するため、適切な自動運搬装置の導入、レイ

アウトの改善、食品材料等の小分け等により、できる限り作業の軽減化等に努めること。なお、重量物

を取り扱う作業については、作業密度等を考慮してその重量を定めること。

ロ 中腰や腕・肩の挙上姿勢が継続しないように、機器や設備の配置に工夫すること。

ハ 食器かご、なべ、バット等を持ち運ぶ作業については、これらの取っ手の形状等を工夫して作業者の

手指や上肢の負担を軽減させるようにすること。

ニ 包丁を使用する作業、しゃもじによるかくはん作業等の反復作業を継続して行わせる場合には、長時

間にわたり、手指、上肢、腰部等に継続した負担がかからないようにするため、他の作業を組み込むこ

と。他の作業とのローテーションを実施すること等に努めること。

ホ 作業を連続して行わせる場合には、作業時間内に、適宜、小休止を設けること。

２ 健康管理

健康診断の実施

給食の業務に従事する労働者に対する健康診断については、安衛則に定める健康診断項目に加え、その

者の従事する業務の内容に応じ、次の検査を行うこと。

イ 洗剤等の使用による皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

ロ 重量物の取扱い、運搬に伴う腰痛症に関する姿勢異常、圧痛点の有無、運動機能の検査

ハ 手指、上肢の機能障害に関する手指、上肢の機能の検査

健康診断の事後措置等

イ 健康診断の結果に基づく事後措置の徹底を図るとともに、健康管理に関する書類を整備する等継続し

た健康管理が図れるよう努めること。

ロ 労働者が気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、健康相談の機会を設け

るよう努めること。

３ 安全衛生教育の実施

雇入時及び作業内容変更時の安全衛生教育

労働者を雇い入れた時又はその作業内容を変更するときは、次の事項について安全衛生教育を行うこと。

なお、定期的な再教育の実施にも配慮すること。

機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

安全装置、局所排気装置、保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

作業手順に関すること。

作業開始時の点検に関すること。
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労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

その他安衛則第２２条各号に掲げる事項

安全衛生委員会の設置等

常時使用する労働者が１００人以上の事業場にあっては、安全委員会及び衛生委員会の設置に代えて安

全衛生委員会を設置することができる（安衛法第１９条第１項）。

その他の委員会の設置等

安全委員会又は衛生委員会の設置を要しない事業場にあっても、委員会の設置等安全又は衛生に関する

事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けることにより、労働災害防止上有効な措置を講ず

ること。

第３ 安全衛生関係施設の整備、健康管理等

１ 安全衛生関係施設の整備等

機械設備等に関する措置

イ フードカッター、フードスライサー、さいの目切り機等労働者が刃部に接触することによって危険を

生ずるおそれのある機械器具については、安全装置の設置等適切な防護措置を講ずること。

ロ 食品の脱水等に使用する遠心機械等については、ふたの付いたものを使用すること。

ハ コンベヤーについては、非常停止装置を備えたものを使用すること。

ニ 簡易リフト等については、ドアスイッチ等の安全装置が有効に作動するようにしておくこと。

ホ 冷凍室等については、内部から開けられる構造等とするとともに、関係者以外の立入りを禁止し、見

やすい箇所にその旨を表示すること。

ヘ 調理室内において使用する移動電線、接続器具等については、安衛則に定める安全基準に適合したも

のとすること。また、電気機械器具については、感電防止用漏電しゃ断装置を接続し、接地して使用す

る等漏電による感電の危険を防止するための措置を講ずること。

ト 洗剤等は、皮膚障害を防止するため、適当な濃度で使用させること。

機械設備の維持管理

次の機械設備等については、当該機械設備等を点検する者を定め、定期に検査を行わせ、その結果を記

録させるとともに、作業開始前にも必ず点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修等の措置を講ずるこ

と。

かくはん機

野菜等裁断機・球根皮むき機

炊飯器・回転釜・平釜

揚物機・焼物機

洗浄機

煮沸消毒機・熱風消毒保管庫

遠心機械

ボイラー・瞬間湯沸器

簡易リフト等

コンベヤー

照明器具・換気装置等

冷凍室等

調理室の整備等

イ 調理室における機械、設備等の選定や配置については、労働災害を防止するため、設計の段階から、

物資搬入経路、作業動線、作業のしやすさなどに留意し、これを適切なものとするとともに、既設のも

のについても改善に努めること。

ロ 適切な全体換気装置を設けること。なお、水蒸気、熱気、ばい煙、臭気等の発生源の近くには、用途

に応じた局所排気装置を設置すること。

ハ 調理室はできるだけ南向きに設置し、採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及

び夜間に作業を行う場合には、照明設備を設置すること。

ニ 照明は、作業内容に応じ適切な照度であって、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせ

ないものであること。

 

ホ 床面は耐水性、耐摩耗性で亀裂を生じにくく、滑りにくい材料で造り、平坦で清掃が容易に行える構

造とすること。

特に、水を使用する部分にあっては、不浸透性の材料で造り、かつ、適当な勾配、排水溝を設ける等

排水が容易に行える構造とすること。

ヘ 身長等に応じた適切な作業姿勢を保つための足台等を必要に応じて使えるようにしておくこと。

ト 汚水槽等の酸素欠乏危険場所等については、当該場所で作業を行う者以外の者が立ち入らないよう見

やすい箇所に表示をすること。

チ 調理作業員専用の休憩室、便所、洗面所、作業衣の洗濯設備、被服を乾かす設備、洗身設備等を設け

ること。また、必要に応じ、手指等の加温のための設備等を設けること。

リ 救急用具を常に使える状態で備え付けておくこと。

ヌ 温度、湿度、騒音、照度等の測定は、定期に、又は必要に応じ行い、その結果に基づき必要な措置を

講ずること。

保護具等の整備

イ 洗剤等による皮膚障害を防止するため、保護手袋、保護衣等適切な保護具を備え付け、使用させるこ

と。

ロ 火傷を生ずるおそれのある作業、寒冷な場所における作業等に従事させる場合には、保護衣、保護手

袋、長靴等適切な保護具を備え付けること。

ハ 包丁、カッター等を使用する作業に従事させる場合には、必要に応じ保護手袋等を備え付けること。

ニ 騒音レベルの高い場所における作業に従事させる場合には、耳栓その他の保護具等を備え付けること。

重量物取扱い作業等に関する措置

イ 食器、食品等を運搬する作業については、腰痛等を防止するため、適切な自動運搬装置の導入、レイ

アウトの改善、食品材料等の小分け等により、できる限り作業の軽減化等に努めること。なお、重量物

を取り扱う作業については、作業密度等を考慮してその重量を定めること。

ロ 中腰や腕・肩の挙上姿勢が継続しないように、機器や設備の配置に工夫すること。

ハ 食器かご、なべ、バット等を持ち運ぶ作業については、これらの取っ手の形状等を工夫して作業者の

手指や上肢の負担を軽減させるようにすること。

ニ 包丁を使用する作業、しゃもじによるかくはん作業等の反復作業を継続して行わせる場合には、長時

間にわたり、手指、上肢、腰部等に継続した負担がかからないようにするため、他の作業を組み込むこ

と。他の作業とのローテーションを実施すること等に努めること。

ホ 作業を連続して行わせる場合には、作業時間内に、適宜、小休止を設けること。

２ 健康管理

健康診断の実施

給食の業務に従事する労働者に対する健康診断については、安衛則に定める健康診断項目に加え、その

者の従事する業務の内容に応じ、次の検査を行うこと。

イ 洗剤等の使用による皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

ロ 重量物の取扱い、運搬に伴う腰痛症に関する姿勢異常、圧痛点の有無、運動機能の検査

ハ 手指、上肢の機能障害に関する手指、上肢の機能の検査

健康診断の事後措置等

イ 健康診断の結果に基づく事後措置の徹底を図るとともに、健康管理に関する書類を整備する等継続し

た健康管理が図れるよう努めること。

ロ 労働者が気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、健康相談の機会を設け

るよう努めること。

３ 安全衛生教育の実施

雇入時及び作業内容変更時の安全衛生教育

労働者を雇い入れた時又はその作業内容を変更するときは、次の事項について安全衛生教育を行うこと。

なお、定期的な再教育の実施にも配慮すること。

機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

安全装置、局所排気装置、保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

作業手順に関すること。

作業開始時の点検に関すること。
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労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

その他安衛則第２２条各号に掲げる事項

安全衛生委員会の設置等

常時使用する労働者が１００人以上の事業場にあっては、安全委員会及び衛生委員会の設置に代えて安

全衛生委員会を設置することができる（安衛法第１９条第１項）。

その他の委員会の設置等

安全委員会又は衛生委員会の設置を要しない事業場にあっても、委員会の設置等安全又は衛生に関する

事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けることにより、労働災害防止上有効な措置を講ず

ること。

第３ 安全衛生関係施設の整備、健康管理等

１ 安全衛生関係施設の整備等

機械設備等に関する措置

イ フードカッター、フードスライサー、さいの目切り機等労働者が刃部に接触することによって危険を

生ずるおそれのある機械器具については、安全装置の設置等適切な防護措置を講ずること。

ロ 食品の脱水等に使用する遠心機械等については、ふたの付いたものを使用すること。

ハ コンベヤーについては、非常停止装置を備えたものを使用すること。

ニ 簡易リフト等については、ドアスイッチ等の安全装置が有効に作動するようにしておくこと。

ホ 冷凍室等については、内部から開けられる構造等とするとともに、関係者以外の立入りを禁止し、見

やすい箇所にその旨を表示すること。

ヘ 調理室内において使用する移動電線、接続器具等については、安衛則に定める安全基準に適合したも

のとすること。また、電気機械器具については、感電防止用漏電しゃ断装置を接続し、接地して使用す

る等漏電による感電の危険を防止するための措置を講ずること。

ト 洗剤等は、皮膚障害を防止するため、適当な濃度で使用させること。

機械設備の維持管理

次の機械設備等については、当該機械設備等を点検する者を定め、定期に検査を行わせ、その結果を記

録させるとともに、作業開始前にも必ず点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修等の措置を講ずるこ

と。

かくはん機

野菜等裁断機・球根皮むき機

炊飯器・回転釜・平釜

揚物機・焼物機

洗浄機

煮沸消毒機・熱風消毒保管庫

遠心機械

ボイラー・瞬間湯沸器

簡易リフト等

コンベヤー

照明器具・換気装置等

冷凍室等

調理室の整備等

イ 調理室における機械、設備等の選定や配置については、労働災害を防止するため、設計の段階から、

物資搬入経路、作業動線、作業のしやすさなどに留意し、これを適切なものとするとともに、既設のも

のについても改善に努めること。

ロ 適切な全体換気装置を設けること。なお、水蒸気、熱気、ばい煙、臭気等の発生源の近くには、用途

に応じた局所排気装置を設置すること。

ハ 調理室はできるだけ南向きに設置し、採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及

び夜間に作業を行う場合には、照明設備を設置すること。

ニ 照明は、作業内容に応じ適切な照度であって、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせ

ないものであること。

 

ホ 床面は耐水性、耐摩耗性で亀裂を生じにくく、滑りにくい材料で造り、平坦で清掃が容易に行える構

造とすること。

特に、水を使用する部分にあっては、不浸透性の材料で造り、かつ、適当な勾配、排水溝を設ける等

排水が容易に行える構造とすること。

ヘ 身長等に応じた適切な作業姿勢を保つための足台等を必要に応じて使えるようにしておくこと。

ト 汚水槽等の酸素欠乏危険場所等については、当該場所で作業を行う者以外の者が立ち入らないよう見

やすい箇所に表示をすること。

チ 調理作業員専用の休憩室、便所、洗面所、作業衣の洗濯設備、被服を乾かす設備、洗身設備等を設け
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当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

事故時等における応急措置及び退避に関すること。

その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

その他特別教育等の実施

イ 危険又は有害な業務（小型ボイラーの取扱いの業務、汚水槽の内部等の酸素欠乏危険場所における作

業に係る業務等）に従事する者については、所定の科目及び時間数の特別教育を実施すること。

ロ 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、作業主任者及び安全衛生担当者には、必要に応じて能力

向上教育等を行うこと。

ハ 新たに機器を導入し、又は作業方法を改善したときには、当該機器の構造、安全な使用方法、取扱物

質の有害性等について安全衛生教育を行うこと。

４ 作業標準の作成

労働者の作業行動による労働災害を防止するため、次の事項に留意して、各種作業の実態に応じた作業標準

を作成すること。また、作業標準の作成については、安全衛生委員会等に付議すること。

燃焼装置の取扱いの作業

燃焼装置を取り扱う作業を行うときは、次の事項を守ること。

点火に先立って、燃焼室内を点検し、燃料ガス等の流出を認めたときは、換気すること。

点火の際は、あらかじめ、燃焼室内の換気を十分に行うこと。

点火の際は、逆火に備える体勢をとり、かつ、服装を整えること。

１回で着火しないときは、ガス弁又は油弁を閉じ、いったん点火を止めて、炉内の換気を十分に行

った後に点火すること。

突然火が消えたときは、直ちに燃料ガス等の供給を止めて、その原因を調べ、その原因を取り除い

た後でなければ再点火しないこと。

重量物の取扱いの作業

重量物の取扱い及び運搬の作業については、作業ごとに取り扱う重量の上限、作業姿勢、複数人で取り

扱う物品、主な物品の重量の目安等を決め、作業者に過度の負担がかからないようにすること。

ワゴン等の運転の作業

ワゴン等によって荷を運搬するときは、ワゴン等の転倒、衝突、荷崩れ等を防止する措置を講ずること。

裁断の作業

裁断の作業を行うときは、手指の切創を防止するための措置を講ずること。

かくはん等の作業

かくはん等の作業を行うときは、手指、上肢等に過大な負担がかからないような措置を講ずること。

冷凍室等における作業

冷凍室等において作業を行うときは、必要に応じ防寒具を着用して作業を行うこと。また、冷凍室等に

おける作業が終了したときは、全員が外に出たことを確認した後にドアを閉めること。

高温物の取扱いの作業

高温の物を取り扱い、又は運搬するときは、火傷を防止するための措置を講ずること。

コンベヤーを使用する作業

コンベヤーを使用する作業を行うときは、適切な作業速度等で行うこと。

簡易リフト等を使用する作業

簡易リフト等を使用するときは、積載荷重を超える荷を積まないこと。また、完全に停止してから荷の

出し入れを行うこと。さらに、人の搭乗の禁止の徹底を図ること。

機器・食器等の洗浄作業

機器・食器等の洗浄作業を行う場合には、流れ作業による洗浄作業において、その速度が著しく速くな

らないようにし、また、無理な姿勢を伴うものについては踏み台等の用具の使用等を図ること。

遠心機械等の取扱いの作業

遠心機械等を用いて食品の脱水等を行う場合には、機械が確実に停止したことを確認した後に食品を取

り出すこと。

保管収納作業

食品、食缶等の保管、収納の作業を行う場合には、荷の崩壊等が起こらないような措置並びに肩、腕及

 

び手指に過大な負担がかからないような措置を講ずること。

清掃作業

清掃作業を行う場合には、不自然な姿勢を避けるため、用具等を使用すること。

第４ 快適な職場環境の形成等

快適な職場環境を形成するため、ドライ方式（調理室床面に水をまかないで済むように工夫された方式）の導入

の検討、冷暖房設備の導入等による温熱環境の改善、防音措置の施されている機器の導入、身体に過度の負担のか

からない作業方法への転換、疲労回復のための適切な施設の整備等に努めること。

また、労働者の健康保持増進を図るため必要な措置を講ずるよう努めること。

別添２

基発第２５７号の２

平成６年４月２１日

文部省体育局長 殿

自治省行政局長 殿

労働省労働基準局長

学校給食事業における労働災害の防止について

学校給食事業における労働災害の防止については、昭和４８年３月６日付け基発第１０７号「学校給食事業にお

ける労働災害の防止について」に示す「学校給食事業における安全衛生管理要綱」により、その推進を図ってきた

ところでありますが、その後の労働安全衛生関係法令の改正、学校給食共同調理場の普及、大型調理機器の導入に

伴う作業方法の変化等にかんがみ、同要綱を見直し、今般、別添のとおり「学校給食事業における安全衛生管理要

綱」を定めたところであります。

つきましては、貴職におかれましても地方公共団体の教育委員会の関係者に対して、同要綱の周知徹底を図られ

ますようお願いいたします。
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冷凍室等において作業を行うときは、必要に応じ防寒具を着用して作業を行うこと。また、冷凍室等に

おける作業が終了したときは、全員が外に出たことを確認した後にドアを閉めること。

高温物の取扱いの作業

高温の物を取り扱い、又は運搬するときは、火傷を防止するための措置を講ずること。

コンベヤーを使用する作業

コンベヤーを使用する作業を行うときは、適切な作業速度等で行うこと。

簡易リフト等を使用する作業

簡易リフト等を使用するときは、積載荷重を超える荷を積まないこと。また、完全に停止してから荷の

出し入れを行うこと。さらに、人の搭乗の禁止の徹底を図ること。

機器・食器等の洗浄作業

機器・食器等の洗浄作業を行う場合には、流れ作業による洗浄作業において、その速度が著しく速くな

らないようにし、また、無理な姿勢を伴うものについては踏み台等の用具の使用等を図ること。

遠心機械等の取扱いの作業

遠心機械等を用いて食品の脱水等を行う場合には、機械が確実に停止したことを確認した後に食品を取

り出すこと。

保管収納作業

食品、食缶等の保管、収納の作業を行う場合には、荷の崩壊等が起こらないような措置並びに肩、腕及

 

び手指に過大な負担がかからないような措置を講ずること。

清掃作業

清掃作業を行う場合には、不自然な姿勢を避けるため、用具等を使用すること。

第４ 快適な職場環境の形成等

快適な職場環境を形成するため、ドライ方式（調理室床面に水をまかないで済むように工夫された方式）の導入

の検討、冷暖房設備の導入等による温熱環境の改善、防音措置の施されている機器の導入、身体に過度の負担のか

からない作業方法への転換、疲労回復のための適切な施設の整備等に努めること。

また、労働者の健康保持増進を図るため必要な措置を講ずるよう努めること。

別添２

基発第２５７号の２

平成６年４月２１日

文部省体育局長 殿

自治省行政局長 殿

労働省労働基準局長

学校給食事業における労働災害の防止について

学校給食事業における労働災害の防止については、昭和４８年３月６日付け基発第１０７号「学校給食事業にお

ける労働災害の防止について」に示す「学校給食事業における安全衛生管理要綱」により、その推進を図ってきた

ところでありますが、その後の労働安全衛生関係法令の改正、学校給食共同調理場の普及、大型調理機器の導入に

伴う作業方法の変化等にかんがみ、同要綱を見直し、今般、別添のとおり「学校給食事業における安全衛生管理要

綱」を定めたところであります。

つきましては、貴職におかれましても地方公共団体の教育委員会の関係者に対して、同要綱の周知徹底を図られ

ますようお願いいたします。
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○学校給食の安定的な運営に向けた取組の推進について

７初健食第８号

令和７年９月１６日

各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長

各都道府県知事

附属学校を置く各国公立大学法人長 殿

小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法

第 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長

樫原 哲哉

学校給食の安定的な運営に向けた取組の推進について（通知）

学校給食は、栄養バランスの取れた食事の提供により、子供たちの健康の保持増進を図るとともに、食に関する

指導を効果的に進める上で大きな教育的意義を有するものです。

学校給食が物価高騰等に左右されることなく、安定的に運営されることは重要であり、これまでも、「物価高騰

等に対応した学校給食費等の保護者負担軽減及び学校給食を含む学校における食事提供等の安定的な運営に向け

た取組の推進について」（令和５年１１月１０日付け５文科初第１４５８号文部科学省初等中等教育局長通知）を

発出し、エネルギー・食料品価格等の上昇等を踏まえた適切な契約変更等の在り方や安定的に実施可能な事業者の

選定方法について周知したところです。これらに加えて、とりわけ学校給食に係る業務委託等を実施する場合には、

事業者との契約等の在り方について、十分に検討し、安定的な運営が可能となるよう体制を整備しておく必要があ

ります。

また、文部科学省が令和６年度に実施した事業（「効率的で安定的な学校給食用食材の調達に関する調査研究」。

以下「文部科学省委託事業」という。）では、教育委員会及び給食事業者団体への調査を通じて、学校給食用食材

の調達に関する契約書類や発注・納品・検収の在り方などにおいて、学校給食の安定的な運営に向けて複数の課題

が明らかとなりました。（詳細は別添１参照）

加えて、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」

（令和６年法律第２３号。以下「物流効率化法」という。）が第２１３回通常国会で成立し、令和７年４月１日か

ら施行されました（一部内容は、令和８年４月１日施行）。物流効率化法では、荷主と物流事業者双方に対して、

物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課されることとなっており、学校設置者や給食事業者に

ついてもその対象とされているところです。（詳細は参考資料参照）

さらに、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について（周知）」（別添２）において周知していると

おり、令和７年６月１日には、労働安全衛生規則が改正され、熱中症の重篤化を防止するための措置が事業者に対

して義務付けられたところです。

学校給食に係る業務については、事業者からの食材調達はもとより、令和５年度「学校給食実施状況等調査」の

結果によれば、調理業務や食器洗浄業務、運搬業務を外部委託している学校が５割を超える状況にあるなど、事業

者との連携が重要な要素となっており、今後も学校給食を安定的・継続的に運営していくためには、各学校設置者

等において、こうした関係法令の改正や社会的な変化等を的確に捉え、適切に対応していくことが重要です。

なお、物価高騰等への対応については、これまでも重点支援地方交付金の積極的な活用について依頼してきたほ

か、令和７年度地方財政計画において、学校など自治体施設の光熱費の高騰や、学校給食など自治体のサービス・

施設管理等の委託料の増加への対応として、一般行政経費（単独）に１，０００億円が計上（前年度比３００億円

増）されているところですので、引き続き、適切に対応いただくようお願いいたします。

これらのことを踏まえ、学校給食の安定的な運営に向けて、今一度、御留意いただきたい事項について、下記の

とおり整理しましたので、学校給食の実施に当たっては、各学校設置者及び学校において適切に対応いただくよう

お願いいたします。

以上のことを、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都

市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構

 

造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に

対し、附属学校を置く各国公立大学長におかれてはその管下の学校に対し、周知くださるようお願いします。

記

 
学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）において、学校給食の実施者は、学校の設置者とされていることを踏

まえ、学校設置者が主導して下記の事項について適切に対応すること。  
 

１．安定的に実施可能な事業者の選定について

〇 学校給食に係る業務委託等における事業者の選定に関しては、安定的・持続的な食事提供等の観点から、価格

に加え、事業の安定性等価格以外の要素も考慮するなど適切に対処すること。  
〇 特に、公立学校における学校給食の業務委託等に係る事業者の選定に際して、一般競争入札や指名競争入札の

方法により契約を締結する場合には、ダンピング受注（その契約代金の額によっては学校給食業務の適正な実施

が見込まれない契約の締結をいう。）を防止し、安定的・持続的に学校給食を実施する観点から、需給の状況、

材料及び人件費（最低賃金についても反映した額）等の最新の実勢価格等を踏まえた適切な予定価格を作成する

こと。また、低入札価格調査制度（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項）や

最低制限価格制度（同令第１６７条の１０第２項）、総合評価落札方式（同令第１６７条の１０の２）を活用す

るなど、適切に対処すること。 
〇 事業の安定性等価格以外の要素を考慮した調達方法である総合評価落札方式を導入し、落札者決定基準を定め

るときは、例えば、学校給食衛生管理基準等の理解度、調理経験、企業の経営状態、従事者の業務実施体制、報

告体制、人材育成・労務管 理等の基準を設定するなど、適切に対処すること。  
２．事業者との適切な契約の締結及び運用について

〇 学校給食の食材調達や業務委託等における事業者との契約の締結に当たっては、契約金額や業務内容、責任の

所在等に対する委託者と受託者の認識の齟齬等に起因するトラブルを防止する観点等から、基本的には契約書又

は契約内容を記録した電磁的記録を作成すること。その際、文部科学省委託事業において、現状の契約実態にお

いて以下のような課題が見られたことを踏まえ、対応を検討いただきたいこと。   
（別添１：５４～５９Ｐ）  
【主な課題】 
① 取引に用いる書式が不統一で、それぞれの書式に対応する手間が複数回発生   
② やり取りが電話・ＦＡＸ中心であり、ＤＸが進んでいない  
③ そもそも契約書が作成されていない、又は、契約書に発注条件、キャンセル条項、支払期日、協議手続等

の記載がない  
④ 納品時刻指定の幅が非常に狭い  

特に、①は上記課題を踏まえ作成した契約書の記載例とその解説（別添資料１：６０Ｐ以降）を参考にしな

がら改善に努めるとともに、②については、「学校とのＦＡＸでのやり取りの慣行・学校現場に関連する押印ル

ールの見直しについて（依頼）」（別添３）を踏まえ、やむを得ない事情がある場合を除き、学校と事業者との

ＦＡＸでのやり取りの原則廃止に向けて慣行を見直すこと。 
〇 一般的に、学校給食の業務委託については、契約期間が複数年にわたることが多いことから、その間の光熱水

費の上昇、最低賃金額の改定等を踏まえた適切な契約金額の変更に対応するため、あらかじめ、契約の中にいわ

ゆるスライド条項（賃金 又は物価の変動に基づく契約金額の協議及び変更について定めるもの）を設け、契約

の途中でエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改定が生じた場合には、学校におけ

る安定的・持続的な食事提供等の観点から、契約金額の変更や受託事業者への支援など適切に対処すること。  
〇 なお、契約金額の変更等について事業者側から申し出しやすい環境となるよう、契約書において、具体な協議

事項を例示したり、発注者、受注者の双方が誠実に協議することを定めたりするなど、迅速かつ適切に協議を行

えるようにすること。 
〇 令和７年４月１日より物流効率化法が施行され、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき

措置について努力義務が課せられることになったことを踏まえ、荷主となる各学校設置者・学校においては、特

に、学校給食用食材の受渡しにあたり、荷待ち時間（ドライバーの到着から荷役等開始までの待ち時間）や荷役

（荷積み・荷卸し）等時間の短縮に資するよう、納入時刻や検収の在り方等の見直し（納入までに受入準備を終

える、資材回収や庫入れ作業の分担を協議するなど）に努めること。  
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○学校給食の安定的な運営に向けた取組の推進について

７初健食第８号

令和７年９月１６日

各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長

各都道府県知事

附属学校を置く各国公立大学法人長 殿

小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法

第 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長

樫原 哲哉

学校給食の安定的な運営に向けた取組の推進について（通知）

学校給食は、栄養バランスの取れた食事の提供により、子供たちの健康の保持増進を図るとともに、食に関する

指導を効果的に進める上で大きな教育的意義を有するものです。

学校給食が物価高騰等に左右されることなく、安定的に運営されることは重要であり、これまでも、「物価高騰

等に対応した学校給食費等の保護者負担軽減及び学校給食を含む学校における食事提供等の安定的な運営に向け

た取組の推進について」（令和５年１１月１０日付け５文科初第１４５８号文部科学省初等中等教育局長通知）を

発出し、エネルギー・食料品価格等の上昇等を踏まえた適切な契約変更等の在り方や安定的に実施可能な事業者の

選定方法について周知したところです。これらに加えて、とりわけ学校給食に係る業務委託等を実施する場合には、

事業者との契約等の在り方について、十分に検討し、安定的な運営が可能となるよう体制を整備しておく必要があ

ります。

また、文部科学省が令和６年度に実施した事業（「効率的で安定的な学校給食用食材の調達に関する調査研究」。

以下「文部科学省委託事業」という。）では、教育委員会及び給食事業者団体への調査を通じて、学校給食用食材

の調達に関する契約書類や発注・納品・検収の在り方などにおいて、学校給食の安定的な運営に向けて複数の課題

が明らかとなりました。（詳細は別添１参照）

加えて、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」

（令和６年法律第２３号。以下「物流効率化法」という。）が第２１３回通常国会で成立し、令和７年４月１日か

ら施行されました（一部内容は、令和８年４月１日施行）。物流効率化法では、荷主と物流事業者双方に対して、

物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課されることとなっており、学校設置者や給食事業者に

ついてもその対象とされているところです。（詳細は参考資料参照）

さらに、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について（周知）」（別添２）において周知していると

おり、令和７年６月１日には、労働安全衛生規則が改正され、熱中症の重篤化を防止するための措置が事業者に対

して義務付けられたところです。

学校給食に係る業務については、事業者からの食材調達はもとより、令和５年度「学校給食実施状況等調査」の

結果によれば、調理業務や食器洗浄業務、運搬業務を外部委託している学校が５割を超える状況にあるなど、事業

者との連携が重要な要素となっており、今後も学校給食を安定的・継続的に運営していくためには、各学校設置者

等において、こうした関係法令の改正や社会的な変化等を的確に捉え、適切に対応していくことが重要です。

なお、物価高騰等への対応については、これまでも重点支援地方交付金の積極的な活用について依頼してきたほ

か、令和７年度地方財政計画において、学校など自治体施設の光熱費の高騰や、学校給食など自治体のサービス・

施設管理等の委託料の増加への対応として、一般行政経費（単独）に１，０００億円が計上（前年度比３００億円

増）されているところですので、引き続き、適切に対応いただくようお願いいたします。

これらのことを踏まえ、学校給食の安定的な運営に向けて、今一度、御留意いただきたい事項について、下記の

とおり整理しましたので、学校給食の実施に当たっては、各学校設置者及び学校において適切に対応いただくよう

お願いいたします。

以上のことを、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都

市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構

 

造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に

対し、附属学校を置く各国公立大学長におかれてはその管下の学校に対し、周知くださるようお願いします。

記

 
学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）において、学校給食の実施者は、学校の設置者とされていることを踏

まえ、学校設置者が主導して下記の事項について適切に対応すること。  
 

１．安定的に実施可能な事業者の選定について

〇 学校給食に係る業務委託等における事業者の選定に関しては、安定的・持続的な食事提供等の観点から、価格

に加え、事業の安定性等価格以外の要素も考慮するなど適切に対処すること。  
〇 特に、公立学校における学校給食の業務委託等に係る事業者の選定に際して、一般競争入札や指名競争入札の

方法により契約を締結する場合には、ダンピング受注（その契約代金の額によっては学校給食業務の適正な実施

が見込まれない契約の締結をいう。）を防止し、安定的・持続的に学校給食を実施する観点から、需給の状況、

材料及び人件費（最低賃金についても反映した額）等の最新の実勢価格等を踏まえた適切な予定価格を作成する

こと。また、低入札価格調査制度（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項）や

最低制限価格制度（同令第１６７条の１０第２項）、総合評価落札方式（同令第１６７条の１０の２）を活用す

るなど、適切に対処すること。 
〇 事業の安定性等価格以外の要素を考慮した調達方法である総合評価落札方式を導入し、落札者決定基準を定め

るときは、例えば、学校給食衛生管理基準等の理解度、調理経験、企業の経営状態、従事者の業務実施体制、報

告体制、人材育成・労務管 理等の基準を設定するなど、適切に対処すること。  
２．事業者との適切な契約の締結及び運用について

〇 学校給食の食材調達や業務委託等における事業者との契約の締結に当たっては、契約金額や業務内容、責任の

所在等に対する委託者と受託者の認識の齟齬等に起因するトラブルを防止する観点等から、基本的には契約書又

は契約内容を記録した電磁的記録を作成すること。その際、文部科学省委託事業において、現状の契約実態にお

いて以下のような課題が見られたことを踏まえ、対応を検討いただきたいこと。   
（別添１：５４～５９Ｐ）  
【主な課題】 
① 取引に用いる書式が不統一で、それぞれの書式に対応する手間が複数回発生   
② やり取りが電話・ＦＡＸ中心であり、ＤＸが進んでいない  
③ そもそも契約書が作成されていない、又は、契約書に発注条件、キャンセル条項、支払期日、協議手続等

の記載がない  
④ 納品時刻指定の幅が非常に狭い  

特に、①は上記課題を踏まえ作成した契約書の記載例とその解説（別添資料１：６０Ｐ以降）を参考にしな

がら改善に努めるとともに、②については、「学校とのＦＡＸでのやり取りの慣行・学校現場に関連する押印ル

ールの見直しについて（依頼）」（別添３）を踏まえ、やむを得ない事情がある場合を除き、学校と事業者との

ＦＡＸでのやり取りの原則廃止に向けて慣行を見直すこと。 
〇 一般的に、学校給食の業務委託については、契約期間が複数年にわたることが多いことから、その間の光熱水

費の上昇、最低賃金額の改定等を踏まえた適切な契約金額の変更に対応するため、あらかじめ、契約の中にいわ

ゆるスライド条項（賃金 又は物価の変動に基づく契約金額の協議及び変更について定めるもの）を設け、契約

の途中でエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改定が生じた場合には、学校におけ

る安定的・持続的な食事提供等の観点から、契約金額の変更や受託事業者への支援など適切に対処すること。  
〇 なお、契約金額の変更等について事業者側から申し出しやすい環境となるよう、契約書において、具体な協議

事項を例示したり、発注者、受注者の双方が誠実に協議することを定めたりするなど、迅速かつ適切に協議を行

えるようにすること。 
〇 令和７年４月１日より物流効率化法が施行され、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき

措置について努力義務が課せられることになったことを踏まえ、荷主となる各学校設置者・学校においては、特

に、学校給食用食材の受渡しにあたり、荷待ち時間（ドライバーの到着から荷役等開始までの待ち時間）や荷役

（荷積み・荷卸し）等時間の短縮に資するよう、納入時刻や検収の在り方等の見直し（納入までに受入準備を終

える、資材回収や庫入れ作業の分担を協議するなど）に努めること。  
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○学校給食の安定的な運営に向けた取組の推進について

７初健食第８号

令和７年９月１６日

各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長

各都道府県知事

附属学校を置く各国公立大学法人長 殿

小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法

第 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長

樫原 哲哉

学校給食の安定的な運営に向けた取組の推進について（通知）

学校給食は、栄養バランスの取れた食事の提供により、子供たちの健康の保持増進を図るとともに、食に関する

指導を効果的に進める上で大きな教育的意義を有するものです。

学校給食が物価高騰等に左右されることなく、安定的に運営されることは重要であり、これまでも、「物価高騰

等に対応した学校給食費等の保護者負担軽減及び学校給食を含む学校における食事提供等の安定的な運営に向け

た取組の推進について」（令和５年１１月１０日付け５文科初第１４５８号文部科学省初等中等教育局長通知）を

発出し、エネルギー・食料品価格等の上昇等を踏まえた適切な契約変更等の在り方や安定的に実施可能な事業者の

選定方法について周知したところです。これらに加えて、とりわけ学校給食に係る業務委託等を実施する場合には、

事業者との契約等の在り方について、十分に検討し、安定的な運営が可能となるよう体制を整備しておく必要があ

ります。

また、文部科学省が令和６年度に実施した事業（「効率的で安定的な学校給食用食材の調達に関する調査研究」。

以下「文部科学省委託事業」という。）では、教育委員会及び給食事業者団体への調査を通じて、学校給食用食材

の調達に関する契約書類や発注・納品・検収の在り方などにおいて、学校給食の安定的な運営に向けて複数の課題

が明らかとなりました。（詳細は別添１参照）

加えて、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」

（令和６年法律第２３号。以下「物流効率化法」という。）が第２１３回通常国会で成立し、令和７年４月１日か

ら施行されました（一部内容は、令和８年４月１日施行）。物流効率化法では、荷主と物流事業者双方に対して、

物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課されることとなっており、学校設置者や給食事業者に

ついてもその対象とされているところです。（詳細は参考資料参照）

さらに、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について（周知）」（別添２）において周知していると

おり、令和７年６月１日には、労働安全衛生規則が改正され、熱中症の重篤化を防止するための措置が事業者に対

して義務付けられたところです。

学校給食に係る業務については、事業者からの食材調達はもとより、令和５年度「学校給食実施状況等調査」の

結果によれば、調理業務や食器洗浄業務、運搬業務を外部委託している学校が５割を超える状況にあるなど、事業

者との連携が重要な要素となっており、今後も学校給食を安定的・継続的に運営していくためには、各学校設置者

等において、こうした関係法令の改正や社会的な変化等を的確に捉え、適切に対応していくことが重要です。

なお、物価高騰等への対応については、これまでも重点支援地方交付金の積極的な活用について依頼してきたほ

か、令和７年度地方財政計画において、学校など自治体施設の光熱費の高騰や、学校給食など自治体のサービス・

施設管理等の委託料の増加への対応として、一般行政経費（単独）に１，０００億円が計上（前年度比３００億円

増）されているところですので、引き続き、適切に対応いただくようお願いいたします。

これらのことを踏まえ、学校給食の安定的な運営に向けて、今一度、御留意いただきたい事項について、下記の

とおり整理しましたので、学校給食の実施に当たっては、各学校設置者及び学校において適切に対応いただくよう

お願いいたします。

以上のことを、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都

市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構

 

造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に

対し、附属学校を置く各国公立大学長におかれてはその管下の学校に対し、周知くださるようお願いします。

記

 
学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）において、学校給食の実施者は、学校の設置者とされていることを踏

まえ、学校設置者が主導して下記の事項について適切に対応すること。  
 

１．安定的に実施可能な事業者の選定について

〇 学校給食に係る業務委託等における事業者の選定に関しては、安定的・持続的な食事提供等の観点から、価格

に加え、事業の安定性等価格以外の要素も考慮するなど適切に対処すること。  
〇 特に、公立学校における学校給食の業務委託等に係る事業者の選定に際して、一般競争入札や指名競争入札の

方法により契約を締結する場合には、ダンピング受注（その契約代金の額によっては学校給食業務の適正な実施

が見込まれない契約の締結をいう。）を防止し、安定的・持続的に学校給食を実施する観点から、需給の状況、

材料及び人件費（最低賃金についても反映した額）等の最新の実勢価格等を踏まえた適切な予定価格を作成する

こと。また、低入札価格調査制度（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項）や

最低制限価格制度（同令第１６７条の１０第２項）、総合評価落札方式（同令第１６７条の１０の２）を活用す

るなど、適切に対処すること。 
〇 事業の安定性等価格以外の要素を考慮した調達方法である総合評価落札方式を導入し、落札者決定基準を定め

るときは、例えば、学校給食衛生管理基準等の理解度、調理経験、企業の経営状態、従事者の業務実施体制、報

告体制、人材育成・労務管 理等の基準を設定するなど、適切に対処すること。  
２．事業者との適切な契約の締結及び運用について

〇 学校給食の食材調達や業務委託等における事業者との契約の締結に当たっては、契約金額や業務内容、責任の

所在等に対する委託者と受託者の認識の齟齬等に起因するトラブルを防止する観点等から、基本的には契約書又

は契約内容を記録した電磁的記録を作成すること。その際、文部科学省委託事業において、現状の契約実態にお

いて以下のような課題が見られたことを踏まえ、対応を検討いただきたいこと。   
（別添１：５４～５９Ｐ）  
【主な課題】 
① 取引に用いる書式が不統一で、それぞれの書式に対応する手間が複数回発生   
② やり取りが電話・ＦＡＸ中心であり、ＤＸが進んでいない  
③ そもそも契約書が作成されていない、又は、契約書に発注条件、キャンセル条項、支払期日、協議手続等

の記載がない  
④ 納品時刻指定の幅が非常に狭い  

特に、①は上記課題を踏まえ作成した契約書の記載例とその解説（別添資料１：６０Ｐ以降）を参考にしな

がら改善に努めるとともに、②については、「学校とのＦＡＸでのやり取りの慣行・学校現場に関連する押印ル

ールの見直しについて（依頼）」（別添３）を踏まえ、やむを得ない事情がある場合を除き、学校と事業者との

ＦＡＸでのやり取りの原則廃止に向けて慣行を見直すこと。 
〇 一般的に、学校給食の業務委託については、契約期間が複数年にわたることが多いことから、その間の光熱水

費の上昇、最低賃金額の改定等を踏まえた適切な契約金額の変更に対応するため、あらかじめ、契約の中にいわ

ゆるスライド条項（賃金 又は物価の変動に基づく契約金額の協議及び変更について定めるもの）を設け、契約

の途中でエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改定が生じた場合には、学校におけ

る安定的・持続的な食事提供等の観点から、契約金額の変更や受託事業者への支援など適切に対処すること。  
〇 なお、契約金額の変更等について事業者側から申し出しやすい環境となるよう、契約書において、具体な協議

事項を例示したり、発注者、受注者の双方が誠実に協議することを定めたりするなど、迅速かつ適切に協議を行

えるようにすること。 
〇 令和７年４月１日より物流効率化法が施行され、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき

措置について努力義務が課せられることになったことを踏まえ、荷主となる各学校設置者・学校においては、特

に、学校給食用食材の受渡しにあたり、荷待ち時間（ドライバーの到着から荷役等開始までの待ち時間）や荷役

（荷積み・荷卸し）等時間の短縮に資するよう、納入時刻や検収の在り方等の見直し（納入までに受入準備を終

える、資材回収や庫入れ作業の分担を協議するなど）に努めること。  
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〇 事業者側から積載効率の向上等に資する措置を円滑に実施するため、学校給食用食材の受渡しを行う日及び

時刻又は時間帯について協議したい旨の申し出があった場合には、必要な協力（巡回・共同配送しやすいよう

受入時間枠を広げるなど）に努めること。 
３．学校給食施設における熱中症対策等について

〇 学校給食施設は、調理に伴い熱や蒸気が発生し、高温多湿な環境となりやすいことから、熱中症対策を実施

すること。 
〇 特に、令和７年６月１日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱

中症の重篤化を防止するための体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられていることから、

これらについて遺漏なく対応すること。 
〇 学校給食施設における熱中症対策に当たっては、「学校給食衛生管理基準」（平成２１年３月３１日文部科学

省告示第６４号）において示しているとおり、ドライシステムの導入に努めていただくとともに、空調（冷房）

設備の設置についても進めていただくこと。 
〇 なお、上記の施設・設備の整備には時間を要することもあることから、「学校給食衛生管理基準」の内容も踏

まえつつ、例えば、洗浄・清掃作業時において軽装（半袖白衣等）を導入するなど、柔軟に熱中症対策を講じ

ること。 
〇 調理等の業務を外部委託して実施する場合には、当該業務の受託者に対して労働安全衛生規則に基づく義務

が課せられるほか、給食業務従事者の労務管理は受託者において行われることになるが、そのような場合にお

いても、施設・設備など受託者が変更する余地のない作業環境については、上記内容も参考としつつ、学校設

置者において対応を検討する必要があることに留意するとともに、各学校 給食施設の実情等を踏まえ、受託者

の行う熱中症対策に協力すること。 
〇 その他、学校給食施設・設備や作業工程・方法等について、定期的に点検を実施し、その結果に基づいて、

安全装置の設置や機械設備の補修、保護具等の整備を行う等、給食業務従事者の安全と健康の確保のために必

要な措置を講じること。 
 
【添付資料】 
〇 別添１ 文部科学省令和６年度委託事業「効率的で安定的な学校給食用食材の調達に関する調査研究」報告書  

〇 別添２ 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について（周知）」  
（令和７年５月２８日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

〇 別添３ 「学校とのＦＡＸでのやり取りの慣行・学校現場に関連する押印ルールの見直しについて（依頼）」  
（令和６年８月９日付け内閣官房デジタル行財政改革会議事務局・文部科学省初等中等教育局学校情

報基盤・教材課事務連絡）  
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・「中学校学習指導要領（平成２９年告示）」 文部科学省

・「高等学校学習指導要領（平成３０年告示）」 文部科学省

・「特別支援学校学習指導要領（平成３１年告示）」 文部科学省

・「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」 文部科学省

・「保健主事のための実務ハンドブック」 文部科学省
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〇 事業者側から積載効率の向上等に資する措置を円滑に実施するため、学校給食用食材の受渡しを行う日及び

時刻又は時間帯について協議したい旨の申し出があった場合には、必要な協力（巡回・共同配送しやすいよう

受入時間枠を広げるなど）に努めること。 
３．学校給食施設における熱中症対策等について

〇 学校給食施設は、調理に伴い熱や蒸気が発生し、高温多湿な環境となりやすいことから、熱中症対策を実施

すること。 
〇 特に、令和７年６月１日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱

中症の重篤化を防止するための体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられていることから、

これらについて遺漏なく対応すること。 
〇 学校給食施設における熱中症対策に当たっては、「学校給食衛生管理基準」（平成２１年３月３１日文部科学

省告示第６４号）において示しているとおり、ドライシステムの導入に努めていただくとともに、空調（冷房）

設備の設置についても進めていただくこと。 
〇 なお、上記の施設・設備の整備には時間を要することもあることから、「学校給食衛生管理基準」の内容も踏

まえつつ、例えば、洗浄・清掃作業時において軽装（半袖白衣等）を導入するなど、柔軟に熱中症対策を講じ

ること。 
〇 調理等の業務を外部委託して実施する場合には、当該業務の受託者に対して労働安全衛生規則に基づく義務

が課せられるほか、給食業務従事者の労務管理は受託者において行われることになるが、そのような場合にお

いても、施設・設備など受託者が変更する余地のない作業環境については、上記内容も参考としつつ、学校設

置者において対応を検討する必要があることに留意するとともに、各学校 給食施設の実情等を踏まえ、受託者

の行う熱中症対策に協力すること。 
〇 その他、学校給食施設・設備や作業工程・方法等について、定期的に点検を実施し、その結果に基づいて、

安全装置の設置や機械設備の補修、保護具等の整備を行う等、給食業務従事者の安全と健康の確保のために必

要な措置を講じること。 
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中症の重篤化を防止するための体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられていることから、

これらについて遺漏なく対応すること。 
〇 学校給食施設における熱中症対策に当たっては、「学校給食衛生管理基準」（平成２１年３月３１日文部科学

省告示第６４号）において示しているとおり、ドライシステムの導入に努めていただくとともに、空調（冷房）

設備の設置についても進めていただくこと。 
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の行う熱中症対策に協力すること。 
〇 その他、学校給食施設・設備や作業工程・方法等について、定期的に点検を実施し、その結果に基づいて、

安全装置の設置や機械設備の補修、保護具等の整備を行う等、給食業務従事者の安全と健康の確保のために必

要な措置を講じること。 
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・「学校における食物アレルギー対応の手引 特別支援版」 愛知県教育委員会

・「愛知の特別食マニュアル」 愛知県教育委員会
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稲留　雄一 愛知県小中学校長会給食委員会前委員長（安城市立安城中部小学校長）

浅田　文代 愛知県小中学校長会給食委員会委員長（東郷町立諸輪小学校長）

成瀬　通彦 愛知県特別支援学校長会前給食担当校長（愛知県立豊川特別支援学校長）

竹下　暁 愛知県学校給食センター連絡協議会会長（蒲郡市教育委員会学校給食課長）

山本　友舞 愛知県保健医療局健康医務部健康対策課主任

安達　啓一 愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課主査

酒井　達哉 愛知県教育委員会尾張教育事務所指導主事

中山　直子 愛知県教育委員会東三河教育事務所指導主事

杉野　由起子 元愛知県教育委員会指導主事（瀬戸市立にじの丘小学校栄養教諭）

丸山　真奈美 元愛知県教育委員会指導主事（西尾市立鶴城小学校栄養教諭）

小田　敦子 前愛知県教育委員会指導主事（東浦町立北部中学校栄養教諭）

池添　梨紗子 春日井市立不二小学校栄養教諭

栗木　公美 日進市立北小学校栄養教諭

河合　あずさ 一宮市立木曽川東小学校栄養教諭

小林　亜衣 大口町立大口中学校栄養教諭

小川　幸子 大治町立大治中学校栄養教諭

小川　晴香 弥富市立日の出小学校栄養教諭

下郷　加奈子 阿久比町立英比小学校栄養教諭

中岡　友恵 大府市立大府北中学校栄養教諭

大矢　美代子 岡崎市立大門小学校栄養教諭

小澤　南都子 刈谷市立刈谷南中学校栄養教諭

山本　敦子 田原市立赤羽根小学校栄養教諭

神谷　真奈 豊橋市立東部中学校栄養教諭

都築　朋代 愛知県立三好特別支援学校栄養教諭

祖父江　達夫 愛知県教育委員会保健体育課長

中村　修一 愛知県教育委員会保健体育課担当課長

浅野　博史 愛知県教育委員会保健体育課課長補佐

天野　万喜男 愛知県教育委員会保健体育課主査

平林　加奈 愛知県教育委員会保健体育課指導主事

山崎　なつみ 愛知県教育委員会保健体育課主事

高橋　伸至 公益財団法人愛知県学校給食会理事長

上野　賢司 公益財団法人愛知県学校給食会マネージャー（経営企画）

杉江　章雄 公益財団法人愛知県学校給食会マネージャー（安定供給）

髙柳　浩二 公益財団法人愛知県学校給食会マネージャー（衛生検査）

大久保　智恵美 公益財団法人愛知県学校給食会
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